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第１節 計画の策定方針 

 【総務局危機管理部、全局区、関係機関、市民、事業者】 

 

 

第１ 計画の目的 

 

 千葉市地域防災計画（以下、「この計画」という。）は、災害対策基本法（昭和 36年法律第 223号）

第 42 条の規定に基づき、本市における災害に対処するための基本的かつ総合的な計画として、千

葉市防災会議が作成する防災計画であり、本市と千葉県、指定地方行政機関、指定公共機関、指定

地方公共機関等（以下、「防災関係機関」という。）及び公共的団体並びに市民が総力を結集し、平

常時からの災害に対する備えと災害発生時の適切な対応を図るための大綱を定めることにより、市

民の生命、身体及び財産を災害から守るとともに、災害による被害の軽減を図り、社会秩序の維持

と公共の福祉の確保に資することを目的とする。 

 

 

第２ 計画の性格、構成及び災害の範囲 

 

１ 計画の性格 

（１）この計画は、千葉市の市域において災害に対処するために市の処理すべき事務又は業務を

中心として、防災関係機関、公共的団体及び市民の処理分担すべき事務、業務又は任務を含

めた総合的かつ基本的な計画である。 

（２）この計画は、平成 23 年 3月 11日に発生した東日本大震災の教訓等を礎とするとともに、

近年の様々な社会構造の変化を踏まえ、防災関係機関、公共的団体及び市民の責任を明確に

するとともに、各機関等が防災に関し行う事務、業務又は任務を有機的に結合した計画であ

る。 

（３）この計画は、災害及び災害の防止に関する科学的研究の成果並びに発生した災害の状況及

びこれに対して行われた災害応急対策の効果を考えあわせ、恒久的に検討を加えていくべき

計画である。 

 

２ 計画の構成 

   この計画は、総被害を最小限に止めるよう災害発生前に行う対策及び災害発生後の復旧対

策を示した「共通編」、災害発生直後の市民・地域、事業者、行政の応急活動を示した「災害

応急対策編」、地域防災計画に関連する参考資料をまとめた「資料編」の３編で構成する。 
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千葉市地域防災計画     共通編            総則 

(災害対策基本法第 42 条)               災害予防計画 

                                    災害復旧計画 

                         災害応急対策編     地震対策計画 

                附編  東海地震に係る周辺地域 

としての対応計画※ 

風水害・雪害・火山災害対策計画 

                            千葉市水防計画（水防法第 32条） 

                          大規模事故災害対策計画 

                           放射性物質事故対策計画 

  

※「東海地震に係る周辺地域としての対応計画」について、平成２９年１１月から、気象

庁は東海地震に関連する情報（東海地震注意情報等）の発表は行わないこととしてお

り、国では、東海地震に関する既存の計画の見直しを検討していることから、国が見直

しを行った後、本計画の見直しを行う予定である。 

 

３ この計画で扱う災害の範囲 

（１）地 震…地震による災害 

（２）風水害・雪害・火山災害…台風・大雨・高潮・大雪・火山噴火等による災害 

（３）大 規 模 事 故 災 害…大規模事故等による災害 

 

 

第３ 他の計画等との関係 

 

１ 県地域防災計画等との関係 

   この計画は、千葉県地域防災計画及び千葉県水防計画と整合性を図り策定したものであ

る。 

   したがって、それらの計画と抵触することがあって、かつ避けることができないと認めら

れるときは、千葉市防災会議において調整を図るものとする。 

 

２ 千葉市基本計画との関係 

   この計画は、「千葉市基本計画」の諸施策と整合を図り、「災害に強い、安全・安心なまち

づくり」の実現に向けて策定したものである。 

   したがって、「千葉市基本計画」に修正が生じ、この計画を修正する必要がある場合は、防

災会議において調整を図るものとする。 

 



第１章 総  則 第１節 計画の策定方針 

                   共 - 3 - 

３ 千葉市国土強靱化地域計画との関係 

   この計画は、国土強靱化に関する部分について、「千葉市国土強靱化地域計画」の基本目標等

と整合を図り、策定したものである。 

   したがって、「千葉市国土強靭化地域計画」に修正が生じ、この計画を修正する必要が生じた

場合は、千葉市防災会議において調整を図るものとする。 

   「千葉市国土強靱化地域計画」の基本目標は次のとおりである。 

   ・人命の保護が最大限図られること 

   ・市及び社会の重要な機能が致命的な障害を受けず維持されること 

   ・市民の財産及び公共施設に係る被害の最小化 

   ・迅速な復旧復興 

   ※千葉市国土強靱化地域計画（資料 2-32） 

 

４ 災害救助法との関係 

   本計画は、災害救助法（昭和 22 年法律第 118 号）に基づき、市長が実施する救助又は  

同法が適用されない場合の救助に関する計画を包括するものである。 

 

第４ 部門計画等の作成 

 

１ 部門計画 

   本市各局は、本計画に定める分掌事務の実施に関し、それぞれの責務が十分果たせるように

部門別計画やマニュアルをあらかじめ定め、より具体的な災害の予防対策、応急対策及び復旧・

復興対策の推進体制の整備に努める。また、各区は、区本部の応急対策について、区の実状や

地域特性を踏まえたうえで「区別計画」をあらかじめ定めるものとする。 

   なお、防災関係機関等においては、防災計画の策定に当たって、本計画の基本方針との整合

を図るものとする。 

 

２ 業務継続計画 

   大規模な自然災害が発生した場合、その影響により利用できる資源（ヒト、モノ、情報、

ライフライン等）が制約され行政機能が低下することが予想される。そのため、非常時優先

業務（実施すべき応急・復旧業務及び継続する必要性の高い通常業務）を特定するととも

に、非常時優先業務の継続に必要な資源の確保・配分や、業務開始目標時間を定める等の必

要な措置を講じることにより大規模災害発生時にも適切な業務執行を図るため、千葉市業務

継続計画＜自然災害対策編＞を策定するものとする。 

   ※千葉市業務継続計画＜自然災害対策編＞（資料 2-31） 

 

３ 災害時受援計画 

   大規模な災害が発生した場合、職員や庁舎の被災により行政機能が低下する中にあって

も、災害応急対策や被災者支援等の業務を行う必要があり、他の地方公共団体や民間企業、
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ボランティアなどの応援を最大限活用することが求められる。このような外部からの人的支

援の受入れ手順や受入れに係る役割分担を明確化するとともに、物資の調達や物流に係る受

援体制の整備を図り、受援対象業務をあらかじめ特定するなど、迅速な応援要請を行うた

め、千葉市災害時受援計画を策定するものとする。 

   ※千葉市災害時受援計画（資料 2-33） 

 

第５ 計画の習熟 

  本市各局等及び各区並びに防災関係機関等は、この計画の遂行にあたり、それぞれの責務が十

分果たせるように、平素自ら又は他の機関と協力して調査研究を行い、実動又は図上訓練その他

の方法により、本計画及び部門計画等の習熟に努める。 

 

 

第６ 計画の修正 

  この計画は、防災に関する恒久的な基本計画であるが、災害対策基本法第 42条の規定に基づ

き、毎年検討を加え、必要があるときは、千葉市防災会議において修正する。 

 

 

第７ 男女共同参画などの多様な視点を取り入れた防災体制の確立 

  東日本大震災では、避難所において女性用の物資が不足したり、授乳や着替えをするための

場所がなかったり、「女性だから」ということで、当然のように避難所の食事準備を割り振られ

たり、仮設住宅の運営が男性だけで仕切られていたなど、女性に関する問題があった。 

  また、日頃から地域社会との関わりが少ない男性の仮設住宅における孤立化が目立ち、震災

後に飲酒量が増加したことなども問題になっている。 

  さらに、生活復旧作業の際の子どもの預かり支援の必要性等、平常時以上に仕事と育児・介

護の両立が難しくなることなども問題となっている。 

  そのうえ、ＬＧＢＴ（性的少数者）である被災者が、避難所における更衣室、トイレ、入

浴、支援物資の受け取りなどにおいて、不便さやストレスを感じないための配慮も必要であ

る。 

  こうした被災・復興状況における男女に関する様々な課題を解決するため、市では、この計

画のすべての事項を通じて、被災時の男女のニーズの違いなど男女双方の視点への配慮を行う

とともに、防災に関する政策・方針の決定過程及び地域での防災活動に女性の参画を推進する

など、男女共同参画などの多様な視点を取り入れた防災体制の確立に努めるものとする。 
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第２節 防災関係機関等の処理すべき事務又は業務の大綱 

【総務局危機管理部、全局区、関係機関、市民、事業者】 

第１ 市 

 

  市は、災害予防、災害応急対策及び災害復旧対策に関し、次のことを実施する。ただし、災

害救助法が適用された場合において必要があるときは、知事の委任を受けて災害救助にあたる

こととなる。 

機 関 の 名 称 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 

 

市 

１ 千葉市防災会議及び千葉市災害対策本部に関すること 

２ 防災に関する組織の整備に関すること 

３ 防災都市づくり事業の推進に関すること 

４ 防災に関する施設及び設備の設置、改善及び整備に関すること 

５ 防災に関する物資及び資機材の備蓄及び整備に関すること 

６ 防災知識の普及及び自主防災組織の育成指導に関すること 

７ 防災に関する訓練及び調査研究の実施に関すること 

８ 要配慮者の安全確保に関すること 

９ 警報の伝達並びに避難の勧告又は指示に関すること 

10 避難所の開設及び運営に関すること 

11 情報の収集、伝達及び被害調査並びに災害時の広報に関すること 

12 被災者に対する救助及び救護措置に関すること 

13 災害時の医療救護及び助産活動、給水等の応急措置に関すること 

14 緊急輸送道路及び緊急輸送の確保に関すること 

15 清掃、防疫、その他の保健衛生に関すること 

16 災害対策要員の動員、雇上げに関すること 

17 災害を受けた幼児、児童及び生徒の応急教育に関すること 

18 公共的施設及び設備の応急復旧に関すること 

19 その他災害発生の防除又は拡大防止のための措置に関すること 

20 生活困窮者に対する保護及び救助に関すること 

21 義援金品の受領及び配布に関すること 

22 災害応急対策及び災害復旧用資材の確保及び物価の安定に関すること 

23 被災産業（事業者）に対する融資等の対策に関すること 

24 管内の関係団体が実施する災害応急対策等の調整に関すること 

25 災害救助法に基づく被災者の救助、保護に関すること 

26 被災者の生活再建支援に関すること 

消 防 局 

１ 火災、水害等の予防警戒及び防御に関すること 

２ 人命の救出、救助及び応急救護に関すること 

３ 消防、水防その他の応急措置に関すること 

４ 火災、水害等の情報の伝達に関すること 

５ 危険物等の安全確保のための指導に関すること 

消 防 団 

１ 火災、水害等の予防警戒及び防御に関すること 

２ 地域住民の避難誘導及び救助に関すること 
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第２ 県 

 

機 関 の 名 称 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 

県 

１ 千葉県防災会議及び県災害対策本部に関すること 

２ 防災に関する施設、組織の整備と訓練に関すること 

３ 災害による被害の調査報告と情報の収集及び広報に関すること 

４ 災害の防除と拡大の防止に関すること 

５ 災害時における防疫その他保健衛生に関すること 

６ 災害応急対策用資材及び災害復旧資材の確保と物価の安定に関すること 

７ 被災産業に対する融資等の対策に関すること 

８ 被災県営施設の応急対策に関すること 

９ 災害時における文教対策に関すること 

10 災害時における社会秩序の維持に関すること 

11 災害対策要員の動員、雇上げに関すること 

12 災害時における交通、輸送の確保に関すること 

13 被災施設の復旧に関すること 

14 市町村が処理する事務、事業の指導、指示及び、あっせん等に関すること 

15 災害対策に関する自衛隊への派遣要請、国への応援要請及び隣接都県市間 

の相互応援協力に関すること 

16 災害救助法に基づく被災者の救助に係る資源配分の連絡調整 

17 被災者の生活再建支援に関すること 

18 市町村が実施する災害応急対策の補助及び市町村間の総合調整に関する

こと 

 

千 葉 土 木 事 務 所 １ 県の所管に係る河川、道路、橋 梁
きょうりょう

、急傾斜地崩壊防止施設等の土木施設

の保全並びに防災対策に関すること 

千 葉 港 湾 事 務 所 １ 港湾の管理、港湾施設の整備及び保全並びに防災対策に関すること 

企 業 局 

（千葉水道事務所） 

（千葉水道事務所千葉

西支所） 

１ 給水施設の防災対策及び災害時における供給対策に関すること 

千 葉 県 警 察 本 部 

（千葉市警察部） 

（千葉中央警察署） 

（千葉東警察署） 

（千葉西警察署） 

（千葉南警察署） 

（千葉北警察署） 

１ 災害時における治安の維持、警察通信、交通対策、避難者の誘導等に関す

ること 
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第３ 指定地方行政機関 

 

機 関 の 名 称 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 

関 東 管 区 警 察 局 

（千葉県情報通信部） 

１ 管区内各県警察の災害警備活動の指導・調整に関すること 

２ 管区内各県警察の相互援助の調整に関すること 

３ 他管区警察局及び警視庁並びに管区内防災関係機関との連携に関する

こと 

４ 警察通信の確保及び警察通信統制に関すること 

５ 津波警報の伝達に関すること 

関  東  財  務  局 

（千葉財務事務所） 

１ 金融機関等の指導に関すること 

２ 地方公共団体の特に緊急を要する災害対策事業及び応急復旧事業のた

めの災害つなぎ資金に関すること 

３ 主務省が行う災害復旧事業費の査定の立会いに関すること 

４ 国有普通財産の管理及び処分に関すること 

千 葉 労 働 局 

（千葉労働基準監督署） 
１ 工場、事業所における労働災害の防止に関すること 

関 東 農 政 局 

１ 農業関係、卸売市場及び食品産業事業者等の被害状況の把握に関する 

こと 

２ 応急用食料・物資の支援に関すること 

３ 食品の需給・価格動向の調査に関すること 

４ 飲食料品、油脂、農畜産物等の安定供給対策に関すること 

５ 飼料、種子等の安定供給対策に関すること 

６ 病害虫防除及び家畜衛生対策に関すること 

７ 営農技術指導及び家畜の移動に関すること 

８ 被害農業者及び消費者の相談窓口に関すること 

９ 農地・農業用施設及び公共土木施設の災害復旧に関すること 

１０ 被害農業者に対する金融対策に関すること 

関 東 地 方 整 備 局 

（千葉国道事務所） 

１ 直轄国道の被災情報の収集に関すること 

２ 直轄国道の応急復旧及び災害復旧に関すること 

３ 直轄国道が災害により不通となった場合の迂回路の調整及び実施に関

すること 

４ 災害時相互協力に関する申し合わせに基づく適切な緊急対応の実施に

関すること 

関  東  運  輸  局 

（千葉運輸支局） 

１ 災害時における自動車運送業者に対する運送の協力要請に関すること 

２ 災害時における自動車及び被災者、災害必要物資等の輸送調整に関する

こと 

３ 災害による不通区間における、う回輸送等の指導に関すること 

４ 災害時における応急海上輸送に関すること 

５ 応急海上輸送船舶の緊急修理に関すること 

 

東 京 航 空 局 

成 田 空 港 事 務 所 

 

１ 災害時における航空機による輸送に関し安全を確保するための必要な

措置に関すること 

２ 遭難航空機の捜索及び救助に関すること 

３ 指定地域上空の飛行規制とその周知徹底に関すること 
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機 関 の 名 称 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 

千 葉 海 上 保 安 部 

１ 海上災害の発生及び拡大の防止に関すること 

２ 危険防止のための船舶交通の制限に関すること 

３ 海上における人命及び財産の保護並びに公共の秩序の維持に関するこ

と 

４ 海難救助及び天災事変その他救済を必要とする場合における援助に関

すること 

東 京 管 区 気 象 台 

（銚子地方気象台） 

１ 気象、地象、水象の観測及びその成果の収集、発表に関すること 

２ 気象、地象（地震にあっては、発生した断層運動による地震動に限る）、

水象の予報・警報等の防災情報の発表、伝達及び解説に関すること 

３ 気象業務に必要な観測、予報及び通信施設の整備に関すること 

４ 地方公共団体が行う防災対策に関する技術的な支援・助言に関すること 

５ 防災気象情報の理解促進、防災知識の普及啓発に関すること 

 

 

第４ 自衛隊 

 

機 関 の 名 称 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 

陸  上  自  衛  隊 

高   射   学   校 

１ 災害派遣の準備 

（１）防災関係資料の基礎調査に関すること 

（２）自衛隊災害派遣計画の作成に関すること 

（３）千葉県地域防災計画及び自衛隊災害派遣計画に合致した防災に関する

訓練の実施に関すること 

（４）防災資材の整備及び点検に関すること 

２ 災害派遣の実施 

（１）人命又は財産の保護のため緊急に行う必要のある応急救援又は応急復

旧に関すること 

（２）災害救援のため防衛省の管理に属する物品の無償貸付譲与に関するこ

と 

 

 

第５ 指定公共機関 

 

機 関 の 名 称 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 

東 日 本 電 信 電 話 ㈱ 

※以下「ＮＴＴ東日本㈱」とする。 

㈱ Ｎ Ｔ Ｔ ド コ モ 

エヌ・ティ・ティ・コミュニケ

ーションズ㈱ 

Ｋ Ｄ Ｄ Ｉ ㈱ 

ソ フ ト バ ン ク ㈱ 

楽 天 モ バ イ ル ㈱ 

１ 電気通信施設の整備に関すること 

２ 災害時における通信サービスの提供に関すること 

３ 被災電気通信施設の応急対策及び災害復旧に関すること 
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機 関 の 名 称 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 

日本赤十字社千葉県支部 

１ 医療救護に関すること 

２ こころのケアに関すること 

３ 救護物資の備蓄及び配分に関すること 

４ 血液製剤の供給に関すること 

５ 義援金の受付及び配分に関すること 

６ その他応急対策に必要な業務に関すること 

日 本 放 送 協 会 

千  葉  放  送  局 

※以下「ＮＨＫ千葉放送局」とする。 

１ 市民（県民）に対する防災知識の普及と警報の周知徹底に関すること 

２ 市民（県民）に対する災害応急対策等の周知徹底に関すること 

３ 社会事業団体等による義援金品の募集、配分に関すること 

４ 被災者の受信対策に関すること 

東京電力パワーグリッド㈱ 

千 葉 総 支 社 

１ 災害時における電力供給に関すること 

２ 被災施設の応急対策と災害復旧に関すること 

東 京 ガ ス ㈱ 

千 葉 支 社 

１ ガス供給施設（製造設備等を含む）の建設及び安全確保に関すること

２ ガスの供給に関すること 

東日本旅客鉄道㈱千葉支社 

※以下「ＪＲ東日本㈱千葉支社」とする。 

日 本 貨 物 鉄 道 ㈱ 

１ 鉄道施設等の保全に関すること 

２ 災害時における救助物資及び避難者の輸送の協力に関すること 

３ 帰宅困難者に関すること 

日 本 通 運 ㈱ 

福 山 通 運 ㈱ 

佐 川 急 便 ㈱ 

ヤ マ ト 運 輸 ㈱ 

西 濃 運 輸 ㈱ 

１ 災害時における貨物（トラック）自動車による救助物資及び避難者の

輸送の協力に関すること 

東 日 本 高 速 道 路 ㈱ 

千 葉 ・ 市 原 管 理 事 務 所 

１ 有料道路（京葉道路、千葉東金道路、東関東自動車道水戸線、東関東

自動車道館山線、首都圏中央連絡自動車道）の保全に関すること 

２ 有料道路（京葉道路、千葉東金道路、東関東自動車道水戸線、東関東

自動車道館山線、首都圏中央連絡自動車道）の応急復旧工事の施工に関

すること 

成 田 国 際 空 港 ㈱ 

１ 災害時における空港の運用に関すること 

２ 空港施設及び航空機災害に対する防災対策に関すること 

３ 帰宅困難者に関すること 

日 本 郵 便 ㈱ 

（ 千 葉 中 央 郵 便 局 ） 

（ 若 葉 郵 便 局 ） 

（ 美 浜 郵 便 局 ） 

（ 花 見 川 郵 便 局 ） 

（ 千 葉 緑 郵 便 局 ） 

１ 被災者救助用物資を内容とする小包郵便物の料金免除に関すること 

２ 郵便振替による被災者救援のための寄付金送金の無料扱いに関すること 

３ 被災者に対する郵便はがき等の無償交付に関すること 

４ 為替貯金業務及び簡易保険、郵便年金業務の非常取扱いに関すること 

５ 災害時における郵便事業運営の確保及び郵便事業窓口業務の維持に関す

ること 

㈱ イ ト ー ヨ ー カ 堂 

イ オ ン ㈱ 

ユ ニ ー ㈱ 

㈱セブン‐イレブン・ジャパン 

㈱ ロ ー ソ ン 

㈱ フ ァ ミ リ ー マ ー ト 

㈱セブン＆アイ・ホールディングス 

１ 支援物資の各種品目の調達及び被災地への迅速な供給に関すること 
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第６ 指定地方公共機関 

機 関 の 名 称 事  務  又  は  業  務  の  大  綱 

公 益 社 団 法 人 

千 葉 県 医 師 会 

（一般社団法人千葉市医師会） 

１ 医療及び助産活動に関すること 

２ 医師会と医療機関との連絡調整に関すること 

一 般 社 団 法 人 

千 葉 県 歯 科 医 師 会 

(一般社団法人千葉市歯科医師会) 

１ 歯科医療活動に関すること 

２ 歯科医師会と医療機関との連絡調整に関すること 

一 般 社 団 法 人 

千 葉 県 薬 剤 師 会 

（一般社団法人千葉市薬剤師会） 

１ 医薬品の調達、供給に関すること 

２ 薬剤師会と薬剤師との連絡調整に関すること 

公 益 社 団 法 人 

千 葉 県 看 護 協 会 

１ 医療救護活動に関すること 

２ 看護協会と医療機関等会員施設との連絡調整に関すること 

京 成 電 鉄 ㈱ 

千葉都市モノレール㈱ 

京 葉 臨 海 鉄 道 ㈱ 

１ 鉄軌道施設等の保全に関すること 

２ 災害時における救助物資及び避難者の輸送の協力に関すること 

３ 帰宅困難者に関すること 

一 般 社 団 法 人 

千 葉 県 ﾄ ﾗ ｯ ｸ 協 会 

１ 災害時における救助物資、避難者等の輸送の協力に関すること 

２ 協会と各事業者との連絡調整に関すること 

一 般 社 団 法 人 

千 葉 県 バ ス 協 会 

１ 災害時における救助物資、避難者等の輸送の協力に関すること 

２ 協会と各バス事業者との連絡調整に関すること 

大多喜ガス㈱千葉事業所 １ ガス施設の防災対策及び災害時における供給対策に関すること 

千 葉 テ レ ビ 放 送 ㈱ 

㈱ ニ ッ ポ ン 放 送 

㈱ ベ イ エ フ エ ム 

１ 市民（県民）に対する防災知識の普及と警報の周知徹底に関すること 

２ 市民（県民）に対する災害応急対策等の周知徹底に関すること 

３ 社会事業団体等による義援金品の募集及び配分に関すること 

公 益 社 団 法 人 

千 葉 県 Ｌ Ｐ ガ ス 協 会 

１ 災害時におけるＬＰガス等の貯蔵及び輸送の保全に関すること 

２ 災害時におけるＬＰガス等の供給に関すること 

３ 被災施設の応急処理と復旧に関すること 

 

 

第７ 公共的団体及びその他防災上重要な施設の管理者 

 

機 関 の 名 称 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 

㈱ ジ ェ イ コ ム 千 葉 

セ ン ト ラ ル 

１ 市民に対する防災知識の普及と警報の周知徹底に関すること 

２ 市民に対する災害応急対策等の周知徹底に関すること 

一 般 社 団 法 人 千 葉 市 

建 設 業 協 会 

１ 道路・河川等公共施設の応急対策の協力に関すること 

２ 倒壊住宅等の撤去の協力に関すること 

３  その他災害時における建設活動の協力に関すること 
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機 関 の 名 称 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 

千 葉 市 上 下 水 道 

指 定 工 事 店 協 同 組 合 

県企業局指定工事店組合 

千葉市下水管路維持協同組合 

１ 災害時における上・下水道の復旧活動の協力に関すること 

千 葉 県 石 油 商 業 組 合 

１ 災害時における石油等の貯蔵及び輸送の保全に関すること 

２ 災害時における石油等の供給に関すること 

３ 被災施設の応急処理と復旧に関すること 

農 業 協 同 組 合

森   林   組   合 

農 林 水 産 業 関 係 団 体 

１ 市が行う被害状況調査及び応急対策の協力に関すること 

２ 農作物、林産物等の災害応急対策の指導に関すること 

３ 被災農林家に対する融資及びあっせんに関すること 

４ 農林業生産資材及び農林家生活資材の確保、あっせんに関すること 

５ 災害時における食料及び物資の供給に関すること 

千 葉 商 工 会 議 所 

土 気 商 工 会 そ の 他 

商 工 業 関 係 団 体 

大 規 模 産 業 施 設 

１ 市が行う被害状況調査及び応急対策の協力に関すること 

２ 災害時における物価安定についての協力に関すること 

３ 救助物資、復旧資材の確保、あっせん、輸送等についての協力に   

関すること 

４ 融資希望者のとりまとめ、あっせん等の協力に関すること 

病 院 等 経 営 者 

１ 避難施設の整備と避難訓練の実施に関すること 

２ 災害時における負傷者の医療と助産救助に関すること 

３ 災害時における収容者の保護及び誘導に関すること 

４ 災害時における病人等の収容及び保護に関すること 

社 会 福 祉 施 設 管 理 者 
１ 避難施設の整備と避難訓練の実施に関すること 

２ 災害時における入所者等の保護に関すること 

学   校   法   人 １ 避難施設の整備と避難訓練の実施に関すること 

金   融   機   関 １ 被災事業者等に対する資金の融資に関すること 

危険物・有毒物等保管施

設、地下街の管理者 

１ 安全管理の徹底及び災害防護施設の整備に関すること 

日本赤十字社千葉県支部 

千 葉 市 地 区 本 部 

(千葉市赤十字奉仕団 ) 

１ 被災者に対する炊き出し、救援物資の配布及び避難所内の世話業務等

の協力に関すること 

２ その他災害応急対策についての協力に関すること 

千葉市各区町内自治会 

連  絡  協  議  会 

自 主 防 災 組 織 

（ 町 内 自 治 会 ） 

千葉市女性団体連絡会 

避 難 所 運 営 委 員 会 

１ 避難者の誘導及び避難行動要支援者等の発見、安否確認、救出救護の

協力に関すること 

２ 被災者に対する炊き出し、救援物資の配布及び避難所内の世話業務等

の協力に関すること 

３ 被害状況調査、広報活動等災害対策業務全般についての協力に関する

こと 

４ 自主防災活動の実施に関すること 

５ 避難所の運営に関すること 
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機 関 の 名 称 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 

社 会 福 祉 法 人 

千葉市社会福祉協議会 

１ 災害ボランティアセンターの設置・運営に関すること 

２ 生活福祉資金の貸付に関すること 

公 益 在 団 法 人 

千 葉 市 防 災 普 及 公 社 

１ 市民に対する防災知識・技術の普及に関すること 

２ 震災時における出火防止対策の推進に関すること 

３ 震災時における初期消火体制の確立に関すること 

４ 応急手当の普及啓発に関すること 

５ 防火物品の普及推進に関すること 

公 益 財 団 法 人 

千 葉 市 国 際 交 流 協 会 

１ 千葉市災害時外国人支援センターの設置・運営に関すること 

公益財団法人文化振興財団 

（千葉市男女共同参画センター） 

１ 女性相談に関すること 

 

 

第８ 市民及び事業所等の基本的責務 

 

機 関 の 名 称 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 

市 民 

１ 自らの生命・身体・財産の被害を最小限に食い止めるため、住宅の耐
震診断・改修等の予防を図る。また、食料、飲料水その他の生活必需品
の備蓄（最低３日間、推奨１週間分）、非常持出品の準備、家具・大型家
電の転倒防止、ガス機器等の適切な取扱い等の出火防止対策など、各家
庭での震災発生時の備えを講じる。 

２ 市及び県が実施する防災対策に協力するとともに、自発的かつ積極的
に防災活動や防災訓練に参加し、過去の災害から得られた教訓の伝承
や、災害の未然防止、被害の拡大防止及び災害の復旧等に寄与する。 

３ 市民自らが隣近所、地域で協力し合い行動できるよう、地域コミュニ
ティの形成に努める。 

事 業 所 

１ 事業所における防災対策の充実と従業員の安全の確保に努めるとと

もに、地域の防災活動や防災訓練に積極的に参加し、自主防災組織との

連携を図るなど、地域における防災力の向上に寄与する。 

２ 集客施設を保有する事業所は、来客者の安全確保に努める。 

３ 事業所等は災害時に重要業務を継続するための事業継続計画（BCP）の

策定に努め、災害時においての一定の事業活動が継続的に実施できる体

制づくりを推進する。 

４ 事業所等は、鉄道等の交通機関の不通時において、従業員の一斉帰宅

を防止し、帰宅困難者対策を行うよう努める。 

５ 市が行う防災に関する施策に協力するよう努める。 

ボ ラ ン テ ィ ア 団 体 
１ 普段から構成員間の連携を密にして活動体制の準備を図るとともに、 

災害時には行政機関と協力して迅速な救援救護活動の実施に寄与する。 
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第３節 市の概況 

【総務局危機管理部、全局区、関係機関、市民、事業者】 

 

第１ 自然的条件 

 

１ 位置 

（１）位置 

   千葉市は、首都東京（都心）の 40km圏にあり、東京湾奥の東部に位置する。 

 

（２）緯度、経度 

   千葉市役所（中央区千葉港１番１号）の緯度、経度は次のとおりである。 

＜千葉市役所の緯度経度（令和 4年 1月 13日時点）＞ 

東  経 140° 06’ 24” 

北  緯  35° 36’ 27” 

（出典：国土地理院ホームページ「千葉県 市区町村の役所・役場及び東西南北端点の経度緯度 

（世界測地系）」） 

 

（３）隣接市 

   千葉市の隣接市は、次のとおりである。なお、西は東京湾に面している。 

＜千葉市の隣接市＞ 

東 八街市、東金市、大網白里市 

南 市原市、茂原市 

北 習志野市、八千代市、佐倉市、四街道市 

 

２ 面積及びひろがり 

   千葉市の面積及びひろがりは、次のとおりであり、千葉県面積の約 20 分の１を占める。 

   なお、海岸線延長は約 21kmである。 

 

＜千葉市の総面積及びひろがり（令和 5年 4月 21日時点）＞ 

   総 面 積 ひ ろ が り 

面 積 公有水面埋立 東  西 南  北 

271.76k㎡ 33.88 k㎡ 25.7km 24.5km 

（出典：千葉市ホームページ「千葉市統計書(令和 4年度版）」) 

 

 

３ 地形・地質 

   千葉市の地形は、市域の５分の４を占める下総台地、台地と東京湾との間に形成された幅
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の狭い低地及び海面の大規模な埋め立て等による人工地形に大別できる。 

   下総台地は、千葉県北部一帯を占め、標高 20～100mの比較的平坦な地形を形成している。 

   千葉市における下総台地は、印旛沼側と東京湾側の分水界となりながら、南東～北東方向

に標高を減らし、緑区土気町善勝寺付近 96.6m、 緑区越智新田付近 67.9m、 若葉区大宮台付

近 36.3m、花見川区千種町付近 27.5m、 中央区都町付近５ｍ、そして平均標高が 21mの台地

となっている。 

   また、「低地」は、東京湾にそそぐ都川、印旛放水路（花見川）沿いの谷底平野や氾濫平

野、村田川下流から都川下流にひろがる海岸平野からなる。 

   谷底平野は、多くの場合都市化の進展により埋め立て造成されており、花見川区の募張本

郷やこてはし台、稲毛区のあやめ台、若葉区のみつわ台、小倉台、千城台、そして緑区のお

ゆみ野などは大規模な人工改変地となっている。 

   氾濫平野も都川、花見川下流で大規模な盛土がなされている。 

   また、海岸平野も盛土化が進んでいる。 

   地質については、「台地」は、地表近くに関東ローム層が分布し、その下位に砂層（成田

層）、さらに台地の基底をなす粘土層となっている。 

   「低地」を構成する地層は、いわゆる軟弱地盤を形成する沖積層が主体となっている。 

 

４ 気象 

   気象は、東京湾に面した海洋性の気象であり、関東平野中心部の気象区に属し、年間平均

気温 16.7℃（令和 4年）で、１年を通じおおむね温暖な気候となっている。 

   また、降水量は年間 1427.5mm（令和 4年）となっており、年間降水量は減少傾向にある。 

   ※（出典：気象庁ホームページ「千葉（千葉県) 年ごとの値」） 

   ※最近１０年の気象概況（資料 1-2） 

〈千葉市の降水量〉 

期間 
1970～

1979年 

1980～

1989年 

1990～

1999年 

2000～

2009年 

2010～

2019年 

期間内平均年間降水量 1,188mm 1,322mm 1,340mm 1,495mm 1,477mm 

期間内 

最大降水量 

1 日当たり 150mm 183mm 260mm 185mm 238mm 

1 時間当たり 71mm 70mm 58mm 56mm 68mm 

 

 

第２ 社会的条件 

 

１ 人口 

（１）人口と世帯 

   東京都心から 40km圏にある立地条件や交通機関の整備、大規模団地の造成などによる宅地

化の進展により千葉市の人口は、昭和 30年代から 50年代前半にかけて急激に増加した。 

   令和２年 10月 1日の国勢調査の人口は 974,951 人で、世帯数は 445,814 世帯であり、近年
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の人口の伸びは緩やかに推移している。 

   さらに、国勢調査の平均世帯人員は、2.21人と引き続き減少している。 

   また、令和２年国勢調査による年齢別人口は、生産年齢人口（15～64歳）の割合が 61.8％

（全国平均 59.5％）、老年人口（65歳以上）は 26.8％（全国平均 28.6％）となっており、出

生率の低下により高齢化が進んでいる。 

 

（令和２年 10月 1 日現在） 

人    □ 世 帯 数 人口密度(人/k㎡) １世帯当り人口 

974,951人 445,814世帯 3,587.3 2.21人 

 

（２）行政地域別人口と世帯数 

   地域別に見ると、市街地中心部である中央区と、東京に近い花見川区の人口が大きい。ま

た、年齢構成を見ると、中央区や緑区では比較的高齢者が少ないが、将来的には急激な高齢

化が想定される。 

   高齢者の多い地域は、災害時の行動に劣るために適切な救援、指示等の働きかけが必要と

なる。 

   また、若年層が多い地域には、市の防災についての広報や自主防災組織の結成を促し、ま

た、地域ごとの公的施設を整備し、地域としての連帯を深め、災害時に団結した行動がとれ

るよう働きかけることが必要である。 

 

（令和２年 10月 1日現在）  

 

（３）昼夜間人口 

   千葉市街中心部や幕張新都心部は、昼間人口や移動中市街を訪れる人が多く、災害発生時

には、二次災害に注意を要する地域である。 

 

（令和２年国勢調査） 

夜間人口 昼間人口 

974,951人 946,610人 

 

 中央区 花見川区 稲毛区 若葉区 緑 区 美浜区 

人    口（人） 211,736 177,328 160,582 146,940 129,421 148,944 

世 帯 数（世帯） 109,336 81,123 74,796 64,840 50,996 66,891 

人口密度(人/ k ㎡) 4,734.7 5186.5 7567.5 1745.3 1953.5 7025.7 

１世帯当り人口

（人） 
1.94 2.19 2.15 2.27 2.54 2.23 

高齢化率［65歳以上 

人口比率］（％） 
21.2 25.5 24.4 28.3 21.7 24.5 
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  出典：令和 2年国勢調査（https://www.stat.go.jp/data/kokusei/2020/index.html） 

 

（４）将来の見通し 

   市の総人口は、2020 年代前半をピークに、減少に転じる見通しであり、年少人口、生産年

齢人口が減少し、高齢者人口が増加する見通し。 

   また、高齢化率は、2040年に 33.2％まで上昇する見通しであり、世帯数は 2030年頃にピ

ークを迎え、平均世帯人員は減少傾向が続く見通し。 

   ※参考：千葉市ホームページ「人口の将来見通し」 

   （https://www.city.chiba.jp/sogoseisaku/sogoseisaku/kikaku/population2.html） 

 

２ 交通 

（１）道路 

   千葉市の基幹道路網は、東京・成田・東金・内房の各方面を結ぶ東関東自動車道水戸線、

東関東自動車道館山線、京葉道路及び千葉東金道路から構成され、市域内には、１２箇所の

インターチェンジが設置されている。 

   さらに、広域道路として千葉都心部を中心に国道 14号、16号、51号、126号及び 357号並

びに千葉鎌ヶ谷松戸線、千葉茂原線、生実本納線等の主要地方道が放射状に伸び周辺市町村

と連絡している。 

（２）鉄道等 

   千葉市の鉄道網は、東京湾臨海部の住宅、商業及び工業地域の大動脈となるＪＲ総武本線

（東京駅～千葉駅）、内房線及び京葉線、それとほぼ平行する京成電鉄線からなる南北軸と、

市中心部から内陸部に向かうＪＲ外房線及び総武本線（千葉駅～銚子駅）、そして千葉都市モ

ノレールの放射軸とで構成される。 

   市内には、ＪＲ線 18 駅、京成線 13駅及び千葉都市モノレール 18駅の合計 49駅が設置さ

れ、それぞれを中心として市街地が形成されている。なかでも千葉、稲毛及び海浜幕張のＪ

Ｒ３駅は、ＪＲやバス路線のターミナルとして、市内陸部や周辺市町へのアクセス拠点とな

っており、乗車人員は１日平均約５～10万人を数える。 

   そのほか、乗車人員が１日平均２万人を超える駅として、ＪＲ蘇我駅（約３万４千人）、幕

張本郷駅（約２万９千人）、新検見川駅（約２万３千人）、西千葉駅（約２万３千人）、都賀駅

（約２万１千人）、鎌取駅（約２万１千人）がある。 

   また、ＪＲを除く私鉄各駅は、京成千葉線の京成千葉駅（約１万４千人）、千葉中央駅（約

８千８百人）、京成幕張本郷駅（約８千人）、千葉都市モノレールの千葉駅（約１万３千人）、

千葉みなと駅（約８千人）、都賀駅（約６千人）のほかは、いずれも乗車人員が１日平均５千

人に満たない。 

   なお、宅地造成・マンション建設に伴う人口増や、大規模集客施設の開設に伴い、一部の

駅の乗車人員数は増加傾向にあるが、それ以外の駅については、市の人口の増加が緩やかに

なるのに伴って、ほぼ横ばいとなっている。（千葉市統計書平成 30年度版） 
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３ 産業経済 

   千葉市は、昭和 25 年川崎製鉄誘致、29 年東京電力誘致を契機として、産業経済の骨格を形

成してきたが、平成元年幕張メッセ開場以降は幕張新都心へのコンベンション及び業務機能の

集積、あるいは千葉土気緑の森工業団地への研究開発機能の集積などの新たな動きも見られて

いる。 

   商業及びサービス業は、都心部を中心に高い集積があり、生活関連サービスでは周辺地域へ

の供給拠点となっているなど県都としての中心性を持っている。 

   一方、製造業は、京葉臨海工業地帯として形成された千葉港周辺部のほか、内陸部にも鉄鋼、

食料品、一般機械等が集積している。 

   農業は、首都圏の大消費地に隣接した立地条件を生かし、市民に新鮮で安全な食料を安定的

に供給するほか、農林地は防災・環境保全等多面的かつ公益的機能を有し、経済価値も高い。 

 

４ 土地利用 

   千葉市の土地利用の状況は、住宅地・商業業務施設用地・工業用地等都市的土地利用がな

されるのは約 59％、残りの約 41％は農用地・森林など自然的土地利用となっている。 

   都市的土地利用は、主として市の中心部から西側や臨海部に、農林業的・自然的土地利用

は、東部内陸部や北部に多く分布し、市域全体として緑と水辺に恵まれ、本市の個性を形成

しつつある。 

   しかし、宅地の細分化やミニ開発も依然として多く、これらは防災整備上ふさわしくな

い。 

   今後は、ミニ開発によるスプロール等の進行を抑制していくよう身近な市街地環境をより

きめ細かに誘導する必要がある。 

   幕張方面は、新都心として大規模に整備され、防災上良好な市街を形成している。ただ

し、埋立地は、液状化や地盤沈下等の被害を受けやすいという問題点があるため充分な注意

が必要である。 

   工業地は、主として、臨海部、内陸部に大別される。これらの工業地等には火災や爆発等

の危険性を持つ施設が集中するため、十分な防災対策が各事業者において行われていなけれ

ばならない。これらに対する指導や監視についても絶えず適切に行っていく必要がある。 

   一方、都市計画法に基づく市街化区域は、平成 28年度末現在で市域の 47％にあたる

12,882haとなっている。その用途地域別内訳は、住居系が 74％を占めており、住宅都市とし

ての性格が強い。その他、商業系７％、工業系 19％となっている。 
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第４節 計画の前提条件 

【総務局危機管理部、全局区、関係機関、市民、事業者】 

 

第１ 地震被害想定 

 

   本計画の前提条件として設定する被害想定は、「千葉市地震被害想定調査報告書（平成 29年

３月）」に基づき、下記のとおりとする。 

 

１ 想定地震 

  名 称： 千葉市直下地震 

  規 模： マグニチュード７．３ 

  震 源 位 置： 震源の中心を、千葉市役所（中央区千葉港）の直下に設定 

  震源の深さ： 約 30㎞（断層の上端の深さ） 

  断層のずれ： 南北方向に、横ずれを起こすと想定 

  設 定 理 由： マグニチュード７クラスの首都直下地震は、どこの場所でも発生する可能性が

あるとされており、震源が近いほど揺れが大きくなることから、千葉市に最も大

きな影響を与える地震として千葉市直下地震を想定地震とした。 

 

２ 地震動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※区別に震度別面積の割合を示したもの 

  

区 震度６強 震度６弱 震度５強 

中央区 31.2% 65.7% 3.1% 

花見川区 61.4% 38.6% 0.0% 

稲毛区 75.1% 24.9% 0.0% 

若葉区 74.6% 25.4% 0.0% 

緑区 36.8% 53.6% 9.6% 

美浜区 39.9% 60.1% 0.0% 

計（全市） 53.9% 43.2% 2.9% 
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３ 液状化危険度 

区 高い やや高い 低い 極めて低い なし 

中央区 18.1% 26.3% 11.9% 7.3% 36.4% 

花見川区 4.5% 5.2% 2.7% 10.3% 77.3% 

稲毛区 0.7% 2.9% 1.3% 6.6% 88.5% 

若葉区 0.2% 0.6% 0.7% 7.4% 91.1% 

緑区 0.8% 1.3% 0.3% 5.4% 92.2% 

美浜区 47.0% 32.7% 18.4% 1.9% 0.0% 

計（全市） 7.5% 8.3% 4.1% 6.8% 73.3% 

※区別に液状化危険度別面積の割合を示したもの 

 

４ 建物被害 

区 
全壊棟数 焼失棟数（冬 18

時・風速 8m/秒） 
合計 

揺れ 液状化 急傾斜地崩壊 

中央区 3,900 棟 120 棟 2 棟 1,540 棟 5,560 棟 

花見川区 4,130 棟 100 棟 3 棟 1,520 棟 5,750 棟 

稲毛区 3,450 棟 10 棟 - 1,230 棟 4,700 棟 

若葉区 3,980 棟 2 棟 2 棟 900 棟 4,890 棟 

緑区 1,250 棟 3 棟 1 棟 590 棟 1,840 棟 

美浜区 420 棟 40 棟 0 棟 100 棟 560 棟 

計（全

市） 
17,140 棟 270 棟 9 棟 5,880 棟 

23,300 

棟 

   ※10以上は一の位を四捨五入、10未満は整数で表示。また、0.5未満（0を除く）は「－」と表示 

   ※四捨五入により、合計が合わない場合がある。 

 

５ 人的被害 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※冬 5時・風速 8m/秒の場合の人的被害予測 ※冬 5時・風速 8m/秒の場合の要因別死者数 

  ※10 以上は一の位を四捨五入 ※10以上は一の位を四捨五入 

  ※四捨五入により、合計が合わない場合がある。 

要因 死者数 

建物倒壊 900人 

屋内収容物の転倒・移動、 

屋内落下物、屋内ガラス被害 
140人 

火災 90 人 

計 1,130 人 

区 死者数 重傷者数 軽症者数 

中央区 250人 440人 1,360 人 

花見川区 280人 450人 1,460 人 

稲毛区 230人 380人 1,170 人 

若葉区 270人 420人 1,420 人 

緑区 90 人 130人 470人 

美浜区 20 人 50 人 240人 

計（全市） 1,130 人 1,870 人 6,120 人 
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６ ライフライン被害 

項目 直後 1 日後 3 日後 1 週間後 2 週間後 1 か月後 

停電率 91% 46% 14% 1% 0% 0% 

上水道機能支障率 65% 62% 56% 44% 27% 8% 

下水道機能支障率 4% 3% 3% 2% 1% 0% 

固定電話の通信機能支障率 92% 46% 14% 1% 0% 0% 

都市ガスの機能支障率 65% 60% 51% 40% 20% 0% 

 

７ 交通施設被害 

緊急輸送道路における橋梁被害箇所数 

無被害又は 

軽微な被害 
小規模損傷 中規模損傷 大規模損傷 合計 

0 107 8 11 126 

 

区 
道路閉塞率 

10%未満 10～15% 15～20% 20%以上 

中央区 59.0% 13.1% 14.7% 13.1% 

花見川区 51.7% 12.1% 13.7% 22.5% 

稲毛区 57.4% 11.8% 14.6% 16.2% 

若葉区 40.6% 17.2% 28.6% 13.6% 

緑区 54.7% 16.3% 19.3% 9.7% 

美浜区 84.4% 4.9% 6.5% 4.2% 

計（全市） 52.9% 14.2% 19.3% 13.6% 

 

路線別の不通区間数及び復旧日数 

会社名  路線名  区間 駅間数 
不通駅間数 復旧 

日数 直後 １日後 ２日後 

Ｊ
Ｒ
東
日
本 

総武線 津田沼～千葉 6 4 3 3 8 

総武本線 千葉～四街道 3 3 3 3 6 

京葉線 新習志野～蘇我 5 1 1 1 4 

外房線 千葉～大網 6 1 0 0 1 

内房線 蘇我～八幡宿 2 1 0 0 1 

京
成
電
鉄 

本線※ 
実籾～八千代台、 

京成大和田～勝田台 
2 2 2 2 4 

千葉線 京成津田沼～千葉中央 9 7 7 6 8 

千原線 千葉中央～ちはら台 5 0 0 0 0 

   ※千葉市内に駅は存在しない。 
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８ 避難者数 

 

区 1 日後 3 日後 1 週間後 2 週間後 1 か月後 

中央区 38,710人  36,610 人  26,910人  17,600 人  9,820 人  

花見川区 39,800人  37,660 人  27,700人  18,080 人  10,080人  

稲毛区 33,760人  32,030 人  23,610人  15,350 人  8,370 人  

若葉区 34,820人  33,140 人  24,570人  16,120 人  8,890 人  

緑区 16,180人  14,910 人  10,420人  6,400 人  3,310 人  

美浜区 19,260人  17,550 人  11,670人  6,130 人  1,930 人  

計（全市） 182,530 人  171,900 人  124,890 人  79,680 人  42,410人  

      ※冬 18時・風速 8m/秒の場合の避難所避難者数予測 

 

９ 帰宅困難者数 

 

駅前 
帰宅困難者数 

通勤 通学 私事等 計 

ＪＲ・京成千葉駅 26,800人  2,500 人  2,000 人  31,300 人  

ＪＲ海浜幕張駅 20,800人  5,600 人  570人  27,000 人  

ＪＲ稲毛駅 2,900 人  7,000 人  200人  10,100 人  

ＪＲ蘇我駅 3,000 人  900人  500人  4,400 人  

 

１０ その他の被害予測 

 

震災廃棄物発生量（冬 18 時、風速 8m/s） 

区 重量（トン） 体積（㎥） 

中央区 708,130  642,000  

花見川区 555,830  527,170  

稲毛区 441,920  421,260  

若葉区 568,070  522,090  

緑区 297,200  261,110  

美浜区 80,340  71,820  

計（全市） 2,651,500  2,445,450  

            ※一の位を四捨五入して表示 

            ※四捨五入により、合計が合わない場合がある。 
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エレベータ停止台数 

区 
全エレベータ

台数 

安全装置作

動停止台数 

揺れによる

停止台数 

停電に伴う

停止台数 

全停止

台数 
停止率 

中央区 1,736  1  110  280  391  22.5% 

花見川区 864  1  51  143  195  22.6% 

稲毛区 618  0  41  102  143  23.1% 

若葉区 192  0  9  30  39  20.3% 

緑区 259  0  18  42  60  23.2% 

美浜区 1,406  1  83  233  317  22.5% 

計（全市） 5,075  3  312  830  1,145  22.6% 

 

直接経済被害の予測 

被害の内訳 金額（億円） 

建物被害 
住宅 8,140  

非住宅 2,690  

家財被害 6,630  

償却資産被害 2,450  

棚卸資産被害 1,120  

ライフライン 

上水道 120  

下水道 90  

電力 220  

通信 560  

都市ガス 490  

交通施設 道路 70  

計（全市） 22,570  

            ※一の位を四捨五入して表示 

            ※四捨五入により、合計が合わない場合がある。 

 

１１ 建物の耐震化等による被害軽減効果の推計 

 

建物の耐震化による被害軽減効果の推計（冬 5時） 

被害予測項目 被害予測結果 耐震化率 95％ 耐震化率 100％ 

揺れによる全壊棟数 17,140棟 8,000 棟 2,800 棟 

建物倒壊等による死者数 1,030 人 470人 160人 

 

家具転倒防止対策による被害軽減効果の推計（冬 5時） 

被害予測項目 被害予測結果 実施率 95％ 実施率 100％ 

屋内収容物等による死者数 140人 60 人 0 人 
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出火防止対策による被害軽減効果の推計（冬 18時・風速 8m/秒） 

被害予測項目 被害予測結果 
感震ブレーカー等

設置率 100％ 

感震ブレーカー等設置率

100％+初期消火率向上 

火災による焼失棟数 5,880 棟 3,270 棟 160棟 

火災による死者数 120人 70 人 3 人 

    ※千葉市地震・風水害ハザードマップ（資料 4-6） 

 

 

第２ 風水害・土砂災害・雪害・火山災害被害 

 

１ 風害 

   平成 30年９月の台風第 24号では、海水の塩分を含んだ暴風により塩害が発生し、各地で農

地の被害が生じたほか、関東地方では塩害による停電で鉄道の運休が発生した。 

   また、令和元年房総半島台風では、千葉市で観測史上最大となる最大瞬間風速 57.5ｍ/s を

記録し、千葉県内各地で倒木による停電が長期間発生するなど、大きな被害が発生した。 

   今後、都市防災機能向上のため、無電柱化や自立・分散型エネルギーの導入、発電機等の備

蓄、停電発生時の早期復旧のため各種協定の締結等の対策を講じる必要がある。 

 

２ 水害 

   千葉市内の主な河川として、印旛放水路（花見川）、鹿島川、村田川、都川、葭川、支川都川、

浜野川、坂月川、生実川、勝田川があげられる。特に、都川はその流域が市域面積の約４分の

１を占める。 

   過去には、浜田川、印旛放水路（花見川）、草野水のみち、都川、葭川、準用河川生実川、浜

野川などに接続されている排水路沿いの低地での排水不良による内水氾濫の被害が多発して

いた。特に、浜田川（花見川区幕張町周辺）、生実川周辺（中央区蘇我 2丁目周辺）は、水害の

常襲地域であった。また、平成５年８月の台風第 11 号の影響により都川下流域で、令和元年

10 月 25 日の大雨の影響により村田川上流域等で、大規模な浸水被害があった。これらの浸水

被害は、河川改修及び下水道施設・都市下水路等の整備により、全体としてかなり減少してい

る。 

   しかしながら、近年の都市化の進展に伴い雨水が浸透しにくくなり、雨水流出量が大幅に増

大し、短時間に一挙に低地部へ集中するようになっている。また、ヒートアイランド現象が原

因と思われる局所的な集中豪雨が頻発するようになってきている。このため、雨水排水施設の

整備が完了した既成市街地などの窪地で局所的な浸水被害が発生するようになっている。 

   今後、河川の改修や下水道施設の整備を進めるとともに、雨水流出量の抑制のため、貯留・

浸透施設を積極的に設置するほか、ソフト対策として、内水ハザードマップの作成や市民自ら

の災害対策を支援する対策などが望まれる。 

   ※近年の風水害による災害記録（資料 1-3） 

   ※千葉市域を流下する河川（資料 1-4） 
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   ※千葉市地震・風水害ハザードマップ（資料 4-7） 

   ※大雨の時、通行に注意を要する道路（資料 4-9） 

 

３ 高潮災害 

   高潮は、台風や発達した低気圧などに伴い、気圧が下がり海面が吸い上げられる効果と強

風により海水が海岸に吹き寄せられる効果のために、海面が異常に上昇する現象である。 

   大正６年１０月１日には、東京湾を通過した台風により東京湾沿岸に大規模な高潮が発生

し、現在の千葉市域においても被害が生じた。 

 

４ 土砂災害 

   土砂災害とは、大雨や地震が原因となり山や崖が崩れたり、水と混じり合った土や石が川

から流出することで人命や財産に被害をもたらす自然災害であり、がけ崩れ（急傾斜地の崩

壊）、土石流、地すべりの３種類に分類される。本市においても、がけ崩れ（急傾斜地の崩

壊）の発生のおそれがある地区が、土砂災害警戒区域等に指定されている。 

   令和元年 10月 25日の大雨の影響により、土砂災害警戒区域等以外の場所を含む市内各所

でがけ崩れが発生し、人的・物的被害が生じた。 

   水害と同様に集中豪雨に注意する必要があり、ハード面とソフト面の両面に渡る対策の実

施が望まれる。 

   ※急傾斜地崩壊危険区域指定箇所及び急傾斜地崩壊危険箇所（資料 4-2） 

   ※土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域（資料 4-10） 

   ※土砂災害警戒区域等における要配慮者利用施設一覧（資料 4-11） 

   ※土砂災害ハザードマップ（資料 4-12） 

 

５ 雪害 

   平成 26年 2月 8日から 9日にかけて南岸低気圧の通過の影響による大雪により、千葉市（千

葉特別地域気象観測所）では、昭和 41 年の観測開始から最大となる 33ｃｍの積雪を観測し、

転倒による人的被害、公共交通機関の運行停止に伴う帰宅困難者の発生等の様々な被害が生じ

たため、必要な対策の実施が望まれる。 

 

６ 火山災害 

   本市においては、周辺の活火山（富士山、箱根山、伊豆大島等）から距離が離れているため、

溶岩流、火砕流、噴石による影響はないと考えられるが、1707年に発生した富士山の宝永噴火

では、100km 以上離れた房総半島にまで火山灰が降り、本市域周辺には４～８ｃｍ程度の降灰

があったとされている。 

   今後、宝永噴火のような大規模な噴火が発生する可能性は、小規模な噴火が発生する可能性

に比べ低いとされているが、大規模噴火の可能性が否定されている訳ではないため、必要な対

策の実施が望まれる。 
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第５節 防災ビジョン 

 【総務局危機管理部、全局区、関係機関、市民、事業者】 

 

第１ 計画の理念 

 

  平成 23 年 3 月 11 日午後 2 時 46 分に発生した東日本大震災は、東北地方を中心に甚大な被害

をもたらした。マグニチュード 9.0を記録したこの地震により、千葉市内においても、沿岸部を

中心に液状化現象が広範囲に渡って発生するなど、住宅、道路、護岸施設、上下水道などのライ

フライン施設等に大きな被害が生じた。 

  これまでの想定をはるかに越えた東北地方太平洋沿岸部の壊滅的な被害や、広範囲でのライフ

ラインの停止と燃料供給の途絶など甚大な被害が生じ、避難所の運営や災害時に援護が必要な方

への支援、帰宅困難者対策など、これまでの「防災対策」への様々な課題が浮き彫りになった。 

  さらに、切迫性が高いと考えられる首都直下地震に備えた防災対策は急務であり、仮に大きな

地震が発生しても、「被害を出さない」「被害を軽減する」「避難・救助を円滑にする」など、減災

の視点からの取り組みが極めて重要となる。 

  また、令和元年房総半島台風では、記録的な暴風により、多くの住宅屋根の損壊、倒木などが

発生したほか、残暑が続く中での倒木等を起因とした広範囲で長期間の停電により、多くの熱中

症等の被害が発生した。さらに令和元年 10月 25日の大雨では、がけ崩れ、河川の氾濫、内水氾

濫が発生し、家屋の倒壊や浸水等、物的・人的被害が出る大きな災害となった。 

  大規模な災害における被害を最小限に抑える「減災」を推進するために、市民一人ひとりや地

域の多様な主体が自ら考え、ともに行動するなど、市民・地域、事業者、行政が連携・協働し、

持てる知恵と力を結集し、全市一丸となり防災対策を推進していくことをこの計画全体を貫く基

本理念とする。 

 

 

第２ 基本目標 

 

  以上のような計画の理念により、この計画で達成すべき基本目標は、次の９項目とする。 

  これら９項目は、いずれも科学的な研究成果と様々な経験についての不断の検討に基づき達

成状況の見直しを行いつつ、実現に向けて市民と行政が一体となって取り組まれなければなら

ない。 
基本目標 

１ 被害を発生させない、拡大させない都市空間の整備・強化 

２ 要配慮者の安全確保のための環境整備 

３ 防災拠点施設の整備並びに強化 

４ 自助・共助・公助の適切な役割分担と連携方法の明確化 

５ 市民・職員の災害時行動力の強化 

６ 地域・事業所における防災体制の強化 

７ 実践的な防災訓練の実施 

８ 事態の推移に対応した作業手順の具体化 

９ 地域災害特性を踏まえた救援救護対策の確立 
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１ 被害を発生させない、拡大させない都市空間の整備・強化 

   延焼火災の発生を防止することができれば、地震により発生するおそれのある一・二次災

害のかなりの部分は軽減される。 

   また、ブロック塀や自動販売機、看板等の落下・倒壊の危険性を解消すれば、地震時の

一・二次災害は最小限度にとどめられる。 

   さらに広域的な延焼火災が発生しても、道路網や安全地帯を準備しておくことにより、緊

急に難を避けることが出来る。 

   行政、市民、事業所がそれぞれの持ち分において、「被害を発生させない、拡大させないま

ちづくり」に相応の貢献をしなければならない。 

 

２ 要配慮者の安全確保のための環境整備 

   要配慮者は、「災害時に必要な情報を迅速かつ的確に把握し、災害から自らを守るために安

全な場所に避難するなどの災害時の一連の行動をとるのに支援を要する人々」と定義し、以

下のような類型を基本とする。 

   ①高齢者、②視覚障害者、③聴覚・言語障害者、④肢体不自由者、⑤内部障害者、⑥知的

障害者、⑦発達障害者、⑧精神障害者、⑨難病患者等、⑩乳幼児、⑪妊産婦、⑫外国人等、

⑬災害時負傷者、⑭災害孤児等、⑮地理に不案内な旅行者等 

   ※ 本計画では、「障害者」は「障害者及び障害児」を指す。 

   災害発生時において、要配慮者の安全を確保するためには、要配慮者それぞれの状況（た

とえば障害の内容、程度など）に応じた的確な支援が必要となる。そのためには、市による

体制整備はもとより、地域の防災組織や福祉関係団体等の関係機関と連携・協働しなければ

ならない。 

 

３ 防災拠点施設の整備及び強化 

   千葉市の自然的、社会的地域防災特性をふまえ、発災直後の混乱の中で迅速に対応するた

めには、各自・各コミュニティ・各区が独力で事態に対処（分散防御）し、そして市・区本

部の適切な指揮のもと連携（集中防御）する能力が要求される。 

   「分散防御」と「集中防御」の両面にわたりバランスのとれた体制となるよう、あらかじ

め防災拠点となる施設が整備され強化されていかなければならない。 

 

４ 自助・共助・公助の適切な役割分担と連携方法の明確化 

   少子・高齢化や核家族化、都市化の進展により地域コミュニティが希薄化する中で、災害時

に自らの手で自らや家族を守る「自助」による安全・安心の確保や、地域での支え合いによる

「共助」の取組みを活性化させるとともに、行政として「公助」の再構築が必要である。 

   市民・地域、事業者、行政が、自助・共助・公助の適切な役割分担に基づき、それぞれが自

らできる範囲で災害に強いまちづくりへの取り組みや、各主体が連携・協働する仕組みづくり

を進めていかなければならない。 
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５ 市民・職員の災害時行動力の強化 

   不測の事態に際しても、自らの安全を確保し、被害を最小限にとどめるために、市、事業所

及び市民は、災害時行動力の強化を図らなければならない。 

 

６ 地域・事業所における防災体制の強化 

   非常時の、パニック化した集団の中では、自ら冷静さを保つことは難しい。また、災害時に

負傷すれば、周囲の援助を必要とする。 

   そのため、町内自治会・自主防災組織と事業所の防災組織は、地域・事業者間における助け

合いの防災体制の強化を図らなければならない。 

 

７ 実践的な防災訓練の実施 

   不測の事態に際しても、一時の混乱からいち早く立ち直り、被害を最小限にとどめるため、

市、防災関係機関、事業所及び市民が臨機応変に対処できるだけの「実践的な防災訓練」を実

施する必要がある。 

   また、防災訓練は、様々な事態を想定した応急対策計画や、その他のマニュアルが実際に役

立つかどうか、検証する場となるため、計画の不足を発見し、さらに実効性のある計画となる

よう防災訓練を実施しなければならない。 

 

８ 事態の推移に対応した作業手順の具体化 

   大規模災害時には、それぞれの部署に適材適所の人員が不足なく参集することはまず期待で

きない。 

   そのため、任務に習熟していない人でも、与えられた任務分担を最小限の混乱にとどめなが

ら、こなせるよう、事態の推移に即した対策項目及び作業手順の具体化（マニュアル化）を図

らなければならない。 

 

９ 地域災害特性を踏まえた救援救護対策の確立 

   災害による被害は市内の全域において、一様に生ずるわけではない。不特定多数の人が集ま

る文教施設・病院・スーパー等ではパニックや火災の発生が懸念される。 

   また、木造住宅密集地についても倒壊に伴う火災が発生し、その延焼による大火の危険性が

高いことから、多様な事態に即した救援救護対策を確立しなければならない。 

 



 

 

第２章  災害予防計画 

 

 

節 計      画      名 ページ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

防災体制の整備 

安全で災害に強いまちづくりの推進 

被害の軽減 

津波災害予防対策（津波避難計画予防編） 

都市公共施設の災害対応力の強化 

安全避難の環境整備 

要配慮者の安全確保 

帰宅困難者等対策 

緊急輸送の環境整備 

救援・救護体制の整備 

備蓄・調達体制の整備 

防災行動力の向上 

雪害予防対策 

火山災害予防対策 

共 29 

共 40 

共 52 

共 71 

共 77 

共 86 

共 94 

共 102 

 共 105 

 共 108 

 共 115 

 共 119 

 共 133 

 共 139 
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第１節 防災体制の整備 

第１ 防災組織の整備 

 

  災害発生時に、市民の生命を守り、被害を最小限にとどめるため、市を中心とする防災関係

機関及び市民、事業所等の各レベルで、迅速な防災活動を開始するための組織をあらかじめ整

備する。 

  あわせて、ボランティア活動が円滑に行えるよう環境整備を図るとともに、ボランティア意

識の育成に努める。 

 

１ 市 

 【総務局危機管理部】 

（１）市防災会議 

 ア 設置の根拠等 

   ・災害対策基本法 第 16条 

   ・千葉市防災会議条例   （資料 2-1） 

   ・千葉市防災会議運営要綱等（資料 2-2） 

 イ 所掌事務 

   ・地域防災計画を作成し、その実施を推進すること。 

   ・水防計画に関する事項について調査審議すること。 

   ・市の地域に係る防災に関する重要事項を審議し市長に意見を述べること。 

   ・その他法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務。 

 ウ 組織 

   ・千葉市防災会議の構成（資料 2-3） 

（２）市災害対策本部 

 ア 設置の根拠等 

   ・災害対策基本法 第 23条 

   ・千葉市災害対策本部条例  （資料 2-7） 

   ・千葉市災害対策本部運営要綱（資料 2-8） 

 イ 所掌事務 

   地域防災計画の定めるところにより、市域の災害予防計画、災害応急対策及び応急復旧対

策を実施すること。 

 ウ 組織 

   ・千葉市災害対策本部条例  （資料 2-7） 

   ・千葉市災害対策本部運営要綱（資料 2-8） 

 

２ 県 

 【県】 

   県は、市町村を包括する団体として、次の防災組織を設置することとしている。 
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（１）県防災会議 

（２）県災害対策本部 

（３）県水防本部 

 

３ 防災関係機関 

 【関係機関】 

   市域を所管又は市内にある「指定行政機関」、「指定地方行政機関」（以上、国の機関）、「指

定公共機関」、「指定地方公共機関」（以上、公共的機関、公益的事業を営む法人でそれぞれ内

閣総理大臣、県知事が指定するもの）、及び「公共的団体」等の防災関係機関は、法令、防災

業務計画、県地域防災計画及び市地域防災計画の定めるところにより、災害予防計画及び応

急対策の的確かつ円滑な実施のため、必要な組織を整備し、その改善に努める。 

 

４ 自主防災組織 

 【総務局危機管理部、各区、消防局】 

（１）根拠及び目的 

   災害対策基本法第５条第２項の規定に基づき、市民が自ら行う防災活動の推進を図るた

め、自主防災組織の設置促進に努める。 

   なお、自主防災組織の結成促進にあたっては、「自分たちの地域は自分たちで守る」とい

う共助の考えの下、自主的な防災対策を行うことができるよう、原則として町内自治会組

織を単位として行う。 

   なかでも高齢者、障害者等の所在を把握し、救出救護する体制の整備が求められる。ま

た、日頃から地域活動に大きな役割を果たしている女性の経験や能力を活かすとともに、

十分な活動が可能なように各種資機材の整備に努める。 

   災害時に自主防災組織が迅速かつ的確な行動力を発揮できるよう継続的な防災活動を積

み重ね、消防団、民生委員、小中学校、地域ボランティア等と地域の災害時コミュニティ

活動による防災・減災対策を推進する。 

 

 

（２）組織の規約 

   自主防災組織を円滑に効率よく運営していくためには、各地域の実態を踏まえるととも

に、基本的な事項については、自主防災組織規約を設けておく必要がある。 

   そのための「統一様式」を活用し、各地域の実態を踏まえた自主防災組織規約の整備を

引き続き促進する。 

   ※防災会規約統一様式（資料 2-28） 

－ 災害対策基本法第５条第２項 － 

市町村長は、(中略）区域内の公共的団体等の防災に関する組織及び住民の隣保協同の精

神に基づく自発的な防災組織の充実を図り、市町村の有するすべての機能を十分に発揮する

ように努めなければならない。 
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（３）組織系統及び活動内容 

   自主防災組織の組織系統とその活動内容については、各地域の実態を踏まえ、自主的に

決定されるべきことであるが、市は、防災会防災計画のモデル様式を定めている。 

 

   以下にそのあらましをあげる。 

   ※防災会防災計画のモデル様式（資料 2-29） 

 

 ア 組織系統 

 

自 主 防 災 組 織 系 統 図（例） 

            

                                情報の収集共有に関すること 

 

                                消火器等による消火に関すること 

 

   負傷者の救出救護に関すること 

 

   市民の避難誘導等に関すること 

 

                                給食、給水活動に関すること 

 

 イ 活動内容 

 

平 常 時 の 活 動 災 害 時 の 活 動 

○防災に関する知識の普及 

○防災訓練の実施 

○町の安全点検の実施 

○防災用資機材の整備・点検 

○避難場所・避難体制の確認 

○避難所運営委員会への参加、 

避難所開設・運営訓練の実施 

○要配慮者対策 

○他団体と連携した訓練活動の実施（消防団・

福祉団体・学校等） 

○その他地震等災害の予防 

○町内の防災情報の収集・共有 

○出火防止及び初期消火 

○負傷者の救出・救護 

○避難誘導 

○給食・給水・救援物資の配布 

○避難所の運営 

 

平常時・災害時とも、町内自治会等と連携した活動を行う。 

 

情  報  班 

消  火  班 

救出救護班 

避難誘導班 

給食・給水班 

会  長 

副 会 長 
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５ 避難所運営委員会 

 【総務局危機管理部、各区】 

（１）目的 

   大規模な災害の発生に備え、自助･共助･公助の役割分担と連携により、地域住民が主体的

に避難所の開設及び運営を円滑に行うため、避難所運営委員会を設立する。 

 （２）組織系統及び活動内容 

  ア 組織系統 

避難所運営委員会組織系統図（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  イ 活動内容 

 

平 常 時 の 活 動 災 害 時 の 活 動 

○ 避難所として使用する場所・使用方法の決定 

○ 避難所内の居住スペース、受付や情報を提示

する場所等の決定 

○ 避難所生活のルールの決定 

○ 避難所運営委員会の活動人員の確認 

○ 備蓄品、防災資機材等の避難所基礎データの

確認 

○ 避難所開設・運営の訓練及びマニュアルの策

定・見直し 

○避難所の自主開設体制の確立 

○ 避難所の開設・運営 

 ・ 避難所運営会議の開催 

 ・ 区災害対策本部との連絡調整 

 ・ 要配慮者への支援、福祉避難室の開設・ 

運営 

 ・ 避難者の入退所管理 

 ・ 避難者の健康管理 

 ・ 避難所の衛生管理 

 ・ トイレの確保・管理 

 ・ 生活用水の確保・管理 

 ・ ペット対応 

 ・ ゴミの管理 

 ・ 食料・飲料水その他物資の管理、配給 

※避難所運営委員会が避難所を開設すべきと判

断した場合は、区災害対策本部に開設を要請で

きるものとする。 

 

避難所運営委員会 

区災害 

対策本部 

要請・調整 

指示・調整 

総務班 

施設班 

救護班 

食料班 

物資班 

委員長・副委員長 

市避難所 
担当職員 

施設管理者 

連携・協力 
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６ 施設の防災組織 

 【施設管理者】 

   学校、病院その他多数の人が出入りする施設は、その社会的責任に基づき自らの負担と責

任において、災害を防止軽減するため最善の努力を払うとともに、防災組織を結成し、防災

対策を着実に実施する。また、市が実施する防災事業に積極的に協力するものとする。 

   なお、その具体的な活動内容は、次に示す事業所等に準ずる。 
 

７ 事業所等の防災組織 

 【消防局、事業所】 

   事業所（企業等）は、消防法（昭和 23年法律第 186号）第８条の規定により「消防計画」

を作成すべき事業所である場合はもちろん、地域の安全と密接な関連がある場合において

は、従業員、利用者の安全を確保するとともに、地域の災害を拡大することのないよう、的

確な防災活動を行うものとする。 

   また、高層建築物、雑居ビル、地下街の防災体制については消防法第８条の２の規定によ

り共同防火管理体制を確立し、災害発生時には事業所の共同防火管理協議会が中心となった

防災体制を確立する。 

   なお、事業所は、自衛消防組織の編成に努めるとともに、周辺地域の自主防災組織と密接

な連携をとり、地域の安全に積極的に寄与するよう努めるものとする。また、市が実施する

防災事業に積極的に協力するものとする。その具体的な活動内容については、おおむね次の

とおり行うものとする。 

（１）防災訓練 

（２）従業員の防災教育 

（３）情報の収集・伝達方法の確立 

（４）火災その他の災害予防対策 

（５）避難対策 

（６）応急救護対策 

（７）地域の防災活動への協力 

   なお、平成 21年 6月から、百貨店・ホテル・オフィスビル等多数の人が利用する大規模・

高層の建築物等については、消防法第 36条の規定により防災管理者の選任、防災管理に係る

消防計画の作成、自衛消防組織の設置及び防災管理点検報告の実施が義務付けられたことか

ら、消防局は、事業所における消防防災体制を強化し、自衛消防力を確保するよう指導す

る。 
 

８ ＮＰＯ・ボランティア等による災害活動の環境整備 

 【総務局危機管理部、市民局、保健福祉局、市社会福祉協議会、日本赤十字社千葉県支部】 

   災害が発生した場合、行政及び防災関係機関のみで対処することは困難になることが予想

される。 

   このような事態に備え、市はＮＰＯ・ボランティア等の協力活動が円滑に行えるよう日本

赤十字社千葉県支部、市社会福祉協議会、ＮＰＯ等との連携を強化し、災害中間支援組織
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（ＮＰＯ・ボランティア等の活動支援や活動調整を行う組織）を含めた連携体制の構築を図

るとともに、災害時の中核となる市災害ボランティアセンターの活動が円滑に行われるよ

う、情報を共有する場の整備に努め、また、市民に災害時におけるボランティア活動や事前

の登録等について広く呼びかけ、ボランティアの意識の啓発や育成に努めるとともに、避難

所運営委員会と協力して避難生活支援に関する知見やノウハウを有する地域の人材の確保・

育成に努める。 

 

第２ 防災拠点施設の整備 

 【総務局危機管理部】 

 

  災害発生時における混乱の中でも、速やかな応急復旧活動を行うため、「本部機能」「救援･復

旧への支援」「緊急物資の物流･備蓄」「市民の避難や生活の場の確保」など、防災活動に必要な

機能・設備を有する施設等をあらかじめ把握し適切な整備・強化に努める。また、災害時にお

いて自宅やオフィス、自治会館等に被害がなければ、各自の災害対応の拠点となりうるため、

日頃からの災害対応への備えについて普及啓発を図る。 

 

１ 地域防災拠点 

   地域の特性を考慮しながら災害時に市民（自主防災組織）の自主防災活動や緊急避難場所な

ど応急復旧活動の拠点となる施設又は設備を整備していく。 

 

２ 区総合防災拠点 

   各地域が一時的に孤立無援の状態に陥るような場合においても、必要不可欠な災害応急復旧

対策を単独で講じるための市の現場活動拠点となる。 

   そのため、各区役所及び保健福祉センター等に、以下の機能をもつ施設又は設備を整備する。 

活動拠点施設区分 

（救出・救護活動） 

（地域物資備蓄） 

 
市立小、中、高等学校、公民館、コミュニティセンター、市の施設 

避難拠点施設区分 
小、中、高等学校、公民館、コミュニティセンター、公園、その他の

公共施設等 

整備すべき主な機能 

①情報の収集・提供のための通信・広報機能 

②防災活動用資機材の備蓄 

③その他救援物資の備蓄 

施設区分 

区役所（応急災害対策活動拠点） 

保健福祉センター（医療機関、福祉活動拠点） 

区災害用備蓄倉庫・装備保有施設 

消防署（消火救急救助活動拠点） 

その他、災害対応に有効な設備等を保有する施設 

整備すべき主な機能 

①情報の収集・提供のための通信・広報機能 

②防災活動用資機材の備蓄 

③食料等救援物資の備蓄 

④平常時の防災教育の場 
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３ 市総合防災拠点 

   災害対応の中枢機能となる災害対策本部が、関係機関との連絡調整や災害対策活動方針を

協議・決定を迅速かつ円滑に行うため整備を進める。 

   また、本部施設が被災して、使用できなくなった場合の代替施設・設備の機能強化に努め

る。 

○本部施設 市役所危機管理センター（本節第４参照） 

 

４ 市広域防災拠点 

   蘇我臨海部に立地する「千葉市蘇我スポーツ公園」を大規模災害発生時における本市の「広

域防災拠点」として位置づけ、救援、復旧、復興のための後方支援型活動拠点としての運用を

図る。 

   また、本施設は、地震災害時においても陸・海・空からのアクセスが比較的容易であるこ

とから、国・県等より要請があった場合は、東京湾臨海部の広域的な防災ネットワーク拠点と

しての運用も計画して使用するものとする。 

 
記

号 
代表的な施設 防災機能 備考 

 

フクダ電子 
アリーナ 

（蘇我球技場） 

現地対策本部 
物資の備蓄・集配・集積・荷捌き
スペース 
受水槽・中水槽・防火水槽の整備 
災害対応トイレの整備 
救護・医療スペース 
ボランティア等の活動拠点 
関係車両の駐車場（スタンド下） 

中水槽１基 
防火水槽４基 
災害対応トイレ１基 

フクダ電子 
スクエア 

ヘリポート（中型・大型）  

第１駐車場 警察消防車両の駐車スペース 158台 駐車可能 

第２駐車場 物資の一時集積 320台 駐車可能 

フクダ電子 
ヒルスコート 

地域住民１万人対応の避難場所 
災害対応トイレの整備（管理棟
内） 

 

第３駐車場 広域消防隊の集結地 476台 駐車可能 

第１多目的 
グラウンド 

物資の集配 
大型車の駐車スペース 

850台 臨時駐車可能 

 第２多目的 
グラウンド 

警察待機・駐屯スペース 
消防待機・駐屯スペース 

 

 

レクリエーション 
広場 

自衛隊の待機・駐屯スペース  

第２多目的 
グラウンド 

（円形野球場） 

警察待機・駐屯スペース 
消防待機・駐屯スペース 

 

第３多目的 
グラウンド 

自衛隊の待機・駐屯スペース  

第４駐車場 自衛隊関連車両の駐車スペース 303台 駐車可能 

バックヤード 市備蓄倉庫（段ボールベッド等）  
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５ その他 

（１）災害時コミュニティ活動拠点 

   地域の実情や、災害時の被災状況においては、自主防災組織等を中心とした地域コミュニ

ティの活動の場が必ずしも地域防災拠点にあてはまらない場合もある。 

   大規模災害発生時において、地域防災拠点（指定避難所等）までの参集（避難）が困難な

地域などでは、自治会館や集会所、その他の地域コミュニティの活動の場などを、市民が中

心となり災害時のコミュニティ活動拠点として使用することができるものとする。 

   そうすることで、地域コミュニティの活動の場などに、自主防災組織の活動を補完する機

能を持たせ、地域防災拠点との連携を図ることにより、一時的な応急復旧活動の場所となる。 

（２）自宅 

   災害時に必要な食料や飲料水、その他の生活必需品を最低３日・推奨１週間分備蓄する。

住まいの特性に合わせ、できるだけ背の高い家具などを置かない、家具の転倒防止器具を取

り付ける、ガラスの飛散防止対策をする、戸棚の中のものが出ないように飛び出し防止器具

をつけるなど、災害時の自宅の強化に努める。 

 

 

第３ 情報連絡体制の整備 

 【総務局危機管理部、施設を所管する局区等】 

 

  大規模災害発生時には、交通・通信施設の被災や電話の輻輳等により防災関係機関相互の情

報連絡が困難になることが想定されることから、無線通信ルートの整備、災害時優先電話指定

の拡充、通信網の強化（冗長化）等により、情報連絡体制の確保を図る。なお、情報連絡手段
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の優先順位を検討し、応急対策における情報伝達を迅速に進めるともに、訓練等を通じて通信

機器の操作の習熟に努める。 

 

１ 施設・設備の整備 

（１）現況 

 ア 市の有線施設 

 （ア）電話 

 （イ）ＦＡＸ 

 （ウ）消防通信 

 イ 市の無線施設等 

 （ア）地域防災無線 

 （イ）防災行政無線 

 （ウ）衛星電話 

 （エ）ちばし安全・安心メール 

 （オ）ちばし災害緊急速報メール 

 ※千葉市防災行政無線設置場所・全体構成図、地域防災無線番号簿・全体構成図（資料 3-1） 

 ウ 県の無線施設 

 （ア）千葉県防災行政無線 

    ａ 一斉受令端末 

    ｂ 防災電話・防災 FAX 

    ｃ テレビ会議システム（県防災無線設置機関とテレビ会議ができる） 

    ｄ 映像受信装置（ＬＡＳＣＯＭ経由の衛星テレビ放送を受信できる） 

 （イ）千葉県防災情報システム 

（２）事業計画 

 ア 機器の整備 

   情報連絡機器それぞれの特性を踏まえた整備を推進し、多様で重層的な情報連絡体制を確

保する。 

 （ア）防災行政無線の整備 

    総務省の基本方針に基づき、６０MHz 帯アナログ設備について令和４年度までに更新し、

デジタル化を行った。 

 （イ）地域防災無線の拡充 

    ａ 通信環境の改善策の促進（ＩＰ無線化等） 

    ｂ 防災関係機関等への整備 

 （ウ）ＭＣＡ無線（※）の活用等 

    ＭＣＡ無線の活用等による情報伝達手段の多重化を図る。 

    ※一定の周波数を多数の利用者が共同で利用する業務用無線 

 （エ）携帯電話の配備 

    あらかじめ必要と認める職員に対して、携帯電話を携帯させ、２４時間緊急情報連絡・
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動員体制を確保する。なお、他の職員（所属要員、直近要員）は、市長（本部長）若しく

は区長（区本部長）へ、夜間等の緊急連絡先を事前に届け出ておく。 

 （オ）総合防災情報システム 

    正確な情報共有に基づく災害対策本部の的確な意思決定や市民への迅速な防災情報の配

信を図るため、防災情報を一元的に管理する総合防災情報システムの整備を進める。な

お、本システムは庁内各部門が保有する地理空間情報を一元的に管理し、相互活用による

業務効率化や市民への情報提供に資する統合型ＧＩＳとしての機能も併せ持つことを想定

している。 

 （カ）庁内の通信網の強化 

    サーバ群が設置されたデータセンタと主要拠点（本庁等）との通信網や、千葉県セキュ

リティクラウドへの通信網を冗長化（マルチキャリア等）することで、強化している。 

 イ 災害時優先電話指定の拡充 

   市各部局、市出先機関、防災関係機関に関し、災害時優先電話指定の拡充を通信回線契約

業者に要請し、有事緊急連絡体制の確立に万全を期す。 

  ※情報伝達体系図、千葉市総合防災情報システム、千葉市防災ポータルサイト（資料 2-24） 

 

２ 担い手の確保 

（１）現況 

 ア 無線従事者 

   無線従事者養成課程講座の開設により、市職員における無線従事者の拡充を図っている。 

 イ アマチュア無線 

   市職員で組織されるアマチュア無線クラブの加入者は、非常時の本部統制局を担当する。 

（２）事業計画 

 ア 無線従事者の確保 

   市職員に対して、無線従事者資格の取得の増員を図る。 

 イ 民間との協力協定の促進 

   民間の無線従事者からの情報提供や非常時の多ルート通信網構築に備えて、市内のアマチ

ュア無線愛好家団体、タクシー無線取扱業者、ＭＣＡ無線（※）を利用する運輸業者等の把

握に努めるとともに、災害時協力協定の締結を促進する。 

 

第４ 危機管理センターの整備 

 

  災害対応の体制に円滑に移行できるよう、以下の役割・機能を備えた常設の「危機管理センタ

ー」を整備する。 
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１ 危機管理センターの役割 

災害対策本部の設置と同時に災害対応に移行できるよう体制を確立する。 

地震等災害の発生による混乱時でも市内各所から円滑に情報を収集、分析し災害

対策本部へ伝え、対策を各局区等に伝達したり、市内外に情報提供する。 

災害対策本部が的確に対策を意思決定できるよう迅速な情報提供を行う災害情報

システムとして整備され被災しても円滑に運用できる体制を確立する。 

 

危機管理センターの役割概念図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 危機管理センターの機能 

 

 

 

 

 

 

 

第５ 他都市への応援体制 

 

  他都市への応援は、総務省の応急対策職員派遣制度による応援及び指定都市市長会並びに九都

県市等の自治体間相互応援協定により、迅速に行う。 

  ※災害応急対策編第１章第４節第７及び同編第２章第４節第７「他都市に対する応援」参照 

災害対策本部支援機能 
災害時において全庁的に災害対応を行うための要とな

る災害対策本部会議の開催等本部活動を行う。 

情報収集機能 
市内各所の被害状況の情報を統合的に収集し、本部へ

報告するとともに、各局区等と共有する。 

情報伝達・発信機能 
各局区等へ対策を伝達したり、市民や地域外へ被害情

報や対策内容を情報発信する。 

災害対策本部 

 

【危機管理センター】 

 

 

 

発災 

【災害対応】 救出救護 避難所開設 応急対策 

復旧対策 復興対策 

災害対応指示 情報伝達・発信 

通 常 業 務 

各局区等への 

災害対応 

指示・要請 

市民への 

情報提供 

市外への 

情報提供 

関係機関への 

情報提供 

各局区等への

情報提供 

被害情報の収集 各所からの通報 
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第２節 安全で災害に強いまちづくりの推進 

 

第１ 延焼遮断帯の整備 

 【都市局、建設局、千葉国道事務所、千葉土木事務所、県千葉港湾事務所、各鉄道事業者】 

 

  広域火災の発生を未然に防止する観点から、道路・鉄道・河川等の延焼遮断帯としての機能

の強化・整備を進める。 

 

１ 幹線道路沿道の不燃化・耐震化 

 【都市局】 

   自動車専用道路、国道、主要地方道等の幹線道路を対象として、沿道の不燃化の検討を行う。 

 

２ 河川及び鉄道区間沿線の不燃化 

 【都市局、建設局】 

   市内河川及び鉄道区間沿線の不燃化を推進するとともに沿道空間を活用した散策道整備を

図り、公園・学校・福祉施設・社会教育施設・千葉港その他の公共施設との回遊性を確保する。

これにより河川・鉄道区間沿線の延焼遮断機能の向上に努める。なお、ネットワークの整備に

あたっては、塀の生け垣化や宅地内・工場敷地内緑化などの手法を総合的に活用し、地域の理

解と協力を得ながら進める。 

   また、その維持・管理についても地域のボランティア方式の導入を積極的に進める。 

 

 

第２ 市街地の整備 

 【都市局、各市街地再開発事業、土地区画整理事業等施行者】 

 

  都市計画マスタープランに基づいて、市街地再開発事業、土地区画整理事業等の面的整備手

法を活用した良好な市街地の形成を進める。これにより、建築物の倒壊等の集中的被害を防

ぎ、面的な都市基盤施設の整備とあわせて建物の更新を図るなど「安全で災害に強いまちづく

り」を推進する。 

 

１ 市街地再開発事業の推進 

   千葉都心地区及び幕張新都心地区は、国際都市にふさわしい高度で複合的な都心機能をも

った施設の一層の集積を進めると同時に、道路などの公共施設整備や、建物等の耐火性の向

上、不燃化を促進することにより火災の危険を防除し、都市の防災の向上を図る。 

   その他ＪＲ、京成線駅周辺地区等の既成市街地の低層密集地区は、駅周辺の整備、商店街

の近代化を図るとともに、道路・公園等の公共空間の確保を図り、地域特性を生かした住環

境の向上と安全なまちづくりを推進する。 
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２ 土地区画整理事業等の推進 

   良好な居住環境と適切な都市機能を有する市街地の形成を図るため、土地区画整理事業等

を進める。 

令和 5年 4月現在 
実施 

機関 
事業名 施行地区 施行面積（ha） 施行期間 

市 

検見川・稲毛
地区 

稲毛区稲毛町 4・5 丁目、 
67.95 S60～R27 

花見川区検見川町 5丁目の各一部 

寒川第一 
中央区港町、 

17.73 H 元～H45 
寒川町 1・2 丁目の各一部 

東幕張地区 
花見川区幕張町 4・5・6丁目、 

26.05 H8～R23 
武石町 1・2 丁目の各一部 

 

３ その他 

   誘導的建築行政を推進しミニ開発によるスプロール化を防止する。 

   その他、総合的に良好な市街地環境の形成を図る。 

 

 

第３ オープンスペースの整備 

 【経済農政局、都市局、各農業協同組合、森林組合、その他農林関係生産者団体】 

  将来の市街地化によるオープンスペースの減少を踏まえ、火災の延焼防止と避難者の安全確保

を図るため、公園・緑地等の地区ごとの計画的な配置と公共的不燃化施設並びに空地の集積等を

進める。 

  また、緑地の保全創出・農地の保全に努め、オープンスペースをできる限り多く確保する。 

 

区分 施行者 地区名 地区面積（ha) 施設建築物の概要 

完了 組合 千葉中央 1.2 千葉ツインビル 

完了 個人 千葉中央第二 0.25 フジモト第一生命ビルディング 

完了 組合 千葉新町 2.9 センシティビルディング 

完了 個人 千葉新町第二 1.1 センシティパークプラザ 

完了 組合 千葉中央第六 1.3 Qiball（きぼーる）等 

完了 公共団体 千葉駅西口 1.9 

WESTRIO（ウェストリオ）、

WESTGATE CHIBA 

（ウェストゲート千葉） 

施行中 組合 千葉駅東口 1.0 マインズ千葉 

施行中 組合 新千葉２・３ 0.3 
グラディス千葉駅前 

シエルブラン千葉駅前 
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１ 公園・緑地の整備 

（１）現況 

   平成 30年度末現在、千葉市の公園・緑地の整備状況は、別に示すとおり、合計 1,131か所

（総面積 952.77ha）となっている。 

（２）整備標準 

   住区基幹公園、都市基幹公園、特殊公園、緑地等の整備により、市民１人あたり 10 ㎡以上

を標準として、別に示すとおり、整備を図る。 

   また、周辺の防災対策施設の設置状況を勘案し、避難場所・避難所、広域避難場所等に指

定されている都市公園に補完する機能を持たせ、災害時の応急対策を図る。 

 

２ 緑地・農地の保全 

   現在残されている斜面緑地や市街地周辺の緑地に市街化抑制機能を求め、重点的に保全又

は緑の都市空間として整備する。 

   また、その他残存する農地等については、農業的土地利用を図るべき地域と都市的土地利

用を図るべき地域の区別を明確にして、各種施策を有効に活用しながら、オープンスペース

としての緑地・農地の保全を図る。 

公園の現況          （平成 30年度末現在） 

種             別 箇 所 数 面 積 

都 

 

市 

 

公 

 

園 

基

幹

公

園 

住 区 基 幹 公 園 

街 区 公 園 917 133.81ha 

近 隣 公 園 66 105.01ha 

地 区 公 園  10  44.02ha 

都 市 基 幹 公 園 
総 合 公 園 6  226.07ha 

運 動 公 園 2  73.54ha 

特   殊  公  園 

風 致 公 園 5  56.54ha 

動 植 物 公 園 2  37.39ha 

歴 史 公 園  4  19.59ha 

大 規 模 公 園 広 域 公 園  2 122.10ha 

広 場 公 園 17  4.66ha 

都 市 緑 地 98 129.45ha 

緑 道  2   0.59ha 

公 園 ・ 緑 地 合 計 1,131 952.77ha 

 

 

第４ 道路・橋梁
きょうりょう

の整備 

 【都市局、建設局、千葉国道事務所、東日本高速道路㈱、市警察部（各警察署）】 

 

  主要幹線道路、市内幹線道路、地域間連絡道路、生活道路のそれぞれの役割分担を明確にし

た道路網の整備と防災機能の確保を体系的に進めるとともに、公園、緑道、広域避難場所、避

難場所・避難所、地域防災拠点となる小・中学校等の市施設、市役所・区役所・防災関係機

関、鉄道駅、その他公共施設等とのネットワーク化を総合的かつ計画的に考え、道路網の順次

整備を促進する。 

  なお、道路の整備や橋梁
きょうりょう

の架替にあたっては、交通安全施設の拡充や沿線緑化など、健常者
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だけでなく、心身障害者、高齢者などいわゆる要配慮者等の歩行・避難や緊急輸送道路として

の効用にも配慮しながら道路環境の整備に努める。 

  また、道路は、人や物を輸送する交通機能のみならず、震災時においては、火災の延焼防止

機能も有している。道路の新設・拡幅は、オープンスペースとして火災の延焼を防止するなど

災害に強いまちづくりに貢献するところが大きい。このため、都市の構造、交通及び防災等総

合的に検討し、特にその効果の著しい広幅員の道路については緊急性の高いものから整備を促

進する。 

 

１ 幹線道路等の整備 

（１）現況 

 
（令和５年４月１日現在） 

区  分 路 線 数 
実延長 

（kｍ） 

舗装済延長 

（kｍ） 

舗装率 

（％） 

国

道 

直  轄 4 51.1 51.1 100.0 

市 管 理 (2) 23.7 23.7 100.0 

県     道 23 121.8 121.8 100.0 

市     道 14,267 3,239.5 2,963.8 91.5 

※国道の総路線数は 5 路線、市管理はそのうち 2 路線の一部区間である。 

 

（２）事業計画 

 ア 広域的道路については、千葉業務核都市の形成を支援し、中心市街地から通過交通のう回や

交通の適正な分散、臨海部の交通混雑の緩和等をめざして、自動車専用道路を主体とした放射

環状道路網の整備と、それらを補完し、地域構造を強化する地域高規格道路として、千葉中環

状道路の整備を推進する。 

   都市内幹線道路については、千葉都心、幕張新都心、蘇我副都心の３都心と、拠点相互の連

携強化を図るとともに、千葉都心部の通過交通を排除するため放射･環状道路の整備を推進す

る。 

   補助幹線道路については、防災活動拠点や避難場所となる公共公益施設等へのアクセスを確

保する。 

   また、防災活動上の障害となる狭隘
きょうあい

・線形不良・歩車道分離区間の計画的な改良や局部改修

に努める。 

   なお、次の路線については、広域避難場所等につながる路線として緊急に整備を推進するよ

う努めるものとする。 

    ・千葉都市計画道路 3･4･29 千葉寺町赤井町線 

    ・千葉都市計画道路 3･4･30 南町宮崎町線 

    ・千葉都市計画道路 3･4･37 幕張本郷松波線（弥生地区） 

    ・千葉都市計画道路 3･6･88 千葉港黒砂台線（登戸） 

    ・千葉都市計画道路 3・3・24 塩田町誉田町線 

    ・千葉都市計画道路 3・3・13 誉田駅前線 

    ・千葉市道天戸町横戸町線 
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 イ 交差点改良、道路改良及び排水の整備など、良好な道路の維持、交通安全の確保のための整

備を推進する。 

 ウ 「第５次地震防災緊急事業五箇年計画（県）」に基づき、緊急輸送を確保するために必要な

幹線道路の整備は次のとおりとする。 

 （ア）主要地方道千葉鎌ヶ谷松戸線 

 （イ）千葉市都市計画道路塩田町誉田町線 

 

２ 生活道路の整備 

（１）現況 

   ※前項「幹線道路等の整備」参照 

（２）事業計画 

 ア 生活道路の整備については、消防救急活動等に支障が生じないよう４ｍ未満の狭隘
きょうあい

道路の

解消に努める。 

 イ 災害時に安心して歩けるスペースを確保するため、歩道の整備に努める。 

 ウ その他良好な道路機能の維持を図るため、私道を含め、道路改良や排水の整備に努める。 

 

３ 道路環境の整備 

（１）事業計画 

 ア 良好な道路環境を維持するため、道路の緑化を推進する。 

   特に、延焼遮断帯としての役割が期待される路線や避難上必要と認められる路線について

は、地区により難燃性の樹種を選定するよう配慮する。 

 イ 道路標識の設置や拡幅・改良にあたっては、災害時における避難安全確保のため、必要に

応じ海抜表示シート設置などの配慮を行う。 

 ウ 路上駐車のために災害時の避難の安全や消防・救急救助活動に支障のある区間について

は、市営・民営の駐車場の確保に努める。 

 エ 放置自転車対策として、自転車等の放置防止に関する条例の徹底を図るとともに、事業者

の協力を得るなどして市営・民営自転車駐車場の整備に努める。 

 オ 防災上の観点から重要な道路について、その緊急輸送道路や避難路としての効用を全うさ

せるために、千葉市が管理する道路において、区域を指定し新たな電柱の道路占用を禁止す

る。（道路法第３７条） 

 カ 冠水する可能性が高い地下道に、冠水時に侵入ができないようにするため、エア遮断器等

の設置の検討を進める。 

 

４ 橋梁
きょうりょう

の保全 

   予防保全による橋梁
きょうりょう

の長寿命化を図り、防災対策上、十分な安全性を確保する。 

 

第５ 建築物の耐震・不燃化 

 【都市局、施設管理者】 
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  都市計画法（昭和 43年法律第 100号）、建築基準法（昭和 25年法律第 201号）、建築物の耐

震改修の促進に関する法律（平成 17年 11月改正法律第 120号）及びその他の法律に基づき、

地域の特性を生かした整備手法を適切に適用し、建築物の耐震性向上の促進及び不燃化を進

め、「地震に強く・燃えにくいまちづくり」に努める。 

 

 

１ 建築物の耐震化 

   市では、平成 20年３月に「千葉市耐震改修促進計画」（計画期間：平成 20年度～平成 27

年度）、平成 28年４月に「第２次千葉市耐震改修促進計画」（計画期間：平成 28年度～令和 2

年度）」を策定し、建築物の耐震化の促進を図るための施策を実施してきた。 

   首都直下地震などの大地震の発生の切迫性が指摘されるなか、効果的かつ効率的な耐震改

修の実施が求められており、国の基本方針及び千葉県耐震改修促進計画を踏まえ、新たな耐

震化の目標を設定し、支援施策を拡充した「第３次千葉市耐震改修促進計画（計画期間：令

和３年度～令和７年度）」を策定した。 

 

（１）耐震化の現状と目標 

   第３次千葉市耐震改修促進計画では、住宅の目標耐震化率を 95%とし、耐震性が不十分な緊

急輸送道路沿道建築物（※1）及び耐震診断義務付け対象建築物（※2）をおおむね解消する

ことを目標としている。 

千葉市における耐震化の現状と目標 

 現状耐震化率 

（令和２年度末） 

目標耐震化率 

（令和７年度末） 

住宅 約 91% 95% 

緊急輸送道路沿道建築

物（※1） 

約 96% おおむね解消 

耐震診断義務付け対象

建築物（※2） 

約 92% おおむね解消 

市有建築物 平成 27 年度末までに概ね全ての耐震化が終了していることから、数値

目標は設定せず、今後は施設の利用計画に応じて耐震化を図る。 

   ※１ 緊急輸送道路沿道建築物…地震によって倒壊した場合、その敷地に接する道路の通行を妨

げ、多数の者の円滑な避難を困難とするおそれのある緊急輸送道路沿道の通行障害既存不適格

建築物 

   ※２ 耐震診断義務付け対象建築物…「要緊急安全確認大規模建築物（不特定多数の者が利用する建

築物及び避難確保上特に配慮を要する者が利用する大規模な建築物）」及び「要安全確認計画記

載建築物（千葉県耐震改修促進計画に記載された、災害時に避難所となる学校など又は緊急輸送

道路沿道建築物）」 
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（２）基本的な取り組み方針 

 ア 耐震化に対する役割 

 （ア）建築物所有者 

   平成 25年 11月の耐震改修促進法の改正により、既存耐震不適格建築物（地震に対する安

全性に係る建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定（以下「耐震関係規定」と

いう。）に適合しない建築物で、建築基準法第３条第２項の規定の適用を受けているものをい

う。）の耐震診断及び耐震改修は、所有者の努力義務であることが明記された。建築物の所有

者は、自己の責任において、耐震診断及び耐震改修等を実施し、建築物の安全を確保する責

務がある。 

 （イ）市 

    ａ 施策等の整備 

      建築物の耐震性向上を図るために、建築物の所有者等に対する知識の普及・啓発及

び情報提供を行うと共に、耐震診断や耐震改修を行いやすい環境の整備や費用負担軽

減のための助成制度等の施策を進めていく。 

    ｂ 耐震改修促進法に基づく指導及び勧告 

      耐震関係規定に適合しない建築物の所有者に対して、耐震改修促進法に基づき必要

に応じて指導・助言を行う。指導に従わない所有者に対しては必要な指示を行い、正

当な理由がなく、その指示に従わない場合は、その旨をホームページ等で公表する。 

      また、指導・助言、指示等を行ったにもかかわらず、建築物の所有者が必要な対策

をとらなかった場合において、損傷、腐食その他の劣化が進み、そのまま放置すれば

著しく保安上危険となるおそれがあると認められる建築物については、建築基準法に

よる勧告や命令を行う。 

 

 イ 重点的に耐震化を図る建築物 

 （ア） 住 宅 

     住宅の耐震化率は、第２次計画で定めた耐震化目標（耐震化率９５％）を達成すること

ができなかったことから、これまでの耐震診断や耐震改修の費用に要する支援制度に加え

て、住宅の除却支援制度を創設し、更なる耐震化の向上を図る。 

 （イ） 緊急輸送道路沿道建築物 

     地震発生時に避難、救援、復旧及び消火活動をいち早く実施するために、通行を確保す

ることが必要な道路（緊急輸送道路）の沿道建築物は、その倒壊等により道路が閉鎖され、

諸活動の実施に支障をきたし、円滑な避難を困難とすることのないよう重点的に耐震化を

図る。 

 （ウ） 耐震診断義務付け対象建築物 

     特に耐震化の重要性の高い建築物として耐震診断義務付け対象の建築物を重点化し、耐

震化にむけてフォローアップを行っていく。 

 ウ 重点的に耐震化を促進すべき地域 

   木造住宅等が密集している地域では、震災時において建物の倒壊や延焼火災の発生など、甚
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大な被害が想定される。そこで、「千葉市の改善すべき密集住宅市街地（要改善市街地）」を｢重

点的に耐震化を促進すべき地域｣として、住宅市街地総合整備事業（密集住宅市街地整備型）※

等と連携を図りながら、不燃化の促進等と併せて、耐震化を促進する。 

   また、この中で地震等により大規模な火災の可能性があり、重点的に改善すべき密集市街地

である「重点密集市街地」においては、密集住宅市街地の改善と併せて、耐震化の促進を図る。 

   ※ 住宅市街地総合整備事業（密集住宅市街地整備型）： 老朽木造住宅が多く、公共施設が

不足している密集市街地において、老朽建物の除却や建替促進、道路・公園などの公共施

設整備等、住環境整備を総合的に進める国の事業制度。 

 

千葉市の改善すべき密集住宅市街地（要改善市街地） 

No 地区名 No 地区名 

1 院内 2丁目・道場北 1 丁目地区 8 道場南 1・2 丁目地区 

2 旭町・亀井町地区 9 穴川 2・3丁目地区 

3 亀井町地区 10 稲毛東 5丁目地区 

4 葛城 2・3丁目地区 11 検見川町 2・3・5丁目地区 

5 椿森 1丁目地区 12 幕張町 1・2・3・4 丁目地区 

6 椿森 3 丁目地区 13 稲毛 2・3丁目地区 

7 弁天 2丁目地区 

      ※ No.6「椿森 3丁目地区」、No.10「稲毛東 5 丁目地区」は「重点密集市街地」 

 

（３）助成制度 

   市では、住宅・建築物の所有者による耐震化を支援するため、耐震診断や耐震改修等を行

う場合に費用の一部を助成している。 

 ア 目標達成のための取組み 

   旧耐震基準で建てられた住宅・建築物について、耐震診断・耐震改修等の助成制度を整備

し、耐震化の向上を図る。 

 （ア）戸建木造住宅 

    市民が自ら所有し、居住する戸建木造住宅を対象に、耐震診断、耐震改修設計、耐震改

修工事・監理にかかる費用の一部を助成する。 

 （イ）住宅除却 

    耐震診断をした結果、耐震性が不足する住宅の除却工事費用の一部を助成する。千葉市

の改善すべき密集住宅市街地での住宅の除却工事を行った場合については、費用の一部を

割増して助成する。 

 （ウ）分譲マンション 

    分譲マンションの管理組合を対象に、耐震診断、耐震改修設計、耐震改修工事・監理に

かかる費用の一部を助成する。 

 （エ）緊急輸送道路沿道建築物 

    地震発生時の建築物の倒壊による道路の閉塞を防ぎ、円滑な避難、救急・消防活動の実
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施、避難者への緊急物資の輸送を確保するため、緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断・耐

震改修、建替え及び除却する費用の一部を助成する。 

 イ その他の取組み 

 （ア）平成旧耐震基準の戸建木造住宅 

    平成１２年に木造住宅の耐震基準が改正されたことから、これ以前の基準（平成旧耐

震）で建築された戸建木造住宅を対象に、耐震改修設計及び耐震改修工事・監理にかかる

費用の一部を助成することで、良質な住宅ストックの形成を図る。 

 （イ）耐震シェルター 

    経済的な理由等により住宅の耐震改修が困難な場合、住宅の倒壊による人命被害を防ぐ

ため、「耐震シェルター」設置費用の一部を助成する。 

 

２ 防火地域の指定等 

   防火地域及び準防火地域の指定状況は、以下のとおりである。 

   延焼危険度が高い地区など緊急性の高い地区については、今後、都市防災総合推進事業

等の制度の活用により不燃化率の向上に努める。 

 

防火地域及び準防火地域の指定状況（平成２８年度末現在） 

指 定 区 分 地    区    名 面 積 計 

防 火 地 域 
中心部、土気地区、浜野駅東口地区及び幕張新都心地区

の一部 
294ha 

準 防 火 地 域 
商業地域及び近隣商業地域で防火地域に指定されている

以外の地域と、幕張新都心・蘇我副都心地区の一部 
810ha 

 

 

第６ 被災建築物の応急危険度判定体制の整備 

 【都市局】 

 

  阪神・淡路大震災を教訓に、地震直後の建築物の倒壊等による二次災害から市民の安全を確

保するため、被災した建築物の危険度を応急に判定する応急危険度判定士の養成を支援する。 

 

１ 応急危険度判定士の認定・登録 

   応急危険度判定士認定要綱に基づき、市の職員のうち受講資格者は応急危険度判定に必要な

建築技術を習得するため、「千葉県震災建築物応急危険度判定士認定講習会」を受講し、「応急

危険度判定士」として認定・登録を受けるよう努める。 

 

２ 応急危険度判定体制の整備 

   応急危険度判定を的確に実施するため市は、千葉県との協議・連携を図り、支援体制及び実

施体制を整備する。 
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第７ 被災宅地の危険度判定体制の整備 

 【都市局】 

 

  大規模な地震や風水害等により、宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合、被害の発生状況

を迅速かつ的確に把握し、適切な応急対策を講じて二次災害の軽減及び防止することができる

よう被災宅地危険度判定士を養成する。 

 

１ 被災宅地危険度判定士の養成 

   「千葉県被災宅地危険度判定士認定登録要綱」等に基づき、市の職員のうち受講資格を有す

る者に対し、「被災宅地危険度判定士養成講習会」の受講を勧奨し、危険度判定士の養成に努め

る。 

 

２ 被災宅地危険度判定体制の整備 

   震災時において被災宅地危険度判定を迅速かつ的確に実施するため市は、千葉県との協議・

連携を図り、実施体制及び支援体制を整備する。 

 

第８ 河川・排水路等の整備 

 【建設局、千葉土木事務所、県千葉港湾事務所】 

 

１ 河川等の現況 

   市内を流れる河川等には、印旛放水路（花見川）・鹿島川及び勝田川の一級河川（県管理）、

都川・葭川・支川都川・生実川・浜野川・浜田川・ミカダ川及び村田川の二級河川（県管理）、

並びに市管理河川である二級河川坂月川・準用河川生実川がある。 

   ※千葉市域を流下する河川（資料 1-4） 

 

２ 河川改修等の計画 

（１）河川改修等の現況 

   排水機能上特に重要な印旛放水路（花見川）、鹿島川、都川及び村田川の４河川について

は、県事業により時間雨量 50～70ｍｍ対応の河川整備及び調整池の整備を進めている。 

   また、支川都川・坂月川及び準用河川生実川の３河川については市事業により時間雨量

50.0～52.5ｍｍ対応河川整備を進めていく。 
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（２）主要事業 

   以下の表に示すとおりである。 

河川の改修等の主要事業 

事業の名称 事 業 内 容 

河川の改修 

河川の治水安全度の向上のため、引き続いて改修の促進に努める。 

〇一級河川 

印旛放水路（花見川）・勝田川・鹿島川 

〇二級河川 

都川、葭川、支川都川、坂月川、生実川 

〇準用河川 

生実川 

都市下水路の整備 
市街地における浸水を防止し、都市生活の安全性を高めるため、都市

下水路の整備等を進める。 

排水路等の整備 
降雨時における家屋への浸水、道路の冠水等を解消するため、雨水調

整池・幹線排水路を整備するとともに、面的整備も進める。 

 

３ 一級・二級河川の洪水浸水想定区域図の公表 

   市民等に水害の危険性を正しく認識してもらうことで、防災意識の向上により被害の軽減

につなげるため、公表された洪水浸水想定区域等を記載した浸水想定図の周知に努める。 

   ※千葉市地震・風水害ハザードマップ（資料 4-7） 

 

４ 警報装置等の整備 

   水位の上昇により通行人を場外へ誘導する警報装置や雨水ポンプ場等の機器（操作盤等）に

ついては、浸水の危険性が無い場所へ整備することとする。 

   また、停電に対応するため、警報装置へ無停電電源装置を設置するよう努める。 

 

第９ 公共下水道（雨水）の整備 

 【建設局】 

 

  現在、過去に床上浸水被害が発生している箇所などの被害軽減を図るため、53.4mm/hrの降雨

に対して対策施設の整備を進めているが、浸水リスクが高く、かつ、被害が発生した場合に、

経済的損失が大きい都市機能が集積している重点地区については、整備水準を 65.1mm/hrに引

き上げ、対策を強化する。 

  対策の実施に当たっては、雨水管整備の他、公園、学校など公共施設へ貯留・浸透施設を積

極的に設置するなど、費用対効果等を勘案し、段階的な整備を進める。 

  また、過去に浸水があった箇所につき、既存施設の能力検証等を行い、地域に応じた対策を

実施するものとする。 

  さらに、浸水被害を軽減するためには、公的施設整備だけでは限界があるため、市民による防

水板設置工事や雨水流出抑制施設設置に対する費用を助成し、自助の取り組みを促進する。 
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第１０ ライフライン施設等の整備 

 

１ ライフライン施設等の整備 

   ライフラインの被災は、安否確認、住民の避難、救命・救助等の応急対策活動等に支障を与

えるとともに避難生活環境の悪化等をもたらすことから、国、県、市、及びライフライン事業

者は、上下水道、工業用水道、電気、ガス、石油・石油ガス、通信サービス等のライフライン

施設や廃棄物処理施設について、地震災害においては耐震性の確保、津波災害においては耐浪

性の確保、風水害においては浸水防止対策等災害に対する安全性の確保を図るとともに、系統

多重化、拠点の分散、代替施設の整備等による代替性の確保を進めるものとする。 

   廃棄物処理施設については、大規模災害時に稼働することにより、電力供給や熱供給等の役

割も期待できることから、始動用緊急電源のほか、電気・水・熱の供給設備を設置するよう努

めることとする。 

 

２ 無電柱化 

   近年発生している大規模地震や台風等の災害では、電柱が倒壊し、ライフラインが遮断され

るだけでなく、道路の閉塞により、医療救護活動等に大きな影響が生じている。 

   本市でも、東日本大震災時には、電柱が傾斜、沈下による被害が生じており、また、令和元

年房総半島台風では、電柱の倒壊や電線の波線等により大規模かつ長期間の停電が発生し、市

民生活に大きな影響を与えることとなった。そこで、今後発生する可能性があるとされる首都

直下地震等の災害に備え、これまで以上に、無電柱化への取組みが必要となっている。 

   そこで、本市では、令和元年５月に策定した「千葉市無電柱化推進計画」に基づき無電柱化

を着実に推進し、安全・安心なまちづくりを目指すこととする。 
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第３節 被害の軽減 

 

第１ 地震火災の防止 

 

  発生が懸念される首都直下地震などの大地震には、何よりもまず、地震火災を最小限に抑え

ることが重要であり、消防法（昭和 23年法律第 186 号）をはじめ関係法令に基づいて、建築

物、危険物、火気取扱い施設等に対する規制指導を行い、火災発生から延焼まで、火災の進行

の各段階において、防災関係機関と市民、事業所がそれぞれの役割において可能な限り、発生

件数の減少を図る方策を講じて、全体としての地震火災の防止をめざす。 

 

１ 出火の防止 

 【総務局危機管理部、環境局、消防局、教育委員会、東京ガス㈱千葉支社、大多喜ガス㈱本社、

高圧ガス、石油等販売業組合、危険物取扱施設管理者】 

 

（１）火災予防の指導 【消防局】 

 ア 一般建築物の火災 

   一般建築物のうち、消防法第７条に規定した建築物の同意事務における書類等の審査に際

して防災上の指導を行う。 

 イ 政令指定防火対象物 

   政令指定防火対象物については、同意事務、着工届及び使用開始届に伴う検査に際して防

災上の指導を行う。 

 ウ 予防査察等 

   予防査察の実施にあたっては、大地震による火災時の被害を想定しての指導も行い、不備

欠陥については、是正措置を講じる。 

   なお、査察にあたっては、大地震に対する平素の心構えについて指導する。 

   その他の一般住宅等についても、機会あるごと、出火防止のための指導を徹底する。 

（２）感震ブレーカーの設置促進 【消防局】 

   電熱器具等からの出火や電気復旧時に断線した電気コード等からの出火を防ぐため、大規

模地震発生時に自動的に電気の供給を遮断する感震ブレーカーの設置を促進する。 

（３）危険物施設の安全化 【環境局、消防局、事業者】 

   危険物施設における構造設備の耐震化及び安全性の向上を図る。 

   また、貯蔵、取扱いの保安管理を指導し、危険物施設の安全化を推進する。 

   ※本節第７「危険物・有毒物等対策」参照 

（４）石油コンビナートの事故防止対策 【総務局危機管理部、消防局、事業者】 

 ア 石油コンビナート等特別防災区域として、政令指定された京葉臨海中部地区の特定事業所

における災害の発生及び拡大防止等については、関係法令及び石油コンビナート等災害防止

法（昭和 50年法律第 84号）第 31条に基づく「千葉県石油コンビナート等防災計画」により

総合的な防災対策の推進を図り、もって、特別防災区域に係る災害から市民の生命、身体及

び財産を保護する。 

 イ 産業活動の進展に伴い石油コンビナートには、大量の石油、高圧ガス、毒物・劇物等の危
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険性物質が貯蔵取扱いされている。このため万一事故が発生すると、大災害にも発展しかね

ない要素を含んでいる。 

   従来まで発生した石油コンビナート災害の事故原因については、（ア）操作ミス、（イ）設

備の老朽化、（ウ）設計建設時の安全配慮不十分等があげられる。 

   これらの危険性の増大に対処し、特定事業所は、災害の発生を未然に防止するため、石油

等の危険性物質を貯蔵したり、取り扱う施設の設計建築、適正配置及び防災設備資機材等の

整備並びに特定事業所の保安管理体制、区域内における防災協力体制、さらに防災訓練、防

災対策の調査研究等の予防対策を整備強化して実施するよう安全対策の推進について指導す

る。 

（５）薬品等による出火防止 【消防局、事業者】 

   引火性の薬品類を取り扱う事業所、学校、病院、研究所等の実態調査を行い、以下のとお

り、保管の適正化を指導する。 

 

主な指導事項 

ア 化学薬品容器の転倒落下防止措置 

イ 化学薬品収納棚の転倒防止措置 

ウ 混合混触発火性物品の区分貯蔵徹底 

エ 化学薬品等収納場所の整理整頓 

オ 初期消火資器材の整備 

 

（６）工業炉の出火防止 【環境局、消防局、事業者】 

   工場の溶鉱炉、製油所の工業炉等の消火困難な火気使用施設は地震動という外力が加わっ

た場合は、一般的に出火原因となりうる可能性は極めて高いものである。 

   万一出火に至った場合、大量かつ高温の熱源を有するため、その消火方法は、特異なもの

に限定され、初期消火は極めて難しく、適切な初期対応を失すれば、急激に延焼拡大する危

険性も内包している。 

   このような考えに立って、市内における工業炉の実態調査をはじめ、使用環境の調査を行

い、それに基づいて必要な対策を検討し、出火防止の対策を推進する。 

（７）出火防止知識の普及 【消防局、事業者】 

   各家庭及び事業所における出火防止措置について、以下の点について、その徹底を図る。 

 

ア 「身の安全を徹底した後、火の始末、火が出たら消火」の徹底 

イ 避難等により自宅を離れる場合、電気ブレーカー及びガス元栓の遮断など出火防止の徹底 

ウ 耐震自動消火装置付火気器具の点検・整備及びガス漏れ警報機や漏電遮断器など出火防止のための

安全な機器の普及 

エ 家具類の転倒、日用品等の落下防止措置の徹底 

オ 火を使う場所の不燃化及び整理・整頓の徹底 

カ 防炎カーテンなど防炎製品使用の普及 
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キ 灯油、ベンジン、アルコールなど危険物の安全管理の徹底 

ク 消火器の設置、風呂水の汲みおきとバケツの備え等消火用具準備の徹底 

ケ 住宅用火災警報器が適正に設置されるよう普及促進 

（８）文化財の保護 【消防局、教育委員会】 

   重要な建造物については、政令に基づき消防用設備等の設置を図り、火災に対しての防護

措置をとる。また、毎年、文化財防火デー（１月 26日）を期し、教育委員会、消防局共同で

査察指導を行う。 

 

２ 初期消火体制の確立 

（１）消防用設備等の適正化 【消防局】 

   消防法により市内の防火対象物に設置される消防用設備等については、過去の災害事例や

調査研究データを参考にしながら、災害発生時有効にその機能が発揮されるよう、対応方法

について、さらに指導の徹底を図る。 

（２）消火器具の普及 【消防局、千葉市防災普及公社】 

   各家庭における初期消火体制を整えるため、消火器、三角バケツ、水バケツ等の備えを呼

びかける。 

   また、小規模事業所等における初期消火体制を確立するため、それぞれの形態に応じた消

火器具の設置を指導する。 

（３）地域における初期消火力の向上 【総務局危機管理部、消防局、各区】 

   地域における初期消火力を向上させるため、自主防災組織による排水栓を活用した初期消

火活動を促進する。 

 

３ 火災の拡大防止 

【消防局】 

（１）常備消防の強化 

 ア 消防力の現況 

   千葉市の常備消防は、千葉市消防局のもと、各区各署・計６消防署、19出張所の体制のも

と、消防車両及び資機材の整備を図り、消防活動にあたっている。 

イ 基本方針 

   拡大する市街地や人口の増加、火気使用設備、器具の普及などによる消防需要増大に対応

するとともに、年々高層、深層化する都市構造の変化に伴う災害の多様化、大規模化に対応

できる消防活動体制の強化並びに木造家屋が密集している等の地域の特殊性に応じた火災の

拡大防止対策の充実強化を図る。 

   また、消防職員の資質向上のため、教育訓練の充実を図る。 

（２）消防指令体制の強化 

   指令業務の共同運用により、盤石な通信運用体制を確保し、消防・救急無線のデジタル化

により無線通信システムの高度化を図るとともに、映像情報システムの有効活用と各種通信

媒体の活用により情報の収集・伝達体制を確保し、大規模災害発生時における消防通信体制

の強化を図る。 
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（３）消防団の強化 

   災害時における消防団の消防力強化を図るため、消防団器具置場、小型動力ポンプ付積載

車、消防用資機材、携帯用無線機等の整備を図る。 

（４）消防水利の整備 

   耐震性をもたせた貯水施設及び消火栓を整備し消防水利の充実を図るとともに、未開発水

利の活用を進める。 

（５）消防活動困難区域の解消 

   消防水利の整備、小型動力ポンプの配備、消防団体制の整備等の施策を推進するととも

に、関係各局（部）に協力を求め消防活動困難区域の解消に努める。 

（６）市街地における空中消火の検討 

   市街地に同時多発火災が発生した場合に備え、市及び消防本部は「消防ヘリコプターの効果

的な活用に関する検討会報告書（平成 21年３月）」を基に、市街地における空中消火について

検討する。 

   ※千葉市消防力の現況（資料 3-3） 

 

第２ 津波・高潮対策 

 【総務局危機管理部、都市局、建設局、中央区、花見川区、美浜区、消防局、海浜部施設所管局、

千葉土木事務所、県千葉港湾事務所、県警察、千葉港運協会、その他臨海部施設及び団体】 

 

  津波対策に関する詳細な内容は、第４節「津波災害予防対策」に記載する。 

 

１ 護岸等の整備 

 【千葉土木事務所、県千葉港湾事務所】 

   千葉港内、海岸線及び流入河川の津波・高潮対策として、県は、防潮堤及び水門施設等の整

備を促進する。 

   ※千葉県重要水防箇所図（抜粋）（資料 2-19） 

 

２ 津波の遡上対策 

 【建設局】 

   河川等にある下水道等の吐口部において、津波遡上時に逆流を防止するため、ゲート等の

整備を推進する。 

 

３ 標識等の整備 

 【総務局危機管理部】 

   津波・高潮等に対応するため誘導標識等の設置を進める。 

 

４ 水門等の点検 

 【建設局、千葉土木事務所、県千葉港湾事務所】 
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   平常時には、定期的に各施設の点検、護岸の巡視等を実施し、有事の際にはその機能が十分

に発揮されるよう万全を期すものとする。 

 

５ 連携体制の確立・強化 

 【総務局危機管理部、建設局、消防局、千葉土木事務所、県千葉港湾事務所、県警察】 

   市は、関係機関とともに、高潮発生の恐れがある場合を想定して、防潮ゲート閉鎖の判断、

交通規制、防潮ゲート閉鎖実施等を時系列にしたタイムラインを作成し、災害発生時に迅速に

対応が出来るよう連携体制の確立・強化に努めるものとする。 

   ※防潮ゲート閉鎖に係るタイムラインの詳細については、千葉市水防計画による。 

 

６ 津波・高潮に対する防災意識の啓発 

 【総務局危機管理部、建設局、中央区、花見川区、美浜区、その他臨海部施設及び団体】 

   市民、観光客、海岸地域の施設管理者等に対し、市ホームページ等を通じて、津波・高潮

に関する正しい知識の周知を図る。 

   とくに津波については、次の「津波に対する心得」を周知徹底する。 

  【津波に対する心得：一般編】 

   ①強い地震（震度４程度以上）を感じたとき又は弱い地震であっても長い時間ゆっくりとし

た揺れを感じたときは、直ちに海浜から離れ、急いで安全な場所に避難する。 

   ②地震を感じなくても、津波警報が発表されたときは、直ちに海浜から離れ、急いで安全

な場所に避難する。 

   ③正しい情報をホームページ、メール、ラジオ、テレビ、広報車などを通じて入手する。 

   ④津波注意報でも、海水浴や釣りは危険なので行わない。 

   ⑤津波は繰り返し襲ってくるので、警報、注意報解除まで気をゆるめない。 

   ⑥普段から、自分の避難場所を確認する。 

   ⑦過去の経験や想定にとらわれず各自が最善を尽くす。 

   ⑧津波は河川を遡上するため河川から離れる。 

  【津波に対する心得：船舶編】 

   ①強い地震（震度４程度以上）を感じたとき又は弱い地震であっても長い時間ゆっくりと

した揺れを感じたときは、直ちに港外退避する。 

   ②地震を感じなくても、津波警報、注意報が発表されたら、すぐ港外退避する。 

   ③正しい情報をホームページ、メール、ラジオ、テレビ、無線などを通じて入手する。 

   ④港外退避できない小型船は、高い所に引き上げて固縛するなど最善の措置をとる。 

   ⑤津波は繰り返し襲ってくるので、警報、注意報解除まで気をゆるめない。 

   ⑥過去の経験や想定にとらわれず各自が最善を尽くす。 

   ※港外：水深の深い、広い海域 

   ※港外退避、小型船の引き上げ等は、時間的余裕がある場合のみ行う。 
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第３ 地盤の液状化対策 

 【工法と対策＝都市局、建設局、千葉国道事務所、県環境研究センター水質地質部地質環境研究

室、千葉土木事務所、県千葉港湾事務所、ＮＴＴ東日本㈱、東京電力パワーグリッド(株)千葉総支

社、東京ガス（株）、大多喜ガス（株）】 

 【啓発＝総務局危機管理部、都市局、建設局】 

 

  東日本大震災では、東京湾岸の埋立地と利根川沿いの低地を中心として非常に広域にわたって

液状化現象が発生。市においても、海岸地埋立て地盤の全体に激しい液状化現象が発生した。人

的被害はほとんどなかったものの大量の噴砂や沈み込み、浮き上がり、地波等により多くの建物

や道路、上下水道等のライフラインに被害が生じ、１９８７年千葉県東方沖地震で液状化した場

所の再液状化も確認された。 

  地震発生時に液状化現象の発生が予想される地域においては、東日本大震災の被害実態を精査

し、千葉県東方沖地震、阪神・淡路大震災における現地調査結果やこれまでの研究成果等を踏ま

え、液状化対策を検討する。 

  液状化現象により大きな被害を受ける可能性がある施設に関する対策について、九都県市での

共同研究成果及び公共工事等で使用される工法の主なものは次のとおりであるが、施設整備にあ

たっては、これらの工法を考慮した対策を検討するものとする。 

  また、上下水道施設等のライフラインや、道路・橋梁
きょうりょう

等の公共施設については、その機能の維

持や早期復旧が、市民の生活や地域全体の復旧にも大きく影響するものであり、地盤の改良や施

設の耐震化の推進など、液状化しにくい、又は液状化に強い施設づくりを推進するとともに、市

民に対する液状化に関する知識の普及・啓発に努める。 

  さらに、液状化現象により、水道管からの漏水などライフライン施設の被害が発生した際の迅

速な応急復旧のための体制整備に努める。 

 

１ 土木構造物の液状化対策 

 【建設局、千葉国道事務所、県環境研究センター水質地質部地質環境研究室、千葉土木事務所、

県千葉港湾事務所】 

  土木施設構造物（道路施設、河川施設及び橋梁
きょうりょう

等）の液状化対策工法は最新の知見に基づき

適切な工法を採用する。 

  橋台や橋脚周辺の地盤の液状化が予想される橋梁
きょうりょう

については、地盤の改良や固い支持地盤ま

で支持杭を打ち込むなどの方法を講じて落橋や倒壊を防ぐ。また、千葉県は地震に強い港湾を

めざし、大型岸壁はもとより必要な岸壁について液状化対策を実施する。堤防や護岸等の整備

にあたっても液状化対策など耐震対策を考慮する。 

 

２ 建築物の液状化対策 

 【都市局】 

  建築物の液状化対策工法としては、敷地地盤に液状化の発生があっても被害を起こさせず、

又はこれを最小限に抑えるために建築物に施す対策工法と、敷地地盤の液状化の発生を抑止
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し、又は流動の範囲を制限するためにその地盤に施す対策工法の２つに大別できる。これらの

工法の実施にあたっては、各工法の特徴や限界を勘案して効果的に組み合わせることによっ

て、全体として実効を上げることが望ましい。 

  建築物の液状化対策工法としての概要は次のとおりである。 

（１）建築物に施す対策工法 

 ア 木造建築物 

 （ア）基礎を一体の鉄筋コンクリート造とする工法 

 （イ）アンカーボルトの適正施工 

 （ウ）上部構造部分の剛性を持たせる 

 （エ）荷重偏在となる建築計画を避ける 

 （オ）屋根などの重量を軽くする 

 イ 非木造建築物 

 （ア）支持杭基礎工法 

 （イ）地階を設ける方法 

 （ウ）面的に広がりのある建築計画とする 

 （エ）地中梁等基礎部分の耐力及び剛性を高める 

（２）地盤に施す対策工法 

 ア 締め固めた砂杭、又は振動、衝撃等で密度を大きくすることにより地盤強度を高める締め

固め工法 

 イ 地盤内に透水性の非常に良い砕石等のパイルの打設、又は、ポリエチレン製の円筒形ドレ

ーン等を設置することによって、過剰間隙水圧の消散を早める過剰水圧消散工法 

 ウ 地盤内にセメント等の安定剤を撹拌混合し、地盤を固結させる固結工法 

 エ 砕石などのような液状化しない材料で地盤を置き換える置換工法 

 オ 盛土等によるプレロードで地盤を過圧密状態にし、地盤強度を大きくするプレロード工法 

 

３ 地下埋設物 

 【建設局、水道局、ＮＴＴ東日本㈱、東京電力パワーグリッド㈱千葉総支社、都市ガス事業者】 

   地下埋設物（上下水道、ガス、電気、電話の管路）の液状化対策工法としては、地下埋設

管路の対策工法と、地盤の改良工法の２つに大別できる。 

   地下埋設物は、都市のライフライン施設であり相互に深く依存するネットワーク施設であ

ることから、単に液状化対策だけに限定せず、施設の耐震化等の事前対策から応急復旧に至

るまでの各対策について総合的な対策を講じることが望ましい。 

   ※想定する地震の諸元等：本編第１章第４節第１「地震被害想定」参照 

 

４ 液状化対策の広報・周知 

（１）液状化現象や液状化しやすさ分布に関する知識の広報・周知 

   東日本大震災を受け、県が平成２６・２７年度に作成した、揺れ（震度）によって液状化

しやすい地域を示した「液状化しやすさマップ」や「揺れやすさマップ」などを用いて、市
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民にわかりやすく広報・周知するとともに、市民の液状化対策を推進するため、液状化の原

因や対策を考えるのに重要な情報となる地盤情報を収集・公表し、市民に足元の地盤の成り

立ちに関心を持ってもらうような施策を推進する。 

   また、市は、液状化の危険性を周知するハザードマップを作成し、市民が適切な判断がで

きるよう液状化の危険度、対策に対する情報提供を行う。 

（２）住宅の液状化対策工法の広報・周知 

   ひとたび液状化により住宅に被害が発生すれば、市民個人の生活や経済面に大きな負担がか

かる。市民が、液状化発生のリスクがある地域の住宅建築前においては、十分なボーリング等

の地盤調査を実施し、液状化発生を抑止する基礎の強化や表層地盤改良などの液状化対策工法

を選定して行うよう広報、啓発する。 

   また、既存住宅においては、液状化対策工法はかなり限られるが、国や大学等の研究機関が

住宅建築後の液状化対策工法について研究を進めていることから、これらの研究結果や施工例

の情報を収集して市民に広報する。 

 

５ 液状化被害における生活支援 

   液状化現象はライフラインの寸断などにより、生活に支障をきたす状況となる。また、高齢

者や障害者等の要配慮者が、在宅での避難生活を送る中で、健康状態が悪化するなどの二次的

な被害が発生することが考えられる。 

   これらの在宅の要配慮者に対する巡回健康相談や生活支援のため、共助の取組みや保健所、

社会福祉協議会などの福祉関係機関などの地域のネットワークによる取組みを促進する。 

 

 

第４ 土砂災害等の防止 

 【総務局危機管理部、経済農政局、都市局、建設局、消防局、各区、千葉土木事務所、県森林課、

各警察署】 

 

  土砂災害は毎年全国各地で発生している。また、新たな宅地開発に伴い、危険な箇所が増加

傾向であることに加え、近年のゲリラ豪雨の増加により年々土砂災害の危険性が高まってい

る。 

  そのため、土砂災害の発生を未然に防止し、また被害の軽減を図るため、必要な工事や体制の

整備等を進めていく。 

 

１ 土砂災害の危険がある区域 

   県は、本市域において、土砂災害発生の恐れのある傾斜度３０度以上で高さが５ｍ以上の急

傾斜地のうち、２８４箇所を土砂災害警戒区域に指定するとともに、新たに５１１箇所を基礎

調査予定箇所として公表している。 

   なお、美浜区は地理上の特性から急傾斜地が存在していない。 
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２ 市の基本的な対策 

   ハード対策として、急傾斜地崩壊危険区域指定箇所における崩壊防止工事を引き続き進めて

いくとともに、ソフト対策として、土砂災害に関する啓発、訓練の実施、警戒避難体制の整備

等を進めていく。なお、ソフト対策にあたっては、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止

対策の推進に関する法律（平成１２年法律第５７号）」に基づく指定区域に指定されていない

土砂災害危険箇所及び土砂災害の危険性が認められるものの同箇所に位置づけられていない

箇所についても、指定区域に準じた対応が取れるように努める。 

   また、土砂災害の危険性が認められるものの同箇所に位置づけられていない箇所について、

県へ情報提供するとともに、指定区域に指定されていない土砂災害危険箇所及び土砂災害の危

険性が認められるものの同箇所に位置づけられていない箇所について、速やかに指定を検討す

るよう要請するものとする。 

 

３ 各法令等（各危険箇所）に基づく対応 

（１）土砂災害防止対策（土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域） 

   県は土砂災害が発生した場合、建築物の損壊や市民等の生命又は身体に危害が生じるおそ

れがあると認められた土地の区域を「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進

に関する法律（平成１２年法律第５７号）」に基づき、「土砂災害警戒区域」又は「土砂災害

特別警戒区域」に指定し、避難体制の整備、開発行為の制限、必要に応じて移転勧告等を行

う。 

 ア 指定状況（最終指定年月日 令和３年５月２８日） 

   美浜区を除く各区で指定済み 

   計２８４箇所（うち、２６１箇所は特別警戒区域を含む） 

   ※土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域（資料 4-10） 

 イ それぞれの役割 

 （ア）県の役割…区域の指定、移転等の勧告、開発行為の制限・許可、市への情報提供及び 

助言 

 （イ）市の役割…警戒避難体制の整備等（土砂災害に関する情報収集及び伝達、避難場所や 

避難経路の整備、土砂災害に係る避難訓練の実施、区域内の要配慮者利用施

設に対する情報伝達方法の整備、ハザードマップの作成、その他必要な体制

の整備）、がけ地近接等危険住宅の移転促進、是正勧告等の安全化対策の推

進、土砂災害特別警戒区域における居室を有する建築物の構造規制。 

 （ウ）地域の役割…対象区域内の自治会・自主防災組織等は定期的に当該区域の点検、避難 

訓練等を行い、平常時より備えておく。 

 （エ）市民の役割…平常時から避難所や避難経路の確認等を行うとともに、「自らの身は自分

で守る」という考え方の下に、身の危険を感じたら躊躇なく避難行動を取

ることが出来るよう備えておく。 

（２）急傾斜地崩壊対策（急傾斜地崩壊危険区域） 

   県は市と協議のうえ、急傾斜地については、災害の発生を未然に防止するため、「急傾斜地
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の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第５７号）」に基づき、急傾斜地崩壊

危険区域を指定し、行為の制限、改善命令の他、必要に応じて崩壊防止工事を行う。 

 ア 指定状況（最終指定年月日 令和３年６月４日） 

   美浜区を除く各区で指定済み 計３８箇所 

   ※急傾斜地崩壊危険区域（資料 4-2） 

 イ それぞれの役割 

 （ア）県の役割…法律に基づく指定、崩壊を助長させる行為の制限、防災措置の勧告、改善 

命令、崩壊防止工事等 

 （イ）市の役割…県へ規制指導の強化の要請、市民の理解や協力を得ながら危険区域指定の促進、

崩壊防止工事（県施行以外）及び調査を行うなどして、新しい危険箇所の把握

に努める。特に、急傾斜地崩壊危険箇所のうち、要配慮者利用施設に係る危険

箇所、避難所を有する危険箇所、がけの状態が悪く緊急性の高い危険箇所につ

いて早期に施設整備を実施する。 

 （ウ）地域の役割…対象区域内の自治会・自主防災組織等は定期的に当該区域の点検を行い、場

合によっては施工工事元への連絡を行う。また、避難訓練等を行い平常時より

備えておく。 

 （エ）市民の役割…避難所や避難経路の確認等を行い、平常時より備えておく。 

（３）宅地造成地災害対策（宅地造成工事規制区域） 

   丘陵部や急傾斜地における宅地の造成については、がけ崩れ又は土砂の流出による災害を防

止するため、必要に応じて、「宅地造成等規制法（昭和３６年法律第１９１号）」により工事規

制区域を設けることができ、対象工事の施工にあたっては市の許可、確認が必要となっている。 

   また、河川沿いの平野部や谷津田等の軟弱地盤地域における宅地の造成についても、宅地造

成等規制法その他の関係法令に基づき、一定の行為に対し必要な規制を行い、危険のないよう

充分な指導を行う。 

 ア 指定状況 

   昭和４３年１２月１日に３区域、3,214ヘクタールが指定されている。 

   ※宅地造成等規制区域指定の現況（資料 4-1） 

 イ それぞれの役割 

 （ア）市の役割…法に則り規制、許可を行うとともに、必要に応じて指導を行う。 

 （イ）所有者の役割…がけ崩れ等災害が生じないように安全な状態を維持する。 

（４）盛土の崩落を防ぐ安全対策 

   市は、盛土による災害防止に向けた総点検等を踏まえ、危険が確認された盛土について、

各法令に基づき、速やかに撤去命令等の是正指導を行うものとする。 

（５）山地災害対策（山地災害危険地区（山腹崩壊危険地区）） 

   山地災害とは、山腹の崩壊、崩壊土砂の流出及び地すべりなど山地に起因する土砂災害をい

う。 

   また、山地災害危険地区とは、山地災害が現に発生し、又は発生する危険のある箇所で人家

や公共施設に被害を及ぼすおそれのある地区をいう。 
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 ア 現況 

   山腹崩壊危険地区が稲毛区・若葉区・緑区で指定されている。 

 イ それぞれの役割 

 （ア）県の役割…山地災害危険地区の調査及び指定、また、山地災害の予防及び復旧のための

治山事業を行う。 

 （イ）市の役割…市民への周知、県と市民との連絡調整、山地災害の情報収集及び県など関係機 

関との情報伝達を行う。 

 （ウ）地域の役割…対象区域内の自治会・自主防災組織等は定期的に当該区域の点検を行い、ま

た、避難訓練等を行い平常時より備えておく。 

 （エ）市民の役割…避難場所・避難所や避難経路の確認等を行い、平常時より備えておく 

 ※山地災害危険地区（資料 4-3） 

 

４ 警戒避難体制の確立 

 【総務局危機管理部、建設局、消防局、各区、各警察署】 

   危険が予想される場合の防災パトロールの実施、避難情報の伝達・周知方法の検討、避難

計画の確立を図る。 

 

 

第５ ブロック塀等対策 

 【都市局、施設管理者、（一社）千葉市建設業協会】 

 

  ブロック塀や大谷石塀等のいわゆる重量塀の倒壊・落下による人的被害を防止し、避難・消

防・救援活動の妨げとならないよう、市はその実態を調査し、危険なものについては、改修を

指導する。 

  また、市の施設については、生け垣化その他の緑化を推進し、市民や事業所にも協力を求めて

いく。 

 

１ 事前指導の強化 

   宮城県沖地震、千葉県東方沖地震、大阪府北部地震等でブロック塀等の倒壊・落下による被

害を出した原因は、「建築基準法」に定める技術基準どおりの鉄筋が入っていないものや、転倒

防止の控壁を設けていないものなど、施工上の欠陥が多く見られたためとされている。 

   こうした被害の反省を踏まえ、建築物建築確認に伴う事前指導を強化するとともに、（一社）

千葉市建設業協会等関係業者の協力を要請し、ブロック塀等の単独工事や既設のブロック塀や

石塀についても、引き続き正しい施工方法や補強方法について、安全化の徹底を図る。 

   また、市民に対しては、正しい施工方法や補強方法について、普段からのＰＲ強化に努める

とともに、個人の所有者などを対象として、危険なブロック塀等の撤去や軽量フェンス等の設

置にかかる費用の一部を補助する「危険ブロック塀等改善補助事業」により、通学路等の安全

の確保を図るものとする。 
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２ 実態調査に基づく改善指導 

   市では、昭和 53年度から平成 30年度までの８次にわたり、市内全域のブロック塀等のう

ち、小学校の通学路に面するブロック塀等の現況調査を学区別に行い、特に損傷が著しく危

険と判定されたものについて、所有者、管理者等に調査内容と要補修の勧告を通知した。そ

の結果、大多数について、必要な補修工事が実施された。 

   引き続き広域避難場所に通じる主要道路を重点に現況調査を実施し、危険なものについて

は、補修等の改善策を講じるよう指導に努める。 

 

３ 生け垣化等の推進 

   市民が接することの多い小・中学校、保育所（園）、公民館等の接道部にあるブロック塀、

万年塀等について、生け垣化等による緑化を図る。 

   また、「都市緑地法」に基づく住宅地の緑地協定締結や「千葉市工場等緑化推進要綱」に基

づく工場、事業所、事務所等を対象とする緑化協定締結を推進し、効果的な緑化の推進を図

る。 

 

 

第６ 落下物等対策 

 【総務局危機管理部、保健福祉局、経済農政局、都市局、建設局、教育委員会、各区、千葉国道

事務所、各警察署、千葉商工会議所、土気商工会、千葉市内各大型店】 

 

１ 落下物の範囲 

   地震時に落下又は倒壊し、直接人的被害を及ぼしたり、避難の際の障害物となる危険のあ

る物には、以下のようなものがある。 

（１）屋内落下物 

 ア シャンデリア等照明器具 

 イ 棚上の物品 

 ウ 家具・大型家電等の転倒 

 エ つり天井 

（２）ビル関連落下物 

 ア 窓ガラスの飛散 

 イ 外装材（外壁タイル、モルタル等）のはく落 

 ウ ウインド式クーラー 

 エ 屋上・屋外広告物 

 オ 高架式水槽 

（３）道路上の落下物（倒壊を含む。） 

 ア 自動販売機 

 イ 路上への陳列商品等 
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 ウ 屋外広告物 

 エ 路上に放置された自転車・バイク 

 

２ 屋内の落下物防止対策 

 【総務局危機管理部、経済農政局、教育委員会、各区、千葉商工会議所、土気商工会】 

   建築基準法の数次にわたる改正により、比較的最近に建てられた建築物については、木

造・非木造とも耐震性は極めて高い。 

   そのため、近年の地震災害においては、建築物そのものの倒壊による被害よりも屋内・屋

外の落下物・倒壊物による人的被害が多く発生している。特に、比較的狭い都市型住宅内に

おいては、家具・大型家電等の転倒・落下による危険性が高い。例えば、平成７年の阪神淡

路大震災の際には、震度７の地域で住宅の全半壊をまぬがれたにもかかわらず、全体の約６

割の部屋で家具が転倒したことや、怪我の原因として約５割が家具等の転倒落下によるもの

と報告されている。 

   また、近年発生した地震（熊本地震（2016年）、岩手・宮城内陸地震（2008年）など）に

おいては、負傷者の多くの方が屋内における家具類の転倒・落下によって負傷しているほ

か、家具類の転倒・落下・移動により火災や避難障害などが発生することで二次的被害に繋

がるとされている。 

   一方、平成２９年３月の千葉市地震被害想定調査でも、家具転倒防止対策による被害軽減

効果が明らかとなっているほか、第７４回九都県市首脳会議における本市提案により設置さ

れた「大規模地震における有効な家具類転倒防止対策研究会」では、今後九都県市で実施す

べき取組みなどが報告されている。 

   これらをふまえ、屋内の落下物防止対策として、次のとおり対策の促進を図っていく。 

（１）家具類の転倒・落下・移動による被害や危険性の周知 

   家具類の転倒・落下・移動による被害は、負傷等の直接的な被害だけでなく、家具類がスト

ーブ等に接触することによる火災の発生、家具類が通路や出入口を塞ぐことによる避難障害な

ど二次的な被害を引き起こすことにより、さらなる被害が発生する可能性がある。 

（２）家具類転倒防止対策の実施方法に関する周知啓発 

   家庭や事業所等における家具類転倒防止対策は、①集中収納（居住スペースと収納スペース

を分けることで生活空間にある家具を減らす）、②安全配置（寝る場所、座る場所、通路や出入

口などに家具類を置かない）、③器具による固定等（転倒防止金具等を使って家具類を固定す

る、飛散防止フィルムを貼ってガラスの破損・飛散を防ぐなど）という手順で実施することが

望ましい。 

（３）助成制度の実施 

   自力での対策が困難な高齢者・重度障害者世帯に対し、転倒防止金具の取り付けに要する費

用を助成することで対策を推進していく。 

   今後とも、小・中学校及び高等学校、千葉商工会議所、土気商工会その他の各種団体等の協

力を得て、その対策の実施をＰＲしていく。 
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３ 建築物の落下物防止対策 

 【総務局危機管理部、経済農政局、教育委員会、各区、千葉商工会議所、土気商工会】 

（１）市有建築物 【都市局】 

   市有建築物のうち落下物の危険度の高い建物を調査把握し、窓ガラスについてはフィルム

の装着又は安全ガラス化を推進していく。 

   その他、落下・倒壊防止のための必要な安全対策の徹底を図る。 

（２）民間建築物等 【都市局、事業者】 

   デパート、複合商業施設、文化的施設等の多くの人が集まる施設等について、飛散防止用

フィルムの装着、安全ガラスヘの改修、物品等の倒壊防止、照明器具や屋外広告物の落下防

止等の施策を講じるよう指導を行う。 

   その他、国道、主要地方道、県道及び主要な幹線道路となる市道に面する建築物の建築確

認に際しては、窓ガラス、屋外広告物その他の落下危険のないよう行政指導を行う。 

 

４ 道路上の落下物等防止対策 

 【都市局、建設局、千葉国道事務所、各警察署】 

   広告塔、看板等の屋外広告物のなかには、地震の際に脱落し、被害を与えることが予想さ

れるものがある。 

   特に、密集市街地、鉄道駅周辺地区、避難路・避難場所周辺については、「千葉市屋外広告

物条例」に基づく事前指導を強化するとともに、必要に応じ危険度調査を実施し、設置者に

対して改善指導を行い、落下物の防止に努める。 

   また、不法に設置された自動販売機や路上に放置された自転車・陳列商品等については、

避難場所に指定される施設の周辺地区や国道、主要地方道、県道及び主要な幹線道路となる

市道に面するものを中心に、警察署等の関係機関と連携して、指導取締りを強化する。 

   なお、自動販売機については、埋め込み式への取り換え、移設、撤去、転倒防止等の措置

を講じるよう所有者、関係事業所等に対して、協力を要請する。 

 

第７ 危険物・有毒物等対策 

 【総務局危機管理部、保健福祉局(保健所)、環境局、経済農政局、消防局、各警察署、各危険物・

有毒物取扱施設の管理者、各鉄道・輸送事業者】 

 

１ 石油類等危険物施設 

（１）施設の耐震対策 【環境局、消防局】 

   法令に基づいて立入検査を実施し、災害予防についての指導を積極的に行うとともに、地

震により被害を受けやすい施設の耐震対策について指導する。 

   また、関係者の自主保安管理が適正に行われるよう、震災対策計画の確立や同計画に基づ

く管理の徹底を図る。 

（２）流出防止対策等 【環境局、消防局】 

   危険物施設における構造設備の耐震化及び安全性の向上を図るとともに、貯蔵、取扱いの
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適正管理に努め危険物施設の安全化を推進する。 

   特に大量の危険物を貯蔵する屋外タンク貯蔵所については、法令の定めるほか、タンク及

び防油堤の構造強化等流出防止について指導する。 

※現況設置件数                （平成 29年 3月 31日現在） 

区   分 設置件数 区   分 設置件数 

製 造 所 8 

取

扱

所 

給 油 271 

貯 

 

蔵 

 

所 

屋   内 227  う ち 自 家 用 147 

屋外タンク 207 販売（第 1,2種） 8 

屋内タンク 38 移 送 2 

地下タンク 247 一 般 223 

簡易タンク 2 

合      計 1,484 移動タンク 216 

屋   外 35 

（資料：消防局) 

 

２ 高圧ガス・火薬類保管施設 

 【保健福祉局、消防局】 

   高圧ガス、火薬類等保管施設に対して、自主的な保安管理体制及び応急措置体制の強化を

指導するとともに、関係業種別の保安団体の積極的な活動を推進し、各種災害の防止を図る

よう指導する。 

 

３ 毒物・劇物貯蔵、取扱施設 

 【保健福祉局、消防局】 

（１）消防局の任務 【消防局】 

   必要に応じ、立入検査等を実施して、施設の実態を把握し、防災上必要な事項について指

導する。 

   また、特に事業所に対しては、中和剤等の確保と応急処置体制等についての検討並びに防

火管理者等に適切な防災計画の立案整備について、指導する。 

（２）保健所の任務 【保健福祉局】 

 ア 営業者及び毒物劇物取扱責任者は、毒物・劇物の流出によって市民の生命及び保健衛生上

に危害を生ずるおそれのあるときは、直ちに保健所又は警察署、消防署に届け出るよう徹底

させる。 

 イ 緊急事態発生の通報を受けたときは、速やかに関係機関への連絡を行うとともに、防災上

適切な応急措置を講ぜられる体制の確立を図る。 

 

４ 放射線等使用施設 

 【総務局危機管理部、経済農政局、消防局、警察署】 

   現在、国（原子力規制庁）においては、「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する
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法律（昭和 32年法律第 167号）」に基づき、ＲＩ（ラジオアイソトープ）の使用、販売、廃棄

等に関し安全体制を整備している。 

   また、立入検査の実施により安全確保の強化を図っているほか、平常時はもとより、震災

時においても監視体制をとるなど各種の安全予防を実施している。 

   市においては、これらの施設について、ＲＩの所在、数量、元素名、化合物名、容器の種

類、取り扱っている場所などについて調査し実態の把握に努めるとともに、保健所、警察署

等関係機関と連携して、関係法令に基づく災害予防規定による防災計画の効率的な運用を図

る。 

 

５ 危険物等の輸送 

 【消防局、各危険物・有毒物取扱施設の管理者、各鉄道・輸送事業者】 

   石油類、高圧ガスを大量に輸送する場合、走行車両については、転倒、転落防止義務、警

戒標識等の表示義務、消火器等の携行義務など種々の規制が行われている。 

   今後とも、県及び関係官庁で毎年定期的に路上取締りを実施するとともに、危険物積載車

両については、常置場所において立入検査を実施し、構造設備等の保安管理指導の徹底を図

る。 

   また、輸送車両の事故を想定した訓練を実施し保安意識の高揚に努める。 

 

 

第８ 風水害その他の災害の防止 

 

１ 風害防止対策 

 【総務局危機管理部、経済農政局、建設局、東京電力パワーグリッド㈱千葉総支社、ＮＴＴ東日

本㈱、農業協同組合】 

 

   台風や、冬期の季節風、竜巻などの激しい突風が発生した場合、風害による人的被害、住

家等建物被害及び農作物被害が発生する。 

   特に竜巻については、発現時間が短く空間的に極めて小規模であるが、木造の住宅におい

て、上部構造が著しく変形したり、倒壊するほどの暴風（風速７０ｍ/ｓ以上）が吹くことも

あり、ひとたび発生した場合は大きな被害が生じており、県内でも令和元年に市原市で発生

した竜巻により、死者や建物の全壊等の被害が確認されている。 

   そのため、過去の台風や竜巻等における人的被害、建物被害を踏まえ、これらに関する知

識の普及啓発を図る。 

   また、農作物等の風害を防止又は軽減し、併せて電力施設や通信施設における風害被害の

予防対策を推進する。 

（１）台風・竜巻等に関する知識の普及啓発 【総務局危機管理部】 

   市は、台風・竜巻等による風害の被害を最小限にとどめるため、市民や事業者等に対して、

以下について普及啓発を図る。 
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 ア 気象情報の確認 

   気象庁が発表する特別警報、警報や注意報及び気象情報などの防災気象情報については、平

時から、気象庁ホームページ・テレビ・ラジオ等により確認することを心掛けること。 

   なお、竜巻などの激しい突風に関する気象情報には、事前に注意を呼びかける「予告的な気

象情報」と「雷注意報」、竜巻等の激しい突風が発生しやすい気象状況になった時点の「竜巻注

意情報」があり、「予告的な気象情報」と「雷注意報」は各地の気象台から、「竜巻注意情報」

は気象庁から発表される。 

   各気象情報の内容は災害応急対策編第２章第２節第２、１（１）を参照。 

 イ 身を守るための知識 

   台風から身を守るためには、日頃から、ちばし安全・安心メールに登録するなど正確な気象

情報を収集し、早めに安全な場所に避難すること。また、避難する時間が少ない竜巻等から身

を守るためには、次のことを心掛け、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めること。 

 （ア）竜巻が発生するような発達した積乱雲の近づく兆し 

    ａ 真っ黒い雲が近づき、周囲が急に暗くなる 

    ｂ 雷鳴が聞こえたり、雷光が見えたりする 

    ｃ ヒヤッとした冷たい風が吹き出す 

    ｄ 大粒の雨やひょうが降りだす 

 （イ）発生時に屋内にいる場合 

    ａ 窓を開けない、窓から離れる、カーテンを引く 

    ｂ 雨戸・シャッターを閉める 

    ｃ １階の家の中心に近い、窓のない部屋に移動する 

    ｄ 頑丈な机やテーブルの下に入り、両腕で頭と首を守る 

 （ウ）発生時に屋外にいる場合 

    ａ 車庫・物置・プレハブを避難場所にしない 

    ｂ 橋や陸橋の下に行かない 

    ｃ 近くの頑丈な建物に避難する、又は頑丈な構造物の物陰や近くの水路（竜巻のみ）や

くぼみに身を伏せ、両腕で頭と首を守る 

    ｄ 電柱や太い樹木であっても倒壊することがあり危険であるため近づかない 

（２）電気施設対策 【東京電力パワーグリッド㈱千葉総支社】 

   強風時の倒壊、電線切断等の被害を防止するため、電気設備の技術基準に基づき、原則と

して風速 40m/sに耐えうるよう設計するものとするが、より強い風に耐えうるよう改良を検

討する。 

   なお、塩害については、汚損の監視、洗浄装置の整備、シリコン塗布等の措置のほか、電

気通信施設の設計に際し抜本的な風害、塩害予防措置を講じる。 

（３）電話施設対策 【ＮＴＴ東日本㈱】 

   以下のとおり、局外設備、局内設備対策を実施するとともに、通信施設途絶時の対策とし

て、可搬型無線装置等を配備している。 

   また、海岸線付近に設置する空中線については、塩害防止対策を施している。 
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 ア 過去の発生地域の調査検討により、工法上の補強を施して重複災害の発生を防ぐとともに

設備の２ルート化対策を実施する。 

 イ 局内設備 

   災害時の停電による通信機器用電源の確保対策を計画的に推進する。このため、交換セン

タにおける発電用エンジン、バッテリー等及び移動電源車の配備を実施する。 

（４）立木・街路樹対策 【建設局】 

   立木・街路樹自体が受ける被害（倒れ、幹折れ、傾斜）のほか、その樹木が電線を切った

り、塀をこわす場合も多く、剪定、支柱等の手入れ等の措置を講じる。 

（５）農作物対策 【経済農政局】 

   農作物に被害を与える強風には、台風、冬期の季節風、その他局地的な強風などがある。

強風は、作物に被害を与えるだけでなく、土壌を乾燥し、風による土壌浸食を生ずる。その

ため、肥えた耕土が吹き飛ばされてやせ地になったり、飛土が作物を埋没させたりして、被

害を与える。 

   風害に対する予防策としては、防風林の設置をはじめ、防風垣・防風網の設置、その他応

急的な災害対策がある。 

   千葉市には、森林法の規定に基づく防風保安林の指定を受けている地域は少ないが、市街

化調整区域を中心にして約 4,800ヘクタールの森林が分布しており、これらの森林の防風林

としての機能を発揮できるように努める。 

 

２ 水害防止対策 

（１）台風・大雨等に関する知識の普及啓発 【総務局危機管理部】 

   市は、台風・大雨等による水害の被害を最小限にとどめるため、市民や事業者等に対して、

以下について普及啓発を図る。 

 ア 気象情報の確認 

   気象庁が発表する特別警報、警報や注意報及び気象情報などの防災気象情報については、平

時から、気象庁ホームページ・テレビ・ラジオ等により確認することを心掛けること。 

   各気象情報の内容は災害応急対策編第２章第２節第２、１（１）を参照。 

 イ 身を守るための知識 

   台風や大雨から身を守るためには、日頃から、ハザードマップ等により水害等のリスクを確

認するとともに、ちばし安全・安心メールに登録するなど正確な気象情報を収集し、早めに安

全な場所に避難すること。また、急激な水位の上昇等により、避難することが困難な場合には、

垂直避難（２階以上の安全な場所への避難）をするなど、安全確保に努めること。 

（２）浸水対策【建設局、都市局】 

 ア 土のうステーション 

   市では、市民等が浸水や冠水への備え等の緊急時に、自由に土のうを取り出し利用すること

ができる「土のうステーション」を市内に設置し管理をする。 

 イ 防水板設置助成 

   市では、近年の局地的大雨の増加等による床上浸水等の被害を軽減するため、防水板の設置
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を助成するとともに、防水板設置に係る啓発をするものとする。 

 ウ 雨水流出抑制施設（雨水貯留槽・雨水浸透ます）設置 

   市では、雨水が敷地内から地中に浸透せずに流出することを抑制するため、浸透施設や貯留

施設の設置について助成するとともに、同制度につき啓発するものとする。 

 

３ 地盤沈下対策 

 【環境局、経済農政局、県環境政策課】 

   千葉市における地盤沈下現象は、工業用、ビル用、水道用、農業用等の地下水のくみあげ

及び天然ガス、鹸
かん

水
すい

の採取に起因していることが多い。 

   そのため、地盤沈下対策として法令（工業用水法、ビル用水法）、条例（県公害防止条例、

市公害防止条例）等による地下水のくみあげ規制を進めてきたところであるが、近年は沈下

が鎮静化する傾向を示している。 

   引き続き、地下水のくみあげ及び天然ガス、鹸
かん

水
すい

の採取に対する規制を行うとともに、長

期的に沈下状況を把握しながら、上水道の導入、水利用の合理化、地下水の管理体制強化等

適切な対策の実施に努める。 

 

４ その他の対策 

 【経済農政局 市民局】 

（１）風評被害対策 

   風評被害は不明確な情報により、情報受信者が不適切な判断等により過剰に反応し、不適正

な行動をとるために発生すると言われている。 

   被害については、特定産地の農産物の安全性に問題が発生した時など、近傍周辺の産物まで

全て売れなくなるといった、経済的被害が大きい。 

   従って、このような被害を防ぐために、正確かつ明快な情報発信を行うなどの対処が必要で

ある。 

（２）デマ情報への対策 

   災害時における推測による人心不安やデマ情報の流布による社会秩序の混乱を最小限に留

めるため、デマである可能性がある情報については、関係機関への確認を行うなど情報分析を

行うとともに庁内の認識統一を行い、ＳＮＳ等を活用した広報活動を実施する。 

  



第２章  災害予防計画 第４節  津波災害予防対策（津波避難計画予防編） 

                   共 - 71 - 

第４節  津波災害予防対策（津波避難計画予防編） 

 

 ２０１１年３月の東日本大震災（Ｍ9.0）では、東北地方の太平洋沿岸を中心に津波による甚大な

被害が発生した。 

 東日本大震災の発生以降、房総沖や南海トラフ沿いで発生する地震による津波被害が懸念されて

いる中、市は、市民等に注意喚起を図るとともに総合的な津波対策を推進する。 

 津波に関しては、減災や多重防御に重点を置き人命を最優先とした対策を講じる。海岸保全施設

等のハード対策に過度に依存するのではなく、市民の「自助」、市民組織等の「共助」、行政による

「公助」の各主体における津波避難を軸としたソフト対策を講じた上で、県で整備する海岸保全施

設や、防波堤や土手、保安林などのハード対策を組み合わせ、ソフト・ハードを織り交ぜた総合的

な津波対策を推進する。 

 津波対策の推進にあたっては、津波に関する防災教育、訓練、津波からの避難の確保等を効果的

に実施するため、デジタル技術を活用するよう努めるものとする。 

 

 

第１ 津波広報、教育、訓練計画 

 

１ 津波に関する知識の啓発及び防災意識の醸成 

（１）市民自らの取組み 

   自らの身の安全は自らが守るのが防災の基本であり、津波で命を落とさないためには、一人

ひとりが迅速かつ自主的に、海岸からより遠く、より安全な高台を目指して避難することが原

則である。 

   そのため、市民は、日ごろから津波防災訓練への参加や津波ハザードマップ等により、避難

場所、避難経路、避難方法及び家族との連絡方法を確認するとともに、町内自治会や自主防災

組織等の自主的な避難体制や要配慮者を支援する体制の構築に協力する。 

   また、津波注意報等の発表や避難指示等が発令された際には、地域で避難を呼びかけ合い、

迅速に安全な場所に避難するとともに、自己の判断で自宅や海浜付近に戻らず、津波注意報

等が解除されるまで避難を継続することを心掛けるよう努める。 

（２）市の取組み 

   市は、沿岸地域に限らず全域的に「地震イコール津波、即避難」という意識を共通認識とし

て定着させるため、また、津波発生時に刻々と変わる状況に的確な避難行動を市民等が取るこ

とができるよう、以下の内容について、広報紙、パンフレット、報道機関及びインターネット

等の多種多様な広報媒体を活用し、周知するとともに、防災教育や防災訓練、講演会等のあら

ゆる機会をとらえて、分かりやすい広報・啓発に取り組み、津波防災意識の向上を図る。 

 ア 地震・津波に関する正確な知識 

 （ア）津波の発生メカニズムや伝わる速さ 

 （イ）津波の第一波は引き波だけではなく押し波から始まる場合もあること 

 （ウ）津波は繰り返し襲ってくること 
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 （エ）第一波が最大とは限らないこと 

 （オ）津波は地形に影響されるため、地域によって津波高や浸水域が変わってくること 

 （カ）強い揺れを伴わず危険を体感しないままに津波が押し寄せる津波地震や遠地地震の発生が

あること 

 （キ）津波は河川や水路を遡上すること 

 イ 津波注意報等に関する情報及び知識 

 （ア）気象庁が発表する津波注意報、津波警報、大津波警報の内容と想定される被害及びとるべ

き行動 

 （イ）津波注意報等は津波予報区内で一番高い津波の予測に基づいて発表されること 

 （ウ）津波到達時間も同様に津波予報区のどこかに一番早く津波が到達する時間の予測に基づき

発表されること 

 （エ）津波の複雑な特徴や予想技術の限界から、危険を回避するために安全サイドに立った警報

が必要であること 

 （オ）気象庁の発表より津波が高くなることや早く津波が到達する場合もあること 

 ウ 津波避難行動に関する知識 

 （ア）強い揺れを感じたとき又は弱い揺れであっても長い時間ゆっくりとした揺れを感じた時は

迷うことなく迅速かつ自主的に、海岸からより遠く、より安全な高台を目指して避難する

こと 

 （イ）過去の経験や想定にとらわれず各自が最善を尽くすこと 

 （ウ）他者へ避難を促すため、自ら迷わず率先して避難行動をとること 

 （エ）津波は河川を遡上するため河川から離れること 

 （オ）一度避難したら、津波注意報等が解除されるまで避難を継続すること 

 エ 地震、津波への備え 

   いつ地震、津波が発生するかわからないため、家の耐震化や家具の固定、日ごろから３日分

以上の食料、飲料水の備蓄や非常持出袋（救急箱、懐中電灯、ラジオ、乾電池等）の準備、避

難場所の確認、家族で避難方法や連絡方法の確認について広報・啓発する。 

 

２ 防災教育の推進 

   学校教育はもとより、様々な場での総合的な教育プログラムを教育の専門家や現場の実務者

等の参画の下で開発するなどして、住んでいる地域の特徴や過去の津波の教訓等について継続

的な防災教育に努める。 

   なお、過去の津波被害の教訓については、映像や体験談をまとめ、防災教育等に活用するな

ど、長期的視点にたって広く市民に伝承されていくよう努める。 

 

３ 津波防災訓練の実施 

   市、市民、事業所等が一体となった実践的地域訓練、図上訓練を実施し、防災活動力の維持

向上、情報伝達の精度向上と迅速化、市民等の適切な避難措置等、体制の確立に努める。 

   また、訓練は市単位の訓練、自治会等単位の地域訓練等があるが、特に人工海浜における、
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ウインドサーフィン、ヨット等を楽しむ利用者への参加依頼や夜間を想定した避難誘導の実施

など、実践的な訓練を日常的に工夫して実施する。 

   なお、実施に際しては、最も早い津波の到達予想時間や最大クラスの津波の高さを踏まえた

具体的かつ実践的な訓練を行うよう努め、自主防災組織、市民等や要配慮者本人とその家族に

も訓練への積極的な参加を求める。 

 

４ 防災知識の普及、訓練における要配慮者等への配慮 

   防災知識の普及、訓練を実施する際、高齢者、障害者、外国人、乳幼児、妊産婦等要配慮者

に十分配慮し、地域において要配慮者を支援する体制が整備されるよう努めるとともに、被災

時の男女のニーズの違い等男女双方の視点に十分配慮するよう努める。 

 

 

第２ 津波避難対策 

 

１ 津波浸水予測図 

   地震・津波が発生した場合、市の災害対応や市民等の避難行動を起こすための必要な情報は、

気象庁が発表する津波注意報等以外にないのが現状である。さらに、津波注意報等は津波予報

区ごとに予測される最大の津波高に基づいて発表されるため、津波予報区内のどの場所に発表

された最大の津波が押し寄せてくるかわからないことから、とにかく津波で命を落とさないた

めには津波警報で発表された津波が実際に押し寄せてくると想定した避難が必要である。 

   これらのことから、県は、東京湾口（房総半島南端）で約１０ｍを想定した津波シミュレー

ションの結果を基に、津波浸水予測図を作成した。 

 

２ 津波ハザードマップの作成・周知 

   市は、県の津波浸水予測図や国の「津波・高潮ハザードマップマニュアル（平成 16年 3月）」

などを活用し、地震防災対策特別措置法第１４条第２項に基づく津波ハザードマップの作成を

行うとともに、市民等への周知を図る。 

   なお、津波ハザードマップが市民等の避難に有効に活用されるよう、その内容を十分に検討

し、地域の防災教育や津波避難訓練に活用するなど効果的な周知に努めるとともに、ハザード

マップは一つのモデルであって全部ではないことや、自然は不確実性を伴うため想定以上の津

波が押し寄せる場合があることを市民に丁寧に広報する。 

   ※千葉市地震・風水害ハザードマップ(WEB版)トップページ（資料 4-7） 

 

３ 津波避難体制の確立 

   市は、県が策定した「千葉県津波避難計画策定指針」及び国の「津波対策推進マニュアル検

討報告書」などをもとに、市の避難対策を明らかにし、いざ津波が発生した場合に行政と市民

等が迅速かつ的確に行動することができるよう計画を作成し、津波避難訓練を通して、より実

践的な計画にするよう見直しを進める。 
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（１）避難指示 

   市は、避難指示の発令基準や手順、伝達方法、避難対象区域等を定め、津波注意報等が発

表された際に、直ちに避難指示ができる組織体制の整備を図る。 

   なお、避難指示にあたっては、次の事項に留意するとともに、あらかじめ市民等に避難指

示の内容について周知を図るものとする。 

 ア 気象庁より津波注意報等が発表されたときには、市長は避難対象地域にいる市民等に対し

て、直ちに高台等の安全な場所に避難するよう指示するものとする。 

 イ 停電や通信途絶等により、気象庁の津波注意報等を適時に受け取ることができない状況に

おいては、強い揺れ（震度４程度以上）を感じた場合、また、弱い揺れであっても長い時間

ゆっくりとした揺れを感じた場合で、かつ市長が必要と認めるときは、直ちに安全な場所に

避難するよう指示をするものとする。 

 ウ 我が国から遠く離れた場所で発生した地震による津波のように到達までに相当の時間があ

るものについては、気象庁が、津波注意報等が発表される前から津波の到達予想時刻等の情

報を「遠地地震に関する情報」の中で発表する場合がある。市は、この「遠地地震に関する

情報」の後に津波注意報等が発表される可能性があることを認識し、避難指示の発令を検討

するものとする。 

（２）市民等の避難誘導体制 

 ア 地震・津波発生時には、家屋の倒壊、道路の損傷、渋滞・交通事故等が発生するおそれが

あることから、避難は徒歩を原則としつつ、各地域において、津波到達時間、避難場所まで

の距離、要配慮者の存在、避難路の状況等を踏まえ、自動車での安全かつ確実な避難方法を

あらかじめ検討する。 

 イ 避難する市民の安全確保はもちろんのこと、消防職員、消防団員、警察官、市職員など防

災対応や避難誘導にあたる者の危険を回避するため、例えば、予測される津波到達時間が短

い場合、消防職団員等が率先避難者となって避難を呼びかけながら地域の市民等と一緒に避

難するなど、津波到達時間内での防災対応や避難誘導に係る行動ルールを定める。避難誘導

にあたる者は、この行動ルールに従い、安全が確保されることを前提として、避難誘導する

ものとする。 

 ウ 避難行動要支援者を適切に避難誘導し、安否確認を行うため、避難支援等関係者に名簿を

提供し、避難支援のための個別計画の策定に努めるとともに、上記の行動ルールを踏まえつ

つ、これらの者に係る避難誘導体制の整備を図る。 

 エ 市は、避難場所の表示板や避難誘導標識等の整備に努める。 

   整備する際には、日本工業規格（ＪＩＳ規格）に基づく災害種別一般図記号を使用して、

津波に対応した避難場所であることを明示するとともに、外国人観光客等に対する外国語表

記や、蓄光式の看板を整備するなど夜間対策を行う。 

 オ 町内自治会、自主防災組織等による避難誘導や、人工海浜等の観光施設の管理者による自

主的な避難誘導体制の確立など、安全の確保を前提に、市の避難の呼びかけに応じた自主的

な避難体制の構築に努める。 
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４ 津波情報受伝達体制の確立 

（１）津波情報受伝達対策 

   市は、休日・夜間等の勤務時間外における迅速な情報伝達及び、関係職員の早期参集体制

の確立に努める。 

（２）市民等への情報伝達体制の確立 

   市民等には迅速に避難行動をとってもらう必要があることから、市はあらゆる広報伝達媒

体（有線・無線電話、防災行政無線、広報車、サイレン等）や組織等を活用し、市民等への

避難指示の迅速かつ的確な伝達に努めるとともに、避難行動に結びつけるよう、その伝達内

容等についてあらかじめ検討しておくものとする。 

 ア 防災行政無線の整備活用 

   市民等に対する情報伝達や避難指示等を迅速かつ、確実に実施するため、同報無線の整備

拡充、更新に努める。また、デジタル化等の高度化、避難所となる各種公共施設への通信機

の配備、非常電源の容量確保、耐震性の向上を検討する。 

 イ 多様な伝達手段の確保 

   Ｊ－ＡＬＥＲＴの受信機と防災行政無線の自動起動機の運用や、ちばし災害緊急速報メー

ル、衛星携帯電話やワンセグ、スマートフォンなどのあらゆる情報手段の活用を検討す

る。 

 ウ 地域団体等の自主的情報伝達 

   市民等に対する情報伝達がなされた時に、これに敏速に呼応して消防団、自主防災組織等

が自主的に情報伝達できる体制の指導育成に努める。 

 エ 海岸線等への情報伝達 

   海岸線付近の観光地、人工海浜等に対する迅速かつ、効果的な情報伝達体制の整備を図る

とともに、各管理者等が自主的に観光客等へ情報伝達できる体制の確立に努める。 

 オ 港湾、船舶等への情報伝達 

   港湾関係機関等と相互協調のもと、迅速な情報伝達体制の確立に努める。 

   市、港湾管理者は、行政機関と連動し津波発生時における船舶の状態（航行中又は係留

中）別に、対処方法を具体的に明示し、個々の船舶管理者等に周知を図るとともに、有事に

おける自主避難意識と体制を確立する。 

 

 

第３ 津波避難ビル等の指定・整備 

 

  市は、「千葉県津波避難計画策定指針」や国の平成 29年７月５日付け「津波避難ビル等を活

用した津波防災対策の推進について（技術的助言）」及び「東日本大震災における津波による建

築物被害を踏まえた津波避難ビル等の構造上の要件に係る暫定指針（平成 23 年度）」などをも

とに、地域の実情を踏まえつつ、できるだけ短時間に避難が可能となるよう、津波避難ビル等

の指定・整備をしている。 

  なお、専ら避難生活を送る場所として指定された避難所と、津波等からの緊急一時的に避難
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する避難場所を間違わないよう、両者の違いについて市民への周知徹底を図る。 
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第５節 都市公共施設の災害対応力の強化 

 

第１ 市の施設 

 【総務局危機管理部、施設を所管する局区等、指定管理者】 

 

１ 市の施設の防災体制整備 

   市（区）災害対策本部組織としての役割を中心にして、個々の施設の性格・実情に応じて、

次のことを基本的事項とする防災計画を作成し、実践的な防災体制の確立を図る。 

（１）施設利用者の安全第一 

   火災、地震等の災害発生時及び東海地震警戒宣言発令時の「施設利用者の安全」を第一に

考えていく。 

（２）体制の整備 

   非常時における各職員、施設利用者の役割や行動について、各施設の内容に応じた想定を

踏まえ、職員自衛防災組織づくり、職員・利用者に対する防災手引書作成及び実践的訓練の

定期的実施を推進する。 

   また、施設内の誘導標識・案内表示等のデザインや設置場所についても、利用者に分かり

やすいものとなるよう努める。 

（３）防災点検の実施 

   事務用家具・備品類の固定、危険物等の引火性物資の安全管理、施設建物及び壁・塀等の

耐震・耐火性能の調査・補強、防災設備の作動点検等を行い、普段からできる限りの危険排

除に努める。 

（４）施設周辺地域との交流 

   日頃の交流を通じて、非常時の地域ぐるみ防災体制の素地づくりに努める。 

（５）避難者等の受け入れ 

   指定管理者の管理する施設は、公の施設の責務として非常時の避難者等に配慮する必要が

あることから、指定管理者又は施設を所管する局区等は、災害時を想定して、あらかじめ災

害時の対応策を協議しておくとともに、避難者等の誘導や受け入れについて対応が行える体

制の整備を行う。 

 

２ 市立小・中・高等学校の施設整備 

（１）基本方針 

   市立小・中・高等学校の施設整備については、以下の３つの視点から災害対応力を充実・

強化するよう、推進する。 

 

○児童・生徒の安全確保 

○避難場所・避難所 

○地域における防災活動拠点(※) 

   ※地域における防災活動拠点 
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    大規模地震発生時には、防災機関の被災、損壊・交通渋滞等による道路機能のマヒ、通信

施設の被災等さまざまな事態が相乗し、市をはじめとする中枢防災機関による応急復旧対策

の実行が一時的に不可能になることは避けられない。 

    地域における防災活動拠点は、災害発生直後の混乱期にも、各地域（コミュニティ）にお

いて、自主防災組織や町内会等の住民組織が中心となって、必要最小限の初期的応急対策を

自主的に行えるよう整備されるものである。 

    情報の収集・伝達、飲料水・食料・その他物資の供給や応急医療救護等の初期救援対策を

行うために必要な機能が整備される。 

   ※本章第１節第２「防災拠点施設の整備」参照 

（２）施設の整備（第５次地震防災緊急事業五箇年計画（県）） 

   学校の校舎等は、地震等の災害時において、児童、生徒の安全を確保する必要があり、か

つ避難所として使用される等、地震防災拠点としての機能を期待されることから、耐震性能

の確保を図る。 

   整備目標： 小中学校のＩｓ値０．７５未満の校舎について耐震性能の確保を図る。 

 

 

第２ ライフライン施設 

 

  東日本大震災では上下水道、電気、ガス等の施設が大きな被害を受け、被災者の生活に多大

な影響を及ぼした。これらから各施設の耐震性の強化を図り地震に強いライフラインづくりを

行う。 

  各ライフライン施設については、各所管の機関がそれぞれの事業計画により耐震性・耐火

性・耐浸水性の強化を中心として、災害に強い施設の整備を進める。 

  市は、各機関に対し、必要に応じて、予防対策の実施を要請するとともに、災害時における

応急・復旧活動の円滑な進展を確保するため、市及び各ライフライン事業者からなるライフラ

イン連絡会と相互の連携調整に努める。 

 

１ 上水道施設 

 【水道局、県企業局千葉水道事業所】 

（１）基本方針 

   上水道施設の耐災害性を強化するため老朽化施設の整備・改良を進めるとともに、施設の

常時監視・点検を強化して保全に努め、災害発生に伴う被害を最小限にとどめる。 

   また、被災しても速やかに復旧できる水道とするため、重要施設の耐震化、自家発電設備

などの施設の整備補強、複数系統化などの水道システムとしての耐震性の向上を図る。 

（２）事業計画 

 ア 取導水施設 

   取導水施設の耐震強化を図るとともに、常時監視を実施して保守に努める。 

 イ 浄配水施設 
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   浄配水施設の耐震強化を図るとともに、常時監視を実施して保守に努める。 

 ウ 管路施設 

   軟弱地盤地区を重点として経年管の更新を進め、耐震継手を導入するなど管路の耐震性強

化を図る。 

 

２ 下水道施設、農業集落排水施設 

 【建設局】 

（１）基本方針 

   処理場、ポンプ場、幹線管渠等の主要構造物は、地震、津波、風水害、停電等の災害にも

最低限必要な機能が確保できる構造とするとともに、施設点検を行い、現状を把握し、清

掃、浚渫
しゅんせつ

、補修及び改良に努め、地震、津波、風水害、停電等による機能の低下を最小限に

とどめる。 

   また、汚水の輸送等につき、浄化槽清掃許可業者等との協定の締結を検討する。 

（２）事業計画 

 ア 処理場・ポンプ場施設等 

   機械設備、電気設備をはじめ、施設全般の保守点検に努め、機能保全・改良のため修繕及び

老朽施設の改築などの対策を行う。 

   また、各施設へ遠隔監視システムの導入をし、被災状況等の早期把握ができる環境を整備し、

施設への浸水対策のため、水中ポンプやホース等の整備に努める。 

 イ 管路施設 

   定期的パトロールを実施するなど、常時保守点検に努め、機能保全を図るとともに、老朽管

の改良等を行う。 

 ウ 農業集落排水管路施設台帳の整備 

管路施設をデジタルマッピング化し、下水道システムへ取り込むことにより、埋設管渠(か

んきょ)やポンプ施設に係る情報の検索性の向上等に努めている。 

 

３ 電気施設 

 【東京電力パワーグリッド㈱千葉総支社】 

（１）基本方針 

   各施設の耐災害性強化及び被害軽減のための諸施策を実施し、地震や風水害等による被害

を最小限にとどめるよう、万全の予防措置を講じる。 

   また、海岸に近い施設においては、塩害による絶縁劣化を防止するための対策を講じる。 

（２）施設の現況 

 ア 変電設備 

   機器の耐震は、変電所設備の重要度、その地域で予想される地震動などを勘案するほか、

電気技術指針である「変電所等における電気設備の耐震設計指針」に基づいて設計を行って

いる。 

   また、浸・冠水のおそれのある箇所は、床面のかさ上げ、窓の改造、出入口の角落し、防
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水扉の取付け、ケーブルダクト密閉化等を行っているが、建物の構造上、上記防水対策の不

可能な箇所では屋内機器のかさ上げを実施している。また、屋外機器は基本的にかさ上げを

行っているが、かさ上げ困難なものは、防水・耐水構造化又は防水壁等を組合わせて対処し

ている。 

 イ 送電設備 

 （ア）架空電線路 

    電気設備の技術基準に規定されている風圧荷重が地震動による荷重を上回るため、同基

準に基づき設計を行っている。 

    風害対策については、電気設備の技術基準等を十分考慮するとともに、既設設備の弱体

箇所は、補強等により対処している。 

    また、土砂崩れ、洗堀などが起こるおそれのある箇所のルート変更、擁壁
ようへき

、石積み強化

等を実施している。 

 （イ）地中電線路 

    終端接続箱、給油装置については、電気技術指針である「変電所等における電気設備の耐

震設計指針」に基づき設計を行っている。洞道は、「トンネル標準示方書（土木学会）」等に

基づき設計を行っている。また、地盤条件に応じて、可撓
か と う

性
せい

のある継手や管路を採用するな

ど耐震性を配慮した設計としている。 

    また、ケーブルヘッドの位置の適正化等による防水対策を実施している。 

 ウ 配電設備 

（ア）架空電線路 

    電気設備の技術基準に規定されている風圧荷重が地震動による荷重を上回るため、同基準

に基づき設計を行っている。 

    風害対策については、電気設備に関する技術基準等を十分考慮するとともに、既設設備の

弱体箇所は、補強等により対処している。 

 （イ）地中電線路 

    地盤条件に応じて、可撓
か と う

性
せい

のある継手や管路を採用するなど耐震性を配慮した設計として

いる。 

（３）設備の維持・管理 

   電気事業法（昭和 39 年法律第 170号）第 42条に基づき「保安規程」を定め、定期巡視及

び特別の巡視を実施し、不具合設備については、発生の都度改修を行うなど災害時における

不測の事故防止を図っている。 

 ア 定期巡視 

   全設備について定期的に目視点検を実施し、発見された設備の不具合箇所は、発生のつど

改修している。 

 イ 台風及び豪雪、地震時には、設備の異常有無確認のため、目視による点検を随時実施して

いる。 
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４ ガス施設 

 【東京ガス㈱千葉支社、大多喜ガス㈱千葉事業所】 

（１）基本方針 

   ガス施設の災害及び二次災害の発生を防止し、また発生した被害を早期に復旧するため、

災害発生原因の除去と防災環境の整備に常に努力を傾注するとともに、諸施策を重点に防災

対策の推進を図る。 

（２）事業計画 

 ア 施設の機能の確保 

   ガス設備については、既存の予防措置を活用しつつ、以下のとおり施設の機能確保に努める。 

 （ア）系統の多重化・拠点の分散 

    ガス供給のため、系統の多重化、拠点分散等に努める。 

 （イ）代替施設の整備 

    臨時供給のための移動式ガス設備等の整備に努める。 

 イ ガスの安定的な供給等 

 （ア）ガス製造設備 

    消防関係法令、ガス事業法等に基づき所要の対策を講じるとともに、消火設備の整備・点

検・火気取締等の実施により火災防止を図る。 

 （イ）ガス供給設備 

    大規模なガス漏えい等を防止するため、ガス工作物の技術上の基準等に基づきガス遮断装

置の設置、導管防護措置、他工事に係わる導管事故防止措置等を行う。また、需要家の建物

内でのガス漏えいを防止するため、感震遮断機能を有するガスメーター（マイコンメーター）

又は緊急遮断装置の設置を推進する。 

 ウ 非常用設備の整備 

 （ア）通信施設 

    災害時の情報連絡、指令、報告等を迅速に行うとともに、ガス工作物の遠隔監視・操作を

的確に行うため、無線通信設備等の通信設備を整備する。 

（イ）コンピューター設備 

災害に備え、バックアップ体制を整備する。 

（ウ）自家用発電設備等 

    常用電力の停止時において防災業務設備の機能を維持するため、必要に応じて自家発電設

備等を整備する。 

（エ）防災中枢拠点設備 

    災害対策本部の機能を果たす施設については、通信設備の充実や代替施設の確保等の措置

を講ずる。 

 （オ）災害時における復旧用資機材置場等の確保 

    災害復旧には、復旧用資機材置場及び前進基地が必要となるため、あらかじめ調査した用

地等の利用を検討する。また、この確保が困難な場合は、関係機関と調整し、迅速な確保を

図る。 
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（３）設備の維持・管理 

   ガス工作物を常に法令（ガス事業法（昭和 29 年法律第 51 号））に定めるガス工作物の技術

上の基準に適合するよう維持し、さらに事故の未然防止を図るため、定期的にガス工作物の巡

視点検を行い、ガス事故の防止を図る。また、被害の発生が予測される場合には、あらかじめ

定めるところにより巡回点検する。 

 

５ 電話施設 

 【ＮＴＴ東日本㈱】 

（１）基本方針 

   災害時においても、通信の確保ができるよう、平常時から設備の防災構造化を実施する。

また、災害が発生した場合に備えて、迅速かつ的確な措置を行えるよう、万全の体制を期す

る。 

（２）施設の現況 

 ア 交換機設置ビル 

   関東大地震の規模と被害状況を参考として、耐震、耐火構造のビル設計を行うとともに、

地震に起因する火災や降雨による浸水等の二次災害を防止するため、地域条件に即して防火

扉、防水板等を設置している。 

 イ 局内設備 

 （ア）局内に設置する通信装置等は、地震動による倒壊、損傷を防止するため、耐震措置を 

行っている。 

 （イ）局内に設置する通信装置等は耐火対策を行っている。 

 ウ 局外設備 

 （ア）地下ケーブル 

    地下ケーブルは、耐震性の高い洞道への収容を推進している。 

 （イ）橋梁
きょうりょう

添架ケーブル 

    二次的災害の火災による被害を想定して、耐火防護及び補強を実施している。 

 エ 災害対策用機器 

 （ア）各種無線装置 

    通信の全面途絶地帯、避難場所等との通信を確保するために、移動無線車等を常備してい

る。 

 （イ）非常用可搬形加入者線収容装置 

    局内通信設備が被災した場合、重要な通信を確保するため、代替交換装置として、非常

用可搬形加入者線収容装置を配備している。 

 （ウ）移動電源車 

    災害時等の長時間停電対策として、移動電源車を配備している。 

（３）事業計画 

   電気通信設備を確保するために次の諸施策を推進している。 

 ア 警察・消防緊急通報回線を確保するため、ケーブルの２ルート化と回線の分散収容を図る。 
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 イ 市指定の避難所等に特設公衆用電話回線を設置する。 

 ウ 架空ケーブルの地下化を推進している。 

 エ 交換センター相互間を結ぶケーブル経路の分散化を推進している。 

 オ 商用電源が停止した場合の対策として、移動電源車等を配備している。 

 カ 災害時の通信確保及び復旧対策として、可搬型無線装置、非常用可搬形加入者線収容装置等

を主要地域に配備している。 

 

６ 鉄道等 

 【ＪＲ東日本㈱千葉支社、日本貨物鉄道㈱、京成電鉄㈱、千葉都市モノレール㈱】 

（１）基本方針 

   鉄道施設の耐震性、耐水性を強化し、被害を最小限にとどめるよう、万全の予防措置を 

講じる。 

（２）事業計画 

   以下には、ＪＲ東日本㈱千葉支社の計画のあらましを掲げる。 

   なお、京成電鉄㈱、千葉都市モノレール㈱の各社についても、同様の計画があるが、省略す

る。 

 ア 耐震列車防護装置の整備 

   地震時には、運転中の列車を速やかに停止させることが安全の第１要件と考えられるので、

耐震列車防護装置整備の推進を行っている。具体的には防災情報システムの導入によりリアル

タイムに情報を感知し列車防護が速やかにできる。 

対 象 線 区 列  車  防  護  方  式 

ＡＴＣ区間 
（ア）ＡＴＣ絶対停止信号の現示 
（イ）無線による地震情報の伝達 

その他線区 
（ア）感震器と連動させて地震警報の表示 
（イ）無線による緊急停止信号を発信し、地震情報の伝達 
（ウ）要注意構造物に対する特殊信号発行機の現示 

 イ 構造物耐震性・耐水性の強化 

   線路構造物、電気及び建築施設を主体に、線区に応じた補強対策を推進する。 

 ウ 情報連絡設備の整備 

   各種情報の迅速な徹底を図るため、通信施設の整備、充実を図る。 

 エ 復旧体制の整備 

   災害発生後の早期復旧を期するため、次の体制を整備する。 

 （ア）復旧要員の動員及び関係機関との協力応援体制 

 （イ）復旧用資材、機器の配置及び整備 

 （ウ）防災知識の普及及び教育 

 （エ）列車及び旅客等の取り扱い方についての事前広報 

 （オ）消防及び救護体制 

（３）インフラの活用【千葉都市モノレール㈱】 

   モノレールインフラを活用し、発電する電力（太陽光発電、回生電力等）を近隣施設や 

避難所等（千葉公園）へ供給する。 
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第３ 道路・橋梁
きょうりょう

 

 

  道路は災害時において救援救護活動、緊急物資の輸送等の重要な役割を担っていることから

耐震対策を実施し、安全確保に努めるとともにリダンダンシー（多重化による代替性）を確保

するため道路ネットワークの強化を図るなど災害に強い道路の整備に努める。 

  道路の安全化については緊急輸送道路や災害時の道路等について、道路パトロール等を実施し、

道路の維持管理に努める。 

  また、道路の路面の損傷は、逐次補修し災害の防止に努める。 

  橋梁
きょうりょう

の安全化については、補修や耐震補強などの予防保全に努める。 

 

１ 道路防災計画 

（１）市の対策 【建設局】 

   市の管理する道路の整備については、一部延長の簡易舗装を除き、アスファルトコンクリー

ト舗装で整備を実施している。 

   緊急輸送道路として指定されている路線や道路については、より一層安全性の確保に努め、

必要に応じて、拡幅等の整備等を行う。 

   また、市は、災害発生した際など、市の管理する道路において交通規制をすることを想定し

て、警備会社等と協定を締結することを検討する。 

（２）県の対策 【千葉県】 

   県の道路の整備については、既にアスファルトコンクリート舗装で整備されており、万全を

期しているが、より一層の安全性の確保に努める。 

（３）国の対策 【千葉国道事務所】 

   国道の整備については、完全に整備されており、万全を期しているが、より一層の安全性

の確保に努める。 

（４）東日本高速道路㈱の対策 【東日本高速道路㈱】 

   高速道路の各施設が関東大震災級の地震に耐え得るよう、耐震設計基準に従って、地質、

構造等の状況に応じ十分な安全を見込んでいるが、より一層の安全性の確保に努める。 

 

２ 橋梁
きょうりょう

防災計画 

（１）県・市の対策 【建設局】 

   幹線道路にかかる橋梁
きょうりょう

については、鋼橋及びコンクリート橋で整備されているが、耐震対

策については、新たな設計基準等との整合を図り、２次災害防止の観点に基づき、跨線橋や

跨道橋など優先度の高い橋梁
きょうりょう

から逐次実施していく。 

   これにより、地震災害時の避難、緊急物資の輸送に支障のないようにする。 

（２）国の対策 【千葉国道事務所】 

   緊急輸送道路上の橋梁について、耐震補強を推進していく。 

   （大規模な地震時でも軽微な損傷に留まり、速やかな機能回復が可能となる対策を実施）
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（３）東日本高速道路㈱の対策 【東日本高速道路㈱】 

   高速道路の橋梁
きょうりょう

は、連続構造を多く採用し、支承には、ずれ止めを用いるなど細部にわた

って耐震構造となっている。高橋脚については、動的解析を行い、特に大きな設計震度を用

いるなど特別な配慮をしているが、さらに耐震化を進めることとしている。 

 

 

第４ 河川施設 

 【建設局、千葉土木事務所、県千葉港湾事務所】 

 

  海岸部や河川沿岸下流部の低地帯は、地盤の高さが河川水位より低いところが多く、大地震

による護岸・堤防等の決壊や沈下、水門・排水機場等の河川管理施設の被災による浸水被害に

対して、ぜい弱である。 

  また、中・上流部においても、堤防が沈下したり、崩壊した土砂等によりせき止められた水

が溢水
いっすい

するような事態が生じる可能性がある。 

  市、河川管理者及び防災関係機関は、地震による浸水をまねくような、二次災害発生防止に

重点をおき、安全対策の推進を図る。 

 

１ 河川構造物の耐震化 

   国、県又は市管理の河川については、浸水被害等の影響を考慮して、防潮堤、護岸、水

門、排水機場等の耐震を配慮する。 

 

２ 応急復旧体制の整備 

   大地震発生後の二次災害を防止するため、あらかじめ次の事項について整備しておくものと

する。 

 

（１）震度５弱以上の地震発生時の施設点検要領の整備 

（２）要員及び資材の確保 

（３）応急措置実施要領の整備 

（４）応援協力体制の充実 

 

   ※千葉市域を流下する河川（資料 1-4） 

   ※本章第２節第８「河川・排水路等の整備」参照 
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第６節 安全避難の環境整備 

 

第１ 指定緊急避難場所等の指定・整備 

 【総務局危機管理部】 

 

  災害による被害を最小限度にとどめるため、指定緊急避難場所（以下「避難場所」とい

う。）・指定避難所（以下「避難所」という。）は、各地域において、日常的に身近な施設であり

距離的にも比較的至近であること。このうち、「避難場所」は、公園、学校の屋内運動場または

校庭等一時的に市民の安全が確保できる施設又は場所であること。「避難所」は、被災者の住宅

に対する危険の予想される場合や住宅の損壊により生活の場が失われた場合に、一時的な生活

の本拠地となるものとして、市が提供する宿泊滞在が可能な施設であること。 

  「広域避難場所」は、大規模な火災が発生したとき、輻射熱や煙などから、市民の生命と安

全を一時的に守り得る性能を持っている施設であること。 

  また、避難場所・避難所及び広域避難場所以外の公園、空地等については、各地域の特性を

生かし、市民が自主判断で一時的に身の安全を図る場所として、又、身近な防災活動拠点とし

て活用を図る。 

  「津波避難ビル」は津波が発生したとき、又は、発生のおそれがあるときに市民等が津波か

ら避難できるよう公共施設や民間ビル等の一部を一時的な避難場所として指定する建物である

こと。 

 

１ 避難場所、避難所 

（１）避難場所 

 ア 整備基準 

   避難場所については、次の５つの役割・機能を兼ね備えた施設となるよう整備を図ってい

く。 

－ 避難場所の役割・機能 － 

○地域における一時的な避難先 

○地域の防災活動の拠点 

○地域への情報伝達の拠点 

○防災活動を行う場合の高齢者、乳幼児、病人等の一時的な安全を確保するための避難待機場所 

○広域避難場所へ適切に二次避難するための集結地点 

 

 イ 指定の基準 

   市長は、防災施設の整備状況、地形、地質その他の状況を総合的に勘案し、必要があると認

めるときは、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における円滑かつ迅速な避難のた

め、国の定める基準に適合する施設又は場所を、洪水、津波その他の異常な現象の種類ごとに、

避難場所として指定する。 

 

 ウ 整備目標 

   災害時の避難場所として、国の定める基準に基づき指定し、引き続き必要な整備・改修を進
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めていく。 

 

（２）避難所 

 ア 指定の基準 

   地域的な特性や過去の教訓、想定される災害等を勘案し、災害が発生した場合における適

切な避難所の確保を図るため、国の定める基準に適合する公共施設その他の施設を避難所と

して指定する。 

 イ 整備目標 

   市立の各小・中学校、各高等学校、公民館等の教育委員会所管施設や、一時的宿泊滞在が

可能なスペースを有する公共施設等を中心として指定していくとともに、民間施設等の避難

所指定についても、企業等の協力のもと拡充に努める。 

   また、必要に応じ、良好な生活環境を確保するために、換気、照明等の設備や停電に対応

できる非常用発電機等の整備・改修、自立・分散型エネルギーの導入及び感染症対策を踏ま

えたパーティション等の整備、季節対策として、寒さ対策や暑さ対策など、季節の移り変わ

りにも柔軟に対応できる環境づくりに努めるものとする。 

   さらに、食料、ペットボトル入り飲料水、毛布、消毒液、マスク等の初動対応に必要な備

蓄品を整備する他、避難者が安否確認や避難情報の収集等に利用する災害時用公衆電話や避

難所 Wi-Fiの整備を進めるとともに指定避難所のうち CHAINS環境がない公民館等において、

CHAINSその他の手段により情報共有ができるよう環境の整備を進める。 

   ※医薬品、粉ミルク、福祉避難所等の備蓄（資料 3-9） 

 ウ 避難所施設の鍵の保管等 

   避難所施設の各管理責任者は、災害時の迅速な開設を行えるよう、平常時から訓練を実施し

開設実務の習熟に努めるとともに、鍵の保管方法等を所属職員に周知徹底しておく。 

   ※避難場所・避難所一覧表（資料 7-1） 

 エ 避難所の開設 

   避難所の開設にあたっては、市が定める「避難所開設・運営マニュアル」に加え、「新型コロ

ナウイルス等感染症を踏まえた避難所開設運営方針」を活用することで、感染症対策を適切に

行えるよう努めるものとする。 

   ※避難所開設・運営マニュアル例（資料 7-4） 

   ※新型コロナウイルス等感染症を踏まえた避難所開設運営方針（資料 7-5-1） 

   ※新型コロナウイルス等感染症を踏まえた避難所開設運営方針の具体例について（資料 7-

5-2） 

 オ 避難所の運営 

   避難所は、多様な避難者が生活し長時間滞在することも予想され、避難所が開設される初動

期においては、行政の十分なサポートも困難となる可能性も高い。事前に避難所となる施設を

中心に、地域の町内自治会、自主防災会等が一体となった「避難所運営委員会」を設置し、災

害発生時に市民同士が連携しながら、主体として避難所を開設・運営を行う体制を整備する。

この際、避難生活支援に関する知見やノウハウを有する地域の人材に対して協力を求めるなど、
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地域全体で避難者を支えることができるよう留意すること。 

   また、避難所を運営するにあたっては、避難所で生活する者だけでなく、その地域で在宅に

て避難生活を送る者、町内自治会集会所（地域避難施設）への避難者、車中泊避難者などの分

散避難をする者も支援の対象とし、避難所を、情報収集や情報提供、食料・飲料水、物資、サ

ービスの提供等に関する地域の支援拠点とする。 

   ※避難所開設・運営マニュアル（資料 7-4） 

 

２ 広域避難場所 

（１）整備基準（指定のための目安） 

   広域避難場所については、次の６つの目安にしたがって、適切な施設を指定し、必要な 

機能の整備を図っていく。 

－ 広域避難場所指定の目安 － 

○相当程度のオープンスペースが確保されていること。 

○火災による輻射熱から避難者の生命を保護するために必要な距離が考慮されていること。 

○なるべく四方に出入口が常時確保されていること。 

○オープンスペースは、なるべく公共施設であること。 

○敷地内に建物がないことが望ましいが、ある場合は原則として、耐火造建物であること。 

○原則として、市域の各地点から 2km圏（緊急時における徒歩１時間程度の距離）に１か所確保

されること。 

（２）整備目標 

   災害時の広域避難場所として、以下のとおり指定し、必要な整備・改修を進めていく。 

   また、市街化状況、指定区域の拡大・人口増加等の変化により、必要に応じて、追加して、

指定整備していくものとする。 

   ※広域避難場所一覧表（資料 7-2） 

 

３ 津波避難ビル 

   千葉市の津波避難の原則は高台避難であるが、高台への避難が間に合わない場合におい

て、津波被害から、市民の生命の安全を確保するため緊急的に一時避難を目的とする施設と

して、津波避難ビルを指定する。 

   津波避難ビルは、津波災害の恐れがある期間（原則として津波警報又は大津波警報が発表

されている間）のみ開所する。 

（１）津波避難ビルの指定 

 ア 津波避難ビル指定基準 

   津波避難ビル指定は、次の６つの基準に則り適切な施設を指定し、必要な機能の整備を 

図っていく。 

―津波避難ビル指定の基準― 

○原則として RC（鉄筋コンクリート）造又は SRC（鉄骨鉄筋コンクリート）造であること 

○新耐震基準又は耐震指標（Is値）0.6を満たす堅牢な建築物であること 

○３階又は地上高４ｍ以上に相当程度の一時避難が可能な場所を有すること 

○原則として 24時間 365日一時避難が可能な場所に避難が可能であること 
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○一時避難が可能な場所への避難経路が確保されていること 

○建築物の所有者及び管理者が千葉市における津波避難ビルの運用に対し、協力が可能であること 

 イ 指定の目安 

   津波避難ビル指定は、市が設定した避難対象地域及び沿岸部の近隣地域における公共施設

を中心に進めていく。 

   ※避難場所・避難所一覧表（資料 7-1） 

（２）避難場所・避難所との違い 

   津波避難ビルは津波被害からの一時避難施設であることから、津波警報等の発表に伴い、

市の開設を待たずに避難を開始することができる反面、津波警報等の解除の際には津波避難

ビルに留 まることはせず、別に開設する避難所等に移動することになる。 

   市は市民に対し、津波避難ビルが他の災害に伴う避難所等と異なる部分について、適切に

周知を図るものとする。 

（３）地域における津波避難施設の確保 

   地域における津波避難施設の確保については、原則として町内自治会等の地域の団体と、

一定の高さを有する堅牢な建築物の所有者・管理者等との間で個別に協定を締結するものと

し、市では区役所を通じて相互の調整を図るものとする。 
 

４ 指定等の通知及び広報 

   指定の追加・廃止等については、県知事に通知するとともに、公示する。 

   また、速やかに市の広報紙（市政だより）、ホームページ等で市民への周知徹底を図る。 
 

５ 避難訓練 

   市・関係機関及び市民が一体となり、総合防災訓練、学校・自主防災組織等の防災訓練を通

じ、避難活動体制の確立を図る。 

 

６ 分散避難 

   感染症対策や避難環境向上を図るため、在宅避難、友人・親戚宅等避難、町内自治会集会所

（地域避難施設）、車中泊、民間宿泊施設等避難などへの避難を周知するとともに、避難先の確

保に努める。 

 

第２ 避難誘導体制の整備 

 【総務局危機管理部】 

 

  避難誘導体制の整備については、以下のような基本的な考え方及び概念図に基づいて、より 

適切なものとなるよう検討し進める。 

― 基本的な考え方 ― 

（１）市は広域的な災害による避難指示を行った場合、原則として警察署、消防局（署）等と連携し避
難誘導を行うが、市民も身の安全を図るため、自主的に最寄りの「避難場所・避難所」、「広域避
難場所」又は公園、空地等の安全区域に避難する。 
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（２）市はあらかじめ指定する区域に対して、広域的な災害による避難指示を行った場合、区域内の「避
難場所・避難所」へ職員を派遣し、避難すべき方向及び避難先の指示伝達を行う。その際、警察署、
消防局（署）及び自主防災組織等の住民組織と協力して、可能な限り、一定の地域又は自主防災組
織等単位に市民を集合させた後、そのつど指定された「広域避難場所」に誘導する。 

（３）各警察署長は、避難路等の要所に誘導員を配置し避難誘導にあたる。 
   また、避難指示に従わない者に対しては、極力説得して避難するよう指導する。 
（４）消防局長（署長）は、避難指示が出された場合には、災害の規模、道路・橋梁

きょうりょう

の状況、火災の拡
大の経路及び消防隊の運用等を勘案し、最も安全な避難路及び避難場所を市長、警察署長等に通報
する。 

   また、避難指示が出された時点以降の消火活動は避難路の安全を最優先として、その確保に努め
る。 

（５）市、警察署、消防局（署）、自主防災組織及び市民は、障害者や高齢者等要配慮者を、可能な限
り早めに避難させる。 

   また、交差点や橋梁
きょうりょう

・トンネル等の混雑予想地点においては、要配慮者の優先的な避難誘導に
努める。 

１ 防災マップ等の作成 

   自然災害によるリスク情報の基礎となる防災地理情報を整備するとともに避難支援に関す

る情報などを記載した次の各種防災マップ等を作成し、また、それらを統合した、千葉市地震・

風水害ハザードマップ（WEB版）を作成して、市民等に周知徹底を図る。 

（１）千葉市地震ハザードマップ 

   想定した地震による、ゆれやすさ、危険度及び被害の予測等 

   当該想定に基づき、「震度予測マップ」「液状化危険度マップ」も作成 

（２）千葉市津波ハザードマップ 

   [計画規模：約 50年に１度程度及び想定最大規模：約 1000年に１度程度] 

   千葉県が実施した千葉県津波浸水予測図をもとにした、津波による浸水及び津波避難支援に

関する情報など 

（３）千葉市土砂災害ハザードマップ 

   千葉県が指定した土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域及び避難支援に関する情報など 

（４）洪水・内水ハザードマップ 

   浸水の情報及び避難に関する情報 

 ア 洪水（鹿島川水系・南白亀川水系・都川水系・村田川水系） 

   [計画規模：約 50年に１度程度・想定最大規模：約 1000年に１度程度] 

 イ 内水（都川水系）[想定最大規模：約 1000年に１度程度] 

（５）高潮ハザードマップ[想定最大規模：約 1000年～5000年に１度程度] 

   浸水の情報及び避難に関する情報 

 

２ 避難場所等の表示板、標識等の整備 

 【総務局危機管理部】 

（１）現況 

 ア 広域避難場所誘導標識 

   道路等に設置している。 

 イ 広域避難場所明示標識 

   広域避難場所の敷地内出入口付近等に設置している。 
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 ウ 避難場所等案内板（略図） 

   ＪＲ駅前、市民センター等多数の人が集まる場所を中心として設置している。 

 エ 避難場所・避難所、津波避難ビル表示板 

   避難場所・避難所、津波避難ビルの敷地内出入口付近等に設置している。 

（２）事業計画 

 ア 避難場所等表示板の整備 

   避難場所・避難所及び広域避難場所について、新規に指定する際に整備する。 

 イ 誘導標識等の整備 

   既に設置済みの誘導標識、広域避難場所明示標識等の維持管理を行うとともに、要配慮者

への配慮等をも含めた内容の再検討を行い、適切なものの整備を進める。 

 ウ 避難場所案内図の再整備 

   スマートフォンなどのデバイスにより、自身の周辺の避難場所等の位置が容易に把握でき

ることなどを踏まえながら、避難場所案内図の必要性を勘案して再整備を検討する。 

 

３ 避難誘導体制の確立 

（１）総務局・消防局及び区の対策 【総務局危機管理部、消防局、各区】 

 ア 避難の考え方 

   「自らの命は自らで守る」という自助の考え方に基づき行動できるよう、避難の考え方を

次の区分に整理し、平常時から市民等へ周知を図る。 

 （ア）避難（一時的・緊急避難） 

    その場を立ち退き、近隣の少しでも安全を確保できる場所に一時的に移動する。 

（イ）避難 

    住居地と異なる避難先などで一定期間仮の避難生活をおくる。 

（ウ）待避 

    自宅などの居場所や安全を確保できる場所にとどまる。 

（エ）垂直移動 

    切迫した状況において、屋内の２階以上の安全を確保できる高さに移動する。 

 イ 状況判断基準等の確立 

   災害時において、地域ごとの延焼火災発生状況等について迅速に把握し、また、関係機関・

隣接市等との連携により適切な避難誘導を行うために必要な体制の整備を進める。 

   また、国が作成した「避難情報に関するガイドライン」に基づき、「高齢者等避難」を含め避

難情報を適切に発令するための判断基準等の確立を図る。 

 ウ 避難路の安全化 

   避難路を火災から防護するため、避難路に面する建物の不燃化を促進する。また、市民に

よる初期消火体制の充実強化に努める。 

 エ 避難先の安全確保 

 （ア）施設管理者との協議 

    避難した市民の避難先における安全確保を図るため、施設の管理者と施設の整備、災害時
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の運用方法について、あらかじめ協議を行う。 

 （イ）避難場所等の安全化 

    避難場所・避難所及び広域避難場所を市街地火災等から防護し、避難した市民の避難先に

おける安全確保を図るため、各周辺地域の不燃化、消防水利の充実、消防力の強化向上に努

める。 

 （ウ）情報通信手段の整備 

    状況に応じた適切な対応が速やかに行えるよう、避難場所・避難所及び広域避難場所に災

害時の有線通信及び無線通信等の情報通信手段の配備を進める。 

（２）警察署の対策 【千葉市警察部、各警察署】 

 ア 避難誘導体制の整備 

   市民・来街者の広域避難場所への円滑な誘導を行うため、地域の実態や被害状況に即した避

難誘導体制・方法の整備について、調査・研究し、災害時に備える。 

   また、大規模地震が発生した場合における署員の動員方法等について、あらかじめ、署員に

周知徹底する。 

 イ 広報活動の推進 

   各警察署は、大規模災害発生時の避難者の避難行動の円滑な実施と消防車･救急車等の緊急

車輛の通行を確保するため、平素から広報活動を通じ車両運転者に対して「災害発生時におけ

る運転者のとるべき措置」（災害応急対策編第１章第７節第２及び同編第２章第８節第２「道

路の交通規制」参照）の周知徹底に努める。 
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第７節 要配慮者の安全確保 

第１ 基本的な考え方 

 【総務局、市民局、保健福祉局、こども未来局、都市局、建設局、消防局、各区】 

 

１ 基本的な考え方 

   東日本大震災においては高齢者や障害者など災害弱者と言われる人々の犠牲が多かったこ

と、また、避難生活において特別な配慮を必要としたこと等をふまえ、高齢者、障害者のほか

難病患者、乳幼児、妊産婦、外国人などを含めた要配慮者の安全確保体制の整備を図る。 

   そのため、市は、要配慮者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に

自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を

要するもの（「避難行動要支援者」という。）の名簿を作成し、各所管課、区役所、消防局、ち

ば消防共同指令センター、消防団及び民生委員で共有するとともに、「千葉市避難行動要支援

者名簿に関する条例」を根拠として、市が保有する避難行動要支援者の個人情報を、本人から

拒否の意思表示がない限り、平常時から名簿情報の適正管理に関し協定を締結した町内自治会

等の避難支援等関係者へ提供し、情報共有を図る。 

   また、要配慮者に配慮した、避難所等の確保に努める。 

   ※千葉市避難行動要支援者名簿に関する条例（資料 2-30） 

 

２ 千葉市災害時要配慮者支援計画 

   市は、要配慮者対策を重点的に具体化した個別計画として、「千葉市災害時要配慮者支援計

画」を作成し、避難支援の対象者の範囲、自助・共助・公助の役割分担、避難行動要支援者の

情報の収集・共有の方法、高齢者等避難の発令・伝達、支援体制、避難所における要配慮者へ

の配慮など、本市における要配慮者支援対策の基本的事項を定めている。 

   本市では、この「千葉市災害時要配慮者支援計画」に即して、要配慮者支援対策を実施する。 

 

３ 要配慮者の範囲 

   要配慮者は、「災害時に必要な情報を迅速かつ的確に把握し、災害から自らを守るために安

全な場所に避難するなどの災害時の一連の行動をとるのに支援を要する人々」と定義し、以下

のような類型を基本とする。 

   ①高齢者、②視覚障害者、③聴覚・言語障害者、④肢体不自由者、⑤内部障害者、⑥知的障

害者、⑦発達障害者、⑧精神障害者、⑨難病患者等、⑩乳幼児、⑪妊産婦、⑫外国人等、⑬災

害時負傷者、⑭災害孤児等、⑮地理に不案内な旅行者等※ 本計画では、「障害者」は「障害者

及び障害児」を指す。 

   これらの人たちの中にも災害時の一連の行動をとるのに支援を要しない人々は相当数含ま

れる。一方、これら以外の人たちの中にも要配慮者は存在する。 

 

４ 災害に強いまちづくりの推進 

（１）人にやさしいまちづくりの推進 
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   要配慮者が、可能な限り自力で避難できるような「人にやさしいまちづくり」を推進する

ために、高齢者・障害者等の利用に配慮した建築物の普及の促進や高齢者・障害者等が安全

に通行できるよう、道段差切り下げ、視覚障害者誘導用ブロック設置等、道路環境の整備を

進める。 

   また、地理に不案内な旅行者等に配慮して、避難誘導対策を進める。 

（２）地域の防災力向上に向けた取り組み 

   市は、地域ぐるみの支援体制づくりを実現するために、自主防災組織、社会福祉施設、民

間福祉団体、民生委員児童委員協議会等相互の連携の充実に努める。 

 

５ 被災者等への的確な情報伝達 

   市は、障害の種類及び程度に応じて障害者が防災及び防犯に関する情報を迅速かつ確実に

取得することができるようにするため、体制の整備充実、設備又は機器の設置の推進その他

の必要な施策を講ずるものとする。 

 

第２ 在宅の要配慮者に対する対応 

１ 避難行動要支援者名簿の整備 

（１）避難行動要支援者の把握 

   市は、避難行動要支援者の把握に努め、発災時に迅速な対応が取れるよう備えることと

し、避難行動要支援者の特性に応じて、避難行動要支援者名簿を整備し、管理する。また、

在宅の状態にない、病院や社会福祉施設等に入院・入所している要配慮者に関しても可能な

限り把握する。 

（２）避難行動要支援者名簿に掲載する者の範囲 

   避難行動要支援者名簿に掲載する者の範囲は、以下のとおりである。 

   なお、この範囲は「千葉市避難行動要支援者名簿に関する条例」と同一である。 

 

高齢者 
単身の世帯に属する６５歳以上の者であって、要介護認定区分１若しくは２又は要支援

認定区分１若しくは２に該当するもの 

要介護 

認定者 
要介護認定区分３、４又は５に該当するもの 

障害者 

視覚障害 １級又は２級 

聴覚障害 ２級 

上肢機能障害 １級又は２級 

下肢機能障害 １級又は２級 

体幹機能障害 １級、２級又は３級 

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち 

上肢機能障害 
１級又は２級 

障害者 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち １級、２級又は３級 
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移動機能障害 

呼吸器機能障害 １級 

小腸機能障害 １級 

精神障害 １級 

知的障害 ○Ａ又はＡ 

難病患者等 
難病患者のうち身体障害１級又は２級に該当するもの 

小児慢性特定疾病児童等のうち療養負担過重患者 

支援希望者 
上記に掲げる者のほか、特別の事情を有する者（日本語による意思疎通に支障がある外

国人、老老介護、日中独居等）で、支援を希望するもの 

 

（３）避難行動要支援者名簿の作成方法等 

   避難行動要支援者名簿の情報は、保健福祉局が保有する情報及び総務局、保健福祉局並び

に各区で収集した支援希望者の情報を「避難行動要支援者名簿システム」に取り込んで避難

行動要支援者のデータベースをまとめ、そのデータベースから避難行動要支援者名簿を作成

し、各所管課、区役所、消防局、ちば消防共同指令センター、消防団、民生委員及び児童委

員で共有する。 

   避難行動要支援者名簿の作成方法等について、要配慮者対策を重点的に具体化した個別計

画である「千葉市災害時要配慮者支援計画」により、対応する。 

（４）避難行動要支援者名簿の更新に関する事項 

   避難行動要支援者の状況は常に変化しうることから、市は、避難行動要支援者名簿につい

て、年４回更新を行うものとする。 

   更新に際しては、上記（３）に掲げた関係局が保有・収集した情報を、更新の都度、デー

タベースに取り込んで、情報を更新し、名簿を作成する。 

   また、特別の事情を有する者で支援を希望するものについては、随時登録を受け付け、申

し出があった次の名簿更新時から、反映する。 

（５）避難行動要支援者名簿の記載事項 

   名簿に記載する事項は、以下のとおりである。 

   なお、この記載事項は「千葉市避難行動要支援者名簿に関する条例」と同一である。 

   氏名、生年月日、性別、住所又は居所、電話番号その他の連絡先、避難支援等を必要とす

る事由 

 

２ 避難行動要支援者の名簿情報の提供 

（１）名簿情報の提供 

   市は、「千葉市避難行動要支援者名簿に関する条例」を根拠として、災害発生時における円

滑かつ迅速な避難支援等の実施を支援するため、避難行動要支援者本人から拒否の意思表示

がない限り、避難行動要支援者名簿の名簿情報を、あらかじめ避難支援等関係者に提供す

る。 
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   また、現に災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、避難行動要支

援者の生命又は身体を保護するために特に必要があるときは、「災害対策基本法」及び「千葉

市避難行動要支援者名簿に関する条例」を根拠として、その同意の有無に関わらず、避難支

援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者その他の者に名簿情報を提供する。 

（２）避難支援等関係者 

   あらかじめ名簿情報を提供する避難支援等関係者は、「千葉市避難行動要支援者名簿に関す

る条例」に定めるとおり、以下のとおりである。 

   千葉県警察、市社会福祉協議会、自主防災組織、町内自治会、マンション管理組合、その

他避難支援等の実施に携わる関係者として規則で定めるものをいう。 

   なお、名簿情報は、ここに掲げているすべての団体等に、一律に提供するものではなく、

避難支援等に取り組むため、これらの関係者からの申し出により、名簿情報の適正管理に関

し協定を締結した団体等に提供する。 

（３）避難行動要支援者の意思確認 

   市は、新たに名簿に掲載された避難行動要支援者本人に対し、避難行動要支援者名簿に掲

載されたことを通知するとともに、拒否の意思表示をしない限り避難支援等関係者に名簿情

報を提供することを通知する。 

   名簿情報の提供を拒否する場合は、「千葉市避難行動要支援者名簿に関する条例施行規則」

に規定する届出書を市に提出することとする。 

（４）提供名簿の更新 

   避難支援等関係者に提供する名簿情報については、年１回更新を行うものとする。 

 

３ 名簿情報の適正管理 

   名簿情報の提供を受けた者は、「千葉市避難行動要支援者名簿に関する条例」及び「千葉市災

害時要配慮者支援計画」に定めるとおり、名簿情報を適正に管理する。 

 

４ 個別避難計画の策定 

   総務局危機管理部や保健福祉局など関係部局の連携の下、福祉専門職、社会福祉協議会、

民生委員、児童委員、地域住民、ＮＰＯ等の避難支援等に携わる関係者と連携して、名簿情

報に係る避難行動要支援者ごとに、作成の同意を得て、個別避難計画を作成するよう努め

る。この場合、例えば積雪寒冷地における積雪や凍結といった地域特有の課題に留意する。

また、個別避難計画については、避難行動要支援者の状況の変化、ハザードマップの見直し

や更新、災害時の避難方法等の変更等を適切に反映したものとなるよう、必要に応じて更新

するとともに、庁舎の被災等の事態が生じた場合においても、計画の活用に支障が生じない

よう、個別避難計画情報の適切な管理に努める。 

   なお、策定に際しては、デジタル技術を活用するよう積極的に検討する。 

 

５ 個別避難計画の提供 

   市は、消防機関、都道府県警察、民生委員・児童委員、市社会福祉協議会、自主防災組織
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など避難支援等に携わる関係者に対し、避難行動要支援者本人及び避難支援等実施者の同意

がある場合には、あらかじめ個別避難計画を提供する。また、個別避難計画の実効性を確保

する観点等から、多様な主体の協力を得ながら、避難行動要支援者に対する情報伝達体制の

整備、避難支援・安否確認体制の整備、避難訓練の実施等を一層図る。その際、個別避難計

画情報の漏えいの防止等必要な措置を講じる。 

 

６ 避難支援体制の整備 

（１）基本的な考え方 

   大規模な災害が発生した場合には、行政による避難支援は困難となる。そのため、市は、

家族、近隣の者、地域組織、入所者施設等の職員など、避難行動要支援者の身近にいる人が

まずは避難支援にあたるよう、日頃から市民に対する啓発を行う。 

（２）避難支援体制構築の取組み 

   自主防災組織・町内自治会は、避難行動要支援者の避難支援体制構築の取組みに努める。 

   支援体制構築に向けて、優先的に作成する対象者の基準等を整理したうえで、個別避難計

画の対象を拡大し、作成を促進していく。 

（３）避難指示等の情報伝達 

   ひとり暮らしの高齢者や障害者、寝たきり高齢者、視覚障害者等の防災上、介助支援の必要

な市民を対象として緊急時通報装置（福祉電話、ファックス等）の設置拡大を行うとともにコ

ミュニケーションの確保が困難な障害者への情報連絡手段について検討を推進する。 

   また、聴覚障害者等への災害情報の伝達を効果的に行うための文字放送受信装置等の普及に

努める。 

（４）安否情報の収集等 

   避難行動要支援者は、高齢者等避難を確実に受信できていない場合も多いことから、避難し

てこない者を戸別訪問するなどして積極的に安否確認を行う必要がある。 

   また、市は、災害時に近隣市民による相互の安否確認が進むよう配慮する。 

（５）避難支援等関係者の安全確保 

   避難支援等関係者の避難支援にあたっては、避難支援等関係者本人又はその家族等の生命及

び身体の安全を守ることが大前提である。 

   安全確保について、要配慮者対策を重点的に具体化した個別計画である「千葉市災害時要配

慮者支援計画」により、対応する。 

 

７ 避難所等の整備 

（１）福祉避難所（福祉避難室及び拠点的福祉避難所）の設置・運営 

   市は、避難生活に特別な配慮を必要とする要配慮者に対して、要配慮者の特性に応じ、身近

な地域の福祉避難所として「福祉避難室」、専門性の高いサービスを提供する福祉避難所とし

て「拠点的福祉避難所」の２種類を設置し、災害時の様々な要配慮者のニーズに対応する。 

   福祉避難室は、専門性の高いサービスは必要としないものの避難所内の一般避難スペースで

は避難生活に困難が生じる者を対象者とし、市は、全ての指定避難所において開設できるよう
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体制の整備に努める。 

   拠点的福祉避難所は、緊急の入院加療等を必要としないものの、より専門性の高いサービス

を必要とする者を対象とし、市は、あらかじめ社会福祉施設等と協定を結び、拠点的福祉避難

所の指定に努める。 

   また、要配慮者に対して円滑な情報伝達ができるよう、多様な情報伝達手段の確保に努める

ものとする。 

（２）避難所の物資の備蓄 

   要配慮者が避難生活を送るために必要となるトイレ、車椅子、簡易ベッド等の障害者・高齢

者用備品やミルク、ほ乳びん等の乳児用備品及び授乳に配慮するための設備などは、あらかじ

め配備に努める。ただし、個別の事情による医薬品等については、要配慮者本人が備えること

とする。 

 

８ 市民への防災知識の普及・啓発 

   介助支援を必要とする者をはじめ、家族、市民並びに社会福祉施設に対して、パンフレット

の配布や「ちば市政だより」等により、広報を充実し災害に対する基礎知識等の理解を高める

とともに、地域の防災訓練等やコミュニティへの積極的参加を呼び掛けるよう努め、避難所等

の防災施設の周知を図る。 

 

９ 在宅避難者への支援 

   在宅避難、または応急仮設住宅で生活を送る要配慮者に対する健康相談や生活支援のため、

福祉関係機関などの地域のネットワークによる取り組みを促進する。 

   また、電源を必要とする医療機器を使用している在宅難病患者等に対し、災害に備えた補助

電源の準備や停電時の入院受け入れ等について日頃から主治医や訪問看護ステーション等と

相談するよう周知する。 

 

 

第３ 社会福祉施設等における対策 

 

１ 避難計画の策定 

   社会福祉施設や老人保健施設の管理者、特別支援学校の学校長など各施設の管理者は、入所

者・通所者の安全な避難を確保するため、災害発生時の職員の任務分担、動員体制、保護者や

施設関係者緊急連絡体制、市へのライフライン等の被害・復旧状況報告体制を盛り込んだ非常

災害に関する具体的な計画を作成する。 

 

２ 防災教育・訓練の実施 

   各施設の管理者は、施設の職員や入所者及び児童生徒が災害に関する基礎的な知識や災害時

に取るべき行動について理解や関心を高めるため、家庭や地域の消防団員等との連携により、

防災教育を定期的に実施する。また、発災時の切迫した状況においても適切な行動がとれ、円
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滑な避難行動が実施されるよう、市及び地域の自主防災組織等との連携により定期的に防災避

難訓練を実施する。 

 

３ 浸水想定区域内等における要配慮者利用施設の対策 

   水防法（昭和 24年法律第 193号）第 15条の３又は土砂災害警戒区域等における土砂災害

防止対策の推進に関する法律（平成 12年法律第 57号）第８条の２に基づき、浸水想定区域

内又は土砂災害警戒区域内に立地する要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、水害や土砂

災害が発生するおそれがある場合における施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るた

めに必要な防災体制や訓練等に関する事項を定めた避難確保計画を策定するとともに、当該

計画に基づく避難訓練を実施しなければならない。 

   ※浸水想定区域内における地下街等・要配慮者利用施設一覧（資料 4-8） 

   ※土砂災害警戒区域等内における要配慮者利用施設一覧（資料 4-11） 

 

４ 市民などとの連携 

   各施設の管理者は、平常時から施設入所者、通所者及び職員と市民との交流に努め、災害時

には、市民の協力が得られるよう、必要な体制づくりを進める。 

   また、市は、施設相互間並びに他の施設、自主防災組織及び事業所自衛消防隊との協力体制

を促進するなど必要な指導助言を行う。 

 

５ 施設・設備の整備・充実 

   各施設の管理者は、災害発生時に施設そのものが倒壊したり、火災が発生して、避難をよ

り困難にすることのないよう、施設や設備の点検を常に行うとともに、安全避難のための必

要な施設・設備について、検討し、その整備・充実に努める。 

   また、電気、水道等の供給停止に備えて入所者及び児童生徒が最低限度の生活維持に必要

な飲料水、食料、医薬品等の備蓄や調達体制の整備に努めるとともに、施設機能の応急復旧

や施設入居者の酸素療法等の治療に必要な非常用自家発電機等の防災設備の整備に努める。 

市は必要な指導助言を行う。 

 

６ 拠点的福祉避難所としての協力 

   拠点的福祉避難所として指定された施設の管理者は、指定避難所での避難生活が困難な要配

慮者について、市からの要請に基づき、受け入れるよう努めるものとする。 

   また、市は、平時から各施設について「千葉市災害時要配慮者支援計画」における拠点的福

祉避難所としての指定を行うとともに、要配慮者の受け入れに必要な物資の確保に努めるもの

とする。 

 

 

第４ 日本語の理解が十分ではない外国人等への対策 

 【総務局、千葉市国際交流協会】 
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  日本語の理解が十分ではない外国人等については、言語、文化、慣習の違いや災害経験が少

ないなど、他の要配慮者と異なる災害対策が必要である。 

  そこで、次のとおり、事前に対策を講じるものとする。 

 

１ 災害情報発信ツール等 

（１）千葉市国際交流協会 Facebook等、多言語での災害情報発信ツールの周知を図る。 

（２）外国人等へ防災の準備や避難等について、情報を提供するため、「外国人のための防災ガイ

ドブック」により、周知を図る。 

（３）日本語の理解が十分ではない外国人等向けの登録制メールサービスによる、多言語での情

報発信の開始を検討する。 

（４）防災マップ及び地震・風水害ハザードマップ（WEB版）において、多言語化に対応して、日

本語の理解が十分ではない外国人等に対し、事前に市域における危険性について、周知を図

る。 

 

２ 防災訓練 

   外国人等を参加対象に含む防災訓練を実施するよう努める。 

 

３ 誘導標識等の整備 

   安全な避難を確保するための多言語を併記した誘導標識、避難場所案内等の整備を進める。 

 

４ 支援体制 

   千葉市国際交流協会や地域と連携を図りつつ、的確な情報伝達や避難場所・避難所での支

援体制をとることができるよう連携の強化に努める。 

   また、日本語の理解が十分ではない外国人向けの語学ボランティアの派遣制度の活用を図

る。 

   さらに日本語理解が十分でない外国人とコミュニケーションをとるため、翻訳アプリを活用

していく。 
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第８節 帰宅困難者等対策 

 

第１ 基本的な考え方 

  平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災では、市内でも多くの帰宅困難者が発生した。 

  大規模震災により鉄道等の公共交通機関が運行に支障をきたした場合には、大量の帰宅困難者

の発生が予想され、さらに一斉に居住地に向けて帰宅行動を開始すると、火災や建物からの落下

物により負傷するおそれや、救急・救助活動の妨げとなるなどの可能性がある。 

  特に、学校、事業所等に対しては、食料・飲料水の備蓄など、生徒、従業員等の一時収容対策

の促進、また、翌日帰宅や時差帰宅の促進について、平常時より広く呼びかけることとする。 

  このため、市は関係機関との連携・協力体制を確立し、帰宅困難者等対策の推進を図り、帰宅

困難者等への速やかな情報提供、帰宅困難者等の安全確保、救急・救助活動が落ち着いた後の帰

宅困難者等対策の推進を図る。 

 

１ 用語の定義 

（１）帰宅困難者 

   震災発生時の外出者のうち、地震の発生により交通機関の運行が停止した場合に、自宅まで

の距離が遠く、徒歩による帰宅が困難な人を「帰宅困難者」とする。 

   また、自宅までの距離が近く、徒歩による帰宅が可能な人を「徒歩帰宅者」とし、「帰宅困難

者」及び「徒歩帰宅者」の両方を含めて「帰宅困難者等」とする。 

（２）一時滞在施設 

   帰宅が可能になるまで待機する場所がない帰宅困難者を一時的に受入れる施設をいう。 

（３）災害時帰宅支援ステーション 

   災害時、救急・救助活動が落ち着いた後に帰宅困難者の徒歩帰宅を支援するため、水道水、

トイレ、地図等による道路情報、ラジオ等で知り得た通行可能な道路に関する情報等を提供す

るコンビニエンスストアやファミリーレストラン等の施設をいう。 

 

２ 一斉帰宅の抑制 

（１）「むやみに移動しない」という基本原則の周知・徹底 

   帰宅困難者対策においては、一斉帰宅行動の抑制が最も重要であるため、広報紙、ホームペ

ージ、ポスターなど様々な媒体を活用して「むやみに移動を開始しない」という基本原則の周

知・徹底を図る。 

（２）安否確認手段の普及・啓発 

   一斉帰宅行動を抑制するためには、家族等との安否確認手段が確保され、かつ周知されてい

ることが必要である。このため、災害用伝言ダイヤル１７１、災害用伝言版（ｗｅｂ１７１）、

X（旧：Twitter）・Facebook・LINE 等のＳＮＳ、ＩＰ電話など、通話に頼らない安否確認手段

について、平常時から体験・活用を通じて、発災時に利用してもらえるよう広報・啓発を行う

とともに、企業や学校など関係機関における家族等との安否確認手段のルール化を促進する。 
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（３）帰宅困難者等への情報提供 

   企業、学校など関係機関において従業員や児童・生徒等を待機させる判断をすることや、個々

人が望ましい行動を取るためには、地震情報、被害情報、公共交通機関の運行・復旧状況など

の情報を適切なタイミングで提供することが必要である。 

   このため、「むやみに移動を開始しない」ことの呼びかけ、地震に関する情報、広域的な被害

情報について、テレビ・ラジオ放送やホームページなどを活用して主体的に提供していく。 

   また、駅周辺ごとに設立する駅周辺帰宅困難者等対策協議会においても、情報連絡体制及び

提供方法を検討し、情報提供していく。さらに、ちばし災害緊急速報メール、ＳＮＳ、駅周辺

の大型ビジョンやデジタルサイネージなどを活用した情報提供についても検討・実施していく。 

（４）企業、学校など関係機関における施設内待機のための対策の呼びかけ 

   「むやみに移動を開始しない」という基本原則を徹底するため、企業・学校など関係機関に

対し、従業員等や児童・生徒を安全に待機させるための耐震診断・改修、家具の転倒・落下・

移動防止等の環境整備、従業員等との安否確認手段の確保・家族との安否確認手段の周知など

の対策を呼びかける。 

   また、従業員等が施設内に待機できるよう、３日分の必要な水、食料、毛布などの備蓄に努

める。さらに、共助の観点から、外部の帰宅困難者のために 10％程度余分に備蓄することも

検討する。 

 

３ 帰宅困難者等の安全確保対策 

（１）一時滞在施設の確保と周知 

   市は、所管する施設から耐震性などの安全性を考慮したうえで、駅周辺の滞留者や路上等の

屋外で被災した外出者などを一時的に受け入れるための一時滞在施設を指定する。 

   民間施設については、市が当該事業者と協議を行い、事前に協定を締結し指定する。また、

一時滞在施設の周知を図るとともに、施設における情報提供や物資の備蓄のあり方についても

検討する。 

  ※帰宅困難者一時滞在施設一覧表（資料 7-6） 

（２）大規模集客施設や駅等における利用者保護の要請 

   大規模集客施設や駅等における利用者保護のため、あらかじめ駅周辺帰宅困難者等対策協議

会などにおいて大規模集客施設や駅等の関係機関との情報連絡体制の整備を図る。また、震災

の発生時に適切な待機や誘導が行われるよう要請する。 

（３）企業、学校など関係機関における訓練実施の要請 

   企業・学校など関係機関に対し、従業員や顧客、児童・生徒の混乱防止、誘導訓練、情報の

収集伝達訓練、安否の確認及び情報発信訓練など、帰宅困難者等の発生を想定した訓練の実施

を要請する。 

 

４ 帰宅支援対策（徒歩帰宅支援含む） 

（１）帰宅支援対象道路の周知 

   千葉県帰宅困難者等対策連絡協議会において選定した帰宅支援対象道路について、首都直下
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地震帰宅困難者等対策協議会における支援方策等の検討結果を踏まえ、周辺都県市と連携して

周知を図る。 

（２）災害時帰宅支援ステーションの確保と周知 

   九都県市首脳会議における協定締結事業者の確保と併せて、市内で店舗を経営する事業者と

の協定締結を進め、災害時帰宅支援ステーションを確保し、また、災害時帰宅支援ステーショ

ンの認知度向上のため、これらの事業者と連携して、ホームページ、ＳＮＳ、広報紙等活用し

た広報を実施する。 

（３）搬送手段の確保 

   障害者、高齢者、妊婦又は乳児連れの方など自力での徒歩が困難な特別搬送者について、  

関係機関と臨時バスやタクシーなどの確保に向けた検討を行う。 

 

５ 関係機関と連携した取組  

（１）千葉県帰宅困難者等対策連絡協議会 

   県や市町村、交通事業者、大規模集客施設事業者や経済団体など関係機関の参画を得て設立

された「千葉県帰宅困難者等対策連絡協議会」を中心に、個人で準備・行動できることの普及・

啓発を図るとともに、関係機関との連携を図りながら対策を検討・実施する。 

（２）首都直下地震帰宅困難者等対策協議会 

   平成２３年９月に設立された、首都直下地震帰宅困難者等対策協議会における検討の成果を

本市の帰宅困難者等対策へ反映させる。 

（３）九都県市首脳会議（地震防災・危機管理対策部会） 

 ア 平常時から一人ひとりが行える対策として、災害用伝言ダイヤル・災害用伝言版サービスの

啓発リーフレットの配布、ポスターの掲示、ホームページ等による普及・啓発活動を実施する。 

 イ 救急・救助活動が落ち着いた後にやむを得ず徒歩で帰宅する人々を支援するため、飲料水、

トイレ、情報の提供などを内容とした協定を関係事業者等と締結し、「災害時帰宅支援ステー

ション」の確保を進める。 

（４）駅周辺帰宅困難者等対策協議会 

   大量の帰宅困難者等の発生が予想される駅周辺においては、各駅周辺の地域事情等に鑑みた、

実効性の高い対策を検討・実施していくことが必要である。 

   このため、市が事務局となり、県、民間事業者及び交通事業者等を構成員とする駅周辺帰宅

困難者等対策協議会を設立し、情報連絡体制の確立、帰宅困難者等の安全確保、安全確保後の

徒歩帰宅支援などのテーマを中心に対策を検討・実施していく。 

 

６ 大規模集客施設を管理する事業者及び鉄道事業者の取組み 

   大規模集客施設や駅等を管理する事業者は、平常時から利用者の保護に係る方針を定めてお

くとともに、震災発生時の施設内待機に係る案内や安全な場所への誘導手順についてもあらか

じめ検討しておくよう努める。 
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第９節 緊急輸送の環境整備 

 発災時には、さまざまな社会的混乱及び交通の混乱が予想されるところである。このため市民の

生命、身体、財産の保護を図り、各種犯罪の予防、取り締まり、交通秩序の維持等について万全を

期すものとする。 

 また、災害時に予想される渋滞等を考慮して、被災者の救援・救護活動や緊急物資の輸送に対応

するための緊急輸送ネットワークの整備に努める。 

 

第１ 陸上輸送の環境整備 

 【総務局危機管理部、財政局、建設局、千葉国道事務所、千葉運輸支局、自衛隊、各鉄道事業者、

各輸送事業者、（一社）千葉市建設業協会】 

 

１ 緊急輸送道路 

（１）選定基準 【千葉県】 

 ア 第１次緊急路線 

   第１次緊急路線は、高速道路、一般国道及びこれらを連絡する幹線道路であり、市・区庁

舎と空港及び千葉港(千葉中央地区、船橋地区)、木更津港(木更津地区、富津地区)、館山港

へ通じる道路 

 イ 第２次緊急路線 

   第２次緊急路線は、第１次緊急路線と市町村役場、主要な防災拠点を相互に連絡する幹線

的な道路 

－ 緊急輸送道路によるネットワーク化対象施設 － 

○市庁舎、区庁舎及び地区防災拠点設置施設、消防局（署）、警察署、収容医療機関等の主要公共施設 

○広域避難場所、避難場所・避難所、備蓄倉庫 

○地方卸売市場、輸送拠点、臨時ヘリポート及び千葉港（千葉地区） 

 ウ 第３次緊急路線 

   第３次緊急路線は、第２次路線と主要な防災拠点除くその他の防災拠点を連絡する道路 

 

（２）緊急輸送道路の指定 【千葉県】 

   千葉県では、大規模な地震が起きた場合における、避難・救助をはじめ、物資の供給、諸

施設の復旧等広範な応急対策活動を広域的に実施するため、非常事態に対応した交通の確保

を図ることを目的に、重要な路線を緊急輸送道路として定めている。 

   これらの路線は、緊急時において、応急対策活動のため一般の交通を規制することがある。 

   ※緊急輸送道路一覧表（資料 9-3） 

 

（３）緊急輸送道路の改築等 【千葉県】 

   ※本章第２節第４「道路・橋梁
きょうりょう

の整備」参照 

 

２ 集積場所・輸送拠点 

   災害時における物資の受入れ、一時保管及び市内各区各地域への配布を効率的に行うため、
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集積場所及び輸送拠点を指定する。指定された施設については、施設の出入口付近等に「災害

時物資集積場所」又は「災害時物資輸送拠点」の標識等を設置する。 

   また、その必要があると認める施設については、緊急度に応じて、災害時の物資の受入れ、

保管及び中継物流機能を果たすために必要な施設・設備の整備を順次行う。 

   ※災害応急対策編第１章第１１節第２及び第２章第１１節第２「集積場所」参照 

 

３ 民間事業者との連携 

（１）輸送 

   災害時の人員・応急資機材等の輸送を迅速かつ効率的に行えるよう、市内のバス輸送機関、

トラック輸送機関及びその他の関係事業所と緊急時の車両等供給協定の締結を推進する。また、

災害時の連絡体制や協力方法その他について、協議するための場として、県・市・建設業協会

の３者連絡協議会を設置する。 

   これにより必要な協定の締結を進める。 

（２）保管 

   被災状況によっては、あらかじめ指定している輸送拠点・集積場所が使用できない場合があ

ることを想定して、民間物流倉庫を確保するよう千葉県倉庫協会等と協定の締結を推進する。 

 

４ 緊急通行車両の事前届出・確認 

 【財政局】 

   ※災害応急対策編第１章第１１節第１及び第２章第１１節第１「緊急輸送手段の確保」参

照 

 

 

第２ 航空輸送の環境整備 

 【総務局危機管理部、消防局、各区、東京航空局成田空港事務所、自衛隊、成田国際空港㈱】 

 

１ 市ヘリポートの整備 

   市独自の航空輸送力を保持するため、ヘリポートの整備を推進する。 

 

２ 臨時ヘリポートの指定 

（１）指定基準 

   国土交通省航空局の定める基準による（航空法第７９条但し書に係る許可基準）。 

（２）設置予定地 

   市街化の状況に応じ、市内全域について、空輸による緊急輸送が可能となるよう、順次 

臨時ヘリポート予定地の選定を行う。 

   設置予定地として指定する施設については、施設管理者の協力を得て、緊急時の開設に 

備え、必要な整備に努める。 

   ※ヘリポート設置予定地（資料 3-4） 
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３ 集積場所 

   集積場所については、陸上輸送及び海上輸送によるもの又は災害時に道路・橋梁
きょうりょう

破損や交

通混雑のため陸上輸送が困難となることが予測されることから、空輸による場所を設置す

る。指定された施設については、施設の出入口付近等に「災害時物資集積場所」又は「災害

時物資輸送拠点」の標識等を設置する。 

   また、その必要があると認める施設については、緊急度に応じて、災害時の物資の受入

れ、保管及び中継物流機能を果たすために必要な施設・設備の整備を順次行う。 

 

第３ 海上輸送の環境整備 

 【都市局、千葉運輸支局、自衛隊、千葉海上保安部、県千葉港湾事務所、各輸送事業者、（一社）

千葉市建設業協会、千葉港運協会】 

 

１ 港湾施設の整備 

   大規模な災害が発生した場合、被災直後の緊急物資及び避難者の海上輸送にあてたり、緊急

物資等の輸送が終了した後も被災した港湾施設が復旧するまでの間、最小限の港湾機能を保持

する必要がある。 

   このため、県は、千葉港（千葉中央地区）においても、岸壁の液状化対策工事、荷役機械（多

目的クレーン）の設置及び緑地の整備を行うなど大規模な災害に備えた港湾施設の整備を推進

している。 

 

２ 民間との協定締結の推進 

   災害時の緊急物資に関する港湾荷役業務体制や協力方法その他について、協議するための場

として、国・県・市・港湾関係業者団体の連絡協議会を設置するよう、関係機関に要請する。

これにより必要な協定の締結を進める。 

 

３ 集積場所 

   集積場所については、災害時に道路・橋梁
きょうりょう

破損や交通混雑のため陸上輸送が困難となるこ

とが予測されることから、海上による輸送場所を設置する。 

   また、その必要があると認める施設については、緊急度に応じて、災害時の物資の受入

れ、保管に必要な施設・設備の整備を順次行う。指定された施設の出入口付近等に「災害時

物資集積場所」又は「災害時物資輸送拠点」の標識等を設置する。 
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第１０節 救援・救護体制の整備 

 

第１ 給水体制の整備 

  生命維持の上から最低限必要な飲料水を最も優先して確保する。 

  あわせて、必要最小限の生活用水の確保と給水体制等について、万全を期すものとする。 

  なお、市は、生命維持の上から最低限必要な水量として、 

   ○混乱期は３日間を想定    飲料水：１人１日３㍑ 

   ○復旧期は災害発生から４日目以降を想定  飲料水と生活用水を合わせて、１人１日 

20㍑～250㍑の確保を図る。 

   ※日本の都市家庭の水使用量は１人１日平均約 300㍑といわれるが、そのうち洗車・洗濯・

風呂・水洗トイレ用が約８割を占めている。そこで生活上最低限の生活用水とは、手洗い、

食器洗浄、洗面程度の水量と想定する。 

 

１ 初期応急飲料水の確保 

 【総務局危機管理部、都市局】 

（１）井戸付耐震性貯水槽の整備 【総務局危機管理部、都市局】 

   道路の破損その他により被災地への搬送が困難になる事態を想定し、初期応急飲料水（混

乱期１～３日分を目途とする。）の給水施設として機能を確保できるよう保守を行う。 

   ※井戸付耐震性貯水槽の配置の現況（資料 3-5） 

（２）非常用井戸 【総務局危機管理部】 

   災害時には、避難場所・避難所となる学校施設等に整備をするとともに、飲料水としての

水質を確保するため必要な措置を講じるほか、水質に応じた活用を図る。 

   ※非常用井戸の配置の現況（資料 3-6） 

（３）防災井戸の指定 【総務局危機管理部】 

   現に使用されている市内事業所・団体等及び市民の所有井戸を災害時に活用できるよう、

防災井戸として指定し、協力協定の締結を進める。 

   また、災害時に停電が発生した場合に、防災井戸の機能を確保できるよう発電機の備蓄を

進める。 

   ※防災井戸協力の家一覧（資料 3-10） 

 

２ ろ過浄水機等給水用資機材の配備 

 【総務局危機管理部】 

   市立小・中学校等のプールの水をろ過し、塩素で消毒してから飲料水として使用するため、

ろ過浄水機と塩素の各地域への適正配備を進める。 

   また、市が行う給水活動が円滑に行えるよう、区庁舎等の区総合防災拠点等に給水用資機材

の整備・充実を図る。 

   ※ろ過浄水機等給水用資機材の配備の現況（資料 3-7） 
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３ 受水槽の活用 

 【総務局危機管理部、施設管理者】 

   公共施設の整備・改修にあたっては、受水槽内の水を飲料水として使用できるよう、受水槽

の貯水容量、緊急遮断弁・給水用蛇口の設置等について配慮するものとする。 

   なお、避難場所・避難所となる公共施設については、緊急遮断弁及び給水用蛇口の設置に努

めるものとする。 

   ※避難所における蛇口付き受水槽整備の現況（資料 3-17） 

 

４ 仮設給水栓設置による給水 

 【総務局危機管理部、各区役所】 

   通水阻害の無い配水管の消火栓等を活用し、千葉県より無償貸与された仮設給水栓を設置

し、応急給水を実施する。 

 

５ 緊急時協力体制の整備 

 【水道局、県企業局千葉水道事務所、千葉水道事務所千葉西支所、四街道市水道事業センター】 

 

   指定給水装置工事事業者等の組織と協力協定を締結し、災害時の協力要請の連絡窓口･方法、

動員可能な人員の把握の方法等について取り決めを行い、迅速かつ的確な災害時の協力体制の

整備を図る。 

   また、市民及び自主防災組織等に対して、貯水及び給水に関する指導を徹底し、災害時給水

活動の中心的な担い手となるよう、防災意識の啓発を推進する。 

 

 

第２ 救急・救助体制の整備 

 【保健福祉局、消防局、各区保健福祉センター、千葉市医師会、千葉市歯科医師会、千葉市薬剤

師会、日本赤十字社千葉県支部、千葉県看護協会等】 

 

  市（消防局・保健福祉局）は、市医師会、市歯科医師会、市薬剤師会、日赤県支部等関係機

関と協力して、広域的又は局地的に多発することが予想される救急・救助要請に的確に対処す

るため、必要な救急・救助体制の整備・充実を図る。 

  また、市民の自主救護能力の向上に努めるとともに、地震災害時の重傷病者優先の方針への

理解協力を得るよう広報活動に努める。 

 

１ 救急・救助体制の整備 

（１）救急体制 

   千葉県広域災害・救急医療情報システム「ちば救急医療ネット」や情報通信技術（ＩＣ

Ｔ）の活用により、医療機関との連携体制を確保するとともに、非常時におけるメディカル

コントロール体制を充実強化し救急救命士の指示及びプロトコールを確立する。 
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   また、救急救命士の再教育及び処置範囲拡大への積極的な取組みにより、救急救命士の高

度化を推進する。 

（２）救助体制 

   大規模災害時に救助活動の中核を担う救助体制を、市町村消防力の対応範囲を超える広域

的に対応すべき事態に備え、市域の救助需要への体制を含め、全国的な見地から高度な救助

体制を構築する。 

   多数救助事案の対応として、消防ポンプ車隊へ救助資機材を配備し教育訓練の実施により

消防活動力の向上を図る。 

 

２ 市民の自主救護能力の向上等の推進 

   市民の自主救護能力の向上及び災害時救急医療活動の的確な実施のための事前準備として、

自助、共助の精神のもと、救命講習の開催、技術の普及活動に関する広報を推進する。 

 

 

第３ 応急医療体制の整備 

 【保健福祉局、病院局、消防局、各区保健福祉センター、千葉市医師会、千葉市歯科医師会、    

千葉市薬剤師会、日本赤十字社千葉県支部、千葉県 看護協会等】 

 

１ 初動医療体制の整備（大規模災害時） 

（１）医療救護班の編成 

   市は、大規模災害時における迅速な医療救護班の編成を行うため、県、市医師会、市歯科

医師会、市薬剤師会及び日赤千葉県支部等関係機関と協議して、各行政区を単位とする緊急

医療対策組織の確立及び相互の迅速な通信体制・情報収集体制の整備に努める。 

   なお、医療救護班は、医師、看護師等により編成する。 

（２）後方医療体制の整備 

   市は、大規模な災害による多数の傷病者の発生に対しても、迅速かつ適切な救命医療が行

われるよう、災害拠点病院を核とし、各行政区を単位とする市内収容医療機関のネットワー

ク化を進める。 

   また、海浜病院の再整備等に併せ、二次的高度医療の整備充実に努めるとともに、後方医

療施設の確保（表１～表２）を図る。 

 

２ 医療器具及び医薬品の確保 

  災害時に備え、避難所等の救護所設置予定施設に災害対策用医薬品セット（救急箱）等の配

備を進める。 

  また、備蓄倉庫及び避難所若しくは救護所設置予定施設への災害用医薬品セット（救急箱）

等の配備にあたっては、内容品等について、医師会・薬剤師会等の協力を得る。 

  ※災害応急対策編第１章第 10節第４及び災害応急対策編第２章第 10節第４「医薬品・資器

材の確保」参照  
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大規模災害時医療救護の活動フロー図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「救護班」とは、保健福祉局、医師会等が組織する医療救護班をいう。 

  災害現場直近の比較的安全な広場等に運び込まれた傷病者の軽・重の選別又は災害地域にあ

る学校等に設けられた救護所で、緊急医療を施し後方医療施設での本格的治療に移行させる前

の応急処置あるいは避難者の医療救護活動を行う。 

※「後方医療施設」とは、被災を免れたすべての医療機関をいう。 

〇災害医療協力施設一覧（資料 8-3） 

災害時において、救護所設置前の初期医療活動に備えるとともに、救護所では対応できない

重傷病者を収容・治療するため、市医師会と連携し、被災市民の救護医療活動を行う能力のあ

る医療施設を災害医療協力施設として位置づけている。 

 〇後方支援病院（表１） 

  初動期においては、災害協力医療施設等が医療活動の中核となるが、多数の重傷病者が発生

した場合は、特に症状の重い傷病者の受入れを行う病院の確保が必要となることから、市内の

公的高機能病院を後方支援病院として位置づけ、受入れを要請する。 

 〇災害拠点病院（表２） 

  後方支援病院でも対応できない重篤傷病者が発生した場合、県が指定する災害拠点病院（高

度の診療機能、患者の広域搬送への対応機能等を有する施設）に患者の受入れを要請する。市

内では５施設が指定を受けている。 

  

後方医療施設 

 災害医療協力施設 

重症傷病者 

 

重篤傷病者 

後方支援病院 

災害拠点病院 

市外の医療機関 

傷病者 

救護所 
（トリアージの実
施） 

医師会・ 

日 本 赤 十

字社等 

地域保健医療救護拠点 

（総合保健医療センタ

ー、 

 保健福祉センター等） 

傷病者 救護班 

派遣 

支援 

支援 

重 症

災害現場 
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（表１）後方支援病院 

 

 

 

 

 

 

 

（表２）災害拠点病院（地域災害医療センター） 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４ ごみ処理体制の整備 

 【環境局】 

  市は災害廃棄物の処理に係る指針に基づき、円滑かつ迅速に災害廃棄物を処理できるよう、災

害廃棄物の仮置場の確保や運用方針、一般廃棄物（指定避難所のごみや仮設トイレのし尿等）の

処理を含めた災害時の廃棄物の処理体制、周辺の地方公共団体や民間事業者等との連携・協力の

あり方等について、災害廃棄物処理計画において具体的に示すこととする。 

 

１ ごみ処理施設の耐震性強化 

   発災により被災地では大量のごみが排出されるが、交通網の寸断等によりごみ処理施設へ

の搬送ができない場合や効率的な搬送を行うためのごみの一時集積場としての仮置場を検討

する。 

   また、通常の経路による収集が困難でごみステーションが使用できない被災地区や避難所

等への臨時ステーション設置についても検討を進める。 

 

２ 収集・運搬・管理体制の確立 

   災害時のごみの排出量は、通常時のごみの量を大きく超えるものが想定されるため、大規

模災害を想定した収集・運搬・管理体制を検討する。 

   また、他都県市・民間等の協力を得て、災害時における広域応援が迅速に進められるよう

体制づくりを確立する。 

 

開設者 名     称 所 在 地 

独 立 行 政 法 人 

〃 

県 

〃 

〃 

国 立 病 院 機 構 千 葉 東 病 院 

国立病院機構下総精神医療センター 

千 葉 県 が ん セ ン タ ー 

千 葉 県 精 神 科 医 療 セ ン タ ー 

千 葉 県 こ ど も 病 院 

中 央 区 仁 戸 名 町 

緑 区 辺 田 町 

中 央 区 仁 戸 名 町 

美 浜 区 豊 砂 

緑 区 誉 田 町 

開設者 名     称 所 在 地 

独 立 行 政 法 人 

国 立 大 学 法 人 

県 

市 

〃 

国 立 病 院 機 構 千 葉 医 療 セ ン タ ー 

千 葉 大 学 医 学 部 附 属 病 院 

千 葉 県 救 急 医 療 セ ン タ ー 

千 葉 市 立 青 葉 病 院 

千 葉 市 立 海 浜 病 院 

中 央 区 椿 森 

中 央 区 亥 鼻 

美 浜 区 磯 辺 

中 央 区 青 葉 町 

美 浜 区 磯 辺 
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３ 処理方法の検討 

   収集搬送したごみの処理については、国、県、その他関係機関と協議して、仮置場への小

型焼却炉や破砕機の設置、可燃物の他都市への焼却依頼及び最終処分の他都市や民間への応

援依頼の計画等、適切な処理計画の検討を進める。 

 

 

第５ し尿処理体制の整備 

 【総務局危機管理部、環境局、都市局、建設局、各区、避難所運営委員会】 

 

１ 仮設トイレの設置体制の確立 

 【総務局危機管理部、環境局】 

   被災地における防疫上、避難所等への仮設トイレの設置は、想定避難者数や備蓄状況等を

鑑みて最優先短期間で行えるよう設置体制を検討し確立する。 

 

２ マンホールトイレの設置体制の確立 

 【都市局、総務局危機管理部、各区、避難所運営委員会】 

   マンホールトイレの設置については、下水道直結式・貯留式と種類が分かれており、それぞ

れの担当局が短時間で設置できるように設置体制を検討し確立する。 

 

３ 収集・搬送、管理体制の確立 

 【環境局】 

   避難所等のし尿の収集は優先的かつ早急に収集処理されるよう、必要な計画を検討する。 

   また、バキューム車の配車やし尿の搬送・管理体制を検討し確立する。 

 

４ 処理方法の検討 

 【環境局、建設局】 

   収集搬送したし尿の処理については、県、下水道部門、その他の関係機関と協議して、予

備の貯留槽の設置、下水処理場への投入及び近隣市町処理場への応援依頼の計画等、適切な

処理計画の検討を進める。 

 

５ マンホールトイレの整備 

 【建設局】 

   災害発生時にも使用可能なマンホールトイレを避難所に整備を進める。 

   なお、下水道直結式の整備にあたっては 1施設あたり５基を基準とし、非常用井戸やプー

ル水といった水源を持つ小・中・高・特別支援学校や建替え計画のある公共施設、また、帰

宅困難者対策としての使用も考慮し、主要都市との経路上にある公共施設への優先整備を検

討する。 

   ※災害用トイレの現況（資料 3-11） 
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第６ 動物救護体制の整備 

 【保健福祉局、（公社）千葉県獣医師会開業部会千葉支部等】 

 

  市は、県、（公社）千葉県獣医師会開業部会千葉支部等と協議し、被災ペットへの救護活動や市

内に逸走した動物への対応を的確に行うための体制整備に努める。 

 

１ 動物救護体制の整備 

   市は、大規模災害時には動物救護担当を設置し、県、（公社）千葉県獣医師会開業部会千葉支

部等と協議し、動物救護体制の整備に努める。 

 

２ 必要な物資の確保 

動物用器材、ペットフード等を関係団体と連携し、整備に努める。 
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第１１節 備蓄・調達体制の整備 

【総務局危機管理部、保健福祉局】 

 

 市は、千葉県が作成した、「災害時の緊急物資等に係る備蓄・物流の基本指針」に基づき、市民や

自主防災組織や町内自治会、事業所等に対し、「自らの命は自らで守る。自らの地域はみんなで守

る。」という自助・共助の考え方を基本に、平時から、災害時に必要な物資の備蓄を推進するよう働

きかけるとともに、市民の生命や財産を守るため災害発生直後から被災者に対して円滑に必要な物

資等の供給が行えるよう、備蓄・調達並びに物流に係る体制の整備を図る。 

 

第１ 備蓄品の整備 

 

市は、各家庭や事業者が、３日分以上の食料や飲料水その他の生活必需品について、最低３日、

推奨１週間分を備蓄し、また、少し多めに購入、消費した分を補充し、日常的に備蓄するよう普

及啓発を推進するとともに、要配慮者や女性、食物アレルギーを持つ方の避難生活に配慮しなが

ら、市民の生命維持や生活に最低限必要な食料、飲料水その他の生活必需品、住宅の応急復旧に

必要なブルーシート等の資機材、食中毒、感染症などを防止するため、消毒液、ゴム手袋、マス

クなどの衛生用品を計画的に備蓄する。 

 

１ 各家庭における備蓄 

買い置きや冷蔵庫等での貯蔵を含め、食料、飲料水その他の生活必需品、感染症対策に必要な

マスク、消毒液、体温計など避難生活に必要となる物資の３日分以上の備蓄に努める。 

また、高齢者や乳幼児、障害者などの要配慮者が必要とする紙おむつや医薬品、粉ミルク、哺

乳びんなどの物資は、介護者等がその確保に努めるとともに、アレルギーをもつ家族等がいる場

合等については、食物アレルギーに対応した食料品の確保等に努める。 

 

２ 事業所等における備蓄 

従業員等の３日分以上の食料、飲料水その他の生活必需品の備蓄に努める。 

また、集客施設を有する事業所等においては、来場者の一時的な滞留等を想定した備蓄を検討

しておく。 

 

３ 自主防災組織、町内自治会等における備蓄 

発災時の初期消火、救出・救護活動、避難誘導、炊き出し等の給食など、地域の防災活動を

効果的に行えるよう資機材等の備蓄に努める。 

 

４ 市における備蓄・調達体制の整備 

市における備蓄及び調達は、自助・共助により賄われる備蓄物資等を補完する目的で行われ

るものであるが、市は、様々な事態に的確に対応できるよう、物資の備蓄・調達体制の整備に

努める。 
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（１）生命維持や生活に最低限必要な食料、飲料水その他の生活必需品などの物資・資機材や、食

中毒、感染症などを防止するため、市で消毒液、ゴム手袋、マスクなどの衛生用品を中心とし

た備蓄に努める。なお、備蓄物資の選定に際しては、「千葉市災害時要配慮者支援計画」に基づ

き、要配慮者の支援に必要な物資や、女性の避難生活に必要な物資のほか、アレルギー物質を

含まない食料品等を確保するなどの配慮に努める。 

（２）被災者に物資を迅速に提供するため、避難所への分散備蓄の推進や輸送体制の構築などに努

める。 

（３）消費期限が短いなどの備蓄に適さない物資や、大量に必要となるもので全てを備蓄すること

が困難な物資、発災からの時間の経過とともに必要となる物資については、調達による確保を

図るとともに、関係事業者等との協定締結に努める。 

（４）備蓄物資の在庫管理等について、関係事業者と連携するなどの体制整備に努める。 

（５）県は、情報の寸断等により、ニーズの把握が困難な状況となる被災地に対して、要請を待

たずに物資の供給を行う、いわゆる「プッシュ型」支援を想定しており、平時から「プッシ

ュ型」支援を想定し、物資の備蓄状況や集積拠点等について、市は物資調達・輸送等支援シ

ステムを活用し、あらかじめ、備蓄物資や物資拠点の登録に努め、県との情報共有を図る。 

 

５ 市における災害時の物流体制の整備 

民間からの調達や国や他都道府県からの支援により供給される大量の物資を迅速に目的地へ

届けるためには、円滑な物流体制を構築することが重要であり、物資の仕分けや避難所の輸送

等につき、地域特性に応じて、民間物流事業者と連携するなどの体制整備に努める。 

 

６ 整備目標 

発災時に想定される避難者の、生命維持や生活に最低限必要な食料、飲料水その他の生活必需

品などの物資や、避難所運営に必要な資機材については、避難所に持参する物資や協定による調

達、非常用井戸、蛇口付き受水槽の活用等も含めて、発災から３日間に必要とする物資等を賄う

ことができるよう、千葉県の「災害時の緊急物資等の備蓄に関する計画」を参考に、必要量を整

備していく。 

なお、備蓄物資については、品質管理及び機能維持のため、定期的な入れ替え、あるいは適宜

点検整備を行う。 

※避難所の備蓄状況（資料 3-8） 

 

 

第２ 備蓄倉庫等の整備 

１ 備蓄倉庫の種類 

（１）千葉市中央防災倉庫 

   発災後の避難状況等を見極めてから必要な箇所に輸送する段ボールベッドなどを備蓄する。 
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   また、大型トラックによる搬出入やパレット管理が可能であるため、災害時の集積場所とな

るフクダ電子アリーナで収容しない応援物資を一時保管する。 

（２）拠点備蓄倉庫 

   被害が他の地域に比べ大きく、避難者の多い避難所へ物資の補充を図るた め、区役所や消

防署等の拠点施設に整備する倉庫をいう。 

（３）分散備蓄倉庫 

   食料、飲料水その他の生活必需品などの物資以外の、毛布、給水袋、担架、拡声器等を各中

学校区に 1ヶ所程度、整備する倉庫をいう。 

（４）避難所倉庫 

   災害時に食料、飲料水その他の生活必需品などの最低限の初動対応時活用分を備蓄する倉庫

をいう。 

２ 備蓄倉庫の整備計画 

（１）分散備蓄倉庫 

避難所として指定している施設における備蓄スペースの確保状況を勘案し、避難所を対象に

整備を進める。 

（２）拠点備蓄倉庫 

公共施設の新設、改築に合わせ、当該地域における想定される被害や避難者数、分散備蓄庫

の整備状況等を考慮し、必要に応じて整備を行う。 

 

３ 備蓄倉庫への配備 

備蓄倉庫への備蓄物資は、千葉県の「災害時の緊急物資等の備蓄に関する計画」を参考に、周

辺人口、想定避難者数等に応じた配備を行う。 

 

 

第３ 緊急調達体制の整備 

 

１ 現況 

  災害時における食料及び生活必需品等の供給協力に関する協定は次のとおりである。 

  ※協定締結一覧（資料 2-11） 

 

２ 整備目標 

要配慮者、女性、食物アレルギー等への配慮を踏まえた上で、以下のとおり、市内各事業所等

との協定締結を推進し、物資の確保に努める。 

また、災害時に積極的な協力が得られるよう、平常時からコミュニケーションの強化に努める。 

（１）主食となる米穀について、市内の米穀店との間で「災害時における米穀調達に関する協定」

（仮称）の締結を推進する。 

（２）生鮮食品その他の食品の供給に関して、市内各農協、千葉地方卸売市場内関係業者及び千葉

食品コンビナート内各企業と協力協定の締結を推進する。 
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（３）災害時における燃料供給に関しては、千葉県石油商業組合千葉支部との間で協定の締結を行

っているが、他の市内燃料供給業者との協定の締結を推進する。 

（４）粉ミルクについて、市内薬局等との協力協定の締結を推進する。 

（５）その他災害対策用物資一般の調達に関して、関係団体と協力協定の締結を推進する。 
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第１２節 防災行動力の向上 

東日本大震災を教訓として、「自らの命は自らで守る。自らの地域はみんなで守る。」という自助・

共助の考え方を基本に、市民の防災意識を高め、地域防災力の向上を図ることが求められている。 

市（区）及び防災関係機関は、市民が自発的に結成する自主防災組織や市（区）内の事業所・諸

団体等の自主防災組織に対して、的確な活動ができるよう、引き続き指導・育成のための施策を実

施し、総合的な防災行動力の向上を図る。 

 

第１ 共助への取り組み（地域・組織のレベルアップ） 

【総務局危機管理部、消防局、各区】 

 

 市（区）及び防災関係機関は、市民が自発的に結成する自主防災組織や市（区）内の事業所・諸

団体等の自主防災組織に対して、的確な活動ができるよう引き続き指導・育成のための施策を実施

する。 

これにより千葉市の総合的な防災行動力の向上を図る。 

 

１ 自主防災体制の強化 

【総務局危機管理部、各区】 

  発災直後の自助の取組みに加え、地域のつながりにより、自発的に救助活動や消防活動を行う

自主防災組織などの共助の中核となる人材育成の推進や事業所防災体制を強化するなど、地域コ

ミュニティにおける防災体制を充実させることも重要である。 

 

（１）事業計画 

 ア 組織活動の促進 

   市（区）は、市民に対し、自主防災に関する広報活動を積極的に行うとともに、市民が自

主防災組織をつくるために必要な資料等を提供する。また、防災関係機関の協力を得て、活

動についての助言あるいは援助を行うことにより、自主防災組織の持続的な運営、資機材の

整備・強化を応援する。 

 イ 自主防災組織の育成支援 

地震等による被害の防止又は軽減を図るためには、市民の自主的な救援活動や防災活動、具

体的には、市民自ら予防対策の推進、出火予防、初期消火、被災者の救出救護、避難等を行う

ことが必要であり、特に高齢者、障害者等の所在を把握し、救出救護体制を整備することが必

要である。 

このため、市は市民による自主防災組織の設置推進と活性化を図ることとし、日頃から大地

震等が発生した場合を想定した訓練の実施などを推進する。 

 ウ 市の自主防災組織助成制度 

   市では、町内自治会等を単位に結成された「自主防災組織」に各種の助成をしている。 

 （ア）自主防災組織設置助成 

    自主防災組織を結成した場合「設置助成」として、防災基旗・防災資機材を供与している。 
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 （イ）自主防災組織資機材購入・賃借助成 

自主防災組織が防災用資機材を購入・賃借する場合、世帯数に応じた限度額以内で、購入

額の２分の１の額を助成している。 

（ウ）自主防災織資機材購入・賃借再助成 

  （イ）の限度額が、10,000 円未満となった年度の翌年度から５年以上経過、かつ過去３年度

において、防火・防災訓練を２年度以上実施している場合、再助成している。 

（エ）自主防災組織活動助成 

  自主防災組織が防火・防災訓練等を実施した場合、年度１回に限り、参加人数に応じた額を

助成している。 

 ※千葉市自主防災組織助成要綱（資料 2-27） 

 エ 地域における相互協力（地域防災ネットワーク）の促進 

自主防災組織による地域防災活動をより実効あるものにするために、中学校区を単位として、

隣接する自主防災組織の相互協力体制の確立や、災害時の連携強化及び情報共有を目的とした

自主防災組織連絡協議会の設立を推進する。 

また、地域内に社会福祉施設等を有する自主防災組織については、当該施設との協定締結

を促進し、災害時の介護・避難の援助、施設備蓄飲料水・物資の提供等の相互支援、協力関

係づくりを応援する。 

   ※本章第７節「要配慮者の安全確保」参照 

 

２ 地域による避難所運営の取り組み 

【総務局危機管理部、各区】 

平常時から避難所となる施設を中心に、地域の町内自治会、自主防災組織等が一体となった

「避難所運営委員会」を設立し、災害発生時に地域住民同士が連携しながら、主体として避難

所の開設・運営を行う体制を整える。 

（１）事業計画 

ア 未設立避難所での避難所運営委員会設立の促進 

市（区）は避難所運営委員会未設立の指定避難所について、周辺地域の自治会、マンショ

ン管理組合等に設立を働きかけ、市内全避難所への避難所運営委員会の設立を目指す。 

 イ 避難所運営委員会の育成支援 

市（区）は、避難所運営委員会の平常時から行う会合や訓練といった取り組みに助言等を

行い、また、避難所運営委員会が行う自主的な活動に要する経費に対し補助金（千葉市避難

所運営委員会活動支援補助金）を交付するなどの支援を行い、委員会活動の育成・強化を図

る。 

 

３ 事業所等自衛防災組織のレベルアップ 

【総務局危機管理部、経済農政局、消防局、各区、事業所】 

（１）事業計画 

 ア 事業所防災計画の作成促進 
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   デパート、スーパーマーケット、ホテル、病院、工場等で多数の人が出入又は勤務する防火

対象物については、消防計画に大規模災害対策を含め作成するよう、指導を徹底する。特に、

危険物施 

  設等に対しては、当該事業所の予防規定及び自主防災体制の強化とともに、専門的知識を必要

とする防災活動技術や防災訓練の実施等についての指導助言と事業所相互間の応援体制確立

に努める。 

 イ 自衛消防隊設置の促進等 

   デパート、スーパーマーケット、ホテル、病院、工場等で多数の人が出入又は勤務する事業

所、施設について、消防資機材を装備した自衛消防隊の設置及び隊員講習訓練等の指導を行い、

活動能力の向上を図る。 

 ウ 地域における相互協力の促進 

地域における総体としての防災行動力の向上を図るため、地域内の自主防災組織又は町内

自治会等市民組織及び社会福祉施設等との協力体制を促進する。 

また、自主消防組織・社会福祉施設等との協力体制を促進する。 

エ 市との連携体制の構築 

災害時に、市内事業者等の被災状況を迅速に把握するため、市と関係団体（千葉商工会議

所・土気商工会、産業振興財団等）や地域の経済団体（千葉食品コンビナート協議会等）と

の情報収集方法等に係る連携体制の構築に努める。 

また、市は、農地及び農業施設等における被災状況を迅速に把握するため、土地改良区又

は水利組合等の農業団体との情報収集方法等に係る連携体制の強化を図る。 

オ 非常時の備蓄などの対応 

大災害が発生した初動期において、従業員等を３日間事業所等内にとどめておくことができ

るよう、従業員に対する安否確認方法の周知や物資等の備蓄など帰宅困難者対策に努める。 

カ 中小企業・農畜産業者の事業継続 

市は、事業者が、事業継続計画（ＢＣＰ）の策定について取り組むように普及啓発を図る。 

国は、中小企業等による事業継続力強化計画に基づく取組等の防災・減災対策の普及を促進

するため、商工会・商工会議所・中小企業団体中央会等と連携・協力して支援するものとする。 

市、千葉商工会議所・土気商工会は、中小企業等による事業継続力強化計画に基づく取組等

の防災・減災対策の普及を促進するため、連携して、事業継続力強化支援計画の策定に努める

ものとする。 

また、市は、被災による農畜産業者の収入の減少を補填する収入保険の加入について、初年

度掛け金の一部を助成するとともに、同助成制度について啓発をするものとする。 

 ※本章第７節「要配慮者の安全確保」参照 

 

４ 地区防災計画の提案 

【総務局危機管理部、消防局、各区】 

  災害対策基本法第４２条の２の規定に基づき、市内の一定の地区内の市民及び当該地区に事業

所を有する事業者は、共同して、当該地区における防災訓練の実施、物資等の備蓄等の自発的
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な防災活動に関する計画である地区防災計画を作成し、千葉市防災会議へ提案することができ

る。千葉市防災会議は、提案を受け、必要と認めるときは、千葉市地域防災計画に地区防災計

画を定めるものとする。 

 

第２ 自助の取り組み（個人のレベルアップ） 

 

災害による被害を最小限にとどめ、被害の拡大を阻止し、市民の生命、身体、財産を守るため

には、市（区）をはじめとする防災関係機関職員は、いかなる事態においてもその場に即して迅

速かつ的確な応急対策活動にあたることを要請されている。 

そして、市民もまた、自らの安全を守るための予防措置を講じたのち行政機関に協力して、地

域ぐるみの防災活動を行うことが要請される。 

 市・区、県及び防災関係機関は、それぞれの責任分野において、市民及び関係職員に対し防災

知識を普及・広報するとともに、相互に緊密な連絡を保ち、防災意識の向上と地域自主防災活動

への積極的参加を進める。 

また、地震や津波等に対する防災上必要な基礎知識の普及を図る。 

 

１ 災害に強い市民活動の推進 

（１）市民 【総務局危機管理部、消防局、各区】 

 ア 総務局 

   災害対策を地区の特性を踏まえた市民に身近なものとするため、市民自らによる自主防災マ

ップ及び災害時の行動マニュアル等の作成や防災活動を促進する。また、過去に起こった大規

模災害の教訓を後世に伝えていくため、災害に関する調査結果や資料を広く収集・整理し、適

切に保存するとともに、地域での取組事例や先行事例を収集し、市民に閲覧できるよう公開に

努めるものとする。   

さらに、避難場所等を掲載した防災マップの作成を行い、市民へ配布することにより、避難

場所と避難所の違いや、災害ごとに避難すべき場所が異なることについての理解を深め、避難

に関する市民の意識の向上を図る。 

また、平常時から正しい知識を持ち自ら考え行動する力を身につけるなど、自助・共助の取

組みを強化するため、市、県及びさまざまな防災機関が、あらゆる広報媒体を活用し防災広報

の充実に努める。 

 イ 消防局 

   消防局は、市民に対し、消防・防災に関する印刷物及びポスター等を作成し配布するととも

に、市民防災教室等を有効に活用して、出火防止・初期消火・応急救護等の訓練、映画会、座

談会等を開催するなど、防災知識の普及を図る。 

 ウ 区役所 

   区は、コミュニティ活動の振興を図り非常時における地域協力体制のための基礎づくりを行

う。 
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 エ 市民（家庭・個人） 

災害時における被害及び混乱の拡大を防止するため、市民の果たす役割は極めて大きい。市

民は平素から次のことに留意し、万が一の場合に備えておく。 

 

平常時の活動 

ア 建物の耐震対策、家具の固定、ブロック塀等の安全対策、落下物防止対策 

イ 食料、飲料水その他の生活必需品の備蓄(最低３日間、推奨１週間分・少し多

めに購入、日常生活で消費)、救急用品等非常持出品の準備（家族構成(乳幼児、

高齢者、アレルギー、慢性疾患等)を考慮） 

ウ 非常持出品の準備 

 ・携帯トイレ、トイレットペーパー、歯ブラシ、マスク、消毒液などの衛生用品

等 

 ・三角きん、ばんそうこうなどの医薬品等 

 ・ラジオ、懐中電灯、携帯電話・スマートフォン用の充電機器等の防災用品 

 ・ロープ、バール、スコップなどの避難救助用具等 

エ 市からの情報を得る手段の事前確認 

 ・防災行政無線 

  携帯電話・スマートフォンを所有していない高齢者や障害者は、電話・FAXに

より防災行政無線と同内容を確認できる災害時緊急情報配信サービスに登録す

ることで、風水害時など防災行政無線が聞き取りにくい状況でも情報を入手でき

るよう努めること。 

 ・市ホームページ、市防災ポータルサイト 

 ・メール・アプリ（ちばし安全・安心メール、Yahoo!防災速報） 

 ・テレビ、ラジオ等（J:COM千葉、千葉テレビ、bayfm、ちば減災プロジェクト） 

 ・ソーシャルメディア（Twitter、Facebook、LINE） 

 ・ちばし災害緊急速報メール 

オ 出火の防止及び初期消火の心得、住宅用火災警報器の設置 

カ 緊急地震速報の活用方法 

キ 警報等発表時や避難指示及び高齢者等避難の発令時にとるべき行動 

ク 避難場所、避難方法等の避難時の心得 

ケ 飼い主によるペットとの同行避難や避難所での飼養についての準備等の 家

庭での予防・安全対策 

コ 帰宅困難者の対応（帰宅困難になった場合の心得） 

サ 水道、電気、ガス、電話等の震災時の心得 

シ 地域の地盤状況や災害危険箇所（ハザードマップ等により防災情報を把握） 

ス 防災学習（自助・共助・公助についての考え方を含む） 

セ 様々な条件下（家屋内、路上、自動車運転中等）で災害発生時にとるべき 行

動 

ソ 災害時の家族内の連絡体制等（連絡方法や避難ルールの取決め等）についてあ

らかじめ決めておくこと 

 



第２章  災害予防計画 第１２節 防災行動力の向上 

                   共 - 124 - 

（２）自主防災組織リーダー 【総務局危機管理部、消防局、各区】 

   総務局危機管理部は、区・消防局等、防災関係機関と協力して、次のとおり、自主防災組織

リーダーに対する防災知識の普及に努める。 

 

 ア 自主防災組織のリーダーマニュアルを作成し、活動内容等の知識の普及を図るとともに、組

織自体の強化を併せて、推進するよう努める。 

 イ 地域の実態を把握し、地域特性に応じた対策の検討を共同で進める。 

 ウ 防災関係機関の協力を得て、防災リーダー研修会、防災ライセンス講座、講演会及び施設見

学等により、防災に対する知識の普及を図るとともに、自主防災組織リーダーの交流強化を図

る。 

 エ 防災関係機関が、それぞれの所掌する事務又は業務に関して、防災知識の普及に努めるよう

要請する。 

（３）保育所等入所児童・生徒 【こども未来局、教育委員会】 

   こども未来局、教育委員会及び各施設の管理者は、保育所等入所児童・生徒に対して、次の

とおり、防災知識の普及に努める。 

なお、学校現場における防災教育については、「学校教育指導の指針(平成 24年度)」に基づ

き、各学校において児童生徒等の発達段階に応じた指導を行うとともに、自らの安全確保はも

とより、他者や地域の防災に貢献しようとする態度を身につけるなど、防災意識の向上を図り、

より具体的で継続的な指導を展開するものとする。また、市及び防災関係機関は、地域コミュ

ニティにおける社会活動等を促進し、多様な主体のかかわりの中で、防災に関する教育の普及

促進を図る。 

 ア 保育所等入所児童・生徒の発達段階や学級の実態に即して、防災教育を計画的に進める。 

 イ 保育所（園）、認定こども園、幼稚園、小学校・中学校を単位として、災害に対処するための

実践的な訓練を年１回以上行う。 

（４）事業所従業員 【消防局】 

   消防局は、防火管理者、危険物取扱者及び自衛消防隊員に対する講習を実施し、事業所内防

災担当従業員の防災行動力の向上に努める。 

   また、防火管理者会議、研究会、講習会等を随時開催し、防災知識の普及に努める。 

 

２ 職員のレベルアップ 

 【総務局危機管理部 

（１）災害時行動マニュアル 

 ア 災害時行動マニュアルの作成 

   東日本大震災以降、各部局（班）の所掌事務の迅速かつ的確な実施を目的として、班ごと

に災害時行動マニュアルを整備した。 

   マニュアルの作成に際しては、首都直下地震など災害の被害での対応のマニュアルを作成

する。 

   なお、マニュアルは人事異動、地域防災計画の見直し等状況の変化など毎年度検討を加
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え、必要に応じて更新を行わなければならない。 

 

－災害時行動マニュアルの内容－（目安） 

○配備体制 

○職員参集フロー 

○災害対応装備の現況 

○各職員が果たすべき役割（防災業務の内容） 

○各関係機関の連絡先（緊急連絡先など） 

 

 イ 災害時行動マニュアルの確認 

 （ア）所属要員 

    所属長は災害時行動マニュアルを作成・配布し、所属要員に災害対応業務の事前周知を

図る。 

    所属要員は平常時よりマニュアルの内容を把握して災害対応業務に備える。 

 （イ）避難所等担当職員（直近要員） 

    避難所・拠点救護所又は保健福祉センター・区役所担当職員（直近要員）として指定さ

れた職員は避難所・拠点救護所又は保健福祉センター・区役所の災害対応に携わる。平常

時から各マニュアルを所属・自宅に置いておき、事前に内容を確認して、災害に備えてお

く。 

    なお、地域による避難所運営委員会が設立されている避難所においては当該運営委員会

のマニュアルを使用する。 

   ※避難所開設・運営マニュアル例（資料 7-4） 

（２）研修の実施 【総務局】 

 ア 新任研修 

   任命権者は、あらたに職員として、採用された者に対して、新任研修を実施する。また、

実施の内容は、おおむね次のとおりとする。 

 

－ 新任研修実施の内容 － 

○市役所における災害対策活動の概要 

○職員一人ひとりが担うべき防災意識啓発 

○災害対応にあたる責務や基本的役割 

 

 イ 職場研修 

   所属長は防災に関する啓発、災害時行動マニュアルの確認、担当業務の確認など年１回以上

の研修を実施していくものとする。 

   なお、実施の時期は所属長の判断によるものとする。 

 ウ その他の研修・講習会 

   その他、必要に応じて研修や講習会を開催するように努めるとともに、県や防災関係機関が
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行う研修会、講習会、講演会などに積極的に職員を派遣する。 

（３）職員による自主的な備蓄 

   職員は、勤務時間中の被災に備えて、職場に食料品や運動靴、着替え等を用意しておく。 

 

 

第３ 防災訓練 

１ 市が行う訓練 

 【総務局危機管理部】 

（１）九都県市合同防災訓練 【総務局危機管理部】 

   九都県市（埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・横浜市・川崎市・さいたま市・相模原市

及び千葉市）の協力連携体制を充実し、広域防災体制の強化を図るため、毎年防災週間（8月

30日～9月 5日）を中心に合同訓練を実施する。 

 ア 実施時期 

   原則として、毎年防災の日（９月１日）、防災週間及びその他の日に実施する。 

 イ 参加機関 

   市（区）、市民、町内自治会・自主防災組織等、小・中学校、幼稚園、保育所（園）、高等

学校、大学、市消防局・署、消防団、市警察部（各警察署）、市医師会、防災関係機関、民間

協力団体等 

 ウ 訓練内容 

 （ア）予知対応型訓練（非常招集訓練、本部運営訓練、情報伝達訓練） 

 （イ）発災対応型訓練（災害対策本部設置訓練、通信訓練、情報収集訓練、広報訓練、初期消火

訓練避難誘導訓練、応急救護訓練、救出救助訓練、道路啓開訓練、救援物資輸送配布訓練、

応急給水訓練、各種復旧訓練、炊出し訓練） 

    その他の詳細な訓練内容は、九都県市合同防災訓練実施大綱によるものとする。 

（２）職員の参集訓練 【総務局危機管理部】 

   本部、区本部、その他各部出先施設等の非常配備体制を確保し、各防災機関、市民との連

携を図るため、職員の参集訓練を実施する。 

   参集訓練の実施にあたっては、交通機関、自動車、自動二輪車、自転車等の利用を一部制

限又は全部禁止するなどのほか、勤務時間内外のさまざまな条件を加味したものとするよう

にし、ノウハウの蓄積・更新に努める。 

 ア 訓練内容 

   非常参集訓練、指令伝達訓練、安否情報収集訓練、本部（区本部）設置運営訓練等 

（３）無線通信訓練 【総務局危機管理部】 

（４）各部局で行う訓練 

   災害発生時に所管業務が迅速かつ的確に実施できるよう訓練を実施し、災害対応能力や意思

決定能力などを養うものとする。 

 ア 実施時期 

   訓練効果のある日を選び、年１回以上実施するよう努めるものとする。 
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 イ 訓練内容 

   災害時行動マニュアルの実証訓練などを実地または図上形式で行う。 

（５）小・中学校等の防災訓練 【こども未来局、教育委員会】 

   教育委員会及び各施設の管理者の指導のもとに年１回以上の訓練を行う。 

 

２ 防災関係機関が行う訓練 

 【関係機関】 

   各防災関係機関において、個別訓練を行い防災活動の円滑化を図る。実施方法等については、

おおむね次の表のとおりとする。 

   なお、必要に応じて市との連携訓練を行うものとする。 

 

区分 主催 内                容 

水 

 

 

防 

 

 

訓 

 

 

練 

市 

・ 

消 

 

防 

 

局 

・ 

署 

 市、消防局・署は、風水害等の災害に際し水防部隊の合理的運用と適正かつ能率的な水

防活動を行うため、各種訓練を実施する。 

１ 参加機関 

（１）市 

（２）消防局・署 

（３）消防団 

２ 訓練項目 

（１）消防隊訓練 

ア 招集及び部隊編成訓練 

イ 情報通信、本部運営訓練 

ウ 水防工法訓練 

工 救助、救急訓練 

（２）消防団の訓練 

  前（１）に準ずる。 
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区分 主催 内                容 

消 

 

防 

 

訓 

 

練 

消 

 

防 

 

局 

・ 

署 

 地震時の各種災害（地震火災等）に対処するため、各消防署において消防団、事業所、

市 

民を対象として基本的訓練を個別に行うとともに、その成果を踏まえて総合訓練を実施す

る。 

１ 参加機関 

（１）消防局・署 

（２）消防団 

（３）事業所 

（４）市民 

２ 訓練項目 

（１）消防団訓練 

ア 参集訓練及び初動措置訓練 

 イ 情報収集及び通信運用訓練 

 ウ 部隊編成訓練 

 エ 火災現場活動及び救急救護訓練 

（２）事業所及び市民訓練 

 ア 出火防止訓練 

 イ 初期消火訓練 

 ウ 応急・救護訓練 

 エ 通報連絡訓練 

 オ 身体防護訓練 

３ 実施時期及び場所 

  基礎訓練は随時実施する。総合訓練は年１回以上実施する。 

 

防災関係機関の訓練のあらまし 

区分 主催 内                容 

初

期

消

火

等

の

訓

練 

市 

・ 

消

防

局 

・ 

署 

 大地震と同時に発生が予想される火災、救急事象に備え、市、消防機関及び市民が、初

期消火、応急救護の協力体制を確立し、習熟することにより、自主防災組織等の防災体制

を整え、さらに防災意識の高揚を図る。 

１ 実施内容  

（１）各種消火器の取扱い指導及び消火器、水バケツ等による消火訓練 

（２）可搬式小型動力ポンプによる消火訓練 

（３）応急救護措置及び心肺蘇生法（ＡＥＤ） 

（４）起震車による地震動体験  

（５）その他 

２ 実施期間 

  年間随時。自主防災組織等の指定する場所。 
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区分 主催 内                容 

救

急 

・ 

救

助

訓

練 

消 

防 

局 

・ 

署 

 地震時において、多数の負傷者やエレベーター等における閉じ込め事故などが多数発生

することが予想される。このため、迅速・的確な救助活動の確立と関係機関の協力体制に

重点を置いた訓練を行い、震災時の救急・救助体制の確保に努める。 

１ 参加機関 

（１）市（区） 

（２）市民・事業所 

（３）市医師会 

（４）日本赤十字社千葉県支部 

２ 訓練項目 

（１）各種救助事象による救出訓練 

（２）負傷者の救急措置及び搬送訓練 

（３）現場救護所の設置訓練 

（４）救急・救護資機材の活用訓練 

３ 実施時期及び場所 

  九都県市合同防災訓練とあわせて実施するほか、火災予防週間等において行う。 

警 

 

備 

・ 

交

通

規

制

訓

練 

警 

 

察 

 

署 

 大地震が発生した場合、被害の拡大を防止するため、市民の避難誘導及び救助、犯罪の

予防、交通規制等の応急対策を実施し、市民の生命・身体及び財産を災害から保護するた

め、防災関係機関及び市民と協力して訓練を実施する。 

１ 訓練項目 

（１）部隊の招集、編成訓練 

（２）署現地対策本部等の設置訓練 

（３）交通規制訓練 

（４）情報収集伝達訓練 

（５）避難誘導訓練 

（６）救出救護訓練 

（７）通信訓練 

２ 実施時期 

  県、市、防災関係機関等が実施する訓練にあわせて実施する。 
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区分 主催 内                容 

各 

 

種 

 

機 

 

関 

 

別 

 

個 

 

別 

 

訓 

 

練 

京

成

電

鉄

㈱ 

 地震に関する基礎訓練、初動措置要領、心構え等について計画的に教育訓練を実施し、

その徹底を期するとともに、下記のとおり、関係自治体等が実施する総合防災訓練及び各

運動期間中職場ごとに行う防災訓練を実施する。 

１ 基本訓練（年２回以上実施） 

（１）情報伝達の方法 

（２）消火器の使用方法 

（３）救急処置 

（４）旅客の誘導案内方法 

２ 総合訓練（年１回実施） 

（１）情報連絡 

（２）復旧要員非常招集訓練 

（３）避難誘導訓練 

（４）負傷者の救急訓練 

（５）広報活動訓練 

ガ 

ス 

事 

業 

者 

 

製造所及び各事業所は、災害対策を円滑に推進するため、非常災害対策本部規則及び非常

時の各種措置要領に基づき防災訓練を実施する。 

１ 訓練項目 

（１）地震時の出動訓練 

（２）地震時の緊急措置及び通報連絡訓練 

（３）自衛消防訓練 

（４）各事業所間の応援体制訓練 

（５）災害を想定した応急措置、復旧計画訓練 

（６）その他国及び地方自治体等が実施する防災訓練への参加 

２ 実施回数 

年１回以上 

県

企

業

局 

大規模地震発生前の予知対応型訓練と応急復旧中心の発災対応型訓練を国、近隣都県、市

町村及び防災関係機関並びに市民の協力のもとに一体となって、総合的、実践的に実施する。 

東
京
電
力
パ
ワ
ー
グ
リ
ッ
ド
㈱ 

地震災害を想定した情報連絡訓練、復旧訓練（机上）並びに非常呼集訓練を年１回、全

社的に実施する。なお、復旧作業訓練、非常災害対策用物品の点検、整備については、風

水害等の訓練時にあわせて実施する。 

１ 訓練項目 

（１）情報連絡訓練 

（２）復旧訓練（復旧対策の机上計画、復旧作業訓練等） 

（３）災害対策用物品の整備点検を主とする演習 

２ 実施回数 

年１回以上 
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区分 主催 内                容 

各 

 

種 

 

機 

 

関 

 

別 

 

個 

 

別 

 

訓 

 

練 

Ｊ
Ｒ
東
日
本
㈱
千
葉
支
社 

１ 関係箇所長は関係社員に対し災害応急対策及び災害復旧に必要な次の訓練を行うととも

に、地方自治体及び防災機関が行う合同訓練に積極的に参加し必要な知識の習得に努める

ものとする。 

（１）非常参集訓練及び災害時の初動措置訓練 

（２）消防（通報・消火・誘導）訓練及び救出、救護訓練 

（３）旅客等の避難誘導訓練 

２ 防災訓練は、地方自治体その他防災機関と合同で行う。 

Ｎ

Ｔ

Ｔ

東

日

本

㈱ 

 震災予防措置、災害応急対策措置等を、円滑、迅速に遂行し得るよう防災訓練等を実施す

る。 

１ 訓練項目 

（１）災害予報又は警報等の情報伝達 

（２）非常招集 

（３）災害時における通信疎通確保 

（４）各種災害対策用機器の操作 

（５）電気通信設備等の災害応急復旧 

（６）消防及び水防 

（７）避難及び救護 

（８）国・県・市町村主催の防災訓練等 

２ 実施回数 

年１回以上 

 

３ 自主防災組織等が行う訓練 

   自主防災組織、町内自治会等を単位とする訓練及び複数の組織の連合による訓練を警察署、

消防局・署、消防団等の協力のもとに実施する。 

（１）実施時期 

   防災の日を中心とした日、又は訓練効果のある日を選び、年１回以上実施するよう努めるも

のとする。 

（２）訓練内容 

   出火防止訓練、初期消火訓練、避難誘導訓練、応急救護訓練、情報伝達訓練、応急給水訓練、

応急炊出し訓練、避難所運営委員会による避難所運営訓練、津波防災訓練、発電機操作その他

の訓練 

 

 

第４ 調査・研究 

 【各局区・各関係機関】 

 

１ 関係機関との情報交換 

   国、都道府県、政令指定都市、その他市区町村、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地

方公共機関が策定した防災対策に関する計画・情報については、連絡を密にしてそれらの情報

交換に努める。 
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２ 図書・資料等の収集・整理 

   防災に関する学術刊行物をはじめ、その他防災に関する図書・資料等の収集・整理に努める。 

 

３ 専門的調査・研究 

   市の防災上特に問題となる事項については、以下のとおり、専門的調査・研究を実施するよ

う努める。 

   また、これらの調査・研究結果や気象情報等を総合的な防災情報システムとして、有機的か

つ的確な防災体制の確立に資するよう活用を図るものとする。 

（１）地震災害 

   市内６区に設置した地震計の震度データを活用することにより、的確な初動体制の確立、地

震災害対策の充実を図る。 

   市の防災上特に問題となる施設、地域等については、地質ボーリング調査その他の専門的調

査・研究を実施するよう努める。 

   また、宅地化の進展や都市の高層・深層化等に代表される地域の著しい変貌状況や調査技術

の進展に併せて、随時総合的な防災特性の把握に努める。 

   ※千葉市地震計設置場所（資料 3-2） 

（２）風水害等 

   大雨・台風等の自然災害による被害の想定や降雨特性等に関する調査研究の実施をはじめと

して、著しく変貌する地域の状況や調査技術の進展にあわせて、随時総合的な防災特性の把握

に努めるものとする。 

   また、これらの調査・研究結果や気象情報等を総合的な防災情報システムとして、有機的か

つ的確な防災体制として確立されるよう、必要な施設・設備及びソフトの導入手順等について、

研究・調査する。 

 

 

第５ り災証明書交付体制の整備 

 【総務局危機管理部・各局区・各関係機関】 

 

  り災証明書は、災害により被災した住家について、その被害の程度を証明するものであり、被

災者生活支援等の判断材料として極めて重要な役割を果たしていることから、平常時から住家被

害の調査について、従事する職員の研修等による育成、り災証明書を交付する被災者支援システ

ムの整備、及び災害時受援計画に基づく他の自治体との連携の実効性の向上を図るなど、り災証

明書を遅滞なく交付できるよう、必要な業務の実施体制の確保を図る。  
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第１３節 雪害予防対策 

【総務局危機管理部、全局区等、関係機関、市民、事業者】 

 

雪害予防対策は、共通編本章各節に定められた内容と異なることが多いため、雪害に特化した予

防対策について本節にて定める。 

なお、本節に定めのない事項は、共通編本章各節に基づくものとする。 

 

第１ 基本的な考え方 

【総務局危機管理部、全局区等、関係機関、市民、事業者】 

 

１ 雪害予防対策の趣旨 

大雪発生時においても交通、通信及び電力供給等の確保、帰宅困難者の発生抑制、農作物等の

被害防止を図るため、予防対策を行うものとする。 

また、「大雪時においては不要・不急の外出を控える」、「早期の帰宅」を啓発する等、自らの安

全は自らで守る「自助」の考え方を普及し、被害の軽減に努めるものとする。 

 

第２ 想定される災害 

【総務局危機管理部、全局区等、関係機関、市民、事業者】 

 

１ 大雪による被害想定 

平成 26 年 2 月 8 日から 9 日にかけて南岸低気圧の通過の影響による大雪により、千葉市（千

葉特別地域気象観測所）では、昭和 41 年の観測開始から最大となる 33ｃｍの積雪を観測し、

転倒による人的被害、公共交通機関の運行停止に伴う帰宅困難者の発生等の様々な被害が生じ

た。 

そのため、本計画では当該大雪と同規模の被害を想定する。 

 

（１）最深積雪 ３３ｃｍ 

（２）想定される被害 

被  害  種  別 被  害  内  容 

人 的 被 害 転倒、交通事故、物的損壊に伴う死傷等 

物 的 被 害 家屋等の損壊、倒木による物的被害等 

交 通 被 害 
道路交通の不通（立ち往生車両・放置車両等）、公共交通機関（鉄

道・軌道・バス）の運休等 

ラ イ フ ラ イ ン 被 害 停電及び通信の途絶 

そ の 他 被 害 
公共交通機関の運行停止に伴う帰宅困難者の発生、農作物被害

等 
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第３ 道路の雪害防止体制の整備 

【都市局、建設局、千葉国道事務所、東日本高速道路㈱千葉・市原管理事務所、千葉県警察、（一社）

千葉市建設業協会】 

 

１ 道路の除雪・凍結防止活動体制の整備 

【建設局、千葉国道事務所、東日本高速道路㈱千葉・市原管理事務所、（一社）千葉市建設業協会】 

各道路管理者は、大雪時に幹線道路の安全な道路交通を確保するため、次の予防対策を実施す

るものとする。 

なお、建設局は、降雪期の前に（一社）千葉市建設業協会と締結している「除雪等業務の協力

に関する基本協定書」に基づく協力体制の確認を行うものとする。 

（１）職員の配備体制及び連絡系統の確立 

（２）除雪委託業者との連絡体制の確立 

（３）優先除雪路線及び除雪実施者の検討 

（４）除雪用資機材・凍結防止剤の確保 

（５）除雪委託業者が所有する除雪活動に使用可能な車両、器具の把握 

（６）道路パトロール車等の滑り止め装置の確保 

 

２ 倒木対策 

【都市局、建設局、千葉国道事務所、東日本高速道路㈱千葉・市原管理事務所】 

各道路管理者等は、積雪時に道路・電線に街路樹等が倒れることに備えて、あらかじめパトロ

ールを実施し必要に応じて剪定、支柱等の手入れ等の対策を行うものとする。 

 

３ 放置車両対策 

【建設局、千葉国道事務所、東日本高速道路㈱千葉・市原管理事務所、千葉県警察】 

   各道路管理者及び千葉県警察は、緊急通行車両の通行の妨げとなる放置車両の移動等につい

て、円滑に対応できるよう努めるものとする。 

（１）道路管理者 

   災害対策基本法第７６条の６の規定により、指定した道路の区間（指定道路区間）内におけ

る放置車両の移動等を行える体制を確保する。 

（２）警察 

   災害対策基本法第７６条の３の規定により、交通の規制を行った区間（通行禁止区域等）内

における放置車両の移動等を行える体制を確保する。 

 

 

第４ 公共交通機関の雪害防止体制の整備 

【ＪＲ東日本㈱千葉支社、京成電鉄㈱、千葉都市モノレール㈱、各バス事業者】 
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１ 鉄道事業者 

【ＪＲ東日本㈱千葉支社、京成電鉄㈱】 

ＪＲ東日本㈱千葉支社及び京成電鉄㈱は、運行の確保及び除雪を円滑に実施するため、次の予

防対策を行うものとする。 

（１）鉄道施設の除雪体制の整備 

（２）振り替え輸送体制の整備 

（３）除雪・融雪用資機材の備蓄 

（４）関係機関との連絡体制の整備 

 

２ 軌道事業者 

【千葉都市モノレール㈱】 

千葉都市モノレール㈱は、運行の確保及び除雪を円滑に実施するため、次の予防対策を行うも

のとする。 

（１）軌道施設の除雪体制の整備 

（２）振り替え輸送体制の整備 

（３）除雪・融雪用資機材の備蓄 

（４）関係機関との連絡体制の整備 

 

３ 各バス事業者 

各バス事業者は、運行の確保及び除雪を円滑に実施するため、次の予防対策を行うものとする。 

（１）バス停の除雪体制の整備 

（２）要請に基づくバス代行輸送の実施体制の整備 

（３）タイヤチェーンの備蓄 

（４）除雪・融雪用資機材の備蓄 

（５）関係機関との連絡体制の整備 

 

第５ ライフライン施設の雪害防止体制の整備 

【東京電力パワーグリッド㈱千葉総支社、ＮＴＴ東日本㈱】 

 

１ 電気施設 

【東京電力パワーグリッド㈱千葉総支社】 

東京電力パワーグリッド㈱千葉総支社は、大雪時においても電力供給を継続するため、次の

予防対策を行うものとする。 

（１）電線に多量の氷雪が付着し、それに風圧が加わって電線が切断されたり、電柱などの支持物

が破損を受けないよう建設時の地形選定及び施工法を適切にする。 

（２）樹木の傾斜又は倒木による電気施設の事故を防止するため、平常時から、樹木の伐採等に努

める。 

（３）電線に接近して倒壊しやすい工作物（テレビアンテナ等）を設置しないよう平常時から周知
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を図る。 

 

２ 通信施設 

【ＮＴＴ東日本㈱】 

  ＮＴＴ東日本㈱は、大雪による被害を防止するための予防対策を風水害対策に準じて行うもの

とする。 

 

第６ 市有施設の雪害防止体制の整備 

【施設所管局区、施設管理者】 

 

１ 施設の除雪体制の整備 

施設所管局区及び施設管理者は、施設利用者の安全を確保するため、次の予防対策を行うも

のとする。 

（１）優先除雪箇所（施設周辺及び施設利用者の通行経路等）の選定、人員体制の確認 

（２）除雪用資機材の備蓄（スコップ等） 

 

 

第７ 帰宅困難者の安全確保体制の整備 

【総務局危機管理部、都市局、各区、千葉県警察、ＪＲ東日本㈱千葉支社、京成電鉄㈱、千葉都市

モノレール㈱、関係事業者】 

 

基本的な内容については、本章第８節「帰宅困難者等対策」に準ずるが、大雪時の帰宅困難者

対策について、次の予防対策を行うものとする。 

 

１ 基本的な考え方 

平成 26年 2月 8日から 9日にかけての大雪では、鉄道やバス・タクシーなどが運休となった

ため、ＪＲ千葉駅周辺などで大量の帰宅困難者が発生し、市・県の施設では合計約 2,400人の

帰宅困難者を受け入れた。 

今後も同様の事例が発生することを想定して、市は関係機関との連携・協力体制を確立し、

大雪時の帰宅困難者対策を推進するものとする。 

２ 各関係局区・各関係機関の予防対策 

各関係局区・各関係機関は帰宅困難者の安全を確保するため、次の予防対策を実施するものと

する。 

（１）総務局危機管理部 

 ア （仮称）大雪時における帰宅困難者対策マニュアルの作成 

 イ 各関係機関との情報連絡体制の確保 

 ウ 一時滞在施設の指定・確保 

（２）都市局 
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   ＪＲ東日本㈱千葉支社、京成電鉄㈱、千葉都市モノレール㈱及び各バス事業者との連絡調

整体制の確保 

（３）各区 

 ア 一時滞在施設への誘導体制の整備 

 イ 避難所・区役所等を一時滞在施設として使用した場合の運営体制の整備 

（４）ＪＲ東日本㈱千葉支社、京成電鉄㈱、千葉都市モノレール㈱ 

 ア 大雪時の利用者の保護に係る方針の策定 

 イ 一時滞在施設への案内体制の整備 

 

 

第８ 農作物の雪害防止体制の整備 

【経済農政局】 

 

１ 農作物の雪害防止予防対策 

経済農政局は、農業者に対し、次の事項について普及啓発を行うものとする。 

（１）積雪により想定される農作物への被害 

 ア 直接的な被害（積雪の重さ・沈降・移動・崩壊によるもの） 

 イ 間接的な被害（積雪による冷水害） 

（２）野菜に対する予防対策 

 ア ビニールハウスは、強度が弱いため、丸太等で各部を補強すること。 

イ ビニールハウスは、積雪が 20ｃｍ以上になると倒壊の危険があるため、除雪を行うこと。 

（３）果樹に対する予防対策 

ア 降雪荷重による枝折れ、裂傷及び倒状を避けるために支柱を立てるとともに、竹竿等を利

用して枝をゆさぶり、雪を落とすこと。 

イ 降雪後の寒風害を防止するため、必要に応じて防風林、防風網の設置、整備を行うこと。 

 

 

第９ 市民の自助、地域による共助 

【総務局危機管理部、市民】 

 

１ 自助の取り組み 

【総務局危機管理部、市民】 

大雪時における被害及び混乱の拡大を防止するため、市民は次の予防対策を行うとともに、

市は市民の予防対策について普及啓発を行うものとする。 

（１）予防対策及び普及啓発 

ア 大雪時の行動の確認 

（ア）不要・不急の外出の自粛 

（イ）早期の帰宅 
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（ウ）積雪時の歩き方 

（エ）やむを得ず車両を道路上に放置する場合の行動 

イ 除雪用資機材（スコップ等）の準備 

大雪時に備え、除雪用資機材（スコップ等）を備えるように努めるとともに、雪道を運転

する場合は、車内にスコップ、飲食料及び毛布等を備えておくよう心がけるものとする。 

ウ スタッドレスタイヤ・タイヤチェーンの準備 

 

２ 共助の取り組み 

【市民】 

市は、幹線道路から優先的に除雪するため、全ての生活道路の除雪は行えない。 

そのことを踏まえ、市民は互いに助け合って、生活道路の除雪活動を行うことができるよう、

除雪用資機材（スコップ等）の備蓄や除雪箇所の選定等、除雪活動体制の整備を行うものとする。 
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第１４節 火山災害予防対策  

【総務局危機管理部、全局区等、関係機関、市民、事業者】 

 

 火山災害の予防対策は、共通編本章各節に定められた内容と異なることが多いため、火山災害に

特化した予防対策について本節にて定める。 

 なお、本節に定めのない事項は、共通編本章各節に基づくものとする。 

 

第１ 基本的な考え方 

【総務局危機管理部、全局区等、関係機関、市民、事業者】 

 

１ 火山災害予防対策の趣旨 

  火山噴火発生時においても上下水道、通信及び電力供給等の確保、農作物等の被害防止を図る

ため、予防対策を行うものとする。 

 

 

第２ 想定される災害 

【総務局危機管理部、全局区等、関係機関、市民、事業者】 

 

１ 火山噴火による被害の概要 

  本市においては、周辺の活火山（富士山、箱根山、伊豆大島等）から距離が離れているため、

溶岩流、火砕流、噴石による影響はないと考えられる。 

  しかしながら、1707年に発生した富士山の宝永噴火では、100km以上離れた房総半島にまで火

山灰が降り、本市域周辺には４～８ｃｍ程度の降灰があったとされている。 

  今後、宝永噴火のような大規模な噴火が発生する可能性は、小規模な噴火が発生する可能性に

比べ低いとされているが、大規模噴火の可能性が否定されている訳ではない。また、噴火の発生

間隔に明確な規則性がないことから、将来の発生時期を予測することも困難であるとされている。 

  そのため、本計画では、平成 16 年に国の富士山ハザードマップ検討委員会で想定された噴火

（宝永噴火と同等規模の噴火）による降灰を対象とする。 

（１）火山灰の特徴 

 ア 粒子の直径が２mm より小さな噴出物。 

 イ マグマが噴火時に破砕・急冷したガラス片・鉱物結晶片であり、鋭い破面を持っている。 

 ウ 乾燥した火山灰粒子は絶縁体だが、水に濡れると酸性を呈し、導電性を生じる。 

 エ 水に濡れると硫酸イオン等が溶出する。硫酸イオンは金属腐食の要因である。 

 オ 溶出した硫酸イオンは火山灰に含まれるカルシウムイオンと反応し、硫酸カルシウム（石

膏）となる。 
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（２）降灰予測 

   平成 16 年６月に富士山ハザードマップ検討委員会から公表された報告書によると、宝永  

噴火と同程度の大規模噴火が発生した場合の本市における降灰は２～10ｃｍと想定されてい

る。 

   なお、下記の図は富士山ハザードマップ検討委員会が平成 16 年に作成したもので、宝永噴

火と同程度の噴火が発生した場合の月別降灰分布図を 12 か月分重ね合わせ、各地点で最も厚

く堆積している月別降灰分布図の降灰堆積深をその地点の降灰堆積深としている。 

   また、降灰は１年を通した偏西風の影響により、富士山の東側に多く堆積すると予測されて

いる。 

 

噴 火 の 規 模 
規   模 宝永噴火と同程度 

降灰期間 16日間 

降 灰 の 範 囲 市内全域 

降 灰 堆 積 深 ２～10ｃｍ 

 

≪富士山降灰可能性マップ≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：富士山ハザードマップ検討委員会報告書） 

（３）火山灰による被害 

 ア 火山灰が与える影響 

   火山灰が与える影響としては、呼吸器系の不調、眼の異常、皮膚への刺激といった健康被害、

給水への支障、農作物被害等といった社会的な問題が生じることがある。 
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 イ 大量の火山灰の堆積による被害 

   火山灰は、雪のように溶けることはなく、水を含むと互いにくっつき、密度を増し、コンク

リート状となって重くなり、堆積量によっては、家屋を倒壊させたり、河川の川床を上げるこ

とで、河川の氾濫を誘発させ、生活基盤を破壊することが考えられる。 

   なお、農作物に付着すると、なかなか排除することができず、大量の火山灰が堆積すると農

業に甚大な被害をもたらすこととなる。 

 ウ その他の被害や特徴 

   火山灰は、自動車のエンジンフィルターを詰まらせたり、スリップを誘発させるなど、車両

の走行に影響を与え、航空機においては、エンジンが火山灰を吸引すると停止してしまうため、

火山灰が浮遊する航路は全く使用不可能となってしまうなど、交通に大きな支障を及ぼすこと

となる。 

   なお、電柱等の碍子
が い し

の漏電により停電が発生する可能性があり、断水など、市民生活に大き

な影響を与えるおそれや、細かい粒子によりパソコン、コンピューター等の電子機器が故障し、

通信、金融といった現代産業に大きな打撃を与えること等も懸念されている。 

 

項 目 防災上留意すべき特徴、対応上の課題 

発生条件 高い噴煙柱が形成された場合に大量降灰となる。 

発生時間 噴火が始まってから降灰が降り積もるまで時間的余裕がある。 

危険性 

直接死傷する危険性はほとんどない。 

火口周辺や風下など、高温の火山灰・火山れきが大量につもる場合は、木造家屋

が火災を起こす危険性がある。 

体育館などの避難所でも降灰の重量で被害を受けるものがある。 

降灰中の屋外作業は転倒・車両走行不能・交通事故の危険性がある。 

降灰により道路上で車両が立ち往生した場合にはその後の道路確保を困難にす

る。 

交通機関が広域的に停止し、停電・信号故障が発生する可能性もあり、救援活動

も停滞する。灰粒子浮遊により、航空機は飛べなくなる。 

交通支障により、生活物資の搬送が行えなくなる。 

東京などでも大量の帰宅困難者が発生する。 

経済活動に広域的かつ甚大な影響を与える。 

健康被害（気管支など）が多数発生する。 

積もった降灰から火山ガスが発生する場合があり、風通しの悪い場所では火山ガ

ス中毒の危険性もある。 

降灰によって発生した土石流などによって流出した土砂が川床上昇を引き起こ

し、洪水氾濫の危険性が増大する。 
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項 目 防災上留意すべき特徴、対応上の課題 

危険性 土石流・浸水被害が続く。 

範 囲 

大量の降灰は高層風によって運ばれるため、大量降灰域は東方を中心とする可能

性が高い。 

きわめて広範囲（南関東一帯）に降灰があるため、降灰域外への避難は不可能。 

対 応 
30ｃｍ以上堆積すると建物に被害が出る可能性があるが、降灰の休止中に灰下ろ

しができれば被害を免れる。 

復 旧 道路確保や市街地の復旧、川床上昇対策に多大な除灰作業が必要となる。 

（出典：富士山ハザードマップ検討委員会報告書） 

 

 

第３ 道路の火山災害防止体制の整備 

【建設局、千葉国道事務所、東日本高速道路㈱千葉・市原管理事務所】 

 

１ 道路の除灰活動体制の整備 

【建設局、千葉国道事務所、東日本高速道路㈱千葉・市原管理事務所】 

   各道路管理者は、降灰時に道路交通の確保が図られるよう、次の予防対策を実施するものと

する。 

（１）職員の配備体制及び連絡系統の確立 

（２）優先除灰路線の検討 

（３）除灰活動の業者委託の検討 

（４）道路除灰作業用資機材の確保 

 

 

第４ 公共交通機関の火山災害防止体制の整備 

【ＪＲ東日本㈱千葉支社、京成電鉄㈱、千葉都市モノレール㈱、各バス事業者】 

 

１ 鉄道事業者 

【ＪＲ東日本㈱千葉支社、京成電鉄㈱】 

   ＪＲ東日本㈱千葉支社及び京成電鉄㈱は、降灰による被害を防止するため、次の予防対策を 

行うものとする。 

（１）鉄道施設の除灰体制の整備 

（２）除灰用資機材の備蓄 

（３）関係機関との連絡体制の整備 

 



第２章  災害予防計画 第１４節 火山災害予防対策 

                   共 - 143 - 

２ 軌道事業者 

【千葉都市モノレール㈱】 

   千葉都市モノレール㈱は、降灰による被害を防止するため、次の予防対策を行うものとする。 

（１）軌道施設の除灰体制の整備 

（２）除灰用資機材の備蓄 

（３）関係機関との連絡体制の整備 

 

３ 各バス事業者 

   各バス事業者は、降灰による被害を防止するため、次の予防対策を行うものとする。 

（１）バス停の除灰体制の整備 

（２）除灰用資機材の備蓄 

（３）関係機関との連絡体制の整備 

 

 

第５ ライフライン施設の火山災害防止体制の整備 

【建設局、市水道局、県企業局、四街道市上下水道部、東京電力パワーグリッド㈱千葉総支社、

ＮＴＴ東日本㈱】 

 

１ 上水道施設 

【市水道局、県企業局、四街道市上下水道部】 

   各水道事業体は、降灰による被害を防止するため、次の予防対策を行うものとする。 

（１）職員の配備体制及び連絡系統の確立 

（２）上水道施設の除灰体制の整備 

（３）除灰用資機材の備蓄 

 

２ 公共下水道施設 

【建設局】 

   建設局は、降灰による被害を防止するため、次の予防対策を行うものとする。 

（１）職員の配備体制及び連絡系統の確立 

（２）下水道施設の除灰体制の整備 

（３）除灰用資機材の備蓄 

 

３ 電気施設 

【東京電力パワーグリッド㈱千葉総支社】 

   東京電力パワーグリッド㈱千葉総支社は、降灰による被害を防止するため、次の予防対策

を行うものとする。 

（１）電気施設の除灰体制の整備 

（２）除灰用資機材の備蓄 
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４ 通信施設 

【ＮＴＴ東日本㈱】 

   ＮＴＴ東日本㈱は、降灰による被害を防止するための予防対策を風水害対策に準じて行う

ものとする。 

 

第６ 市有施設の火山災害防止体制の整備 

【施設所管局区、施設管理者】 

 

１ 施設の除灰体制の整備 

   施設所管局区及び施設管理者は、施設利用者の安全を確保するため、次の予防対策を行うも

のとする。 

（１）優先除灰箇所（施設周辺及び施設利用者の通行経路等）の選定、人員体制の確認 

（２）除灰用資機材の備蓄（スコップ等） 

 

 

第７ 農作物の火山災害防止体制の整備 

【経済農政局】 

 

１ 農作物の火山災害防止予防対策 

   経済農政局は、農業者に対し、次の事項について普及啓発を行うものとする。 

（１）共通事項 

   降灰による農作物の直接的な被害を回避するためには、被覆資材を用いて火山灰が直接 

付着するのを防止する以外にないのが現状である。 

（２）野菜に対する予防対策 

 ア 育苗期は、トンネルによる被覆保護を行うこと。 

 イ 被覆を行った場合は、トンネル内の昇温抑制、かん水等管理面に留意すること。 

（３）果樹に対する予防対策 

 ア 葉の被害を防ぐため生石灰液の散布を行うこと。 

 イ 収穫期を迎えている果実には、果実腐敗防止剤を散布すること。 

 

 

第８ 火山灰の処理体制の整備 

【総務局危機管理部、環境局、建設局、施設所管局区】 

 

１ 火山灰の処理体制の現状・方針 

（１）総務局危機管理部、環境局 

   先進事例の調査・研究、国・県の動向などを踏まえ、一般家庭の宅地内に降った火山灰の
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収集・運搬体制、仮置き場及び処分場の選定・確保等の処理体制について、検討するものと

する。 

（２）建設局、施設所管局区 

   所管する施設等で収集した火山灰の仮置き場への運搬体制について、検討するものとす

る。 

  



 

 

第３章 災 害 復 旧 計 画 

 

 

節 計      画      名 ページ 

1 

2 

3 

4 

激甚災害の指定 

市民生活安定のための緊急措置 

被災施設の復旧等 

復興計画の策定 

共 147 

共 149 

共 171 

共 172 
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第１節 激甚災害の指定 

【総務局危機管理部、適用対象事業所管局】 

 

第１ 激甚災害指定の手続 

 

激甚災害指定の手続は、次のとおり行われることになる。 

 

１ 本部長（市長）は、災害が発生した場合は、速やかにその被害の状況及びこれに対してとられ

た措置の概要を県知事に報告する。県知事に報告できない場合は内閣総理大臣に報告する。 

 

２ 県知事は、本部長（市長）からの報告内容により、必要と認めたときは、内閣総理大臣に報告

する。 

（以上は、災害対策基本法第 53条による） 

 

３ 内閣総理大臣は、県知事の報告に基づき必要と認めたときは、中央防災会議の意見を聞いて、

激甚災害として指定すべき災害かどうか判断する。 

 

４ この場合、中央防災会議は、「激甚災害指定基準」又は「局地激甚災害指定基準」に基づいて、

激甚災害として指定すべき災害かどうかを答申する。 

 

５ 内閣総理大臣は、この答申を受けて閣議を開き、激甚災害指定が閣議決定され、続いて政令と

して公布される。 

 

以上のように行われる手続きの流れを図に示すと次のとおりになる。 

 
 

 

  

市 長 

報 

告 

 

県 知 事 

報

告 

 
 

 

諮 

 

問 

 

答 

 

申 

 

内閣総理大臣 

 

中央防災会議 

激甚災害指定基準 

 

局地激甚災害指定基準 

 

閣議決定 

 

政 令 公 布 

 災 害 名 

（適用条項） 
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第２ 激甚災害に関する被害状況等の報告 

 

 本部長（市長）は、激甚災害指定基準又は局地激甚災害指定基準を十分考慮して、災害状況等を

県知事に報告する。 

 被害状況等の報告は、災害が発生したときから当該災害に対する応急措置が完了するまでの間、

次に掲げる事項について行う。 

 

 

（１）災害の原因 

（２）災害が発生した日時 

（３）災害が発生した場所又は地域 

（４）被害の程度（災害対策基本法施行規則別表第１に定める事項） 

（５）災害に対しとられた措置 

（６）その他必要な事項 

 

 

 

第３ 激甚災害指定の基準 

 

いわゆる激甚災害については、「激甚災害指定基準」（昭和 37 年 12 月７日・中央防災会議決定、

のち数次の追加改正あり）と、「局地激甚災害指定基準」（昭和 43 年 11 月 22 日・中央防災会議決

定、のち数次の追加改正あり）の２つの指定基準がある。 

※激甚災害指定基準（資料 10-3） 

 

 

第４ 特別財政援助額の交付手続 

 

 本部長（市長）は、激甚災害又は局地激甚災害の指定を受けたときは、速やかに関係調書等を作

成し、県各部局に提出し、公共施設の災害復旧事業が迅速かつ円滑に実施できるよう措置する。 

なお、激甚災害に係わる財政援助措置の対象は、以下のとおりである。 

①公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助 

②農林水産業に関する特別の助成 

③中小企業に関する特別の助成 

④その他の財政援助及び助成 

※災害復旧に伴う国の財政援助等（資料 10-4） 
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第２節 市民生活安定のための緊急措置 

 

第１ 被災者台帳の作成 

【総務局危機管理部、保健福祉局、各区】 

 

市域に災害が発生した場合において、当該災害の被災者の援護を総合的かつ効率的に実施するた

め、必要があると認めるときは、被災者台帳を作成する。 

被災者台帳は、被災者支援システム等により作成し、必要に応じて関係局区で共有できるように

する。 

 

１ 担当部署 

  区本部（被災者支援班）は、被害認定調査結果（り災証明書の申請等による）に基づき、被災

者台帳を作成・管理する。 

 

２ 記載事項 

  被災者台帳には、被災者に関する下記事項を記載し、又は記録する。 

 

―「被災者台帳」の記載事項― 

１ 氏名 

２ 生年月日 

３ 性別 

４ 住所又は居所 

５ 住家の被害その他市長が定める種類の被害の状況 

６ 援護の実施状況 

７ 要配慮者であるときは、その旨及び要配慮者に該当する事由 

８ その他 

 

 

３ 台帳情報の利用及び提供 

  市は、下記条件に該当する場合、被災者に対する援護に必要な限度で、台帳情報を市内部で利

用するとともに外部に提供する。 

 

―台帳情報の利用及び提供条件― 

１ 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき 

２ 被災者に対する援護の実施に必要な限度で台帳情報を内部で利用するとき 

３ 他の地方公共団体に台帳情報を提供する場合において、台帳情報の提供を受ける者が、被災

者に対する援護の実施に必要な限度で提供に係る台帳情報を利用するとき 
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第２ り災証明書の交付 

【総務局危機管理部、消防局、各区】 

 国、県及び市において、租税、保険料等の減免及び徴収猶予や住宅新築・補修に要する資金の貸

し受け等の各種公的融資などを実施する場合に、当該災害によって被災したという証明が必要とな

ることから、被災者から申請があったときは、速やかに被害状況を調査し、被災者に対して遅滞な

くり災証明書を交付する。 

 被害の程度等を調査する際、必要に応じて、航空写真、被災者が撮影した住家の写真、応急危険

度判定の判定結果等を活用するなど、適切な手法により実施するものとする。 

 

１ 担当部署 

  り災証明書の交付事務は、区本部（被災者支援班）が担当し、被害状況により、担当職員を別

途増員するとともに、災害総合相談窓口（後述）で一元的に対応する。 

  なお、本部が設置されない場合、又は廃止された以降については、総務局危機管理部の協力に

より区が担当する。 

 

２ 交付の手続 

  区本部（被災者支援班）は、区本部に集約された個別調査結果（住家に係る被害認定調査結果

等）に基づき、「被災者台帳」を作成し、被災者の「り災証明書」交付申請に対してこの「被災者

台帳」により確認のうえ、交付する。なお、「被災者台帳」により確認できないときでも、申請者

の立証資料をもとに客観的に判断できるときは「り災証明書」を交付するものとする。 

 

３ 証明の範囲 

  「り災証明書」の交付は、災害対策基本法第２条第１号に規定する災害で、次の事項について、

証明するものとする。 

－「り災証明書」の証明事項－ 

（１）住家 

ア 全壊 

イ 流失 

ウ 中規模半壊 

エ 準半壊 

オ 半壊 

カ 大規模半壊 

キ 床上浸水 

ク 床下浸水 

ケ 全焼 

コ 半焼 

サ 部分焼 

シ ぼや 

※ケ～シについては、消防局又は消防署において交付する。 

（２）その他市長が必要と認める事項 
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４ その他 

  り災証明については、証明手数料を徴収しない。 

  ※り災証明書様式（資料 10-1） 

  なお、前記３（１）キ～コにあたっては、消防局で定めた様式とする。 

 

 

第３ 被災者台帳の作成及びり災証明書の交付の体制強化 

 

 「第１ 被災者台帳の作成」及び「第２ り災証明書の交付」業務については、平常時から当該

業務に従事する職員を育成するなど、市の体制強化に向けた取組みを推進するとともに、大規模な

災害が発生した場合には、迅速かつ正確に業務を履行するため、他の自治体からの応援により体制

の強化を図る。 

 

 

第４ 被災者の生活確保 

 

１ 被災者支援の仕組みの整備 

【関係各局区等】 

  被災者支援を確実に進めるため、被災者一人ひとりの被災状況や生活状況の課題等を個別の相

談等により把握した上で、必要に応じ専門的な能力をもつ関係者と連携しながら、当該課題等の

解消に向けて継続的に支援することにより、被災者の自立・生活再建が進むようマネジメントす

る取り組みである、災害ケースマネジメントの実施に努める。 

 

２ 被災者支援情報の提供 

【総務局危機管理部、市民局、各区、関係各局区等】 

  被災者支援情報をわかりやすく提供するための WEB サイト「千葉市被災者支援ナビ」により、

被災者支援制度の周知を図る。 

  また、必要に応じて、市政だより（臨時号を含む。）やチラシを作成し配布等することにより、

被災者支援情報の提供に努める。 

 

３ 職業の斡旋 

【経済農政局】（災害対策本部担当班：経済班） 

  震災により離職を余儀なくされた被災者の職業の斡旋について、県地域防災計画では、千葉労

働局が離職者の把握に努め、被災状況を勘案のうえ、被災地域を管轄する公共職業安定所を通じ、

次の措置を講じることとしている。 

 

 

（１）被災者のための臨時職業相談窓口の設置 

（２）巡回職業相談の実施 
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  市は、臨時市民相談所等において、離職を余儀なくされた被災者への相談事業を行う。 

  また、早期再就職を促進するため必要と認めた場合は、臨時職業相談窓口の開設又は巡回職業

相談の実施を要請する。 

 

 

４ 税等の徴収猶予及び減免 

【財政局】 

（１）市税等 

 ア 納税期限の延長 

   災害により、納税義務者等が期限内に申告その他の書類の提出又は市税を納付もしくは納入

することができないと認めるときは、次の方法により災害がおさまったあと２か月以内に限り、

当該期限を延長する。 

 （ア）災害が広範囲に発生した場合は、市長が職権により適用の地域及び期限の延長日を指定す

る。（市税条例第５条） 

 （イ）その他の場合、災害がおさまった後、被災納税義務者等による申請があったときは、市長

は納期限を延長する。（市税条例第５条） 

 イ 徴収猶予 

   災害により財産に被害を受けた納税義務者等が市税を一時に納付し、又は納入することがで

きないと認められるときは、その者の申請に基づき１年以内において徴収を猶予する。なお、

やむを得ない理由があると認められるときは、さらに１年以内の延長を行うものとする。 

（地方税法〔昭和 25年法律第 226号〕第 15条） 

 ウ 減免 

   被災した納税（納付）義務者に対し、該当する各税目等について、市長又は区長が次により

減免を行う。 

 

減免措置の対象となる税目等 

税    目 減   免   の   内   容 

個 人 の 市 民 税 

（個人の県民税を含む） 
被災した納税義務者の状況に応じて減免を行う。（市税条例第９条） 

固定資産税・都市計画税 
災害により著しく価値が減じた固定資産について行う。 

（市税条例第９条）（地方税法第 702条の 8） 

軽  自  動  車  税 被災した納税義務者の状況に応じて減免を行う。(市税条例第９条) 

特 別 土 地 保 有 税 災害により著しく価値を減じた土地について行う。(市税条例第９条) 

事  業  所  税 被災した納税義務施設の状況に応じて減免を行う。（市税条例第９条） 

国 民 健 康 保 険 料 被災した納付義務者の状況に応じて減免を行う。(国民健康保険条例第 33条) 

（２）県税・国税 

   国及び県は、被災者の納付すべき国税及び県税について、法令及び県条例の規定に基づき、
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申告、申請、請求、その他書類の提出又は納付もしくは納入に関する期限の延長、徴収猶予及

び減免の措置を災害の状況により実施する取り扱いになっている。 

（３）広報 

   税等の納税緩和・減免措置等に関する広報活動については、本部もしくは区本部が設置され

る期間においては、災害応急対策編第１章第３節及び同編第２章第３節「災害時の広報」によ

り行う。 

   また、本部若しくは区本部廃止後においては、「市政だより」もしくはチラシの配布等により

行う。 

 

５ 災害援護資金等の貸付 

（１）災害援護資金【保健福祉局】 

   市が、災害弔慰金の支給等に関する法律（昭和 48年法律第 82号）の規定に基づき制定した

「災害弔慰金の支給等に関する条例」により実施する貸付制度である。 

   そのあらましは、以下のとおりである。 

 

（災害弔慰金の支給等に関する法律に基づく準拠基準による。） 

対象となる災害 

ア 千葉市に災害救助法が適用された場合の自然災害 

イ 県内で自然災害により災害救助法による救助が行われた市町村が１箇

所でもある場合の災害 

貸 付 対 象 者 

 上記の自然災害で被害を受けた世帯の世帯主。ただし、世帯の総所得の限度

額を世帯構成人数に応じて、以下のように定める。 

ア １人   … 220万円未満 

イ ２人   … 430万円未満 

ウ ３人   … 620万円未満 

エ ４人   … 730万円未満 

オ ５人以上 … 730万円に加えて 

（世帯構成人数 － ４人）×30万円 

ただし、住居滅失の場合は 1,270 万円 

貸 付 対 象 と な 

る 被 害 の 程 度 

ア 療養に要する期間が１か月以上である世帯主の負傷 

イ 住居又は家財の被害金額が当該住居又は家財の価格のおおむね３分の１以 

上の損害であると認められる場合 

償 還 期 限 10 年（うち据置期間３年） 

償 還 方 法 半年賦 

利     率 年１％（据置期間は無利子） 

財     源 ３分の１を市（指定都市）負担 

 

（２）生活福祉資金【市社会福祉協議会】 

   市社会福祉協議会を窓口として、貸付けを行う制度である。 

   貸付内容その他制度のあらましは、以下のとおりである。 
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 ア 福祉資金 災害援護費（災害を受けたことにより臨時に必要となる経費） 

  ※ 福祉費の借受人は、民生委員の指導援助を併せて受ける。 

 

 イ 緊急小口資金 

 

６ 災害弔慰金等の支給 

（１）災害弔慰金 【保健福祉局】 

   市が、災害弔慰金の支給等に関する法律の規定に基づき制定した「災害弔慰金の支給等に関

する条例」により実施する弔慰金の支給制度である。 

資 金 の 内 容 

（具体的な経費） 

・被災した住宅を復旧するための経費 

 住宅に被害を受けた場合は「住宅改修費（最大４００万円）」との重複貸付が 

可能。 

・被災により転居するための経費 

・被災した家財道具等を購入するための経費 

・主たる生計手段である田畑、工場、倉庫等が被災した場合の復旧経費 

 （対象は個人事業に限る） 

貸 付 対 象 者  低所得世帯 

貸 付 金 額  一世帯 １５０万円以内 

据 置 期 間  貸付後６か月以内 

償 還 期 間  据置期間経過後７年以内 

償 還 方 法  原則、口座振替により月賦 

利     子 
 連帯保証人を立てた場合は無利子 

 連帯保証人を立てない場合は年１．５％（据置期間中は無利子） 

連 帯 保 証 人 

 原則として、千葉県内に居住する６５歳未満の方で、返済完了時点まで保証能力

（返済能力）を有している連帯保証人１名が必要。 

 ただし、借受人もしくは連帯借受人に返済能力がある場合には、連帯保証人が

立てられない場合でも申請することができる。 

申 込 方 法 

 官公署が発行するり災証明書等、必要経費のわかる書類等を準備し、市社会福

祉協議会各区事務所へ申し込む。 

 なお、大規模災害により「災害救助法」が適用された場合、「災害援護資金」の

貸付が本資金より優先となる。  

資 金 の 内 容 
 火災等の被災によって、緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合の生

活費 

貸 付 対 象 者  低所得世帯 

貸 付 金 額  一世帯 １０万円以内 

据 置 期 間  貸付後２か月以内 

償 還 期 間  据置期間経過後１２か月以内 

償 還 方 法  原則、口座振替により月賦 

利 子  無利子 

連 帯 保 証 人  不要 

申 込 方 法 
 官公署が発行するり災証明等必要経費のわかる書類を準備し、市社会福祉協議

会各区事務所へ申し込む。 
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   そのあらましは、以下のとおりである。 

   （災害弔慰金の支給等に関する法律に基づく準拠基準による。） 

対象となる災害 

ア 千葉市の市域内で５世帯以上の滅失があった自然災害 

イ 県内で自然災害により災害救助法による救助が行われた市町村が１箇所でも 

ある場合の災害 

ウ その他厚生労働大臣が上記と同等と認める特別の事情がある場合の自然災害 

支 給 対 象 
上記の災害による死亡者 

    (当該災害のやんだ後３ヵ月以上の行方不明者をふくむ) 

支給対象遺族 
 死亡当時の配偶者（事実婚をふくむ。）、子、父母、孫、祖父母を対象とする。 

なお、兄弟姉妹は対象としない。 

支  給  額 
ア 主たる生計維持者の死亡        500万円 

イ その他                250万円 

費 用 負 担 
国２分の１、県４分の１、市４分の１ 

ただし、県、市の負担分は特別交付税で算定される。 

 

 

（２）災害障害見舞金 【保健福祉局】 

   市が、災害弔慰金の支給等に関する法律の規定に基づき制定した「災害弔慰金の支給等に関

する条例」により実施する見舞金の支給制度である。 

   そのあらましは、以下のとおりである。 

（災害弔慰金の支給等に関する法律に基づく準拠基準による） 

対象となる災害 

ア 千葉市の市域内で５世帯以上の滅失があった自然災害 

イ 県内で自然災害により災害救助法による救助が行われた市町村が１箇所でも

ある場合の災害 

ウ その他厚生労働大臣が上記と同等と認める特別の事情がある場合の自然災害 

支 給 対 象 上記の災害により精神又は身体に重度の障害を受けた者とする。 

支  給  額 
ア 主たる生計維持者の障害         250万円 

イ その他                 125万円 

費 用 負 担 
国２分の１、県４分の１、市４分の１。 

ただし、県、市の負担分は特別交付税で算定される。 

 

（３）災害見舞金の支給 【総務局危機管理部、各区保健福祉センター】 

   市が、制定した「千葉市災害見舞金の支給等に関する要綱」により実施する災害見舞金の支

給制度である。 

   そのあらましは、以下のとおりである。 
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対象となる被害 

 

 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、火災等の災害により生ずる 

被害 

支 給 対 象 市内に生活の拠点を有する者で構成する世帯で、災害を受けたもの 

見 

 

 

 

 

舞 

 

 

 

 

金 

分 類 １ 

ア 住家の全焼、全壊又は流失 50,000円（30,000 円） 

イ 住家の半焼、半壊 30,000円（20,000 円） 

ウ 住家の床上浸水 30,000円（20,000 円） 

※準世帯は（ ）の金額とする。 

準世帯：会社・学校等の寮および収容施設等に居住している単身者 

分 類 ２ 

ア 自然災害による死亡 

   （主たる生計維持者の場合） 
1,000,000 円  

イ 自然災害による死亡 

   （前掲以外の場合) 
500,000 円  

ウ 自然災害以外の災害による死亡 

 ・行方不明 
50,000円  

エ 災害による負傷・疾病 

   （入院治療１ヵ月以上の重傷者） 
10,000円  

支 給 の 制 限 

 次の各号のいずれかに該当する場合は、見舞金を支給しない。ただし、ア

に掲げる場合については、上記分類２以外に該当する見舞金は、支給するこ

とができる。 

ア 条例による支給を受けた場合 

イ 故意に住家を焼失又は損壊したとき。 

ウ 住家として使用していない建物の被害 

 

７ 被災者生活再建支援金 

 【保健福祉局】 

   平成１０年５月に制定された被災者生活再建支援法に基づき、被災者生活再建支援基金が

被災者に対して、被災者生活再建支援金を支給する場合、平成２７年４月に千葉県が創設し

た、千葉県被災者生活再建支援事業実施要綱に基づく被災者生活再建支援金を支給する場

合、又は平成２９年４月に千葉市が創設した、小規模自然災害に係る千葉市被災者生活再建

支援金を支給する場合には、支給申請等に関する事務を行う。 

 

（１）国の制度 

 ア 目的 

   自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、都道府県が相互扶助の観点か

ら拠出した基金を活用して被災者生活再建支援金を支給するための措置を定めることにより、

その生活の再建を支援し、もって市民の生活の安定と被災地の速やかな復興に資することを目

的とする。 

 イ 対象となる自然災害 
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 （ア）災害救助法施行令第１条第１項第１号又は第２号に該当する被害が発生した市町村におけ

る自然災害 

 （イ）１０世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した市町村における自然災害 

 （ウ）１００世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した都道府県における自然災害 

 ウ 支給対象世帯 

 （ア）住宅が全壊した世帯 

 （イ）住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯 

 （ウ）災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯 

 （エ）住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ住宅に居住することが困難な世帯（大規模  

半壊世帯） 

 （オ）住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ住宅に居住することが困難な世帯（中規模

半壊世帯） 

 エ 支給額 

   支給額は、以下の２つの支援金の合計額となる。 

   （※世帯人数が１人の場合は、各該当欄の金額の３／４の額） 

 （ア）住宅の被害程度に応じて支給する支援金（基礎支援金） 

住宅の 

被害程度 

全壊 

（ウ（ア）に 

相当） 

解体 

（ウ（イ）に 

相当） 

長期避難 

（ウ（ウ）に 

相当） 

大規模半壊 

（ウ（エ）に 

相当） 

支給額 100万円 100万円 100万円 50万円 

 

 （イ）住宅の再建方法に応じて支給する支援金（加算支援金） 

住宅の 

再建方法 
建設・購入 補修 

賃借 

（公営住宅以外） 

支給額 200万円 100万円 50万円 

 ※一旦住宅を賃借した後、自ら居住する住宅を建設・購入（又は補修）する場合は、合計で200（又は100）万円 

※中規模半壊は加算支援金のみ。上記の金額の1/2を支給する 

 

（２）県の制度 

 ア 目的 

   自然災害により住宅が全壊するなどの被害を受けた世帯に、千葉県被災者生活再建支援事業

実施要綱に基づく被災者生活再建支援金を交付することにより被災者の生活の再建を支援し、

もって被災地域の早期の復旧・復興を図ることを目的とする。 

 イ 対象となる自然災害 

 （ア）被害が発生した連たんする複数の市町村（県外市町村も含む。）の合計人口に応じ、住宅が

滅失した世帯数の合計が、災害救助法施行令別表第１に定める数以上である場合 

 （イ）本県の区域内で住宅が滅失した世帯数が、災害救助法施行令別表第２に定める数以上であ

って、被害が発生した連たんする複数の市町村（県外市町村も含む。）の合計人口に応じ、住
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宅が滅失した世帯数の合計が、災害救助法施行令別表第３に定める数以上である場合 

 （ウ）被害が発生した連たんする複数の市町村（県外市町村も含む。）において、住宅が全壊した

世帯数の合計が１０以上である場合 

 （エ）本県の区域内において、住宅が全壊した世帯数の合計が１０以上である場合 

 （オ）一の市町村において、住宅が全壊した世帯数の合計が５以上である場合 

 ウ 支給対象世帯 

 （ア）住宅が全壊した世帯（全壊世帯） 

 （イ）住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難な世帯    

（大規模半壊世帯） 

 （ウ）住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯 

（半壊等解体世帯） 

 （エ）住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難な世帯  

（中規模半壊世帯） 

 エ 支給額 

   支給額は、以下の２つの支援金の合計額となる。 

   （※世帯人数が１人の場合は、各該当欄の金額の３／４の額） 

  （ア）住宅の被害程度に応じて支給する支援金（住宅被害支援金） 

住宅の被害程度 
全壊 

（ウ（ア）に相当） 

大規模半壊 

（ウ（イ）に相当） 

半壊等解体 

（ウ（ウ）に相当） 

支給額 100万円 50 万円 100万円 

 

  （イ）住宅の再建方法に応じて支給する支援金（住宅再建支援金） 

住宅の再建方法 建設・購入 補修 
賃借 

（公営住宅以外） 

支給額 200万円 100万円 50 万円 

     ※一旦住宅を賃借した後、自ら居住する住宅を建設・購入（又は補修）する場合は、 

合計で 200（又は 100）万円 

     ※中規模半壊は住宅再建支援金のみ。上記の金額の 1/2を支給する 

 

（３）市の制度 

  ア 目的 

    自然災害により住宅が全壊するなどの被害を受けたにも関わらず、被災者生活再建支援法

又は千葉県被災者生活再建支援事業実施要綱に基づく支援が受けられない世帯に対し、支援

金を交付することにより、生活基盤に著しい損害を受けた被災者の生活の再建を支援し、も

って被災地域の早期の復旧・復興を図ることを目的とする。 

  イ 対象となる自然災害 

    次に掲げる要件のすべてを満たす自然災害 
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  （ア）国又は千葉県の被災者生活再建支援制度の適用を受けない自然災害 

  （イ）住宅が滅失した世帯数の合計が、市内全域で１０世帯以上であり、そのうち全壊が１世

帯以上である自然災害 

  ウ 支給対象地帯 

  （ア）住宅が全壊した世帯（全壊世帯） 

  （イ）住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ住宅に居住することが困難な世帯（大規模

半壊世帯） 

  （ウ）住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯（半壊

等解体世帯） 

  （エ）住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ住宅に住居することが困難な世帯 

（中規模半壊世帯） 

  ※ ただし、被害を受けた住宅に係る固定資産税・都市計画税の滞納がないこと。 

  エ 支給額 

    支給額は、以下の２つの支援金の合計額となる。 

    （※世帯人数が１人の場合は、各該当欄の金額の３／４の額） 

 

  （ア）住宅の被害程度に応じて支給する支援金（基礎支援金） 

住宅の被害程度 
全壊 

（ウ（ア）に相当） 

大規模半壊 

（ウ（イ）に相当） 

半壊等解体 

（ウ（ウ）に相当） 

支給額 100万円 50 万円 100万円 

  （イ）住宅の再建方法に応じて支給する支援金（加算支援金） 

住宅の再建方法 建設・購入 補修 
賃借 

（公営住宅以外） 

支給額 200万円 100万円 50 万円 

     ※一旦住宅を賃借した後、自ら居住する住宅を建設・購入（又は補修）する場合は、 

合計で 200（又は 100）万円 

     ※中規模半壊は加算支援金のみ。上記の金額の 1/2 を支給する 

 

８ その他 

【日本郵便㈱、ＮＨＫ】 

 

（１）郵便料 

   災害が発生した場合、その被害状況並びに被災地の実情に応じて、千葉市内の郵便局におい

て、以下に掲げるとおり、郵政事業に関わる災害特別事務取扱及び援護対策を実施する。 
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（２）受信料 

   ＮＨＫ受信料の免除等も行う。 

 

機 関 名 生 活 確 保 の 取 り 扱 い 

日本郵便㈱ 

 災害が発生した場合、災害の態様及び公衆の被災状況等被災地の実情に応じ、

郵政事業にかかる災害特別事務取扱い及び援護対策を実施する。 

（１）旧郵便事業株式会社 

 ア 被災者に対する郵便葉書等の無償交付 

   災害救助法が発動された場合、被災１世帯あたり通常郵便葉書５枚及び 

郵便書簡１枚の範囲内で無償交付する。 

   なお、交付支店（局）は集配支店（局）とする。  

 イ 被災者が差し出す郵便物の料金免除 

   被災者が差し出す郵便物の料金免除を実施する。 

   なお、取扱支店（局）は、原則として災害救助法が適用された市町村の 

区域内に所在する支店（局）とする。 

 ウ 被災地あて救助用郵便物の料金免除 

   被災者の救助を行う地方公共団体、日本赤十字社、共同募金会又は共同募

金会連合会にあてた救助用物資を内容とする小包郵便物及び救助用又は見舞

い用の現金書留郵便物の料金免除を実施する。 

   なお、引受支店（局）はすべての支店（局）とする。 

（２）旧郵便局株式会社 

 ア 災害時における窓口業務の維持に関すること。 

 イ 郵便事業株式会社の災害特別事務扱い、株式会社ゆうちょ銀行の非常払い

及び、株式会社かんぽ生命保険の非常取扱いについて、各社から要請があっ

た場合の取扱い。 

Ｎ Ｈ Ｋ 

（１）災害救助法が適用された区域内において半壊・半焼以上の被害を受けた建

物に設置された受信機に係る放送受信契約等について、放送受信料の免除を

行う。 

（２）避難所への受信機の貸与を行う。 

 

 

第５ 農林漁業関係対策 

【経済農政局】 

 

１ 融資の種類 

  災害により被害を受けた農林漁業者又は農林漁業者の組織する団体に対し、復旧を促進し、農

林漁業の生産力の回復と経営の安定を図るため、政府系金融機関及び一般金融機関に特別の配慮

を要請し、以下のような災害復旧に必要な資金の融資が迅速かつ円滑に行われるよう努める。 

  なお、申し込みは、天災資金については農業協同組合、金融機関等へ、㈱日本政策金融公庫資

金（農林水産事業）については㈱日本政策金融公庫、農業協同組合、受託金融機関へ行う。 

（１）㈱日本政策金融公庫による復旧に必要な資金融資 

（２）農業協同組合による復旧に必要な資金融資 

 

２ 利子補給 

（１）天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法（昭和 30年法律第 136
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号）の規定に基づき、指定された天災に基づく被害を受けた農林漁業者が借入れた資金に対す

る利子補給（国・県・市） 

（２）千葉市災害対策資金利子補給金交付要綱に基づく被害を受けた農業者が借入れた資金融資に

対する利子補給（市） 
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平成 29年 4月１日 

貸付金の種類 貸 付 対 象 貸 付 限 度 額 利 率 償還期間（据置期間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

天 

 

災 

 

資 

 

金 

3.0％以

内資金 

種苗、肥料、

飼料、薬剤、

農機具、家畜

又は家きん、

薪炭原木、し

いたけほだ

木、漁具、稚

魚、稚貝、餌

料、漁業用燃

油の購入、漁

船（5 トン未

満）の建造又

は取得、労

賃、水利費、

共済掛金（農

業共済又は漁

業共済）の支

払い等 

〈個人〉 

・果樹栽培、家畜・家きんの購入

等 

500万円(600万円) 

・漁具の購入 

5,000 万円 

・上記以外 

200万円(250万円) 

〈法人〉 

・農事組合法人 

2,000 万円 

・上記法人等の果樹栽培、家畜・

家きんの購入等 

2,500 万円 

・漁業を営む法人 

2,000 万円 

・漁具の購入 

5,000 万円 

※カッコ内は、激甚災害法による

特例措置 

3.0％以内 

【一般・果樹等】 

原則 6年以内 

(激甚災害法適用の場合、

原則７年以内） 

5.5％以

内資金 
〃 〃 5.5％以内 

【一般】 

原則 5年以内 

（激甚災害法適用の場

合、原則 6年以内） 

【果樹等】 

原則 5年以内 

（激甚災害法適用の場

合、原則 7年以内） 

 

6.5％以

内資金 
〃 

 

 

〃 

 

 

６.5％ 

【一般】 

原則 3年以内 

（激甚災害法適用の場

合、原則 4年以内） 

【果樹等】 

原則 5年以内 

（激甚災害法適用の場

合、原則 6年以内） 

市

単

災

害

対

策

資

金 

経営安

定資金 

種苗、肥料、

飼料、労賃、

水利費、農機

具、家畜又は

家きん、農業

共済掛金、簡

易施設復旧資

材等 

市長の被害認定額の10万円以上

300万円以下 

災害の都

度決定 

5 年以内 

（なし） 

施設復

旧資金 

農業用施設の

復旧に要する

経費 

市長の被害認定額の 10万円以上

500万円以下 

災害の都

度決定 

10 年以内 

（据置 2 年以内） 

「千葉県地域防災計画第 2編 第４章災害復旧計画」の 12 農林漁業者への融資（地-4-11～13） 

表の項目の貸付金の種類については以下のとおり。 
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（１）天災資金 

ア 3.0％以内資金 

イ 5.5％以内資金 

ウ 6.5％以内資金 

（２）市単災害対策資金 

ア 経営安定資金 

イ 施設復旧資金 

（３）㈱日本政策金融公庫資金 

ア 農業基盤整備資金 

イ 農林漁業セーフティネット資金 

ウ 農業経営基盤強化資金（スーパーＬ資金） 

エ 経営体育成強化資金 

オ 農林漁業施設資金（主務大臣指定施設、、共同利用施設） 

カ 林業基盤整備資金 

キ 漁業基盤整備資金 

ク 漁船資金 

（４）民間資金 

 ア 農業（漁業）近代化資 

 

 

第６ 中小企業関係対策 

【経済農政局】 

 

１ セーフティネット資金（県） 

（１）市町村認定 

 ア 融資対象者 

 （ア）中小企業者等であって、セーフティネット保証（中小企業信用保険法第２条第４項）に係

る市町村長の認定を受けたもの 

 （イ）中小企業者等であって、国が指定した激甚災害を受け、経営に支障を来しているもの 

 イ 資金使途  設備資金、運転資金 

 ウ 融資限度額 １中小企業者等 8,000万円 

 エ 融資期間  設備資金 10年以内（１年据置）、運転資金７年以内（１年据置） 

 オ 融資利率  年 1.0～1.4％（融資期間により異なる） 

（２）市町村認定以外 

 ア 融資対象者 知事が指定する災害により被害を受けた者 

 イ 資金使途  設備資金、運転資金 

 ウ 融資限度額 １中小企業者 8,000万円以内 

 エ 融資期間  設備資金 10 年以内、運転資金 7年以内 
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 オ 融資利率  年 1.1～1.7％（融資期間により異なる） 

 

２ 災害復旧資金（市） 

（１）融資対象者 

 ア 市内で１年以上事業を営んでいる中小企業者で、特定の災害による被害を受け、その復旧の

ための資金を必要とするもの。 

 イ その他市長がこの資金の融資を必要と認めた災害 

（２）資金使途  設備資金、運転資金 

（３）融資限度額 5,000 万円 

（４）融資期間  設備資金 10年以内（２年据置）、運転資金７年以内（２年据置） 

（５）融資利率  年 1.4％ 

（６）利子補給  年 1.4％ 

 

 

第７ 義援金の受入れ等 

【市民局、保健福祉局、会計室、各区、日本赤十字社千葉県支部、千葉県共同募金会、指定金融機

関】 

 

１ 義援金の募集 

【保健福祉局、各区】 

  保健福祉部長（保健福祉局長）は、災害の発生に際し、被災者に対する義援金の募集が必要

な場合には、関係機関等を含めた、義援金募集・配分委員会を設置し、募集を行う。 

（１）義援金募集・配分委員会所掌事務 

 ア 募集・受付・保管方法等についての決定 

 イ 被災者に対する広報等による申請受付等の伝達 

 ウ 配分基準・配分計画の決定 

 エ 義援金収納額や使途について、寄託者及びマスコミ等への周知 

 オ 監査の実施方法 

 カ 関係機関との事務の分担 

 キ 関係機関との事務費の負担区分 

 

２ 義援金の受付け 

【会計室、各区、】 

（１）受付場所の設置 

   会計部長（会計管理者）及び区本部長（区長）は、会計室、各区役所等に被災者に対する   

義援金の受付窓口を開設する。 

（２）義援金口座の開設 

   会計部長（会計管理者）は、銀行振込等により送られてくる義援金を受け入れるため、金融
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機関と調整のうえ、口座を開設する。 

（３）義援金の受付け 

   会計部長（会計管理者）及び区本部長（区長）は、義援金の申出を受けた場合は、受付簿に

必要事項を記録し、寄託者に領収書を交付する。 

 

３ 義援金の保管 

【会計室】 

（１）会計部長（会計管理者）は、義援金を各区受付分等含めて取りまとめし、配分等が決定す

るまでの間、市指定金融機関等へ一時預託により保管する。 

   有価証券等についても、台帳等受付簿を作成し、保管・管理する。 

（２）会計部長（会計管理者）は、義援金の受入れ額及び関係資料等を定期的に保健福祉部長

（保健福祉局長）に報告する。 

 

４ 義援金の配分 

【保健福祉局、各区】 

   義援金募集・配分委員会等において決定された配分基準・配分計画により配分を行う場

合、義援金の交付対象となる被災者を所管している本部各班は、対象被災者への広報等に努

めるとともに、申請書の作成、区受付窓口の設置、要件審査等を行う。 

   また、口座等への振込交付を行う場合は、指定金融機関と連携を図り申請者データの管

理・作成等を行う。 

   保健福祉部長（保健福祉局長）は、募集・配分委員会を設置しない場合は、県あるいは日

本赤十字社等から送付され、また、市へ寄託される義援金の配分について、配分基準、配分計

画を作成し、災害対策本部において配分方法等を決定する。 

 

５ 義援品の受入れ 

【市民局】 

   義援品の受入れは、企業、団体等からの物資のみとし（県等から配分される義援品を含む）、

個人からの義援品は受け付けないことを原則とする。 

   なお、義援品の受入れ・集積、各避難所等への配送については、他市町村等からの救援物資

と同様の取扱いとする。 

  ※災害応急対策編第１章第 11 節第２及び同編第２章第 11 節第２「輸送拠点・集積場所」、  

同編第１章第 13節第２及び同編第２章第 12節第２「食品の供給」参照 

 

 

第８ 総合相談窓口の設置 

【市民局、関係局区】 

 

 被災者の生活確保のための各種手続き（被災者生活再建支援金、義援金等の申請受付）、り災証明
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書の交付等、様々な問合せ・相談等に対応するため、市役所及び区役所等に担当各班合同による総

合相談窓口を速やかに設置し、円滑な対応を行う。 

 ※災害応急対策編第１章第 13節第６及び同編第２章第 13節第６「災害相談の実施」参照 

 

第９ 災害復旧復興本部 

 

１ 設置基準 

   本部長（市長）は、市域に災害により重大な被害を受けた場合において、必要があると認め

るときは､災害復旧復興本部（以下、「本部」という。）を設置する。 

 

２ 本部の設置 

（１）本部長（市長）は、復旧復興に関する施策を、速やかに、かつ、計画的に実施するために必

要と認めるときは、市役所本庁舎又は、市長が指定する場所に本部を設置するとともに各区役

所庁舎に区復旧復興本部（以下「区本部」という。）を設置する。 

（２）区本部長（区長）は、本部が設置されない場合においても、必要に応じて区本部を設置する

ことができる。この場合において、区本部長（区長）は、区本部の設置について速やかに市長

に報告するものとする。 

 

３ 本部の廃止 

   本部長（市長）又は区本部長（区長）は、本部を設置した後において、本部の設置目的が   

概ね完了したと認めたときは、本部又は区本部を廃止する。 

 

４ 設置又は廃止の通知 

   本部を設置又は廃止した場合は、危機管理監は、直ちに以下のとおり、電話その他適当な  

方法により通知するとともに必要に応じ、本部連絡員の派遣を要請又は要請解除する。 

 

報 告 ・ 通 知 ・ 公 表 先 連 絡 担 当 者 報告・通知・公表の方法 

市役所内各部・班 

本 部 事 務 局 

電子メール、庁内掲示板（CHAINS）、総

合防災情報システム、庁内放送、地域防

災無線、電話、口頭、その他迅速な方法 区 役 所 

その他市役所出先機関 

各 主 管 部 

 

担  当  班 

地域防災無線、ＦＡＸ、電話、口頭、そ

の他迅速な方法 

市     民 秘 書 班 報道機関、その他迅速な方法 

県防災危機管理部長(危機管理政

策課) 県現地復旧復興（災害対

策）本部（市庁舎に設置の場合） 

本 部 事 務 局 

県防災情報システム、県防災行政無線の

個別通信電話・個別ＦＡＸ、電話、ＦＡ

Ｘ、口頭、その他迅速な方法 
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報 告 ・ 通 知 ・ 公 表 先 連 絡 担 当 者 報告・通知・公表の方法 

防災関係機関等 

(市警察部（各警察署）・各ライフ

ライン機関・隣接市等) 

本 部 事 務 局 

県防災行政無線の個別通信電話・個別Ｆ

ＡＸ、電話、ＦＡＸ、口頭、その他迅速

な方法 

報 道 機 関 秘 書 班 電話、口頭又は文書 

 

５ 本部の組織 

（１）本部の組織 

 ア 本部長（市長） 

 ・指揮命令系統の責任者：本部での復旧復興対策活動の指揮 

 ・市本部の事務の統括 

 ・副本部長、各部部長、区本部長及び現地本部長に対する指揮命令 

 【市災害復旧復興本部長職務の代替】 

  本部長（市長）に事故があるとき、又は本部長が欠けた場合における、本部長職務代理の順位

は次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 イ 副本部長（副市長） 

  ・本部長の補佐 

  ・本部長に事故があるとき、又は本部長が不在の場合における職務代理 

 ウ 主管本部員（危機管理監） 

  ・本部長、副本部長を補佐し、本部員を指揮監督する 

 エ 本部員（総務局長、総合政策局長、財政局長、市民局長、保健福祉局長、環境局長、経済

農政局長、都市局長、建設局長、その他本部長が指名する者） 

  ・対策部長として、担当部職員の指揮監督 

（２）区復旧復興本部 

 ア 区本部長（区長） 

  ・市本部長の指揮命令により区本部の事務を統括 

  ・区副本部長及び区本部各班長に対する指揮命令 

 イ 区副本部長（副区長） 

  ・区本部長の補佐 

  ・区本部長に事故があるとき、又は区本部長が欠けたときの職務代理 

第１順位 
市長の職務を代理する副市長の順序を定める規則において第１

順位とされている副市長 

第２順位 
市長の職務を代理する副市長の順序を定める規則において第２

順位とされている副市長 

第３順位 危機管理監 

以下、災害復旧復興本部組織図に定める順により、本部員が代行する。 
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 ウ 区本部員（各区課長、保健福祉センター所長） 

  ・班員に対する指揮監督 

（３）部及び班 

   災害復旧復興本部に部を置き、その事務を分掌させるため班を置く。 

 ア 部長（各局長等） 

  ・所属部の各班長を指揮監督 

 イ 副部長（部長が指名した職員） 

  ・部長の補佐 

 ウ 各部班長（次長・部長） 

  ・班員に対する指示 

 エ 非常連絡員（主管課長等） 

  ・職員の非常招集・連絡等 

 オ 本部連絡員兼予備連絡員１（総括主幹･課長補佐等管理職） 

  ・非常連絡員の補佐 

  ・本部事務局において各部間の連絡調整 

 カ 予備連絡員２（主幹・課長補佐等管理職） 

  ・予備連絡員１の補佐 

 キ 班員 

  ・班長の指示に基づく復旧復興対策に従事 
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本部長 市長 

副本部長 副市長 

主管本部員 危機管理監 

本部員 

総務部長（総務局長） 

総合政策部長（総合政策局長） 

財政部長（財政局長） 

市民部長（市民局長） 

保健福祉部長（保健福祉局長） 

環境部長（環境局長）  

経済農政部長（経済農政局長） 

都市部長（都市局長） 

建設部長（建設局長） 

 

 

本部事務局 

事務局長 危機管理部長 

事務局次長 総務局参与 

事務局次長補佐 
危機管理課長 

防災対策課長 

事務局員 

危機管理課職員 

防災対策課職員 

事務局長が指名する職員 

連絡員 
各部・各区が派遣する本部連絡員 

各防災機関が派遣する連絡員 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

千葉市災害復旧復興本部の組織図 
 

本 部 班（総務課、地域づくり支援課、直近要員） 

被災者支援班（市民総合窓口課（区政事務センター含む）、直近要員） 

保健医療班（保健福祉センター健康課、直近要員） 

区災害復旧・復興本部員会議 

区
災
害
復
旧
・
復
興
本
部 

区本部長 

区副本部長 

 

 

本部員 

 

 

 

 

 

区長 

副区長（総務課長） 

市民総合窓口課長 

保健福祉センター所長 

（兼高齢障害支援課長） 

こども家庭課長 

社会援護課長（第一・第二） 

健康課長 

区本部事務局 

事務局長 

事務局員 

 

副区長（総務課長）－本部班長－ 

総務課職員 

地域づくり支援課職員 
区本部連絡員 
※その他区本部長が指名する職員 

総 合 政 策 班（総合政策部、東京事務所） 

 

秘 書 班（市 長 公 室） 

総 務 班（総 務 部） 

情 報 経 営 班（情 報 経 営 部） 

総 合 政 策 部 

※総務局 

※総合政策局 

※財政局 

※市民局 

※保健福祉局 
環 境 部 

※環境局 

経 済 農 政 部 

※経済農政局 

※都市局 

※建設局 

財 政 班（財 政 部） 

資 産 経 営 班（資 産 経 営 部） 

税 務 班（税 務 部） 

保 健 福 祉 総 務 班 

健康福祉・医療衛生班（健康福祉部・医療衛生部） 

高 齢 障 害 班（高 齢 障 害 部） 

環 境 保 全 班（環 境 保 全 部） 

資 源 循 環 班（資 源 循 環 部） 

経 済 班（経 済 部） 

農 政 班（農 政 部） 

都 市 班（都 市 部） 

建 築 班（建 築 部） 

公 園 緑 地 班（公 園 緑 地 部） 

土 木 班（土 木 部） 

道 路 班（道 路 部） 

下 水 道 企 画 班（下 水 道 企 画 部） 

下 水 道 設 備 班（下 水 道 設 備 部） 

市 民 自 治 推 進 班（市 民 自 治 推 進 部） 
生活文化スポーツ班（生活文化スポーツ部） 

財 政 部 

建 設 部 

都 市 部 

市  民  部 

保 健 福 祉 部 

総 務 部 

災害復旧復興本部員会議 
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６ 本部及び区本部の運営 

   本部及び区本部の運営については、千葉市災害復旧復興本部運営要綱の定めるところによる

が、おおよそ次のとおり行う。 

（１）本部員会議の開催 

   本部員会議は、本部長、副本部長、主管本部員及び本部員をもって組織し、本部長は、本

部を設置したときは、速やかに本部員会議を開催する。 

 ア 報告事項 

   本部員は、各部の配備と緊急措置事項を報告する。 

 イ 協議事項 

   本部員会議の協議事項は、そのつど災害の状況に応じて、本部長若しくは本部員の提議に

よるが、おおむね次のとおりとする。 

 

－ 本部員会議の協議事項 － 

○復興計画の策定に関すること 

○復旧復興対策経費の処理に関すること 

○本部の閉鎖に関すること 

○その他復旧復興対策の重要事項に関すること 

 

 

 ウ 本部員会議には、必要に応じて、ライフライン事業者、協定締結先事業者等関係機関の出

席を求める。 

（２）本部の運営上必要な資機材等の確保 

   本部事務局長（総務局危機管理部長）は、本部が設置されたときは、次の資機材等の準備を

する。 

 ○千葉市災害対策図板（各種被害想定図を含む） 

 ○被害状況図板 

 ○住宅地図等その他地図類 

 ○CHAINS（千葉市行政情報ネットワークシステム）パソコン 

 ○その他必要資機材 

（３）区本部の運営 

   区本部の運営については、本部に準ずる。 

   ※千葉市災害復旧復興本部設置要綱（資料 2-35） 
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第３節 被災施設の復旧等 

 

第１ 復旧事業 

  国、公共機関及び地方公共団体は、あらかじめ定めた物資、資材の調達計画及び人材の広域応

援等に関する計画を活用しつつ、迅速かつ円滑に被災施設の復旧事業を行い、又は支援するもの

とする。 

 

第２ 原状復旧の進め方 

  国、公共機関及び地方公共団体は、被災施設の復旧に当たっては、原状復旧を基本にしつつも、

再度災害防止等の観点から、可能な限り改良復旧等を行うものとする。 

 

 

第３ 権限代行制度 

  国〔国土交通省〕及び県は、著しく異常かつ激甚な災害が発生し、緊急災害対策本部が設置さ

れた災害（以下「特定大規模災害」という。）等を受けた地方公共団体又はその団体の長から要請

があり、かつ当該地方公共団体の工事の実施体制等の地域の実情を勘案して円滑かつ迅速な復興

のため必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲で、当該地方公共団体又は

その団体の長に代わって工事を行うことができる権限代行制度により、被災地方公共団体に対す

る支援を行う。 
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第４節 復興計画の策定 

【総務局、総合政策局、都市局】 

 

第１ 災害からの復興に関する基本的な考え方 

  国、県、市町村などの行政施策（公助）や自分自身の身は自ら守る（自助）も重要である

が、大規模震災が発生し地域復興を目指すためには、人と人の支え合い、地域の全ての主体が

復興に向けて連携する（共助）ことなど、市民・企業・団体等の相互の連携、「絆」が重要であ

る。 

  平成 23年に発生した東日本大震災は、被害が甚大であったことから、単なる原状回復である

「復旧」にとどまらず、将来に向けて地域を活性化させる「復興」までを視野に取り込むこと

とする。 

 

第２ くらしとまちづくりの緊急整備の基本目標 

 

  災害により多大な被害を被った市街地と住宅の緊急整備をするため、災害に強いまちづくり及

び良好な住宅の供給や生活再建を実現するとともに、産業の復興により活力ある地域の実現を図

るため基本目標を次のとおり定める。 

 ①市民の生活基盤の早期再建の実現 

 ②災害に強いまちづくりの推進 

 ③地域の活力の源となる産業の復興 

 

第３ くらしとまちづくりの緊急整備の基本方針 

 

  くらしとまちづくりの緊急整備を図るうえでの基本目標の実現にむけて緊急整備条例等を制

定し、それに定める復興の理念に基づき、市民・行政が一丸となって、くらしとまちづくりに取

り組む。 

１ くらしの復興 

  被災者の自立を尊重し、当面の生活資金の支援から生業支援、雇用対策などの被災者の生活再

建支援を中心とした施策を盛り込む。 

  また、被災者の心身の健康の回復は、全ての基礎となることから医師・保健師等の巡回診断、

心的外傷やＰＴＳＤ等、被災者、被害者に対する心のケアの重要性の認識など健康・福祉面での

きめ細かい支援を向上させる。 

 

２ 都市の復興 

  壊滅的な被害を受けた都市の復興については、生活の基礎地盤となる都市（地域）社会の継続

の必要性と都市（地域）機能の回復の観点から、より質的向上を念頭に入れた、まちづくりをす

すめる。 

  そのためには、迅速で将来を見越した被災地の建築制限、行政と市民とが協働した都市計画の
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策定を目指す。 

  都市（地域）の特性、それぞれの歴史、文化を途絶えることなく継承するとともに、さらに、

その特性を考慮した対策をとり、より発展できるように心がける。 

 

３ 住宅の復興 

  被災者が、生活の拠点となる住まいを確保すること、宅地及び住宅の復旧は、被災者の自立を

促すこととなり、復興の礎となる。被災者の自力での住宅再建を支援することを中心に、民間住

宅の斡旋・補助、公的住宅の建設など多岐にわたり検討し、被災者の将来設計に合致した住まい

の復興を支援する。 

 

４ 産業の復興 

  地域の産業は、基幹産業のみならず、すべてにおいて地域の中心であり、地域の活力の源であ

る。 

  その産業（事業者）が被災し、操業（営業）の停止を余儀なくされた場合、融資制度の活用な

どによる財政的な支援とともに、賃貸工場・店舗の提供などの措置を検討する。また、産業間を

結ぶ流通、通信の復興については、できるだけ迅速な復旧・復興を支援する。 

 

 

第４ 復興計画の策定 

 

  第１から第３の基本的な考え方、基本目標及び基本方針を前提として、総合政策部長（総合政

策局長）及び都市部長（都市局長）は、本部長（市長）が必要と認めたときは、復興計画を策定

するものとする。 

  復興計画を策定する場合、危機管理監は、市域内の被害状況等復興計画策定のため必要な情報

を提供するものとする。 
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第１節 応急活動体制 

 【全局区等】 

 

 大地震等が発生した場合、被害の拡大を防止し、被災者の救援救護に全力を挙げて対処するため、

市、各区及び各防災関係機関は、それぞれの計画に基づき迅速かつ的確な活動体制のもと災害応急

対策に万全を期すことを目的とする。 

 また、本市は、地震による災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、第一次的に

災害応急対策を実施する機関として、法令、県地域防災計画及び本市の地域防災計画の定めるとこ

ろにより、区並びに区域内の公共的団体及び市民の協力を得て、災害応急対策を実施する。 

 

第１ 応急活動体制 

 

対
策
の
あ
ら
ま
し 

 市職員のとるべき災害時の「応急活動体制」の区分については、地震の震度あるいは被害状況

により次のとおりとする。 

 ・注意配備       情報収集体制 

 ・警戒配備       災害警戒本部の設置 

 ・第１配備、第２配備  災害対策本部の設置 
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１ 応急活動体制の区分 

体制 種別 配 備 基 準 配 備 体 制 職員参集基準 

情

報

収

集

体

制 

 

注 

 

意 

 

配 

 

備 

１ 市域に震度４の地震が発生

したとき。 

２長周期地震動の階級３以上を

観測したとき(長周期地震動に

より大規模な災害が発生した

場合は上位体制に移行 

３ その他の状況により、市長が

必要と認めたとき。 

 災害関係課の職員をもっ

て、災害応急活動、情報収

集活動が円滑に実施できる

体制とし、その所要人員は

所掌業務等を勘案して、あ

らかじめ各局区等において

定める。 

・総務局危機管理部職

員・その他初期活動が必

要な局区等 

災 

害 

警 

戒 

本 

部 

 

設 

置 

警 

 

戒 

 

配 

 

備 

１ 市域に震度５弱の地震が 

発生したとき。 

２ 気象庁が東京湾内湾に津波

注意報を発表したとき。 

 注意配備体制を強化し、 

事態の推移に伴い速やかに 

災害対策本部を設置できる 

体制とし、その所要人員は

所掌業務等を勘案して、あ

らかじめ各局等において定

める。 

・本部事務局員、区連絡

員（又はあらかじめ各区

で定めた職員） 

 

・その他の部局＝直近要

員を除き概ね 1/3 

（活動初期に必要な応急

活動職員数はあらかじめ

各局区で定める） 

※津波注意報のみによる

配備の場合の参集基準は

本節第５「津波体制」に

定めるとおりとする。 

市 

・ 

区

災

害
対

策

本

部 

 

設

置 

第 

 

１ 

 

配 

 

備 

１ 市域に震度５強の地震が 

発生したとき。（自動配備） 

２ 気象庁が東京湾内湾に津波

警報を発表したとき。（自動配

備） 

３ 地震及び津波により局地 

災害が発生、又は津波により大

規模な災害が発生するおそれ

がある場合で、市長が必要と認

めたとき。 

４ その他の状況により、市長
が必要と認めたとき。 

１ 突発的災害等に対する

応急措置をとり、救助活

動及び情報収集、広報活

動等が円滑に実施できる

体制を取るとともに情

報、水防、輸送、医療、救

護等応急対策活動が円滑

に行える体制とし、その

所要人員は所掌業務等を

勘案してあらかじめ各部

等において定める。 

２ 事態の推移に伴い速や

かに第２配備に移行しう

る体制とする。 

・本部事務局＝全職員 

・総務局、建設局、水道

局、各区＝全職員 

・その他の部局＝直近要

員を除き概ね 2/3 

（初動活動に必要な応急

活動職員数はあらかじめ

各局区で定める） 

・区役所担当の直近要員

＝全職員 

※津波警報のみによる配

備の場合の参集基準は、

各局区等で所掌業務等を

勘案した人員とする。 

第 

 

２ 

 

配 

 

備 

１ 市域に震度６弱以上の地震

が発生したとき。（自動配備） 

２ 気象庁が東京湾内湾に大津

波警報を発表したとき。（自動

配備） 

３ 市域の広範囲にわたって地

震又は津波により、災害が発生

したとき又は、災害が発生する

事態が切迫しているとき。 

４ その他の状況により、本部長

（市長）が必要と認めたとき。 

市の組織及び機能のすべ

てを上げて対処する体制と

し、その配置人員は各所属

職員全員とする。 

全職員 

※部は災害対策本部組織のこと 

※消防局の配備要員数にあっては、消防局で定めた配備基準に基づくものとする 

※東京湾内湾：富津岬西端以北の東京湾沿岸に限る 

※本部長からの指示があった場合は、上表の職員参集基準にかかわらず、各局区等で所掌業務等を勘案した人員とす

る。
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気象庁震度階級関連解説表（抜粋） 
 

震 度 

階 級 
人 の 体 感・行 動 屋 内 の 状 況 屋 外 の 状 況 

 

４ 

●ほとんどの人が驚く。 

●歩いている人のほとんど

が、揺れを感じる。 

●眠っている人のほとんど

が、目を覚ます。 

●電灯などのつり下げ物は

大きく揺れ、棚にある食器

類は音を立てる。 

●座りの悪い置物が、倒れ

ることがある。 

●電線が大きく揺れる。 

●自動車を運転していて、

揺れに気付く人がいる。 

５弱 

●大半の人が、恐怖を覚え、

物につかまりたいと感じ

る。 

●電灯などのつり下げ物は

激しく揺れ、棚にある食器

類、書棚の本が落ちること

がある。 

●座りの悪い置物の大半が

倒れる。 

●固定していない家具が移

動することがあり、不安定

なものは倒れることがあ

る。 

●まれに窓ガラスが割れて

落ちることがある。 

●電柱が揺れるのがわか

る。 

●道路に被害が生じること

がある。 

５強 

●大半の人が、物につかま

らないと歩くことが難しい

など、行動に支障を感じる。 

●棚にある食器類や書棚の

本で、落ちるものが多くな

る。 

●テレビが台から落ちるこ

とがある。 

●固定していない家具が倒

れることがある。 

●窓ガラスが割れて落ちる

ことがある。 

●補強されていないブロッ

ク塀が崩れることがある。 

●据付けが不十分な自動販

売機が倒れることがある。 

●自動車の運転が困難とな

り、停止する車もある。 

６弱 

●立っていることが困難に

なる。 

●固定していない家具の大

半が移動し、倒れるものも

ある。 

●ドアが開かなくなること

がある。 

●壁のタイルや窓ガラスが

破損、落下することがある。 

６強 

●立っていることができ

ず、はわないと動くことが

できない。 

●揺れにほんろうされ、動

くこともできず、飛ばされ

ることもある。 

●固定していない家具のほ

とんどが移動し、倒れるも

のが多くなる。 

 

●壁のタイルや窓ガラスが

破損、落下する建物が多く

なる。 

●補強されていないブロッ

ク塀のほとんどが崩れる。 

７ 

●固定していない家具のほ

とんどが移動したり倒れた

りし、飛ぶこともある。 

●壁のタイルや窓ガラスが

破損、落下する建物がさら

に多くなる。 

●補強されているブロック

塀も破損するものがある。 

※気象庁震度階級関連解説表（資料 2-12） 
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２ 配備の区分 

（１）配備の区分 

   職員の配備は、原則として、自ら参集する自主配備と併せて電話、電子メール等の配備指

示による招集配備とする。 

 

   ○自主配備 

   地震等が発生し、その地震が「配備基準」に定める事項に該当することをテレビ、ラジオ

等で知ったとき、又は該当することが予測されるときは、配備指示を待つことなく、自主的

に所属の勤務場所若しくはあらかじめ指定された場所に参集する。 

   ○招集配備 

   招集配備における配備指示は、電話、電子メール等により、おおむね次のような経路を経て

行う。 

 

指示命令の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

（２）職員の参集場所 

   職員の参集場所は次のとおりとする。 

 ア 市・区本部（市・区本部要員） 

 イ 自らの勤務場所（所属要員） 

 ウ 勤務場所と異なる、あらかじめ指定された直近の場所（直近要員） 

 エ 本部の指示により指定された業務を行う場所（特命要員（※）） 

副 市 長 

 

災害対策副本部長 

 

 

 

主管本部員（危機管理監） 

 

市  長 

 

災害対策本部長 

 

危機管理部長

各局･区 

本部連絡員 

要  請 

配備指示（指示系統） 

配備指示（伝達系統） 

非常連絡員 

（各局･区主管課長） 

各 課 長 等 

各 班 員 

（課  員） 

各局（区）長 

各部長・区本部長 

各部長 

各班長 

上段：災害対策本部設置前 

 

下段：災害対策本部設置後 
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   ※「九都県市応援調整本部」派遣要員等 

３ 職員配備計画 

   地震による被害が発生し、又は被害が発生する恐れがある場合に応急対策活動を迅速かつ的

確に行えるように事前に「職員配備計画」を定める。 

（１）配備計画の作成 

   各局（部）長及び各区長は、あらかじめ配備体制ごとの配備計画を作成しなければならない。 

   また、配備計画については、平常時から所管内の職員に対して、周知徹底を図るとともに、

人事異動等により計画の内容に変更が生じた場合には、そのつど速やかに修正して、関係職員

に対してその旨の周知を図る。 

 

（２）配備の区分 

名称 対象及び役割 

所属要員 

各局（区）で地域防災計画に定める災害応急対策を実施するにあたり、必要最低

限な職員を確保するため、あらかじめ必要な職員を事前に指定し地震発生時におい

て、各災害対応業務実施場所へ参集する職員。 

直近要員 

（指定配備） 

各区役所は現地での災害応急対策を実施するが、避難所の運営等業務が多岐にわ

たり、区役所の職員のみでは人員が足りなく対応できないことから、所属要員以外

の職員を直近要員とする。 

参集先によって役割が異なることから、避難所に参集する職員を「避難所担当職

員」、区役所に参集する職員を「区役所担当職員」、拠点救護所又は保健福祉セン

ターに参集する職員を「救護所担当職員」とする。 

 

（３）配備（所属要員・直近要員）の基本方針 

   原則として、全職員を配備の対象とし、教職員についても対象とするが、民間企業、国、他

市区町村への出向職員は配備から除外し、出向先の応急活動等に従事するものとする。 

   また、上記にあるとおり所属要員は必要最低限の人数とし、直近要員の人数確保を優先する。

その際の人数確保等の最終調整は総務局危機管理部が行う。 

   なお、区役所担当職員（本部班・被災者支援班）については、区の特性に応じた災害対応が

可能となるよう、班の指定は各区の判断とする。 

 ア 所属要員 

 （ア）建設局、各区役所、消防局、水道局及び病院局の職員 

 （イ）教職員 

 （ウ）災害対策本部事務局職員（予備要員含む） 

 （エ）各局で地域防災計画に定める災害応急対策を実施するにあたり最低限必要な職員 

 

◆最低限必要な職員の例 

・情報連絡要員 

・業務上、緊急措置を行う必要がある職員 

・特殊業務等を担当する者、応急対策上所属長が必要と認めた職員 
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 （オ）病弱者、身体障害者手帳取得者等で災害応急活動を実施することが困難と所属長が認めた

職員。 

    なお、所属長の判断で配備対象から除外することもできる。 

 （カ）妊娠中又は産前産後休暇・育児休業等を取得している職員で災害応急活動を実施すること

が困難と所属長が認めた職員。なお、所属長の判断で配備対象から除外することもできる。 

 イ 直近要員 

 （ア）所属要員以外の職員は全員を直近要員とする。 

 （イ）市税事務所職員（課長及び出張所所長を除く）は原則として、居住地から一番近い区役所

を指定する。 

 （ウ）各避難所あたりの配備人数は４人を基本とする。ただし、公民館など収容人数が少ない 

避難所についてはこの限りではない。 

 （エ）避難所担当職員は市内在住職員を優先し、男女比、年齢、職種等を考慮し指定する。 

 

（４）災害対応が長期にわたる場合の配備計画 

   各部（各局区）は、災害対策本部を設置した場合、多くの職員を長時間にわたり災害応急対

策に従事させる必要があるため、こころのケアを含めた職員の健康管理を十分に行い、適宜休

息時間を設けるなど従事職員の適切な交替に配慮するものとする。特に、全員配備の場合は、

全職員が災害応急対策に当たることとされており、長期の対応に備え、早期にローテーション

計画を作成し、計画的な配備体制に努め、職員の健康に配慮するものとする。 

 

４ 直近要員の活動内容等 

  直近要員の活動内容、従事期間等を次のとおりとする。 

 

（１）参集方法 

 ア 自主参集 

   勤務時間外において市域で震度５強以上の地震が発生した場合は、指示を待たずして自主的

にあらかじめ指定された場所へ参集する。震度５強の場合は区役所担当職員のみが、震度６弱

以上の場合は全直近要員が参集する。なお、参集基準に満たない場合でも、震度５弱以上の地

震が発生した場合は非常招集を行う可能性があるため、自宅等安全な場所で待機し情報収集に

努めること。 

 イ 非常招集 

   区災害対策本部の職員が不足する等、職員の増員が必要と判断され、市又は区災害対策本部

から参集指示があった場合 

 

（２）参集先 

   区役所、避難所、拠点救護所又は保健福祉センター等あらかじめ指定された場所へ参集する。 

   ただし、本部長（市長）又は区本部長（区長）から指示があった場合はこの限りではない。 
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（３）活動内容 

   区災害対策本部（本部班・被災者支援班・避難所班・保健医療班）の運営に従事し、避難所

担当職員は避難所班、救護所担当職員は保健医療班、区役所担当職員は本部班・被災者支援班

の業務を担当する。ただし、区本部長（区長）の指示があった場合はこの限りではない。 

 

（４）従事期間 

 ア 避難所担当職員（避難所班） 

   災害が収束し、避難所が閉鎖されるなど区本部長（区長）から解散の指示があるまでとする。 

 イ 区役所担当職員（本部班・被災者支援班） 

    区本部長（区長）の指示による。 

 ウ 救護所担当職員（保健医療班） 

   区本部長（区長）の指示による。 

 

－直近要員（避難所・区役所・救護所の各担当職員）の自主参集基準について－ 

 

  
参集基準（市域のうち一つの地点でも観測した場合） 

震度４以下 震度５弱 震度５強 震度６弱以上 

避難所担当職員 － △ △ ○ 

区役所担当職員 － △ ○ ○ 

救護所担当職員 － △ △ ○ 

【凡例】 

 ○：参集 

 △：待機（状況に応じて参集指示あり） 

 －：参集なし 

 

   ・基準に該当する場合は、あらかじめ指定された場所へただちに参集すること。 

   ・該当しない場合も、参集の指示に備え、準備をして（自宅で）待機すること。 

 

５ 職員の初期対応及び服務 

（１）職員の初期対応 

   各局（部）長及び区本部長（区長）は、職員の参集状況に応じ、順次初期対応の組織を編成

するとともに次の措置を講じるものとする。 

 

○災害に対処できるよう職員を配置 

○職員の非常参集方法及び交代方法 

○高次の非常配備体制への移行準備 

○他部への応援準備 
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（２）職員配備の報告 

   各部（各局区）は、所定の様式で職員の参集状況を記録し、その累計を本部事務局危機管理

部に報告する。（報告の方法：総合防災情報システムにおける体制表への入力） 

   本部事務局危機管理部は、所定の様式により職員の参集状況をとりまとめ、主管本部員（危

機管理監）を通じて、本部長（市長）に報告する。報告は、本部長（市長）が指示した場合を

除き、体制確立状況を確認した時点で行うものとする。 

   本部事務局危機管理部は、職員配備の状況を千葉県へ報告する。（報告の方法：千葉県防災情

報システムへの入力） 

 

（３）職員の服務 

   すべての職員は、災害警戒本部又は災害対策本部が設置された場合は、次の事項を遵守する

ものとする。なお、病弱者、身体不自由等で応急活動を実施することが困難である者及びその

他本部長が認める者は配備から除外することができる。 

 

－ 主に勤務時間外における遵守事項 － 

ア 地震等が発生し、その地震が「配備基準」に定める事項に該当することを知った

とき、又は該当することが予測されるときは、配備指示を待つことなく、自主的に

所属の勤務場所若しくはあらかじめ指定された場所に参集する（自主配備）。 

イ 職員配備計画に基づき参集する。 

ウ 参集途上においては可能な限り被害状況、その他の災害情報の把握に努め、参集

後直ちに参集場所の責任者に報告する。 

 

 

 

第２ 注意配備 

 

対
策
の
あ
ら
ま
し 

市域に震度４の地震が発生した場合、本市に大きい被害が発生する可能性は小さい。しかし、

不測の事態に対処できる体制を整え、市域に発生した被害に対し、迅速に対応できるようにする

必要がある。 

本市は、市域に震度４の地震が発生した場合、情報収集体制である注意配備をとる。 

－ 主に勤務時間内における遵守事項 － 

ア 配備についていない場合も常に災害に関する情報、本部関係の指示に注意する。 

イ 勤務場所を離れる場合には、所属の長と連絡をとり、常に所在を明確にしておく。 

ウ 不急の行事、会議、出張等を中止する。 

エ 正規の勤務時間が終了しても、所属の長の指示があるまで退庁せず待機する。 

オ 災害現場に出動した場合は、各部に別に定めがある場合を除き、別記様式に定める

腕章を着用し、また、自動車には標旗及び標章を使用し身分等を明確にし災害対応を

行うこと。 

カ 自らの言動によって市民に不安や誤解を与えないよう、発言には細心の注意をする。 
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  市域に震度４の地震が発生したとき、情報収集体制（注意配備）をとり、情報収集・伝達に   

努めるものとする。 

 

配備及び活動体制の基準 

項   目 内           容 

配 備 基 準 

次の条件のいずれかに該当するとき。 

１ 市域に震度４の地震が発生したとき。 

２長周期地震動の階級３以上を観測したとき(長周期地震動により 

大規模な災害が発生した場合は上位体制に移行 

３ その他の状況により、市長が必要と認めたとき。 

配 備 の 内 容 
１ 災害応急活動・情報収集活動が円滑に実施できる体制とする。 

２ 事態の推移に伴い速やかに高次の体制に移行しうる体制とする。 

勤務時間外の 

招 集 方 法 

 原則は自主参集であるが、宿日直員（災害対応員）若しくは本庁警

備員は災害情報を収受したときは、直ちに危機管理監に連絡し、以後、

所定の「招集配備」による。 

配 備 人 員 
１ 総務局危機管理部 

２ 各区・その他初期活動が必要な局等 

活 動 内 容 
１ 災害に関する情報の収集・伝達 

２ その他市長から特命事項 

高次体制への 

移 行 手 順 

 危機管理監は、総合的判断に基づき必要と認められるときは、高次

の体制への移行を決定する。 

 

  



第１章 地震対策計画 第１節 応急活動体制 

                    地 - 10 - 

第３ 警戒配備 

 

対
策
の
あ
ら
ま
し 

本市は、市域に震度５弱の地震が発生した場合、津波注意報が発表された場合などに警戒配備

をとる。 

これらの状況の場合には、本市に大きい災害が発生する可能性は小さい。しかし、不測の事態

に対処できる体制を整え、市域に発生した災害に対し、迅速に対応できるようにする必要がある。 

警戒配備においては、情報収集・伝達や応急措置対応等を行う災害警戒本部を設ける。 

 

  市域に震度５弱の地震が発生したとき、又は東京都内湾に津波注意報が発表されたときは、 

警戒配備体制をとり、災害警戒本部を設置する。 

  ※津波注意報が発表された場合は本節第５「津波体制」による。 

 

１ 設置場所 

   災害警戒本部（以下「警戒本部」という。）の設置場所は、総務局危機管理部に設置する。 

 

２ 組織及び運営 

   警戒本部は、次に掲げる者をもって構成する。 

   なお、情報収集及び応急措置対応等のための事務局を総務局危機管理部に置く。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 所掌事務 

   警戒本部の所掌事務は、おおむね次のとおりとする。 

（１）災害に関する情報の収集・伝達 

（２）県への被害状況の報告（県危機管理政策課、防災対策課、消防課及び関係機関） 

 

 

警戒本部長 

（危機管理監） 

 警戒副本部長 

（危機管理部長）  

 

 

 

危 機 管 理 課 長 

 

防 災 対 策 課 長 

 

総 務 課 長 

 

都 市 総 務 課 長 

 

建  設  総  務  課  長 

 

水 道 局 水 道 総 務 課 長 

 

消防局（消防局長が指名する者） 

 

その他応急措置対応を必要とする局

の主管課長 
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（３）初期緊急応急対策計画の検討・実施 

（４）計画を実施するために適当な配備体制の検討 

（５）災害対策本部設置への移行準備 

（６）その他市長からの特命事項 

 

４ 警戒本部の廃止 

   災害警戒本部長（危機管理監）は、被害情報収集の結果、災害の拡大が認められないと判

断したとき、又は災害対策本部が設置されたとき、警戒本部を解散することとする。 

   解散の通知は災害対策本部と同様とする。 

配備及び活動体制の基準 

項   目 内           容 

配 備 基 準 

次の条件のいずれかに該当するとき。 

１ 市域に震度５弱の地震が発生したとき。 

２ 気象庁が東京湾内湾に津波注意報を発表したとき。 

配 備 の 内 容 

１ 災害警戒本部の設置 

２ 注意配備を強化し、局地的災害に対処できる体制とし、社会的混乱の防止、

情報の収集連絡及び活動に対処できる体制とする。 

３ 事態の推移に伴い速やかに災害対策本部を設置できる体制とする。 

勤務時間外の 

招 集 方 法 

１ 原則は自主参集であるが、宿日直員（災害対応員）若しくは本庁警備員は災

害情報を収受したときは、直ちに危機管理監に連絡し、以後、所定の「招集配

備」による。 

２ 災害警戒本部が設置されている場合 

  災害情報に基づき、災害警戒本部長（危機管理監）が判断し、所定の「招集

配備」により招集する。 

配 備 人 員 

１ 本部事務局員、区連絡員（又はあらかじめ各区で定めた職員） 

２ その他の部局＝直近要員を除き概ね 1/3 

（活動初期に必要な応急活動職員数はあらかじめ各局区で定める。） 

※津波注意報のみによる配備の場合の人員は本節第４「津波体制」に定めるとお

りとする。 

活 動 内 容 

１ 災害に関する情報の収集・伝達 

２ 県への被害状況の報告 

３ 初期緊急応急対策計画の検討・実施 

４ 計画を実施するために適当な配備の検討 

５ 災害対策本部設置への移行準備 

６ その他市長からの特命事項 

災害対策本部へ

の 移 行 手 順 

 災害警戒本部長（危機管理監）は、総合的判断に基づき災害対策本部の設置が

必要と認められるときは、市長の指示を受ける。 
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第４ 第１配備・第２配備 

 

対
策
の
あ
ら
ま
し 

 市域に震度５強以上の地震が発生した場合は、少なからず被害が発生すると予想される。 

 また、市域に震度６弱以上の地震が発生した場合は、家屋の倒壊・同時多発火災等大規模な被

害の発生が予想される。このとき、交通機関の減退、情報系統の途絶、さらに職員自らの被災等に

より、発災直後の職員参集が困難となる。このような大規模地震発生の直後は混乱のため、災害

対策本部の機能が十分に発揮できない恐れがあり、そのため、参集できた限られた職員をもって、

情報収集・伝達、救出・救護活動など早急に対処が必要な活動を重点的に行う必要がある。 

 本市は、市域に震度５強～６弱以上の地震が発生した場合などに、ただちに第１配備又は第２

配備をとり、人命・安全の確保、財産の保全など被害の軽減を図るため、参集職員をもって全力を

つくして活動を行う。 

 第１配備又は第２配備においては、災害対策本部を設置し、応急対策のための事務分掌に基づ

き、適切かつ臨機応変な活動を行う。 

 

１ 設置基準 

   市長は、次の基準により必要があると認めたときは災害対策本部を設置する。 

（１）市域に震度５強以上の地震が発生したとき。（自動設置） 

（２）気象庁が東京湾内湾に津波警報又は大津波警報を発表したとき。（自動設置） 

（３）その他総合的応急対策を必要とするとき。 

   ※（１）及び（２）は自動的に本部を設置する。 

 

２ 災害対策本部の設置 

（１）市長は、防災対策活動を推進するために必要と認めるときは、市役所本庁舎又は、市長が指

定する場所に災害対策本部（以下「本部」という。）を設置するとともに各区役所庁舎に区災害

対策本部（以下「区本部」という。）を設置する。 

（２）区長は、本部が設置されない場合においても、必要に応じて区本部を設置することができる。

この場合において、区長は、区本部の設置について速やかに市長に報告するものとする。 

（３）本部長（市長）は、現場における応急対策等について迅速に対処するため、必要と認めると

きは、区本部長（区長）に現地災害対策本部（以下「現地本部」という。）の設置及び運営を指

示する。 

 

３ 本部の廃止 

   本部長（市長）又は区本部長（区長）は、災害が発生する危険が解消したと認めたとき、   

又は災害応急対策がおおむね完了したと認めたときは、本部又は区本部（現地本部も含む）を

廃止する。 

 

４ 設置又は廃止の通知 

   本部を設置又は廃止した場合は、主管本部員（危機管理監）は、直ちに以下のとおり、電話

その他適当な方法により通知するとともに必要に応じ、本部連絡員の派遣を要請又は要請解除

する。 
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報 告 ・ 通 知 ・ 公 表 先 連 絡 担 当 者 報告・通知・公表の方法 

市役所内各部・班 

本 部 事 務 局 

電子メール、庁内掲示板（CHAINS）、総

合防災情報システム、庁内放送、地域

防災無線、電話、口頭、その他迅速な方

法 
区 役 所 

その他市役所出先機関 

各 主 管 部 

 

担  当  班 

地域防災無線、ＦＡＸ、電話、口頭、そ

の他迅速な方法 

市     民 秘 書 班 報道機関、その他迅速な方法 

県防災危機管理部長(危機管理政

策課)県現地災害対策本部（市庁

舎に設置の場合） 

本 部 事 務 局 

県防災情報システム、県防災行政無線の

個別通信電話・個別ＦＡＸ、地域防災無

線、ＦＡＸ、電話、口頭、その他迅速な

方法 

防災関係機関等 

(市警察部（各警察署）・各ライフ

ライン機関・隣接市等) 

本 部 事 務 局 

県防災行政無線の個別通信電話・個別Ｆ

ＡＸ、ＦＡＸ、電話、口頭、その他迅速

な方法 

報 道 機 関 秘 書 班 電話、口頭又は文書 

 

５ 本部の組織 

（１）災害対策本部 

 ア 本部長（市長） 

   ・指揮命令系統の責任者：災害対策本部での応急対策活動の指揮 

   ・市本部の事務の統括 

   ・副本部長、主管本部員、本部員、区本部長及び現地本部長に対する指揮命令 

 【市災害対策本部長職務の代理】 

  本部長（市長）に事故があるとき、又は本部長が欠けた場合における、本部長職務代理の 

順位は次のとおりとする。 

 

第１順位 
市長の職務を代理する副市長の順序を定める 

規則において第１順位とされている副市長 

第２順位 
市長の職務を代理する副市長の順序を定める 

規則において第２順位とされている副市長 

第３順位 危機管理監 

以下、災害対策本部組織図に定める順により、本部員が代行する。 
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 イ 副本部長（副市長） 

   ・本部長の補佐 

   ・本部長に事故があるとき、又は本部長が不在の場合における職務代理 

 ウ 主管本部員（危機管理監） 

   ・本部長、副本部長を補佐し、本部員を指揮監督する。 

 エ 本部員（総務局長、総合政策局長、財政局長、市民局長、保健福祉局長、こども未来局

長、環境局長、経済農政局長、都市局長、建設局長、消防局長、水道局長、病院事業管理

者、病院局次長、会計管理者、教育長、教育次長、議会事務局長、選挙管理委員会事務局

長、人事委員会事務局長、監査委員事務局長、その他本部長が指名する者） 

   ・対策部長として、担当部職員の指揮監督 

 

（２）区災害対策本部 

 ア 区本部長（区長） 

   ・市本部長の指揮命令により区本部の事務を統括 

   ・区副本部長及び区本部各班長に対する指揮命令 

 イ 区副本部長（副区長） 

   ・区本部長の補佐 

   ・区本部長に事故があるとき、又は区本部長が欠けたときの職務代理 

 ウ 区本部員（各区課長、保健福祉センター所長） 

   ・班員に対する指揮監督 

 

（３）部及び班 

   災害対策本部に部を置き、その事務を分掌させるため班を置く。 

 ア 部長（各局長等） 

   ・所属部の各班長を指揮監督 

 イ 副部長（部長が指名した職員） 

   ・部長の補佐 

 ウ 各部班長（次長・部長） 

   ・班員に対する指示 

 エ 非常連絡員（主管課長等） 

   ・職員の非常招集・連絡等 

 オ 本部連絡員兼予備連絡員１（総括主幹･課長補佐等管理職） 

   ・非常連絡員の補佐 

   ・本部事務局において各部間の連絡調整 

 カ 予備連絡員２（主幹・課長補佐等管理職） 

   ・予備連絡員１の補佐 

 キ 班員 

   ・班長の指示に基づく災害応急対策に従事  
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（令和５年４月１日～）

避 難 所 班

区
災
害
対
策
本
部

（区災害対策本部員会議）

区本部長  区長 区本部事務局

区副本部長  副区長（総務課長） 事務局長

（保健福祉センター(健康課を除く)、直近要員）

保 健 医 療 班 （保健福祉センター健康課、直近要員）

 副区長（総務課長）-本部班長ｰ

本部員

 市民総合窓口課長

 保健福祉センター所長

 （兼高齢障害支援課長）

 こども家庭課長

 社会援護課長（第一・第二）

 健康課長

事務局員

 総務課職員

 地域づくり支援課職員

 区本部連絡員

 ※その他区本部長が 指名する職員

本 部 班 （総務課、地域づくり支援課、直近要員）

被 災 者 支 援 班 （市民総合窓口課（区政事務センターを含む）、直近要員）

連絡員
 各部・各区が派遣する本部連絡員

 各防災機関が派遣する連絡員 第 2 協 力 部 （ 人 事 委 員 会 事 務 局 ）

第 ３ 協 力 部 （ 監 査 委 員 事 務 局 ）

生 涯 学 習 班 （ 生 涯 学 習 部 ）

議 会 部 （ 議 会 事 務 局 ）

第 １ 協 力 部 （選挙管理委員会事務局）

事務局員

※病院局

教 育 部 教 育 総 務 班 （ 教 育 総 務 部 ）
※教育委員会

学 校 教 育 班 （ 学 校 教 育 部 ）

 危機管理課長

 防災対策課長 会 計 部 会 計 班 （ 会 計 室 ）

 危機管理課職員

 防災対策課職員

 事務局長が指名する職員

　　※事務局に設置する班

　　　・総合調整係

　　　・情報集約係

　　　・被災者・避難所支援係

　　　・受援統括係

　　　・物資供給係

　　　・施設設備係

　　　・報道係

　　　・広報係

　　　・電話受付係

※会計室

病 院 部

事務局長  危機管理部長 予 防 班 （ 予 防 部 ）

事務局次長  総務局参与 水 道 部
※水道局

事務局

次長補佐

消 防 部 総 務 班 （ 総 務 部 ）
※消防局

本部事務局 警 防 班 （ 警 防 部 ）

※建設局
道 路 班 （ 道 路 部 ）

下 水 道 管 理 班 （ 下 水 道 管 理 部 ）

下 水 道 施 設 班 （ 下 水 道 施 設 部 ）

公 園 緑 地 班 （ 公 園 緑 地 部 ）

建 設 部 土 木 班 （ 土 木 部 ）

都 市 部 都 市 班 （ 都 市 部 ）
※都市局

建 築 班 （ 建 築 部 ）

※経済農政局
農 政 班 （ 農 政 部 ）

※環境局

資 源 循 環 班 （ 資 源 循 環 部 ）

経 済 農 政 部 経 済 班 （ 経 済 部 ）

（ 環 境 保 全 部 ）

※保健福祉局
健 康 福 祉 ・ 医 療 衛 生 班 （健康福祉部、医療衛生部）

高 齢 障 害 班 （ 高 齢 障 害 部 ）

こ ど も 未 来 部 こ ど も 未 来 班 （ こ ど も 未 来 部 ）

（ 市 民 自 治 推 進 部 ）
※市民局

生 活 文 化 ス ポ ー ツ 班 （ 生 活 文 化 ス ポ ー ツ 部 ）

保 健 福 祉 部 保 健 福 祉 総 務 班

本部員

 総務部長（総務局長）

 総合政策部長（総合政策局長）

 財政部長（財政局長）

 市民部長（市民局長）

 保健福祉部長（保健福祉局長）

 こども未来部長（こども未来局長）

 環境部長（環境局長）

 経済農政部長（経済農政局長）

 都市部長（都市局長）

 建設部長（建設局長）

 消防部長（消防局長）

 水道部長（水道局長）

 病院部長（病院事業管理者）

 病院副部長（病院局次長）

 会計部長（会計管理者）

 教育部長（教育長）

 教育副部長（教育次長）

 議会部長（議会事務局長）

 第１協力部長（選挙管理委員会事務局長）

 第２協力部長（人事委員会事務局長）

 第３協力部長（監査委員事務局長）

※財政局
資 産 経 営 班 （ 資 産 経 営 部 ）

税 務 班 （ 税 務 部 ）

市 民 部 市 民 自 治 推 進 班

幼 児 教 育 ・ 保 育 班 （ 幼 児 教 育 ・ 保 育 部 ）
※こども未来局

環 境 部 環 境 保 全 班

主管本部員  危機管理監 財 政 部 財 政 班 （ 財 政 部 ）

（ 情 報 経 営 部 ）
本部長  市長

総 合 政 策 部 総 合 政 策 班 （総合政策部、未来都市戦略部）
副本部長  副市長 ※総合政策局

千 葉 市 災 害 対 策 本 部 の 組 織 図

総 務 部 秘 書 班 （ 市 長 公 室 ）
※総務局

総 務 班 （ 総 務 部 ）
（災害対策本部員会議）

情 報 経 営 班
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６ 本部及び区本部の運営 

   本部及び区本部の運営については、災害対策本部条例及び同運営要綱の定めるところによる

が、おおよそ次のとおり行う。 

 

（１）本部員会議の開催 

   本部員会議は、本部長、副本部長、主管本部員及び本部員をもって組織し、本部長は、本

部を設置したときは、速やかに本部員会議を開催する。 

 ア 報告事項 

   本部員は、各部の配備と緊急措置事項を報告する。 

 イ 協議事項 

   本部員会議の協議事項は、そのつど災害の状況に応じて、本部長、副本部長、主管本部員

若しくは本部員の提議によるが、おおむね次のとおりとする。 

 

－ 本部員会議の協議事項 － 

○本部の配備の切替え及び閉鎖に関すること 

○被害発生時の緊急対策に関すること 

○自衛隊、県及び他の市町村への応援派遣要請に関する

こと 

○災害対策経費の処理に関すること 

○災害救助法の適用の意見に関すること 

○その他災害対策の重要事項に関すること 

 

 ウ 本部員会議には、必要に応じて、自衛隊、千葉県警察（千葉市警察部）、千葉海上保安部

（千葉港長）、ライフライン事業者等関係機関の出席を求める。 

 

（２）本部の運営上必要な資機材等の確保 

   本部事務局長（総務局危機管理部長）は、本部が設置されたときは、次の措置を講じる。 

 ア 本部開設に必要な資機材等の準備 

   ○千葉市災害対策図板（各種被害想定図を含む）の設置 

   ○千葉市災害対応用地図の設置 

   ○住宅地図等その他地図類の確保 

   ○携帯ラジオの確保 

   ○テレビの確保 

   ○自主防災組織代表者名簿その他名簿類の確保 

   ○被害状況連絡票その他の書式類の確保 

   ○CHAINS（千葉市行政情報ネットワークシステム）パソコンの確保 

   ○その他必要資機材の確保 

 イ 通信手段の確保 

   「情報連絡体制」に定める有線及び無線通信施設の被害状況を迅速に把握し、機器の準備及

び応急復旧を行い、通信手段の確保に努める。 
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 ウ 自家発電設備の確保 

   停電に備え自家発電設備の再点検を行い、電源の確保を図る。 

 

（３）本部の標識等 

   本部及び各区本部が設置されたときは、標識板等を掲げ、設置場所を明示する。 

   また、本部長（市長）、副本部長（副市長）、部長（局長）、班長、班員その他の職員は、災害

応急活動に従事するときは、それぞれ所定の腕章を着用するものとする。 

 

（４）区本部の運営 

   区本部の運営については、本部に準ずる。 

   なお、区本部長（区長）は、必要に応じ各市民センターに地区連絡所を置き、情報収集及び

広報活動を行う。 

 

（５）本部及び区本部職員の食料・飲料水等の確保 

   大規模災害時における本部及び区本部職員の食料等を確保するため、本庁の備蓄倉庫及び

区備蓄倉庫等に乾パン、飲料水等の備蓄品の整備を図る。 

   ※千葉市災害対策本部条例（資料 2-7） 

   ※千葉市災害対策本部運営要綱（資料 2-8） 

   ※災害対策本部の標識等（資料 2-21） 

 

７ 第１配備 

配備及び活動体制の基準 

項   目 内           容 

配  備  基  準 

次の条件に該当するとき。 

１ 市域に震度５強の地震が発生したとき。（自動配備） 

２ 気象庁が東京湾内湾に津波警報を発表したとき。（自動配備） 

３ 地震及び津波により局地災害が発生、又は津波により大規模 

 な災害が発生するおそれがある場合で、市長が必要と認めたとき。 

４ その他の状況により、本部長（市長）が必要と認めたとき。 

配 備 の 内 容 

１ 市・区災害対策本部の設置 

２ 突発的災害等に対する応急措置をとるとともに情報、水防、輸

送、医療、救護等の応急対策活動が円滑に行える体制とし、その

所要人員は所掌業務等を勘案して、あらかじめ各部等において定

める。 

３ 事態の推移に伴い速やかに第２配備に移行しうる体制とする。 
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項   目 内           容 

勤 務 時 間 外 の 

招  集  方  法 

１ 原則は自主参集であるが、宿日直員（災害対応員）若しくは本

庁警備員は災害情報を収受したときは、直ちに危機管理監に連絡

し、以後、所定の「招集配備」による。 

２ 災害警戒本部が設置されている場合 

危機管理監は、所定の「招集配備」により招集する。 

配  備  人  員 

１ 本部事務局、総務局、建設局、水道局、各区＝全職員 

２ その他の部局＝直近要員を除き概ね２/３ 

（初動活動に必要な応急活動職員数はあらかじめ各局区で定め

る。）３ 区役所担当の直近要員＝全職員 

※津波警報のみによる配備の場合の人員は、各局区等で所掌業務等 

を勘案した人員とする。 

活  動  内  容 

１ 災害に関する情報の収集・伝達 

２ 局地的災害に対する応急対策活動 

３ 広報活動 

４ 警戒宣言発令に伴う応急活動体制の確立並びに社会的混乱の防

止 

５ 広範囲な災害に備えるための体制づくり 

６ その他本部長（市長）からの特命事項 

高 次 体 制 へ の 

移  行  手  順 
本部長（市長）が本部員会議を開催し、決定する。 

 

８ 第２配備 

配備及び活動体制の基準 

項   目 内             容 

配  備  基  準 

次の条件に該当するとき。 

１ 市域に震度６弱以上の地震が発生したとき。（自動配備） 

２ 気象庁が東京湾内湾に大津波警報を発表したとき。（自動配備） 

３ 市域の広範囲にわたって地震又は津波により、災害が発生した

とき。 

４ 市域の広範囲にわたって災害が発生する事態が切迫している

とき。 

５ その他の状況により、本部長（市長）が必要と認めたとき。 

配 備 の 内 容 

１ 市・区災害対策本部の設置 

２ 複数区についての救助救護活動を行い、又その他の地域に災害

が拡大するのを防止するための応急対策活動及び復旧対策活動

に対処できる体制（情報、水防、輸送、医療、救護等の応急対策

活動が円滑に行える体制）とする。 

３ 全職員をもって対処し、直ちに救護活動及び応急対策を開始で

きる体制とする。 
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項   目 内             容 

勤 務 時 間 外 の 

招  集  方  法 

１ 全職員はあらゆる手段をもって参集するものとする。 

２ 市・区災害対策本部が設置されている場合 

  危機管理監は、所定の「招集配備」により招集する。 

配  備  人  員 全職員をもって配備する。 

活  動  内  容 

１ 災害に関する情報の収集・伝達 

２ 救出・救護活動 

３ 甚大な被害の発生に対する応急対策活動 

４ 避難対策 

５ 広報活動 

６ 警戒宣言発令に伴う応急活動体制の確立並びに社会的混乱の 

 防止 

７ 広範囲な災害に備えるための体制づくり 

８ その他本部長（市長）からの特命事項 

 

 

第５ 津波体制 

 

  地震の発生に伴い東京湾内湾に津波注意報等が発表された場合（千葉市域に震度が観測され

なかった場合を含む）の配備体制、情報の受伝達、避難指示等に係る対策は次のとおりとす

る。 

 

１ 津波に関する情報の発表 

（１）大津波警報・津波警報・津波注意報 

   気象庁は、地震が発生した時は地震の規模や位置を即時に推定し、これらをもとに沿岸で 

予想される津波の高さを求め、津波による災害の発生が予想される場合には、地震が発生して

から約 3分を目標に大津波警報、津波警報または津波注意報（以下、これらを「津波注意報等」

という。）を発表する。なお、大津波警報については、津波特別警報に位置づけられる。 

   津波注意報等とともに発表する、予想される津波の高さは、通常は数値で発表する。 

ただし、地震の規模（マグニチュード）が８を超えるような巨大地震は地震の規模を数分

内に精度よく推定することは困難であることから、推定した地震の規模が過小に見積も

られているおそれがある場合は、予想される津波の高さを定性的表現で発表する。予想

される津波の高さを定性的表現で発表した場合は、地震発生からおよそ 15分程度で求め

られる地震規模（モーメントマグニチュード）をもとに、予想される津波の高さを数値で

示した更新報を発表する。 

 

津波注意報等の種類と発表される津波の高さ等 
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(注) 「津波の高さ」とは、津波によって潮位が高くなった時点における潮位と、その時点に津波がなか

ったとした場合の潮位との差であって、津波によって潮位が上昇した高さをいう。 

 

（２）津波情報 

   津波注意報等を発表した場合には、津波の到達予想時刻や予想される津波の高さ等を津波 

情報で発表する。 

 

津波情報の種類と発表内容 

 情報の種類 発表内容 

津
波
情
報 

津波到達予想時刻・予想される津

波の高さに関する情報 

各津波予報区の津波の到達予想時刻や予想される津波の高さを５段

階の数値（メートル単位）または２種類の定性的表現で発表 

（発表される津波の高さの値は、「津波警報等の種類と発表される津

波の高さ等」を参照） 

各地の満潮時刻・津波到達予想時

刻に関する情報 

主な地点の満潮時刻や津波の到達予想時刻を発表 

各地の満潮時刻・津波到達予想時

刻に関する情報 

沿岸で観測した津波の時刻や高さを発表（※） 

沖合の津波観測に関する情報 沖合で観測した津波の時刻や高さ、及び沖合の観測値から推定される

沿岸での津波の到達時刻や高さを津波予報区単位で発表 

津波に関するその他の情報 津波に関するその他必要な事項を発表 

※ 津波観測に関する情報の発表内容について 

 ・沿岸で観測された津波の第一波の到達時刻と押し引き、及びその時点における最大級の観測時刻と高さ

津波注
意報等
の種類 

発表基準 
津波の高さ予想の 

区分 

発表される津波の高さ 
津波注意報等を見聞きし
た場合にとるべき行動 

数 値 で 
の 発 表 

巨大地震の 
場合の発表 

大津波
警報 

予想される津波
の高さが高いとこ
ろで３ｍを超える
場合 

10ｍ＜高さ 10ｍ超 

巨大 

陸域に津波が及び浸水す
るおそれがあるため、沿
岸部や川沿いにいる人
は、ただちに高台や避難
ビル等、安全な場所へ避
難する。 
警報が解除されるまで安
全な場所から離れない。 

5ｍ＜高さ≦10ｍ 10ｍ 

3ｍ＜高さ≦5ｍ 5ｍ 

津 波 
警 報 

予想される津波
の高さが高いとこ
ろで１ｍを超え、
３ｍ以下の場合 

1ｍ＜高さ≦3ｍ 3ｍ 高い 

津波 
注意報 

予想される津波
の高さが高いとこ
ろで 0.2ｍ以上、１
ｍ以下の場合であ
って、津波による
災害のおそれがあ
る場合 

0.2ｍ≦高さ≦1ｍ 1ｍ 
(表記しな
い) 

陸域では避難の必要はな
い。海の中にいる人はた
だちに海から上がって、
海岸から離れる。 
海水浴や磯釣りは危険な
ので行わない。 
注意報が解除されるまで
海に入ったり海岸に近付
いたりしない。 
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を発表する。 

 ・最大級の観測値については、観測された津波の高さが低い段階で数値を発表することにより避難を鈍ら

せるおそれがあるため、当該津波予報区において大津波警報または津波警報が発表中であり観測された

津波の高さが低い間は、数値ではなく「観測中」の言葉で発表して、津波が到達中であることを伝える。 

 

（３）津波予報 

   地震発生後、津波による災害が起こるおそれがない場合には、以下の内容を津波予報で発表

する。 
 

津波予報の発表基準と発表内容 

発表基準 発表内容 

津
波
予
報 

津波が予想されないとき 

（地震情報に含めて発表） 
津波の心配なしの旨を発表 

0.2m 未満の海面変動が予想されたとき（津波

に関するその他の情報に含めて発表） 

高いところでも 0.2m 未満の海面変動のため被害

の心配はなく、特段の防災対応の必要がない旨を

発表 

津波警報等の解除後も海面変動が継続すると

き（津波に関するその他の情報に含めて発表） 

津波に伴う海面変動が観測されており、今後も継

続する可能性が高いため、海に入っての作業や釣

り、海水浴等に際しては十分な留意が必要である

旨を発表 

 

２ 対象地域及び防災体制 

（１）対象地域 

   本市の津波対象地域を、原則として次のとおり定める。 

   ・中央区、花見川区、美浜区の沿岸地域及び河川流域・周辺地域 

 

（２）防災体制 

 ア 津波注意報、津波警報及び大津波警報発表に伴う配備体制は次のとおりとする。 

   なお、市域に震度４以上の地震が発生している場合は、それに応じた体制とする。 

   ※本節第１「応急活動体制の区分」参照 

予報の種類 市 区 

津 波 注 意 報 災害警戒本部  警戒配備 災害警戒本部  警戒配備 

津 波 警 報 市災害対策本部 第１配備 区災害対策本部 第１配備 

大 津 波 警 報 市災害対策本部 第２配備 区災害対策本部 第２配備 

 イ 津波注意報発表時の配備体制は、下記の構成によることとし、各局区等の事前に指定された

職員が自主的に参集する。また、危機管理監は被害状況等に応じて必要な対応を指示する。 

 

 

 

局 総務局、都市局、建設局、消防局、教育委員会 

区 中央区、花見川区、美浜区 
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 ウ 第２配備については、地震時の対応に準ずる。 

 エ 配備体制は次の場合に解除する。 

 （ア）津波注意報、津波警報及び大津波警報の解除が発表された場合 

 （イ）津波による被害の応急対策がほぼ完了した場合 
 

３ 排水機場・水門・陸閘
りっこう

(注 1)の操作 

   排水機場・水門・陸閘
りっこう

の運転操作については、「水防（高潮・津波）実施要領：県千葉港湾 

事務所」によるものとする。 

   ※千葉県管理の海岸・河川にある排水機場・水門・閘門
こうもん

(注 2)一覧（資料 2-18） 

   (注 1)河川等の堤防を普段は生活交通の為、通行できるよう途切れさせてあり、増水時には

ゲート等により塞いで暫定的に堤防の役割を果たす施設。 

   (注 2)水位が異なる河川や運河、水路の間で船を上下させるための装置。 
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第２節 情報の収集・伝達 

 【総務局危機管理部、全局区等】 

 

第１ 情報連絡体制 

 

対
策
の
あ
ら
ま
し 

災害発生時の情報連絡体制は、最優先で確立される必要がある。 

そのため、市及び防災関係機関は、あらかじめ連絡責任者を定め、各所属及び関係機関相互の

通信連絡を統轄させるとともに、受信専用電話を確保し通信従事者を配置するなど、迅速かつ円

滑な通信連絡を確保する。 

災害時の本部と区本部、各部出先機関及び防災関係機関との情報連絡はあらゆる通信手段を活

用する。 

○有線通信 

（１）電話の利用 

（２）ＦＡＸ等の利用 

（３）消防通信の利用 

○無線通信 

（１）市地域防災無線 

（２）消防・救急無線設備、防災用映像情報システム等により通信連絡を確保する。 

（３）県防災行政無線、アマチュア無線、携帯電話等 

○総合防災情報システム 

○その他 使者（伝令） 

なお、市地域防災無線については、必要に応じて、「千葉市防災行政用無線局管理運用規程」

及び「同移動系運用細則」に基づき無線通信の統制を行う。 

 

１ 指定電話・連絡責任者の指定等 

（１）指定電話 

   市及び防災関係機関は、災害情報通信に使用する指定電話を定め、窓口の統一を図る。災

害時においては、指定電話を平常業務に使用することを制限するとともに、指定電話に通信

事務従事者を配置し、迅速かつ円滑な通信連絡を確保する。 

   なお、原則として、指定電話は、「災害時優先電話」をあてる。 

   市においては、本部事務局に通信事務従事者として、総務局危機管理部長があらかじめ 

指名した職員を配置する。 

 

（２）災害電話等の事前承認、確保 

 ア 災害時優先電話 

   災害時における迅速な通信連絡を確保するため、あらかじめ通信回線契約業者に対し、電話

番号を指定し届出て災害時優先電話としての承認を受けておくものとする。 

 イ 非常・緊急電報 

   非常電報又は緊急電報を発信するときは、ＮＴＴ東日本㈱に依頼することとし、非常扱い 

電報（緊急扱い電報）である旨を告げるものとする。 

 

（３）連絡責任者 

   市及び防災関係機関は、災害時の防災関係機関相互の迅速かつ円滑な通信連絡を確保するた
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め、連絡責任者を定める。 

   連絡責任者は、各所属及び関係機関相互の通信連絡を統轄する。 

 

２ 本部連絡員の派遣 

（１）市の各部及び各区 

   市の各部長（各局長）及び各区本部長（各区長）は、情報収集員として１名以上を本部 

事務局に派遣し、各部に必要な情報収集に努める。 

   また、本部と各部又は区本部との連絡を強化するため、本部連絡員（情報収集員として 

派遣された者が兼務することができる）を本部事務局に派遣する。 

   なお、本部事務局に派遣された連絡員は、それ以降本部事務局長（総務局危機管理部長）

の指揮のもと情報収集・連絡調整を行う。 

 

（２）防災関係機関 

   防災関係機関は、本部との連絡のため、必要に応じ本部連絡員を本部事務局に派遣する。 

   なお、本部連絡員は、連絡用無線機等を可能な限り携行し、所属の機関との連絡にあた

る。 

 

３ 一般加入電話の調整 

   災害時における一般加入電話の円滑な運用を期するために、本部長（市長）は出先機関の長

と協議して通信系統の調整を図るものとする。 

 

４ 有線通信網・携帯電話の利用方法 

（１）電話等の利用（非常・緊急通話については、平成２７年７月末までの運用） 

   通信回線契約業者の加入電話（非常・緊急通話の利用を含む。）をはじめ、各電気通信事業者

の携帯電話・携帯メールや電報を利用する。 

 

（２）総合防災情報システム、ＦＡＸ・ＣＨＡＩＮＳ等の利用 

   本部・区本部・市各部出先機関・防災関係機関間の指令の授受伝達及び報告等の通信連絡に

ついては、総合防災情報システム、ＦＡＸ・ＣＨＡＩＮＳ等により行う。 

 

（３）警察・消防通信の利用 

 ア 消防通信 

   消防局、消防署、出張所間の消防業務用として、消防専用回線を含む有線電話通信網を利用

する。 

 イ 警察有線電話通信網 

   県警察本部を起点として、各警察署及び各管轄交番・駐在所を結ぶ警察有線電話通信網の

利用については、県警察本部長に要請し行う。 
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５ 有線通信が途絶した場合の措置 

（１）本部と国との連絡 

   千葉県防災行政無線（地域衛星通信ネットワーク)を利用して行う。 

   また、必要に応じて、衛星携帯電話を利用して行う。 

 

（２）本部と県・隣接市町村及び防災関係機関との連絡 

   千葉県防災行政無線又は千葉県防災情報システムを利用して行う。 

   なお、停電に備え非常電源として発動発電機が配置され、常時通信が確保されている。 

   この他、必要に応じ消防無線、警察無線、非常通信、伝令の派遣等による。 

 

（３）本部と区本部及び市各部（出先機関）との連絡 

   区本部、市出先機関及び災害現場等に出動している各部との連絡は、地域防災無線や市各部

が整備・調達したその他の無線設備により行う。 

   この他、必要に応じ消防無線、警察無線、非常無線、伝令の派遣による。 

 

（４）関東地方非常通信協議会の構成機関である次の機関の通信施設の利用 

   非常災害時において各防災関係機関は、それぞれの通信系が被災により不通となった場合、

又は著しく通信が困難となった場合は、次に掲げる機関所属の無線局を利用し災害に関する通

信の確保を図る（災害対策基本法第 57 条、災害救助法第 11条、水防法第 27条、電波法第 52

条）。 

 ア 国土交通省関係通信施設 

 イ 海上保安部通信施設 

 ウ 日本赤十字社通信施設 

 エ ＮＴＴ東日本㈱通信施設 

 オ 東京電力パワーグリッド(株)通信施設 

 カ 日本放送協会千葉放送局通信施設 

 キ 東京ガス(株)通信施設 

 

（５）アマチュア無線の利用 

本部と区本部は、災害時において、有線通信が被害を受け使用不能となった場合は、市職

員アマチュア無線クラブの協力により無線局を開局し、「非常通信」を行う。 

 

６ 非常通信の利用方法 

（１）取扱対象用件 

 ア 人命の救助に関するもの。 

 イ 天災の予報（主要河川の水位を含む。）及び天災その他の災害の状況に関するもの。 

 ウ 緊急を要する気象、地震、火山等の観測資料に関するもの。 

 エ 電波法第７４条第１項の規定に基づく実施の指令に関するもの。 
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 オ 非常事態に際しての事態の収拾、復旧、交通制限、その他の秩序の維持又は非常事態に伴う

緊急措置に関するもの。 

 カ 暴動に関する情報連絡及びその緊急措置に関するもの。 

 キ 非常災害時における緊急措置に関するもの。 

 ク 遭難者救護に関するもの。 

 ケ 非常事態発生の場合における列車運転、鉄道輸送に関するもの。 

 コ 鉄道路線、道路、電力設備、電信電話回路の破壊又は障害の状況及びその修理復旧のための

資材の手配及び運搬、要員の確保その他緊急措置に関するもの。 

 サ 中央防災会議、同事務局、非常災害対策本部、地方防災会議及び災害対策本部相互間に受発

する災害救援その他緊急措置に関すること。 

（２）非常通報の発信資格 

   非常通報は無線局の免許人が自ら発受するほか、次に掲げる者からの依頼に応じて発受する

ものとし、この場合は「非常」の旨を表示して差し出すものとする。 

 ア 官公庁（公共企業体を含む。） 

 イ 中央防災会議及び同事務局並びに非常災害対策本部、地方防災会議及び災害対策本部 

 ウ 日本赤十字社 

 エ 消防長会及び消防協会 

 オ 電力会社 

 カ 地方鉄道会社 

（３）取扱費用 

   非常通報はなるべく無料として取扱う。 

（４）非常通信文 

   電報頼信紙その他適宜の用紙に、下記の順序で電報形式又は文書形式（通常の文書体で記載

するもの）で書き、次の事項を記載すること。 

 ア あて先の住所氏名（又は名称、職名）及び電話番号 

 イ 種類（文書形式のものは「非常」、電報形式のものは「ヒゼウ」と記載すること。） 

 ウ 本文 

   一通の本文の字数は、２００字以内、通常の文書体の場合は、カタカナに換算してなるべく

２００字以内であること。ただし、通数には制限はないものとする。 

 エ 通報文の余白に発信者の住所、氏名及び電話番号を記載すること。 

（５）依頼方法 

   最寄りの無線局（国、県、警察及び民間等の無線局）に非常通報を持参して依頼すること。 

   ただし、急を要する場合は電話で依頼することもできる。なお、非常災害発生のおそれが

ある場合はあらかじめ無線局と緊密な連絡をとっておくこと。
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有線通信又は口頭 

  

無線通信（市・県・各機関） 

市本部を中心とした通信連絡系統図 

県災害対策本部 

市  民・事 業 所 等 

ＮＴＴ東日本
㈱ 
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第２ 地震及び津波に関する情報等 

 

１ 地震及び津波に関する情報等の種類 

   気象庁及び銚子地方気象台から県を通じて発表される地震及び津波情報の種類は、次のとお

りである。 

（１）緊急地震速報 

 ア 緊急地震速報の発表等 

   気象庁は、最大震度５弱以上または 長周期地震動階級３以上の揺れが予想された場合に、 

震度４以上または長周期地震動階級３以上が予想される地域（千葉市は千葉県北西部）に対し、

緊急地震速報（警報）を発表する。 

   日本放送協会（ＮＨＫ）は、テレビ、ラジオを通じて住民に提供する。 

   なお、震度６弱以上または長周期地震動階級４の揺れを予想した緊急地震速報（警報）は、

地震動特別警報に位置づけられる。 

   ただし、緊急地震速報（警報）は、地震発生直後に震源に近い観測点で観測された地震波を

解析することにより、地震による強い揺れが来る前に、これから強い揺れが来ることを知ら

せる警報である。このため、震源付近では強い揺れの到達に間に合わない場合がある。 

 イ 緊急地震速報の伝達 

   気象庁は、緊急地震速報を発表し、日本放送協会（ＮＨＫ）に伝達する。 

   また、テレビ、ラジオ、携帯電話（緊急速報メール機能を含む）、全国瞬時警報システム（Ｊ

－ＡＬＥＲＴ）経由による市の防災無線等を通して住民に伝達する。 

 ウ 緊急地震速報を見聞きした場合にとるべき行動 

   緊急地震速報が発表されてから強い揺れが来るまではわずかな時間しかないため、緊急地

震速報を見聞きしたときは、まずは自分の身の安全を守る行動をとる必要がある。 

 

 

入手場所 とるべき行動の具体例 

自宅等屋内 

頭を保護し、大きな家具からは離れ、丈夫な机の下等に隠れる。 
＜注意＞ 
・あわてて外へ飛び出さない。 
・その場で火を消せる場合は火の始末、火元から離れている場合は無理して消化し
ない。 

・扉等を開けて避難路を確保する。 

駅やデパート等の
集客施設 

館内放送や係員の指示がある場合は、落ち着いてその指示に従い行動する。 
＜注意＞ 
・あわてて出口・階段等に殺到しない。 
・吊り下がっている照明等の下からは退避する。 

街等屋外 

・ブロック塀の倒壊や自動販売機の転倒に注意し、これらのそばから離れる。 
・丈夫なビルのそばであればビルの中に避難する。 
・ビルからの壁、看板、割れたガラスの落下に備え、ビルのそばから離れ
る。 
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（２）情報等の種類 

               緊急地震速報（警報） 

               震度速報 

               震源に関する情報 

   地震情報        震源・震度に関する情報 

               各地の震度に関する情報 

               遠地震度に関する情報 

               推計震度分布図 

               長周期地震動の観測情報 

               その他の情報 

 

            大津波警報・津波警報・津波注意報 

津波関係        津波情報 

            津波予報 

 

（３）気象庁の発表  

地震情報の種類 発表基準 内容 

緊急地震速報

（警報） 

・震度 5 弱 

・長周期地震動階級 3 以上 

 発表対象地域は、震度４又は長周期地

震動階級 3以上を予想した地域。 

 千葉県の地域名は、北西部、北東部、

南部で発表する。 

震度速報 ・震度３以上 

 地震発生約１分半後に、震度３以上を

観測した地域名（全国を 188 地域に区分）

と地震の揺れの検知時刻を速報。 

震源に関する 

情報 

・震度３以上 

（大津波警報、津波警報又は津波注意報

を発表した場合は発表しない） 

 地震の発生場所（震源）やその規模（マ

グニチュード）を発表。 

 「津波の心配がない」または「若干の

海面変動があるかもしれないが被害の心

配はない」旨を付加。 

震源・震度に 

関する情報 

 以下のいずれかを満たした場合 

・震度３以上 

・大津波警報、津波警報または津波注意

報発表時 

・若干の海面変動が予想される場合 

・緊急地震速報（警報）を発表した場合 

 地震の発生場所（震源）やその規模（マ

グニチュード）、震度３以上の地域名と市

町村及び観測した震度を発表。 

 震度５弱以上と考えられる地域で、震

度を入手していない地点がある場合は、

その市町村名を発表。 

 

 

入手場所 とるべき行動の具体例 

車の運転中 

・後続の車が情報を聞いていないおそれがあることを考慮し、あわててスピードを
落とすことはしない。 

・ハザードランプを点灯する等して、まわりの車に注意を促したのち、急ハンドル、
急ブレーキを避ける等、できるだけ安全な方法により道路の左側に停止させる。 
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地震情報の種類 発表基準 内容 

各地の震度に関

する情報 
・震度１以上 

 震度１以上を観測した地点のほか、地

震の発生場所（震源）やその規模（マグ

ニチュード）を発表 

 震度５弱以上と考えられる地域で震度

を入手していない地点がある場合は、そ

の地点名を発表。 

遠地地震に関す

る情報 

 国外で発生した地震について以下の

いずれかを満たした場合等 

・マグニチュード 7.0 以上 

・都市部等、著しい被害が発生する可能

性がある地域で規模の大きな地震を観

測した場合 

 地震の発生時刻、発生場所（震源）や

その規模（マグニチュード）を概ね 30分

以内に発表。 

 日本や国外への津波の影響に関しても

記述して発表。 

推計震度分布図 ・震度５弱以上 

 観測した各地の震度データをもとに、

１ｋｍ四方ごとに推計した震度（震度４

以上）を図情報として発表。 

長周期地震動に

関する観測情報 

震度１以上を観測した地震のうち長周

期地震動階級１以上を観測した場合 

 地域毎の震度の最大値・長周期地震動

階級の最大値のほか、地点毎に、長周期

地震動階級や長周期地震動の周期別階級

等を発表。 

その他の情報 
・顕著な地震の震源要素を更新した場

合や地震が多発した場合等 

 顕著な地震の震源要素更新のお知らせ

や地震が多発した場合の震度 1 以上を観

測した地震回数情報等を発表 
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２ 地震及び津波に関する情報等の伝達系統 

   情報等の受領伝達は、総務局危機管理部が担当する。総務局危機管理部は、必要と認める

場合は、所定の伝達系統により速やかに警報及び情報等を伝達する。 

 

図 地震及び津波に関する情報等の伝達系統 
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３ 県における地震・津波に関する情報の収集と伝達 

（１）震度情報の収集 

   震度情報の収集地震発生時の初動体制を迅速に確立するため、震度計から震度情報を自動

で収集する、千葉県 震度情報ネットワークシステムを運用している。本システムでは、県内

全市町村の８２観測点で観測 された震度情報が、防災行政無線等の回線を経由して、県庁に

設置されている震度情報ネットワークサーバに自動的に収集される。収集された震度情報

は、県災害対策本部の応急対策における意思決定支援に活用される。 

（２）震度情報の伝達 

   本システムで観測される震度情報については、自動的に気象庁に伝達され、気象庁が発表

する 震度速報等に利用される。また、震度４以上が観測された場合は、消防救急活動の広域

応援のための参考情報として、消防庁にも自動伝送される 

（３）地震被害予測システムによる被害予測 

   震度情報ネットワークシステムで収集した震度情報等を基に、地震発生直後に震度分布や

人的被害、建物被害等を推計し、県災害対策本部において活用するほか、県内市町村へ配信

する。 

（４）津波浸水予測システムによる予測 

   国立研究開発法人防災科学技術研究所が整備した S-netで観測した水圧データ等を基に、

九十九里・外房地域を対象に津波浸水域等を予測し、県災害対策本部において活用するほ

か、気象庁の予報業務許可を取得した地域の市町村へ配信する。 

 

 

第３ 被害状況の収集・伝達 

 

対
策
の
あ
ら
ま
し 

災害発生後の的確な応急対策活動や広報活動を実施するためには、被害状況を的確かつ迅速に

把握することが重要となる。 

 その場合の情報の収集・伝達活動に大事なポイントは次の３点である。 

  ○第１に速報性（スピード） 

○第２に簡潔性（ポイントが簡明） 

○第３に情報源（確認、未確認情報の別） 

また、被害のない地区に関する情報については、特に指示しない限り報告されないことになり

がちである。そのため、まず、「被害の有無」に関し、市域の全区全地区について把握するよう配

慮するものとする。 

 以下には、災害原因に関する情報、被害状況、措置状況等の防災情報を各機関の有機的連携の

もとに収集・伝達するための方法及び組織等について定める。 

 なお、被害状況の収集・伝達は、原則、「総合防災情報システム」により行う。 
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被 害 情 報 の 収 集 報 告 系 統 図 
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中央区  043-221-2111 

花見川区 043-275-6111 

稲毛区  043-284-6111 

若葉区  043-233-8111 

緑 区  043-292-8111 

美浜区  043-270-3111 

 

 

電話  110 

 

 

電話  119 

 

伝 
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伝 

 

  第２次通報 

達 

 

区    別 情 報 の 総 括 責 任 者 

 

総括責任者 危 機 管 理 監 

取扱責任者 総 務 局 危 機 管 理 部 長 

担    当 
総務局危機管理部長  電 話 043-245-5151 

           ＦＡＸ 043-245-5597 

 

千葉県防災情報 

                第３次通報 

システムによる報告 

 

県が災害対策本部を設置する前 県が災害対策本部を設置したとき 

 

県 危 機 管 理 政 策 課 県 災 害 対 策 本 部 

 

 

 

第１次通報 
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１ 被害状況の収集 

（１）収集すべき情報の内容 

   災害発生後、直ちに収集すべき情報は、別記報告様式に基づくが、概ね次のとおりとする。 

   ※災害発生後、直ちに収集すべき情報 

 ア 災害の原因 

 イ 災害が発生した日時 

 ウ 災害が発生した場所・区域 

 エ 人的被害 

 オ 物的被害（住家被害及び公共施設被害等） 

 カ 機能的被害（道路・交通機関・ライフライン被害等） 

   ※千葉市報告様式（資料 6-1） 

   ※千葉県報告様式（資料 6-2） 

   ※被害の認定基準（資料 6-4） 

 

（２）収集の実施者 

   被害状況に関する情報の収集は、市災害対策本部事務分掌に定められた各部及び区本部の所

管業務に基づいて、所属の職員があたる。また、本市と災害時応援協定を締結するドローン（無

人航空機）に関連する事業者等を活用する等、被害情報収集の効率化に努める。 

   市及び防災関係機関のそれぞれの分担の一覧は、概ね次の表のとおりである。 

市及び防災関係機関の調査分担の一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調 査 実 施 者 収 集 す べ き 被 害 状 況 の 内 容 

市 

区   本   部 ○区域に係る人的・物的・機能的被害 

各施設の管理者 
○所管施設の来所者、入所者、職員等の人的被害 

○所管施設の物的被害及び機能的被害 

職務上の関連部課 

○商業施設・市場・工場、危険物取扱施設等の物的被害 

○避難道路及び 橋 梁
きょうりょう

の被災状況 

○その他所管する施設の人的・物的・機能的被害 

市 消 防 局 

各消防署・所 

○被害の発生状況（火災・人命・建物） 

○要救助者情報及び救急活動情報 

○ヘリコプター活用による広域・局所の被災状況 

○その他消防活動上必要ある事項 

千 葉 市 警 察 部 

千 葉 中 央 警 察 署 

千 葉 東 警 察 署 

千 葉 西 警 察 署 

千 葉 南 警 察 署 

千 葉 北 警 察 署 

○被害の概要（火災、人命、建物、道路、交通機関） 

○避難者の状況 

○交通規制及び緊急交通路確保の要否 

○ライフラインの状況 

○治安状況及び警察関係被害 

○その他災害警備活動上必要な事項 

その他の防災機関 ○市の地域内の所管施設に関する被害状況 
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２ 被害状況のとりまとめ 

（１）各部及び区本部から本部への報告 

   各部及び区本部は、災害が発生してから災害に関する応急対策が完了するまでの間、以下の

表の手順のとおり、本部へ、原則、総合防災情報システムにより被害状況及び災害応急対策の

活動状況を報告する。 

  （主な報告項目） 

   ・人的被害 

   ・住家被害 

   ・非住家被害（公共建物、店舗等） 

   ・その他（がけ崩れ、道路冠水、車両被害、倒木等） 

   ・避難所開設状況 

   ・各局配備人員 

 

（２）被害状況のとりまとめ 

   本部事務局（総務局危機管理部）は、各部及び区本部からの情報のとりまとめにあたって

は、以下の点に留意する。 

 

 ア 確認された情報により把握されている災害の全体像の把握 

 イ 至急確認すべき未確認情報の一覧 

 ウ 至急訂正情報の伝達、応急対策要員の派遣等の対応をするべき未確認情報の一覧 

 ※例えば、悪質なデマ・ウワサに類することや確認の手順をふむいとまのない緊急災害発生通報 

 エ 情報の空白地区の把握 

   ※大規模な災害時には、｢情報の空白｣は､被害の甚大なことを意味する場合がある。 

 オ 被害軽微若しくは無被害である地区の把握 

 

報告の区分 報 告 の 時 期 留  意  事  項 

発  生 

（災害概況速報） 

 

覚知後、直ちに報告。 

以後詳細が判明のつど

報告。 

・人的被害及び住家被害を重点に報告すること。 

・現況を把握次第直ちに報告すること。 

・迅速性を第１に報告すること。 

・部分情報、未確認情報も可。ただし、情報の出

所を明記すること。 

・応急対策の実施のつど必要と認める事項を報告

すること。 

経   過 

（被害概況報告及び

応急措置状況報告） 

 

本部長より指示があっ

た事項及びその他必要と

する情報を随時報告。 

その他必要と認める場

合及び本部より指示があ

った場合。 

・災害概況速報として報告した情報を、確認され

た事項を報告すること。 

・全壊、流出半壊、死者及び重傷者が発生した場

合には、その氏名、年齢、住所等をできる限り速

やかに調査し、報告すること。 
・応急対策の実施の間、必要と認める事項を報告

すること。 

確   定 

（災害総括報告等） 

 

被害の全容が判明し被

害状況が確定した場合（県

への報告は応急対策終了

後 10 日以内）。 

・被害世帯人員等については、現地調査だけでな

く、住民登録とも照合して、その正誤を確認する

こと。 
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３ 県（災害対策本部）への報告 

（１）報告の担当者 

   県（災害対策本部）への報告は、本部長（市長）の指示に基づき、本部事務局（総務局危機

管理部）が行う。 

（２）報告の手順 

 ア 本部事務局（総務局危機管理部）は、各部及び区本部から報告された被害状況及び措置状況

のとりまとめにあたっては、調査漏れや重複のないよう留意し、相違ある被害状況については、

報告前において、調整するものとする。 

 イ 千葉県危機管理情報共有要綱に基づき、次表に従って、県に報告する。 

（３）報告先等 

   本部事務局（総務局危機管理部）が、県に行う被害情報の報告先及び報告の区分・様式は、

以下のとおりである。 

   市域に災害が発生したとき、又は発生が予想されるときは、速やかに被害情報を収集し、千

葉県防災情報システム及び電話・ＦＡＸ又は県防災行政無線により県本部事務局（県危機管理

政策課）に報告する。ただし、県に報告できない場合にあっては、国（総務省消防庁）に報告

するものとし、事後速やかに県に報告する。「震度５強」以上を記録した地震にあっては「火

災・災害等即報要領（昭和 59 年 10 月 15 日付消防災第 267 号）」により被害の有無を問わず、

第１報等について県と併せて国（総務省消防庁）に報告する。 

   また、同時多発火災等により消防機関に通報が殺到したときは、その旨を国（消防庁）及び

県に通報する。 

 

（本部事務局（総務局危機管理部）が県に行う被害情報の報告先） 

区       分 県   報   告   先 

平 常 時 勤 務 時 間 内 危機管理課災害対策室 

・防災電話    500-7320、7314 

・防災ＦＡＸ   500-7298 

・ＮＴＴ電話   043-223-2175 

・ＮＴＴＦＡＸ  043-222-1127 

勤 務 時 間 外 防災行政無線統制室 

・防災電話    500-7225 

・防災ＦＡＸ   500-7110 

・ＮＴＴ電話   043-223-2178 

・ＮＴＴＦＡＸ  043-222-5219 
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区       分 県   報   告   先 

県配備体制 

 

 

 

 

災害対策本部 

設 置 前 

 

 

 

情報収集作業室 

・県防災情報システム 

・防災電話    500-7308 

・防災ＦＡＸ   500-7298 

・ＮＴＴ電話   043-223-2175 

・ＮＴＴＦＡＸ    043-222-1127 

災害対策本部 

設 置 後 
災害対策本部情報班 

・県防災情報システム 

・防災電話     500-7309、7310、7311 

・防災ＦＡＸ    500-7298 

・ＮＴＴ電話   043-223-3329 

・ＮＴＴＦＡＸ  043-222-2653、043-222-0100 

 

 

（本部事務局（総務局危機管理部）が県に行う被害情報等報告の区分及び様式） 

千葉県危機管理情報共有要綱（平成２９年４月１日施行） 

  

報 告 の 種 類 報  告  時  期 報  告  方  法 内容及び様式 

即時報告 

対応に着手した時

点（時刻・配備体

制・配備人数） 

県防災情報システ

ム（ただし、シス

テムが使用不能な

場合等には、電子

メール、電話また

はＦＡＸ等の代替

手段を使用） 

人的被害に関する情報（様式１） 

 

住家被害に関する情報（様式２） 

 

交通規制・道路被害に関する情報（様式

３） 

 

その他の被害に関する情報（様式４） 

 

避難指示等に関する情報（様式５） 

 

物資資源管理に関する情報（様式６） 

 

避難所・救護所等に関する情報（様式７） 

 

消防庁が指定する災害に関する情報 

（災害即報 4号様式＝消防庁様式） 

随時報告 

情報を覚知した、

または県から別途

報告の時刻の指定

があった場合 

定時報告 

対応が長期化した

場合等において、

県から定時報告の

指定があった場合

（原則として 10

時・15時時点での

情報を 30分以内に

報告） 

平時報告 

事案の有無によら

ず、平時から行う

報告（報告内容及

び日時は県が別途

指定） 
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第３節 災害時の広報 

 【総務局、市民局、消防局、関係機関】 

 

基
本
的
な
考
え
方 

市（区）及び防災関係機関は、災害発生後、できる限り速やかに市民及び報道機関に対し、公共

施設やライフライン等の被害の有無、当面の応急的な措置、復旧見込み等に関する広報活動を展開

する必要がある。 

そのため、市（区）及び防災関係機関は、役割分担を決め、被災地の市民だけでなく、被害を免

れた地域の市民に対しても広報活動を行う。 

この場合、特に「災害時における広報活動」の果たすべき役割として、次の２点に留意して行う

ことが重要である。 

第１点は、迅速かつ的確な情報の提供それ自体により、市民に対して現実的な状況判断を行うよ

う促すことである。 

第２点は、市（区）域内を巡回したり「機関名」を連呼することを通じて、間接的に市や防災関

係機関が健在であることを市民に対してアピールすることである。 

いずれの側面においても、憶測による人心不安やデマ情報の流布による社会秩序の混乱を最小限

にとどめるとともに、市民ができるだけ早く生活再建のための活動に取り組むよう促す効果を期待

して行う。デマである可能性がある情報については、関係機関への確認を行うなど情報分析を行う

とともに庁内において認識統一を図り、パニック防止のため、市民に対してデマ情報への注意の呼

びかけを行い、災害相談窓口等に対し問い合わせがあった場合、庁内で共有した情報を元に対応す

る。 

なお、ＪＲその他の交通機関に関する広報活動については、各機関が駅等において掲示その他に

より行うほか、市が情報の提供を受け行う。 

 

第１ 実施機関とその分担 

 

１ 市（区）と防災関係機関 

   市は、市長（本部長）の決定に基づき、各防災関係機関と密接な連絡のもとに、次に掲げる

事項を中心に広報活動を実施する。 

 

主  な  広  報  事  項 

（１）地震発生直後の広報 

ア 地震、津波に関する情報 

イ 出火防止及び初期消火の呼びかけ 

ウ パニック防止、デマ情報への注意の呼びかけ 

エ 避難の勧告、指示 

オ 要配慮者等保護及び人命救助の協力呼びかけ 

カ 市内の被害状況の概要 

（ア）延焼火災の発生状況 

（イ）建物破壊の発生状況 

（ウ）道路損壊、がけ崩れ、液状化その他地盤災害の発生状況 

（エ）災害に伴う道路交通規制等の状況 

キ 市の活動体制及び応急対策実施状況に関すること 

（ア）本部の設置 

（イ）区本部の設置 

（ウ）地区連絡所の設置 

（エ）避難所、救護所の設置 

（オ）応急給水の実施状況 

（カ）その他必要な事項 
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主  な  広  報  事  項 

 ク ライフラインの被害状況 

（２）被害の状況が静穏化した段階の広報 

 ア 地震、津波に関する情報 

 イ 被害情報及び応急対策実施状況に関すること 

 （ア）被災地の状況 

 （イ）救護所、避難所の開設状況 

 （ウ）応急給水、応急給食等の実施状況 

 （エ）その他必要な事項 

 ウ 安心情報 

 （ア）「・・・・・・地区は被害なし」 

 （イ）「・・・・・・小学校児童は全員無事に・・・・・・へ避難」 

 （ウ）その他被害のない事実又は軽微な事実を内容とする情報 

 エ 生活関連情報 

 （ア）電気、ガス、水道、下水道の復旧状況 

 （イ）食料品、生活必需品の供給状況 

 オ 通信施設の復旧状況 

 カ 道路交通状況 

 キ バス、電車、モノレール等交通機関の復旧、運行状況 

 ク 医療機関の活動状況 

 ケ その他必要な事項 

 

 

２ 警察署 

 【千葉中央警察署・千葉東警察署・千葉西警察署・千葉南警察署・千葉北警察署】 

   警察署は、本部及び区本部、消防署その他関係機関と協力して、次の事項に重点を置いて

広報活動を実施する。 

 

主  な  広  報  事  項 

（１）災害の状況及びその見通し 

（２）避難・救援活動に関すること 

（３）治安状況及び犯罪の予防に関すること 

（４）道路交通規制に関すること 

（５）その他必要と認められる事項 

 

 

３ 県企業局等 

 【千葉水道事務所・千葉水道事務所千葉西支所、水道局及び四街道市上下水道部】 

   県企業局等は、本部及び区本部と協力して、次の事項に重点を置いて広報活動を実施す

る。 
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主  な  広  報  事  項 

（１）水道施設の被害状況及び復旧見込み 

（２）給水拠点の位置及び応急給水状況 

（３）水質についての注意 

（４）その他震災発生時に必要な事項 

 

 

４ ＮＴＴ東日本㈱ 

   ＮＴＴ東日本㈱は、災害のため通信が途絶したとき、若しくは利用の制限を行ったときは

テレビ、ラジオ、広報車等によって、利用者に対して広報活動を実施する。 

   なお、地震の振動で受話器がはずれた場合、通話中と同じ状態になり、緊急通話の呼び出

しがあってもつながらないため、地震のおさまった後には必ず受話器の確認を行うよう周知

する。 

   主な広報事項は．以下のとおりである。 

 

主  な  広  報  事  項 

（１）通信途絶、利用制限の理由 

（２）通信途絶、利用制限の内容 

（３）災害復旧に対してとられている措置及び復旧見込時期 

（４）通信利用者に協力を要請する事項 

（５）災害用伝言ダイヤルの開設 

（６）その他事項 

 

５ 東京電力パワーグリッド㈱千葉総支社 

   感電事故及び漏電による出火を防止するため、テレビ、ラジオ、新聞等の報道機関を通じて

需要家に対し、次の諸点を十分ＰＲするほか、広報車等により直接当該地域へ周知する。 

   また、停電の状況、復旧予定時間等については、可能な限り広報車等により直接当該地域に

周知するとともに千葉市、千葉県等の関係機関とも必要に応じて連携を図る。 

 

主  な  広  報  事  項 

（１）第１段階（安全、危険防止） 
ア 切れた電線や、たれ下がった電線には絶対に触らないこと。 
イ 使用中の電気器具のコンセントは直ちに抜くこと。 
ウ 外へ避難するときは、安全器又はブレーカーを必ず切ること。 
エ 電柱の倒壊、折損、電線の断線・垂下等を発見した場合は、速やかにカスタマーセ
ンターへ連絡すること。 

オ 建物の倒壊により損傷した屋内配線、電気機器は危険なため使用しないこと。使
用する場合は、絶縁検査を受けてから使用すること。 

（２）第２段階（被害状況） 
ア 停電区域 
イ 停電事故復旧状況 
ウ 停電事故復旧見込み 
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６ ガス事業各社 

（１）東京ガス㈱千葉支社 

   大地震が発生しガス設備に被害があった場合、当該地域へのガス供給を停止する必要があ

る。その際ガスの供給停止地区を最小限に抑えるために、中圧・低圧導管網をいくつかのブ

ロックに分け、被害を受けたブロック内の供給源のみを停止する方法をとる。 

   広報については、災害発生直後、ガス供給停止時、復旧作業中、その他必要な場合におい

て、その状況に応じた広報活動を行う。テレビ・ラジオ・インターネット・新聞等を通じて

行うほか、必要に応じ直接当該地域へ周知する。また、千葉市、千葉県等の関係機関とも必

要に応じて連携を図る。 

 

主  な  広  報  事  項 

《供給継続地区》 

１ ガスのにおいがする場合、火は使用せず、ガス栓、メーターガス栓を閉め、すぐ東 

京ガスに連絡すること。 

２ ガスのにおいがしない場合でも、ガス給湯器の換気筒のはずれなど、ガス機器の給 

排気設備に異常がある場合には、ガス機器は使用しないこと。 

３ 地震によってマイコンメーターの安全装置が作動し、ガスが止まっていることがあ

る。この場合、ガスメーター正面の赤いランプが点滅している。メーターに取り付け

てある復帰操作説明書を参考に、自分で復帰操作ができる。復帰操作をしてもガスが

出ない場合は、最寄りの東京ガスへ連絡すること。 

《供給停止地区》 

１ 安全のため、器具栓、ガス栓、メーターガス栓を全て閉めること。 

２ ガスの供給再開について、ガス会社の係員が各家庭のガス設備の安全を確認するま

ではガスを使用しないこと。 

 

（２）大多喜ガス㈱千葉事業所 

   おおむね東京ガス㈱千葉支社に準ずる。 
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第２ 市広報活動の実施手順 

 

基
本
的
な
考
え
方 

市が市民に対して実施する災害時の広報活動については、広報情報の不統一を避ける観点から、

本部事務局長（総務局危機管理部長）を経由し、本部長（市長）又は区本部長（区長）の決定に基

づき行うよう広報ルートの一本化を図る。 

また、その果たすべき意義を踏まえるとともに、緊急性の有無や対象地域の限定の有無等によ

り利用する方法（手段）を適切に使い分ける。 

そのため、本部事務局長（総務局危機管理部長）、市民自治推進班長（市民局市民自治推進部長）、

秘書班長（総務局市長公室長）若しくは区被災者支援班長は、本部長又は区本部長から特に指示

された場合を除き、状況を判断の上適切な広報手段を選定し行う。 

 なお、ＮＨＫ千葉放送局、千葉テレビ放送㈱、㈱ジェイコム千葉セントラル、㈱ベイエフエム、

㈱ニッポン放送等に対する緊急警報放送の要請は、秘書班長（総務局市長公室長）が本部長（市

長）の指示に基づき要請する。 

 

１ 広報活動の決定 

   広報活動の実施及び広報事項の決定は、本部長（市長）の指示に基づき本部事務局長（危

機管理部長）が行う。 

   市民向け広報活動は、本部による広報活動と区本部による広報活動とに大別される。 

   また、災害時に本部又は区本部が行う広報活動については、次の２つの場合が想定され

る。 

 

（１）本部長（市長）又は区本部長（区長）の自主的な判断による場合 

（２）各担当部（班）、防災関係機関からの広報依頼による場合 

 

   いずれの場合についても情報の不統一を避ける観点から、指揮命令系統を次の図のとおり

行うものとし、広報ルートの一本化を図る。 

   本部事務局長（総務局危機管理部長）は、本部各部長に対して、各部・班から直接区本部

被災者支援班へ広報活動の実施を依頼することのないよう、あらかじめ周知徹底しておく。 

   なお、区本部長（区長）は、必要と認める場合は、その所轄する区の地域における広報活

動を行うことを決定できるものとする。ただし、その場合は、事後速やかに必要な事項につ

いて、本部事務局長（危機管理部長）を通じて、本部長（市長）に報告するものとする。 
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広報活動の決定から実施までの流れ 

 

 

 

 

 

  

各部・各班 防災関係機関 

 

災 害 対 策 本 部 

（事 務 局） 

 

区 災 害 対 策 本 部 

広 報 車 等 

 

市       民 

警 察 署・ 

消 防 署 等 

現場指示 

広 報 車 

 

ラ 

ジ 

オ 

・ 

テ 

レ 

ビ
等 

防
災
行
政
無
線
（
同
報
系
）・
メ
ー
ル
等 

 

（広報依頼） 

 

区被災者支援班 

（広報依頼） 

 

（広報依頼） 

 

（広報依頼） 

 

防災行政無線 

 

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
・Ⅹ

（
旧
：
ツ
イ
ッ
タ
ー
）
等 

 

市民自治

推進班 
秘書班 

ﾁﾗｼ・ﾋﾞﾗの 

配布・掲示 
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２ 広報活動の方法（手段） 

（１）防災行政無線の利用 

   本部は、防災行政無線により、市内に設置した屋外受信機を通じて、ほぼ全域に必要な情

報を同時に伝達する。 

   また、各区本部からも防災行政無線により、市民に伝達する事ができる。 

 

利 用 す る 場 合 （ 事 例 ） 実施にあたり注意すべき事項 

緊 急 伝 達 

ア 避難の指示 

イ 津波に関する情報 

ウ その他 

○屋外受信機は、聞き取りにくいため、 

次の配慮をする。 
●音量・音質・響鳴を考慮する。 

●ゆっくり正確に伝える。 

●３回以上繰り返す。 
い っ せ い 伝 達 

 

（いっせい伝達・ 

地域を限定した伝達） 

ア 地震発生直後の地震情報 

イ 地震発生直後の出火防止、初

期消火の呼びかけ 

ウ 地震発生直後の要配慮者等

保護、人命救助の協力呼びか

け、その他注意事項 

エ 安心情報 

オ 市本部、区本部、救護所の設

置等応急対策の実施状況 

 

（２）車両の利用 

   車両による広報活動は、区本部・消防部が行う。 

   区本部被災者支援班長は、必要に応じ他の部の車両も動員して必要地域へ広報車を出動さ

せ広報活動を実施する。 

   なお、車両による広報は、音声のみによらず、ビラ・チラシなど印刷物の配布に努める。 

   また、他の部の車両の動員については、資産経営班（財政局資産経営部）に要請する。 

 

利 用 す る 場 合 （ 事 例 ） 実施にあたり注意すべき事項 

緊急伝達 
ア 避難の指示 

イ 津波に関する情報 

○屋内にいる場合、聞き取りにくい

ため次の配慮をする。 

 ●音量・音質・響鳴を考慮する。 

 ●ゆっくり正確に伝える。 

 ●３回以上繰り返す。 

 ●車両をゆっくり運行させる。 

時期又は地域を 

限定した伝達 

ア 地震、津波に関する情報 

イ 防疫・清掃、給水活動等

の応急対策実施状況 

ウ 安心情報 

エ 生活関連情報 

オ 通信施設の復旧状況 

カ 道路交通状況 

キ 医療機関の活動状況 
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（３）ヘリコプターの活用 

   ヘリコプターによる広報活動は、消防部が行う。 

   消防部警防班長（消防局警防部長）は、必要に応じ災害時における広報活動を実施する。 

 

利 用 す る 場 合 （ 事 例 ） 実施にあたり注意すべき事項 

緊急伝達 

ア 避難の指示 

イ 津波に関する情報 

ウ その他必要な情報 

○屋内にいる場合、聞き取りにくいため 

次の配慮をする。 

●音量・音質・響鳴を考慮する。 

●ゆっくり正確に伝える。 

●３回以上繰り返す。 

時期又は地域を 

限定した伝達 

ア 地震、津波に関する情報 

イ その他必要な情報 

 

（４）市職員の口頭等での伝達 

   区本部被災者支援班長は、広報車の活動が不可能な地域、若しくは特に必要と認められる地

域に対しては、区本部被災者支援班職員及び本部からの応援職員を派遣し広報活動を実施する。 

   本部からの職員の応援については、総務班長（総務局総務部長）を通じて要請する。 

   また、必要な場合は、併せて消防部、警察署その他の防災関係機関の協力を要請する。 

   なお、職員を派遣する場合は、原則として、携帯電話又は無線機を携帯させるとともに、区

本部と密接な連絡をとりながら広報活動を実施するよう努める。 

 

利 用 す る 場 合 （ 事 例 ） 実施にあたり注意すべき事項 

緊急伝達 

ア 避難の指示 

イ 津波に関する情報 

ウ その他 

○屋内にいる場合、聞き取りにくいため 

次の配慮をする。 

 ●音量・音質・響鳴を考慮する。 

 ●ゆっくり正確に伝える。 

 ●３回以上繰り返す。 

 ●不確実なことは言わない。 

避場所での 

情報伝達 

ア 地震、津波に関する情報 

イ 防疫・清掃、給水活動等の

応急対策実施状況 

ウ 安心情報 

エ 生活関連情報 

オ 通信施設の復旧状況 

カ 道路交通状況 

キ 医療機関の活動状況 

○被災者が精神的に不安定な状態にある 

ことを踏まえ、上記以外に次の配慮をする。 

 ●ビラ・チラシなどの印刷物を併せて 

配布するよう努めること。 
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（５）本庁舎、区庁舎、市出先機関等での掲示等 

   市民部長（市民局長）は、「災害対策広報」等を適宜発行するよう努める。 

   これにより情報の空白時間帯や空白地域の発生による無用な混乱を防止するための重要な

手段とする。 

   なお、発行された「災害対策広報」は、本庁舎においては市民自治推進班（市民局市民自治

推進部）が、区本部・出先機関及び地区連絡所においては、各担当職員が掲示又は配布を行う。 

   また、本庁舎、区庁舎、市出先機関等の各公共施設の管理者は、ホームページ等の情報につ

いても掲示を行う。 

（６）隣接市の防災行政無線の利用 

   隣接市との境界部にあたる地域の市民への広報活動で、上記の手段によることが適切でない

と判断される場合については、本部事務局長（危機管理部長）が本部長（市長）の指示に基づ

き隣接市に対して、緊急無線放送を要請する。 

（７）インターネット等多様なメディアを使用した重層的な広報 

   市のホームページ、ちばし災害緊急速報メール、ちばし安全・安心メール、SNS（ソーシャ

ル・ネットワーキング・サービス）等を使った広報を行う。 

（８）町内自治会への回覧・掲示要請 

   インターネット等を利用できない人や要配慮者などへの広報手段として町内自治会への回

覧・掲示要請を行う。 

（９）緊急警報放送の要請 

   避難の勧告又は指示、その他予想される災害の事態及び市のとるべき措置のうち緊急に伝達

する必要のある事項について、その必要があると認める場合は、本部長（市長）の指示に基づ

き秘書班長（総務局市長公室長）がＮＨＫ千葉放送局、千葉テレビ放送㈱、㈱ジェイコム千葉

セントラル、㈱ベイエフエム、㈱ニッポン放送に対して、緊急警報放送の要請を行う。 

（10）デマ等への対策 

   災害時の推測による人心不安や風説の流布による社会秩序の混乱を最小限に留めるため、誤

報の可能性がある情報については、関係機関への確認を行うなど情報分析を行うとともに、庁

内の認識統一を行い、ＳＮＳ等を活用した広報活動を実施する。 

 

３ 広報文例集（防災行政無線） （資料 5-1） 

（１）津波 

   ・高齢者等避難（遠地地震） 

   ・避難指示（津波注意報） 

   ・避難指示（津波警報・大津波警報） 

   ・津波注意報（警報・大津波警報）解除 

（２）高潮 

   ・避難指示 
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第３ 報道機関への発表・協力要請 

 

基
本
的
な
考
え
方 

 1989 年アメリカのサンフランシスコで発生したロマ・プリータ地震では、その被害の大きさに

比較して、社会的混乱がほとんどなかったと報告されている。その理由にはいくつかの要因があ

げられるが、報道機関、特にラジオ・テレビ局の活発な災害時特別報道が非常に大きく貢献した

ことが注目される。 

 1995 年１月神戸をはじめ兵庫県南部地域を襲った「阪神・淡路大震災」は、日本で初めての近

代的な大都市における直下型地震であり、未曾有の被害をもたらし、電話等の通信が不通の状況

の中で、放送局が市民と防災関係機関相互の貴重な情報手段となるなど、災害時における報道機

関の役割の重要性をあらためて認識させる事例が増えている。 

 そこで、報道機関については、災害時報道が災害対策本部の活動の支障にならないよう、取材

活動上のルールを定めるとともに、大規模災害時における市民への情報連絡手段のひとつとして

位置付ける。 

 

１ 市の発表 

（１）災害警戒本部 

   市長若しくは警戒本部長（危機管理監）の指示により、総務局市長公室長が記者クラブを通

じて報道機関に対して、災害に関する情報の発表・協力の要請を行うとともにテレビ、ラジオ、

新聞等の報道機関に対し、情報及び必要な資料を提供する。さらに、報道機関が迅速かつ正確

に広報できるようにするため、情報の提供方法について、インターネットやメール等を活用す

る。 

（２）災害対策本部設置後 

   本部設置後については、秘書班長（総務局市長公室長）を担当窓口として、報道機関に対し

て災害に関する情報の発表・協力の要請を行う。 

   また、秘書班長（総務局市長公室長）は、本部が設置された場合は、直ちに臨時記者詰め所

及び共同会見所を設置する。 

   発表は、原則として、市長（本部長）の決定に基づき、主管本部員（危機管理監）が共同記

者会見方式で行うが、本部事務局長 (総務局危機管理部長)は、その内容の相違を避けるため、

関係機関とあらかじめ連絡協議して、被害状況の統一に努めるものとする。 

   また、テレビ、ラジオ、新聞等の報道機関に対し、情報及び必要な資料を提供する。さらに、

報道機関が迅速かつ正確に広報できるようにするため、情報の提供方法についてインターネッ

トやメール等も活用する。 

 

２ 緊急警報放送等の要請 

   市は、緊急時における情報連絡手段としてラジオ、テレビの放送機能を有効に活用する。

なお、ラジオ、テレビ局等に対する緊急放送の要請については、次のとおり各放送機関に要

請するものとする。 

（１）要請方法 

   放送要請は、本部事務局長（危機管理部長）が本部長（市長）の指示に基づき行うものと

する。 
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（２）放送要請の範囲 

 ア 災害時等における避難指示 

 イ 本部長（市長）が発令する動員命令 

 ウ 予想される災害及び災害時において市民に緊急に伝達する必要のある事項 

 エ その他、本部長（市長）が特に必要と認める事項 

（３）要請手続 

 ア 要請は、緊急警報放送要請発信用紙により行うものとする。 

 イ 要請は次の方法により行うものとする。 

 

   ○ＮＨＫ千葉放送局（放送部ニュース）への要請 

常                     時 

・ 一般加入電話ファックスを最優先に利用する。 

０４３－２０３－０３９６ 

・ 県防災行政無線（電話） ５００－７３９３（技術局技術部） 

・ 県防災行政無線（ＦＡＸ）５００－７３９４（技術局技術部） 

・ 一般加入電話      ０４３－２０３－０５９３ 

※ 一般加入電話による場合は要請先を確認する。 

・ 災害応急復旧用無線電話 ０１４０１－２６１０ 

・ 本計画に定めるその他の通信手段 

 

   ○千葉テレビ放送㈱報道情報局報道部への要請 

常                     時 

・ 一般加入電話ファックスを最優先に利用する。 

              ０４３－２３１－４９９９ 

・ 県防災行政無線（電話） ５００－９７０１（報道情報局報道部） 

・ 県防災行政無線（ＦＡＸ）５００－９７０２（報道情報局報道部） 

・ 一般加入電話      ０４３－２３３－６６８１ 

※ 一般加入電話による場合は要請先を確認する。 

・ 本計画に定めるその他の通信手段 

 

   ○㈱ジェイコム千葉セントラルへの要請 

常                     時 

・ 一般加入電話ファックスを最優先に利用する。 

            ０４３－２４８－７９５２ 

・ 一般加入電話      ０４３－３７５－６８１０ 
※ 一般加入電話による場合は要請先を確認する。 

・ 本計画に定めるその他の通信手段 
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   ○㈱ベイエフエム編成局への要請 

常                    時 

・ 一般加入電話ファックスを最優先に利用する。 

              ０４３－３５１－７８６２ 

・ 県防災行政無線（電話）     ５００－９７１１（技術部） 

・ 県防災行政無線（ＦＡＸ）    ５００－９７１２（技術部） 

・ 一般加入電話      ０４３－３５１－７８６３ 

※ 一般加入電話による場合は要請先を確認する。 

・ 本計画に定めるその他の通信手段 

 

 

   ○㈱ニッポン放送編成局報道部への要請 

常                     時 

・ 一般加入電話ファックスを最優先に利用する。 

              ０３－３２８７－７６９６ 

・ 一般加入電話      ０３－３２８７－７６２２ 

※ 一般加入電話による場合は要請先を確認する。 

・ 本計画に定めるその他の通信手段 

 

   ※緊急警報放送要請発信用紙（資料 5-2） 
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第４節 広域連携体制 

 【総務局危機管理部】 

 

 
基
本
的
な
考
え
方 

大規模地震時には、被害拡大し本市が単独でこれに対処することが困難な事態が想定される。 

このために、各機関は、あらかじめ関係機関と十分に協議の上、相互応援の体制を整えるとと

もに、災害時においては相互に協力し緊密な連携のもと、円滑な応急対策活動を実施する。 

また、海外からの支援の受け入れについては、国の指導のもと体制整備に努めるものとする。 

災害時において、市の職員のみをもってしては対処しえないと判断された場合は、速やかに県、

近隣都県市町村・消防機関、その他の行政機関、公共機関、自衛隊及び市内民間団体等への応援・

協力の要請を行う必要がある。 

県をはじめとする各機関等への応援要請は、本部長（市長）の指示に基づき本部事務局長（危機

管理部長）及び消防部長（消防局長）が行う。 

なお、受援の手順や役割分担の詳細については、「災害時受援計画」による。 

 

 

第１ 国・県に対する要請等 

【総務局危機管理部】 

 

１ 要請の手続 

   本部長（市長）は、災害応急対策又は災害復旧のため必要があるときは、指定地方行政機関

の長や県知事に対し、当該機関の職員の派遣を要請し、又は県知事に対し、指定地方行政機関

の職員の派遣についてあっせんを求める。 

   県知事に応援要請又は応急措置の実施を要請する場合は、県（危機管理課）に対し、県防災

行政無線又は電話等をもって行い、後日、速やかに文書を送付することとする。 

 

連 絡 先 電   話 県防災行政無線 

県危機管理政策課 ０４３－２２３－２１７５ ５００－７２２１ 

休日・夜間用 ０４３－２２３一２１７８ ５００－７２２５ 

 

２ 要請の事項 

   要請は、次の表に掲げる事項を明らかにして行う。 

要請の内容 事         項 根 拠 法 令 

県 へ の 応 援 要 請 

又 は 応 急 措 置 の 

実 施 の 要 請 

ア 災害の状況及び応援（応急措置の実施）を要

請する理由 

イ 応援を必要とする期間 

ウ 応援を希望する職種別人員並びに物資、資

材、機械、器具等の品名及び数量 

エ 応援を必要とする場所 

オ 応援を必要とする活動内容 

 （必要とする応急措置内容） 

カ その他必要な事項 

災害対策基本法第 68条 
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３ 県広域防災拠点開設等への協力 

   県は、「千葉県大規模災害時応援受援計画」（平成 31年３月）に基づき、「昭和の森」を県広

域防災拠点として指定している。 

   県が、同計画に基づき、広域防災拠点を開設した場合、施設の開錠等、施設の利用について

必要な協力を行う。 

 

拠点名称 所在地 使途 

昭和の森【太陽の広場】 緑区土気町 自衛隊 

 

 

第２ 他都県市町村・指定地方公共機関等への要請 

 【総務局危機管理部、総合政策局】 

 

１ 協定締結都県市町村への要請 

（１）首都圏６市（県都）への要請 

   首都圏県都市長懇話会を構成する６市（水戸市、前橋市、宇都宮市、さいたま市、甲府

市、横浜市）への要請については、「災害時における相互援助に関する協定」（平成８年１０

月２３日）に基づいて、次の事項を明らかにして、各市へ電話等により要請を行い、後日速

やかに文書を提出するものとする。 

 

応 援 要 請 の 内 容 要請時に明らかにすべき事項 

ア 食料、飲料水及び生活必需品並びにその供給 

に必要な資器材の提供 

イ 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧 

に必要な資器材及び物資の提供 

ウ 救援及び救助活動に必要な車両等の提供 

エ 被災者の一時収容のための施設の提供 

オ 救助及び応急復旧に必要な技術職、技能職等 

の職員の派遣 

カ 前各号に定めるもののほか、被災県都が特に 

必要があると認めるもの 

ア 被害状況 

イ 左記ア～エまでに掲げるものの品名、規格、 

数量等 

ウ 左記オに掲げる職員の職種別人員 

エ 援助を受ける場所及びその経路 

オ 援助を受ける期間 

カ 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 

 

都市名 担当部 電話番号 

横浜市 総務局危機管理課 ０４５－６７１－２１７１ 

甲府市 危機管理室防災企画課 ０５５－２３７－５３３１ 

さいたま市 総務局危機管理部防災課 ０４８－８２９－１１２６ 

水戸市 市民協働部防災・危機管理課 ０２９－２３２－９１５２ 

前橋市 総務部防災危機管理課 ０２７－８９８－５９３５ 

宇都宮市 行政経営部危機管理課 ０２８－６３２－２０５２ 
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（２）８都県市への要請 

   「九都県市災害時相互応援に関する協定」（平成２２年４月１日）に基づく８都県市への要

請については、次の事項を明らかにして別に定める応援調整都県市を通じて行う。 

   また、首都圏の複数の都県市で震度６弱以上の地震が発生した場合には、「九都県市広域防

災プラン」に基づき、九都県市間の応援調整を行う。 

 

応 援 要 請 の 内 容 要請時に明らかにすべき事項 

ア 物資等の提供及びあっせん並びに人員の派遣 

（ア）食料、飲料水、生活必需物資及びその供給

に必要な資器材の提供並びにあっせん 

（イ）被災者の救援・救助、医療、防疫、施設の

応急復旧等に必要な資器材及び物資の提供並

びにあっせん 

（ウ）情報収集及び救援・救助活動に必要な車両、

ヘリコプター、舟艇等の提供並びにあっせん 

（エ）救助、応急復旧等に必要な人員の派遣 

イ 医療機関への被災傷病者等の受入れ及びあっ

せん 

ウ 被災者を一時的に受入れるための施設のあっ

せん 

エ 被災児童・生徒の教育機関への受入れ及びあ

っせん 

オ 救援物資等の荷さばき場、仮設住宅用地、火

葬場及びごみ、し尿等の処理施設の提供並びに

あっせん 

カ 避難場所等の相互使用、緊急輸送路の共同啓

開等都県市境付近における必要な措置 

キ 前各号に定めるもののほか、特に必要と認め

られる事項 

 

ア 被害の概要 

イ 物資等の提供及びあっせんに関する応援を

要請するときは、物資等の品目、数量、受領場

所等 

ウ 人員の派遣に関する応援を要請するときは、

活動内容、要請人数・場所・期間等 

エ その他の応援を要請するときは、要請の内

容、場所・期間等 

オ 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 
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応援調整都県市は、次のとおりとする。 

被災都県市 
応 援 調 整 都 県 市 

第１順位 第２順位 第３順位 

埼 玉 県 

さいたま市 

千 葉 県 

千 葉 市 

神奈川県 

横 浜 市 

川 崎 市 

相模原市 

東 京 都 

千 葉 県 

千 葉 市 

神奈川県 

横 浜 市 

川 崎 市 

相模原市 

東 京 都 
埼 玉 県 

さいたま市 

東 京 都 
埼 玉 県 

さいたま市 

千 葉 県 

千 葉 市 

神奈川県 

横 浜 市 

川 崎 市 

相模原市 

神奈川県 

横 浜 市 

川 崎 市 

相模原市 

東 京 都 
埼 玉 県 

さいたま市 

千 葉 県 

千 葉 市 

九都県市域内の複数の 

都県市 

「地震防災・危機管理対策部会に関する申合せ事項」による同部会座長

（事務局）都県市又は同部会座長（事務局）都県市が指定する都県市 
九都県市全域 

九都県市 

域外の自治体 

※ 応援調整都県市の決定にあたっては、「地震防災・危機管理対策部会に関する申合せ事項」による同部

会座長（事務局）都県市が、表で示された都県市と協議の上で決定する。 

※ 応援調整都県市で、「神奈川県・横浜市・川崎市・相模原市」「千葉県・千葉市」「埼玉県・さいたま市」

の順位は、それぞれ上に記載してある県市を優先とする。 

※ 被災地域が、「千葉市以外の千葉県」の場合は、応援調整都県市として千葉市を優先し、同じく「横浜

市、川崎市及び相模原市以外の神奈川県」の場合は、横浜市、川崎市及び相模原市を優先し、「さいたま

市以外の埼玉県」の場合は、さいたま市を優先する 
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（３）２０大都市への要請・２１大都市相互応援 

   災害時における円滑な協力が得られるよう、２０大都市への要請については、「２１大都市

相互応援に関する協定」（平成 24年 10月１日）に基づいて、次の事項を明らかにして、連絡

担当部局を通じて行う。 

 

札幌市 仙台市 さいたま市 千葉市 東京都 川崎市 横浜市 

相模原市 新潟市 静岡市 浜松市 名古屋市 京都市 大阪市 

堺市 神戸市 岡山市 広島市 北九州市 福岡市 熊本市 

 

応 援 要 請 の 内 容 要請時に明らかにすべき事項 

ア 食料、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必

要な資器材の提供 

イ 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要

な資器材及び物資の提供 

ウ 救援及び救助活動に必要な車両並びに舟艇等の提供 

エ 救助及び応急復旧等に必要な医療系職、技術系職、

技能系職等職員の派遣 

オ 前各号に掲げるもののほか、特に要請があった事項 

ア 被害の状況 

イ 左記アからウまでに掲げる応援を要請す

る場合にあっては、物資等の品名、数量等 

ウ 左記エに掲げる応援を要請する場合にあ

っては、職員の職種及び人員 

エ 応援場所及び応援場所への経路 

オ 応援の期間 

カ 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 

 

（４）県内市町村への要請及び応援 

   県内市町村間で締結した「災害時における千葉県内市町村間の相互応援に関する基本協

定」（平成 8年 2月 23日）に基づき、県内市町村長に応援要請を行う。なお、本部長（市

長）は、被災市町村からの応援要請又は知事からの応援要請がない場合においても、被害の

状況等に応じ、自主的に応援を行う。 

応 援 要 請 の 内 容 要請時に明らかにすべき事項 

ア 食料、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必

要な資器材の提供 

イ 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必

要な資器材及び物資の提供 

ウ 救援及び救助活動に必要な車両、船艇等の提供 

エ 救助及び応急復旧に必要な医療職、技術職、技能職

等の職員の派遣 

オ 被災者の一時収容のための施設の提供 

カ 被災傷病者の受入れ 

キ 死体の火葬のための施設の提供 

ク ゴミ・し尿等の処理のための施設の提供 

ケ ボランティアの受付及び活動調整 

コ 前各号に定めるもののほか、特に要請のあった事項 

ア 被害の状況 

イ 応援の種類 

ウ 応援の具体的な内容及び必要量 

エ 応援を希望する期間 

オ 応援場所及び応援場所への経路 

カ 前各号に掲げるもののほか、必要な 

事項 

 

２ 他の地方公共団体・指定公共機関等への要請 

   他の地方公共団体・指定地方公共機関等に応援又は応援のあっせんを求める場合は、それ

ぞれの機関に対し、緊急対応として無線又は電話等をもって処理し、後日速やかに文書を送

付することとする。 
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   なお、要請は、次の表に掲げる事項を明らかにして行う。 

 

他の地方公共団体・指定地方公共機関等への協力要請一覧 

要請の内容 事         項 根 拠 法 令 

応 援 の 要 請 

ア 災害の状況及び応援のあっせんを求める理由 

イ 応援を希望する機関名 

ウ 応援を必要とする期間 

エ 応援を希望する物資、資材、機械、器具等の 

品名及び数量 

オ 応援を必要とする場所 

カ 応援を必要とする活動内容 

キ その他必要な事項 

災害対策基本法 

第 68 条、第 74 条 

職員の派遣の要請 

ア 派遣のあっせんを求める理由 

イ 派遣のあっせんを求める職員の職種別人員数 

ウ 派遣を必要とする期間 

エ 派遣される職員の給与その他の勤務条件 

オ その他参考となるべき事項 

災害対策基本法 

第 29 条、第 30 条、 

第 31 条 

地方自治法 

第 252条の 17 

緊 急 放 送 の 要 請 

ア 放送要請の理由 

イ 放送事項 

ウ 希望する放送日時 

エ その他必要な事項 

※ＮＨＫ千葉放送局、千葉テレビ放送㈱、㈱ベイエフエ

ム、㈱ニッポン放送、㈱ジェイコム千葉セントラル 

災害対策基本法第

57 条 

 

 

第３ 消防機関への 要請及び応援 

 【総務局危機管理部、消防局】 

 

１ 本部長（市長）は、県内消防機関による広域的な応援を必要と認めるときは、「千葉県広域消防

相互応援協定」及びその具体的な活動マニュアルである「千葉県消防広域応援基本計画」に基づ

き、他市町村に消防機関による応援を要請する。 

 

２ 地震による同時火災等が発生し、現有消防力を結集しても消防力に不足の生じることが見込ま

れる場合、本部長（市長）は、県知事を通して消防庁長官に緊急消防援助隊をはじめとする他の

消防機関の派遣を要請する。なお、受援については「千葉県緊急消防援助隊受援計画」「千葉県緊

急消防援助隊航空中隊受援計画」及び「千葉市緊急消防援助隊受援計画」により受入措置を行う。 

 

３ 市が被災しておらずかつ、他の被災市町村からの応援要請を受けたとき及び千葉県消防広域応

援隊の出動に関して知事の指示があったときは、「千葉県広域消防相互応援協定」及びその具体

的な活動マニュアルである「千葉県消防広域応援基本計画」並びに「消防組織法第４３条に基づ

く知事の指示による千葉県消防広域応援隊運用要綱」に基づき、消防機関による応援の迅速かつ

円滑な実施に努める。 
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消 防 応 援 協 定 の 状 況 

協定・計画 内          容 

千葉県広域消防相互応援協定 

 千葉県下の全市町村及び一部の事務組合が、大規模災害及び産

業災害等の予防、鎮圧に万全を期し、併せて民心の安定を図るた

め相互応援体制を確立し、不測の事態に対処する協定（消防組織 

法第 39条） 

千葉県消防広域応援基本計画 
 千葉県内市町村の地域において、大規模災害等の発生に対し地

方公共団体の地域を越えて広域的な消防部隊の応援要請、応援部

隊の派遣により、広域消防応援体制の確立を図る。 

緊 急 消 防 援 助 隊 基 本 計 画 
総務省消防庁において、緊急消防援助隊の出動に関する措置を

的確かつ迅速に行うため、緊急消防援助隊の編成及び施設の整備

等に係る基本的な事項を定めている（消防組織法第 45 条）。 

 

 

「千葉県緊急消防援助隊受援計画」に定める宿営予定地 

名  称 所在地 

千葉ポートパーク駐車場 中央区中央港１丁目 

青葉の森公園南口駐車場 中央区青葉町 

千葉工業大学グランド 花見川区千種町 

千葉県総合スポーツセンター大駐車場 稲毛区天台町 

泉自然公園駐車場 若葉区野呂町 

千葉市消防学校 緑区平川町 

稲毛海浜公園第１駐車場 美浜区高浜７丁目 

 

 

第４ 自衛隊への災害派遣要請 

 【総務局危機管理部】 

 

１ 派遣要請の手続等 

（１）災害派遣の実施 

 ア 災害が発生し、又はまさに発生するおそれがある場合で、市長が応急措置を実施する必要

があると認め、知事に対し災害派遣を要請するように求めた場合、これを受けて知事が自衛

隊に災害派遣を要請し、必要と判断される場合に実施される。 

 イ 災害に際し、通信の途絶等により、知事との連絡が不能で、本部長（市長）から自衛隊が

通報を受け、直ちに救援の措置をとる必要が認められる場合、災害派遣が実施される。 

（２）要請手続 

 ア 本部長（市長）は、災害派遣となる事態が発生し、自衛隊の災害派遣の要請を依頼しよう

とする場合は、本部事務局長（総務局危機管理部長）に命じて、県（危機管理課）に次の事

項を明記した文書をもって行うものとする（１部提出）。ただし、緊急を要する場合にあって

は、口頭、電信又は電話で要請し、事後速やかに文書を送達する。 
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○災害の状況及び派遣を要請する事由 

○派遣を希望する期間 

○派遣を希望する区域及び活動内容 

○連絡場所、連絡責任者及び宿泊施設の状況等参考となるべき事項 

 

 イ 緊急避難、人命救助等の場合で、事態が急迫し、県知事に要請するいとまがないとき、若

しくは、通信の途絶等により知事への要請ができないときは、直接次表により通報する。た

だし、事後速やかに所定の手続きを行う。 

   ※自衛隊派遣要請（部隊撤収）に係る県知事への依頼文（資料 9-4）
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自衛隊災害派遣要請 

 

 

※海上自衛隊、航空自衛隊への通知も含む。 

 

市災害対策本部長 

（市 長） 

本部事務局（総務局危機管理部長） 

０４３－２４５－５１５１ 

 

 

県     知     事 

千葉県災害対策本部事務局 

・防 災 電 話 ５００－７３０９、７３１０、７３１１ 

・防災ＦＡＸ ５００－７２９８ 

・ＮＴＴ電話 ０４３－２２３－３３２８、３３２９ 

・ＮＴＴＦＡＸ ０４３－２２２－０１００ 

           

部隊名等 

（駐屯地名等） 

連絡責任者 （電話番号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

部隊名等 

（駐屯地名等） 

連絡責任者 （電話番号） 

 
時 間 内 

(平日)～17:00 
時 間 外 

時 間 内 

(平日)～17:00 
時 間 外 

陸上自衛隊 

第一空挺団 

 

船橋市薬円台 

3-20-1 

(習志野駐屯地) 

 

 

第３科防衛班長 

047-466-2141 

内線 235,236 

 

駐屯地当直司令

047-466-2141 

内線 302 

 
陸上自衛隊 

高射学校 

 

若葉区若松町 

902 

(下志津駐屯地) 

企画副室長 

043-422-0221 

内線 313,314 

駐屯地当直司令 

043-422-0221 

内線 302 

 
県防災行政無線 

632-721、

FAX632-722 

 

県防災行政無線 

632-725 

 

市防災行政無線 935 

県防災行政無線 

 500-9631、

FAX500-9632 

500-9633 

 

 

アの場合 

イの場合 
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（３）自衛隊の自主派遣 

 ア 災害に際し、通信の途絶等により、知事との連絡が不能で、自衛隊自ら収集した情報及び

その他の情報から、直ちに救援の措置をとる必要があると認められる場合、自衛隊が自主的

に派遣する。 

 イ 災害に際し、関係機関に対して当該災害に関する情報を提供するため、自衛隊が情報収集

を行う必要があると認められる場合、自衛隊が自主的に派遣する。 

 ウ 災害に際し、自衛隊が実施すべき救援活動が明確で、当該救援活動が人命救助に関するも

のであると認められる場合、自衛隊が自主的に派遣する。 

 エ 庁舎・営舎その他の防衛省の施設またはこれらの近傍に災害が発生した場合、自衛隊が自

主的に派遣する。 

 オ 大規模な災害が発生した際には、被災直後の地方公共団体は混乱していることを前提に、

防衛省・自衛隊は災害時の自衛隊による活動が円滑に進むよう、活動内容について「提案

型」の支援を自発的に行い、関係省庁の協力も得て、自衛隊に対する支援ニーズを早期に把

握・整理するものとする。 

 

（４）災害派遣部隊の受入体制 

 ア 他の災害救助・復旧機関との競合又は重複の排除 

   本部長（市長）は、自衛隊の活動が他の災害救助・復旧機関等と競合又は重複することの

ないよう、重点的かつ効率的に活動を分担するよう配慮する。 

 イ 作業計画及び資材等の準備 

   本部長（市長）は、自衛隊に対する救援活動の要請に当たっては、どのような分野（捜索

救助、救急、緊急輸送等）についてどの程度要請するのか、具体的に実効性のある計画を作

成するとともに、必要な資器材を準備する。また、施設土地等の使用に関して管理者の了解

を得るとともに、活動間を含め市民との連絡調整を実施する。 

 ウ 活動拠点及びヘリポート等使用の通報 

   本部長（市長）は、派遣された部隊が効率的かつ円滑に活動が実施できるように自衛隊の

活動拠点、ヘリポート及び宿舎等必要な設備について、関係機関等と協議のうえ、使用調整

を実施し部隊に通報する。 

 

（５）災害派遣部隊の受入措置等 

   本部長（市長）は、知事から自衛隊の災害派遣の通知を受けたとき、又は、自衛隊が自主派

遣されたときは、本部事務局長（総務局危機管理部長）に命じて、次のとおり部隊の受入措置

を行う。 
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災害派遣部隊の受入措置 

項    目 活     動     内     容 

準     備 

 応援を求める作業内容、所要人員その他について、派遣部隊の到着と同時

に作業できるよう作業計画をたてるとともに、必要な資器材等の確保・調達

を行う。 

 派遣部隊の宿泊所、車両、器材等の保管場所及びその他受入れのために必

要な措置及び準備を行う。 

受  入  れ 

 派遣部隊が到着した場合は、職員を派遣し部隊を目的地へ誘導する。作業

実施期間中は、現場に責任者を置き派遣部隊指揮官と応援作業計画等につい

て協議し調整の上、作業の推進を図る。 

 なお、派遣部隊の活動拠点は、蘇我スポーツ公園、被災地近くの公共空地等

とする。 

県 へ の 報 告 
本部事務局は、派遣部隊の到着後及び必要に応じて、所定の事項について 

県危機管理政策課に報告する｡ 

派 遣 部 隊 の 

撤 収 要 請 

 派遣部隊の撤収要請は、知事が市長及び派遣部隊の長と協議して行う。 

本部長（市長）は、災害派遣の目的を達成したとき、又はその必要がなくな

ったときは、速やかに文書をもって知事に対しその旨報告する。 

 ただし、文書による報告に日時を要するときは、口頭又は電話等をもって

連絡し、その後文書を提出する。 

 

２ 災害派遣時に実施する自衛隊の救援活動内容 

   自衛隊の災害派遣を要請できる範囲は、原則として人命及び財産の保護のため必要であ

り、かつ緊急やむを得ないと認められるもので、他に実施する組織等がない場合とし、次表

のとおりとする。 

 

自衛隊の災害派遣を要請できる範囲 

項     目 活   動   内   容 

被害状況の把握 
車両、航空機等状況に適した手段によって、情報収集活動を行い、被害の

状況を把握する。 

避難の援助 
避難命令等が発令され、避難、立ち退き等が行われる場合で必要があると

きは、避難者の誘導、輸送等を行い、避難を援助する。 

遭難者等の捜索救助 
行方不明者、負傷者等が発生した場合は、通常、他の救援活動に優先し

て、捜索救助を行う。 

水防活動 
堤防、護岸等の決壊に対しては、土のう作成、運搬、積込み等の水防活動

を行う。 
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項     目 活   動   内   容 

消防活動 

火災に対しては、利用可能な消防車その他の防火用具（空中消火が必要な

場合は航空機）をもって、消防機関に協力して消火に当たるが、消火薬剤

等は、通常県または市町村等が提供するものを使用する。 

道路又は水路の啓開 
道路若しくは水路が損壊し、又は障害物がある場合は、それらの啓開、又

は除去に当たる。 

応急医療、救護及び防疫 
被災者に対し、応急医療、救護及び防疫を行うが、薬剤等は、通常県又は

市町村等の提供するものを使用するものとする。 

人員及び物資の緊急輸送 

救急患者、医師その他救援活動に必要な人員及び救援物資の緊急輸送を実

施する。この場合において航空機による輸送は、特に緊急を要すると認め

られるものについて行う。 

炊飯及び給水 被災者に対し、炊飯及び給水を実施する。 

物資の無償貸付又は譲与 

「防衛省所管に属する物品の無償貸与及び譲与等に関する省令」（昭和 33

年総理府令第 1 号）に基づき、被災者に対し生活必需品等を無償貸与し、

又は救じゅつ品を譲与する。 

危険物の保安及び除去 
能力上可能なものについて、火薬類、爆発物等危険物の保安措置及び除去

を実施する。 

その他 
その他の臨機の必要に対し、自衛隊の能力で対処可能なものについては、

所要の措置をとる。 

 

第５ 民間団体等への要請 

 【全局区等】 

 

１ 協力を要請する業務 

   災害時に業種別団体組織、町内自治会、自主防災組織、日赤奉仕団、大学・高等学校奉 

仕団、女性団体等の民間団体等へ協力を要請する業務は、主に次のような業務とする。 

（１）異常現象、危険箇所等を発見したときの災害対策本部への通報 

（２）避難誘導、負傷者の救出・搬送等市民に対する救助・救護活動 

（３）被災者に対する炊き出し、救援物資の配分及び輸送等の業務 

（４）被害状況の調査補助業務 

（５）被災地域内の秩序維持活動 

（６）道路啓開活動、公共施設等の応急復旧作業活動 

（７）応急仮設住宅の建設業務 

（８）生活必需品の調達業務 

（９）その他市が行う災害応急対策業務への応援協力 
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２ 協力要請の方法 

   災害時に民間団体等へ協力を要請する方法については、主に次のとおりとする。なお、要請

にあたっては、以下の事項を明らかにして行う。 

 

○活動の内容 

○協力を希望する人数 

○調達を要する資器材等 

○協力を希望する地域及び期間 

○その他参考となるべき事項 

 

   各対策部が作業を行うため民間団体等の協力を必要とするときで、この計画に定めのない

場合については、本部長（市長）の指示に基づき、各対策部がその責任者に対して要請し、

その要請内容を速やかに本部事務局（総務局危機管理部）へ報告するものとする。 

 

３ 協定締結団体等 

   現在、災害時の協力に関する協定を締結している団体等は、以下のとおりである。 

   ※協定一覧（資料 2-11） 

 

第６ 海外支援の受入れ 

 【総務局危機管理部】 

 

１ 国の緊急災害対策本部等が海外からの支援の受入れを決定した場合、県及び消防機関との調整

を行い、本部員会議で協議し、本部長（市長）が決定する。 

 

２ 海外のＮＧＯ（非政府組織）団体等から直接支援の申し出があった場合、次のことを確認した

うえで、本部員会議で協議し、本部長（市長）が決定する。 

（１）協力の内容、期間、人員 

（２）入国上の問題点 

（３）消防機関の意向 

 

 

第７ 他都市に対する応援 

 

  他都市において大規模災害が発生した場合に備え、応援体制の整備を行う。 

  また、応援の実施にあたっては、被災自治体の状況に配慮しつつ、積極的な応援を行う。 

 

１ 応援の検討及び決定 

   大規模災害の発生により他都市に甚大な被害が発生し、または、被害の発生が予測される
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場合には、必要に応じて現地の被災状況及び応援のニーズを把握するとともに、被災自治体

のニーズに合った応援内容を検討し、速やかに決定を行うものとする。 

 

２ 応援の内容 

（１）救援物資の輸送 

   被災自治体への物資の提供にあたっては、被災自治体のニーズ及び現地の状況に応じて、本

市の備蓄物資等を輸送する。 

（２）職員の派遣 

   被災自治体への職員の派遣にあたっては、被災自治体のニーズに応じて、関係する各局区等

により応援部隊を編成し派遣する。 

 

３ 応援の枠組み 

（１）応急対策職員確保制度 

 ア 避難所の運営、り災証明書の交付等の災害対応業務の支援 

   被災市区町村が被災都道府県に対し、応援職員が必要である旨連絡し、さらに、被災都道府

県が被災地域ブロック幹事都道府県（※１）及び総務省に対し、被災都道府県内の地方公共団

体による応援職員の派遣だけでは対応が困難である旨連絡した場合、被災地域ブロック内を中

心とした地方公共団体による応援職員の派遣が、被災市区町村応援職員確保現地調整会議（※

２）にて検討されることになる。 

   同会議が、被災市区町村応援職員確保調整本部（※３）に対し、被災市区町村に関する収集

した情報を報告し、同調整本部にて、対口支援団体を決定する（第１段階支援）。 

   対口支援団体は、都道府県又は指定都市を、原則として１対１で被災市区町村に割り当てる

ものである。 

   被災地域ブロック内の支援だけでは対応が困難な場合、全国の地方公共団体による追加の応

援職員の派遣を検討し、必要であれば、実施することになる（第２段階支援）。 

   ※１ 地域ブロック幹事都道府県 

    ・地域ブロックとは、「全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定」第１条に

定めるブロックをいう。 

    千葉県は、関東ブロック（東京都、群馬県、栃木県、茨城県、埼玉県、千葉県、神奈川県 

山梨県）に属している。 

    ・地域ブロック幹事都道府県は、地域ブロック内の都道府県において年度ごとに輪番制で

決められている。 

   ※２ 被災市区町村応援職員確保現地調整会議 

    同会議は、被災都道府県、被災地域ブロック幹事都道府県、総務省、全国知事会、全国市

長会、全国町村会及び指定都市市長会により基本的に構成され、第１段階支援に関する調整、

現地における情報収集、調整・収集した事項を被災市区町村応援職員確保調整本部に報告す

ることを役割とする。 

   ※３ 被災市区町村応援職員確保調整本部 
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    同本部は、総務省、全国知事会、全国市長会、全国町村会及び指定都市市長会により構成

され、応援職員の派遣に関する情報の収集・共有、総括支援チーム（イ参照）派遣団体の調

整・決定、対口支援団体の調整・決定を役割とする。 

 イ 災害マネジメントの支援（「総括支援チーム」の派遣） 

   総括支援チームとは、地方公共団体が災害マネジメント総括支援員及び災害マネジメント 

支援員等で編成し、被災市区町村に派遣するチームをいう。 

   災害マネジメント総括支援員とは、被災市区町村の長への助言、幹部職員との調整、被災市

区町村における応援職員のニーズ等の把握、関係機関及び総務省との連携等を通じて、被災市

区町村が行う災害マネジメントについて総括的に支援するために、地方公共団体が応援職員と

して派遣する者であり、災害マネジメント支援員は、それを補佐する者である。 

   被災市区町村応援職員確保調整本部からの派遣の依頼を受けた場合は、総括支援チーム派遣

のための調整が完了次第、速やかに派遣することになる。 

 

（２）自治体間等相互応援協定に基づく応援 

   自治体間等相互応援協定に基づき応援を行う場合は、他の協定締結自治体の状況を勘案し、

必要に応じて連携を図りながら、迅速かつ的確に被災自治体の応援を行う。 

   ※協定一覧（資料 2-11） 

 

（３）広域避難者の受入れ 

   県は、市町村や都道府県の区域を越える被災者の広域避難に関する支援要請又は受入れに

係る手続を円滑に行う。 

 ア 広域避難の調整手続等 

 （ア）県内市町村間における広域避難者の受入れ等 

    市町村の区域を越えて広域的な避難をすることが必要となる場合、当該広域避難を要す

る被災者の受入れについて、他の市町村からの要請について協議し、同時被災など受入れ

を行うことが困難な場合を除き、当該被災者を受入れる。 

 （イ）都道府県域を越える広域避難者の受入れ等 

    県域を越えて広域的な避難をすることが必要となる場合には、市は県へ他の都道府県に

対して受入れを要請するなどの協議を行い、県からの支援を得る。 

    なお、他の被災都道府県から県を通して広域避難者の受入れの協議等があった場合に

は、県との調整を行い、広域避難者の受入れを行う。 

 イ 広域避難者への支援 

   市は、広域避難者に対し、公共施設、公営住宅又は民間賃貸住宅の借上げ等により、滞在

施設の提供に努める。 
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第５節 災害救助法の適用 

 【総務局危機管理部】 

 

 災害救助法（昭和 22 年 10 月 18 日法律第 118 号）は災害に際して応急的に必要な救助を行い、

被災者の保護と社会秩序の保全を図ることを目的としている。 

 

基
本
的
な
考
え
方 

市長は、本市域の被害が「災害救助法の適用基準」に該当する場合は、救助実施市

の長として、同法の適用を決定し、同法に基づき必要な救助を実施する。 

これにより、り災者の生命・生活の保護と社会秩序の迅速な安定を図るための対策

の実施に伴う財政的・制度的根拠が担保される。 

また、本市を含む複数の県内市町村に災害救助法の適用があった場合は、県域にお

ける公平な供給を確保するため、「千葉県災害救助資源配分計画」に基づき、県の連

絡調整の下、資源の配分が行われる。 

なお、災害救助法に基づく救助活動の事務については、危機管理監及び区本部長（区

長）が所管し、この計画に定める体制により救助活動を行う。 

 

第１ 救助の実施機関 

  本市は、災害救助法第２条の２に基づく救助実施市として、その権限と責任を踏まえ、 国及

び県との連携を図り、円滑かつ迅速に同法による救助を実施する。 

 

第２ 救助の実施者 

  災害救助法の適用後は、法定受託事務として、本部長（市長）が救助を実施する。 

  なお、この法律の適用以外の災害については、災害対策基本法第５条に基づき、本部長（市

長）が応急措置を実施する。 

 

第３ 救助の種類 

  災害救助法に定める救助の種類は、次のとおりである。 

１ 災害が発生した段階の救助 

（１）避難所の設置 

（２）応急仮設住宅の供与 

（３）炊き出しその他による食品の給与 

（４）飲料水の供給 

（５）被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与 

（６）医療及び助産 

（７）被災者の救出 

（８）被災した住宅の応急修理 

（９）学用品の給与 

（10）埋葬 

（11）死体の捜索及び処理 

（12）障害物の除去 
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２ 災害が発生するおそれがある段階の救助 

 避難所の設置（避難行動が困難な要配慮者を避難所に避難させるための輸送を含む。） 

 

第４ 災害救助法の適用基準 

  本市における災害救助法の適用基準は次のとおりである。 

１ 災害が発生した段階の適用（法第２条第１項） 

（１）住家が滅失した世帯の数が、当該市町村の区域内の人口に応じ、別表の基準１号以上である

こと。（法施行令第 1条第 1項第 1号） 

（２）住家が滅失した世帯の数が、県内市町村の合計で２，５００世帯以上であって、当該市町

村の区域内の人口に応じ、別表の基準第２号以上であること。（法施行令第 1条第 1項第 2号） 

（３）住家が滅失した世帯の数が、県内市町村の合計で１２，０００世帯以上であること、又は災

害が隔絶した地域に発生したものである等、災害にかかった者の救護を著しく困難とする特別

の事情がある場合であって、かつ多数の世帯の住家が滅失したものであること。（法施行令第

１条第１項第３号） 

（４）多数の者が生命又は身体に危害を受け又は受けるおそれが生じたものであること。（法施行

令第１条第１項第４号） 

 

２ 災害が発生するおそれがある段階の適用（災害救助法第２条第２項） 

   災害が発生するおそれがある段階で、国が災害対策本部を設置し、本市がその所管区域とな

り、市域において当該災害により被害を受けるおそれがあること。 

 

災害救助法の適用基準 

市・区 

人   口 

令和２年 

国勢調査 

１ 号 適 用 

(区又は市内 

の被害世帯） 

２ 号 適 用 
（県下の被害 
世帯 2500 世帯 
以上の時） 

中 央 区 211,736 100 50 

花見川区 177,328 100 50 

稲 毛 区 160,582 100 50 

若 葉 区 146,940 100 50 

緑  区 129,421 100 50 

美 浜 区 148,944 100 50 

千 葉 市 974,951 150 75 

※１ １号とは災害救助法施行令第１条第１項第１号の災害（当該市町村の被災世帯数のみで判断）をいい、

２号とは同令同条同項第２号の災害（都道府県－本県は 2,500 世帯－と市町村の被災世帯数で判断）

をいう。 

 ※２ 被害世帯数は全壊世帯数をいい、半壊（焼）世帯、床上浸水世帯は、それぞれ２世帯、３世帯をも

って、全壊世帯１世帯と換算する。 

 



第１章 地震対策計画 第５節 災害救助法の適用 

                    地 - 67 - 

第５ 被害世帯の算定基準 

 

１ 被害世帯の算定 

   住家が滅失した世帯の数の算定は、住家の「全壊（全焼・流失）」した世帯を基準とする。 

   そこまで至らない半壊等については、災害救助法施行令第１条第２項の規定により以下の

とおり、みなし換算を行う。 

 
滅失住家 １世帯 ＝ 全壊（全焼・流失）住家    １世帯 
滅失住家 １世帯 ＝ 半壊（半焼）住家       ２世帯 
滅失住家 １世帯 ＝ 床上浸水、土砂の堆積により一時的に居住で 

きない状態になった住家     ３世帯 
（注）床下浸水、一部破損は換算しない。 

 

２ 住宅の滅失等の認定 

   滅失、半壊等の認定は、「被害の認定基準」によるが、住家被害については、以下の表のと

おりである。 

   ※被害の認定基準（資料 6-4） 

 

被害の区分 認  定  の  基  準 

住 家 の 全 壊 

全 焼 

流 失 

 居住のための基本的機能を喪失したもので、住家の損壊、焼失若しくは流失した

部分の床面積がその住家の延面積の７０％以上に達した程度のもの、又は住家の主

要な構成要素の経済的被害の割合が、住家全体の５０％以上に達した程度のもの 

住 家 の 半 壊 

半 焼 

 住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元どおりに再使用できる程度のもので、住

家の損壊又は焼失した部分の床面積が、その住家の延面積の２０％以上７０％未満

のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害の割合が住家全体の２０％以上５

０％未満のもの 

住家の床上浸水 

土砂の堆積等 

 上記２項目に該当しない場合であって、浸水がその住家の床上に達した程度のも

の、又は土砂の堆積等により一時的に居住することができない状態となったもの 

※「住家」とは、現実に居住のため使用している建物をいう。 

ただし、耐火構造のアパート等で居住の用に供している部屋が遮断、独立しており、日常生

活に必要な設備を有しているもの等については、それぞれをもって１住家として取り扱う。 

※「世帯」とは、生計を一にしている実際の生活の単位をいう。 

 

 

第６ 災害救助法の適用手続き 

 

１ 本部長（市長）は、災害に際し、被害状況の調査、把握に努め、随時内閣府及び県へ情報提供

する。また、内閣府及び県への被害状況等の情報提供は、次に掲げる事項について、まずは、口

頭又は電話をもって実施し、後日文書により改めて処理する。 

（１）災害が発生した段階の情報提供 

 ア 災害発生の日時及び場所 

 イ 災害の原因及び被害の状況 
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 ウ 適用を要請する理由 

 エ 適用を必要とする期間 

 オ 既にとった救助措置及びとろうとする救助措置 

 カ その他必要な事項 

（２）災害が発生するおそれがある段階の情報提供 

 ア 避難指示等の発令状況 

 イ 事前避難に係る避難先の市町村名（広域避難の場合に限る）、避難所数、避難者数（うち、

要配慮者の避難者数） 

 ウ 災害救助法による救助実施（見込含む）区域名及び実施年月日 

 エ 救助実施に係る避難先の市町村名（広域避難の場合に限る）、避難所数、避難者数（うち、

要配慮者の避難者数） 

 オ その他必要事項 

 

２ 市域内の被害が災害救助法の適用基準のいずれかに該当し、又は該当する見込みであるとき

は、直ちに災害救助法の適用を決定し、災害救助法に基づく救助の実施について、各部局へ指

示するとともに、内閣府及び県へ通知又は報告するものとする。 

 

３ 災害救助法を適用及び適用を終了したときは、速やかに公示するとともに、市ホームページ

等により広報を行うものとする。 

 

第７ 災害救助法による救助の程度、方法及び期間等 

  本部員及び区本部長は、千葉市災害救助法施行細則に規定する救助の程度、方法及び期間

（一般基準）の範囲において救助を実施する。 

  なお、一般基準では、救助の適切な実施が困難な場合には、本部長（市長）は、適時、内閣

総理大臣に協議し、その同意を得た上で、特別基準を定める。 

 

 

第８ 災害救助法適用後の救助の実施 

  関係各局・区は、災害救助法に基づく救助を実施するとともに、その実施状況を本部事務局

に逐次報告する。 

  本部事務局は、関係各局・区の協力を得て、災害救助法に関する運用（報告書類の作成等）

を行う。 
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第６節 消防・救急救助活動等 

 

基
本
的
な
考
え
方 

大規模地震や大規模な市街地火災が発生したときには、災害活動のための常備組織である市の

消防局が、関係機関と連携しながら、その全機能をあげて、消防・救急救助活動及び市民等の避難

の安全確保にあたる。 

消防局の非常災害時における組織体制の確立、消防隊及び救急隊、救助隊等の運用方法等につ

いては、別に定める「大規模地震消防対応計画」により万全を期する。 

なお、石油コンビナート等特別防災区域として、政令指定された京葉臨海中部地区の特定事業

所における災害の発生及び拡大防止等については、「千葉県石油コンビナート等防災計画」に基づ

き行う。 

 

第１ 消防活動 

 【消防局】 

 

１ 組織 

（１）活動体制 

   消防局長が必要と認めた場合は、消防局に「消防対策本部」を設置し消防局長が本部長とな

り、消防が行う災害応急活動の全般を指揮統括する。 

   また、各消防署に「方面指揮本部」を設置する。 

（２）活動方針 

   震災時には、市民の生命、身体の安全確保を基本とし出火防止と地震により発生した火災の

早期鎮圧、人命の救出、救助及び避難路の安全確保を原則とした活動を実施する。 

   なお、消防団を含め消防機関においては、消防活動の実施に当たり常に安全に対する配慮と

確認を行いながら任務を遂行しなければならない。 

（３）動員体制 

   市域に震度４以上の地震が発生した場合は、別に定める計画に基づき、消防力の増強を行う。 
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２ 初期活動 

   震度５弱以上の地震が発生した場合、消防局及び各消防署、出張所は直ちに次の初期活動

を実施する。 

－初期活動のあらまし－ 

（１）消防対策本部及び方面指揮本部の設置 

（２）防災用映像情報システムによる市内監視 

（３）ヘリコプターによる上空監視 

（４）車両、資機材等の安全確保 

（５）出動中の部隊の安否確認 

（６）有線電話の通信統制及び機能確保 

（７）全無線局の開局、通信機器の点検及び機能確保 

（８）巡回警戒の実施 

（９）地震情報の把握 

（10）災害発生状況の把握 

（11）被害状況の把握 

（12）消防水利の状況把握 

（13）活動隊及び資機材の増強編成 

（14）重要防ぎょ地域の状況把握 

（15）防災関係機関への職員の派遣（市災害対策本部等） 

（16）庁舎の電気、ガス、水道等の確認及び出火防止措置 

（17）自家用給油施設の安全確認 

 

３ 消火活動 

   部隊運用は、大規模な火災等が発生した場合を除き、分散防ぎょを原則とする。以下の基

本原則に基づき、消火活動を行う。 

 

－ 地震時消防活動の基本原則 － 

（１）攻勢防ぎょ 

   火災発生件数が少なく消防力が優勢で初期において鎮圧できると判断される場合は、積極的

な攻勢防ぎょ活動を展開して一挙に鎮圧する。 

（２）重点防ぎょ 

   火災発生件数が多く消防力が劣勢であると判断される場合は、重要かつ危険度の高い地域を

優先に消火活動を行う。 

   なお、重要かつ危険度の同程度の場合は、消火可能地域を優先して消防活動を行う。 

 ア 市街地優先防ぎょ 

   大規模工場及び大量危険物貯蔵施設等から出火し、多くの消防力を必要とする場合は、市街

地に面する部分及び人命危険の高い地域の延焼火災防ぎょを優先とし、それらを鎮圧させた後

に消防力を集中して防ぎょ活動を行う。ただし、不特定多数の者を収容する高層建物等から出

火した場合は、ヘリコプター、特殊車両を活用し、人命救助を優先とした防ぎょ活動にあたる。 

 イ 危険地域及び重要対象物優先防ぎょ 

   同時多発の延焼拡大火災が発生した場合は、重要かつ危険度の高い地域及び重要対象物の防

ぎょを優先する。 

 ウ 避難場所及び避難路確保優先防ぎょ 

   火災が多発し、早期に住民の生命の危険をおよぼすことが予想される場合は、避難者の安全
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確保を目的とした防ぎょを優先する。 

 エ 消火可能地域優先防ぎょ 

   重要度の同じ地域に複数の火災が発生した場合は、消火可能地域の防ぎょを優先する。 

（３）集中防ぎょ 

   火災発生件数が消防力をはるかに上回り消防隊個々の火災防ぎょでは効果がないと判断され

る場合は、防ぎょ線を設定して集中的な防ぎょ活動を行う。 

（４）避難地・避難路の優先確保 

   延焼火災が多発し、拡大し、他の原則による防ぎょ作戦の効果が全くないと判断される場合

は、人命の安全を優先とした避難地・避難路確保の消防活動を避難完了の時期まで行う。 

（５）市民の優先防ぎょ 

   事業所等の火災に対しては、市街地に延焼拡大のおそれがある場合に限り局部的に防ぎょし、

一般市街地の火災防ぎょ活動を優先する。 

   ただし、高層建築物で不特定多数を収容する対象物及び地下街等から出火した場合は、特殊

車両を活用し、人命の救助を目的とした消防活動を行う。 

（６）重要対象物の優先 

   重要対象物周辺と他の一般市街地から同時に出火した場合は、重要対象物の防護上に必要な

消防活動を優先する。 

 

４ 消防団の活動 

（１）組織 

 ア 活動体制 

   消防局に対策本部が設置された場合は、消防団の機能を効果的に発揮させるため、消防局に

「消防団対策本部」を設置し、消防団長が消防団対策本部長となり、常備消防と連携して震災

時における消防団活動の全般を指揮統制する。 

   また、各消防署内に「消防団対策方面本部」を設置する。 

 イ 活動方針 

   消防団は地域防災の中核として常備消防との連携体制を確保し、安全に対する配慮と確認を

行いながら、地域住民の安全確保を最優先に活動を実施する。 

 ウ 動員体制 

   市域に震度５弱以上の地震が発生した場合は、消防団員は参集計画に基づき直ちに所定の場

所に参集する。 

 

（２）活動 

 ア 初期活動 

   活動体制は分団単位の活動を原則とし、地域密着性・動員力及び即時対応力の機能を最大限

に発揮し、被害状況の把握と出火防止広報を行うとともに、初期消火活動にあたる。 

   各分団は、消防団対策本部長からの命ある場合を除き、管轄区域内の活動を原則とする。 

 イ 情報収集及び伝達 

   全無線を開局し通信機器の機能点検を行い、通信体制を確保する。 

   情報の収集・伝達は、火災の発生や規模及び延焼拡大等、住民の安全確保を脅かす事案を最

優先に即時報告の措置を行う。 

 

 ウ 消火、救急救助活動 
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   消火活動は、「地震時消防活動の基本原則」に基づき、単独若しくは消防隊と協力して行う。 

   救急救助活動は、火災の緩急度合を考慮して、自主防災組織等の地域コミュニティ連携によ

る迅速かつ効果的な救出救護体制の確立を図るものとする。 

 

（３）情報の収集 

   火災発見が困難な地区の出火の発見通報、道路障害の状況、特異救助事象の収集と報告及

び消防団本部あるいは分団からの指示命令の伝達を行う。 

 

（４）救急救助 

   要救助者の救助救出と負傷者に対する応急措置及び安全な場所への搬送を行う。その他

「第２救急救助活動」による。 

 

（５）避難誘導 

   避難の指示・勧告がなされた場合は、これを市民に伝達するとともに、関係機関と連絡を

とりながら市民を安全に避難させる。 

 

第２ 救急救助活動 

 【保健福祉局、消防局、消防団】 

 

基
本
的
な
考
え
方 

地震災害時の救急救助活動は、火災の緩急度合いを考慮して、消防局が現有資機（器）材を有

効に活用し行う。 

ただし、同時多発的に多数の要救急救助者が発生した場合には、全市的に救急隊、救助隊の統

括運用を行い、必要に応じて、警察署その他の関係防災機関と連携して、迅速かつ効果的な救急

救助対策を実施する。 

なお、消防局及び警察署は、それぞれの消防活動、警備活動方針により、傷病者の救助活動から

搬送業務完了まで一貫した救助・救急体制をとる。 

 

１ 消防部の救急救助活動 

（１）活動体制 

   救急救助活動は、傷病者の迅速な救出救護に向け、保有資機材を有効に活用し総力をもっ

てこれにあたるものとする。 

   多数傷病者発生時においては、緊急消防援助隊の応援部隊及び自衛隊、警察及び防災関係

機関と連携し、救出救護体制の確立を図るものとする。 

（２）活動及び出動の原則 

   救急救助活動は、消防局救急業務規程等関係規程に基づき行うが、そのほか次による。 

 ア 救急活動は、救命を主眼とし、傷病者の観察及び必要な応急処置を施した後、適切な医療機

関に搬送する。 

 イ 救助活動は、生存者救出を最優先とし、消防団、事業所防災組織・自主防災組織等に協力を

求めて救出を行う。 

 ウ 救助事象が火災現場付近とそれ以外の場所にあった場合は、火災現場付近の救出を優先して
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実施する。 

 エ 傷病者の救急搬送は、救命を必要とする者を最優先とするとともに、CWAP
  ※

の原則に基づく医

療提供を行えるよう保健福祉部・医療チームと連携を図り医療機関に搬送する。 

   ※CWAP 大規模・広域災害時の搬送順位を示す目安。 

   children, women, aged people,patients/poor を示している。 

 オ 傷病者の救急搬送にあたっては、軽症群の傷病者の割り込みにより救急車が占有されること

のないよう毅然たる態度で活動する。 

   なお、このような気配がある場合は、現場の警察官等に協力を依頼し、混乱を避ける。 

 カ 現場救護所は、多数傷病者が発生した場合など、災害の状況等を判断し、公園などの安全か

つ活動容易な場所に設置する。 

 キ 救護所等から後方医療施設への移送については、被災状況の推移を勘案して自衛隊、ＤＭＡ

Ｔ（災害派遣医療チーム）、ドクターヘリ等との協力により、広域的な搬送体制を確立する。 

 ク 救護能力が不足する場合、自主防災組織等に医療機関への自主的な輸送協力を求めるなど、

関係機関との連絡を密にした活動を行う。 

 

２ 警察署の任務 

（１）救出、救護班の派遣 

   各警察署長は、被害の程度に応じて、部隊を被災地域に派遣し、倒壊、埋没家屋等からの

救出、救護及び避難に遅れた者の発見、救護に努める。 

（２）措置要領 

 ア 救出・救護活動にあたっては、倒壊家屋の多発地帯及び病院、学校、興業場、地下街等多

人数の集合する場所等を重点に行う。 

 イ 救出・救護活動にあたっては、保有する装備資器材のほか、あらゆる資材を活用し、迅速

な措置を講じる。 

 ウ 救出・救護活動にあたっては、県、市、消防局（署）、日本赤十字社千葉県支部等関係機関

と積極的に協力し、警察の組織、機能をあげて、負傷者等の救出・救護に万全を期する。 

 エ 救出した負傷者は、応急措置を施したのち、救急隊、救護班等に引継ぐか、又は警察車両

及びヘリコプターを使用し、速やかに医療機関に収容する。 

 

３ 救助救急資機材の調達 

（１）初期活動における装備資機材の運用は、それぞれが保有するものを活用する。 

（２）装備資機材等に不足が生じた場合は、その他の機関が保有するもの又は民間業者から借入等

を図る。 
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第３ 危険物・有毒物対策 

 【消防局、警察署、保健福祉局、環境局、海上保安部、施設責任者】 

 

基
本
的
な
考
え
方 

高圧ガス（可燃性ガス及び毒性ガス）、石油類及び毒物・劇物に関しそれらを保管する事業所

等に災害が発生したとき、又は火災、水災、震災等により危険な状態が生じたとき、これらの危

険を防除するための施設の責任者及び各関係機関の行うべき応急措置について、そのあらましを

以下にあげている。 

なお、石油コンビナート等特別防災区域として政令指定された、京葉臨海中部地区の特定事業

所における災害の発生及び拡大防止等については、「千葉県石油コンビナート等防災計画」に基づ

き行う。 

 

１ 高圧ガス（保管施設） 

 

―応急対策（施設の責任者）― 

（１）緊急通報 

   高圧ガス施設が発災した場合は、あらかじめ定められた連絡経路により防災関係機関に通報す

る。通報を受けた防災関係機関は、状況に応じて他の防災関係機関と連絡調整を図る。 

（２）災害対策本部等の設置 

   高圧ガスに関する災害が発生した場合は、二次災害の発生を防止するため、速やかに事業所等内

に災害対策本部を設置し、防災関係機関と連携して応急対策を実施する。 

（３）応急措置の実施 

   防災関係機関と連携し、高圧ガスの性質（毒性、可燃性、支燃性等）に基づいた適切な応急措置

を講ずる。 

（４）防災資機材の調達 

   防災資機材が不足している又は保有していない場合は、直ちに近隣の事業所等から調達する。 

（５）被害の拡大防止措置 

   可燃性ガス又は毒性ガスが漏洩した場合は、携帯用のガス検知器等で漏洩したガスの濃度を測定

し拡散状況等の把握に努める。 

 

―応急対策（消防部及び警察）― 

（１）緊急通報 

   通報を受けた防災関係機関は、状況に応じて他の防災関係機関と連絡調整を図る。 

（２）応急措置の実施 

   防災関係機関は事業所等と連携し、高圧ガスの性質（毒性、可燃性、支燃性等）に基づいた適切

な応急措置を講ずる。 

（３）防災資機材の調達 

 ア 消防機関は、事業所等による防災資機材の確保が困難である場合、協力して防災資機材を調達す

る。 

 イ 消防機関及び海上保安庁は、防災資機材の緊急輸送に協力する。 

（４）被害の拡大防止措置及び避難 

 ア 防災関係機関は、被害が拡大し事業所等の周辺にも影響を及ぼすと予想される場合は、周辺住民

等の避難について協議する。 

 イ 市は、必要に応じ避難の勧告、指示を行う。 

（５）原因の究明 

   消防機関、学識経験者は、災害の発生原因の究明に当たる。 
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２ 石油類等危険物（保管施設） 

 

―応急対策（施設の責任者）― 

災害発生と同時に、次の措置をとる。 

（１）通報体制 

 ア 責任者は、災害が発生した場合、直ちに１１９番で消防署に連絡するとともに、必要に応じて付 

近住民並びに近隣企業へ通報する。 

 イ 責任者は、被害の概要を被災段階に応じて早急にとりまとめ、必要に応じて消防機関へ通報する。 

（２）初期活動 

   責任者は、各種防災設備を有効に使用し、迅速な初期活動を行う。特に近隣への延焼防止を最優先

とし、かつ誘発防止に最善の方策をとる。 

（３）避難 

   責任者は、企業自体の計画により、従業員等の避難を実施する。 

 

―応急対策（市関係機関）― 

災害の規模、態様に応じ、県及び市町村の地域防災計画並びに関係機関の災害応急対策計画の定める 

ところにより、関係機関の密接な連携のもとに次の応急対策を実施する。 

（１）災害情報の情報収集及び報告 

   消防局は、被災現地に職員を派遣する等により被災状況を適切に把握するとともに、県、その他関

係機関に災害発生の通報を行い、被害状況に応じて逐次中間報告を行う。 

（２）救急医療 

   当該事業所、消防局、県、医療機関は連携して負傷者等の救出及び救急医療業務を実施する。 

県警察、海上保安庁その他関係機関はこれに協力する。 

（３）消防活動 

   消防機関は、危険物火災の特性に応じた消防活動を速やかに行う。 

（４）避難 

   市は、県警察と協力し、避難のための立ち退きの指示、勧告、避難所の開設並びに避難所への収容

を行う。 

（５）交通対策 

   道路管理者、県警察、海上保安庁は、交通の安全、緊急輸送の確保のため、被災地並びに海上に及

ぶ場合はその周辺海域の交通対策に万全を期する。 

（６）原因の究明 

   消防機関は、災害の発生原因の究明に当たる。 

 

３ 火薬類（保管施設） 

 

―応急対策（施設の責任者）― 

（１）緊急通報 

   火薬類施設が発災となった場合は、あらかじめ定められた連絡経路により防災関係機関に通報す

る。 

（２）災害対策本部等の設置 

   火薬類に関する災害が発生した場合は、速やかに事業所等内に災害対策本部を設置し防災関係機

関と連携して応急対策を実施する。 

（３）応急措置の実施 

   防災関係機関と連携し、火薬類の性質に基づいた適切な応急措置を講ずる。 
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―応急対策（市関係機関）― 

（１）緊急通報 

   通報を受けた防災関係機関は、状況に応じて他の防災関係機関と調整を図る。 

（２）応急措置の実施 

   防災関係機関は、事業所と連携し、火薬類の性質に基づいた適切な応急措置を講ずる。 

（３）被害の拡大防止措置及び避難 

 ア 防災関係機関は、被害が拡大し事業所等の周辺にも影響を及ぼすと予想される場合は、周辺住民

等の避難について協議する。 

 イ 市は、必要に応じ避難の勧告、指示を行う。 

（４）原因の究明 

   消防局は、災害の発生原因の究明に当たる。 

 

４ 毒物・劇物（保管施設） 

 

－ 応急対策（施設の責任者） － 

（１）発火源の除去、毒物・劇物の安全な場所への移動、漏出防止及び除毒措置等の安全措置を講じる

とともに、警察及び消防機関等へ直ちに通報する。 

（２）上記の措置を講じることができないときは、又は必要と認めたときは、従業者及び付近の住民に

避難するよう警告する。 

（３）消防隊の到着に際しては、誘導員を配置するなどして進入を容易にし、かつ災害の状況及び事業

所内の毒物・劇物の保有量並びに保有位置等について報告する。 

 

―応急対策（市関係機関）― 

（１）緊急通報 

   消防局は、毒物劇物製造業者及び輸入業者等から緊急通報があった場合は、状況に応じて他の防

災機関と連絡調整を図る。 

（２）被害の拡大防止 

   消防局は、火災が発生した場合、施設防火管理者と連絡を密にして、延焼防止、汚染区域の拡大防

止に努める。 

（３）救急医療 

   消防局等は、大量流出事故等に際しては、医療機関へ連絡するとともに連携して被災者の救出救

護、避難誘導を実施する。 

（４）水源汚染防止 

   環境局、保健福祉局は、毒物劇物が水道水源を汚染するおそれがあると判断した場合は、関係機関

に通報し、適切な措置を求める。 

（５）避難 

   市は、県及び関係機関等と協議の上、必要であれば、避難の勧告・指示を行う。 

 

５ 危険物等輸送車両等 

 

―応急対策（消防部）― 

（１）事故通報等に基づきその状況を把握のうえ、交通規制等について関係機関と密接な情報連絡を行

う。 

（２）必要に応じ、市民への広報活動や警戒区域に対する規制等を行う。 

（３）危険物輸送車両の関係者に対して、必要に応じ一時使用停止又は使用制限の緊急措置命令を発す

る。 

 

―応急対策（警察署）― 

（１）警察署は、輸送中の車両については、周囲の状況により、あらかじめ安全な場所へ移動させる。 
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―応急対策（ＪＲ貨物）― 

（１）危険物積載タンク車等の火災、漏えい等の事故が発生した場合は、事故の拡大、併発事故を防止す

るため、ＪＲ貨物における応急措置要領（危険品貨物応急措置便覧）に従い、消火、火気厳禁、立入

禁止等の措置を講じるとともに消防、警察等の関係機関へ通報する。 

 

 

―応急対策（海上保安部）― 

関係事業所の管理者及び船主、代理店などに対して、災害の実態に応じて、次の措置を講じるよう

命令若しくは勧告を行う。 

（１）危険物専用岸壁における荷役の停止、施設の応急点検と出火等の防止措置 

（２）危険物の海上への流出防止措置と応急対策 

（３）港内における危険物積載船舶には、移動命令又は航行の制限若しくは禁止 
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第７節 警備・交通対策 

 【千葉県警察本部及び警察署、千葉海上保安部、県千葉港湾事務所、道路管理者】 

 

第１ 災害時の警備 

 

対
策
の
あ
ら
ま
し 

発災時には、さまざまな社会的混乱及び交通の混乱が予想されるところである。 

 このため、市民の生命、身体、財産の保護を図り、各種犯罪の予防、取締り、交通秩序の維持等

について万全を期するものとする。 

 また、災害時に予想される渋滞等を考慮して、被害者の救援・救護活動や緊急物資の輸送に対

応するための緊急輸送ネットワークの整備に努める。 

 以下には、県地域防災計画に定められた「千葉県警察災害警備実施計画」に関する計画のあら

ましを示している。 

 

１ 災害警備 

（１）基本方針 

   警察は、地震や津波に伴い災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、他の

防災関係機関との連携のもと、人命の保護を第一に、被災者の救出・救護、避難誘導、交通

の規制、各種犯罪の予防及び取締り、その他社会秩序の維持に当たるものとする。 

 

（２）警備体制 

   警察署は、地震や津波に伴い災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、その規模

に応じ指揮体制を確立し災害警備活動を行う。 

 ア 署連絡室 

   震度４以上の地震が発生した場合、津波注意報が発表された場合、又は東海地震に関連す

る調査情報が発表された場合等 

 イ 署対策室 

   地震に伴う被害程度が小規模の場合、津波警報が発表された場合、及び東海地震注意情報

が発表された場合 

 ウ 署災害警備本部 

   大規模地震が発生した場合、津波警報が発表された場合、又は東海地震予知情報が発表され

た場合等 

 

（３）災害警備活動要領 

 ア 要員の参集及び招集 

 イ 地震、津波その他災害情報の収集及び伝達 

 ウ 装備資機材の運用 

 エ 通信の確保 

 オ 負傷者の救出及び救護 

 カ 避難誘導及び避難地区の警戒 

 キ 警戒線の設定 
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 ク 災害の拡大防止と二次災害の防止 

 ケ 報道発表 

 コ 行方不明者の捜索及び迷子等の保護 

 サ 死傷者の身元確認、遺体の収容 

 シ 交通対策（現場周辺の交通規制及び緊急交通路の確保） 

 ス 地域安全対策（犯罪の予防・取締り、相談活動） 

 セ 協定に基づく関係機関への協力要請 

 ソ その他必要な応急措置 

 

 

第２ 道路の交通規制 

 

対
策
の
あ
ら
ま
し 

道路管理者は必要に応じ交通規制を行う。また、各警察署長は、災害の発生に伴い、交通の混乱

及び交通事故の発生を防止し、並びに緊急交通路を確保する必要があると認める場合は、主要交

差点や自動車専用道路の出入口等に警察官を配備し、必要な交通規制を実施することになってい

る。 

一方、市本部長（市長）又は区本部長（区長）は、避難の勧告又は指示を行うなど、その必要が

あると認める場合は、直ちに各警察署長に連絡し交通規制の実施を要請し安全避難の確保に万全

を期す。 

以下には、県地域防災計画に定められた「交通規制計画」に関する計画のあらましを示してい

る。 

 

１ 道路管理者の交通規制 

   道路管理者は、道路施設の破損等により施設構造の保全又は交通の危険を防止するため必要

があるときは、交通を禁止し又は制限（重量制限を含む）する。 

   市の管理する道路において、道路管理者たる市は、協定を締結するなどして連携体制を構築

した警備会社等に対し、交通規制の対応を要請することを検討する。 

 

２ 交通規制計画 

   警察は、大震災が発生した場合は、交通の混乱及び交通事故の発生を防止し、並びに緊急交

通路を確保するため、次により交通規制を実施する。 

   また、交通規制を実施したときは、公安委員会等は、直ちに交通規制にかかる区域又は区間

等の内容を交通情報板等の活用や日本道路交通情報センター及び報道機関の協力を得て広く

周知に努める。 

 

（１）公安委員会の交通規制 

 ア 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図る等必要がある

と認めるときは、道路交通法(昭和 35年法律第 105号）第４条の規定に基づき、道路におけ

る交通の規制を行う。 

 



第１章 地震対策計画 第７節 警備・交通対策 

                    地 - 80 - 

 イ 公安委員会は、県内又は隣接・近接都県の地域に係る災害が発生又はまさに発生しようと

している場合において、災害応急対策が円滑に行われるようにするため緊急の必要があると

認めるときは、災害対策基本法第 76条の規定により、緊急通行車両以外の車両の道路におけ

る通行を禁止又は制限するなど、緊急交通路の確保に当たる。 

 

（２）警察署長の交通規制 

   警察署長（高速道路交通警察隊長を含む。）は、道路における危険を防止し、その他交通の

安全と円滑を図る等必要があると認めるときは、道路交通法第５条又は第 114条の３の規定

により、道路における交通の規制を行う。 

 

（３）警察官の交通規制 

  警察官は、道路の損壊、交通事故の発生その他の事情により、道路において交通の危険又

は交通の混雑が生じるおそれがあり、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑

を図るためやむを得ないと認めるときは、必要な限度で道路交通法第６条又は第 75 条の３の

規定により、交通の規制を行うものとする。この場合、信号機の表示する信号にかかわら

ず、これと異なる意味を表示する手信号等をすることができる。 

 

３ 交通規制の指針（警察本部） 

（１）交通規制の対象となる道路は、主として「千葉県緊急輸送道路１次路線（交通規制対象道路）」

の中から選定する。 

   ※緊急輸送道路一覧表（資料 9-3） 

 

（２）前記１（２）イの緊急交通路の確保は、高速自動車国道、自動車専用道路その他の幹線道路

を優先して行う。 

 

（３）被災地域における交通の混乱の防止及び円滑な災害対応対策活動を図るため、原則として、

被災地方向への通行の禁止又は制限を行う。 

 

（４）緊急交通路を確保するため、高速自動車国道及び自動車専用道路においてはインターチェン

ジ等からの流入を禁止するとともに、幹線道路においては必要により交通検問を設置する。 

 

（５）直下型地震に対する交通規制計画 

   京葉東葛地域及び南房総地域における直下型地震が発生した場合の交通規制は、次により行

う。 

   ※千葉県京葉・東葛地域直下型地震発生時の交通規制計画（資料 9-7） 

 

（６）交通規制を実施するときは、道路法、道路交通法若しくは災害対策基本法に基づく道路標識

等を設置し、又は現場における警察官の指示等により行う。 
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４ 交通情報の収集及び提供（警察本部） 

（１）交通情報の収集は、航空機、自動二輪車その他の機動力を活用し、専従の収集班を編成し

て行う。 

   なお、県警察本部においては、隣接都県警察及び警察庁（管区警察局を含む。）と連携を密

にし、交通情報の収集を行う。 

 

（２）交通情報の提供は、交通情報提供装置を活用し、日本道路交通情報センター及び報道機関

の協力を得て行うとともに、ホームページなど、インターネットを通じ広く周知するものと

する。 

 

５ 災害発生時における運転者のとるべき措置 

  災害発生時における運転者のとるべき措置については、次の事項の周知を図る。 

（１）走行中の車両の運転者は、次の行動をとること。 

 ア 直ちに、車両を道路の左側に停止させること。 

 イ 停止後は、ラジオ等により災害情報及び交通情報を聴取し行動すること。 

 ウ 車両を置いて避難するときは、できるだけ道路外の場所に移動する。やむを得ず道路上に

置いて避難するときは、車両をできる限り道路の左端に沿って駐車するなど、通行の障害と

ならない方法により駐車し、エンジンを切り、エンジンキーを付けたままとし、窓を閉め、

ドアはロックしないこと。 

 

（２）通行禁止区域等においては、次の措置をとること。 

 ア 車両を道路外の場所に置くこと。 

 イ 道路外に置く場所がない車両は、通行禁止区域等の外に移動すること。 

 ウ 速やかな移動が困難なときは、車両をできる限り道路の左端に沿って駐車するなど、緊急

通行車両の通行の妨害とならない方法により駐車すること。 

 

 

第３ 放置車両対策 

 

１ 警察官 

   警察官は、災害対策基本法第７６条の３の規定により、通行禁止区域等（本節第２「１ 交

通規制計画」（２）イにより通行を禁止又は制限されている道路の区間又は区域をいう。以下同

じ。）において、車両その他の物件が緊急通行車両の通行の妨害となることにより、災害応急対

策の実施に著しい支障が生じるおそれがあると認めるときは、当該車両その他の物件の移動、

その他必要な措置を命ずることができる。この場合、警察官の命令に従わなかったり、運転者

等が現場にいないために命ずることができないときは、警察官が自らその措置をとり、やむを

得ない限度において当該車両その他の物件を破損することができる。 
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２ 自衛官及び消防吏員 

（１）自衛官及び消防吏員（以下「自衛官等」という。）は、災害対策基本法第７６条の３第３項

及び第４項に基づき、警察官がその場にいない場合に限り、前記（１）の職務の執行につい

て行うことができる。 

 

（２）自衛官等は、前項の命令をし、又は措置をとったときは、直ちにその旨を警察署長に通知

する。 

   ※自衛官及び消防吏員の作成する措置命令・措置通知書（資料 9-5） 

 

３ 道路管理者 

   道路管理者は、災害対策基本法第７６条の６の規定により、災害が発生した場合において、

道路における車両の通行が停止し、又は著しく停滞し、車両その他の物件が緊急通行車両の通

行の妨害となることにより災害応急対策の実施に著しい支障が生じるおそれがあり、かつ緊急

の必要があると認めるときは、その管理する道路についてその区間を指定して、当該車両その

他の物件の占有者又は管理者に対し、当該車両その他の物件を付近の道路外の場所へ移動する

ことその他必要な措置を命ずることができる。 

   また、運転者が不在の場合などにおいて、道路管理者は、自ら車両を移動することができる

とともに、当該措置をとるため、やむを得ない限度において、車両その他の物件を破損するこ

とができる（その際、道路管理者は、通常生ずべき損失を補償しなければならない。）。 

 

 

第４ 緊急通行車両の対策 

 

１ 緊急通行車両の確認 

（１）車両の使用者は、知事又は公安委員会に対し、当該車両が緊急通行車両（道路交通法第 39

条第１項の緊急自動車、災害応急対策の的確かつ円滑な実施のため、その通行を確保するこ

とが特に必要な車両）であることの確認を求めることができる。 

 

（２）前記（１）により確認したときは、知事又は公安委員会は、当該車両の使用者に対し、災

害対策基本法施行規則第６条に定める標章及び確認証明書を交付する。 

 

（３）前記（２）により交付を受けた標章は、当該車両の見やすい箇所に掲出する。また、警察

官等から提示を求められたときは、これを提示する。 

 

（４）届出に関する手続きは、別に定める。 

 

２ 緊急通行車両の事前届出・確認 

（１）公安委員会は、指定行政機関の長、指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執
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行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関（以下｢指定行政機関等｣という。）が保有する車

両等で、災害対策基本法第 50条第１項に規定する災害応急対策を実施するために使用するも

のについて、緊急通行車両に該当するかの審査を行う。 

 

（２）公安委員会は、前記（１）により緊急通行車両に該当すると認められるものについては、

緊急通行車両等事前届出済証（以下「届出済証」という。）を交付する。 

 

（３）届出済証の交付を受けた車両については、県警察本部、高速道路交通警察隊、警察署又は

交通検問所に当該届出済証を提出して、前記１（１）の確認を受けることができる。この場

合においては、確認審査を省略して前記 1（２）の標章及び確認証明書を交付する。 

 

（４）事前届出・確認に関する手続きは、別に定める。 

   ※緊急通行車両等及び規制除外車両の確認及び事前届出事務手続き等に関する要綱の要旨

（資料 9-8） 

   ※緊急通行車両等及び規制除外車両の確認及び事務手続き等（資料 9-9） 

 

３ 規制除外車両の確認等 

（１）規制除外車両 

   緊急通行車両以外の社会生活の維持に不可欠な車両又は公益上通行させることがやむを得

ないと認められる車両を、交通規制の対象から除外する車両（以下「規制除外車両」とい

う。）とし、公安委員会の意思決定に基づき通行禁止の対象から除外することとする。 

 

（２）規制除外車両の確認 

   規制除外車両の確認は、前記１を準用する。 

（３）規制除外車両の事前届出・確認 

   緊急通行車両とならない車両のうち、以下の車両については、規制除外車両の事前届出制

度の対象とする。なお、事前届出・確認は、前記２を準用する。 

 ア 医師・歯科医師、医療機関等が使用する車両 

 イ 医薬品・医療機器・医療用資材等を輸送する車両 

 ウ 患者等搬送用車両（特別な構造又は装置があるものに限る） 

 エ 建設用重機、道路啓開作業用車両又は重機輸送用車両 

 

４ 緊急輸送（参考） 

   災害発生時の被害者の救援・救護活動や緊急物資の輸送に対処するため、県では、道路

（緊急輸送道路）、港湾、漁港、飛行場等の輸送施設を指定し、これら陸海空を連携する緊急

輸送ネットワークを定めている。 

（１）緊急輸送道路 

   機能別に１次及び２次路線に分類し、１次路線は、隣接都県との連携強化、広域的な緊急輸
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送等に資する高速道路、一般国道及び主要な県道や港湾・空港等に通じる主要な市町村道等で

あり、２次路線は、１次路線を補完し市町村役場等を相互連絡する県道等である。 

 

（２）港湾 

   千葉港（千葉中央地区、千葉出洲地区、葛南東部地区） 

   木更津港（富津地区） 

   館山港（宮城地区） 

 

（３）漁港 

   銚子漁港、大原漁港、勝浦漁港、鴨川漁港 

 

（４）飛行場等 

 ア 空港 

   成田国際空港 

 イ 自衛隊駐屯地及び基地 

   陸上自衛隊…習志野駐屯地、下志津駐屯地、木更津駐屯地、松戸駐屯地 

   海上自衛隊…下総航空基地、館山航空基地 

   航空自衛隊…木更津第一補給処 

 ウ 臨時離発着場 

   千葉県西部防災センター、千葉市消防ヘリポート、千葉県スポーツセンター 

   幕張海浜公園、青葉の森公園、行田公園、柏の葉公園、印旛沼公園、蓮沼海浜公園、 

   館山運動公園、富津公園 

 

（５）江戸川緊急用船着場 

   市川緊急用船着場、松戸緊急用船着場 

   ※緊急用船着場とは、大規模災害時に河川管理施設災害の復旧資機材や救援物資等を江戸川

等の河川を通じて搬入、荷揚げするための施設であり、緊急河川敷道路と連携して機能する。 

    河川敷道路については（平成 23 年 4 月 1 日現在）完成には至ってないが、一部通行可能

である。 
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（５） 

（３） 

地 震 発 生 

 

（避難が必要な状況が発生） （１） 

自主避難（身の安全を

図れる場所）又は、避難

指示の発令 

「避難場所」へ避難 

（小・中・高等学校/公民館/公園） 

（２） （避難行動開始） 

避難場所は安全 避難場所が危険 

自主避難又は避難指示 

「広域避難場所」等へ避難 

（火災延焼・崖崩れ危険等） 

（避難が必要な状況が発生） 

（危険要因解除） （６） （７） 

市営住宅等への一時入居 

（４） 
「避難所」で避難継続 

（焼失・倒壊家屋等の被災者） 

帰 宅 

第８節 避難対策 

 

第１ 避難方法 

 【総務局危機管理部】 

 

１ 地震時の避難方法 

   地震発生時の避難方法は、以下の図のとおりとする。 

   なお、避難路は指定せず、安全な避難路を任意に選ぶ避難方法とする。 
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（１）自主避難又は避難指示の発令 

   地震発生後、火災や崖崩れ等の危険が迫り、市民の自主判断で避難（公園・空地等身の安

全を図れる場所）が必要な状況が発生したり、避難指示が発令され、避難行動が開始され

る。避難行動は、町内自治会や、自主防災会ごとに一団となって避難することを原則とす

る。 

 

（２）「避難場所・避難所」等への避難 

   避難行動を開始した市民は、市立小・中・高等学校や公民館、公園等の避難場所等へ、   

危険回避のために一時避難を行う。 

   なお、市が避難場所等に指定していない公園等についても、市指定の避難場所等へ避難する

前に、一時的に身の安全を図る場所として活用するものとする。 

   また、市民は自らの避難生活に最低限必要な物資（食料、飲料水、常備薬、着替え、携帯電

話の充電器等）や避難をする際に必要な物資（ヘルメット、ヘッドライト、軍手等）、避難所で

の感染症拡大を防止するための物資（マスク、消毒液等）を平時から「非常用持ち出し袋」と

して自宅に備えておき、避難時にはそれらを持って避難する。 

 

（３）避難者の帰宅 

   一時的に避難した市民のうち、火災の危険が去る等、地域や自宅等の危険が去り、自宅の

被害が免れた、あるいは被害が軽微な市民は、それぞれの自宅に帰宅する。 

 

（４）「避難所」で被災者収容 

   地震発生後、火災延焼等の危険性がなく安全が確保された場合、焼失や倒壊等により自宅

に帰れなくなった被災者等を「避難所」で収容する。 

 

（５）「広域避難場所」等へ避難 

   地震発生後、火災延焼等により当該避難場所が危険な状況になり、避難指示が出された場

合、事前に定められている「広域避難場所」へ避難を行うこととなる。 

 

（６）「広域避難場所」から「避難所」へ移動し避難者を収容 

   広域避難場所は、比較的大きな公園等の屋外空間であることから、危険要因が去った後、

安全性が確保された避難所へ最終避難する。 

 

（７）市営住宅等への一時入居 

   自宅が被害を受けたことで、自宅での生活が困難な被災者や土砂災害等により避難指示を

受けている地域の住民は、市営住宅や県が借り上げる民間賃貸住宅へ一時入居することが出

来る。 

   供給が不足するおそれがある場合は、本部長（市長）は、県知事へ応急仮設住宅の建設を

要請する。 
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第２ 来訪者・入所者等の避難 

 【施設所管局区等、施設管理者、警察署】 

 

対
策
の
あ
ら
ま
し 

本部長（市長）が行う避難指示は、災害の切迫により危険となった地域内に滞在するすべての

人に対して伝達され、安全な地域への迅速な避難行動として実現されてはじめて、その目的が達

成されたことになる。市公共施設やデパート・イベント施設・公営競技場など不特定多数の人が

利用する公共的施設における避難対策については、市長の避難指示を受けた各施設の管理者が所

定の計画に基づき行い、各施設における避難行動に関し、各施設の所管部を通じて、その完了の

有無を確認することで各施設の来訪者・入所者等の安全確保を図るとともに、「災害時の広報活動」

における「安心情報」のデータ源としての活用を図る。 

 

１ 避難計画の策定 

   市の公共施設及び災害対策基本法に基づく「防災上重要な施設」とすべき施設の管理者

は、来訪者・入所者等の安全・避難のための避難計画を策定するものとする。特に、自衛消

防組織を有する施設においては、自衛消防組織の活動内容に来訪者・入所者の避難計画を確

立しておくこととする。 

   また、その他多数の従業員・来訪者が勤務若しくは出入りする主要な商業施設、事務所、

工場等の管理者は施設内における従業員、来訪者の安全な避難対策を講じるように努める。 

 

２ 避難の完了報告 

   大規模な災害が発生し避難指示が発令されたとき、若しくは自主的に各施設において、来

訪者・入所者・職員・従業員等の避難を実施したときは、各施設の管理者は、以下のとお

り、市本部へ避難の完了報告を行う。 

（１）市の施設 

   各施設の管理者は、下図のとおり、所管部（局）又は区本部を通じて、本部へ避難の完了

を報告する。 

   なお、連絡の方法は、総合防災情報システム、一般加入電話、ＦＡＸ、ＰＨＳ、携帯電

話、電子メール、地域防災無線又は伝令による。 

（２）市以外の施設、事業所等 

   市以外の施設、事業所等の管理者は、下図のとおり、市の関係部・課又は区本部へ報告す

る。 

   保健福祉部（保健福祉局）及びこども未来部（こども未来局）は、市立施設とあわせて、

県立、私立の福祉施設分を集約し、本部事務局（総務局危機管理部）へ報告する。 

   経済農政部（経済農政局）は、市内の事業所、工場その他の施設の状況を集約し、本部事

務局（総務局危機管理部）へ報告する。なお、有線電話が使用できない場合の措置につい

て、伝令による最寄りの市内防災関係機関への通報等あらかじめ周知徹底しておく。 
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○本部からの避難指示の場合 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○市民の自主的な避難の場合 

 

  

【市 の 施 設】 

 
避難の完了 

被害の状況 

措置の概要 

 

避難の状況 

個別被害状況の集約結果 

措置の概要 

 

【市以外の施設】 

 

各施設の管理者 本    部 

 
関係部 

（又は区本部） 

報告 

 
報告 

 

避難対象 

 

避難対象 

 

地区の指示 

 

地区の指示 

 

施設の管理者 

 

本    部 
所管部 

（又は区本部） 

報告 

 

報告 

 

避難対象 避難対象 

 

地区の指示 

 

地区の指示 

 

【市 の 施 設】 

 避難の完了 

被害の状況 

措置の概要 

 

避難の状況 

個別被害状況の集約結果 

措置の概要 

 

施設の管理

者 

 

本  部 

報告 

 

報告 

 

【市以外の施設】 

本  部 各施設の管理

者 

 

報告 

 

報告 

 

所管部 

（又は区本部） 

関係部 

（又は区本部） 
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第３ 警戒区域の設定 

 【総務局危機管理部、各区】 

 

１ 市長は、地震災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、市民の生命及び身体に

対する危険を防止するため、特に必要があると認めるときは、災害対策基本法第 63 条に基づき

警戒区域を次の要領で設定する。 

 

（１）市長は、その職権により警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する者以外の者に対して当

該区域への立入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該区域からの退去を命ずる。 

 

（２）警察官、海上保安官、又は自衛官は、前記の市職員が現場にいない場合又はこれらの者から

要請があった場合は、この職権を行うことができる。 

   この場合、事後直ちにその旨を市長に通知しなければならない。 

 

（３）警戒区域の設定に伴う必要な措置は、市・区及び防災関係機関が連携して実施する。 

 

 

第４ 避難指示 

 【総務局危機管理部、各区】 

 

１ 実施責任者 

機関の名称 避難指示を行う要件 根拠法規 

市 長 

（本部長） 
市民の生命、身体に危険を及ぼすと認めるとき、避難指示を行う。 災害対策基本法第 60条 

警 察 官 

及 び 

海上保安官 

（１）市長から要請があったとき 

（２）市長が避難指示をできないと認められ、しかも指示が急を要

するとき 

（３）人の生命若しくは身体に危険を及ぼし、又は財産に重大な損

害を及ぼすおそれがあり、避難指示が急を要するとき 

(1)(2) 

災害対策基本法第 61条 

(3) 

警察官職務執行法(昭和 23

年法律第 136号)第４条 

県 知 事 

及び 

その命を受

けた職員、 

水防管理者 

（１）知事は、災害の発生により市町村がその全部又は大部分の事

務を行うことができなくなったときは、市町村長が実施すべき

立退きの避難指示に関する措置の全部又は一部を当該市町村長

に代わって実施する。 

（２）洪水・高潮の氾濫・地すべりにより著しい危険が切迫してい

ると認められるとき、必要と認める区域の市民に対して避難指

示を実施 

災害対策基本法第 60条 

水防法（昭和 24年法律第

193号）第 29条 

地すべり等防止法（昭和 33

年法律第 30 号）第 25 条 

消 防 吏 員 
消防局長又は消防署長は、火災の拡大又はガスの拡散等が迅速

で、人命危険が著しく切迫していると認めるとき 

消防法（昭和 23年法律第

186号）第 23条の２ 

自 衛 官 
災害派遣を命ぜられた部隊の自衛官は、災害により危険な状態が

生じた場合で、警察官がその場にいないとき 

自衛隊法（昭和 29 年法律

第 165号）第 94条 
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 ※ 「避難指示」とは、被害の危険が目前に切迫している場合等に発せられ、居住者等を避難のため立退

かせるためのものである。 

   なお、避難時の周囲の状況等により、屋内に留まっていた方が安全な場合は、屋内での待避等の安全

確保措置を講ずべきことにも留意するものとし、避難場所への避難がかえって危険であると判断できる

場合は、必要となる地域の住民に対し、待避・垂直移動の指示を行う。また、避難指示等の発令にあた

っては、専門的・技術的知見を持つ、国（銚子地方気象台等）の機関や県に助言を求めるなど連携を図

る。 

 

２ 避難指示を行う場合 

   避難指示を発すべき権限のある者は、それぞれの法律により定められているが、災害応急

対策の第一次的な実施責任者である市長（本部長）を中心として、相互に連携を取り実施す

る。 

   また、原則として、避難を必要とする事態の最終的判断は、区長（区本部長）、消防局長及

び警察署長からの要請も踏まえて、市長（本部長）が行う。 

   なお、市民の生命、身体に危険が切迫し、市長（本部長）が行う避難指示等を待ついとま

がない場合、区長（区本部長）が補助機関として避難指示等を行うことができる。 

   この場合、実施後直ちに市長に通知するものとする。 

   災害の状況により様々な場合が想定されるが、避難指示を伝達すべき対象地域の範囲を踏

まえる観点から、局地的な災害による地域を限定した避難を要する場合と同時多発的な火災

発生等で広域的な避難を要する場合の２つを想定する。なお、津波災害に対する避難指示等

の判断基準は本章第９節「津波避難計画」に定めるとおりとする。 

 

（１）局地的な災害による場合 

 

－ 地域を限定した避難指示 － 

ア 河川の上流が地震被害を受け、下流区域に浸水による危険があるとき。 

イ 火災が拡大するおそれがあるとき。 

ウ 爆発のおそれがあるとき。 

エ ガスの流出拡散により、周辺地域の住民に対して危険が及ぶと予測されるとき。 

オ 地すべり、がけ崩れ等の土砂災害により著しく危険が切迫しているとき。 

カ 大規模地震により建物が大きな被害を受け、居住を継続することが危険なとき。 

キ その他市民の生命を守るため必要と認められるとき。 

 

 

（２）広域的な災害による場合 

 

－ 広域的な避難指示発令 － 

ア 延焼火災が拡大し、又は拡大するおそれがあるとき。 

イ ガスの流出拡散により、広域的に人命の危険が予測されるとき。 

ウ 県本部長から避難についての勧告又は指示の要請があったとき。 

エ その他市民の生命を守るため必要と認められるとき。 
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３ 避難指示の対象者 

   避難指示の対象者は、居住者、滞在者、通過者等を含め、避難を要すると認められる区域内

にいるすべての人を対象とする。 

 

４ 避難指示の内容 

   避難指示は、次のことを明らかにして行う。 

 

－ 避難指示の内容 － 

（１）避難対象地域（町丁名、施設名等） 

（２）避難の理由（避難要因となった危険要素の所在地、避難に要する時間等） 

（３）避難先（安全な方向及び避難場所の名称） 

（４）避難経路 

（５）その他（避難行動時の最少携帯品、避難行動要支援者の優先避難・介助の呼びかけ等） 

 

５ 避難指示の伝達等 

（１）関係地域内住民等への伝達 

   避難指示を行ったときは、防災行政無線、ちばし安全・安心メール、ちばし災害緊急速報  

メール等の多様なメディアのほか、広報車、サイレン等により伝達するとともに、報道機関等

の協力を得るなど関係地域内のすべての人に伝わるよう、あらゆる手段を活用する。 

   なお、状況によっては、消防団員等により関係地域に個別に伝達を行うものとする。 

   その他、第３節「災害時の広報」による。 

   なお、避難措置解除の連絡は、防災行政無線、ちばし安全・安心メール、広報車、報道機関

等への協力要請、職員による看板ポスター等の掲示等により行うものとする。 

 

（２）隣接市関係機関への通報 

   本部長（市長）が避難指示を行ったとき、又は警察官等から避難指示を行った旨の通報を受

けたとき、本部事務局長（総務局危機管理部長）は、次の要領により必要に応じて関係機関等

へ連絡するものとする。 

 ア 隣接市（防災担当） 

   市民が避難のため隣接市内の施設を利用する場合が想定される。 

   また、避難の誘導上、経路により協力を求めなければならない場合もあるので、隣接市に対

しても連絡しておくものとする。 

 イ 国・県の関係機関 

   自衛隊及び海上保安部、各警察署、その他の県関係機関に連絡し、協力を要請する。 

   また、避難の措置を行った場合においては、その内容について相互に通報・連絡する。 

 ウ 学校施設等の管理者 

   教育長を通じて、避難場所として利用する学校施設等の管理者に対し、連絡し協力を要請す

る。 
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（３）県への報告 

   本部事務局長（総務局危機管理部長）は、避難措置及びその解除について、次の事項を記録

するとともに、速やかにその旨を県に報告する。 

 

 

 

 

 

 

第５ 避難の誘導 

 【各区、消防局、消防団、警察署、施設管理者、町内自治会、自主防災組織等】 

 

１ 避難の誘導を行う者 

（１）一般的な場合 

 ア 避難誘導にあたって、市職員、警察官、消防職員その他の避難措置の実施者は、市民が安

全かつ迅速に避難できるよう避難場所等への誘導に努める。 

 イ 本部長（市長）は、区本部長（区長）に対して必要と認める避難所等に市職員を派遣し、

避難収容者の整理及び本部からの指示・情報等の収受にあたらせる。 

 ウ 地域内から避難所等までの避難誘導は、市職員、消防団員、町内自治会、自主防災組織及

び現場の警察官等が行い、誘導に当たっては、できるだけ自主防災組織等ごとの集団避難を

行うものとし、避難行動要支援者の避難を優先して行う。 

 

（２）学校、事業所等の場合 

   学校、幼稚園、保育所（園）、事業所、百貨店等その他多数の人が集まる場所における避難

の誘導は、その施設の責任者、管理者等による自主的な統制を原則とする。 

   ただし、学校、幼稚園、保育所（園）、福祉施設及び夜間多数人が集まっている場所等につ

いては、災害の規模、態様により必要と認められるときは、市職員を派遣し、その施設の責

任者、管理者等に積極的に協力して、安全な場所への避難誘導等の必要な措置を講じるもの

とする。 

 

（３）交通機関等の場合 

   交通機関等における避難の誘導は、その交通機関があらかじめ定める防災計画、避難計画

に基づき、各交通機関施設の組織体制により必要な措置を講じる。 

 

２ 避難の誘導 

（１）携帯品の制限 

   携帯品は、円滑な避難行動に支障をきたさない最小限度のものとするが、平常時より、 

おおよそ次のようなものを非常用袋に用意しておくよう啓発に努める。 

 － 記録事項及び県等への報告事項 － 

ア 発令者 

イ 発令の理由及び発令日時 

ウ 避難の対象区域 

エ 避難地 

オ その他必要な事項 
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   なお、自動車による避難及び家財の持出し等は、危険なので中止させる。 

 

ア 家族の名札（住所、氏名、生年月日、血液型等を記載したもの） 

イ １人２食分位の食料と２～３リットルの飲料水、タオル、マスク、消毒液、救急医

薬品、懐中電灯、携帯ラジオ等 

ウ 服装は、軽装とし素足を避け、帽子、頭巾、雨具類及び必要に応じ防寒具 

エ 貴重品以外の荷物は携行しないこと。 

 

（２）避難の誘導方法 

 ア 避難の誘導方法については、災害の規模、態様に応じて、混乱なく迅速に安全な避難場所

に誘導するためにおおよそ次のような方法をとることとする。 

 

－ 避難の誘導時に留意する事項 － 

（１）避難の誘導は、病人、高齢者、幼児、心身障害者その他単独で避難することが困難な人を

優先するとともに、できるかぎり早めに避難させるよう努める。 

（２）避難経路は、本部長又は区本部長から特に指示がない時は、避難の誘導にあたる者が指定

するように努める。 

   なお、避難経路の選定にあたっては、火災、落下物、危険物、パニックのおこるおそれ等

のない経路を選定し、また、状況が許す限り指示者があらかじめ経路の実際を確認して行う

ように努める。 

（３）選定した避難路に土砂災害等の重大な障害があり、容易に取り除くことができないとき

は、建設局に対して、避難路の啓
けい

開
かい

（切り開き）等を要請する。 

 

《ｋの啓開（切り開き）等の要請の流れ》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 イ 避難行動要支援者等に対する避難支援 

   避難行動要支援者等に対する避難支援については、本章第１４節「要配慮者の対策」「第１

在宅の要配慮者の対策」「２避難支援等の留意事項」に掲げる事項に留意して行うものとす

る。 

 

 

第６ 避難路及び避難場所の安全確保 

 【消防局、警察署】 

 

１ 消防局の任務 

   消防局は、避難指示が出された地域の市民が避難を行う場合には、災害の規模、道路、

 

誘 導 実 施 者 区 本 部 本 部 （建設局） 

通  報 

要  請 

通  報 

要  請 

啓けい 開かい 作 業 班 の 派 遣 
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橋梁
きょうりょう

の状況、火災拡大の経路及び消防隊の運用等を勘案して、最も安全と思われる避難場

所・避難所及び避難路を本部長（市長）、区本部長（区長）及び警察署に通報する。 

   また、市民の避難が開始された場合には、ヘリコプター、車両、当該地域に出動中の消防

車両車載拡声器等の活用により、円滑な避難誘導に協力するとともに、付近にいる消防団員

に対して市民の誘導・避難指示の伝達の徹底にあたるよう要請する。 

   なお、避難指示の発令時点以降の消火活動は、被災者の移動が完了するまでの間、避難場

所・避難所及び避難路の安全確保に努めるとともに、広域避難場所周辺からの延焼防止及び

飛び火等による広域避難場所内部の火災発生の防止を最優先で行う。 

 

２ 各警察署の任務 

   各警察署は、避難指示が発令された旨の通報を受けたときは、直ちに避難誘導員を要所に

配置する。避難誘導員は夜間時の照明資材の活用等をはじめとして安全な避難交通の確保に

努めるとともに、活発な広報活動を実施し、避難者の混乱による事故やもめごと等が発生し

ないよう、適切な誘導を期する。 

   また、避難場所、広域避難場所及び避難所には、所要の警戒員を配置し、関係機関の職員

と密接に連絡をとりながら、避難者の保護及び避難場所等の秩序保持に努める。 

   ※避難場所・避難所一覧表（資料 7-1） 

   ※広域避難場所一覧表（資料 7-2） 

 

 

第７ 避難所の開設 

 【各区、施設所管局区等、施設管理者、町内自治会、避難所運営委員会等】 

 

  避難場所に避難した被災者のうち、住居等を喪失する等引き続き救助を要する者及びそのお

それのある者に対して、市職員が開設する場合は、「避難所開設・運営マニュアル例」等に基づ

き、また、地域による「避難所運営委員会」が設立されている避難所は、当該運営委員会が作

成した「避難所開設・運営マニュアル例」等に基づき市民が、開設し収容保護する。なお、被

災者のプライバシー及び安全の確保並びに衛生管理に努めるとともに、高齢者や障害者をはじ

めとする要配慮者、女性やＬＧＢＴ等（性的少数者）への配慮及びペット対策等についても適

切に対応するよう努めるものとする。 

  さらに、市に災害救助法を適用した場合は、千葉市災害救助法施行細則に規定する救助の程

度、方法及び期間（一般基準）の範囲において救助（避難所の設置）を実施し、一般基準での

救助が困難なときは、本部長（市長）は、内閣総理大臣に特別基準の設定について協議する。 

  また、本市を含む複数の県内市町村に災害救助法が適用された場合は、「千葉県災害救助資源

配分計画」に基づき、県の連絡調整の下、救助を実施する。 

  ※避難所開設・運営マニュアル例（資料 7-4） 

 



第１章 地震対策計画 第８節 避難対策 

                    地 - 95 - 

１ 施設管理者による施設の安全確認 

   避難所に指定されている施設の管理者は、震度５強以上の地震が発生した場合は、施設の安

全性（被害程度）について確認し、市（施設所管課）及び区本部長に報告する。安全点検は施

設管理者や最も早く避難所に到着した担当職員、または最初に避難所に入ろうとする者が順次

行う。 

 

２ 避難所の開設 

   避難所の開設場所は、あらかじめ指定する避難所の中から、本部長（市長）又は区本部長（区

長）が被害の状況に応じて決めるが、必要に応じて、避難所に指定していない公共施設や、公

園等の屋外空間であっても、天幕等の設営によって避難所として開設できるものとする。 

 

３ 開設の担当者 

   開設の実務については、区本部長（区長）がそれぞれの施設に複数の職員を派遣して担当さ

せる。 

   ただし、災害の状況により緊急に開設する必要があるときは、各施設の管理責任者・勤務職

員や避難所担当職員等が実施する。 

 

４ 開設時の留意事項 

（１）開設 

   避難所の開設は、原則として、本部長（市長）又は区本部長（区長）の指示により行う。 

   ただし、夜間等に発生するなど突発的な災害の場合には、本部長（市長）又は区本部長

（区長）からの指示がなくとも避難の必要が生じると自主的に判断されたときは、各施設の

管理責任者・勤務職員や直近要員（自主参集）等が施設入口（門）の開錠をし、門を大きく

開け放ち、避難所開設の準備を行う。 

   特に、既に避難住民が集まっているときは、速やかに上記の作業を行い、体育館や大会議

室など広いスペースに誘導し、避難した市民の不安の緩和を期するとともに、無用の混乱の

防止に努める。 

   また、市は、避難所を設置する必要があるときは、学校、集会所、公民館その他の公共建

物等を避難所として開設するが、これらの施設のみをもっては収容能力に不足が生ずるとき

は、野外に仮設のテント等を設置し対応する。さらに、高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦等

要配慮者の避難状況を速やかに確認し、優先的に避難所を確保するとともに、被災地以外に

あるものも含め、多様な避難所の確保に努めるものとする。なお、避難所の開設が予定され

る施設については、耐震性を確保するとともに、対象地域の被災住民を収容できる規模をも

って適切に配置するよう努める。特に東日本大震災では、指定されていた避難所が被害にあ

った例があることから、耐震性や耐災害性（洪水・津波・土砂災害）には、特に注意する。 

（２）受入れスペースの指定 

   受入れスペースの指定にあたっては、避難した市民による自主的な運営ができるよう配慮す

る。 
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（３）報告 

   避難所開設にあたった職員は、避難住民の収容を終えた後、速やかに区本部長（区長）に対

して、総合防災情報システム、電話、ＦＡＸ、地域防災無線又はＣＨＡＩＮＳ等によりその旨

を報告する。 

   区本部長（区長）は、避難所の開設を確認後、区被災者支援班による広報活動を実施させる

とともに、本部事務局長（総務局危機管理部長）に対して、市民に対する避難所開設に関する

広報活動の実施を要請する。 

   本部事務局長（総務局危機管理部長）は、消防部長（消防局長）及び県知事並びに警察署等

関係機関に対して、開設の状況を連絡する。 

   なお、連絡すべき事項は、おおよそ次のとおりとする。 

 

－ 県等へ連絡すべき事項 － 

ア 避難所開設の日時、場所、施設名 

イ 収容状況及び収容人員 

ウ 開設期間の見込み 

 

（４）所内事務所の開設 

   上記の措置をとった後、避難所内に事務所を速やかに開設し、「事務所」の看板等を掲げ

て、避難した市民に対して、避難所運営の責任者の所在を明らかにする。 

   なお、避難所開設以降は、事務所には要員を常時配置しておく。また、事務所には避難所

の運営に必要な用品（避難者カード、消耗品受け払い簿等の様式、事務用品等）を準備して

おく。 

 

第８ 避難所の運営 

 【各区、施設所管局区等、施設管理者、警察署、町内自治会、避難所運営委員会等】 

 

  市職員が開設する場合は、「避難所開設・運営マニュアル例」等に基づき開設し、また、地域

による「避難所運営委員会」が設立されている避難所は、当該運営委員会が作成した「避難所

開設・運営マニュアル例」等に基づき運営委員会が開設し、運営する。 

 

１ 運営の主体等 

（１）運営の主体 

   避難所の運営は、避難所運営委員会が主体となり行う。 

   なお、避難所運営委員会が設立されていない避難所においては、区本部長（区長）が派遣

する職員と施設管理者が、避難者と協力して開設当初の運営を行い、避難所運営が中長期に

及ぶ場合は、避難者を中心として構成する避難所運営委員会を立ち上げるなど、避難者が主

体となり運営を行う。 
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（２）避難所の運営方針の決定 

   避難所の設置、統合、閉鎖等の避難所の運営に関わる重要な方針は、市本部（区本部）

が、避難所運営委員会と協議の上、決定する。 

 

２ 運営の手順 

   避難所運営の手順は、おおよそ次のとおりとする。 

 

（１）避難者数の把握（安否情報の収集） 

      ↓ 

（２）居住区域の割り振り 

      ↓ 

（３）食料、生活必需品の請求、受取、配給 

      ↓ 

（４）避難所の運営状況の報告（適宜） 

      ↓ 

（５）避難所運営記録の作成 

 

３ 運営上の留意事項 

（１）被災者の移送等 

 ア 被災者の他区・他市町村への移送 

   区本部長（区長）は、被害が甚大なため、区内の避難所に被災者を収容できないと認めら

れる場合には、本部長（市長）にその旨を報告し、他区の避難所への移送を要請する。 

   また、本部長（市長）は、市内に収容余力がない場合は、県知事に対して、非被害地若し

くは小被害地である他市町村又は隣接県地区への移送を要請する。その他県の計画の定める

ところによる。 

 イ 他区・他市町村からの被災者の受入れ協力 

   区本部長（区長）は、本部長（市長）より他区からの被災者を受入れるための避難所の開

設の指示を受けた場合は、速やかに必要な措置を講じる。 

   また、本部長（市長）は、県知事より他市町村からの被災者を受入れるための避難所の開

設の指示を受けた場合は、県の計画の定めるところにより積極的に行う。 

 ウ 入浴施設の確保対策 

   災害時等において避難所の生活が長期に及んだ場合や水道・ガス等の供給停止が長期に及

んだ場合には、必要に応じ一般公衆浴場やシャワー等の設備を備えたスポーツ施設等及び自

衛隊と協力し、関係機関と連携のもと市民の入浴機会を確保するための対策を講じる。 

 

（２）学校の避難所対応 

 ア 教育長の基本的対応 
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   教育部長（教育長）は、学校の開設、施設設備の補修・調達、教育課程の正常な運営等を

第一義とし、避難所の運営等については区本部から派遣された責任者と連絡・調整を図りな

がら行う。 

 イ 児童生徒の在校時の基本的対応 

   児童生徒の在校時の初動体制としては、幼児・児童生徒の安全な避難誘導・掌握、安全確

保、保護者への連絡・引き渡し、人的・物的な被害状況の把握、及び報告等の業務を行う。 

   初動以後においても、学校開設に向けての施設・設備の整備に対する対応、児童生徒の状

況の把握、一日でも早く正常な教育課程を実施するための物的・人的対応及び児童生徒の心

のケア等に関する対応を第一義とする。 

 ウ 児童生徒が在校していないときの基本的対応 

   児童生徒が在校していない場合（放課後、休日、祝日等）の初動体制としても、児童生徒

及び職員の安否・所在確認、施設・設備の被害状況の把握と報告、また、登校か休校か等の

判断と連絡等に関する業務を行う。 

   初期以後においても、イの項と同じ対応をとることを第一義とする。 

 エ 教職員の避難所対応 

   児童生徒の在校時、在校していないときにかかわらず、学校が避難所として開設される場

合に備え、初動においては、あらかじめ、各学校に初動体制に対応する教職員を決めておき

対応を図る。 

   教職員は、避難所の運営が軌道に乗るまでの期間においては、児童生徒に関する業務等、

本務に支障のない範囲内で避難所の運営業務を行う。 

   なお、市立学校においては、施設管理者（校長・教頭）以外の教職員をあらかじめ当該学

校の避難所担当職員として指定し、避難所開設時には、区本部長（区長）が派遣する職員と

連携して避難所運営業務を行う。 

   ただし、この場合において、授業再開の時期が決定し、児童生徒の受入れ準備が始まる段

階で、教職員（避難所担当職員）は避難所運営から離れるものとする。 

 オ 避難所の運営 

   避難所の運営についての責任は、区本部からあらかじめ指定され、派遣された責任者にあ

るが、施設設備の使用等を含めて、学校の管理責任者である当該学校長と相談・協議等を行

いその運営にあたる。 

   なお、学校においては、避難所の運営に必要な施設・設備の使用範囲などをあらかじめ 

検討・想定する。 

 カ 教育委員会の直近要員者の扱い 

   教育委員会の直近要員者は、できるだけ教育関係施設の避難所対応にあたり、区本部から

派遣された責任者や職員とともにその運営にあたる。 

 キ 地域等との連携 

   町内自治会や地元団体及び学校と区本部が連携を取り、避難所運営委員会や自主防災組織

を育成していく中で、避難所運営訓練等を通して、避難所運営に関わる開鍵の問題（学校、

備蓄倉庫、井戸等）や食料・寝具の配布等を含めた避難住民の掌握、避難所生活に関するこ
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と等について、地域住民・施設管理者・市職員の３者が協力していくことにより、区本部か

ら派遣された責任者や職員と協力して、避難所のスムーズな運営がなされるようにする。 

 ク 公民館等教育関係施設の避難所対応 

   公民館等教育関係施設の避難所の開設については、市地域防災計画に準ずるが、飲料水、

食料、生活用品等の配布については、近隣の避難所に指定されている小・中学校と連携を図

り対応する。 

（３）要配慮者への支援 

 ア 避難生活への配慮 

   避難所において、自主防災組織、ボランティアの協力を得て、必要なスペースの確保、視聴

覚障害者への対応、外国語での対応等要配慮者の避難所生活に配慮する。また、必要に応じて、

ホームヘルパーの派遣や車椅子等の供給に努める。 

 イ 福祉避難所（福祉避難室及び拠点的福祉避難所）の開設 

   避難生活が長期化し、避難所での生活が困難な要配慮者に対しては、「本章第１４節要配慮

者の対策」「第１ 在宅の要配慮者の対策」「４避難所における要配慮者への対応」にあるとお

り、指定避難所や社会福祉施設等を利用した要配慮者専用の避難所を開設する。 

（４）女性の参画 

   市は、避難所を管理運営する場合、男女双方の要望や意見を反映するため、女性が管理運営

する者に参画できる体制づくりを行うものとする。 

   また、避難所運営における女性への配慮としては、トイレ、更衣室、授乳室等について女性

専用スペースとその安全の確保、性暴力、ＤＶ、セクハラ、ストーカー等の被害防止、女性相

談窓口や女性専用の物資配付方法等が必要である。 

（５）ＬＧＢＴ（性的少数者）への配慮 

   市は、避難所を管理運営する場合、ＬＧＢＴ（性的少数者）である被災者、避難所生活にお

いて共同生活が困難と感じないための配慮を行う。 

   避難所内におけるＬＧＢＴへの配慮としては、男女によらず使用できる多目的トイレの設置

や更衣室内に個室の設置、救援物資（生理用品や女性用下着）の受け取りに性別による制限を

設けない等の取り組みを行う他、避難所内における偏見や差別が起こらないようにする必要が

ある。 

（６）被災者の健康管理 

   区本部長（区長）は、被災者の健康状態の把握、栄養指導、衛生状態の保持等の健康管理に

努めるとともに、避難所における食物アレルギーを有する者のニーズの把握やアセスメントの

実施、食物アレルギーに配慮した食料の確保等に努める。 

（７）車中泊等で生活する被災者の対策 

   車中泊等で生活する被災者については、近隣の指定避難所で被災者の所在地やニーズ等の情

報を受け付けて、必要な物資の配布、正確な情報の伝達、エコノミークラス症候群予防等のた

めの保健師による健康相談等により生活環境の確保が図られるよう努める。 

（８）ペット同行避難への対応 

   大規模災害発生時には、ペットとの同行避難が予想されることから、「飼い主による自主管
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理」を原則として、「避難所におけるペット対応の手引き」を活用し、収容場所の指定とルール

作りによる適切な管理を行うとともに、負傷動物の治療、エサや設備の確保など、関係団体へ

の支援要請等避難所として可能な限り対応できるよう、動物救護の具体的な方策について検討

を行う。 

   ※避難所におけるペットの対応の手引き（資料 7-8） 

（９）新型コロナウイルス等感染症対策を踏まえた避難所開設運営について 

   避難所運営を行う者は、新型コロナウイルス等感染症対策を踏まえ、令和２年９月に本市が

公表した「新型コロナウイルス等感染症を踏まえた避難所開設運営方針について」及び「新型

コロナウイルス等感染症を踏まえた避難所開設運営方針の具体例について」に基づき、避難所

運営を行う。 

   ※新型コロナウイルス等感染症を踏まえた避難所開設運営方針について（資料７-5-1） 

   ※新型コロナウイルス等感染症を踏まえた避難所開設運営方針の具体例について（資料 7-

5-2） 
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第９節 津波避難計画 

 

 津波からの避難については、市民自らが津波の規模や津波注意報、津波警報及び大津波警報（以

下、「津波注意報等」という。）の情報を把握し、迅速かつ自主的に避難することが重要である。 

 市は、市民等への津波に関する情報伝達や避難誘導等について、市民等が円滑かつ安全な避難行

動が行えるよう対応するものとする。 

 なお、避難所の開設等については、前節によるものとする。 

 

第１ 津波注意報等の収集 

  「地震及び津波に関する情報等の伝達系統図」（地-29）によるほか、次により津波に関する  

情報の収集を行う。 

 

１ 本市各局区及び防災関係機関は、地震を感じたときは、直ちにテレビ、ラジオ等からの情報に

注意し、的確な情報収集に努める。 

 

２ 施設管理者は、水門等の巡回調査を実施する。 

 

３ 沿岸地域の区（以下、「沿岸区」という。）等の消防署は、津波注意報等が発表されたとき

は、巡回警戒、潮位観測等を実施する。 

 

 

第２ 津波注意報等の伝達 

 

１ 県は、銚子地方気象台から送られた津波注意報等、地震及び津波に関する情報等を一斉受令

端末により県の防災関係者に伝達するとともに、速やかに各市町村及び各消防機関へ伝達を行

うものとする。 

 

２ 市は、本節第３「避難指示等の判断基準」にて定めている基準により、市民等に対して直ち

に避難指示を行うなど、迅速かつ的確な伝達を行うものとする。また、市民等への津波注意

報等の発表・伝達にあたっては、以下に留意して行うものとする。 

 

（１）市民等の円滑な避難や安全確保の観点から、津波の規模及び避難指示等を対象となる地域に

伝達する。その際、災害を具体的にイメージできるような表現を用いるなど市民等が即座に避

難行動に取り掛かることができるよう工夫するものとする。 

   また、津波の到達時間を勘案して、切迫性が高い場合は、市民等の迅速な避難行動を促すた

め、命令口調で避難指示を伝えるなどの検討を行う。（資料 5-1広報文例集（例文４）） 

（２）市民等が即座に避難行動に取り掛かるため、千葉市はあらゆる広報伝達媒体（防災行政無線、

テレビ、ラジオ、ちばし安全・安心メール、千葉市防災ポータルサイト、ちばし災害緊急速
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報メール等）や組織等を活用し、市民等への津波注意報等を迅速かつ的確に伝達する。 

（３）気象庁等が発表する津波注意報等に更新があった場合等に限らず、津波は、第一波よりも第

二波、第三波などの後続波の方が大きくなる可能性があるなどの津波の特性や、津波注意報

等が発表されている間は災害の危険性が継続していることなど、市民等に対し継続的に情報

伝達を行うものとする。 

（４）走行中の車両、運行中の列車、船舶、釣り人、観光客等にも確実に伝達できるよう、あら

ゆる広報伝達媒体の活用を図り、県及び放送事業者と連携し、避難指示の伝達に努めるもの

とする。 

 

３ 河川・海岸地域では、市、防災関係機関、海岸部の施設管理者等が、相互に協調を図り、強い

地震（震度 4程度以上）を感じたとき、または弱い地震であっても長い時間ゆっくりとした揺れ

を感じた時には、直ちに安全な場所で津波の河川遡上の監視及び海面監視を実施し、潮位等の異

常な変動の発見と情報連絡に努める。 

 

４ 施設管理者は、海面監視やラジオ聴取などによって、積極的に情報収集し、来場者等に対

し、行政機関と協力して自主的に迅速かつ効果的な情報伝達を行う。 

 

５ 港湾関係機関は、相互に協調を図り、港湾、船舶等への迅速な情報伝達を行う。 

 

６ 沿岸区、市民局、都市局及び沿岸区等の消防署は、津波注意報等及び海面監視情報等を早期

に掌握し、広報車、放送施設、サイレン等により、沿岸住民、河川流域周辺住民等に津波注意

報等及び海岸等から離れた高台等への避難を広報する。また、総務局危機管理部は、防災行政

無線等により津波注意報等を伝達する。 

 

７ 沿岸区等の消防署は、津波注意報等が発表された場合、気象業務法に定める標識により情報の

伝達を行うとともに、消防隊等を沿岸地域及び河川流域周辺に派遣し、迅速な情報伝達活動を実

施する。 

 

８ 千葉海上保安部は、津波注意報等が発表された場合、関係機関、臨海部の油保管施設等の設置

者又は管理者、船舶代理店、海洋レジャー関係者等に周知する。 

 

第３ 避難指示等の判断基準 

 

  津波災害に対する避難指示等の判断基準は、次のとおりとする。 

 

（１）高齢者等避難 

   気象庁から、「遠地地震に関する情報」や「火山噴火等による津波」等が発表され、大津波警

報、津波警報、津波注意報が 発表される可能性がある場合、高齢者等避難を発令する。 
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（２）避難指示 

 ア 津波注意報、津波警報、大津波警報が発表された場合 

 イ 災害により津波に関する気象庁の警報事項等を適時に受けることができない状況において、

強い揺れ（震度４程度以上）を感じた場合、あるいは、揺れは弱くとも長い時間ゆっくりとし

た揺れを感じた場合 

 

第４ 避難指示等に関する対策 

 

１ 沿岸区等は、津波注意報等が発表されたとき又は津波による浸水が発生すると判断した場合

は直ちに沿岸住民、海浜利用者等に対して、広報車、ハンドマイク等により避難指示を行うと

ともに、「ちばし安全・安心メール」による避難指示の伝達を行う。また、津波警報及び大津波

警報の場合は「ちばし災害緊急速報メール」による避難指示の伝達を行う。 

 

２ 避難指示にあたっては、沿岸区等は、津波注意報等の内容、海面の状態、地震による護岸等

の損壊状況等から総合的に判断し、要避難地域を明確にしたうえで実施する。なお、やむを得

ず避難できなかった市民は津波避難ビルに一次退避できる措置を取る。 

 

３ 上記２の実施に当たっては、町内自治会・自主防災組織等の協力を得て組織的に実施する。 

 

４ 県警は、津波注意報等が発表された場合又は津波による浸水が発生すると判断した場合若し

くは危険が切迫していると自ら認める時は、直ちに沿岸住民及び海浜利用者等に避難の措置を

行い、安全かつ効率的な避難誘導を行う。また、この場合において、市長からの要請があった

ときは、避難指示を行う。 

 

５ 千葉海上保安部は、在泊船の船長に対して、港外等の安全な場所へ避難指示をするととも

に、必要に応じて係留強化等の措置を実施するよう指導する他、港内からの移動を命じる等所

要の規制を行う。 

 

６ 避難指示にあたるものは、自らの安全を十分に確保したうえで広報活動を行う。 

 

７ 「遠地地震に関する情報」や「火山噴火等による津波」等が発表され、高齢者等避難を発令

する場合も上記１～６のとおり適切に行うものとする。 

 

 

第５ 市民等の避難行動 

 

１ 市民等は、津波で命を落とさないために、「自らの命は自ら守る」（自助）の基本理念により、

各々が津波注意報等の発表や避難指示等の情報を把握し、迅速かつ自主的に高台等の安全な場所
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へ避難する。また、避難の際には、「自分たちの地域は地域のみんなで守る」（共助）の基本理念

により地域で避難の呼びかけを行うものとする。 

  なお、津波注意報等が解除されるまで避難を継続することとし、自己の判断で自宅や河川・海

岸付近に近寄らないこととする。 

 

２ 地震・津波発生時には、家屋の倒壊、道路の損傷等が発生するおそれがあり、自動車での避難

は交通事故や渋滞による避難の遅れや道路渋滞により陸閘
りっこう

閉鎖に支障が生じるおそれがあるこ

とから、津波避難は徒歩や自転車を原則とするが、避難行動要支援者の避難支援を行う場合は、

地域の実情に応じて自動車での安全かつ確実な避難を行う。 

 

 

第６ 市民等の避難誘導 

 

１ 市は、本計画及び千葉市津波ハザードマップ等に基づき、市民等が円滑に安全な場所へ避難で

きるよう誘導することとする。 

 

２ 市民等の避難誘導にあたっては、「第１４節 要配慮者の対策」「第１ 在宅の要配慮者の対策」

「２ 避難支援等の留意事項」も考慮し行うものとする。 

 

３ 消防職団員、警察官、市職員などは、予測される津波到達時間が短い場合、消防職団員等が率

先避難者となって避難を呼びかけながら地域の市民等と一緒に避難するなど、あらかじめ定める

行動ルール等に従い、予想される津波の規模や到達時間等を考慮し、自らの安全が確保されるこ

とを前提とした上で、市民等の避難誘導を行うものとする。また、町内自治会、自主防災組織等

による避難誘導や、海岸部の施設管理者等による自主的な避難誘導など、市の避難の呼びかけに

応じた自主的な避難誘導についても、自らの安全の確保を前提とする。 
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第１０節 医療救護 

 

 災害により、通常受けられる医療が受けられなくなった市民に対して、地域における診療機能が

一定程度回復するまでの間、救護所の設置や医療チームの派遣等により診療等を行う。 

 医療救護は、市長が行うものとする。ただし、災害救助法が適用された場合は県知事が行い、市

長はこれを補助するものとする。 

 なお、知事は、救助を迅速に行うため必要があると認めるときは、その権限に属する救助の実施

に関する事務の一部を市長が行うこととすることができる。 

 また、災害救助法が適用された場合における救助（医療・助産）については、同法に基づき実施

し、千葉市災害救助法施行細則に規定する救助の程度、方法及び期間（一般基準）での救助が困難

なときは、本部長（市長）は、内閣総理大臣に特別基準の設定について協議する。また、本市を含

む複数の県内市町村に災害救助法が適用された場合は、「千葉県災害救助資源配分計画」に基づき、

県の連絡調整の下、救助を実施する。 

 さらに、本部長（市長）は、日本赤十字社千葉県支部と締結した委託契約に基づき、救助又はそ

の応援を実施させることがきる。 

 なお、市限りで処理不可能な場合は、近隣市町村、県、国その他の関係機関の応援を得て実施す

るものとする。 

 

第１ 初動医療体制 

 【保健福祉局、こども未来局、病院局、消防局、各区（保健福祉センター）】 

 

対
策
の
あ
ら
ま
し 

 本部長（市長）又は区本部長（区長）は、災害時において、多数の傷病者が発生した場合又は医

療機関の被害等によりその機能が停止した場合、以下のとおり措置を講じる。 

（１）保健福祉部長（保健福祉局長）に対して、健康福祉・医療衛生班長（保健福祉局健康福祉部

長・医療衛生部長）を長とする市医療対策本部の設置、収容医療機関の受入れ体制の確立、

市医療救護班の編成・出動及び救護所への支援等、必要な措置を講じるよう命令又は要請

する。 

（２）保健福祉部長（保健福祉局長）は、災害の状況に応じ必要と認めた場合は、市医師会長等に

対して、医師会対策本部の設置及び収容医療機関の受入れ体制の確立及び医療救護班の編

成・出動を要請する。 

（３）保健福祉部長（保健福祉局長）は、本部長（市長）の指示に基づき災害の状況に応じ県知事

に対して、県医療救護班の出動その他医療救護活動に関し、必要な措置を要請する。 

 

１ 医療対策本部の設置 

   保健福祉部長（保健福祉局長）は、本部長（市長）の指示があった場合又は必要があると認

めた場合は、災害対策本部に健康福祉・医療衛生班長（保健福祉局健康福祉部長・医療衛生部

長）を長とする市医療対策本部を設置し、市及び各区の地域災害医療コーディネーターとの連

携のもと、区保健医療班との連絡調整、市医療救護班の編成及び災害派遣医療チーム（DMAT）

の受入れ及び各区救護所への派遣など、各区が行う医療・救護活動の支援にあたらせる。 

   また、大規模災害時においては、被害が軽微な区から被害が甚大な区への保健師等の派遣を

行うこととし、その総合調整は健康福祉・医療衛生班長（保健福祉局健康福祉部長・医療衛生
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部長）が行うものとする。 

   各区の保健医療班は、市医療対策本部の支援・指導のもと、区内の医療救護活動に係る救護

所の設置・運営にあたるものとする。 

   医療対策本部（健康福祉・医療衛生班（保健福祉局健康福祉部・医療衛生部））・区保健医療

班の編成及び活動内容は、次のとおりとする。 

 

 

（１）医療対策本部（健康福祉・医療衛生班（保健福祉局健康福祉部・医療衛生部））の役割分担 

 

担  当  名 活 動 内 容  

総  務  担  当 

ア 市災害対策本部及び区災害対策本部との連絡調整 

イ 医療対策本部の全体統括 

ウ 情報収集及び連絡調整 

エ 医療対策本部に係る庶務 

救 護 ・ 防 疫 担 当 

ア 救護・防疫担当の統括 

イ 区保健医療班との連絡調整 

ウ 千葉県（健康福祉部）との連絡調整 

エ 三師会（医師会、歯科医師会、薬剤師会）との連絡調整 

オ 県内外の医療機関の広域支援調整 

カ 支援の受入・区への派遣（災害派遣医療チーム（DMAT）、災害

派遣精神医療チーム（DPAT）、公的機関、ボランティア等） 

キ 医療機関の稼働・被害情報の収集、稼働支援 

ク 医薬品等の確保・供給 

ケ 市拠点救護所（総合保健医療センター）の設置・運営 

コ 市医療救護班の編成・派遣 

サ 各区保健医療班の活動支援 

シ 被害状況に応じた保健師の配置・派遣調整 

ス 避難所・仮設住宅及び在宅での健康保持対策・精神保健対策・ 

 特定疾患対策・結核対策等 

セ 精神科救護班の編成・派遣 

ソ 心のケア相談対応 

タ 感染症発生に係る予防、情報収集及び発生時対応 

環 境 衛 生 担 当 

ア 避難所の衛生確保・飲用水の検査等の環境衛生対策 

イ 公衆浴場確保対策 

ウ 感染症予防等に係る消毒対応 

食 品 衛 生 担 当 

ア 給食施設の確認及び立入り指導 

イ 食中毒予防及び食品営業施設の監視活動等の食品衛生対策 

ウ 避難所等における食品衛生監視 

動 物 救 護 担 当 

ア 千葉県（衛生指導課）、（公社）千葉県獣医師会開業部会千葉支部

との連絡調整 

イ 被災動物（ペット）の保護、飼育管理、治療 

火 葬 ・ 霊 柩 担 当 

ア 千葉市斎場における火葬業務継続に係る連絡調整 

イ 広域火葬に対する代替対策及び支援調整 

ウ 納棺用品、仮葬祭用品の確保及び安置所への配布調整 

エ 検案終了後死体の安置所への輸送支援 

オ 火葬施設への死体の輸送、火葬調整 
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担  当  名 活 動 内 容  

専 門 担 当 
ア 結核・精神保健・特定疾患対策・歯科保健・栄養指導・食品衛

生監視・飲用水の検査・消毒等の専門対策 

市 立 病 院 担 当 

（病院局） 
ア 市立病院の医療スタッフ及び入院・外来患者調整 

 

 

（２）区保健医療班の役割分担 

 

担  当  名 活 動 内 容 

連 絡 調 整 担 当 

ア 区災害対策本部との連絡調整 

イ 市医療対策本部との連絡調整 

ウ 区内における医療救護活動の全体統括 

エ 担当区域の被災状況の把握 

救 護 担 当 ア 救護所の開設及び運営 

医 薬 品 担 当 
ア 医薬品の確保、救護所・救護担当への配送 

イ 医療機関等の医薬品等にかかる情報収集 

保 健 担 当 

ア 保健担当の編成及び運営 

イ 避難所・仮設住宅及び地域での健康保持活動・精神保健活動等 

ウ 救護所の活動支援 

 

（３）医療対策本部（健康福祉・医療衛生班（保健福祉局健康福祉部・医療衛生部））の設置場所 

   医療対策本部（健康福祉・医療衛生班（保健福祉局健康福祉部・医療衛生部））は、市役所本

庁舎若しくは総合保健医療センターに設置する。 

   なお、市役所本庁舎若しくは総合保健医療センターに医療対策本部を設置することが不可能

な場合は、保健福祉部長（保健福祉局長）が指定する場所に設置する。 

 

２ 医療救護班の編成 

   本部長（市長）は、必要に応じて救護班に出動を命じ、地区医師会長、地区歯科医師会長、

日赤県支部長にそれぞれ救護班の出動を要請し、知事及び他の市町村長等に応援を求めるほか、

必要な措置を講ずるものとする。 

（１）市の機関による医療救護班 

   保健福祉部長（保健福祉局長）は、市・区災害対策本部が設置された場合、本部長（市長）

又は区本部長（区長）との密接な連絡により、医療・助産の救急救護を必要とすると判断した

場合、市の機関による医療救護班の編成・出動を命ずる。 
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（２）医師会・歯科医師会等による医療救護班 

   保健福祉部長（保健福祉局長）は、状況に応じ必要と認めた場合、市医師会・歯科医師会等

に対し、医療救護班の編成・出動を要請する。 

   なお、市医師会長は、自ら必要と認めた場合は、対策本部の設置、収容医療機関の受入れ体

制の確立及び医療救護班の編成・出動を行い、傷病者の医療救護活動にあたる。この場合、市

医師会長は、直ちに本部長（市長）又は区本部長（区長）に通報するとともに、看護要員、事

務・連絡要員等の派遣を要請するものとする。 

   医療救護班の編成については、医師会等が別に定めるところに基づき災害の状況に応じて行

う。 

 

（３）県により編成される医療救護班 

   市に災害救助法が適用されたときは、県地域防災計画に基づき、知事は、次のとおり医療救

護班を編成し、市長からの要請に応じて、若しくは医療・助産活動が必要と認めた場合に派遣

することになっている。 

 

県医療救護班の編成（１班あたり） 

合   計 
医   師 看 護 師 

事 務 員

(運転者含む) 

２名 ２名 ２名 ６名 

 

   なお、県救護班等の業務内容は以下のとおりとなっている 

   （ア）傷病者に対する応急措置 

   （イ）後方医療施設への転送の要否及び転送順位の決定 

   （ウ）軽症患者等に対する医療 

   （エ）避難所等での医療 

   （オ）助産救護 

 

（４）班編成の目安 

   救護班は、定点救護班（被災者を大量に収容した避難所において活動する班）及び巡回救

護班（被災者を小規模に収容した避難所を巡回して活動する班）の２種類に区分される。 

   救護班の確保にあたっては、上記の救護班のほか市外からの災害協定に基づく救護班・医

療ボランティア等の協力を得て対応する。 

 

名  称 配 置 先 配置医療スタッフ等 計 

医療救護班 
定点救護班 医師１ 看護師２ 薬剤師１ その他２ ６ 

巡回救護班 医師１ 看護師１ 薬剤師１ 保健師１ その他１ ５ 
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名  称 配 置 先 配置医療スタッフ等 計 

歯科救護班 
定点救護班 

歯科医師１ 歯科技工士１ 歯科衛生士１ 

看護師１ その他１ 
５ 

巡回救護班 歯科医師１ 歯科衛生士１ その他１ ３ 

※「大規模災害時医療救護の活動フロー図」参照（共通編 共-93） 

 

３ 救護所の設置 

（１）設置場所 

   区本部長（区長）は、本部長（市長）又は健康福祉・医療衛生班長（保健福祉局健康福祉部

長・医療衛生部長）と協議し、医療救護活動を行うにあたり必要と認める場合は、次のとおり

消防部（消防局）、市医師会、市歯科医師会、市薬剤師会、警察署等の協力を得て、救護所を設

置する。 

   救護所は、以下のうちから、被災者にとって、最も安全かつ交通便利と思われる場所を選定

する。 

 ア 総合保健医療センター（市拠点救護所） 

 イ 保健福祉センター（区拠点救護所） 

 ウ 避難所 

 エ 避難場所 

 オ 災害現場 

 カ その他本部長（市長）又は区本部長（区長）が必要と認めた場所 

（２）救護所の開設及び運営 

   救護所の設置及び運営実務は、各区の保健医療班が行う。また、救護所の設置にあたっては、

被災の状況及び医薬品等の備蓄・配送等を勘案する。 

   なお、総合保健医療センターへの救護所の設置及び運営実務については、健康福祉・医療衛

生班(保健所)が行う。 

 

４ 医療救護班の活動内容 

（１）活動のあらまし 

   医療救護班の活動内容は、以下のとおりとする。 

※傷病者の状態を観察し、重症度と緊急度を判定し、収容医療機関

への緊急連絡事項等を簡単に記したメモ（トリアージタッグ）を

傷病者に装着する。  

－ 医療救護班の活動のあらまし － 

ア 傷病者に対する応急処置及び区分の判別（※） 

イ 病院等への移送順位の決定 

ウ 軽傷患者等に対する医療 

エ 避難所等での医療 

オ 助産救護 

カ 死亡の確認 
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（２）活動の実施期間 

   医療救護・助産活動を実施する期間は、災害の状況に応じ本部長（市長）が定めるが、おお

むね災害発生の日から 14 日以内とする。ただし、災害救助法が適用された場合は、同法に基

づき実施し、一般基準での救助が困難なときは、本部長（市長）は、内閣総理大臣に特別基準

の設定について協議する。なお、一般基準における救助期間は、医療救護が災害発生の日から

14日以内、助産活動が災害発生の日から７日以内である。 

（３）助産について 

 ア 助産の対象者 

   助産を受けられるのは、災害のため助産の途を失い、災害発生の日の以前又は以後７日以内

に分べんした人とする。なお、被災の有無及び経済力の如何を問わない。 

 イ 助産の範囲 

 （ア）分べんの介助 

 （イ）分べん前後の処置 

 （ウ）脱脂綿、ガーゼその他の衛生材料の支給 

※ト  リ  ア  ー  ジ  タ  ッ  グ 
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（４）経費の負担について 

   災害救助法の適用を受けた場合は、内閣総理大臣が承認する基準額の範囲において、国庫負

担金を請求することができる。 

   ※医療救護活動に関する様式（資料 8-4） 

 

５ こころのケア対策 

（１）被災による避難所生活等は、様々な心身の疲労やストレスの蓄積・不眠等を訴える人が多く

なると予想される。 

   これらの健康問題に対処するため、被災者及び救援従事者のメンタルヘルス支援体制の整備

が必要である。 

 

（２）精神科救護班及びこころのケア相談窓口の設置 

   保健福祉部長（保健福祉局長）が必要と認めた場合、医師会等の協力を得て精神科救護班を

編成するとともに、電話相談・巡回相談・訪問活動を行い、初動期から長期的なこころのケア

対策を行う。 

 

精神科救護班編成の目安 

名   称 配   置   医   療   ス   タ   ッ   フ   等 

精 神 科 救 護 班 精神科医師１   精神保健福祉相談員１   看護師１   その他１ 

 

（３）保健福祉部長（保健福祉局長）及びこども未来部長（こども未来局長）は、災害時における

児童の精神的な安定を図るため、保健所、保健福祉センター、市立病院、養護教育センター、

専門ボランティア等と連携し、こころのケアを実施する。 

 

 

第２ 傷病者の搬送体制 

 【保健福祉局、病院局、消防局、各区（保健福祉センター）】 

 

１ 搬送体制 

   原則として、被災現場から救護所までは、警察署、自主防災組織、市民ボランティア等の協

力を得て消防部（消防局）が実施する。 

   また、避難所又は救護所から医療機関への搬送については、消防部（救急隊）、各区避難所班

及び健康福祉・医療衛生班（保健福祉局健康福祉部・医療衛生部）が、県その他関係機関の協

力を得て行う。 

 

２ 医療機関への搬送の方法 

   市は、病院へ収容する必要のある傷病者の医療機関への搬送を次のとおり行う。 
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（１）各救護所の職員又は各区避難所班が消防部（消防局）に配車・搬送を要請する。 

（２）市有車又は各救護所及び避難所職員又は避難者が使用している自動車により搬送する。 

（３）消防局職員、その他市職員が避難者等の協力を得て担架で搬送する。 

   ※以下第３「受入れ医療機関」へ 

 

 

第３ 受入れ医療機関 

 【保健福祉局、病院局、消防局、各区（保健福祉センター）、市医師会、市歯科医師会、 

市薬剤師会、日本赤十字社千葉県支部等】 

 

１ 医療機関の受入れ体制の確立 

   健康福祉・医療衛生班長（保健福祉局健康福祉部長・医療衛生部長）は、市医師会に所属

する一般病院等の被災状況と収容可能ベッド数を速やかに把握し、救護所から搬送される傷

病者の受入れ医療機関として確保するとともに、医師・看護師等からなる病院医療救護班の

編成、収容スペースの確保等の受入れ体制の確立を要請する。 

 

２ 受入れ可否施設の把握 

   健康福祉・医療衛生班長（保健福祉局健康福祉部長・医療衛生部長）は、消防部警防班長

（消防局警防部長）と協力して、医療機関の受入れ状況を常に把握し、区保健医療班（救護

所、医療救護班を含む）及び関係部所に必要な情報を伝達するとともに、可能な限り、広範

囲の医療機関に傷病者が振り分けて受入れられるよう指示するものとする。 

 

３ 後方医療施設への要請 

   多数の重傷者が発生した場合、また、県との協定等に基づいて出動した医療チームの責任

者から、後方医療施設に収容する必要がある者の搬送の要請があった場合、健康福祉・医療

衛生班長（保健福祉局健康福祉部長・医療衛生部長）は、後方支援病院へ受入れを要請す

る。また、さらに重篤傷病者については、県を通して災害拠点病院への受入れを要請する。 

 

後方支援病院 

国立病院機構千葉東病院 

国立病院機構下総精神医療センター 

千葉県がんセンター 

千葉県精神科医療センター 

千葉県こども病院 
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災害拠点病院（地域災害医療センター） 隣接ヘリポート離着陸場 

国 立 病 院 機 構 千 葉 医 療 セ ン タ ー 

千 葉 大 学 医 学 部 附 属 病 院 

千 葉 県 救 急 医 療 セ ン タ ー 

千 葉 市 立 青 葉 病 院 

千葉市立海浜病院 

千 葉 市 立 椿 森 中 学 校 

千葉大学医学部附属病院専用臨時ヘリポート 

印 旛 沼 下 水 道 事 務 所 

千 葉 市 青 葉 看 護 専 門 学 校 

印旛沼下水道事務所 

 

 

第４ 医薬品・資器材の確保 

 【保健福祉局、各区（保健福祉センター）、日本赤十字社千葉県支部、千葉県赤十字血液セン 

ター、市医師会、市歯科医師会、市薬剤師会、薬業界等関係業者】 

 

  医薬品等の整備確保に努め、医薬品等の備蓄拡充や品目の見直し及び流通医薬品の確保体制

の整備を検討する。 

 

１ 各医療救護班の対応 

   医療救護及び助産活動に必要な医療資器材等の使用・調達確保については、原則として、次

のとおり行う。 

（１）市医療救護班及び市以外の医療救護班の要員として派遣される健康福祉・医療衛生班（保健

福祉局健康福祉部・医療衛生部）職員は、各保管場所において、市の現有医療資器材及び医薬

品を確保し、救護所に携行する。 

（２）市の要請により、出動した市医師会等医療救護班が使用する医薬品、医療用資器材について

は、原則として市の用意した資器材をもって対応するが、必要により自己が携行した医薬品等

を使用した場合の使用消耗資材の費用については、市に請求する。 

（３）県により編成される医療救護班は、原則として、自己が携行した医薬品、医療用資器材を使

用する。 

 

２ 医薬品・資器材等の保管場所 

   市の備蓄する医薬品等の保管については、総合保健医療センター・両市立病院他とし、順次

整備を図っていく。 

 

３ 不足のときの調達方法 

   健康福祉・医療衛生班長（保健福祉局健康福祉部長・医療衛生部長）は、医療器具及び医療品

等が不足したときは、必要に応じて市薬剤師会、その他医薬品・医療用資器材取扱い業者、県（健

康福祉部）、日赤千葉県支部及び各医療機関等に協力を要請して、補給する。 

   なお、輸血用血液が必要な場合は、千葉県赤十字血液センターに確保されている各種の血液製

剤等の供給を依頼する。 

  また、災害対策本部及び区本部に対して、市民への献血の呼びかけを要請する。  
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千葉県医療救護活動体系図 

 

  

出典：千葉県地域防災計画 
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県の災害拠点病院の図 

 

 

（出典：千葉県地域防災計画、一部追加） 

  

本市における 

災害拠点病院 

（5か所） 
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第１１節 緊急輸送体制 

 

第１ 緊急輸送手段の確保 

 【財政局、各局区、千葉海上保安部、自衛隊、千葉港運協会、県トラック協会、県石油商業組合、

鉄道会社、バス会社、その他交通輸送業者、（一社）千葉市建設業協会】 

 

１ 車両等の調達 

（１）市保有車両の把握 

   財政部長（財政局長）は、災害発生後、必要と認めた場合は、輸送活動に使用可能な市保有

車両の状況について把握し、本部長（市長）に報告する。 

 

（２）借り上げの準備 

   市保有車両では対応が困難な場合や特殊車両については、市内の輸送業者等からの借り上げ

により迅速な対応を図る。 

   財政部長（財政局長）は、災害の状況により必要と認める場合は、あらかじめ以下のとおり、

輸送業者等からの借り上げの準備を行う。 

   また、輸送業者も被災しているおそれもあるので、複数以上の輸送業者と借り上げの準備を

行っておく。 

 ア 借り上げ可能な輸送業者等 

   借り上げ可能な輸送業者等については、あらかじめ協定等によりおおよその調達可能台数を

把握しておくものとする。 

 イ 車両の待機 

   市内の各輸送業者等は、市からの要請があった場合は、供給可能台数を各事業所に待機させ

る。 

 ウ 借り上げ料金 

借り上げに要する費用は、市が千葉県トラック協会等の当該業者等と通常行うところにより

協議して定める。 

 

（３）燃料の調達 

   財政部長（財政局長）は、各部各班（各局各部）及び区本部の専用管理車両、資産経営班（財

政局資産経営部）管理の市保有車両及び借り上げ車両また啓開作業にあたる重機のすべてに必

要な燃料の調達を行う。 

   通常の手段による調達が困難となった場合は、千葉県石油商業組合千葉支部と締結した石油

類燃料の供給に係る協定に基づき、迅速な調達を行う。なお、調達された燃料は借り上げて公

務を行う民間車両にも供給するものとする。 

   ※市保有車両一覧(資料 3-12) 
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２ 配車計画 

（１）輸送対象の優先順位 

   輸送は、次の項目について行うが、車両の配車、運用にあたっての基本的な優先順位は、  

おおむね次の順とする。 

 

－ 輸送対象の優先順位 － 

ア り災者の避難のための対策要員及びり災者の輸送 

イ 医療・助産における対策要員、資機材及びり災者の輸送 

ウ り災者救出のための対策要員、資機材及びり災者の輸送 

エ 公共施設の応急復旧のための人員及び資機材の輸送 

オ 飲料水の供給のための輸送 

カ 救助物資の輸送 

キ 緊急輸送車両、応急対策車両の燃料 

ク 死体の捜索及び処理のための輸送 

ケ 埋葬のための輸送 

コ その他災害対策に必要な人員及び物資の輸送 

 

（２）配車手続等 

 ア 財政部長（財政局長）は、本部長（市長）の指示に基づき、各部及び区本部で所有する車両

及び応援派遣された車両について、総合的に調整し配分する。 

 イ 財政部長（財政局長）は、災害の状況に応じて必要とする車両を各部、区本部及び市内の輸

送関係業者等に対し、車両の待機を要請する。 

 ウ 車両の運行に必要な人員は、原則としてその事務を所管する各部及び区本部の要員をもって

あてる。 

 エ 防災関係機関からの要請があったときは、待機車両の活用等により可能な限り協力する。 

 

 

３ 緊急通行車両の確認 

（１）概要 

 ア 車両の使用者は、知事又は公安委員会に対し、当該車両が緊急通行車両（道路交通法第 39条

第１項の緊急自動車、災害応急対策の的確かつ円滑な実施のため、その通行を確保することが

特に必要な車両）であることの確認を求めることができる。 

 イ 上記アにより確認したときは、知事又は公安委員会は、当該車両の使用者に対し、災害対策

基本法施行規則第６条に定める標章及び確認証明書を交付する。 

 ウ 上記イにより交付を受けた標章は、当該車両の見やすい箇所に掲出する。また、警察官等か

ら提示を求められたときは、これを提示する。 

（２）緊急通行車両の範囲 

   緊急通行車両として確認される車両は、災害対策基本法第 50 条第１項に定める災害応急対

策を実施するために使用する車両で、次に掲げる業務に従事する車両とする。 
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－ 緊急通行車両の範囲 － 

ア 警報の発令及び伝達並びに避難指示に関するもの 

イ 消防、水防その他応急措置に関するもの 

ウ 被災者の救難、救助その他の保護に関するもの 

エ 災害を受けた児童及び生徒の応急の教育に関するもの 

オ 施設及び設備の応急の復旧に関するもの 

カ 清掃、防疫その他の保健衛生に関するもの 

キ 犯罪の予防、交通の規制、その他災害地における社会秩序の維持

に関するもの 

ク 緊急輸送の確保に関するもの 

ケ 前各号に掲げるもののほか、災害の発生の防ぎょ又は拡大の防止

のための措置に関するもの 

※県地域防災計画「緊急通行車両等及び規制除外車両の確認及び事

前届出事務手続き等に関する要綱」による。 

 

 

（３）確認手続等 

 ア 緊急通行車両の確認 

   市の所有する車両及び災害応急対策に使用するため関係団体から調達した車両は、知事又は

県公安委員会が行う緊急通行車両(道路交通法第 39条第１項）の確認を求め、災害対策基本法

施行規則第６条に定める標章及び確認証明書の交付を受け運行する。 

   なお、交付を受けた標章は当該車両の助手席側の内側ウインドガラスの上部の前面の見やす

い箇所に貼付する。また、証明書は必ず携行する。 

 イ 緊急通行車両の事前届出・確認 

   市の保有する車両は、あらかじめ県公安委員会に届出をして届出済証の交付を受ける。 

   なお、運行するときは、県警察本部・警察署等に届出済証を提出し、標章及び確認証明書の

交付を受ける。 

   以後は前記アと同様とする。 

 

 

４ 車両以外の輸送手段 

   道路・橋梁
きょうりょう

等の損壊等により車両によることができない場合若しくは著しく緊急性を要する

場合等には、資産経営班長（財政局資産経営部長）は、被災地域の状況に応じた輸送計画を作

成し、以下のとおり車両以外の輸送手段を確保し行う。 

   なお、各機関への要請については、第４節「広域連携体制」に定めるところにより行う。 

 

 （１）航空機・ヘリコプターによる輸送 

（２）鉄道（ＪＲ東日本㈱千葉支社・京成電鉄㈱・千葉都市モノレール㈱）

による輸送 

（３）船舶等による輸送 
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第２ 集積場所 

 【財政局、市民局、千葉海上保安部、自衛隊、千葉港運協会、千葉県トラック協会、千葉県倉庫

協会、千葉県石油商業組合、鉄道会社、バス会社、その他交通輸送業者、（一社）千葉市建設業協会】 

 

１ 集積場所 

   災害時において、調達した物資等や他県市町村からの救援物資を受入れ・保管し、さらに各

地域へ配布するための仕分け等を行うための大規模物流施設として、次の５施設を物資の集積

場所とし、そのうち、蘇我スポーツ公園を優先的に使用する集積場所とする。 

 

区  分 施 設 の 名 称 所  在  地 

陸上輸送によ

る 

千葉市公営事業事 務 所（ TIPSTAR DOME CHIBA） 

ポ ー ト ア リ ー ナ 地 下 駐 車 場 

蘇 我 ス ポ ー ツ 公 園 （ 蘇 我 球 技 場 ） 

中央区弁天 4 丁目 

中 央 区 問 屋 町 

中 央 区 川 崎 町 

海上輸送によ

る 

ポ ー ト パ ー ク 広 場 

蘇 我 ス ポ ー ツ 公 園 （ 蘇 我 球 技 場 ） 

中央区中央港 1 丁

目 

中 央 区 川 崎 町 

航空輸送によ

る 

ポ ー ト パ ー ク 広 場 

昭 和 の 森 第 1 駐 車 場 

蘇 我 ス ポ ー ツ 公 園 （ 蘇 我 球 技 場 ） 

中央区中央港 1 丁

目 

緑 区 土 気 町 

中 央 区 川 崎 町 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※蘇我スポーツ公園が使用できない場合は、千葉県総合スポーツセンター等を使用する。 

※物資を迅速に被災者に供給するため、原則として、集積場所から避難所に直接輸送する。た

だし、物資の受入れ、一時保管及び市内各区各地域への配布を効率的に行うことができると判

断した場合には、輸送拠点を経由する。 

 

 

 

輸送拠点 

 

避難所 

 

集積場所 

 

蘇我スポーツ公園全体図 

 
※ 

 

集積場所： 

 （集積場所として、フクダ電子アリーナスタンド 

 下の屋根付き駐車場部分、フクダ電子フィールド 

 

 

 

 

 及び第 2駐車場を使用する。） 

 

 

 

 

 

フクダ電子 

 
アリーナ 

 

フクダ電子 

フィールド 

 

第２駐車場 
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（各区の輸送拠点） 

区  名 施  設  の  名  称 所 在 地 

中  央  区 市役所（裏）駐車場 中央区千葉港 

花 見 川 区 東京大学検見川総合運動場 花見川区朝日ヶ丘町 

稲  毛  区 千葉県総合スポーツセンター 稲毛区天台町 

若  葉  区 若葉区役所駐車場 若葉区桜木北２丁目 

緑     区 緑区役所内敷地 緑区おゆみ野３丁目 

美  浜  区 真砂中央公園 美浜区真砂５丁目 

 

＊集積場所および輸送拠点は、現場状況、集積状況により、責任者と各関係機関との連絡調整後、追加・

変更することもある。 

 

２ 港湾施設の確保 

（１）集積ヤードの確保 

   荷役施設の被災状況を調査し、本部長（市長）に報告するとともに、照明並びに荷役クレ

ーンを港湾荷役関係者等の協力を得て、作業可能な状態に復旧し集積ヤードを確保する。 

（２）接岸施設の応急復旧措置【都市局、千葉運輸支局、千葉海上保安部、県千葉港湾事務所、   

千葉港運協会】 

   都市部長（都市局長）は、海上輸送の拠点となる接岸施設の被災状況を調査し、岸壁等に  

亀裂・陥没等の被害が生じている場合は、本部長（市長）に報告するとともに、県千葉港湾事

務所等関係機関に対して、応急復旧措置を実施するよう要請する。 

   また、同時に港湾内岸壁付近に地震津波被害の破損物が沈んでいないか調査の要請をする。 

（３）船舶に関する措置【都市局、千葉運輸支局、千葉海上保安部、県千葉港湾事務所、千葉港運

協会】 

   千葉港長及び千葉海上保安部に対し、以下のとおり海上交通規制の協力を要請する。 

 ア 接岸スペースを確保するため、岸壁管理者に対して、埠頭に停泊中の船舶の移動を要請す

る。 

 イ 救援物資輸送等にあたる船舶の活動が速やかに実施できるよう、海上保安部に対し、海上

交通規制の要否について協議する。 

（４）湾内がれきの除去、処理 

   湾内がれきが発生し、県から処理・処分について協力要請があった場合は、他の関係機関

と連携して、対応を検討していく。 

（５）その他 

 ア 救援物資受入れ施設の確保等については、港湾荷役企業等の関係業者に協力を要請する。 

 イ 埠頭構内の荷役作業等に必要な人員・機材の確保については、千葉港運協会に協力を要請

する。 

 ウ 救援物資受入れ施設確保に伴う海上の状況調査並びに情報収集連絡のため関係機関の協力

を得て、通信体制を確立し迅速な情報の収集伝達を行う。 
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３ 臨時ヘリポートの開設 

【財政局、成田国際空港㈱、県危機管理政策課、警察署、予定施設管理者、（一社）千葉市建設業協会】  

（１）開設の決定 

   臨時ヘリポートの開設の決定は、県からの指示又は本部長（市長）の指示によるものとす

る。 

   資産経営班長（財政局資産経営部長）は、本部長（市長）の指示又は区本部長（区長）の

要請があった場合、若しくは大規模地震の発生を感知した場合は、臨時ヘリポートの開設が

可能な予定地について、被害状況等をあらかじめ把握しておくものとする。 

（２）開設の方法 

   臨時ヘリポートの開設の方法は、「大規模特殊災害における広域航空消防応援に係る事前計

画」に準ずる。 

   ※ヘリポート予定地（資料 3-4） 

 

４ 広域物資輸送拠点 

   首都直下地震を想定した、国の定める広域物資輸送拠点（非被災地から被災地への物資の輸

送拠点）は次のとおりである。広域物資輸送拠点から、各区輸送拠点・避難所等への輸送につ

いては、国・県の指示により実施する。 

   被災や施設の使用状況により広域物資輸送拠点の開設が困難な場合には、被災都県は速やか

に代替拠点を選定し、開設するものされている。なお、千葉県においては、あらかじめ、代替

拠点が選定されている。 

 

「首都直下地震における具体的な応急対策活動に関する計画」 

（中央防災会議幹事会）（令和元年５月 27日）に定める広域物資輸送拠点 

名   称 所 在 地 備 考 

幕張メッセ 美浜区中瀬２丁目  

県総合スポーツセンター 稲毛区天台町 代替拠点 

 

５ 物資供給に係る役割分担 

   物資供給に係る関係部の主な役割分担は、次のとおりとする。 

部 役割分担 

財政部 
・輸送拠点の管理及び運営に関すること 

・緊急輸送の実施に関すること 

市民部 
・義援金、救援物資等に関すること 

・集積場所の管理及び運営に関すること 

経済農政部 ・緊急生活必需品物資及び食料品等の調達に関すること 

区本部 
・食料、救援物資等の受入れ及び配布に関すること 

・救援物資の輸送に関すること 
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６ 集積場所の運営 

 【市民局】 

   市民部長（市民局長）は、物流に関する協定締結団体・企業等と連携して集積場所の運営を

行うとともに、必要に応じて、物流に関する協定締結団体・企業等に対して、物流専門家等の

派遣や荷役資機材の提供を要請するほか、市施設の集積場所が不足する場合は、民間物流倉庫

の使用について依頼する。 

   また、市災害ボランティアセンター等を通じ一般ボランティアの派遣要請を行う。 

 

７ 物資輸送の要請 

   財政部長（財政局長）は、経済農政部長（経済農政局長）の依頼に基づき、輸送ルートや   

輸送する物資の種類及び量を決定し、物流に関する協定締結団体・企業等に、輸送を依頼する。 

 

 

第３ 緊急輸送道路の確保 

 【建設局、千葉国道事務所、千葉運輸支局、自衛隊、県千葉港湾事務所、警察署、（一社）千葉市

建設業協会、東日本高速道路㈱千葉・市原管理事務所】 

 

１ 道路の確保順位 

   建設部長（建設局長）は、地震後の緊急輸送活動を円滑に実施するため、被害を受けた道路

を次により確保する。 

（１）本部長（市長）の指示又は区本部長（区長）の要請に基づき、（一社）千葉市建設業協会の協

力を得て、重要な路線から順次確保する。 

（２）地域によっては指定の路線を確保することが困難な場合若しくは応急対策上重要となる路線

については、必要に応じその他の路線を確保する。 

（３）国・県管理の路線について、市が災害対策実施上の必要から啓開作業をする場合は、各管理

者に対してその旨を通知する。※緊急輸送道路一覧表（資料 9-3） 

 

２ 道路確保作業の内容 

   建設部長（建設局長）は、地震等により道路が破損した場合は、必要な交通の確保のために

道路復旧について、関係機関と情報交換及び必要な資機材の確保等で協力し合うよう努めるも

のとする。 

（１）建設局 

   建設部長（建設局長）は、本部長（市長）の指示又は区本部長（区長）の要請があった場合

若しくは大規模な地震（震度６弱以上をめどとする。）が発生した場合は、次のとおり、緊急輸

送道路の確保のための作業を実施する。 

 ア 緊急輸送道路の被害状況を確認し、本部長（市長）及び区本部長（区長）に報告する。 

 イ 本部長（市長）又は区本部長（区長）から指示又は要請された応急復旧工事必要区間の２車

線通行確保を図る。 
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   なお、被害の状況により応急修理ができないと判断される場合は、所轄警察署長と協議のう

え、通行止め・う回規制等の必要な措置をとる。なお、やむを得ない事情により独自の判断で

交通規制を行った場合は、速やかに所轄警察署長に通知する。 

 ウ 人員、車両、資機材等に不足があるときは、他部又は第４節「広域連携体制」の定めに基づ

く応援を本部長（市長）に要請する。 

 エ 緊急輸送道路の確保作業が完了した場合及び交通規制を行った場合は、速やかに本部長（市

長）又は区本部長（区長）にその旨を報告する。 

（２）千葉国道事務所・県千葉港湾事務所 

   道路上の障害物の状況を調査し、除去対策をたて、関係機関と協力のうえ、所管する道路の

障害物の除去等を実施する。 

   なお、応急復旧は、原則として２車線の通行が確保できるようになることをめどとする。 

（３）東日本高速道路㈱ 

災害が発生した場合においては、速やかに交通を確保し、被害の拡大を防止する観点から応

急復旧を行う。この場合において通行止めを実施しているときは、少なくとも上下車線が分離

されている道路にあっては上下線各１車線又は片側２車線を、分離されていない道路にあって

は１車線を走行可能な状態に速やかに復旧させる。 

本部長は、救助活動等のための道路については、特に重点的に要請するものとする。 

※障害物除去用車両の現況（資料 3-13） 

 

３ 警察署の任務 

  各警察署は、交通確保の観点から交通の障害となっている倒壊樹木、垂れ下がっている電線等

の障害物の除去について、各道路管理者及び関係機関に連絡して、復旧の促進を図るとともに、

これに協力するものとする。 

 

 

第４ 緊急輸送の実施 

 【財政局、千葉海上保安部、自衛隊、千葉港運協会、県トラック協会、県石油商業組合、鉄道会

社、バス会社、その他交通輸送業者、（一社）千葉市建設業協会】 

 

１ 輸送の実施 

   資産経営班長（財政局資産経営部長）は、災害時における災害応急対策の実施にあたり、  

必要な人員及び応急対策用資機材、救援用物資等を輸送するため、市保有の車両等を動員する

とともに、運送関係業者等の保有する車両等を調達して、緊急輸送を実施する。 

   なお、人員に不足のある場合は、本部長（市長）に応援職員の動員を要請する。 

 

２ 輸送の対象 

   輸送の対象としては次の事項が掲げられるが、輸送手段として乗用車、バス、トラック、  

船舶、航空機及び鉄道を実情に合わせて効率的に使用する。 
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（１）り災者の避難のための輸送 

（２）傷病人の収容のための輸送 

（３）医療従事者、医薬品等人命救助に要する人員、物資の輸送 

（４）消防、水防活動等災害の拡大防止のための人員、物資の輸送 

（５）救援用資機材及び災害応急対策要員のための輸送 

（６）飲料水の供給のための輸送 

（７）食料の供給のための輸送 

（８）緊急輸送車両、応急対策車両用の燃料 

（９）死体の搬送 

（１０）生活必需品の供給のための輸送 

（１１）復旧用資機材及び災害復旧対策要員のための輸送 

 

３ 交通情報の収集及び提供 

   緊急輸送実施に当たり、可能な限り道路交通情報を収集し、緊急輸送車両に提供する。 

   交通情報の収集は、県警察本部と密に連携すること。 

   交通情報の提供は、交通情報提供装置を活用し、日本道路交通情報センター及び報道機関の

協力を得て行う。 
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第１２節 ライフライン施設の応急対策 

 

第１ 上水道施設 

 【水道局、県企業局・水道局及び四街道市上下水道部が指定した給水装置工事事業者】 

 

  震災時において、水道事業体は、飲料水及び生活用水の確保を図るとともに、二次災害の防止

に努める。このため、事前に被害を想定し、応急復旧計画を定め、迅速な応急復旧を行う。 

  なお、被災事業体等のみで対応できない場合は、「千葉県水道災害相互応援協定」等に基づき県

内水道事業体等の応援を得て、復旧を行うものとする。 

 

対

策

の

あ

ら

ま

し 

水道局は、災害発生時及び警戒宣言が発令され、災害発生のおそれがある場合には、飲

料水の確保及び被害施設の応急復旧に対処するため、水道局震災対策本部を設置する。 

これにより、応急復旧対策及び応急給水対策の実施に必要な人員、車両並びに資機材

の確保、情報の収集連絡体制等を確立し、被害の規模、態様に即した判断のもとに応急給

水用水源の確保、断水区域を限定したうえでの応急復旧対策を実施する。 

※本部長（市長）又は区本部長（区長）は、市域又は区域に関し施設の被害状況を把握

した場合は、速やかに必要な措置を講じるよう、所管の営業所若しくは水道事業者に要

請する。 

なお、県企業局及び四街道市上下水道部の行う応急復旧対策については、所定の計画に

基づき行われる。 

 

１ 応急体制 

（１）水道部（水道局） 

 ア 震災対策本部 

   災害発生時あるいは発災のおそれがある場合には、水道局に震災対策本部を設置し、本部・

区本部と密接な連絡を保ちながら、応急活動に対処する。 

 イ 情報連絡体制 

   災害時には、災害時優先電話や、地域防災無線を活用して、応急連絡体制の確立を図る。 

 ウ 動員体制 

   発生時における災害応急体制を迅速かつ的確に実施するため、次のとおり動員・配備計画に

基づき、動員・配備体制を確立する。 

 （ア）全職員は、周囲の状況から判断し水道施設に多大の被害が発生し、若しくは発生するおそ

れのある場合は、自主的に水道局に参集する。 

 （イ）第１次及び第２次配備体制における職員は、あらかじめ水道部長（水道局長）が指定する

職員をもって構成し、情報収集等を実施する。 

 エ 応援体制 

   水道局の職員で対応が困難な場合は、「千葉県水道災害相互応援協定」に基づく県内水道事

業体及び関連会社等に協力を要請し、発災時の応援確保に努める。 
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（２）県企業局 

   被害状況を的確に把握して、早期復旧を図り、発災から最大４週間以内を目途に平常給水が

行えるよう、応急復旧体制を確立する。 

   なお、県営水道のみで対応できない場合は、「千葉県水道災害相互応援協定」及び東京都水

道局等との「災害相互応援に関する協定」等に基づき応援を得て、復旧を行う。 

 

２ 応急復旧対策 

（１）基本方針 

 ア 応急復旧は、原則として各水道事業体の復旧担当職員の監督のもとで施工業者によって行

う。 

 イ 断水区域の早期解消を図るため、取・浄・給水場の応急復旧、導・送・配水管等の管路の

応急復旧及び給水装置の応急復旧は並行して行う。また、施設別の復旧順位は、次のとおり

である。 

 （ア）取水、導水、浄水施設の復旧を優先する。 

 （イ）主要な送・配水管及び応急給水拠点に至るまでの管路の復旧を優先する。 

 ウ 把握した被害状況を基に、所要資機材、復旧工程等を策定した復旧計画を確立する。 

 エ 応急復旧作業は昼夜兼行で行う。 

 

（２）復旧活動のあらまし 

 ア 復旧計画に基づいて、復旧資材の手配等の出動準備を行う。 

 イ 施工業者に出動要請を行う。ただし、宅地内給水装置の応急復旧は、原則として給水装置

の所有者等から修繕依頼があったものについて、指定工事店等の協力により行う。 

 ウ 応急復旧は、次により行うほか、別に定める復旧要領に基づいて行う。 

 

（ア）復旧体制を整備し、市民への広報、保安対策に万全を期する。 

（イ）応急復旧は本復旧を原則とし、これが困難なときは、仮配管等による仮復

旧とする。 

（ウ）施工にあたっては、作業の難易、能力及び復旧資材の有無等を勘案し、最

も早期復旧の可能な方法を選定する。 

（エ）施設の機能に重大な影響を及ぼす被害の復旧を優先して行い、通水に支障

のない漏水等の軽微な被害は二次的に扱う。 

（オ）応急復旧完了後、直ちに充水又は試運転を行い、洗浄及び消毒を行って速

やかに通水する。 

 

（３）県企業局の応急復旧 

   県企業局の応急復旧は、以下の通り。 

 ア 被害発生の把握及び緊急措置 

（ア）地震の規模により、千葉県地域防災計画に合わせた応急体制を確立する。 

（イ）浄・給水場施設や管路の点検により、被害情報を迅速に把握するとともに、火災の発生

状況を確認のうえ、漏水箇所の切り離し等の緊急措置を講じて、被害の拡大及び二次災害

の防止を図る。 
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   なお、管路パトロールについては、災害時の応援協定を締結している千葉県水道管工事協

同組合と協力して実施する。 

 イ 応急復旧 

   以下の目標をたて、次の方針に基づく復旧計画を立案し実施する。 

 （ア）被害状況に基づき、速やかに県企業局の復旧体制を確立するとともに、市民への広報、

保安対策に万全を期する。 

 （イ）復旧にあたっては、道路管理者等及び関係するライフライン事業者と工程調整のうえ作

業を行う。 

 （ウ）液状化等により漏水箇所の特定が困難な場合は、速やかに漏水調査機器等を使用し、漏

水箇所を把握する。 

 （エ）応急復旧は、県企業局職員と千葉県水道管工事協同組合等による復旧作業班を編制し実

施する。 

    組合の施行業者に的確に復旧を指示するとともに、復旧資機材の迅速な手配を行う。 

 （オ）施行に当たっては、浄・給水場の配水池を起点として上流側から進める。なお、給水装

置の応急復旧も並行して進め、作業の難易、能力及び復旧資材の有無等を検討し、最も早

期復旧の可能な方法を選定する。 

 （カ）施設の機能に重大な影響を及ぼす被害の復旧を優先して行い、通水に支障のない軽微な

被害は二次的に扱う。 

 （キ）復旧完了後、直ちに充水・洗浄を行い、水質確認のうえ速やかに通水する。 

 ウ 応急復旧資機材の確保 

   県企業局の保有資機材で対処することとするが、不足する場合は、災害時等の応援協定を

締結している製造会社及び水道用資機材供給会社等から調達する。 

   復旧資機材の配管材料等は、県企業局幕張倉庫及び給水場等へ分散して備蓄する。 

 

（４）記録及び報告 

   応急復旧状況の写真撮影を行うとともに、別に定める復旧調書に復旧内容等の所要事項を

記載して災害対策本部等に提出する。 

 

３ 災害時の広報 

   発災後の広域的な広報は、本部を通じ、報道関係機関の協力を得て実施する。 

   また、広報の時期については、地震発生直後及び応急対策の進捗状況に合わせてそのつど

決定する。 

   市内の一部地域を対象とする広報は、県水道事業体広報班が拡声機付自動車による路上広

報等を行うが、必要に応じて、本部長（市長）に対し防災行政無線その他による広報を要請

し行う。 
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第２ 公共下水道施設・農業集落排水施設 

 【建設局、千葉土木事務所、警察署、（一社）千葉市建設業協会、市指定排水設備工事業者、市下

水管路維持協同組合】 

 

対
策
の
あ
ら
ま
し 

施設管理者は、大規模な地震が発生したときは、速やかに管渠・処理場・ポンプ場等の下水道・

農業集落排水施設の被害状況の調査、施設の点検を実施し、下水道・農業集落排水機能の支障及

び二次災害のおそれがあるものについては応急措置を行う。施設の重要度、危険度を考慮し、被

害調査の優先順位を定め、調査を行うとともに、応急復旧対応の内容を決定（専門技術を持つ人

材の活用等）し、復旧工事を実施する。 

  

１ 管渠の応急措置 

   災害が発生した場合、直ちに被害状況の調査、施設の点検を実施し被害状況を把握したのち、

以下の応急措置を行う。 

 

（１）下水管渠の被害に対しては、とりあえず汚水、雨水の疎通に支障のないように移動式ポン

プを配置し排水に努めるとともに、迅速に管渠の応急復旧措置を講じる。 

 

（２）幹線及び枝線の被害は、相当広範囲にわたる排水機能の停止を招くおそれがあるので原則

として応急復旧を行い、本復旧の方針をたてる。 

 

（３）多量の塵芥等により管渠の閉塞又は流下が阻害されないようマンホール、雨水桝等で流入

防止等の応急措置を行い、排水の円滑を図る。 

 

（４）工事施工中の箇所においては、受注者に対して、被害を最小限にとどめるよう指揮監督する

とともに、状況に応じて、現場要員、資器材の補給を行わせるものとする。 

 

２ 処理場・ポンプ場等の応急措置 

（１）処理場・ポンプ場等が停電した場合は、直ちに自家発電装置に切り替え、処理・排除に万

全を期する。 

（２）下水道施設・農業集落排水施設に浸水をきたした場合には、土のう等により浸水を阻止

し、破損箇所がある場合には応急修理を行い、処理・排除に万全を期する。 

（３）処理場の地震被害に対しては、バイパス、仮設ポンプ、消毒等の応急措置を行い、流下機

能・消毒機能を確保する。 

 

３ 資器材、車両及び人員の確保 

（１）職員の動員・配備は、本章第１節第１「応急活動体制の区分」による。 

 

（２）下水道施設・農業集落排水施設の応急復旧にあたっては、他の地方公共団体及び関係業者

の協力を得て行う。 
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（３）応急復旧は、市が備蓄する資器材及び車両により行う。 

   災害の規模により多くの資器材若しくは車両を必要とする場合には、県や関係会社等から

の調達協力を要請する。 

 

４ 災害時の広報 

   下水道施設・農業集落排水施設の被害状況及び復旧の状況等の市民への広報については、 

第３節「災害時の広報」を参照のこと。 

   また、広報の時期については、地震発生直後及び応急復旧対策の進捗状況に合わせてそのつ

ど決定する。 

 

 

第３ 電気施設 

 【東京電力パワーグリッド㈱千葉総支社】 

 

対
策
の
あ
ら
ま
し 

非常災害時においても原則として電力の供給は継続される。 

災害により電気の供給が停止したり、又は停止するおそれのあるときは、千葉市を管轄する千

葉総支社は非常災害対策支部を千葉総支社に設置し、応急対策及び復旧措置を講じる。 

 

１ 震災時の活動体制 

（１）震災時の活動体制 

   地震災害が発生したとき、千葉市を管轄する千葉総支社は、非常災害対策支部を千葉総 

支社に設置する。 

   なお、夜間休日等の緊急呼集並びに交通、通信機関の途絶に対応できるよう要員の選抜、

呼集方法、出動方法等につき検討し、適切な要員構成を行っておく。 

 

（２）情報連絡ルート 

   東京電力パワーグリッド㈱千葉総支社が災害時に実施する情報連絡ルートは、主に次の２

系統になる。 

 ア 災害に関する情報は給電所、制御所等の社内機関との連絡並びにラジオ、テレビ等による

情報把握 

 イ 市災害対策本部又は区本部、市消防局、警察署等の管内防災機関との情報連絡（連絡調整

員の派遣を含む） 

 

２ 震災時の応急措置 

（１）資機材の調達 

   第一線機関等においては、予備品、貯蔵品等の在庫品を常に把握し、調達を必要とする資
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機材は、次のいずれかの方法により可及的速やかに確保する。 

 ア 第一線機関等相互の流用 

 イ 現地調達 

 ウ 千葉総支社非常災害対策本部に対する応急資機材の請求 

   なお、災害地及び当該機関との連絡が全く途絶し、しかも相当の被害が予想される場合

は、千葉総支社非常災害対策本部において復旧資機材所要数を想定し、当該支部あてに緊急

出荷のうえ、復旧工事の迅速化に努める。 

 

（２）人員の動員、連絡の徹底 

 ア 災害時における動員体制を確立すると同時に連絡方法も明確にしておく。 

 イ 社外者に応援を求める場合の連絡体制を確立する。 

 ウ 市災害対策本部事務局等に対し、必要に応じて連絡調整員の派遣を行う。 

 

（３）震災時における危険予防措置 

   災害発生時といえども需要家サービス及び治安維持上原則として送電を維持するが、浸水、

建物倒壊により運転することがかえって危険であり、事故を誘発するおそれがある場合、又は

運転不能の予想される場合は、運転を停止し、関係各機関に連絡するとともに、必要な措置を

講じる。 

 

３ 応急復旧対策 

（１）被害状況の早期把握 

   全般的な災害状況把握の遅速は、復旧計画樹立に大いに影響するので、あらゆる方法を 

もって被害状況の早期把握に努める。 

 

（２）復旧の順位 

   各設備の復旧順位は原則として下記によるものとするが、災害状況、各設備の被害復旧の

難易等を勘案し、供給上復旧効果の大きいものより行う。 

 ア 送電設備 

 （ア）全回線送電不能の主要線路 

 （イ）全回線送電不能のその他の線路 

 （ウ）一部回線送電不能の主要線路 

 （エ）一部回線送電不能のその他の線路 

 イ 変電設備 

 （ア）主要幹線の復旧に関係する送電用変電所 

 （イ）都心部に送電する系統の送電用変電所 

 （ウ）重要施設に供給する配電用変電所 

 ウ 通信設備 

   病院、交通、通信、報道機関、水道、ガス、官公庁等の公共機関、避難所、その他重要施
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設への供給回線を優先的に送電する。 

 エ 配電設備 

 （ア）給電指令用回線並びに制御、保護及び監視回線 

 （イ）保守用回線 

 （ウ）業務用回線 

 

（３）感電事故並びに漏電による出火を防止するため、テレビ、ラジオ、新聞等の報道機関及び

防災行政無線を通じて需要家に対し、次の諸点を十分ＰＲするほか、広報車等により直接当

該地域へ周知する。 

 ア 無断昇柱、無断工事をしないこと 

 イ 電柱の倒壊・折損、電線の断線・垂下等、設備の異常を発見した場合は、速やかにカスタ

マーセンターへ通報すること 

 ウ 断線垂下している電線には絶対に触らないこと 

 エ 建物の倒壊により損傷した屋内配線、電気機器は危険なため使用しないこと。使用する場

合は、絶縁検査を受けてから使用すること 

 オ 屋外へ避難するときは、安全器またはブレーカーを必ず切ること 

 カ 地震発生後は、使用中の電気器具のコンセントは直ちに抜くこと 

 キ その他事故防止のための留意すべき事項 

 

（４）災害時における住民の不安を鎮静させるため、電力施設の被害状況、復旧予定についての

的確な広報を行うものとする。 

 

（５）需要家からの再点検申込み等を迅速適切に処理するため、能率的な受付処理体制を確立し

ておくものとする。 

 

第４ ガス施設等 

【東京ガス㈱千葉支社、大多喜ガス㈱千葉事業所、県ＬＰガス協会】 

 

  災害によりガス施設に被害が生じた場合は、二次災害の発生を防止するとともに、速やかに応

急措置を行い、ライフライン施設としての機能を維持することが必要である。 

  このため、災害対策の迅速かつ適切な実施を図り、公共の安全と便益を図るため、以下の防災

対策を実施する。 

対
策
の
あ
ら
ま
し 

地震等の非常災害が発生した場合、都市ガス事業者は、災害の種類、規模等に応じて非常災害

組織を本社及び千葉市を所管する出先機関内に編成し対応する。 

 また、ＬＰガス販売業者については、千葉支部に災害対策本部を設置し、対策を講じる。 

 これにより二次災害の防止又は軽減を図るための応急措置を迅速かつ的確に講じ得る体制が確

立される。 

 なお、市（消防局）は、都市ガス・ＬＰガスの火災、爆発、漏洩等の事故の発生に際しては、都

市ガス事業者・ＬＰガス販売事業者等と協力して、これを早期に鎮圧し被害を最小限にとどめる。 
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１ 都市ガス施設 

   ガス施設の災害及び二次災害の発生を防止し、また発生した被害を早期に復旧するため、災

害発生原因の除去と防災環境の整備に常に努力を傾注するとともに、諸施策を重点に防災対策

の推進を図る。 

（１）非常災害体制の確立 

 ア 地震発生時の出動 

 （ア）勤務時間内の場合は、社内連絡により所属事務所に出動する。 

 （イ）勤務時間外の場合は、地震の大きさをテレビ・ラジオ等の情報により判断し、あらかじめ

指定された箇所に、自動発令で出動する。 

 イ 気象庁発表の大津波警報が発表された場合の出動 

 （ア）勤務時間内の場合は、社内連絡により所属事務所に出動する。ただし、津波からの避難を

優先とする。 

 （イ）勤務時間外は、津波の高さ・到達時間をテレビ・ラジオ等の情報より判断し、あらかじめ

指定された箇所に出動する。ただし、津波からの避難を優先とする。 

 ウ 非常災害対策本部、支部の設置 

   地震等の非常災害が発生した場合、または、大津波警報が発令された場合、災害対策の迅速

かつ適切な実施を図るため、本社に非常災害対策本部を設置するとともに、各事業所に支部を

設置し、全社的な応急活動組織を編成する。 

 

（２）応急対策 

 ア 震災時の初動措置 

 （ア）官公庁、報道機関及び社内事業所等から、必要に応じて連絡調整員の派遣を行うなどして、  

被害情報等の情報収集を行う。 

 （イ）事業所設備等の点検を行う。 

 （ウ）製造所、整圧所における送出入量の調整又は停止を行う。 

 （エ）ガス導管網の地域ブロック化及び被害状況に応じた減圧措置を講じる。 

 （オ）その他、状況に応じた措置を行う。 

 イ 応急措置 

 （ア）非常災害対策本部の指示に基づき、各事業所は有機的な連携を保ちつつ施設の応急措置に

あたる。 

 （イ）施設を点検し、機能及び安全性を確認するとともに、必要に応じて調整修理する。 

 （ウ）供給停止地域については、供給可能な範囲で供給系統の切り替え等を行い、速やかなガス

供給再開に努める。 

 （エ）その他、現場の状況により適切な措置を講じる。 

 ウ 資機材等の調達 

   復旧用資機材を確認し、調達を必要とする資機材は、次のいずれかの方法により確保する。 

 （ア）取引先、メーカー等からの調達 
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 （イ）各支部間の流用 

 （ウ）他ガス事業者からの融通 

 エ 車両の確保 

   本社地区に工作車、広報車を保有しており常時稼働可能な体制にある。 

   また、主要な車両には、無線を搭載している。 

（３）災害時の広報 

   災害時には、供給区域全域の供給停止をすることなく、被害の程度に応じてブロック毎に供

給を停止するが、ガスによる二次災害の防止等のため、テレビ、ラジオ等の報道機関に対し、

広報内容の報道を要請するほか、市へ広報を要請するなど、あらゆる手段をつくして、被害地

区におけるガス機器の使用上の注意事項、ガス供給状況、供給停止地区の復旧の見通しについ

て広報する。 

 ア 地震発生時には 

 （ア）ガス栓を全部閉めること 

 （イ）ガスメータのそばにあるメータコックを閉めること 

 （ウ）ガスの臭いがする場合、火気使用は厳禁であること 

   この場合には、ガス栓・メータコックを閉め、直ちにガス会社に連絡すること 

 （エ）換気扇の使用は、スイッチの火花によって爆発の原因となるので避けること 

 イ マイコンメータ（前面にランプがあるメータ）が作動してガスが出ない場合 

 （ア）グレーのメータの場合は、マイナスドライバーで左上の蓋を開け、内部の軸をドライバー

で反時計回りにしっかりと回し、ランプの点灯を確認する。 

 （イ）クリームのメータの場合は、左上の丸い蓋を外し、中のボタンをしっかり押し、ランプの

点灯を確認する。 

 （ウ）操作終了後３分間マイコンによる漏洩検査のためガスの使用はしないこと 

 ウ 供給を停止した場合 

 （ア）ガス栓を開いてもガスがでない場合は、供給を停止しているので、ガス栓、メータコック

を閉め、ガス会社から連絡があるまで待つこと 

 （イ）ガスの供給が再開される時には、必ず、あらかじめガス会社が各家庭のガス設備を点検し、

安全を確認するので、それまでガスを使用しないこと 

（４）復旧活動拠点の確保 

   復旧要員の集合場所、宿泊場所、車輌の駐車スペース、資機材置場等の候補地のリストアッ

プ、連絡先の確認等をあらかじめ実施し、これらを確保しておく。また、残土、廃材、資機材

等の仮置きについて、県、市町村等が指定する臨時場所がある場合、その使用についてあらか

じめ協議し、用地等の確保に努める。 

（５）事業継続計画の策定・発動（東京ガス㈱） 

   事故・災害について、必要によりあらかじめ事業継続計画を策定する。また、策定にあたっ

ては、関係者の生命・身体の安全及び被害拡大の防止を前提とした上で、最低限維持しなけれ

ばならない以下の業務を最優先する。 

 ア ガスの製造・供給の維持、保安の確保に関する業務 
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 イ ガスの供給が停止した場合には、その復旧作業に関する業務 

 ウ 供給制限が必要となった場合の需要家対応に関する業務 

 エ その他企業として事業を継続する上で最低限必要な通常業務 

   事業継続計画の発動が必要な場合は、事務局が本部長に具申し、発動は本部長が命ずる。 

 

２ ＬＰガス施設 

   ＬＰガス販売事業者は、災害の種類、規模等に応じて被災設備の緊急措置並びに安全を確認

後、直ちに状況をＬＰガス災害対策本部（千葉支部）に報告するとともに、本部防災組織の編

成に入り、二次災害の防止並びに応急措置を迅速かつ的確に講じうる体制を確立する。 

（１）災害時の活動体制 

 ア 災害対策本部の設置 

   地震等の非常災害が発生した場合、その状況により千葉支部に災害対策本部、各分会に連絡

所を設置し、情報の収集、伝達及び応急対策が実施できる体制をとる。 

 この場合、協会本部、県市及び各防災機関と緊密な連絡を図り、必要に応じて連絡調整員の

派遣を行う。 

 イ 情報連絡体制 

   災害の発生に伴い本部及び分会連絡所による情報連絡体制を確立し、情報の収集及び伝達に

あたる。 

（２）災害時の応急措置 

 ア 供給設備の点検 

   災害の発生とともに、次のとおり供給設備の点検を行う。 

 （ア）ＬＰガス容器バルブの閉止確認及び転倒容器の修復 

 （イ）ＬＰガス容器及び供給設備の損傷点検並びに漏えい検査 

 イ 消費設備の調査 

 （ア）消費設備（配管、燃焼器具等）の損傷点検並びに漏えい検査 

 （イ）末端閉止弁、器具栓の閉止 

 ウ 二次災害の防止 

 （ア）危険箇所（倒壊家屋、焼失家屋等）からの容器の撤収 

 （イ）放置容器等の回収 

（３）応急復旧対策 

 ア 災害対策本部の指示に基づき、各分会（各班）は、有機的な連携を保ちつつＬＰガス供給、

消費設備の応急復旧にあたる。 

 イ ＬＰガス消費設備の安全総点検の実施及び早期安全供給の実施。 

 ウ その他、現場の状況により適切な措置を行う。 
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第５ 電話施設 

 【ＮＴＴ東日本㈱、㈱ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ㈱、ソフトバンク㈱、楽天モバイル㈱】 

 

対
策
の
あ
ら
ま
し 

地震等の非常災害時における通信の途絶を防止するための各種通信施設の確保、復旧等に関す

る応急対策については、災害対策本部や現地災害対策本部を設置し、対応する。 

 これにより、災害時においても通信機能を十分に発揮し得るための応急措置を迅速かつ的確に

講じ得る体制が確立される。 

 

１ ＮＴＴ東日本㈱ 

（１）震災時の活動体制 

 ア 災害対策本部の設置 

   震災が発生した場合は、その状況により、千葉事業部に災害対策本部を設置し、情報の収集

伝達及び応急対策が実施できる体制をとる。この場合、県、市及び各防災機関と緊密な連絡を

図り、必要に応じて連絡調整員の派遣を行う。 

 イ 情報連絡体制 

   震災の発生に伴い情報連絡体制を確立し、情報の収集及び伝達にあたる。 

 

（２）発災時の応急措置 

 ア 設備、資機材の点検及び発動準備 

   災害時には、次のとおり設備、資機材の点検等を行う。 

 （ア）電源の確保 

 （イ）災害対策用無線機装置類の発動準備 

 （ウ）非常用電話局装置等の発動準備 

 （エ）予備電源設備、移動電源車等の発動準備 

 （オ）局舎建築物の防災設備の点検 

 （カ）工事用車両、工具等の点検 

 （キ）保有資材、物資の点検 

 （ク）局内、局外施設の巡回、点検による被害状況の把握 

 イ 応急措置 

   震災により、通信設備に被害が生じた場合又は異常輻輳等の事態の発生により、通信の疎

通が困難になったり、通信が途絶するような場合においても、最小限度の通信を確保するた

め、次のとおり応急措置を行う。 

 （ア）通信の利用制限 

 （イ）災害時優先電話、警察・消防緊急通報回線の確保 

 （ウ）無線設備の使用 

 （エ）特設公衆電話の設置 

 （オ）非常用可搬型電話局装置の設置 

 （カ）臨時電報、電話受付所の開設 
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 （キ）回線の応急復旧 

 （ク）災害用伝言ダイヤル「１７１」、災害用伝言板「ｗｅｂ１７１」の運用 

 ウ 震災時の広報 

   震災のため通信が途絶、若しくは利用の制限を行ったときは、広報車、ラジオ、テレビ等

によって次の事項を利用者に周知する。 

 （ア）通信途絶、利用制限の理由と内容 

 （イ）災害復旧措置と復旧見込時期 

 （ウ）通信利用者に協力を要請する事項 

 （エ）災害用伝言ダイヤル「１７１」、災害用伝言板「ｗｅｂ１７１」の提供開始 

 

（３）応急復旧対策 

   震災により被災した通信回線の復旧にあたっては、あらかじめ定められた復旧順位にした

がって実施する。災害復旧工事については、次により工事を実施する。 

 ア 電気通信設備等を応急的に復旧する工事 

 イ 現状復旧までの間、維持に必要な補強、整備工事 

 

 

２ ㈱ＮＴＴドコモ 

（１）震災時の活動体制 

 ア 災害対策本部の設置 

   震災が発生した場合はその状況により千葉支店に災害対策本部を設置し、情報の収集伝達

及び応急対策が実施できる体制をとる。 

   この場合、県、市等の防災機関と緊密な連絡を図り、必要に応じて連絡調整員の派遣を行

う。 

 イ 情報連絡体制 

   震災の発生に伴い情報連絡体制を確立し、情報の収集及び伝達にあたる。 

 

（２）発災時の応急措置 

 ア 設備、資機材の点検及び発動準備 

   震災の発生とともに、次のとおり設備、資機材の点検等を行う。 

 （ア）可搬型無線基地局装置の発動準備 

 （イ）移動電源車等の発動準備 

 （ウ）局舎建築物の防災設備等の点検 

 （エ）工事用車両、工具等の点検 

 （オ）保有資材、物資の点検 

 （カ）局内、局外施設の巡回、点検による被害状況の把握 

 イ 応急措置 

   震災により通信設備に被害が生じた場合、または異常輻輳等の事態の発生により通信の疎



第１章 地震対策計画 第１２節 ライフライン施設の応急対策 

                    地 - 137 - 

通が困難になったり、通信が途絶するような場合においても、最小限度の通信を確保するた

め、次のとおり応急措置を行う。 

 （ア）通信の利用制限 

 （イ）非常通話、緊急通話の優先、確保 

 （ウ）可搬型無線基地局装置の設置 

 （エ）携帯電話、衛星携帯電話による臨時電話の運用 

 （オ）回線の応急復旧 

 ウ 災害時の広報 

   震災のため通信が途絶、若しくは利用の制限を行ったときは、広報車、ラジオ、テレビ、

インターネット等によって次の事項を利用者に通知する。 

 （ア）通信途絶、利用制限の理由と内容 

 （イ）災害復旧措置と復旧見込時期 

 （ウ）通信利用者に協力を要請する事項 

 （エ）「災害用伝言板」及び「音声お届けサービス」の提供開始 

 

（３）応急復旧対策 

   震災により被災した通信設備の復旧にあたっては、あらかじめ定められた復旧順位にした

がって実施する。 

   災害復旧工事については、次により工事を実施する。 

 ア 電気通信設備等を応急的に復旧する工事 

 イ 現状復旧までの間、維持に必要な補強、整備工事 

 

３ ＫＤＤＩ㈱ 

   ＫＤＤＩ㈱では、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合には東京本社に災害対策

本部及び対策室等を設置し、現地と緊密に連絡を取りながら各組織の機能を最大限に発揮し

て通信の疎通確保と施設の早期復旧に努める。この場合、県、市等の防災機関と緊密な連絡

を図り、必要に応じて連絡調整員の派遣を行う。 

   災害の発生時には、局舎の点検を実施するとともに、基地局の停電対策のため、移動電源

車の出動準備をする。 

   通信に輻輳が発生した場合は輻輳制御を行い、必要な通信を確保するとともに、市民を対

象に「災害伝言板サービス」等による安否情報の伝達に協力する。 

 

４ ソフトバンク㈱ 

   ソフトバンク㈱では、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合には、その状況に応

じた対策組織を設置し、各対策組織が緊密に連絡を取りながら機能を最大限に発揮して通信

の確保と設備の早期復旧に努める。この場合、県、市等の防災機関と緊密な連絡を図り、必

要に応じて連絡調整員の派遣を行う。 

   また、災害発生時には、通信設備の点検をするとともに、通信の確保と早期復旧に必要と
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なる緊急保全車両の出動準備を行い、通信に輻輳が発生した場合には通信の利用制限を行い

通信を確保するとともに、市民を対象に災害用伝言板、災害用音声お届けサービス等による

安否情報の伝達に努める。 

 

５ 楽天モバイル㈱ 

   楽天モバイル㈱では、災害が発生した場合は、防災業務計画に基づく対策組織を設置して被

災の回復措置を講じ、基地局の損傷等が生じた場合は、移動基地局車や可搬型基地局を出動さ

せ、被災地域での携帯電話やメールなどの通信手段を確保する。 

   また、携帯電話の通信・通話が集中し、輻輳が発生した場合は、電気通信サービスを一時的

に規制することで一定の電気通信サービスを維持・確保するとともに、一般県民を対象に災害

用伝言板による安否情報の伝達に努める。 

 

第６ 鉄道施設等 

 【ＪＲ東日本㈱千葉支社、京成電鉄㈱、千葉都市モノレール㈱】 

 

対
策
の
あ
ら
ま
し 

多数の乗客を輸送する鉄道において、大規模な地震が発生したときには、直接人命にかかわる

被害が発生するおそれがある。 

各鉄道機関は、地震発生時の安全確保と、万一の場合の被害を最小限にとどめ、迅速かつ適切

な応急措置を講じるための計画を策定している。 

 

１ 災害時の活動体制 

（１）災害対策本部等の設置 

   震災が発生した場合、各交通機関は全機能をあげて、旅客及び施設の安全確保と緊急輸送を

行うため、災害対策本部等を設置する。 

（２）通信連絡体制 

   災害情報及び応急措置の連絡指示並びに被害状況の収集等の通信連絡は、列車無線、指令電

話、鉄道電話等を利用するとともに、必要に応じて無線車等も利用する。 

 

２ 発災時の初動措置 

（１）運転規制 

機  関  名 運  転  規  制  の  内  容 

ＪＲ東日本㈱千葉支社 

 地震が発生した場合の列車の運転取扱いは、次による。 

ア 地震発生時の運転規制は、地震計のスペクトル強度ＳＩ値（カイン）に

よる。 

イ 運転規制区間は、一般区間と落石区間に分ける。 

ウ ＳＩ値が一般区間で 12 以上、落石区間で６以上の場合、全列車を停止さ

せ、保守係員による規制区間全線の点検後、運転規制を解除する。 

エ ＳＩ値が一般区間で６以上 12 未満、落石区間で３以上６未満の場合、

35km/h 以下の速度規制を実施し、乗務員からの異常動揺等の有無を確認

後、速度規制を解除する。 
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機  関  名 運  転  規  制  の  内  容 

京 成 電 鉄 ㈱ 

強い地震を感知した場合の運転の取扱いは、次による。 

ア 自社の震度計が震度４（４０～９９ガル）の場合、直ちに列車停止手配

をとる。指定点検箇所の異常の有無を確認の上、時速 25km/h 以下の速度で

注意運転を行う。安全を確認した区間から規制解除し、通常運転に復する。 

イ 地震計が震度５弱以上（１００ガル）の場合、直ちに列車停止手配をと

り当該区間内の鉄道施設の点検を実施する。安全を確認した区間から運転

を再開する。 

千葉都市モノレール㈱ 

地震が発生し、警報の表示があった場合は、次の取扱いを行う。 

ア 震度４以上の場合 

  直ちに無線により全列車を一旦停止させたのち、速度 30km/h 以下の注意

運転を指示するとともに駅及び関係箇所に通報するものとする。解除は運

転士から異常がない旨の報告を受けた時。 

 ※ 注意運転は当該区間を運転する最初の列車による安全確認とする。 

イ 震度５弱以上の場合 

  直ちに無線により全列車に停止を指示し、関係箇所に通報するものとす

る。解除は保守担当課長から点検結果の報告を受け、安全の確認がなされ

た時。 

 

（２）乗務員の対応 

機  関  名  乗  務  員  の  対  応 

ＪＲ東日本㈱千葉支社 

ア 運転中に地震を感知して、列車の運転が危険と認めた場合は、直ちに列

車を停止させる。 

イ 列車を停止させる場合、その停止位置が築堤、切取り、 橋
きょう

梁
りょう

上あるい

は陸橋下のような場合は進路の安全を確認の上、安全と認められる場所に

列車を移動させる。 

ウ 列車を停止させた場合、最寄りの停車場の駅長等と連絡を取り、その指

示を受ける。 

そ の 他 民 鉄 各 社 

ア 運転中に地震を認知して、列車の運転が危険と認めた場合は、直ちに列

車を停止させる。 

イ 列車を停止させる場合、その停止位置が築堤、切取り、 橋
きょう

梁
りょう

上あるい

は陸橋下のような場合は進路の安全を確認の上、安全と認められる箇所に

列車を移動させる。 

ウ 列車を停車させた場合は、指令所又は最寄りの駅に連絡をとり、その指

示を受ける。 

 

（３）その他の措置 

機  関  名 そ  の  他  の  措  置 

ＪＲ東日本㈱千葉支社 

そ の 他 民 鉄 各 社 

ア 旅客誘導のための案内放送 

イ 駅員の配置手配 

ウ 救出、救護手配 

エ 出火防止 

オ 防災機器の操作 

カ 情報の収集 
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３ 乗客の避難誘導 

機  関  名  避  難  誘  導  方  法 

ＪＲ東日本㈱千葉支社 

 

 

そ の 他 民 鉄 各 社  

 

（１）駅における避難誘導 

ア 駅長は、係員を指揮してあらかじめ定めた臨時避難場所に混乱の生じ

ないよう誘導し避難させる。 

イ 旅客を臨時避難場所に誘導した後、さらに市又は県があらかじめ定め 

た一時滞在施設の位置、災害に関する情報等を旅客に伝達し、秩序維持 

に協力する。 

（２）列車乗務員が行う旅客の避難誘導 

ア 列車が駅に停止している場合は、駅長の指示による。 

イ 列車が駅間の途中に停止した場合は、原則として乗客は降車させな

い。 

ただし、火災その他によりやむを得ず旅客を降車させる場合は次によ

る。 

(ア)地形その他を考慮し、適切な誘導案内を行い旅客を降車させる。 

(イ)特に高齢者や子供、妊婦等については、他の旅客に協力を要請して安

全に降車させる。 

(ウ)隣接線路を歩行することは危険であることを放送等により徹底し、併

発事故の防止を図る。 

 

４ 事故発生時の救護活動 

機  関  名 救  護  活  動  の  内  容 

ＪＲ東日本㈱千葉支社 

そ の 他 民 鉄 各 社 

災害発生時には、駅従業員、乗務員が救急救護活動にあたるとともに、非

常災害対策規則に基づき、対策本部、復旧対策部に救護班を編成し、救護活

動にあたる。 

 

５ 災害時の広報活動 

機  関  名 災  害  時  の  広  報  活  動 

ＪＲ東日本㈱千葉支社 

そ の 他 民 鉄 各 社 

（１）駅では、地震災害の状況を考慮して、旅客及び公衆に動揺、混乱をま

ねかぬよう注意するとともに、地震の規模、建造物の状態、落下物への

注意、列車の運行状況、駅周辺の被害状況等について、放送案内を行う。 

（２）乗務員は、相互に連絡、情報を交換し、運輸指令からの指示、伝達等

について、旅客に案内するとともに、停止の地点、理由、被害の状況、

運行の見通し、今後とるべき措置等について、放送案内し、旅客の動揺、

混乱を防止するよう努める。 

 

６ 保有する設備を活用した支援活動 

機  関  名 活  動  内  容 

千葉都市モノレール㈱ 
（１）駅周辺の避難施設への電力供給 

（２）帰宅困難者への充電設備の貸し出し調整 
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第１３節 生活救援対策 

 【総務局、経済農政局、市民局、水道局、各区、県企業局（千葉水道事務所、千葉水道事務所    

千葉西支所）、千葉鉄工業団地、市工業センター（※共同水道水源地）、四街道市上下水道部、    

千葉海上保安部】 

 

第１ 飲料水の供給 

 【総務局危機管理部、経済農政局、水道局、千葉海上保安部】 

 

対
策
の
あ
ら
ま
し 

千葉市の上水道供給区域は、ほぼ全域が県企業局の供給区域となっているほか、御成台地区に

ついては四街道市上下水道部により供給されている。 

水道部（水道局）は、緑区と若葉区の各一部を給水区域としている。 

そのため、市域（市営水道給水区域を除く）における市民等に対する給水活動は、水道部長（水

道局長）が、県企業局及び四街道市上下水道部と連携し実施する。 

県企業局と市で確認した「給水区域内における応急給水等連絡調整会議に係る確認事項」

（H24.4.1～適用）により、応急給水を行う。 

 この項では、災害により飲料水を確保できない市民に対し、被害の状況に応じ、最小限度必要

な量の飲料水を供給するための役割分担、手順等について、そのあらましをあげる。 

 

１ 供給水源の確保 

（１）県企業局給水場（応急給水実施場所及び注水指定場所） 

   大規模地震が発生した場合、県企業局は、速やかに浄水場及び給水場の配水池等に貯留を

図るほか、地下水を活用し応急給水用の水を確保する。 

 

県企業局給水場（応急給水実施場所及び注水指定場所） 

 

施   設   名 所  在  地 有効貯水量 備   考 

柏 井 浄 水 場 花 見 川 区 柏 井 町  122,000 m3 表流水 

園 生 給 水 場 稲 毛 区 園 生 町  25,700 m3 表流水 

誉 田 給 水 場 緑区おゆみ野６丁目  44,000 m3 表流水 

幕 張 給 水 場 美 浜 区 若 葉 ３ 丁 目  90,000 m3 表流水 

千 葉 分 場 中 央 区 都 町 ３ 丁 目  4,040 m3 地下水 

大 宮 分 場 若 葉 区 大 宮 町  4,400 m3 表流水 

計  290,140 m3  
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（２）水道部（水道局）施設 

   大規模地震が発生した場合、水道部（水道局）は、県企業局と情報連絡を密にして速やかに

浄水場等の配水池に貯留を図るほか、地下水その他の市自主水源を活用し応急給水用の水を確

保する。 

 
水道部（水道局）給水場 

 

施  設  名 所  在  地 有 効 貯 水 量 備    考 

平 川 浄 水 場 緑 区 平 川 町   3,400 m3 県企業局浄水受水 

緊急用井戸１井 

 （1,000 m3/日） 

土 気 浄 水 場 緑 区 土 気 町    740 m3 地下水 

大 木 戸 浄 水 場 緑 区 大 木 戸 町 10,712 m3 県企業局浄水受水 

緊急用井戸１井 

 （1,000 m3/日) 

更 科 浄 水 場 若 葉 区 更 科 町    667 m3 地下水 

ちばリサーチパーク浄水場 若 葉 区 上 泉 町    632 m3 地下水 

大野台送水ポンプ場 緑区大野台１丁目  1,140 m3 県企業局浄水受水 

高 根 給 水 場 若 葉 区 高 根 町  1,700 m3 県企業局浄水受水 

計  18,991 m3  

 

（３）市有井戸付耐震性貯水槽 

   市の保有する井戸付耐震性貯水槽は、現在、市内 14か所（６公園、１高等学校、３市・   

区庁舎、４消防署）整備している。 

 

               貯水槽 40t 

井戸付耐震性貯水槽      非常用発電装置及び滅菌装置付き 

（揚水能力 11t/時、ろ過能力 5t/時） 

 

（４）市有非常用井戸 

   58基（揚水能力 4.5ｔ／時、非常用発電装置及び滅菌装置付き） 
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（５）受水槽・プール等 

   その他状況により関係各部・機関に協力を要請し、小中学校プール、受水槽、千葉鉄工業

団地及び千葉市工業センター共同水道水源地等を補給給水源として使用する。 

この場合、ろ過浄水機、薬剤投入、煮沸消毒等を施すなど安全性に特に留意する。 

 

（６）協定による確保 

   本市においては飲料水に関しても、応援協定を締結しているため、必要に応じて応援を要

請する。なお、災害救助法上、水の購入費については真にやむを得ない場合に限られてい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 需要の把握（被害状況の把握） 

   災害発生時においては、水道部長（水道局長）は、市域全体の水道施設について給水機能の

状況把握に努め、本部事務局長（総務局危機管理部長）及び区本部長（区長）と情報共有を図

る。また、本部事務局長（総務局危機管理部長）及び区本部長（区長）は、速やかに被害状況

の把握に努め、応急給水の実施が必要な地域、給水活動体制の規模等に係る情報を水道部長（水

道局長）と共有する。 

   なお、被害状況把握の方法は、次によることとする。 

 

 

 

 

 

 
 

 

３ 応急給水 

（１）応急給水方針 

   水道部長（水道局長）及び県企業局は、給水需要（被害状況）に基づき、応急給水の方針

を定め、次の事項について、本部長（市長）及び区本部長（区長）へ報告するものとする。

さらに、本部事務局長（総務局危機管理部長）は、県災害対策本部に対し報告するととも

に、全体状況について綿密な連絡を取る。 

   また、市に災害救助法を適用した場合は、千葉市災害救助法施行細則に規定する救助の程

－ 被害状況把握の方法 － 

（１）水道部（水道局） 

・県企業局及び四街道市上下水道部に被害状況への確認 

（２）本部事務局 

・各部が把握した被害情報の集約 

・防災関係機関等からの情報提供 

（３）区本部 

・通報・パトロール等 

－ 応援協定による確保先 － 

１ 相互応援協定を締結している自治体 

２ 千葉県公衆浴場業環境衛生同業組合千葉支部 

３ 土地改良区、水利組合（農業用井戸水） 

４ 防災井戸協力の家 

５ 応援協定を締結している飲料水メーカー、小売業 
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度、方法及び期間（一般基準）の範囲において救助（応急給水等）を実施し、一般基準での

救助が困難なときは、本部長（市長）は、内閣総理大臣に特別基準の設定について協議す

る。また、本市を含む複数の県内市町村に災害救助法が適用された場合は、「千葉県災害救助

資源配分計画」に基づき、県の連絡調整の下、救助を実施する。 
 

－ 本部長（市長）及び区本部長（区長）への報告事項 － 

（１）給水機能停止区域、世帯、人口 

（２）復旧の見込み 

（３）給水班編成状況及び必要見込み 

（４）応急給水開始時期 

（５）給水所（拠点）の設置（予定）場所 

 

（２）給水所（拠点）の設定 

   給水は、原則として、給水所を設定し、給水車等による浄水の供給による拠点給水方式で

行うものとする。 

   ただし、被災状況の把握、被災者（特に要配慮者）の健康支援等の他の目的を踏まえて、

必要に応じて、プッシュ型による各家庭への個別給水をすることを検討するものとする。 

   また、拠点給水方式・プッシュ型給水支援のいずれにおいても、給水時に被災者からの 

聞き取り等により、断水箇所の情報収集に努めるものとする。 

   給水所（拠点）の設定は、水道部長（水道局長）が区本部長（区長）の意見を聞いて行う

が、原則として、避難場所、避難所を単位として行う。 

   なお、供給停止区域が一部の区域の場合には、状況に応じて、被災地等に給水所を設定す

る。 

 

（３）周知・広報 

   給水所を設置するときは、設定する地域及びその周辺に「給水所」と大きく書いた掲示板

等を表示するとともに、発災直後から復旧の進捗状況に合わせた広報活動を実施する。 

   また、給水所に被災地の自主防災組織若しくは代表となる市民を指定するよう要請し、給

水に関する市民からの問い合せ、要望等については、できる限り代表者に取りまとめを依頼

するものとする。 

 

（４）応急給水用資機材の確保 

   応急給水活動に使用する車両及び資機材を確保するとともに、不足が生じる場合は、水道

局関係業者、四街道市上下水道部その他の地方公共団体、自衛隊等の応援を求める。 

   ※ろ過浄水機等給水用資機材の配備の現況（資料 3-7） 

 

（５）応急給水の実施 

 ア 給水基準 

   給水の量は、１人１日最低水量 3㍑とする。以後、復旧工事の進捗等により順次増量す
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る。 

   なお、必要以上の容器を持参し、規定を上回る給水を求める市民に対しては、一般にこれ

が飲料水及び炊事のための水を合計したものである旨を充分説明し、協力を求めるものとす

る。 

 

 

 イ 車両輸送による給水 

 （ア）給水所（拠点）への搬送 

   飲料水等の給水所（拠点）への搬送は、県企業局、四街道市上下水道部との連携のもと

に、水道部（水道局）、区本部避難所班が共同して行う。 

   必要な車両・機材は、市が備蓄する給水車、給水タンク及びポリ容器等や他部からの応援

流用したものを使用するほか、県企業局に給水車及び給水タンクの使用を要請して行う。 

 （イ）給水所（拠点）での給水 

    給水所（拠点）での給水は、各家庭において、自ら持参した容器をもって、給水所とな

った施設の各部担当職員、地区の消防団、自主防災組織等の協力を得て行う。 

    なお、自ら容器を持参できない場合は、まず近隣、自主防災組織等に対して、援助・相

互融通を要請し、市による給水活動全体に支障が生じないように留意する。 

 （ウ）医療機関・福祉施設等への給水 

    病院、診療所及び腎人工透析医療施設並びに入院施設を有する助産所、重症心身障害児

施設及び特別養護老人ホーム等の福祉施設及び救護所等への給水は、緊急な要請があった

場合、他に優先して車両等により給水を行う。 

 ウ 仮設給水栓設置による給水 

   断水地域の状況や水道施設の復旧状況によって、消火栓や応急仮配管の活用による応急給

水が可能な場合は、水道部（水道局）、県企業局及び四街道市上下水道部が協力して、次のと

おり応急給水を実施する。 

 （ア）消火栓及び排水栓を活用した応急給水 

    災害のため飲料に適した水が得られず、応急給水の必要がある地域の給水拠点の周辺

で、活用できる消火栓及び排水栓がある場合は仮設給水栓を接続して、応急給水を行う。 

 （イ）応急仮配管による応急給水 

    復旧が長時間を要すると予想される断水地域や、多量の水を必要とする大規模な医療機

関等の断水に対しては、状況に応じて、仮配管を行い、仮設給水栓を設置して、給水を行

う。 

    仮設給水栓の設置場所は、水道部長（水道局長）が区本部長（区長）及び関係機関と協

議し、最も有効に活用できる地点を選定するよう努める。 

 エ その他 

   断水の被害状況に応じ、官公庁保有の船艇による港湾での給水支援の要請を検討する。 
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第２ 食品の供給 

 【調達-市民局、経済農政局供給-各区、関東農政局（農林水産省農産局長）、市薬剤師会、協定

締結事業者、農協、その他米穀・食品関連業者、交通輸送業者】 

 

対
策
の
あ
ら
ま
し 

この項では、災害により自宅で炊飯等が不可能になった市民に応急的な炊き出しを行

ったり、あるいは住家の被害を受けたため一時縁故先等へ避難する市民に対して、食品

の供給を実施するための役割分担、手順等について、そのあらましをあげる。 

 なお、災害により食品の配給・販売機構等がマヒし、応急的な食品の供給活動を行う必

要があると認めた場合についても、この計画により行う。 

 

１ 食品の供給実施の決定 

（１）供給実施の決定者 

   本部長（市長）又はその補助執行機関としての区本部長（区長）は、災害により、避難所に

収容され、又は食品や調理のための手段を失い、近隣の援助だけでは対応できない市民が、あ

る程度の人数の規模で発生し、相当程度の期間、その状態が継続すると判断された場合に食品

の供給の実施を決定する。 

   市に災害救助法を適用した場合は、千葉市災害救助法施行細則に規定する救助の程度、方法

及び期間（一般基準）の範囲において救助（食品の給与等）を実施し、一般基準での救助が困

難なときは、本部長（市長）は、内閣総理大臣に特別基準の設定について協議する。また、本

市を含む複数の県内市町村に災害救助法が適用された場合は、「千葉県災害救助資源配分計画」

に基づき、県の連絡調整の下、救助を実施する。なお、災害救助法による「食品の給与」の実

施期間は、災害発生の日から７日以内となるが、内閣総理大臣の承認により期限を延長するこ

とができる。 

   なお、市限りにおいて処理不可能な場合は、近接市町、県、国その他関係機関の応援を得て

実施する。 

 

（２）供給対象者 

   応急食品の実施の対象者は、次のとおりとする。 

 ア 避難所に収容された者 

 イ 住家の被害が全焼、全壊、流失、半焼、半壊又は床上浸水等であって炊事のできない者 

 ウ 住家に被害を受け、一時縁故先等へ避難する者（※1） 

 エ 旅行者・滞在者・通勤通学者で他に食品を得る手段のない者 

 オ 災害応急対策活動従事者（※2） 

   なお、米穀の供給機構が混乱し、通常の供給が不可能になった場合には、知事の指定を受け

て、被害を受けない市民に対しても米穀等の応急供給を実施する。（※3） 

   （※１）一時縁故先等へ避難する者は、３日分を支給 

   （※２）災害応急対策活動従事者は、災害救助法の実費弁償の対象外 

   （※３）米穀の応急供給は、原則として自主防災組織（又は町内自治会等の市民組織）を   
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単位として、代金と引き替えで行う。 

（３）食品供給の内容 

   応急的に供給する食品は、市が備蓄する保存食（クラッカー・アルファ米）及び他市からの

救援物資又は調達による米穀、食パン、弁当等の主食のほか、必要に応じて、協定締結事業者、

百貨店、スーパー等から梅干し、佃煮等の副食を調達する。 

   また、乳児に対しては、原則として、市が備蓄する粉ミルク及び販売業者等からの調達によ

る粉ミルク（調整粉乳）とする。 

 

２ 需要の把握（被害状況の把握） 

   応急食品の必要数の把握は、経済農政部長（経済農政局長）が、区本部及び関係各部がそれ

ぞれ次により実施したものを総括して行う。 

   なお、把握した食品の必要数（食数）は、直ちに本部事務局長（総務局危機管理部長）を通

じて、本部長（市長）に報告し、本部長（市長）の供給数の決定により、必要数の調達・輸送

を実施する。 

 

－ 必要数の把握の分担 － 

（１）避難所については、区本部（避難所班）がそれぞれ担当の避難所において実

施したものを集計のうえ報告する。 

（２）住宅残留者については、区本部（被災者支援班）が消防部（消防局）その他

の関係各部、関係機関、町会長及び自主防災組織等の市民組織の協力を得て、

実施する。 

（３）災害応急対策活動従事者については、各部及び区本部の協力を得て、総務部

総務班（総務局総務部）が実施する。 

 

３ 食品の確保 

（１）市の食品確保体制 

   食品の確保は、経済農政部長（経済農政局長）が、本部長（市長）の指示又は区本部長（区

長）の要請に基づき、以下のとおり行う。 

 ア クラッカー及びアルファ米については、市の備蓄品を使用する。 

 イ 梅干し、佃煮等の副食については、協定締結事業者から、調整粉乳については、協定締結業

者及び市薬剤師会、薬局等の粉ミルク販売取り扱い業者からそれぞれ緊急調達するものとする。 

（２）県からの米穀等調達 

   米穀の調達は、県知事に対し割当申請を行い、その指示を受けて、市内卸売業者若しくは

小売販売業者から調達する。 

（３）救援物資の受入れ 

   市民部長（市民局長）は、他市町村等からの救援物資を集積場所に保管する。 

（４）農林水産省への要請 

   政府所有米穀の調達については、必要があるときは、県を通じて（連絡がとれないときに

は直接）、農林水産省農産局長に必要な措置を講じることを要請する。 
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 ア 県に要請する場合 

   県の農林水産部から農林水産省政策統括官に要請し、売買契約を締結後、受託事業体から

引き渡される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 イ 農林水産省に直接要請する場合 

   農林水産省政策統括官に直接要請した場合、必ず県に報告する。県はこれを受けて農林水

産省政策統括官と売買契約をする。 

 

 

 

 

 

 

  

り災者 千葉市 農林水産部

（県） 

⑦支給 

委託事業体 
農林水産省 

政策統括官 

②連絡 
③災害救助用米穀
の引渡要請書提出 

④売買契約 

①要請 

⑥引渡し 
（知事又は知事が
指定する引取人） 

 

⑤引渡指示 

り災者 千葉市 

②報告 

農林水産部

（県） 

⑦引渡し 
（知事又は知事が
指定する引取人） 

 

委託事業体 
⑥引渡指示 

農林水産省 

政策統括官 

③連絡 
④災害救助用 
米穀の引渡 
要請書提出 

⑤売買契約 
①直接 
要請 

⑧支給 
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４ 食品供給活動の実施 

（１）食品等の供給システム 

 

 

 

（２）食品の輸送 

食品供給に関する輸送業務は本章第１１節「緊急輸送体制」による。 

 

 

輸   送（財政部） 

必
要
物
資
要
請 

他市町村等 

救援物資 

集積場所 

（市民部） 

受入れ 

事業者等 

調達物資 

（経済農政部） 

調

達 

備蓄物資 

（区本部等） 

配  分 

輸  送 

（財政部） 

避 難 所 等 

供給 

 

被 災 者 住 民 等 

調   整 

（経済農政部） 

物の流れ 

 

情報の流れ（物資の要請等） 
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（３）食品等の集積場所 

 ア 食品等の集積場所（保管場所）は、本章第１１節「緊急輸送体制」第２「集積場所」によ

る。 

 イ 市民部長（市民局長）は、集積場所における食品等救援物資の受入れ･区分け･在庫管理・

積み込み等を行う。 

 

（４）食品の供給活動の実施 

 ア 供給食品 

   供給する食品は、災害発生第１～３日目は、１日あたりクラッカー１食及びアルファ米１食

の計２食を基本とする。ただし、第２日目以降は、他市からの救援物資又は調達物資の状況に

応じ、米飯の炊き出し又は弁当・食パン等による供給も行う。また、乳幼児に対しては、調整

粉乳又は大人と同等とし、特に栄養支援の配慮に努める。 

 イ 供給基準 

 （ア）クラッカー    １食あたり 100 ｇ以内 

 （イ）アルファ米    １食あたり 100 ｇ 

 （ウ）米穀       １食あたり精米 200ｇ以内 （※1、※2） 

 （エ）食パン      １日あたり 200ｇ（約半斤）以内 

 （オ）調整粉乳     乳児１日あたり 115ｇ以内（１回 23ｇ 5回分） 

             幼児１日あたり 78ｇ以内（１回 23ｇ 3回分） 

 （※１）ただし、通常の配給ができない場合の配給については、１日あたり米穀（精米換算）  

400g以内とする。 

 （※２）ただし、救助作業に従事する場合にあっては、米穀（精米換算）１食あたり 300ｇ以内

とする。 

 ウ 炊き出しの実施 

   炊き出しは、市内小学校の調理室・家庭科室等を利用し区本部避難所班が行うが、必要に応

じて、日赤奉仕団、町内自治会、自主防災組織及び民間業者等に協力を依頼する。 

 エ 供給活動を実施する範囲 

   供給活動を実施する範囲は、各小学校の学区内を基準とするが、災害の実情により区本部長

（区長）が調整する。 

 オ 供給への配慮 

 （ア）食品を配布する際は避難者数を正確に把握して、不足や重複がないよう公平な供給に努め

る。 

    なお、要配慮者に対しては優先的に供給する。 

 （イ）避難者に対して、公平に供給されるよう相互に協力を求める。 

 （ウ）アレルギー疾患者（児）への対応として、アレルゲンが除去された食品を確保し、他の食

品とは分けて供給する。 

 カ 在宅避難者等への供給 

   住居の被害で炊事ができない在宅避難者、またはやむを得ず指定避難所に滞在することがで
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きない車中泊等の被災者への食品の供給は、開設された避難所にて名簿の登録を行い、登録を

した避難所にて供給を行うことを基本とする。 

   なお、在宅の要配慮者で、避難所へ行くことが困難な者については、町内自治会、自主防災

組織等の協力を得ながら、巡回供給に努める。 

 

（５）局所的災害の場合の対応 

   被災地域・規模が限定され、単独区のみ災害対策本部が設置された場合等において、当該区

内の備蓄食料のみで対応可能なときは、前記「食品等の供給システム」によらず、区本部長の

判断により、直接、自区内の備蓄食料を避難所等へ供給できるものとする。 

 

 

第３ 生活必需品の供給 

 【調達-市民局、経済農政局供給-各区、日本赤十字社千葉県支部、協定締結事業者、デパート・

スーパー等卸小売業者、交通輸送業者】 

 

対
策
の
あ
ら
ま
し 

この項では、災害により被服、寝具その他の衣料品及び生活必需品を喪失又はき損し、

日常生活を営むことが困難である市民に対し、一時の急場をしのぐ程度の被服、寝具そ

の他の衣料品及び生活必需品を供給又は貸与するための役割分担、手順等について、そ

のあらましをあげる。 

 

１ 供給実施の決定 

（１）供給実施の決定者 

   災害救助法の適用の有無にかかわらず、本部長（市長）又はその補助執行機関としての区本

部長（区長）は、必要と認めた場合、生活必需品供給の実施を決定する。 

   ただし、市限りにおいて処理不可能な場合は、近接市町、県、国その他関係機関の応援を得

て実施する。 

   なお、市に災害救助法を適用した場合は、千葉市災害救助法施行細則に規定する救助の程度、

方法及び期間（一般基準）の範囲において救助（生活必需品の給与等）を実施し、一般基準で

の救助が困難なときは、本部長（市長）は、内閣総理大臣に特別基準の設定について協議する。

また、本市を含む複数の県内市町村に災害救助法が適用された場合は、「千葉県災害救助資源

配分計画」に基づき、県の連絡調整の下、救助を実施する。 

 

（２）供給対象者 

   災害対策活動従事者を除き、「食品」の規定に準ずる。 
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（３）応急給付の内容 

 

○寝具   … 毛布・布団等 

○外衣   … 普通着・作業衣・婦人服・子供服等 

○肌着   … シャツ・ズボン下・パンツ等 

○身回り品 … タオル・手拭い等 

○炊事用具 … 鍋・釜・包丁・バケツ等 

○食器   … 茶わん・汁わん・皿・はし・スプーン等 

○日用品  … 石けん・ちり紙・歯ブラシ・歯磨粉等 

○光熱材料 … マッチ・ローソク・プロパンガス等 

 

２ 需要の把握（被害状況の把握） 

   災害対策活動従事者を除き、「食品」の規定に準ずる。 

 

３ 生活必需品の確保 

（１）経済農政部長（経済農政局長）は、本部長（市長）の指示又は区本部長（区長）の要請に

基づき、迅速に市内又は市外の業者から調達するが、市の調達量に不足が生じたとき、又は

調達が困難な時は県に備蓄物資の融通等を要請するものとする。 

（２）市民部長（市民局長）は、他市町村等からの救援物資を集積場所に保管する。 

 

４ 供給活動の実施 

（１）生活必需品の供給システム 

   生活必需品の供給は「食品」の規定に準ずる。 

（２）生活必需品の集積場所（保管場所）及び輸送業務の分担 

   災害対策活動従事者を除き、「食品」の規定に準ずる。 

（３）生活必需品の供給 

 ア 給与（貸与）基準 

   生活必需品の給与（貸与）基準は、災害救助法の範囲内で行う。 

 イ 供給への配慮 

 （ア）生活必需品を配布する際は避難者数を正確に把握して、不足や重複がないよう公平な供

給に努める。なお、要配慮者に対しては優先的に供給する。 

 （イ）避難者に対して、公平に供給されるよう相互に協力を求める。 

 （ウ）生活必需品の品目に応じて、同性の者による対応又は他者へ見えないよう覆いをして供

給するよう配慮に努める。 

 ウ 在宅避難者等への供給 

   住居の被害で生活必需品を喪失又はき損した在宅避難者、またはやむを得ず指定避難所に

滞在することができない車中泊等の被災者への供給は、開設された避難所にて名簿の登録を

行い、登録をした避難所にて供給を行うことを基本とする。なお、在宅の要配慮者で、避難

所へ行くことが困難な者については、町内自治会、自主防災組織等の協力を得ながら、巡回

供給に努める。 
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（４）局所的災害の場合の対応 

   「食品」の規定に準ずる。 

 

 

第４ 救援（支援）物資の対応 

 【総務局危機管理部、市民局、経済農政局】 

  東日本大震災や新潟中越地震では、救援物資が短期間の間に大量に搬入され、集積場所に滞留

して、物資を必要としている被災者の手元に届くまでに時間がかかる等問題が生じている。その

ため、迅速かつ的確に物資が供給できるよう必要な対策を実施する。 

 

１ 救援物資の要請 

   経済農政部長（経済農政局長）は、備蓄・調達による物資供給対応のみでは、物資の不足が

生じると判断した場合、テレビ、ラジオ、新聞等報道機関の協力やホームページを活用して要

請を行う。 

 

２ 要請事項 

（１）必要な救援物資の品目 

（２）救援物資は、原則として、都道府県、市町村単位及び団体からの受入れとし、その形態は、

単品こん包又は類似品種のこん包で、内容・数量が把握できるよう、ラベル表示させる。 

（３）運搬手段は提供側で確保し、原則として指定する物資集配拠点まで輸送する。 

なお、物資の充足による要請の打切り又は品目の変更があれば、その都度情報提供を行う。 

 

３ 救援物資の受入れ 

   市民部長（市民局長）は、救援物資の提供があった場合、集積場所で受け入れる。 

   ※集積場所、物資供給に係る役割分担、集積場所の運営及び物資輸送の要請については、  

第１１節「緊急輸送体制」のとおり 

 

４ 救援物資に対する留意事項 

（１）個人からの支援 

   個人からの物資については、災害発生直後は、原則として受け取らない。 

   個人レベルでの救援物資は量・質ともに不揃いであり、過去の災害では、中古製品、着古し

た着衣や賞味期限が切れてしまった食品などが届いた事例が見受けられた。 

   災害発生直後にこのような物資に対して、多くの人員を割くことは災害対策全体の質を低下

させてしまい、また、最終的に行き場を失い、保管費用や処分費用がかかり逆に復興の妨げに

なってしまうことから「第二の災害」と呼ばれている。 

   しかしながら、救援物資自体は被災者に対する善意の表れであり、市としては感謝する必要

がある。そのため、市としては状況を説明したうえで、個人からは義援金での支援に理解を求
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める。 

 

（２）救援物資要請の終了 

   発災直後の混乱期を過ぎ、ライフラインの回復、道路復旧、仮設住宅への入居等、徐々に都

市機能が回復し、商業ベースの流通が安定したと判断した段階で、要請を終了する。救援物資

は無償の支援であるが、通常の経済活動の回復が最終的に早期の復興に資することに留意しな

ければならない。 

 

（３）プッシュ型支援への対応 

県は、情報の寸断等により、ニーズの把握が困難な状況となる被災地に対して、要請を待た

ずに物資の供給を行う、いわゆる「プッシュ型」支援を想定している。 

 

（４）物資調達・輸送調整等支援システムの活用 

   平成３０年７月豪雨災害における政府の物資支援において、避難所への物資到着状況の把握

や避難所ニーズの集約が困難であったことなどが課題とされ、国・自治体・避難所の担当者が、

これらの情報を一元的に管理・共有できるシステムとして構築・運用されている。大規模な災

害発生のおそれがある場合、事前に物資の輸送拠点の管理者の連絡先や開設手続きを関係者間

で共有し、備蓄物資の提供を含め速やかな物資支援に努める。 

 

第５ 災害時保育の実施 

 【こども未来局、民間保育施設】 

対
策
の
あ
ら
ま
し 

災害発生時、保育所（園）・認定こども園等（以下「保育所（園）」という）は、児童の安全の確

保に最大限努めるとともに、一刻も早い災害復旧と社会経済活動の継続のため、段階的に災害時

保育を実施し、全所（園）での早期再開を目指す。 

あわせて、地域の子育て支援拠点として、地域の保護者等への子育て支援に積極的に努めると

ともに、一時的に保育が必要となった児童について、可能な限り受入れに努める。 

 

１ 事前措置 

（１）こども未来局長は、日頃から、本計画の内容を公立保育所（園）職員に周知・徹底するとと

もに、民間事業者に対しても、本計画に基づき同様の対応をとるよう要請する。 

 

（２）保育所（園）長は、災害の発生に備え、予め次のような措置を講じる。 

 ア 施設の立地条件等を考慮し、避難計画を策定するとともに、定期的に避難訓練を実施する。 

 イ 災害時の保護者との連絡方法や児童の受け渡し方法等を定め、保護者に周知するとともに、

市、警察署、消防署等関係機関との連絡体制を確立する。 

 ウ 勤務時間外における職員の所在確認や非常招集の方法、災害の状況に応じた参集体制等を 

定め、職員に周知する。 

 エ 保護者のすぐの引き取りが困難な場合を想定し、一定期間、児童を預かるために必要な、  
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非常食、飲料水等非常用物資を確保する。 

 

２ 災害発生時の対応 

（１）こども未来部長（こども未来局長）は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、保

育所（園）長に対し、災害に関する情報を迅速かつ的確に伝達する。 

 

（２）保育所（園）長は、災害の状況に応じ、適切な緊急避難の措置を講じる。 

 

（３）保育所（園）長は、児童及び職員、施設設備等の被害状況を速やかに確認し、こども未来部

長（こども未来局長）に報告する。 

 

（４）勤務時間外に災害が発生した場合、予め定められた職員は所属保育所（園）に参集し、施設

設備の被害状況や児童及び職員の安否情報の確認・報告など必要な対応を行う。 

 

（５）保育所（園）長は、災害の状況に応じて臨時の職員編成を行うなど、速やかに保育実施のた

めの体制を整えるとともに、職員の確保状況、児童の受入れ可能人数等について、こども未来

部長（こども未来局長）に報告する。 

 

（６）こども未来部長（こども未来局長）は、保育所（園）長に対し、緊急対策に関する情報・指

示を迅速かつ的確に伝達する。 

 

３ 災害時保育の実施 

（１）こども未来部長（こども未来局長）は、各園における被害状況や児童の受入れ可能人数等の

情報に基づき、下記を検討の上、災害時保育の実施方法を決定する。 

 ア ①継続して実施が可能な保育所（園）、②速やかに再開が可能な保育所（園）、③当面の間、

休止する保育所（園）の選定 

 イ 受入れに余裕がある保育所（園）での合同保育の実施 

 ウ 他の公共施設等を使用した保育の実施 

 

（２）保育所（園）の実施状況、再開見込み等について、市ホームページ等で、随時、周知する。 

 

（３）災害発生直後、保育ニーズは一時的に減少するものの、すぐに従前の水準に戻ることが予想

されることから、実施保育所（園）を段階的に増やすとともに、東日本大震災や熊本地震の事

例を踏まえ、概ね１か月以内の全所（園）での保育再開を目指し、被災した施設設備の早期復

旧や職員の確保に努める。 

 

（４）保育の実施にあたり、民間も含め必要な物資が不足する場合、こども未来部長（こども未来

局長）は、関係部長（関係局長）等に対し、物資の確保・調整を要請する。 
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（５）保育の実施にあたり、保育士等必要な職員が不足する場合、こども未来部長（こども未来局

長）は、本部長（市長）、区本部長（区長）等に対し、直近要員職員の保育所への復帰等の調整

を要請するとともに、更に、民間園を含め大幅に人員が不足する場合は、災害時受援計画に基

づき、本部事務局を通して、他自治体へ応援を要請する。 

 

４ 地域の子育て支援の実施 

（１）保育所（園）は、平常時から、地域の子育て支援の拠点としての役割も担っており、災害時

においても、地域の保護者等に対して、保育の専門性を活かした子育て支援を積極的に行う。 

 

（２）在籍児童ではないが、保護者が災害復旧に従事する等の理由で一時的に保育が必要となった

児童について、可能な範囲で受入れに努める。なお、こども未来部長（こども未来局長）は、

受入れが可能な保育所（園）について調整を行い、市ホームページ等で周知する。 

 

５ その他の留意事項 

（１）保育所（園）内における児童の救護は、原則として、看護師等の職員がこれにあたるが、必

要に応じて医療対策本部に対応を要請する。 

 

（２）給食は、原則、実施するよう努めるものとするが、ライフラインの途絶や食材の不足等で実

施が困難な場合は、保護者に対し弁当持参等の協力を依頼する。 

 

（３）本部長（市長）、関係部長（関係局長）等から、被災者への炊き出しについて協力要請があっ

た場合は、児童の保育に支障の無い範囲で可能な限り対応する。 

 

 

第６ 災害相談の実施 

 【市民局、各区、市役所コールセンター、県、警察署、その他ライフライン関係機関】 

 

対
策
の
あ
ら
ま
し 

災害相談は、災害による精神的・物質的打撃から立ち直るための支援の窓口を広く開放するこ

とにより、迅速な応急対策の実施のための情報の流れを円滑にすることを第１のねらいとする。 

また、第２のねらいとして、社会システムの混乱や情報の不足によるパニックの発生を防止し、

社会秩序への信頼を回復し生活再建への着手を促すために行われる。 

この項では、市（区）、県及びその他防災関係機関が行う災害相談について、それぞれの役割分

担、手順等のあらましをあげる。 

 

１ 災害相談窓口の開設 

   市民部長（市民局長）及び区本部長（区長）は、大規模な地震が発生した場合若しくは本

部長（市長）の指示があった場合は、直ちに市役所及び区庁舎１階ロビー等に被災者又はそ

の関係者からの医療救護、交通事情、住宅支援等に関する問い合せの相談に応ずるための、
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災害相談窓口を開設し、相談・問合せ受付業務を実施する。 

 

２ 臨時市民相談所の開設 

   市民部長（市民局長）及び区本部長（区長）は、災害発生による避難が終了した後は、本

部長（市長）の指示又は自らの判断に基づき、避難所又は被災地の交通に便利な地点に市臨

時市民相談所を開設し、被災した市民の相談、要望、苦情などの積極的な聴き取りに努め

る。 

   開設の実施にあたっては、相談事項の速やかな解決を図るため、関係各部及び関係機関の

協力を得るものとする。 

 

３ 県による災害相談 

（１）県庁内に被災者総合相談窓口を設置するとともに、税務、福祉・医療、商工、農林・水

産、土木・都市、教育等の個別相談窓口を設置する。 

 

（２）被災者への相談事業等の展開 

   災害によるショック及び避難生活の長期化へ対応するため被災地及び避難所において専門

家等による相談等の事業を行う。 

 ア 要介護者への巡回相談事業の実施 

 イ 被災児童生徒及び保護者への相談事業の実施 

 

（３）被災者への迅速かつ適切な相談業務を行うため、県各部局及び市町村と緊密な連携を図

る。 

 

４ 防災機関等による災害相談 

（１）各警察署 

   各警察署長は、警察署又は交番その他必要な場所に相談所を開設し、警察関係の相談業務

にあたる。 

 ア 警察署又は交番その他必要な場所に臨時相談所を設置する。 

 イ 相談活動を通じて把握した問題については、組織的対応により迅速な処理をするととも

に、必要により関係機関に連絡して、その活動を促す。 

 

（２）その他防災関係機関 

   本部長（市長）又は区本部長（区長）は、必要に応じて、電気、ガス、水道その他の防災

関係機関に対して、市の災害相談への担当係員の派遣、営業所等における災害相談業務の実

施等について協力を要請する。 

   また、県弁護士会、県行政書士会等関係機関の災害相談受付体制に関する情報の収集・広

報活動に努める。 
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第１４節 要配慮者の対策 

 

第１ 在宅の要配慮者の対策 

 【総務局、保健福祉局、こども未来局、消防局、教育委員会、各区、市社会福祉協議会、民生    

委員・児童委員、町内自治会、自主防災組織、社会福祉施設】 

 

対
策
の
あ
ら
ま
し 

大規模災害発生時の在宅の高齢者、障害者等については、平常時より在宅福祉サービス等の援

護を受けている者に加え、災害により家族や近隣の援護を失って自宅に取り残されたり、あるい

は生活に支障が生じることなどにより、新たな要配慮者が発生する。これら在宅の要配慮者の対

策を、発災直後より、各段階におけるニーズにあわせ的確に講じる。 

 

１ 避難行動要支援者の避難支援等 

   避難行動要支援者は、災害発生時に必要な情報を素早く的確に把握して、自らを守るために

安全な場所に避難するなどの一連の行動をとることが難しく、避難支援等を必要とする。 

   避難支援等は、大きく情報伝達、安否確認、避難支援の３つの類型に分類できる。 

   ・情報伝達…災害情報の把握に支援が必要な方に対し、高齢者等避難などの情報提供を行

う。 

   ・安否確認…災害時に安否の確認がとれない方に対し、直接本人を訪ねて安否確認を行

う。 

   ・避難支援…自分ひとりや家族の支援のみでは避難が困難な方に対し、避難所までの移動

を支援する。 

   総務部長（総務局長）、保健福祉部長（保健福祉局長）、こども未来部長（こども未来局長）

及び区本部長（区長）は連携を図り、災害が発生し、または災害が発生するおそれがある場合

において、避難行動要支援者名簿の活用や、市社会福祉協議会、民生委員・児童委員、町内自

治会、自主防災組織、消防局、消防団や、千葉県警察等と連携して、居宅に取り残された避難

行動要支援者の避難支援等にあたる。 

   避難支援等については、要配慮者対策を重点的に具体化した個別計画である「千葉市災害時

要配慮者支援計画」による。 

 

 

２ 避難支援等の留意事項 

   避難支援等は町内自治会や自主防災組織等によって、以下の事項に留意して行う。 

（１）避難経路は、できる限り危険な橋、堤防、その他新たに災害発生（二次災害）のおそれの

ある場所を避け、安全な経路を選定すること。この場合、なるべく身体壮健者、その他適当

な者に依頼して避難者の誘導措置を講ずること。 

 

（２）危険な場所には、表示、なわ張りを行うほか、状況により誘導員を配置すること。 
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（３）状況により、高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦等は適当な場所に集合させ、車両による輸

送を行うこと。この場合、ロープ等の資材を利用して輸送途中の安全を期すること。 

 

（４）避難誘導は、収容先での救助物資の配給等を考慮し、できれば町内自治会等の単位で行う

こと。 

 

（５）高齢者、障害者等の避難行動要支援者については、その状態や特性に応じた適切な避難誘

導を行うこと。 

 

（６）避難支援等関係者の避難支援等にあたっては、避難支援等関係者本人又はその家族等の生

命及び身体の安全を守ることを大前提とすること。 

 

３ 避難所における要配慮者への対応 

   市は、指定避難所等での生活が困難な要配慮者に対する支援として「千葉市災害時要配慮者

支援計画」に定めるとおり、福祉避難所（福祉避難室及び拠点的福祉避難所）を開設する。福

祉避難所開設後は、関係機関及び各避難所に開設済の福祉避難所を周知する。 

   市は、要配慮者対策を重点的に具体化した個別計画である「千葉市災害時要配慮者支援計

画」により対応する。また、千葉県災害福祉支援チーム（ＤＷＡＴ）の受入れ等も検討し、

必要に応じて千葉県へ要請を行う。 

   また、市に災害救助法を適用した場合は、千葉市災害救助法施行細則に規定する救助の程

度、方法及び期間（一般基準）の範囲において救助（福祉避難所の設置）を実施し、一般基

準での救助が困難なときは、本部長（市長）は、内閣総理大臣に特別基準の設定について協

議する。また、本市を含む複数の県内市町村に災害救助法が適用された場合は、「千葉県災害

救助資源配分計画」に基づき、県の連絡調整の下、救助を実施する。 

 

福祉避難所の概要 

種別 対象者 場所 

福
祉
避
難
所 

福祉避難室 

専門性の高いサービスは必要と

しないものの、通常の避難所では

避難生活に困難が生じる避難者 

避難所が学校の場合は保健室以

外の部屋、その他の施設の場合は

避難所事務所の近くにある部屋 

拠点的福祉避難所 

緊急の入院加療等を必要としな

いものの、より専門性の高いサー

ビスを必要とする避難者 

高齢者施設や障害者施設のう

ち、その施設管理者から同意を得

られ、市と協定を結んだ施設をあ

らかじめ指定 

※拠点的福祉避難所への移送は、

親族及び保護者などが避難所従事

者の協力を得て行う。 
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第２ 社会福祉施設の対策 

 【保健福祉局、こども未来局、各区、施設所管局、市社会福祉協議会、民生委員・児童委員、    

町内自治会】 

 

対
策
の
あ
ら
ま
し 

社会福祉施設には自宅での介護が困難な人が入所又は通所していることから、災害発生時にお

いても、継続した施設援護サービスが提供できるよう、当該施設はもとより他の施設への移送等

も含め適切な対策を講じるものとする。 

比較的に被害が少なかった施設等においては、他の施設での援護が困難となった者や災害によ

り新たに援護が必要となった者の受入れを積極的に行う。 

 また、施設の持つ機能を最大限に発揮し、「千葉市災害時要配慮者支援計画」に基づく拠点的福

祉避難所として協力するなど、近隣地域における要配慮者に対しても適切な支援を講じる。 

 

 

１ 施設における初動対策 

   各施設の長は、施設ごとに定められている「防災計画」に基づき、保健福祉部長（保健福

祉局長）等と調整を図りながら、当該施設並びにその入所者及び通所者について、次のよう

な対策を講じるものとする。 

（１）建物、設備、備品等に関わる被害状況の把握と保健福祉部長（保健福祉局長）への報告 

（２）入所者及び通所者の安全確保と他施設への受入れ要請 

（３）応援職員及びボランティアの派遣要請 

 

２ 緊急受入れ対策 

   各施設の長は、当該施設の入所者及び通所者の処遇の継続を確保した後、さらに施設とし

て要配慮者の受入れが可能な場合は、保健福祉部長（保健福祉局長）等と調整を図りなが

ら、拠点的福祉避難所として協力するため、次のような対策を講じるものとする。 

（１）当該施設における受入れ可能人員の把握と保健福祉部長（保健福祉局長）への報告 

（２）受入れのための体制整備 

 ア 設備、備品等の確保 

 イ 生活必需物資等の確保 

 ウ 応援職員及びボランティアの派遣要請 

   また、拠点的福祉避難所として市と協定を結んでない施設とは、今後とも協定締結に努め

ていく。 

 

３ 近隣地域での支援対策 

   各施設の長は、施設内での援護活動を実施するほか、近隣地域との協力のもとに、保健福

祉部長（保健福祉局長）等と調整を図りながら、施設の持つ設備、備品、人材等を活用し、

可能な限り地域における被災者の支援を行う。 
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第３ 日本語の理解が十分ではない外国人等への対応 

 【総務局、保健福祉局、市国際交流協会】 

 

対
策
の
あ
ら
ま
し 

日本語の理解が十分ではない外国人等は、災害時において、日本語の情報を理解できないほか、

地理的不案内、生活習慣の違いなどのため適切な行動を取ることが困難な場合がある。 

そのため、災害時には、千葉市国際交流協会やボランティア等の協力を得て外国語による情報

提供等を行い、外国人等の安全を図る必要がある。 

 

１ 千葉市災害時外国人支援センターの設置・運営 

   総務部長（総務局長）は、災害時における外国人の支援を円滑に行うため、千葉市国際交

流協会に、千葉市災害時外国人支援センターの設置・運営を要請する。 

２ 通訳の確保 

   総務部長（総務局長）は、日本語の理解が十分ではない外国人等の安全を期するため、保

健福祉部長（保健福祉局長）と協力し、ボランティアを含む通訳者の確保を図る。 

３ 情報の提供 

   総務部長（総務局長）は、千葉市国際交流協会等の外国人等に関するコミュニティ団体等

に対し情報の提供を行い、外国語版の広報資料の発行等を行う。 

４ 語学ボランティアの派遣 

   援助を必要としている避難所等へ千葉市国際交流協会に登録されている語学ボランティア

を派遣する。 

  



第１章 地震対策計画 第１５節 住宅対策 

                    地 - 162 - 

第１５節 住宅対策 

 【都市局、各区、県、（一社）千葉市建設業協会、プレハブ建築協会、千葉県建設業協会、全

国木造建設事業協会、千葉県宅地建物取引業協会、全日本不動産協会、全国賃貸住宅経営者協会

連合会、全国賃貸住宅経営者協会連合会千葉県支部】 

 

第１ 応急仮設住宅の供給 

  災害により住家が滅失した被災者のうち、自らの資力では住宅を確保出来ない者に対し応急

に住宅を提供し一時的な居住の安定を図る。 

  市営住宅や借上げ型の応急仮設住宅への一時入居を行っても供給が不足する場合、建設型の

応急仮設住宅により対応する。 

  また、市に災害救助法を適用した場合は、千葉市災害救助法施行細則に規定する救助の程度、

方法及び期間（一般基準）の範囲において救助（応急仮設住宅の供与）を実施し、一般基準で

の救助が困難なときは、本部長（市長）は、内閣総理大臣に特別基準の設定について協議する。

また、本市を含む複数の県内市町村に災害救助法が適用された場合は、「千葉県災害救助資源配

分計画」に基づき、県の連絡調整の下、救助を実施する。 

１ 市営住宅等の活用 

   空家の数や設備を調査し、応急仮設住宅として活用できる住宅を提供する。 

   協定締結先（県内市町村）の提供可能戸数についても調査を行う。 

 

２ 借上げによる応急仮設住宅 

   災害救助法が適用された後に協力団体への協力要請を行い、協力団体の受諾後、入居募集を

開始する。入居を希望する被災者から申込に必要な書類を受け付け、民間賃貸住宅の借上げを

行う。 

 

３ 建設による応急仮設住宅 

   建設による応急仮設住宅の戸数は、区本部長（区長）の意見を聞いて本部長（市長）が決定

する。 

（１）大規模地震発災直後の戸数 

   全壊・大規模半壊住宅数の 10％を目安とする。 

（２）大規模地震発災から２週間目以降の戸数 

   避難所にいる被災者へのヒアリング調査や市営住宅、借上げによる応急仮設住宅の受付 

状況などにより、戸数を算定する。 

（３）建設地の選定 

   応急仮設住宅の建設地は、あらかじめ選定された建設予定候補地の中から以下の条件を考

慮し、現況を調査したうえで選定する。 
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－ 建設地の条件 － 

（１）浸水、がけ崩れ等の危険がないこと 

（２）飲料水等が得やすく、保健衛生上良好なこと 

（３）り災者の従前居住地に近いこと 

（４）交通の便がよいこと 

（５）公有地であること 

（６）敷地が広大であること 

 

（４）応急仮設住宅の建設 

   建設予定地の現況調査の結果を基に「応急仮設住宅建設計画書」を策定し本部長（市長）

へ報告の上、協力団体から建設業者の斡旋を受け、建設をする。 

（５）応急仮設住宅の解体・撤去 

   応急仮設住宅の供与が終了した場合、その解体及び撤去を行う。 

 

４ 協定締結先管理住宅等の利用 

   被災者用住宅等の供与につき、協定を締結している関係機関や民間事業者等に対し、支援

の要請をする。市は、関係機関や民間事業者等と被災者用住宅等の供与につき、協定の締結

を進める。 

 

第２ 応急仮設住宅への入居 

 

１ 入居者資格 

   以下の事項すべてに該当する被災者とする。 

（１）住家が全焼、全壊又は流失した者で、居住する住家がない者 

（２）自らの資力では、住宅を確保できない者 

（３）被災時に千葉市に居住していた者（住民登録の有無は問わない。） 

 

２ 選定の方法 

   建築班（都市局建築部）は、あらかじめ入居者の選定方法を作成しておき、区本部（各区）

が作成した応募者リストに基づいて入居者を選定する。また、選定にあたっては、次の者を優

先する。 

（１）特定の資産のない高齢者、障害者、一人親世帯 

（２）乳児（3歳以下）のいる世帯、妊婦のいる世帯、18歳未満の子供が3人以上いる世帯 

（３）病弱者等のいる世帯、被保護世帯並びに要保護世帯 

 

３ 入居 

   建築班（都市局建築部）は、仮設住宅への入居が円滑に進むよう区本部長（区長）及び関

係各部長（各局長）と調整するものとする。 
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第３ 応急仮設住宅の管理 

 

１ 管理 

   建設した応急仮設住宅の管理は、建築班（都市局建築部）が行う。建築班（都市局建築部）

は、入居者台帳等を整備し入退去の管理を行う。 

 

２ 生活支援 

   区本部長（区長）は、入居者台帳に基づき関係各部長（各局長）と連携し生活支援を行う。 

 

３ 恒久住宅への移行支援 

   建築班（都市局建築部）は、区本部長（区長）と協力し入居者が供与期間内で退去できる

よう、恒久住宅への移行支援を行う。 

 

 

第４ 被災住宅の応急修理 

 

   被災住宅の応急修理の実施は、災害救助法が適用された場合に本部長（市長）が実施する

ものとする。都市部長（都市局長）は、直ちに住宅の応急修理実施に必要な体制を整え事務

にあたる。また、市に災害救助法を適用した場合は、千葉市災害救助法施行細則に規定する

救助の程度、方法及び期間（一般基準）の範囲において救助（住宅の応急修理）を実施し、

一般基準での救助が困難なときは、本部長（市長）は、内閣総理大臣に特別基準の設定につ

いて協議する。また、本市を含む複数の県内市町村に災害救助法が適用された場合は、「千葉

県災害救助資源配分計画」に基づき、救助を実施する。 

   なお、市の体制のみにおいて処理不可能な場合は、近接市町、県、国その他関係機関の応

援を得て実施する。 

１ 被災住宅の応急修理 

（１）日常生活に必要な最小限度の部分の修理 

 ア 対象者 

   災害のため住家が半壊（焼）・準半壊し、自らの資力では応急修理をすることができない者

や、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な程度に住家が半壊した者。 

 イ 応急修理の給付内容 

   応急修理は、居室、炊事場、便所などの日常生活に必要な最小限度の部分について、実施

（給付）するものとする。 

   修理に要する費用の限度は、災害救助法の定めるところによる。 

 

   ※災害救助法による災害救助基準（資料 8-1） 

 ウ 期間 

   応急修理は、原則として災害発生の日から３ケ月以内に完了するものとする。また、国の

災害対策本部が設置された災害においては６ケ月以内に完了するものとする。なお、期限内
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の実施が困難な場合は内閣総理大臣へ協議する。 

（２）住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理 

 ア 対象者 

  災害のため住家が半壊（焼）又はこれに準ずる程度の損傷を受け、雨水の浸入等を放置すれ

ば住家の被害が拡大するおそれがある者 

 イ 応急修理の内容 

  応急修理は、住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理が必要な部分について、実施

（給付）するものとする。 

  修理に要する費用の限度が、災害救助法の定めるところによる。 

 ※災害救助法による災害救助基準（資料 8-1） 

 ウ 期間 

  応急修理は、原則として災害発生の日から 10日以内に完了するものとする。なお、期限内の

実施が困難な場合は内閣総理大臣へ協議する。 

２ 市営住宅の応急修理 

   既設の市営住宅又は付帯施設が災害により著しく損傷を受けた場合は、市民が当面の日常 

生活を営むことができるよう応急修理を次のとおり実施する。 

（１）市営住宅又は付帯施設の被害状況は、建築班（都市局建築部）が早急に調査を行う。 

（２）市営住宅又は付帯施設のうち危険箇所については、応急保安措置を実施するとともに、 

危険防止のため市民に周知を図る。 

（３）市営住宅の応急修理は、屋根、居室、炊事場、便所等の日常生活に欠くことができない 

部分のみを対象とし、修理の必要度の高い住宅から実施する。 

   ※災害救助法による救助の程度、方法及び期間（資料 8-1） 

 

 

第５ 被災建築物の応急危険度判定の実施 

 

  地震直後の建築物の倒壊、落下物等による二次災害から市民の安全を確保するため、速やか

に被災建築物の応急危険度判定を実施する。 

（１）被災により多数の建築物に被害が生じたときは、速やかに判定実施計画を策定するととも

に、県と協力し判定に必要な資機材等の準備を行う。 

（２）被災建築物応急危険度判定士の派遣を県に要請するとともに、執務スペースの確保等受入

れの準備を行う。 

（３）判定を実施するときは、市民に対し判定実施地域、判定の趣旨、作業の概要等をチラシ等

により周知を図る。 

（４）危険度判定は、危険、要注意、調査済の３区分で行い、判定結果については被災建築物に

表示し、使用者等に注意を促す。 
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第６ 被災宅地の危険度判定の実施 

 

  地震又は降雨等の災害により、宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合に、被害の発生状況

を迅速かつ的確に把握し、二次災害を軽減、防止し、市民の安全の確保を図るため、被災宅地

危険度判定士を活用し、被災宅地の危険度判定（以下「危険度判定」という。）を実施する。 

  危険度判定にあたっては「被災宅地危険度判定実施要綱（被災宅地危険度判定連絡協議会）」

等により実施する。 

 

 

第７ り災証明書の交付 

 

  本部長（市長）は、各種の支援措置が早期に実施されるよう、災害発生後早期にり災証明書の

交付体制を確立し、被災者から申請があった場合、遅滞なく交付する。 

  詳しくは、共通編第 3章を参照する。 
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第１６節 環境対策等 

 

 市は災害廃棄物対策組織として、必要に応じ総務、し尿処理、ごみ処理及びがれき処理に関する

各担当を置き、被害状況を把握する。また、国、県、他の市町村、関係団体等と連携を図りながら、

必要に応じ広域処理を行う等により災害廃棄物の適正かつ円滑・迅速な処理に当たる。 

 

 

第１ 障害物の処理 

 【環境局、都市局、建設局、消防局、警察署、道路管理者、千葉土木事務所、（一社）千葉市建設

業協会、土木建設業者、市下水管路維持協同組合、市指定排水設備工事業者】 

 

障 害 物 の 処 理 
  

住 宅 関 係 障 害 物 の 処 理 
  

 
    

 

 

 
（ 都 市 部 担 当 ） 

 
   

 
河 川 等 関 係 障 害 物 の 処 理 

 
    

 
（ 建 設 部 担 当 ） 

 
   

 
道 路 上 の 障 害 物 の 処 理 

 
( ※地-186 参照   

 
（ 建 設 部 ・ 国 担 当 ） 

 
   

 
救助等のための障害物の処理 

  
※地-70参照 

 

   

 

（ 消 防 部 ・ 警 察 署 担 当 ） 

   

 処 理 し た 障 害 物 の 仮 置 場 ※地-167 参照 

 （環境部担当）   

  最 終 処 分 場  

 

１ 住宅関係障害物の処理 

（１）実施者 

   災害救助法の適用の有無にかかわらず、本部長（市長）が必要と認めたとき、障害物処理

の実施を決定する。 

   なお、市限りにおいて処理不可能な場合は、近接市町、県、国その他関係機関の応援を得

て実施する。 

 

（２）処理すべき対象 

   処理すべき障害物とは、住家及びその周辺に運びこまれた土石、竹木等の障害物又は建物
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等の倒壊により発生した障害物であり、次の条件に該当するものとする。 

－ 処理すべき対象となる住家の障害物 － 

ア 障害物のため当面の日常生活が営み得ない状態にあること 

イ 障害物が居間、炊事場等日常生活に欠くことのできない場所に運び

こまれたもの、又は出入りが困難な状態であること 

ウ 自らの資力で障害物の処理ができないもの 

エ 半壊又は床上浸水した住家 

オ 原則として、当該災害により直接被害を受けたもの 

 

（３）処理の実施 

   災害救助法の適用の有無にかかわらず、都市部長（都市局長）は、本部長（市長）の指示

に基づき、区本部長（区長）の意見及び周囲の状況を考慮して、優先度の高い箇所を指定

し、区本部及び関係各部（局）、（一社）千葉市建設業協会の協力により作業班を編成し実施す

る。 

   また、市に災害救助法を適用した場合は、千葉市災害救助法施行細則に規定する救助の程

度、方法及び期間（一般基準）の範囲において救助（障害物の除去）を実施し、一般基準で

の救助が困難なときは、本部長（市長）は、内閣総理大臣に特別基準の設定について協議す

る。また、本市を含む複数の県内市町村に災害救助法が適用された場合は、「千葉県災害救助

資源配分計画」に基づき、救助を実施する。 

－災害救助法が適用された場合の障害物の処理－ （ア）市は、処理対象戸数及び所在を調査す

る。 

 （イ）処理作業は、市が保有する器具・機械を使用して市が行う。 

 （ウ）労力、機械等が不足する場合は、県（千葉土木事務所）に要請し、隣接市からの派遣を

求め、さらに不足する場合は、市内の土木業者等から資器材・労力等の提供を求める。 

 （エ）支出できる費用は、ロープ、スコップ、その他処理のため必要な機械器具等の借上費、

輸送費及び人件費とし、１世帯あたりに要する限度額は、災害救助法の定めるところによ

る。 

 （オ）実施期間は、災害発生の日から 10日以内に完了する。 

   なお、期限内の実施が困難な場合は内閣総理大臣へ協議する。 

（４）作業上の留意事項 

   処理作業を実施するにあたっては、以下の点について、十分留意して行うものとする。 

 

－ 処理作業上の留意事項 － 

ア 他の所有者の敷地内で作業が必要なときは、可能な限り、管理者、

所有者の同意を得る。 

イ 処理作業は、緊急やむを得ない場合を除き、再度の輸送や事後の支

障の生じないよう配慮して行う。 

ウ 障害物の集積場所については、廃棄すべきものと保管すべきものと

を明確に区分し、また、収集作業のしやすいよう関係各部と協議し

て、処理作業実施者が決める。 

※災害救助法による救助の程度、方法及び期間（資料 8-1） 
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２ 河川等関係障害物の処理 

   災害時における管内河川、公共下水道・排水路等の機能を確保するため、巡視を行う。 

   特に、橋脚、暗渠流入口及び工事箇所の仮設物等につかえる浮遊物並びに流下浮遊物その

他の障害物の処理作業を区本部・関係各部、関係機関及び（一社）千葉市建設業協会と協力

して実施する。 

   また、下水道管渠
かんきょ

内で流下に支障となる障害物の処理作業を千葉市下水管路維持協同組合

と協力して実施する。 

   ※千葉市域を流下する河川（資料 1-4） 

 

３ 道路関係障害物の処理 

   道路上の障害物の除去は自動車・死体等の特殊なものを除き、道路法第３章第１節「道路管

理者」に規定する道路管理者が行う。 

   特に「緊急輸送道路一次路線」については最優先に実施する。 

 

４ 県及び県内市町村での相互援助協力 

   市は、災害等による大量の廃棄物が発生し、単独での処理が困難な場合には、「災害時等に

おける廃棄物処理施設に係る相互援助細目協定」に基づき相互に援助協力を行う。 

   また、建築物の解体に伴うがれき等の大量発生が予想されることから、「地震等大規模災害

時における災害廃棄物の処理等に関する協定」及び「地震等大規模災害時における被災建物

の解体撤去等に関する協定」に基づき、県を通じて民間事業者の協力を求める。 

 

５ 県による災害廃棄物処理 

   県は、市町村災害廃棄物処理計画策定に関する助言、災害廃棄物処理に関する技術的な助

言、情報処理を行う。なお、甚大な被害を受けた市町村が、自ら災害廃棄物の処理を行うこ

とが困難な場合や、県が一括して処理を行ったほうが円滑かつ迅速に災害廃棄物の処理が行

えると判断される場合は、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 252条の 14の規定に基づ

き、被災市町村が県に災害廃棄物の処理に関する事務の全部または一部を委託し、県が被災

市町村に代わって災害廃棄物の処理を行う。 
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第２ ガレキの処理 

 【環境局、都市局、建設局、（一社）千葉市建設業協会、千葉県解体工事業協同組合、土木建設業

者、解体工事業者、廃棄物処理関係業者、運送業者】 

 

対
策
の
あ
ら
ま
し 

大規模な災害発生により建物等の倒壊・破損・焼失、窓ガラス・屋根瓦等の落下物、倒木・自動

販売機などによりガレキが大量に発生する。 

また、損壊家屋・事業所等の解体時に発生する廃材・コンクリート塊・鉄筋等のガレキも長期に

わたり大量に排出される。 

これらのガレキを速やかに被災地から撤去し、地域の復旧を早める必要がある。（第１次処理対

策） 

そのうえで、再利用・焼却・埋め立て等の処理を行うこととなる。（第２次処理対策） 

この項では、以上の措置を実施し、被災地の復旧に万全を期するための実施手順について定め 

る。 

 

１ ガレキ処理の体制 

   市の総力をあげて、ガレキの被災地からの撤去、搬送、仮置場への搬入等の体制は、次の

とおり行う。 

 

 

（各担当部） 

（原則は所有者であるが、災害の状況に

より関係機関の協力を得て行う。） 

ガレキ処理の体制フローチャート図 

 

公共施設解体 

民間施設解体 

ガレキ仮置場 

最終処分場 

（環境部） 

（環境部） 
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（１）仮置場の選定及び最終処分場の確保 

   ガレキを一時集積するための仮置場を選定する。 

   具体的な選定に際しては、以下に掲げる点に留意する。 

   また、ガレキの最終処分について地区内だけで対応することが困難である場合は、他都市

や民間処分場に協力を要請し、最終処分場の確保を図る。 

 

－ ガレキ仮置場の選定要件 － 

ア 搬入に便利なこと 

イ 中間処理機器等の設置・使用に支障のないこと 

ウ 中長期の使用ができること 

エ 再利用・焼却・埋立て等の搬出に便利なこと 

オ 飛散防止・安全管理が容易であること 

カ 水源や病院、学校等に近接していないこと 

 

（２）搬送ルートの確保 

   大規模な災害時には、交通事情の悪化、特に道路の渋滞等が想定されることから、ガレキ

等の搬送を効率的に行うための搬送ルートを早急に確保する。 

 

２ 第１次処理対策の実施 

（１）仮置場の指定 

   緊急道路確保や解体に伴うガレキを一時集積するための仮置場を指定する。 

（２）ガレキの搬入方法 

   搬入に際しては、資源の再利用及び最終処分容量の減容等を図るため、種別ごとの区分を

徹底する。 

 ア 道路啓開によるガレキ 

 イ 公共施設解体によるガレキ 

 ウ 建築物等解体廃棄物 

   解体業者等の仮置場への搬入は、環境部（環境局）が発行する搬入許可証により行う。 

 （ア）市解体廃棄物 

 （イ）民間解体廃棄物 

 

３ 第２次処理対策の実施 

   仮置場に集積されたガレキの２次処理は、資源の再利用や環境に配慮し行う。 

（１）中間処理の実施 

   資源の再利用及び最終処分場の延命化を図るため、ガレキ仮置場に破砕機等を設置し、 

原則として中間処理を行うとともに、必要に応じ小型焼却炉を設置し焼却する。 

 ア 不燃物の処理 

   コンクリートがら、金属屑などの不燃物は、破砕機等を使用し、再利用しやすいように処

理を行う。 
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 イ 可燃物の処理 

   廃木材等の可燃物については、チップ化するなどし、再利用を図るとともに、可能な限り

焼却処理を行う。 

（２）仮置場からの搬出・処理 

   仮置場に集積されたガレキは、中間処理を行った後、再利用先や焼却施設、最終処分場に

搬出するが、可燃物については災害時相互援助協定等による協力自治体などに焼却処理を依

頼するなどし、仮置場からの早期撤去を図る。 

   ※ガレキの発生量推計方法（「千葉県市町村震災廃棄物処理計画策定指針」） 

（推計式） 

 ガレキの発生量＝①解体棟数×②平均延床面積×③ガレキの発生原単位 

        ＝建物の全壊棟数×１棟あたり平均延床面積×ガレキの発生原単位 

        ＋建物の半壊棟数×１棟あたり平均延床面積×ガレキの発生原単位 

        ＋建物の焼失棟数×１棟あたり平均延床面積×ガレキの発生原単位 

 

構造 
平均延床面積 

（㎡） 

ガレキの発生原単位 

可燃物系（ｔ／㎡） 不燃物系（ｔ／㎡） 

木造 全壊 

102.0 

0.194 0.502 

半壊 0.097 0.251 

焼失 0.0582 0.502 

鉄筋系建物・ 

その他の構造 

全壊 

1156.7 

0.12 0.987 

半壊 0.06 0.4935 

焼失 0.036 0.987 

鉄骨系建物 全壊 

303.7 

0.082 0.63 

半壊 0.041 0.315 

焼失 0.0246 0.63 

 

 

第３ ごみの処理 

 【環境局、委託収集業者、廃棄物処理関係業者、運送業者】 

 

対
策
の
あ
ら
ま
し 

大規模な災害時には、建物等の倒壊・破損・焼失その他により、通常時の収集・処理能力を上回

る大量のごみが市内各地域において、同時多発的に発生する。 

これらの大量のごみは、まず速やかに被災地から除去され地域の環境保全が優先的に確保され

る必要がある。（第１次処理対策） 

そのうえで焼却・埋め立て等の処理を行うこととなる。（第２次処理対策） 

この項では、以上の措置を迅速に実施し、被災地の環境衛生に万全を期するための実施手順に

ついて定める。 
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１ 処理すべき量の推定 

   大規模な災害の発生により、破損した家具・ガラス・陶器類や避難所等から排出される量

及び一般生活上排出される量は、以下の基準により推定し、平常時における処理計画を勘案

して、ごみの処理対策実施のための検討材料とする。 

 

（推計式） 

  粗大ごみの発生量（増加分）＝被害棟数×粗大ごみ発生原単位 

 ＝｛全壊棟数＋（半壊棟数×0.6）｝×粗大ごみ発生原単位 1.03（ｔ／棟） 

      ※「千葉県市町村震災廃棄物処理計画策定指針」 

      ※生活ごみ：平常時と同等とする。 

 

２ ごみ処理体制の確立 

（１）処理施設の機能維持 

   ごみ処理施設の被害状況を把握し、必要に応じ応急復旧措置を講じて、保有処理能力の維

持に努める。 

 

（２）収集体制の確保 

   環境事業所、委託業者及び許可業者等の人員、車両等の稼働状況を把握し、環境部（環境

局）の総力をあげて収集体制を確保する。 

 

（３）作業計画及び処理計画の策定 

   被害状況及び処理すべき量等を検討し、収集・運搬・処理計画を速やかに策定する。 

 

（４）協力要請 

   災害時においては、関係者の協力を得て、効率的なごみ処理体制を確立する。 

 ア 市民・事業者への周知・協力要請 

   災害時の収集体制を周知するとともに、排出方法、排出場所への運搬等について、市民・

事業者の協力を求める。 

   なお、市民等への周知・協力要請は、災害対策本部及び区本部に対し、広報活動を要請し

市の広報により行う。 

 イ 委託業者等への協力要請 

   災害に伴う対応について、委託業者、許可業者及び産業廃棄物処理業者等に協力を要請す

る。 

 ウ 他自治体への協力要請と受入体制 

   協定等に基づく要請等により他自治体等からの協力を得る場合は、宿泊施設等の受入体制

を確保する。 
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３ 第１次処理対策の実施 

（１）ごみの一時集積（仮置場） 

   災害の発生により、通常の経路による収集が困難な場合や短期間でのごみの焼却処分及び

最終処分が困難な場合は、区本部長（区長）の意見等を聴取し、ごみの一時集積場（仮置

場）を指定し被災地域からの搬出を行う。 

 ア 臨時ごみステーションの指定 

   通常の経路による収集が困難な被災地区及び避難所等に臨時ごみステーションを指定す

る。 

   指定にあたっては、安全面や環境面を十分勘案する。 

 イ 仮置場の指定 

   短期間でのごみの焼却処分及び最終処分が困難な場合の一時集積場としてごみの仮置場を

指定する。 

 

（２）一時集積場（仮置場）の選定 

   一時集積場（仮置場）の具体的な選定に際しては、以下に掲げる点に留意する。なお、 

一時集積場（仮置場）については定期的な消毒を行う。 

 

－ 臨時ごみステーションの選定要件 － 

ア 他の応急対策事業に支障のないこと 

イ 環境衛生に支障がないこと 

ウ 市民のごみ排出に支障のないこと 

エ 収集に伴う車両の進入が容易なこと 

オ 市民の自主管理ができること 

 

－ ごみ仮置場の選定要件 － 

ア 搬入に便利なこと 

イ 中間処理機器等の設置・使用に支障のないこと 

ウ 一定の期間、使用ができること 

エ 再利用・焼却・埋立て等の搬出に便利なこと 

オ 飛散防止・安全管理が容易であること 

カ 水源や病院、学校等に近接していないこと 

 

（３）ごみの搬送方法 

   ごみの搬送方法については、環境部（環境局）で作業計画を策定し決定するが、原則とし

て、以下のとおり行う。 

 ア 生ごみ等腐敗しやすい廃棄物 

   臨時ごみステーション等に排出された生ごみ等は、被災地区及び避難所等における防疫

上、特に早急に収集されることが望ましいので、環境部（環境局）は委託業者等の協力を得

て、最優先で収集し、ごみ仮置場に仮置きするか清掃工場へ搬入し焼却処理する。 

 イ 収集できずに道路、空地に置かれたごみ 

   健康福祉・医療衛生班（保健福祉局健康福祉部・医療衛生部）と連携し定期的な消毒を行



第１章 地震対策計画 第１６節 環境対策等 

                    地 - 175 - 

うとともに、直営、委託業者、他都市の応援等の協力を得て、清掃工場又は仮置場に搬送す

る。 

 ウ 被災に伴い発生する壊れた家具、調度品などの一時多量ごみについては、市民・事業者に

対し、ごみ仮置場への直接搬送（業者委託を含む。）の協力を要請する。 

 エ 仮置場への搬入に際しては、後に行う再利用・処理・処分を考慮し、可能な限り分別集積

する。 

 

 

４ 第２次処理対策の実施 

   仮置場に集積されたごみの第２次処理対策は、資源の再利用や環境に配慮し行う。 

（１）中間処理 

   資源の再利用及び最終処分場の延命化を図るため、仮置場に破砕機等の機器を設置し、 

中間処理を行う。 

 

（２）仮置場からの排出・処理 

   ごみ仮置場に集積されたごみは、破砕等の処理をした後、再資源化施設や清掃工場、最終

処分場へ搬出するが、可燃物については、災害時相互援助協定等による協力自治体に焼却処

理を依頼するなどし、仮置場からの早期撤去に努める。 

 

（３）最終処分場の確保 

   災害時におけるごみの最終処分について、地区内だけで対応することが困難である場合

は、他都市や民間処分場等に協力を要請し、最終処分場の確保を図る。 

 

 

第４ し尿の処理 

 【総務局危機管理部、環境局、都市局、建設局、避難所担当職員、避難所運営委員会、し尿収集

許可業者、その他関係業者】 

 

対
策
の
あ
ら
ま
し 

大規模な災害時には、電気や上下水道の機能停止により、通常のし尿収集地域だけでなく、市

内の全域において、市が収集処理しなければならない事態となり、し尿の処理量が増加すると予

想される。 

し尿は、防疫上の観点から、できる限り早急に収集・処理する必要がある。 

環境部長（環境局長）は、収集許可業者とともに必要な体制を確立し、し尿の収集・処理を迅速

に実施する。 

 

１ 既設トイレの利用 

（１）災害後の断水等が発生した場合においても、各家庭や事業所、避難施設等では、施設内の既

設トイレに被害がない場合は、その使用を最優先する。 

 

（２）市民利用施設等の管理者は、施設内のトイレが使用可能な場合は、極力市民に開放する。 
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２ 携帯・簡易トイレの利用 

   指定避難所となる施設で既設トイレが使用できない場合は、既設トイレの便座や個室等を 

活用して、施設に備蓄する携帯トイレや簡易トイレを使用する。 

 

３ マンホールトイレへの仮設トイレの設置及び撤去 

（１）設置 

   大規模な災害が発生しトイレを使用することやし尿の速やかな収集・処理が困難な場合は、

本部長（市長）の指示又は区本部長（区長）の要請に基づき、マンホールトイレへの仮設トイ

レの設置を行い対応する。 

 ア 下水道直結式 

   水源となる非常用井戸等、下水道管の被害状況を確認した後に設置を行う。 

   その際、担当が複数にまたがることから、連携して対応を行う。 

   水源及び下水道に被害があり、汚水管へ流すことができない場合は、簡易便槽等を調達して

使用する。 

 イ 貯留式 

   対象の施設管理者は要請に基づき設置箇所へ行き設置を行う。 

   貯留式については、くみ取りが必要になるので、環境部長（環境局長）に処理の依頼を行う。 

 

（２）撤去 

   下水道及び水道施設の機能が復旧するなど、本部長（市長）又は区本部長（区長）がその必

要がないと認めた段階で撤去作業を行う。 

 

４ 仮設トイレの設置及び撤去 

（１）設置 

   環境部長（環境局長）は、大規模な災害が発生しトイレを使用することやし尿の速やかな収

集・処理が困難な場合は、本部長（市長）の指示又は区本部長（区長）の要請に基づき、備蓄

する簡易トイレ及び調達による貯留式仮設トイレを設置し対応する。 

   設置の箇所は、汲取り処理地域及び下水道使用不可能地域にある次の施設から優先的に設置

する。 

   ※災害用トイレの整備状況（資料 3-11） 

 

－ 仮設トイレ設置を優先する施設等 － 

（１）広域避難場所（避難が長時間に及ぶ場合） 

（２）避難所（避難所内でトイレが不足又は使用不可能な場合） 

（３）その他被災者を収容する施設 

（４）高層集合住宅 

（５）住宅密集地 
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（２）撤去 

   下水道及び水道施設の機能が復旧するなど、本部長（市長）又は区本部長（区長）がその   

必要がないと認めた段階で撤去作業を行う。 

 

５ 処理すべき量の推定 

   大規模な災害発生後に処理すべきし尿の量は、全壊、全焼、流失、床上・床下浸水家屋等

の汲取式便槽のし尿分と、機能が停止した下水道処理区域内の世帯数から排出されるし尿分

の合計とする。 

   以下の基準により推定し、平常時における処理計画を勘案して、し尿の処理対策実施のた

めの検討材料とする。 

 

（推計式） 

  し尿収集必要量 

＝震災時し尿収集必要人数×１日１人平均排出量 

＝（①仮設トイレ必要人数＋②非水洗化区域し尿収集人口）×③１人 1日平均排出量 

      ※「千葉県市町村震災廃棄物処理計画策定指針」 

 

６ し尿処理体制の確立 

（１）処理施設の機能維持 

   し尿処理施設の被害状況を把握し、必要に応じ応急復旧措置を講じて、保有処理能力の維持

に努める。 

 

（２）収集体制の確保 

   収集許可業者の人員、車両等の稼働状況を把握するとともに、他自治体に応援を要請するな

ど、収集体制を確保する。 

 

（３）収集作業計画及び処理計画の策定 

   地区別被害状況及び処理すべき量等を検討し、収集・運搬・処理計画を速やかに策定する。 

 

（４）周知及び協力要請 

   災害時においては、関係者の協力を得て効率的なし尿処理体制を確立する。 

 ア 市民等への周知 

   災害時の収集体制及び下水道処理施設の被害状況並びにその対応について周知する。 

   なお、市民等への告知は、災害対策本部及び区本部に対し、広報活動を要請し市の広報によ

り行う。 

 イ 収集許可業者への協力要請 

   災害に伴う対応について、収集許可業者に協力を要請する。 

 ウ 他自治体への協力要請と受入れ対策 

   協定に基づく要請等により、他自治体からの協力を得る場合は、宿泊施設等の受入れ体制を
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確保する。 

 

７ 収集・処理対策の実施 

（１）軽微な被災地域の対応 

   被害の状況に応じて、とりあえずの措置として、貯留槽、便池等内の２～３割程度のくみ取

りとし、各戸の当面の使用を可能にする方法をとる。 

 

（２）下水道処理区域の対応 

   下水処理施設の処理機能が確認された場合は、収集時に最寄りの汚水マンホール等から直接

投入する。 

 

（３）し尿処理施設 

   原則として、受入・前処理は市衛生センターで行い、前処理後は、南部浄化センターで処理

する。 

 

（４）緊急貯留対策 

   施設の復旧や広域処理に対応するため、一時貯留施設として大型タンクローリーを設置する。 

 

（５）広域的処理対策 

   本市処理施設のみでの処理が困難な場合には、相互援助協定等による処理受入自治体へ搬送

し、処理を行う。 

 

 

第５ 防疫・保健衛生 

 【保健福祉局、都市局、千葉県警察本部及び警察署､自衛隊､市医師会､市薬剤師会､薬業会等関係

業者､（公社）千葉県獣医師会開業部会千葉支部】 

 

対
策
の
あ
ら
ま
し 

大規模な地震や風水害の発生時には、水道の断水、家屋の浸水、あふれた汚水等により感染症

が発生するおそれがある。 

また、ガス・電気等の熱エネルギーの供給が停止した場合には、食中毒の発生が懸念される。 

防疫・保健衛生対策は、地震等の発生に伴う二次災害としての感染症の防止、食中毒等の発生

予防のために行う。 

加えて、逸走した動物による人への危害防止などの必要な措置を講じる。 

市が行う防疫・保健衛生活動は、保健福祉部長（保健福祉局長）が関係各部長（各局長）及び関

係機関と連携し、全体の統轄事務を担当して実施する。 

 

１ 作業班の編成 

（１）保健福祉部長（保健福祉局長）は、被災地の防疫措置を迅速かつ強力に実施し、感染症疾患、

食中毒の発生等を未然に防止するため、防疫、食品衛生の監視や動物救護活動等に関する各作

業班を編成する。 
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（２）各作業班の構成は、災害の状況に応じて、そのつど保健福祉部長（保健福祉局長）が決定す

る。 

 

２ 防疫・保健衛生活動の実施 

（１）全体統轄 

 ア 保健福祉部長（保健福祉局長）は、区本部及び医療救護班からの通報、避難所・被災地等

からの通報等により、災害発生時の感染症・食中毒等の発生状況を把握する。併せて青葉病

院の隔離病床収容力を確認する。 

 イ 感染症が発生したときは、患者を隔離・搬送するとともに、搬送後、速やかに本部長 

（市長）及び区本部長（区長）へ報告する。 

   なお、隔離病舎に収容することが困難な場合は、県（健康福祉部）と協議して、適切な 

場所に臨時の隔離病舎を設け収容する。 

 ウ 作業班を編成して、防疫・保健衛生活動及び動物（ペット）対策活動を実施する。 

 エ 各作業班の要請により災害対策本部及び区本部に対し市民への広報活動の実施を依頼す

る。 

 

（２）防疫活動 

   防疫活動に関し編成する作業班の行う作業分担は、次のとおりとする。 

 ア 感染症予防班 

 （ア）被災地及び避難所における感染症患者等の早期発見 

 （イ）感染症予防に必要な防疫指導等の実施 

 イ 細菌検査班 

   感染症患者等の発生時における健康診断に伴う細菌検査の実施 

 ウ 防疫班 

 （ア）感染症患者等の移送 

 （イ）患者の家屋等に対する消毒作業の実施 

 （ウ）ねずみ族・昆虫等駆除の実施 

 

（３）環境衛生監視 

   避難所及び被災地における生活環境の確保に関し、作業班の行う作業分担は、次のとおり

とする。 

 ア 消毒作業班 

 （ア）清潔保持についての指導 

 （イ）避難所に設置される仮設トイレ等の消毒の実施 

 （ウ）死亡獣畜の処理指導 

 イ 飲料水検査班 

 （ア）応急給水活動に伴う衛生検査の実施 

 （イ）被災地における特定建築物及び簡易専用水道等を有する大規模ビルの給水設備及び飲料
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水の検査 

 （ウ）行政用井戸、個人用井戸等の検査 

 （エ）公衆浴場等入浴施設に係る情報提供 

 

（４）食品衛生監視 

   食品衛生監視活動に関し編成する作業班の行う作業分担は、次のとおりとする。 

 ア 食品衛生監視班 

 （ア）臨時給食施設や食品取扱い施設の監視指導 

 （イ）緊急調達食品等の衛生指導及び不良食品の排除指導 

 （ウ）食中毒発生時の処理 

 （エ）食品衛生対策の広報 

 イ 食品衛生検査班 

   食品等の検査 

 ウ 食鳥肉衛生検査班 

   食鳥肉処理場における食鳥肉の検査・指導 

 エ 地方市場検査班 

 （ア）千葉地方卸売市場を流通する食品の監視指導及び検査 

 （イ）不良食品の排除 

 

（５）動物救護活動等の実施 

   動物救護班の作業は次のとおりとする。 

 ア 県衛生指導課・（公社）千葉県獣医師会開業部会千葉支部等との連絡調整 

 イ 情報収集及びボランティア等との連絡調整 

 ウ 被災動物（ペット）の保護、飼育管理、治療 

   このほか、千葉県が定める「災害時動物救護マニュアル」に基づき、関係団体と共同で実施

する。 

   また、危険動物が施設から逸走した場合は、人への危害を防止するため、飼養者、警察官そ

の他関係機関の連携を下に状況を把握し、必要な措置を講じる。 

 

３ 防疫用薬剤・資機材の確保 

   初期防疫活動は、市が備蓄する分を使用して行う。市備蓄分で不足する時は、市薬剤師会、

防疫用薬剤・資機材取扱い業者等に協力を要請し調達する。 

   ※市備蓄防疫用薬剤・資機材の現況（資料 3-14） 
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第６ 行方不明者及び死体の捜索・収容・埋葬 

 【保健福祉局、各区、千葉県警察本部及び警察署､自衛隊､千葉海上保安部､市医師会､市歯科医師

会､市薬剤師会､日本赤十字社千葉県支部､葬祭関係業者等】 
 

対
策
の
あ
ら
ま
し 

県地域防災計画の定めるところにより行方不明者及び死体の捜索、収容、処理及び埋葬は、本

部長（市長）が行う。 

なお、市限りで対応不可能な場合は、近接市町、県、国その他関係機関の応援を得て実施する。 

 

１ 安否情報照会・捜索依頼の受付 

   安否情報に関する照会は、別途定める「安否情報事務の手引き」により区被災者支援班が

受け付け、回答を行う。 

   家族等から被災者の安否情報の照会があったときは、個人情報の保護に関する法律の規定

にかかわらず、被災者等の権利利益を不当に害するおそれがない範囲内で家族等に回答でき

る。 

   この場合、安否情報の適切な提供のために必要と認めるときは、関係地方公共団体、消防

機関、警察等と協力して、被災者に関する情報の収集に努める。 

   なお、被災者の中に、配偶者からの暴力等を受け、加害者から追跡されて危害を受ける恐

れがある者等が含まれる場合は、その加害者等に居所が知られることのないよう、個人情報

の管理を徹底するよう努める。 

   また、避難住民・死亡住民等のリストに被照会者が掲載されておらず、捜索が必要と判断

される者については、要捜索者リストを作成し、その者を記載する。 

   市は、要救助者の迅速な把握のため、安否不明者についても積極的に情報収集する。また、

県は要救助者の迅速な把握による救助活動の効率化・円滑化のために必要と認めるときは、市

等と連携の上、安否不明者の氏名等を公表し、その安否情報を収集・精査することにより、速

やかな安否不明者の絞り込みに努める。 

 

２ 捜索の実施 

   捜索は、要捜索者リストに基づき、消防隊が警察署、自衛隊その他の関係機関及び市民等の

協力を得て、以下のとおり、実施する。 

 

 

－ 捜索活動実施の手順 － 

（１）捜索活動は、消防隊・消防団及び自衛隊その他関係機関が連絡を密接にとりながら

実施する。 

（２）捜索活動中に死体を発見したときは、区本部及び所轄警察署に連絡する。 

（３）発見した死体は、現地の一定の場所に集め、所要の警戒員を配置し監視を行う。 

（４）捜索の実施期間は災害発生の日から 10 日以内とする。 

   （※以下３「死体の検案」へ） 
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３ 死体の検案  

   原則として、区本部長（区長）の指定する遺体収容所（安置所）において警察官等が調査（検

視）した後の死体は、健康福祉・医療衛生班（保健福祉局健康福祉部・医療衛生部）がその

処理を引継ぎ、以下のとおり、死体の検案を実施する。 

 

 

 

４ 死亡住民に係る情報収集及び死体の収容・安置 

   検案を終えた死体については、健康福祉・医療衛生班（保健福祉局健康福祉部・医療衛生部）、

区本部、警察署、町内自治会、自主防災組織等の協力を得て、身元確認と身元引受人の発見に

努めるとともに、以下のとおり、収容・安置する。 

 

 

－ 死体検案の手順 － 

（１）死体の検案は、健康福祉・医療衛生班（保健福祉局健康福祉部・医療衛生部）

が市医師会、歯科医師会等の協力を得て実施する。 

（２）死体の検案は、死亡診断のほか、洗浄、縫合、消毒等の必要な処置を行うととも

に、検案書を作成する。 

（３）身元不明者については、死体及び所持品等を証拠写真に撮り、併せて指紋採取、人

相、所持品、着衣、その他の特徴等を記録し、遺留品を保管する。 

（４）検案を終えた死体は、健康福祉・医療衛生班（保健福祉局健康福祉部・医療衛生

部）が関係各部、各機関の協力を得て、区本部長（区長）が設置する死体収容所（安

置所）へ輸送する。 

（※以下４「死亡住民に係る情報収集及び死体の収容・安置」へ） 

 

－ 死体の収容・安置の手順 － 

（１）区本部長（区長）は、あらかじめ協力を得た市内の寺院又は市民の避難状況を考慮

した上で指定、若しくは事前に指定した公共施設等死体収容に適当な場所を選定し

て、死体収容所（安置所）を開設する。なお、適当な既存建物が確保できない場合

は、天幕等を設置して代用する。 

（２）死体の検案書を引き継ぎ、死体処理台帳を作成し、安否情報収集様式（死亡住民

用）の記入を行う。 

（３）棺に氏名及び番号を記載した氏名札を添付する。 

（４）遺族その他より死体引き受けの申し出があったときは、死体処理台帳により整理

し、安否情報の照会に対する回答の意向を確認し安否情報収集様式（死亡住民用）に

記入の上、死体を引き渡す。 

（５）区本部避難所班は回収した安否情報収集様式をもとに、死亡住民記録簿を作成し、

区本部長（区長）を通じて本部事務局へ報告する。なお、CHAINS(千葉市行政情報ネッ

トワークシステム)が利用可能な場合には、指定のファイルへの入力をもって作成・報

告に代える。 

（６）区本部長（区長）は死体引受人が見つからない死体については、検案書等により死

体火（埋）葬の手続きを行う。 

（７）健康福祉・医療衛生班（保健福祉局健康福祉部・医療衛生部）は、市内葬儀業者等

の協力を得て、納棺用品・仮葬祭用品等必要な器材を確保する。 

（※以下５「火葬・埋葬」へ） 
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５ 火葬・埋葬 

   健康福祉・医療衛生班（保健福祉局健康福祉部・医療衛生部）は、死体火（埋）葬許可証

の発行された死体を火葬及び埋葬するため、適切な措置を講じる。 

   引き取り手のない死体の取扱い及び遺族等が火葬・埋葬を行うことが困難な場合は、以下

のとおり区本部長（区長）の要請に基づき、応急措置として、死体の千葉市斎場への輸送、

火葬（仮埋葬）を実施する。 

   なお、死体の輸送については、県広域火葬計画に基づき協定を締結した民間葬祭業者等に

依頼し行うが、必要に応じて、死体輸送用の車両の確保を行うとともに、「死体輸送班」を編

成する。 

   また、死体が多数である又は設備等の被災により千葉市斎場で火葬が困難な場合は、健康

福祉・医療衛生班長（保健福祉局健康福祉部長・医療衛生部長）は本部長（市長）の指示に

より県知事に対して広域火葬に対する必要な措置を要請する。 

※捜索受付から火葬・埋葬までの様式（資料 8-5） 

 

－ 死体の火葬・埋葬の手順 － 

（１）引き取り手のない死体については、市で応急措置として火葬又は埋葬を行う。 

（２）火葬又は埋葬に付する場合は、火葬・埋葬台帳により処理する。 

（３）遺骨、遺留品は包装し、氏名札及び遺留品処理票を添付のうえ、保管所に一時保管する。 

（４）家族その他関係者から遺骨、遺留品の引き取り希望のあるときは、遺骨及び遺留品処理票によ

り整理のうえ、引き渡す。 

（５）死体が多数のため、市営桜木霊園、平和公園で対応できないときは、市内寺院その他適当な場

所に仮埋葬する。 

（６）仮埋葬した死体は、適当な時期に発掘して火葬に付し、墓地又は納骨堂に改葬する。 

（７）火葬・埋葬期間は災害発生の日から 10日以内とする。 

 

第７ 環境保全対策 

 【環境局、保健福祉局（保健所）、消防局、警察署、市医師会等】 

 

 

対
策
の
あ
ら
ま
し 

大規模の災害では各方面に多大な被害を与えるが、市民の都市生活を支える健全な環境にも大

きな影響を与えることが想定される。 

このため、大気・水質等の環境モニタリング調査を緊急に実施、二次災害の発生防止・粉じん・

アスベスト対策等を速やかに講じ適切な環境保全の確保に努める。 

また、公害認定患者に対する効果的な診療体制の整備等公害健康被害の補償等に関する法律（昭

和 48 年法律第 111 号）等の業務の円滑な運用を図る。 

対応にあたっては、国、県、近隣市町その他関係機関との連携・応援を得て実施する。 

なお、毒物劇物に起因する場合は保健所、警察署及び消防機関と連絡調整を図り適切な処置を

行う。 

 

１ 工場・事業場緊急実態調査（二次災害の発生防止） 

   工場・事業場の環境関連施設の被害状況、有害物質等の漏出事故、規制基準の遵守状況の  

緊急実態調査を行い、大気汚染・水質汚濁による二次災害の発生防止に努める。 
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（１）緊急立ち入り調査、指導 

（２）施設点検・整備・法令手続きの徹底等文書通知 

（３）被害状況のアンケート調査 

（４）公害関係法令・協定に基づく事故報告書受理 

（５）復旧時における公害防止施設等の建設に際し、法基準の遵守指導を行う。 

 

２ 環境モニタリング調査 

（１）環境モニタリング設備等被害状況調査 

   大気・水質監視テレメータシステム等測定機器の被害状況を把握し、復旧に努める。 

（２）環境モニタリング緊急調査 

   有害物質の漏出・飛散、建築物の解体に伴う粉塵等による大気・水質への環境影響を把握し、

アスベスト飛散防止やフロン回収等二次災害の発生防止のための必要な対策を講じるよう努

める。 

 ア 大気汚染 

 （ア）有害物質調査 

 （イ）粉じん・アスベスト調査 

 （ウ）解体廃棄物の野焼き調査、ダイオキシン・塩化水素等 

 イ 水質汚濁 

 （ア）公共用水域水質調査（健康項目、生活環境項目） 

 （イ）地下水水質調査（健康項目） 

 

３ 公害健康被害の補償等に関する法律等の円滑な運用 

   公害認定患者の効果的診療体制の整備、相談窓口の開設等公害健康被害の補償等に関する 

法律等の業務の円滑な運用を図る。 

（１）安否・所在確認、保健師による訪問療養指導 

（２）相談窓口の開設 

（３）認定更新申請手続きの特別措置の検討 

（４）公害医療手帳の焼失・紛失者に対する療養等給付措置の検討 

 

４ 公害苦情相談 

   大気汚染・水質汚濁・騒音・振動等公害苦情の適切な対応を図る。 
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第１７節 教育対策 

 【教育委員会、県総務部、県教育庁】 

 

 災害発生時は学校等における児童・生徒の安全の確保に努めるとともに、学校等が被災した場合

でも早期授業再開を目指す。 

 また、学用品がなくなり就学に支障をきたした児童・生徒に対しての支援も行う。 

 

 

第１ 事前にとるべき措置 

 

  学校は、東日本大震災の教訓を生かし、学校と地域が連携した防災訓練などの体験活動を通じ

て、自ら安全な行動がとれること（自助）や、他者や地域の防災に貢献できること（共助）など、

発達段階に応じた防災意識の高揚に努めるものとする。 

 

１ 措置のあらまし 

 

－ 災害のおそれがあるときの留意事項 － 

（１）学校の立地条件などを考慮した上、学校安全計画を作成、実施するとともに、学校防

災計画を作成し、周知する。 

（２）災害の発生に備えた対策及び措置を講じなければならない。 

 

２ 役割のあらまし 

（１）教育長 

 ア 大規模な災害時に備え、学校安全計画を作成、実施するとともに、学校防災計画の作成等を

学校長に対して指導助言する。 

 イ 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、学校長に対し、災害に関する情報を迅速・

的確に伝達する。 

 

（２）学校長 

 ア 学校長は、学校の立地条件などを考慮した上、学校安全計画を作成、実施するとともに、  

学校防災計画を作成し、周知する。 

 イ 学校長は、災害の発生に備えて次のような対策及び措置を講じなければならない。 

（ア）計画的に防災にかかわる施設、設備の点検整備を図る。 

（イ）児童生徒等の避難訓練、災害時の事前指導及び事後措置、保護者との連絡方法を検討す

る。 

   特に、校外学習等、児童生徒が校外に出る場合には、災害発生に備え、中止基準、連絡

体制の確保等、防災に係る計画を作成するものとする。 

（ウ）教育委員会、警察署、消防署（団）及び保護者への連絡体制を確立する。 
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（エ）勤務時間外における所属職員への連絡先や非常招集の方法を定め、職員に周知させてお

く。 

（オ）通学が広範囲となる学校においては、交通網の遮断により帰宅できなくなる場合を想定

し、学校・地域の実情に応じて、必要な防災備蓄を推進するよう努める。 

 

（３）教職員 

   教職員は常に災害に関する情報に注意し、災害発生のおそれがある場合は、学校長と協力し

て応急教育体制に備える。 

 

 

第２ 災害発生直後の体制 

  各学校は、東日本大震災の経験と教訓を活かし、今後発生が予想される首都直下地震などの 

揺れの大きな地震に備え、学校がどのように対応するかの方向性を示した学校総合防災マニュア

ル等を活用し、児童・生徒の安全確保を第一とした防災体制を確立させる。 

 

１ 措置のあらまし 

－ 災害発生直後にとるべき措置のあらまし － 

（１）状況に応じ緊急避難の指示及び誘導を行うとともに、教育長と連絡の上臨時休校等

適切な措置をとる。 

（２）児童・生徒・職員・施設設備の被害状況を速やかに把握し教育長に報告する。 

（３）被災した地域等からの避難者があった場合は、区本部長（区長）に対して人数、状

況等を速やかに報告する。 

（４）避難所の開設等災害対策に協力するため、職員の配備、役割分担計画の策定など、

避難所運営等に必要な職員を確保して万全の体制を確立するとともに、勤務時間外に

災害が発生したときは、状況に応じ必要な教職員を招集する。 

（５）学校安全計画に基づき、臨時の学級編成を行うなど災害状況と合致するよう速やか

に調整する。 
（６）応急復旧計画については、教育委員会に報告するとともに、決定次第速やかに保護

者及び児童生徒等に周知徹底を図る。 

 

２ 役割のあらまし 

（１）教育長 

   学校長に対して適切な緊急対策を指示するとともに、所轄の学校ごとに分担を定めて、 

情報及び指令の伝達について万全を期するものとし、併せて、学校運営指導、衛生管理指

導、教育施設の緊急使用等の応急・復旧対策の総括にあたる。 

 

（２）学校長 

 ア 学校長は、状況に応じ、適切な緊急避難の指示を与える。 

 イ 学校長は、災害の規模並びに児童生徒、職員及び施設設備の被害状況を速やかに把握する

とともに、教育委員会へ報告しなければならない。 

 ウ 学校長は、状況に応じ、教育委員会と連絡の上、臨時休校等適切な措置をとる。 
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 エ 学校長は、避難所の開設等災害対策に協力するため、学校の管理業務の一環として、職員

の配備、役割分担計画を策定するなど、避難所運営等に必要な職員を確保して万全の体制を

確立する。 

 オ 学校長は、準備した学校安全計画に基づき、臨時の学級編成を行うなど災害状況と合致す

るよう速やかに調整する。 

 カ 応急復旧計画については、教育委員会に報告するとともに、決定次第速やかに保護者及び児

童生徒等に周知徹底を図る。 

 

（３）教職員 

 ア 所定の計画に基づき、学校長とともに必要な措置を行う。 

 イ 勤務時間外に災害が発生したときは、所定の計画に基づき、所属の学校に参集し、市が行う

避難所対応等、災害応急対策に協力するとともに、応急教育の実施及び校舎の管理のための体

制を確立する。 

 

 

第３ 応急教育の実施 

 

１ 防災教育計画の策定 

   学校長は、学校の立地条件などを考慮した上、学校安全計画や学校防災計画を作成し、教職

員に確認させておくとともに、児童等にも事前に指導しておく。 

 

２ 施設・職員等の確保 

（１）学校長は、学校が災害により校舎等の一部損壊や、避難所等に学校を提供することなどによ

り、児童生徒の一部又は全部が学校を使用できなくなる場合には、応急復旧計画に基づき、教

育長と緊密に連絡の上、出来る限り早い段階での授業再開に努める。 

 

災 害 の 程 度 応急教育実施のための場所（予定） 

学校の校舎の一部が被害を受けた場合 

ア 教室 

イ 特別教室 

ウ 二部授業の実施 

学校の校舎の全部が被害を受けた場合 ア 近隣学校の校舎等 

特 定 の 地 域 全 体 に つ い て 、 

相 当 大 き な 被 害 を 受 け た 場 合 

ア 市民の避難先の最寄りの学校、公

共施設等 

イ 応急仮設校舎の設置 

 

（２）学校長は、教職員を掌握するとともに学校施設設備の点検等を行い、児童・生徒等に対して

は被災状況を調査し、教育長と連絡し、教科書及び教材の給与に協力する体制に努める。 
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（３）教育長は、被災学校に対して、授業再開に向けての必要な指導をするとともに、学校が使用

できない場合には、他の公共施設等の使用を確保することなど、早期の授業再開を支援する。 

 

（４）教育長は、被災学校の学校長に対し、情報及び指令の伝達に万全を期する。 

 

３ 応急教育の内容 

   応急教育における指導内容、教育内容については、そのつど状況に応じて、学校長が決定す

るが、初期においては、おおむね以下のとおり行う。 

（１）生活に関する指導内容 

健康・衛生に関する指導 その他の生活指導等 

ア 飲み水、食物、手洗等の飲食関係の衛生

指導 

イ 衣類、寝具の衛生指導 

ウ 住居、便所等の衛生指導 

エ 入浴その他身体の衛生指導 

ア 児童・生徒のそれぞれの発達段階に応じて事

態の認識と復興の意欲を持たせ、具体的にでき

る仕事をさせる。 

イ 児童・生徒相互の助け合い、協力の精神を育

て、集団生活の積極的な指導の場とする。 

ウ 避難所としての対応があったときには、避難

住民と共存する方策を講じる。 

 

（２）学習に関する教育内容 

ア 教具、資料を必要とするものはなるべく避ける。 

イ 健康指導、生活指導、安全教育に直接、間接に関係する科目、例えば体育、理科の衛生等を主と

して指導する。 

ウ 年間指導計画の見直しを図り、個に応じた指導の工夫や授業時数不足に対する対応を講じる。 

エ 被害等の状況（含教職員等）に応じ、児童生徒が主体的に学習できる環境等にも配慮する。 

 

（３）こころのケア対策に関する内容 

ア 精神的に不安定な状態にある児童生徒等のこころの健康について相談に応じる係を教育委員会

内並びに学校内に設ける。 

イ 被災した児童生徒等（含教職員）の心理的ストレス等に対し、学校カウンセラーや精神科医等、

専門家の協力を得て、学校等を巡回相談する体制を整える。 

ウ 児童生徒や教職員自身に対するこころのケア対策についての研修を実施し、その充実を図る。 

 

４ その他の留意事項 

（１）施設内における児童・生徒等の救護は原則として、学校長の指示のもとに養護教諭等がこれ

にあたるものとして、随時最寄り校の校医等が求めに応じて補充要員として加わるものとする。 

 

（２）学校給食については、原則として一時中止するものとし、学校給食が再開されるまでの範囲

内において、被災者の炊き出しのために施設等を使用することができる。 

   教育長は、給食施設及び給食物資搬入業者の被害状況を迅速に把握し、学校給食の再開計画
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を策定のうえ、本部長（市長）に報告する。 

   なお、市から物資等の調達に関して県に要請した場合には、協力が得られる。 

 

（３）教育委員会内に、他県・他市町村へ転出していった児童生徒との連絡・相談あるいは情報を

提供する係を設ける。また、行き場のない被災児童生徒等の受入れ家庭をあっせんするための

（仮称）相談センターを開設する。 

 

（４）可能な限り、各避難所等に、受験生向け「学習コーナー」等を設置するなどの配慮をする。 

 

 

第４ 学用品の調達及び支給 

 

１ 給与の対象 

   災害により、学用品を喪失またはき損し、就学上支障のある児童・生徒に対して、教科書、

文房具や通学用品等の学用品を給与する。 

（１）災害によって住家が全焼、流失、半壊（焼）及び床上浸水の被害を受けた学校児童・生

徒であること。 

（２）学用品がなく、就学に支障を生じている者であること。 

 

２ 給与の期間 

   災害救助法が適用された場合の支給期間は、災害発生の日から教科書及び教材は１か月以内、

その他については 15日以内と定められている。 

   ただし、交通通信の途絶による学用品の調達及び輸送の困難が予想される場合には、内閣総

理大臣の承認を受け、必要な期間を延長することができる。 

 

３ 給与の方法 

   災害救助法の適用の有無にかかわらず、本部長（市長）が教育長に命じて、教育委員会及び

各学校長の協力のもとに、調達から配分までの業務を行う。 

   ただし、学用品等の調達及び給与の実施の困難な場合には、県へ学用品等の給与の実施、  

調達について応援を要請する。 

   また、全国（海外を含む。）から提供された学用品等の受入れと、その配布を行うための係を

設け、その対応にあたる。 

   なお、調達・県への要請にあたっては、実施に必要なものに限り、被害別、学年別の学用

品購入計画を立てる。 

   文房具、通学用品はできるだけ同一規格、同一価格のもので行う。 

   小学校児童及び中学校生徒が使用している教材で、「教科書の発行に関する臨時措置法（昭

和 23年法律第 132号）」第２条第１項に規定する教科書及び教科書以外の教材で、教育委員

会に届出、又はその承認を受けているものであること。 
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   高等学校生徒の教科書及び教材は、正規の授業で使用する教科書及び教材であること。 

   文房具は、ノート、鉛筆、消しゴム、クレヨン、絵具、画筆、画用紙、下敷、定規等と

し、通学用品は運動靴、傘、カバン、長靴等とする。 

 

４ 費用の限度 

   被害の実情に応じて、災害救助法の定める範囲内で現物給付をもって行う。 

   ※災害救助法による救助の程度、方法及び期間（資料 8-1） 

 

５ 授業料等の減免・育英補助の措置 

   市は被災した児童・生徒等に対する学校納付金等の減免について必要な計画を策定しておく。 
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第１８節 公共施設等の応急対策 

 

第１ 道路・橋梁
きょうりょう

 

 【建設局、千葉国道事務所、東日本高速道路㈱、（一社）千葉市建設業協会、警察署】 

 

  災害が発生した場合、緊急輸送道路を最優先に所管の道路、橋梁
きょうりょう

について被害状況を速やかに

把握し、道路交通の確保を図るため、う回路の選定あるいは通行の禁止又は制限等の措置など利

用者の安全策を講じるとともに、パトロール等による広報を行うほか、被災道路、橋梁
きょうりょう

について

は、応急及び復旧措置を行う。 

 

対
策
の
あ
ら
ま
し 

地震が発生した場合、各道路管理者等は、地震の規模に応じた応急対策体制を確立し、所管の

道路・橋梁
きょうりょう

について被害状況を速やかに把握し、以下のとおり道路交通の確保を図ることとなっ

ている。 

－ 業務のあらまし － 

１ ライフライン施設占有者、建設業者からの道路情報の収集、パトロールカーからの情報収集 

等から被災情報を把握する。 

２ 必要に応じ、う回路を選定する。 

３ 交通規制等の措置等の利用者の安全策を講じる。 

４ 必要に応じパトロールカーやその他広報媒体（ＨＰ・ＳＮＳ等）による広報を行う。 

５ 被害の状況や施設の緊急度等に応じて被災道路・橋梁
きょうりょう

の応急並びに復旧措置を行う。 

なお、応急復旧に要する作業は、あらかじめ締結する協定に基づき、（一社）千葉市建設業協会

等に協力を要請する。 

 

  



第１章 地震対策計画 第１８節 公共施設等の応急対策 

                    地 - 192 - 

１ 災害時の応急措置 

 

 

  

部 局 ・ 機 関 名 応 急 措 置 の あ ら ま し 

建   設   局 

（市） 

（１）市域内の道路の亀裂、陥没等の道路被害、道路上の障害物の状況及

び落橋の有無などについて、道路パトロール、ライフライン施設占有

者、建設業者、区本部・警察署等への照会、参集職員からの情報収集

その他により被害情報を収集する。この場合、収集した情報を本部長

（市長）に報告するとともに、被害状況に応じた応急措置を実施し交

通の確保に努める。 

（２）道路管理者は、早急に被害状況を把握するとともに、道路の破損、

決壊その他の事由により交通が危険であると認める場合は、道路の構

造を保全し、又は交通の危険を防止するため、区間を定めて通行を禁

止し、又は制限するものとする。 

（３）上下水道、電気、ガス、電話等の道路占用施設の被害を発見した場

合は、当該施設管理者及び当該道路管理者にその旨通報する。 

緊急のため、そのいとまがない場合には、現場付近の立入禁止、避

難の誘導、周知措置等市民の安全確保のための措置をとり事後連絡

するものとする。 

関 東 地 方 整 備 局 

( 千 葉 国 道 事 務 所 ) 

被害状況を速やかに把握するため、事務所、出張所においてはパトロー

ルカーによる巡視を実施する。また、道路情報モニター等からの情報の収

集に努める。これらの情報を基に、必要に応じて迂回道路の選定、その誘

導等の応急措置を行い交通路の確保に努める。 

 

東 日 本 高 速 道 路 （株） 

(京葉道路・東関東自動車道・館

山自動車道・千葉東金道路） 

（１）地震発生後、次の基準に従って警察当局と協力して通行規制を行い、

ラジオ、標識、情報板、看板及びパトロールカー等により情報を提供す

るなどして、通行車の安全確保に努める。 

計測震度値 通行規制内容 

計測震度 4.0以上 速度規制 

計測震度 4.5以上又は 5.0以上 通行止 

 

（２）通行車及び道路の被害状況等を早期に把握し、迅速かつ安全な道路 

交通の確保を行うため、震災点検を行う。 

（３）災害が発生した場合、道路交通の確保及び被害の拡大防止を図るた

め、速やかに応急復旧を行う。通行止めを実施しているときは、上下車

線が分離されている道路にあたっては、少なくとも上下線各 1 車線又

は片側 2 車線を、分離されていない道路にあたっては、1車線を走行可

能な状態に速やかに復旧させる。 
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２ 応急復旧対策 

部 局 ・ 機 関 名 応 急 措 置 の あ ら ま し 

建    設    局 

（ 市 ） 

 地震により被害を受けた市道については、原則として、緊急輸送道路を優

先し、次のような実施手順に従って、応急復旧を行う。 

（１）応急復旧目標 

   応急復旧は、原則として２車線の通行が確保できるように行う。 

（２）応急復旧方法 

 

ア 路面の亀裂、地割れについては、土砂、砕石等を充てんする。 

  なお、状況によっては仮舗装を行う。 

イ 路面の大きな陥没については、土砂、砕石等により盛土する。 

ウ 路面やのり面の崩壊については、土俵羽口工、杭打積土俵工

等の水防工法により行う。 

エ がけ崩れによって通行が不能となった道路については、重機

械（ブルドーザー、ショベル等）により崩壊土の排土作業を行

う。 

オ 倒壊した電柱、街路樹、落下物等については、道路端にたい

積するものとする。 

カ 落下した橋梁
きょうりょう

、若しくはその危険があると認められた橋梁
きょうりょう

又は被害状況により応急復旧ができない場合は、所轄警察署等

関係機関との連絡のうえ、通行止め若しくは交通規制の標示等

必要な措置を講じる。 

  なお、応急復旧は、落橋部分に、木角材、Ｈ形鋼をかけ渡し、

敷板を敷きならべ、土砂をかぶせて行う。また、状況によって

は中間に仮橋脚を設ける。 

キ 上記作業について、市限りで処理できない場合は、速やかに

隣接市、県及び自衛隊に応援要請の手続きをとる。 

（本章第４節「広域連携体制」参照） 

 

 

関 東 地 方 整 備 局 

(千葉国道事務所) 

 パトロールによる調査結果等を基に、被害状況を把握し、速やかに応急

復旧工事を行い、道路としての機能回復に努める。 

東日本高速道路（株） 

 (京葉道路・東関東自動車道・

館山自動車道・千葉東金道路） 

 災害が発生した場合においては、速やかに交通を確保し、被害の拡大を防

止する観点から応急復旧を行う。この場合において通行止めを実施している

ときは、少なくとも上下車線が分離されている道路にあっては上下線各１車

線又は片側２車線を、分離されていない道路にあっては１車線を走行可能な

状態に速やかに復旧させる。 
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第２ 河川・海岸保全及び内水排除施設 

 【建設局、千葉土木事務所、県千葉港湾事務所、（一社）千葉市建設業協会】 

 

対
策
の
あ
ら
ま
し 

地震、津波等により河川堤防や護岸施設、海岸保全施設、内水排除施設等が破損したときは、市

及び県県土整備部は、被害状況を速やかに把握し、各施設を所轄する機関と協力して、応急復旧

に努めるとともに、排水に全力をつくす。 

 なお、本計画に定めのない事項については、市水防計画及び県水防計画によるものとする。 

 

１ 市建設局 

   地震の発生に伴う被害を軽減するため、市域内の水防活動が十分に行える体制を確立し、 

次のとおり行う。 

（１）施設管理者は、管内地域について、水位測定の監視を強化するとともに、必要に応じて、

工事中の箇所及び危険箇所を重点的に巡視し、被害箇所については、直ちに県に報告すると

ともに、必要な措置を実施する。 

 

（２）施設管理者は、ポンプ場、水門、陸閘
りっこう

、胸壁等施設について、破壊、故障・停電等による

運転不能の被害が生じた場合は、土のう、矢板等により応急に締め切りを行うとともに、県

県土整備部に報告し移動ポンプ車等の派遣を要請し排水作業を継続し、内水による被害の拡

大を防止する。 

 

（３）施設管理者は、低地帯等が河川、内排水路の洪水、溢水
いっすい

等により浸水被害が発生した場合

は、密に連絡して、市所有の可搬式ポンプを使用して排水に努める。 

   なお、能力不足のときは、（一社）千葉市建設業協会のポンプ、労力応援を要請して応急排

水を実施する。 

 

２ 県県土整備部（千葉土木事務所・県千葉港湾事務所） 

（１）県県土整備部は、市の実施する応急措置に関し、技術的援助及び総合調整を行うほか応急

復旧に関して総合的判断のもとに実施する。なお、大規模なものについては直接実施する。 

（２）県県土整備部（県千葉港湾事務所）は、予測される水位・潮位等を総合的に判断し、水門、

ゲートの開閉に関し、適切に指示する。 

 

 

第３ 港湾施設 

 【県千葉港湾事務所、千葉海上保安部、千葉港運協会、その他千葉港関連業者、（都市局、消防

局）】 
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１ 港内の船舶安全対策 

   県千葉港湾事務所長は港内における船舶の安全を確保するため、港湾法（昭和 25 年法律第

218 号）等海事関係法令に基づき諸規制の厳正な励行監視と各関係特定事業所等の防災体制の

確立強化に努める。 

 

２ 着桟中の船舶安全対策 

（１）危険物船舶の停泊については、港長の指揮監督下におくとともに、停泊する港内の岸壁等の

バースについて、あらかじめ危険物の種類及び許容量をもとにバース単位に区分を設定し、着

桟、荷役時等の災害予防を図る。 

（２）港長は、危険物を専用に荷役するバース管理者に対し、次の点について指導促進する。 

 ア 着桟船舶数の適正配置と着桟船舶とバース内の移動空間確保等泊地環境の整備 

 イ 防消火設備、海洋汚染防止設備及びその他の安全防災設備の配置 

 ウ 保安距離の確立及び火気管理 

 工 応急措置体制の確立 

 オ その他 

 

３ 海上における避難 

   港内において、災害が発生し、又は災害のおそれが予想され、在泊船舶等に被害の及ぶおそ

れがある場合は、千葉海上保安部長は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律（昭和 45

年法律第 136 号）第 39 条の２、第 42 条の５又は第 42 条の８に基づき、港長は、港則法（昭

和 23年法律第 174号）第 39条３項に基づき、次の要領により在泊船舶を危険海域から避難さ

せる。 

（１）関係船舶・船舶会社・船舶代理店・岸壁管理者・港湾管理者・曳船協会等の関係者への避難

勧告又は命令 

（２）災害発生海域及び危険物積載船舶等の状況を検討した避難順序の周知徹底 

（３）東京湾海上交通センター及び巡視艇による通航船舶の監視警戒並びに管制信号等による安全

確保 

 

第４ その他の社会公共施設 

 【施設所管局区等、施設管理者、県危機管理政策課、警察署、市医師会等関係医療機関】 

対
策
の
あ
ら
ま
し 

 地震等により施設や設備が被災したとき、各施設の管理者は、利用者・入所者の安全の確保を

まず図る。そのうえで施設が災害時に果たすべき公共的役割を踏まえ、被害状況を所管部へ速や

かに報告し、必要な復旧対策の実施を求めるとともに、施設保全のための自主的な災害対策活動

を実施することとなっている。 

 また、各施設を所管する各部長（各局長）は、災害発生後速やかに被害状況の把握に努め、利

用者・入所者の安全確保等必要な応急措置を指示するとともに、緊急度に応じて応急復旧対策を

講じることとなっている。 

 この項では、災害時における後方医療施設ともなる青葉病院等、不特定多数の利用者が想定さ

れるコミュニティセンターや図書館等の「その他公共施設」及び「文化財の保護」に関し、利用者

の安全確保と施設機能の早期回復のため、各所轄機関がとるべき応急措置のあらましを示してい

る。 
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１ 医療機関等 

（１）施設利用者・入所者の安全確保 

 ア 入院患者の避難対策については、担架等用具を必要とする者と単独歩行可能な者の分別を常

に把握し、地震時において適切な避難措置を講じる。 

 イ 外来患者等の避難対策については、所定の避難計画に基づき、災害発生時に万全を期すると

ともに、講じた応急措置のあらましについて本部へ速やかに報告する。 

 ウ 場内放送、職員の案内等により、地震時における混乱の防止措置を講じる。 

   特に、ラジオ、テレビ等による情報の収集及び施設滞留者への情報の提供により不安の解消

に努める。 

（２）施設建物の保全 

 ア 停電時の措置 

   自家発電装置に切り替え、手術等緊急に必要な電源を確保する。 

   なお、自家発電装置が被害により機能しない場合は、本部に連絡し発電機その他必要な機材

の調達を依頼する。 

 イ 給水不能時の措置 

   水道施設が被災した場合は、本部に連絡し緊急給水を要請する。 

 ウ ボイラー使用不能時の措置 

   医療機器の蒸気消毒、暖房及び患者の給食は、電気、ＬＰＧ又は固形燃料等に切り替え、  

それぞれ処理する。 

 エ 重要器材等の保管措置 

 （ア）手術用器材、簡易ベッドその他緊急必要器材については、常に安全保管及び緊急持ち出し

の体制を確保する。 

 （イ）放射線使用施設については、災害の状況に応じて、立ち入り禁止等危険防止の措置を講じ

る。 

 

２ その他の社会公共施設 

（１）施設利用者・入所者の安全確保 

 ア 避難対策については、あらかじめ特に綿密な計画を策定しておき、災害発生時に万全を期す

るとともに、講じた応急措置のあらましについて、所管部又は区本部へ速やかに報告する。 

 イ 場内放送、職員の案内等により、地震時における混乱の防止措置を講じる。 

   特にラジオ、テレビ等による情報の収集及び施設滞留者への情報の提供により不安の解消に

努める。 

 ウ けが人等の発生時には、応急措置をとるとともに、本部・区本部及び関係機関へ通報して臨

機の措置を講じる。 

 エ 施設利用者・入所者の人命救助を第一とする。 

 オ 社会教育施設等において、災害が発生した場合の各種事業の続行若しくは中止の決定につい

ては、施設の管理者が利用者の安全確保を第一に行う。 
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（２）施設建物の保全 

 ア 応急措置 

   施設建物の保全については、防災活動の拠点となるものについて、重点的に実施するものと

し、施設建物の被害状況を早急に調査のうえ次の措置をとる。 

 

－ 応急措置が可能な程度の被害の場合 － 

（ア）危険箇所があれば緊急保安措置を実施する。 

（イ）機能確保のための必要限度内の復旧措置を実施する。 

（ウ）電気、ガス、水道、通信施設等の設備関係の応急措置及び補修が単独で対応困難な場

合は、本部又は区本部を通じて、関係機関と連絡をとり、応援を得て実施する。 

 

－ 応急措置が不可能な被害の場合 － 

（ア）危険防止のための必要な保全措置を講じる。 

（イ）防災活動の拠点として重要な建物で業務活動及び機能確保のため必要がある場合は、

本部又は区本部を通じて、仮設建築物の建設等の手配を行う。 

 

 イ その他の留意事項 

 （ア）火気使用設備器具及び消火器具等の点検検査 

    特に避難所となった施設は、火災予防について、充分な措置をとる。 

 （イ）ガラス類等の危険物の処理 

 （ウ）危険箇所への立ち入り禁止の表示 

 

３ 文化財の保護 

   文化財の保護について、次の措置を講じる。 

（１）文化財に災害が発生した場合は、その所有者、管理者は、直ちに消防機関へ通報するととも

に、本部（教育長）へ被害の状況を報告する。 

（２）教育長は、所有者、管理者等から被害の状況について報告を受けたときは、速やかに文化財

の被害拡大を防止するために必要な応急措置をとるよう指示する。 

（３）関係機関は、被害を受けた文化財の被害拡大を防止するため、協力して応急措置を講じる。 

 

４ 都市公園施設 

   地震、津波により園路・広場、管理施設等が被害を受けた時、又はそのおそれがある時は  

関係機関と協議して必要な応急措置を行う。 
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第１９節 ボランティアとの連携 

 【総務局、市民局、保健福祉局、各区、市社会福祉協議会、日本赤十字社千葉県支部、市国際

交流協会、日本アマチュア無線連盟千葉県支部、その他ボランティア活動団体・個人】 

 大規模災害発生時においては、災害応急対策の実施には多くの人員を必要とするため、市は日

本赤十字社、市社会福祉協議会等やボランティア団体との連携を図るとともに、ボランティア活

動の協力を申し入れる団体や個人の協力を得て、ボランティアの自主性を尊重しつつ、効果的な

応急対策を実施するものとする。 

 市災害ボランティアセンターは、市社会福祉協議会が市と協力し設置する。市社会福祉協議会

が中心となって運営し、市は、ボランティア活動が円滑に行われるよう、その運営を支援する。 

 また、市は、国、県及び関係団体と相互に協力し、ボランティアに対する被災地のニーズの把

握に努めるとともに、ボランティアの受付、調整等その受入体制を確保するよう努め、ボランテ

ィアの受入れに際して、ボランティアの技能等が効果的に活かされるよう配慮するとともに、必

要に応じてボランティアの活動拠点を提供するなど、ボランティアの活動の円滑な実施が図られ

るよう支援に努める。 

 

 

第１ 災害ボランティアの分類 

  災害ボランティアとは、「災害発生後に、被災者の生活や自立を支援し、また、行政や防災関係

機関等が行う応急対策を、自発的に、支援する個人や団体」である。 

  災害ボランティアは「一般ボランティア」と「専門（技術）ボランティア」に分けることがで

きる。 

 

１ 一般ボランティア 

   発災時に炊き出し、がれきの片付けなど労務を提供するボランティア 

 

２ 専門（技術）ボランティア 

   医師や看護師、通訳、建物危険度判定など建築・土木関係の専門家、手話・外国語通訳者な

どの専門家 

 

 

第２ 災害ボランティアの活動分野 

 

１ 一般分野 

（１）被災地の清掃、がれきの片づけなど 

（２）その他被災地における軽作業等 

（３）救援物資や義援品の仕分け 

（４）避難所の運営補助 

（５）炊き出し、食料等の配布 
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（６）避難所や仮設住宅における生活支援（心理面での支援を含む。） 

 

２ 専門分野 

（１）救護所での医療救護活動 

（２）被災建築物応急危険度判定 

（３）被災宅地危険度判定 

（４）外国語の通訳、情報提供 

（５）災害情報や安否情報、生活情報の収集整理、広報 

（６）被災者への心理治療 

（７）高齢者や障害者等要配慮者の看護、情報提供 

（８）その他専門的知識、技能を要する活動等 

 

 

第３ 災害ボランティアとして活動する個人、団体 

  災害時にボランティアとして活動が期待される個人、団体は次のとおりとし、積極的に協力を

求めることとする。 

 

１ 個人 

（１）被災地周辺の市民 

（２）被災建築物応急危険度判定士 

（３）被災宅地危険度判定士 

（４）ボランティア活動の一般分野を担う個人 

（５）その他 

 

２ 団体 

（１）日本赤十字社千葉県支部 

（２）市社会福祉協議会 

（３）千葉市消防支援隊 

（４）一般社団法人日本アマチュア無線連盟千葉県支部 

（５）その他ＮＰＯ法人・ボランティア団体等 

 

 

第４ 災害ボランティアの受入れ体制の整備 

   市は、災害時にはボランティアへの積極的な参加を呼びかけるとともに、活動分野に応じた

受入れ体制を整備する。 

   なお、市災害ボランティアセンターの設置・運営については、「千葉市災害ボランティアセン

ターの設置等に関する協定書」に基づき実施する。 

   また、市に災害救助法を適用した場合において、共助のボランティア活動と市の実施する救
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助の調整事務について、市社会福祉協議会が設置する市災害ボランティアセンターに委託する

場合は、当該事務に必要な人件費及び旅費を災害救助法の国庫負担の対象とすることができる。 

１ 一般ボランティアの受入れ体制の整備 

（１）市災害ボランティアセンター等の設置 

   市社会福祉協議会は、市から市災害ボランティアセンターの設置・運営に関する要請があっ

た場合には、市（本部）及び区（区本部）と連携を図り、一般分野のボランティアの活動拠点

となる市災害ボランティアセンター及び必要に応じて現地センターを開設する。また、市は平

常時より、そのための体制づくりを支援する。 

 ア 市災害ボランティアセンターの業務 

 （ア）市（本部）との連絡・調整 

 （イ）全国的支援組織やボランティア団体との連絡調整 

 （ウ）災害ボランティアに関する各種情報の収集・整理・提供 

 （エ）被災者ニーズの把握 

 （オ）一般ボランティアの受付・登録・派遣・コーディネート 

 （カ）区（区本部）との連絡・調整 

（２）本部・区本部の支援 

 ア 活動拠点の提供 

 イ 資材・機材・設備等の提供 

 ウ 運営費等の支援 

 エ 被害状況等の情報提供 

 オ 被災者ニーズに関する情報の提供 

 カ ボランティア募集の広報 

（３）登録・派遣について 

 ア 市災害ボランティアセンター及び千葉県が設置する広域災害ボランティアセンターにおい

て受入れ、登録する。 

 イ 市災害ボランティアセンターで受入れた災害ボランティアについては、市内のボランティア

需要状況を基に派遣する。また、広域災害ボランティアセンターで受け付けたボランティアに

ついては、被災地におけるボランティアの需要状況を基に、派遣先や派遣人員等を市災害ボラ

ンティアセンターと調整の上、派遣する。 

 ウ さらに、全国規模での活動希望が予想される場合には、近隣都県の協力を得て受け付け、登

録事務を進めるものとする。 

 エ 千葉県及び市災害ボランティアセンターによる登録を経ずに、直接現地へ来たボランティア

希望者については、設置されている市災害ボランティアセンター又は現地センターの窓口にお

いて受付を行い、災害ボランティア活動に従事する。 

（４）食事、宿泊場所の提供 

   ボランティアについての食事や宿泊場所は、自己調達を基本とする。 

（５）市災害ボランティアセンター及び現地センターの設置場所 

   市災害ボランティアセンター及び現地センターの設置場所については、次のとおりとする。 
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名 称 設 置 場 所 

市災害ボランティアセンター 
千葉市ハーモニープラザ内 

（千葉市中央区千葉寺町１２０８番地２） 

現地センター 市と市社会福祉協議会が協議のうえ決定 

 

（６）活動費用の負担及び資機材の確保 

   ボランティアの活動に伴う経費は、その必要性に応じて市が負担する。ボランティアが活動

に必要とする資機材については、市と市社会福祉協議会が相互に協力して確保する。 

（７）ボランティア活動保険への加入 

   ボランティア活動に伴う事故の発生に対処するため、市災害ボランティアセンターは 市内

で活動する一般ボランティアの把握に努め、ボランティア活動保険の加入を勧める。 

 

２ 専門ボランティアの受入れ体制の整備 

（１）市（本部）は、市が実施する業務を担う専門ボランティアを受入れるため、窓口を各部にお

いて開設し、これを統括する。 

   受入れの窓口となる各部は、関係機関・団体への要請や受付・登録、活動拠点の提供、派遣

等の業務を行う。 

市担当部局によるボランティア登録 

活動分野 個人・団体 受 入 れ 窓 口 

医療救護 
医師、看護師、薬剤師、 

歯科医師、歯科衛生士 

保健福祉局健康福祉部 

・医療衛生部 

被災建築物応急危険度判定 被災建築物応急危険度判定士 都市局建築部 

要配慮者支援 各種関係団体 

保健福祉局高齢障害部 

こども未来局こども未来部 

こども未来局幼児教育・保育部 

外国語通訳、翻訳、情報提供 (公財)千葉市国際交流協会 総務局市長公室 

通信、情報連絡 
(一社)日本アマチュア無線 

連盟千葉県支部 
総務局危機管理部 

応急救護活動等 
消防職・団員ＯＢによる 

消防支援隊 
消防局総務部 

 

（２）ボランティア活動保険への加入 

   市は、ボランティアの活動を支援するため、専門ボランティアの把握に努め、ボランティア

活動保険への加入を活動の条件とする。 

 

３ 県の受入れ体制 

   県の専門ボランティア受け入れ窓口は以下の通りである。 
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   県の担当部局は、被災地におけるボランティアの需要状況を基に、派遣先や派遣人員等を 

被災市町村等と調整の上、派遣する。 

 

県担当部局によるボランティア登録 

活動分野 個人・団体 受 入 れ 窓 口 

医療救護、地域保健 

医師、看護師、薬剤師、 

歯科医師、保健師、 

栄養士、歯科衛生士等 

健康福祉部健康づくり支援課 

健康福祉部医療整備課 

健康福祉部薬務課 

被災建築物応急危険度判定※ 

被災宅地危険度判定※ 

被災建築物応急危険度 

判定士 

被災宅地危険度判定士 

県土整備部建築指導課 

県土整備部都市計画課 

高齢者支援 各 種 支 援 団 体 健康福祉部高齢者福祉課 

障害者支援 各 種 支 援 団 体 健康福祉部障害者福祉推進課 

外国語通訳、翻訳、情報提供 

(公財)ちば国際コン 

ベンションビューロー 

語学ボランティア、災害時 

外国人サポーター 

総合企画部国際課 

通信、情報連絡 
(一社)日本アマチュア 

無線連盟千葉県支部 
防災危機管理部危機管理課 

  ※平時に登録を行っている。 

 

４ ボランティアニーズの把握 

   市は被災現地における体制を整備し、ボランティアの需要状況の的確な把握に努める。 

   千葉市災害ボランティアセンターは、市との連絡を密にするとともに、各種ボランティア 

団体との情報交換等により、市域のボランティアの需要状況の把握に努める。 

 

５ ボランティア活動団体等との連携 

    市は、市社会福祉協議会、地元や外部から被災地入りしているＮＰＯ等との連携を図る

とともに、災害中間支援組織（ＮＰＯ・ボランティア等の活動支援や活動調整を行う組織）

を含めた連携体制の構築を図り、災害の状況やボランティアの活動状況等に関する最新の情

報を共有する場を設置するなどし、被災者のニーズや支援活動の全体像を関係者と積極的に

共有するものとする。 

 

 

第５ ボランティアの育成とボランティア意識の啓発 

  市社会福祉協議会や関係団体との連携により、大規模災害時においても有効な活動が展開で

きるよう、平常時から市民が自発的にボランティア活動に参加できる環境づくりや団体等の主

体性を尊重した運営が図れるよう、ボランティア意識の啓発やボランティアリーダーの養成等
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を行う。 

 

１ ボランティア意識の啓発 

   広報等を通じて、ボランティア精神と意義の啓発を行い、防災訓練等への積極的な参加を

呼びかけるとともに、ボランティア意識の醸成を図る。 

 

２ ボランティアリーダーの養成 

   ボランティアの資質の向上を図るとともに、学習会等を開催することにより、その活動の

中で指導的な役割を担う、ボランティアリーダーの養成を行う。 

 

３ 研修・訓練 

  災害時においても、また、他都市への支援においても、ボランティア活動が有効に展開でき

るような活動メニューを盛り込んだ研修・訓練等を実施する。 

 

４ ボランティア団体の組織化 

   平常時から登録ボランティア団体等が地域や拠点において相互に交流・協力を深め、それ

ぞれが役割分担をしながら、連携をとって有機的に活動を展開できるよう、活動の場の開拓

や情報の提供など連携のための条件整備を行い、ボランティア関係団体の組織化の推進を支

援する。 

 

日本赤十字社千葉県支部防災ボランティア養成・研修計画 

項 目 対 象 実 施 内 容 

防災ボランティア登録説明会 新規登録者 防災ボランティアの概要等 

防災ボランティア研修会 登録者全員 グループワーク、講演等 

防災ボランティアリーダー養成講習会（本社） 候補者 ボランティアセンターの運営方法等 

防災ボランティア地区リーダー養成講習会 候補者 
地区におけるボランティアセンターの

運営方法等 

防災ボランティアリーダー研修会 リーダー グループワーク、研修会の運営等 

防災ボランティアリーダー・地区リーダー 

フォローアップ研修会 

リーダー 

地区リーダー 
グループワーク、地区研修会の運営等 
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各種奉仕団 

奉 仕 団 名 災害時における活動（役割） 

千葉県赤十字地域奉仕団 
非常食の炊き出し、給食、義援金の募集、避難場所の運営補助

（受付、清掃、案内等）、献血の呼びかけ・受付等 

千葉県青年赤十字奉仕団 
避難場所の運営補助（清掃・案内・乳幼児の世話、障害を持つ

人の介助等）、救援物資の収納管理・配布等 

千葉県赤十字安全奉仕団 
災害現場又は救護所での搬送補助・応急手当、救援物資の搬送

及び配布等 

千葉県赤十字看護奉仕団 
災害現場又は救護所での医療スタッフの補助・応急手当、巡回

診療補助、避難場所での運営補助（健康相談・血圧測定等） 

千葉県赤十字語学奉仕団 通訳（診療の補助、各種案内等）、外国人被災者の安否調査等 

成田赤十字病院ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ会 外来患者の補助、入院患者の生活介助、院内の案内、清掃等 

千葉県赤十字特殊救護奉仕団 
災害現場又は救護所で傷病者の搬送補助・応急手当、無線通信

による情報収集、広報、救援物資の搬送及び配布等 

千葉県赤十字安全水泳奉仕団 避難所での運営補助（救援物資の搬送及び配布） 

千葉県青少年赤十字賛助奉仕団 避難所の子どもたちに対する遊びや学習の支援等 
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第２０節 帰宅困難者等対策 

 【総務局危機管理部、都市局、各区、千葉県警察本部及び警察署、鉄道事業者、関係事業者】 

 

第１ 基本的な考え方 

  震災発生直後に、人々が一斉に徒歩帰宅を開始した場合、路上や鉄道駅周辺で大混雑が発生し、

集団転倒に巻き込まれたり、経路上の延焼火災、沿道建物の倒壊や落下物等により負傷したりす

るおそれがある。また、大量の人々が路上にあふれた場合には、救急・救助活動の妨げとなる可

能性もある。 

  このため、早期に「むやみに移動を開始しない」という基本原則を呼びかけるとともに、帰宅

困難者等への速やかな情報提供、帰宅困難者等の安全確保、救急・救助活動が落ち着いた後の帰

宅支援を民間事業者や交通事業者等と連携して実施する。 

 

 

第２ 帰宅困難者等対策の実施 

 

１ 一斉帰宅の抑制 

（１）企業・学校などでの施設内待機 

   企業及び学校など関係機関は、従業員、顧客、児童・生徒及び施設の被害状況を確認すると

ともに、行政機関や関係機関から提供される災害関連情報等により、周辺の安全を確認した上

で、従業員等を施設内又は安全な場所へ待機させるよう努める。 

（２）大規模集客施設や駅等における利用者保護 

   大規模集客施設や駅等を管理する事業者は、管理する施設の安全及び行政機関や関係機関か

ら提供される災害関連情報等により、周辺の安全を確認した上で利用者を施設内の安全な場所

へ保護するとともに、保護した利用者を行政機関等と連携して一時滞在施設へ案内するよう努

める。 

（３）安否確認 

   あらかじめ企業や家族等との安否確認手段を定めておき、震災発生時は電話が輻輳すること

を踏まえ、携帯電話災害用伝言板、災害用伝言ダイヤル１７１、ＳＮＳ等複数の手段を利用し、

安否確認を行う。 

 

２ 帰宅困難者等の把握と情報提供 

（１）帰宅困難者等の把握と混乱防止 

   市は、大規模集客施設や駅等の周辺で発生した滞留者や市周辺から幹線道路などを通って 

徒歩により移動してくる帰宅困難者等についての情報を交通事業者等から受け、関係機関へ情

報提供を行う。 

（２）帰宅困難者等への情報提供 

   市は、地震に関する情報、広域的な被害情報、家族等との安否確認方法などについて、ホー

ムページなどを活用し、情報提供を行う。 
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   また、駅周辺帰宅困難者等対策協議会においても、あらかじめ確立された情報連絡体制及び

提供方法に基づいた情報提供を行う。 

   さらに、ちばし災害緊急速報メールやＳＮＳなどを活用した情報提供についても実施する。 

 

駅周辺帰宅困難者等対策協議会緊急連絡網図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 帰宅困難者等の安全対策 

（１）一時滞在施設の開設 

   市は、あらかじめ一時滞在施設として指定した市有施設について、被災状況や安全性を施設

管理者が確認した後、一時滞在施設として開設する。 

   また、市は区域内の指定した民間施設の管理者に対して、一時滞在施設開設の要請を行う。 

   市は、一時滞在施設の開設状況を集約し、駅周辺帰宅困難者等対策協議会内の連絡網等の活

用により、県や警察等関係機関へ報告するとともに、駅、大規模集客施設、企業等をとおして

帰宅困難者へ情報提供を行う。 

 

（２）一時滞在施設への案内 

   大規模集客施設や駅等で保護された利用客については、原則、大規模集客施設や駅等を 

管理する事業者が市や警察等関係機関と連携して一時滞在施設へ案内する。 

 

（３）一時滞在施設の運営 

   施設管理者は、あらかじめ定めた手順により帰宅困難者等を受け入れる。その際、市は駅

周辺帰宅困難者等対策協議会等の関係機関と連携し、施設管理者に対して、災害関連情報や

相互連絡 

報告の流れ 

 
千葉県 

 

警察関係 

 

千葉市危機管理部

課 

 

千葉市消防局 

 

区役所 

 

交通事業者 

 

 

 

 

 

 

 

 

商業施設ほか 

（協力施設） 

 

一時滞在施設 

（指定施設） 

 

宿泊施設 

（協力施設） 

 
帰宅困難者受入可能施設（公共施設・民間施

設）  
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公共交通機関の運行・復旧状況などの情報を提供する。 

   開設の期間については、受け入れを開始した時点から、鉄道等公共交通機関が復旧するな

ど状況が改善されるまでとし、長期に及ぶ場合については、各施設と市で個別に協議する。 

 

４ 徒歩帰宅支援 

（１）災害時帰宅支援ステーション（協定締結企業等）に対する支援要請 

   市は、震災発生後コンビニエンスストア、ファミリーレストランなど、災害時帰宅支援ス

テーションとして協定を締結している事業者に対し、九都県市と連携して支援の要請を行

う。 

   また、ガソリンスタンドは県が千葉県石油商業組合へ要請を行う。 

 

（２）徒歩帰宅者への情報提供 

   職場や一時滞在施設に留まった帰宅困難者等は、救急・救助活動が落ち着いた後、帰宅を

開始することになる。その際、市は、関係機関と連携して徒歩で帰宅する帰宅困難者等に対

し、帰宅支援対象道路沿いの道路状況、沿道の被害、混雑状況、災害時帰宅支援ステーショ

ンの開設情報などをホームページなどを活用し提供する。 

   また、ちばし災害緊急速報メールやＳＮＳなどを活用した情報提供についても検討・実施

していく。 
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第２１節 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進計画 

第１ 総則 

 

１ 推進計画の目的 

   この計画は、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別

措置法（平成１６年法律第２７号。以下「法」という。）第５条第２項の規定に基づき、日本

海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域について、日本海溝・千島海溝周辺海溝型

地震に伴い発生する津波からの防護、円滑な避難の確保及び迅速な救助に関する事項、日本

海溝・千島海溝周辺海溝型地震に関し地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備に関する事

項等を定め、当該地域における地震防災対策の推進を図ることを目的とする。 

   なお、この節に記載のない事項は、千葉市地域防災計画（共通編）、千葉市地域防災計画

（災害応急対策編）、千葉市水防計画によるものとする。 

 

２ 防災関係機関が地震発生時の災害応急対策として行う事務又は業務の大綱 

   本市の地域に係る地震防災に関し、本市の区域内の公共的団体その他防災上重要な施設の

管理者（以下「防災関係機関」という。）の処理すべき事務又は業務の大綱は、共通編 第１

章 第２節 防災関係機関等の処理すべき事務又は業務の大綱 に定めるとおりとする。 

 

第２ 地震防災上緊急に整備すべき施設等に関する事項 

  共通編 第２章 第２節 安全で災害に強いまちづくりの推進 参照 

 

第３ 津波からの防護、円滑な避難の確保及び迅速な救助に関する事項 

１ 津波からの防護 

  水防計画 第６章 水門等の操作 参照 

 

２ 津波に関する情報の伝達等 

  災害応急対策編 第１章 地震対策計画 第９節津波避難計画 参照 

 

３ 地域住民等の避難行動等 

  災害応急対策編 第１章 地震対策計画 第９節津波避難計画 参照 

 

４ 避難場所及び避難所の運営・安全確保 

  災害応急対策編 第１章 地震対策計画 第８節 避難対策 参照 

 

５ 意識の普及・啓発 

  共通編 第２章 災害予防計画 第４節 津波災害予防対策（津波避難計画予防編） 参照 
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第１節 対策の考え方  

【全局区等】 

 

対 
 

策 
 

の 
 

あ 
 

ら 
 

ま 
 

し 

 

この附編は、千葉市は大規模地震対策特別措置法が適用される「強化地域」外であるた

め、「周辺地域としての予知対応計画」として、策定されるものであると位置付けるととも

に、計画の前提となる条件や今後の課題を示すなど、いわば全体に対する総論となってい

る。 

 緊急時において、市（区）、各防災関係機関、公共的団体は次のとおり、予防的対応措置を

行うこととなっている。 

 

 －－－－ 予防的対応措置のあらまし －－－－  

 

第１ステップ 
 １ 東海地震注意情報の発表 

２ 活動体制  

３ 混乱防止措置  

４ 東海地震注意情報の発表から警戒宣言が発令されるまで

の広報 

 

東海地震注意情

報の発表から 

警戒宣言発令 

までの対応措置 

 

 

      

    

１ 活動体制 

２ 警戒宣言の伝達及び広報  

３ 警備・交通対策  

４ 消防・危険物対策  

５ 公共輸送対策  

６ 上下水道・電気・ガス・電話対策  

７ 学校・病院・社会福祉施設等対策  

８ 不特定多数の人が集まる施設等における対策  

９ 生活物資対策 

10 救護救援・防疫対策  

11 金融対策 

 

 

第２ステップ  

警戒宣言発令 

に伴う対応措置 

 

 

    

 

 

第１ 計画策定の主旨 

 

 昭和53年６月15日、大規模地震対策特別措置法が制定され、同年12月14日施行された。 

 この法律は、地震防災対策強化地域（以下「強化地域」という。）の指定及び強化地域に係る観測体

制の強化並びに警戒宣言に伴う地震防災応急対策の実施等を主な内容としている。 

 この法律に基づき、昭和54年８月７日「東海地震」（震源＝駿河湾沖、マグニチュード８程度）が発生

した場合、木造建築物等に著しい被害を生ずるおそれのある震度６以上と予想される地域（６県170市

町村・のち合併により167市町村）が「強化地域」として指定された。 

その後、中央防災会議において東海地震へのより的確な対策を講じるための検討が行われ、平成14年

４月、強化地域の見直しにより、８都県263市町村へと大幅に拡大された（のち合併により、平成21年４

月現在166市町村）。 

一方、千葉市をふくむ千葉県域については、東海地震が発生した場合の震度は５程度と予想されると

ころから、強化地域として指定されていない。 
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 そのため、市は、大規模地震対策特別措置法に基づく地震防災強化計画の策定及び地震防災応急対

策の実施等は義務付けられていない。 

 しかし、震度５程度の揺れであっても、局地的にかなりの被害が発生することが予想される。 

また、千葉市は都心の40km東部に位置する首都圏にあり、強化地域に近接しているところから警戒

宣言が発令された場合における社会的混乱の発生も懸念されている。 

 このため、千葉市防災会議は、東海地震の発生及び警戒宣言が発令された場合に備えた対策をとる

こととし、「千葉市地域防災計画（災害応急対策編第１章地震対策計画）」の附編として「東海地震に

係る周辺地域としての対応計画」を策定するものである。 

 

 

第２ 基本的な考え方 

 

１ 計画の内容 

（１）警戒宣言が発せられた場合においても、原則として平常時の社会経済活動を維持しながら、 

ア 警戒宣言・東海地震予知情報等の発表に伴う社会的混乱の発生を防止するために必要な措置 

イ 東海地震発生にあたっても地震による被害を最小限にとどめるために必要な措置等を講じるこ

とにより、市民の生命、身体及び財産を保護することを目的とする。 

（２）この計画の策定にあたっては、次の事項に留意したが、今後計画を実施するうえでも十分配慮

するものとする。 

ア 警戒宣言が発令された日及び翌日以降の対応措置は、特に区分しないことを原則としたが、保

育所（園）、学校、鉄道対策等区分が必要な対策については、個別に措置する。 

イ 警戒宣言が発令された時点から地震発生の可能性があるため、対策の優先度を配慮し行う。 

ウ 東海地震が発生した場合の市域の予想震度に応じた対策を講じる。 

エ 千葉市及び関係防災機関並びに隣接市等と関連を有する対策については、事前に調整を図る。 

 

２ 計画の範囲 

（１）原則として、警戒宣言が発令された時点から、地震発生又は発生のおそれがなくなるまでの間

にとるべき措置等を定めたものであるが、東海地震注意情報発表から警戒宣言発令までの間にお

いても、混乱が発生することが予想されることから、この間における混乱防止のため必要な対策

も盛り込む。 

（２）東海地震に係る予防対策及び応急対策は、「千葉市地域防災計画（災害応急対策編第１章地震

対策計画）」で対処する。 

 

３ 計画の実施 

  千葉市の地域は、強化地域でないところから、大規模地震対策特別措置法が適用されない。 

  したがって、計画の実施に関しては、行政指導又は協力要請で対応するものである。 
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第３ 前提条件 

 

計画策定にあたっての前提条件は、次のとおりとした。 

 

－ 計画の前提条件 － 

１ 警戒宣言の発令時刻 

  警戒宣言の発令される時刻は、原則として最も混乱の発生が予想される平日の昼間（午

前 10 時～午後２時）とする。 

  ただし、各機関の対策遂行上、特に考慮すべき時間帯がある場合は、個別に対応策を考

慮する。 

２ 警戒宣言の発令形態 

  警戒宣言の発令形態は、「２～３日以内に地震発生のおそれがある」のパターンとす

る。 

３ 予想震度 

  震度は、千葉県の地域は最も強い地域で震度５強程度と考えられる。ただし、地質・地

盤によって異なるので、地域によっては、若干の違いがある。 

４ 震源域及びマグニチュード 

（１）震源域 

   東辺は駿河トラフ沿いの線に沿い、北辺は駿河湾奥までの南北方向 100～120km程度

と東西方向 50kmで囲まれた地域内。 

（２）マグニチュード 

   ８程度 

 

 

 

第４ 今後の課題 

 

計画の策定にあたっては、現行の体制下で考えられる対策を可能な限り盛り込んだ。 

 しかし、地震予知に係る対応措置は、震災対策上初めてのことであり、具体的対応措置について、

さらに検討を加える必要のあるものがある。 

 今後、あらゆる機会をとらえて、さらに充実した計画としていくものとする。 
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第２節 東海地震注意情報発表から警戒宣言発令までの対応措置  

【全局区等】 

 

第１ 東海地震注意情報の伝達 

 

１ 伝達系統及び伝達手段 

  東海地震注意情報の伝達系統及び伝達手段は、次の図のとおりとする。 

  なお、この段階では、市民への伝達は行わない。 

 

 

総務省消防庁 

 
県危機管理政策課 

 

気象情報伝送処理システム(アデス) 

危機管理監 

 

総合防災情報システム 

勤務時間外(防災用携帯電話･メール) 

 

  

(加 入 電 話 又 はＦＡＸ等 ) 

    出先機関・関係機関 

      

(加入電話又は地域防災無線等) 

    市 民 セ ン タ ー 

    保健福祉センター等 

      

(加入電話又は地域防災無線等) 

         

    公民館･図書館等 

 

 

 

    消 防 署 ・ 出 張 所 

    消   防   団 

 

 

 

 

各局部・課 

 

 

各   区 

地域づくり支

援課 

 

 

教育委員会 

 

 

 

 

消 防 局 

 

 

気 象 庁 

 

銚子地方気象台 
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２ 伝達体制 

機   関 内           容 

その他の防災機関 

県危機管理政策課から東海地震注意情報の通報を受けた時は、その旨

を部内及び出先機関に伝達するとともに必要な関係機関、団体等へ伝

達する。 

 

３ 伝達事項 

  東海地震注意情報に関する伝達事項は、次のとおりとする。 

  なお、判定会が開催され、その結果地震の発生につながらないと判定された場合は、その判定結

果並びに活動体制及び緊急措置を解除するよう速やかに連絡する。 

 

－ 東海地震注意情報に関する伝達事項 － 

（１）東海地震注意情報が発表され、判定会が招集されたこと 

（２）必要な活動体制及び緊急措置をとること 

（３）判定会が開催され、その結果地震の発生につながらないと判定された場合は、活動体

制及び緊急措置を解除すること 

 

（注１）幼稚園、保育所（園）、各福祉施設、小・中学校、高等学校に対しては、 

   報道機関の報道開始後に伝達するものとする。 

（注２）各防災機関は、関係機関、団体等に伝達する場合は、原則として報道機関の 

開始後に行うものとする。 

 

 

第２ 活動体制 

 

１ 市 

 

機 関 内               容 

市 

（１）本部の設置準備 

市は、東海地震注意情報に接した場合、直ちに緊急連絡体制をとるとともに市

災害警戒本部を設置する。 

なお、夜間休日等の勤務時間外に東海地震注意情報に接した場合は、総務局の

宿日直員（災害対応員）が対応するものとする。 

（２）職員の参集 

職員の参集は、第２配備体制に該当する職員とする。なお、参集伝達は、各

部、各課で定める情報伝達経路により指示するものとする。 

（３）東海地震注意情報発表時の所掌事務 

市災害警戒本部が設置されるまでの間、危機管理監が関係機関の協力を得て、

次の所掌事務を行う。 

 ア 東海地震注意情報、地震予知情報その他防災上必要な情報の収集伝達 

 イ 社会的混乱防止のための必要な措置 

 ウ 県及び関係防災機関との連絡調整 
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機 関 内               容 

市 

区 

（１）区本部の設置準備 

区は、東海地震注意情報に接した場合、直ちに緊急連絡体制をとるとともに、

区本部の設置準備に入る。 

なお、夜間休日等の勤務時間外に判定会招集連絡報に接した場合は、特別非常

参集職員が対応するものとする。 

（２）職員の参集 

市の場合に準ずる。 

（３）東海地震注意情報発表時の所掌事務 

   区本部が設置されるまでの間については、区地域づくり支援課が市の場合に準

じて行う。 

消 

 

 

防 

 

 

局 

東海地震注意情報を受けたときは、平素の消防業務（災害活動を除く。）を停止又は

縮小し、次の措置をとる。 

（１）消防対策本部及び署方面指揮本部の設置準備 

（２）消防職員及び消防団員への伝達 

（３）資機材増強による消防部隊の活動体制強化 

（４）関係機関からの情報収集体制の確立 

 

２ 各警察署及び県の機関 

 

機 関 内               容 

各

警

察

署 

（１）災害警備対策室の設置 

東海地震注意情報を受けた時点で、県警察本部に県警察災害警備対策室、各警察

署に警察署災害警備対策室を設置し、指揮体制を確立する。 

（２）警備要員の参集 

東海地震注意情報を受け、又は東海地震注意情報発表の事実を知ったときは、

対策室要員を応招する。 

（３）関係機関との連絡調整 

（４）情報の受理伝達等 

県

の

機

関 

 東海地震注意情報を受けた場合は、直ちに災害対策本部等の設置準備及び警備本部

を設置する等必要な措置を講じるとともに、社会的混乱の発生に備える必要な体制を

とるものとする。 

（１）災害対策本部設置準備 

   緊急連絡体制をとるとともに、県災害対策本部設置準備に入る。 

（２）職員の参集 

   職員の参集は、第２配備体制とする。 

   なお、夜間、休日等勤務外における職員の参集方法等については、別に定める

も 

のとする。 

（３）東海地震注意情報等の所掌事務 

   災害対策本部が設置されるまでの間、県危機管理政策課が関係各防災機関の協

力を得ながら、次の事項について所掌する。 

 ア 東海地震注意情報、その他防災上必要な情報の収集伝達 

 イ 社会的混乱防止のため必要な措置 

 ウ 市町村、各防災機関との連絡調整 
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３ その他の防災機関 

  東海地震注意情報に接した場合、各防災機関は、次のとおり実情に応じた防災体制をとるものと

する。 

 

機関 内                  容 

鉄
道
機
関
等 

Ｊ Ｒ 東 日 本 

千 葉 支 社 

（Ｊ Ｒ 各 駅） 

（１）地震防災対策本部の設置 

   東海地震注意情報を受けたときは、支社、地区指導センター長及び

現業機関に各地震防災対策本部を設置し、警戒宣言が発令された場合

の地震防災応急対策等が円滑に実施できるよう準備体制に入る。 

（２）夜間、休日等において地震対策の関係者は、判定会が招集されたこ

とを知ったときは、地震防災対策本部等あらかじめ定められた箇所に

非常参集する。 

その他民鉄各社本

支 社 ・ 各 駅 

 東海地震注意情報を受けたときは、直ちに関係部門及び応急対策要員に 

連絡し、警戒宣言発令に備える体制に入る。 

Ｎ
Ｔ
Ｔ
東
日
本
㈱ 

 防災関係機関等の重要通信を確保するため、次の初動措置を実施する体制をとる。 

（１）通信量、通信疎通状況の監視 

（２）設備運転状況の監視 

（３）輻輳発生時の重要通信確保のための規制措置 

（４）電話利用の自粛等の広報活動 

通
信
事
業
者 

㈱ＮＴＴドコモ 

千葉支店 

KDDI㈱ 

ソフトバンク㈱ 

楽天モバイル㈱ 

東海地震注意情報を受けた場合、次の初動措置を実施する体制をとる。 

（１）通信量、通信疎通状況の監視 

（２）設備運転状況の監視 

（３）輻輳発生時の規制措置 

保

安

部 

千
葉
海
上 

職員の非常招集及び巡視艇の待機の措置をとる。 

高

射

学

校 

陸
上
自
衛
隊 

高射学校に指揮所を開設し、情報、指揮、通信等整備に着手し、警戒体制を強化する。 

の
機
関 

そ
の
他 

東海地震注意情報を受けた場合、各機関は、要員を確保し、待機体制をとる。 
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第３ 混乱防止措置 

 

東海地震注意情報等により種々の混乱のおそれのあるとき、又は混乱が発生した場合、これらの混

乱等を防止するため、市（区・消防局）及び各防災機関は、次により対応策を講じる。 

 

機   関 内             容 

市 

 危機管理監は、各局及び関係防災機関の協力を得て、次により対処す

る。 

（１）混乱防止に必要な情報の収集、県及び関係防災機関への伝達 

（２）防災関係機関等が実施する混乱防止措置の連絡調整及び実施の推進 

（３）その他必要事項 

 

区 
 区地域づくり支援課は、区各課及び関係防災機関の協力を得て、市の場

合に準じて対処する。 

消  防  局 

消防局は、市長の指示により、次の事項について実施する。 

（１）市民に対する呼びかけ 

 ア 情報の把握に関すること 

 イ 出火防止及び初期消火に関すること 

 ウ 倒壊・落下物防止等に関すること 

 エ その他防災用品等の措置に関すること 

（２）事業所に対する呼びかけ 

 ア 防災体制の確立に関すること 

 イ 情報の収集伝達等に関すること 

 ウ 営業の継続停止及び退社等の措置に関すること 

 エ 出火防止及び初期消火に関すること 

 オ 倒壊・落下物防止等に関すること 

（３）その他必要事項 

各  警  察  署 

民心の安定を図り、混乱を防止するため、次の措置をとる。 

（１）警戒警備等、必要な措置をとる 

（２）市民及び自動車運転者のとるべき措置等について広報を実施する 
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機   関 内             容 

鉄 

 

 

 

 

道 

 

 

 

 

機 

 

 

 

 

関 

 

 

 

 

等 

Ｊ Ｒ 東 日 本 ㈱ 

千 葉 支 社 

( Ｊ Ｒ 各 駅 ) 

 東海地震注意情報を受けた場合、警戒宣言の発令に備えて次により対応

する。 

（１）管内全般の列車の運行、旅客の状況、地震防災対策等を的確に把握

し、適時報道機関に発表しうる体制を整備するものとする。 

 ア 東海地震注意情報を受けたときは、強化地域に進入する予定の旅客 

列車（同回送列車を含む）以外の列車は、原則として抑止等を行う。 

 イ 当該地域内を運転する旅客列車（同回送列車を含む）以外の列車は、 

  原則として抑止等を行う。 

 ウ 東海地震注意情報が報道されたときは、強化地域内を目的としない

旅客を主として輸送する列車については、原則として強化地域内への

入り込みを規制する。 

 エ 強化地域内へ進入する予定の団体臨時列車は、原則として抑止等の 

  手配を行う。 

 オ 石油類等の化成品を輸送する貨物列車の出発又は通過を知ったとき 

  は、必要により出発の見合せ又は抑止等の手配をとる。 

（２）支社社員を派遣するなど、客扱要員の増員を図る。 

（３）状況に応じ適切な放送を実施し、旅客の鎮静化に努める。 

（４）階段止め等の入場制限等の実施と併せ、状況判断を早めに行い、旅

客う回誘導、一方通行を実施する。 

（５）状況により警察官の応援要請をする。 

その他民鉄各社本

支 社 ・ 各 駅 

警戒宣言発令に備えて、報道機関及び駅放送、掲示板、車内放送等によ

り運行状況の提供に努めるとともに、旅客の冷静な対応を要請する。 

また、必要に応じて警察官の派遣を要請し、旅客の混乱防止に努める。 

なお、京葉臨海鉄道は、貨物列車のみの運行であり、貨物荷主へ情報提

供を行い混乱防止に努める。 

ＮＴＴ東日本㈱ 

 東海地震注意情報の報道に伴い、市民及び事業所等による通話が集中的

に発生し、電話が著しくかかりにくくなることが想定されるので、次の措

置をとる。 

（１）防災関係機関等の重要な通話は最優先で、疎通を確保する。 

（２）一般通話については、集中呼による電話網のマヒを生じさせないよ

う、トラヒック状況に応じた利用制限を行うが、その代替手段として

街頭公衆電話からの通話は可能な限り疎通を確保する。 

㈱ＮＴＴドコモ千葉支店 

ＫＤＤＩ㈱ 

ソフトバンク㈱ 

楽天モバイル㈱ 

東海地震注意情報の報道に伴い、市民及び事業所等による通話が集中的

に発生し、携帯電話が著しくかかりにくくなることが想定されるので、次

の措置をとる。 

（１）防災関係機関等の重要な通話は、最優先で疎通を確保する。 

（２）一般通話については、集中呼による電話網の麻痺を生じさせないよ

うトラヒック状況に応じた利用制限を行う。 

 

 

第４ 東海地震注意情報発表時から警戒宣言が発令されるまでの広報 

 

東海地震注意情報の発表から警戒宣言が発せられるまでの間においては、原則としてテレビ、ラジオ

等により市民に対して冷静な対応を呼びかける広報を行う。 

 なお、各現場において、混乱発生のおそれが予測される場合は、各防災機関において必要な対応及び
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広報を行うとともに、関係機関（県危機管理政策課、県警察本部等）へ緊急連絡を行う。 

 連絡を受けた関係機関は、必要な情報を速やかに市民等へ広報する。 

機 関 内        容 

日本放送協会千葉放送局 

１ 放送体制 

（１）東海地震注意情報が発表された時点で、職員を緊急動員し、非常配備

体制の準備に入る。 

（２）東海地震注意情報発表時から通常番組を中断して、地震関係の報道を

行う。 

なお、千葉ＦＭ放送では、県内向けとして県民生活に必要な情報を放

送する。千葉ＦＭ放送の周波数は次のとおり。 

千葉周辺 80.7MHz 

２ 放送内容 

放送内容は、次の事項を重点とする。 

（１）東海地震注意情報の内容 

（２）強化地域、観測データの解説 

（３）混乱防止の呼びかけ 

（４）防災知識の紹介 

㈱ニッポン放送 

広報計画 

（１）気象庁から、東海地震注意情報を受けた報道部デスク（休日は当直管

理職）は、あらかじめ定められた社内の連絡系統に従って、この旨を伝

達するとともに、放送準備体制をとる。 

（２）連絡を受けた社長又は社長代行者は、直ちに特別放送本部を設置し、

特別放送本部の各チーム責任者の招集を命じる。 

（３）地震パーソナリティは特別放送本部スタジオ、地震レポーターは第一

次取材拠点（気象庁、首相官邸、都庁等）に待機する。 

（４）東海地震注意情報のニュース速報を放送し、その後は随時、判定会の

動静を中心に放送する。 

千葉テレビ放送㈱ 

広報計画 

（１）気象庁からの一斉通報を受けた報道デスクは、あらかじめ定められた

社内の連絡系統に従って、この旨を伝達するとともに、放送準備体制を

とる。 

（２）この連絡により編成担当役員は非常事態体制の各責任者の集合を命

じ、取材部門の配置をするとともに警戒宣言発令まで、東海地震注意情

報及び広報を放送する。 

㈱ベイエフエム 

１ 放送体制 

（１）東海地震注意情報を受けた場合、職員を緊急動員し、非常配備体制の

準備に入る。 

（２）東海地震注意情報発表時から通常番組を中断して、地震関係の報道を

行う。なお、ベイエフエムでは、県内向けとして県民生活に必要な情報 

を放送する。ベイエフエムの周波数は次のとおり。 

千葉周辺 78.0MHz 

２ 放送内容 

放送内容は、次の事項を重点とする。 

（１）東海地震注意情報の機能の解説 

（２）強化地域、観測データの解説 

（３）混乱防止の呼びかけ 

（４）防災知識の紹介 

東海地震予知情報が発表された場合は、Ｊ－ＡＬＡＲＴ（全国瞬時警報システム）により、市民へ

の広報が行われる。  
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第３節 警戒宣言発令に伴う対応措置 

 

第１ 活動体制 【全局区等、防災関係機関】 

 

１ 市 

（１）市（区）災害対策本部の設置 

市は警戒宣言が発せられ、災害の発生するおそれがある場合は、直ちに本部を設置する。 

（２）本部の設置場所 

本部は本部長（市長）が指定する場所に、区本部は区役所庁舎内に設置する。 

（３）本部の組織 

   本部の組織は、災害応急対策編第１章第１節「応急活動体制」による。 

（４）本部の所掌事務 

 ア 警戒宣言、東海地震予知情報等各種情報の収集伝達 

 イ 各防災機関の業務にかかる連絡調整 

 ウ 社会的混乱防止にかかる施策の決定、実施 

 エ 報道機関等への情報提供 

 オ その他必要な事項 

（５）配備体制 

   災害対策本部の配備体制は、第３配備体制とする。 

   その他要員の配備については、災害応急対策編第１章第１節「応急活動体制」による。 

（６）消防局の体制  

   消防局の体制については、災害応急対策編第１章第６節「消防・救急救助活動等」による。 

 

２ その他の防災機関 

  警戒宣言が発令された場合、各防災機関は、社会的混乱を防止するとともに、地震の発生に備

え、被害の未然防止及び軽減を図るため、次のとおり所管業務にかかる必要な防災体制をとる。 
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機関 内                  容 

県 

（１）県災害対策本部の設置 

（２）配備体制 

   県災害対策本部の配備体制は、本部第１配備とする。また、各防災機関は、所管業務

にかかる必要な防災体制をとる。 

警
察
署 

（１）警戒体制の発令 

（２）警察署災害警備本部の設置 

鉄 

道 

機 

関 

等 

Ｊ Ｒ 東 日 本 ㈱ 

千 葉 支 社 

( Ｊ Ｒ 各 駅 ) 

（１）地震災害警戒本部の設置 

支社長は、直ちに地震災害警戒本部を設置し、管内の地震災害警

戒本部に必要な指示を行い、対策の円滑な推進を図る。 

（２）地区地震災害警戒本部の設置 

地区駅長は、直ちに地区地震災害警戒本部を設置し、地区におけ

る業務を統括し、応急対策の円滑な推進を図る。 

（３）駅、区等地震災害警戒本部の設置 

現業機関の長は、駅、区等地震災害警戒本部を設置し、箇所にお

ける業務を統括し、応急対策の円滑な推進を図る。 

その他民鉄各社 

本 支 社 ・ 各 駅 
災害対策本部を設置し、必要な措置をとりうる体制に入る。 

Ｎ
Ｔ
Ｔ
東
日
本
㈱ 

（１）情報連絡室の設置 

千葉事業部に情報連絡室を設置し、情報の収集、伝達体制をとる。 

（２）要員の確保 

 ア 就労中の職員は、応急対策等所定の業務に従事する。 

 イ 休日、夜間等においては、非常招集を行い、応急対策業務の実施に必要な要員を確保

する。 

千 

葉 

海 

上 

保 

安 

部 

（１）地震対策本部の設置 

第三管区地震対策本部規則により、千葉海上保安部現地災害本部を設置する。 

（２）地震対策本部の組織及び運営 

地区地震対策本部の組織及び運営は、第三管区地震対策本部規則による。 

（３）所掌業務 

海上における人命の安全を第一義として、関係機関と密接な連絡調整を図りつつ、地震

防災対策を総合的かつ効果的に実施する。 

高

射

学

校 

陸
上
自
衛
隊 

関係機関との連絡調整をとる。 

そ 

の 

他 

の 

機 

関 

（１）各防災機関は、所管業務に係る必要な防災体制をとる。 

また、県及び市町村が実施する防災対策が円滑に行われるよう、その所管業務につい 

て適切な措置をとる。 

（２）各防災機関は、所管業務を遂行するために必要な組織及び防災対策に従事する職員の 

配置等の基準を定めておく。 
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第２ 警戒宣言の伝達及び広報 【全局区等、防災関係機関】 

 

対
策
の
あ
ら
ま
し 

警戒宣言が発せられた場合の対応措置を円滑に実施するためには、千葉市（各区）をはじめと

する各防災機関が警戒宣言の発令に関する情報及び東海地震予知情報を迅速かつ的確に伝達する

とともに、市民に混乱を起こさせることなく広報を実施する必要がある。 

 この項では、警戒宣言の発令に関する情報等の伝達及び警戒宣言時の広報に関し必要な事項を

あげている。 

 

１ 警戒宣言の伝達 

（１）伝達系統及び伝達手段 

 ア 警戒宣言及び東海地震予知情報等の伝達経路並びに伝達手段は、県知事の定めたものに加え、

次のとおりとする。 
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警戒宣言等の伝達経路 

（無線受令） 

（加入電話） 

各出先事業所 

 

市立小中学校 

 

各 種 学 校 

 

消 防 団 

 

市立高等学校 

 

市 立 保 育 所 

 

私 立 幼 稚 園 

民 間 保 育 園 

千 葉 市 医 師 会 

千葉市歯科医師会 

千葉市薬剤師会 

消 防 署 

 

市各局（部） 

市教育委員会 

 

千 葉 市 

危 機 管 理 監 

各 区 

地域づくり支

援 課 

市 消 防 局 

 

千葉土木事務

所 

陸自高射学校 

日 赤 県 支 部 

成田国際空港

(株) 

ＮＨＫ千葉局 

警

察

庁 

関

東

管

区

警

察

局 

警 察 署 交 番 等 

県各部局 

出先機関 

関係団体 

総務省消防庁 

 

N T T 東 日 本 

 

東日本高速道路 

 

東 京 電 力 

都市ガス事業者 

 

Ｊ Ｒ 

民 営 鉄 道 等 

 

県トラック協会 

県 医 師 会 

 

（
指
令
回
線
） 

（消防無線） 

（警察無線） 

（警察電話） 

（
加
入
電
話
） 

 

(

防
災
行
政
無
線
一
斉
指
令)

個
別
通
報 

      無  線 

 有  線 

庁内放送 

 

銚子地方気象台 

 

気  象  庁 

【東海地震予知情報】 

 

内 閣 総 理 大 臣 

【 警 戒 宣 言 】 

 

県警察 

本 部 

県防災危機管理

部危機管理政策

課 
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イ 市民・事業所等に対する警戒宣言の発令に関する情報の伝達系統及び伝達手段は、県知事の定

めたものに加え、次のとおりとする。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民・事業所等に対する伝達ルートのあらまし 

 

 

 

 

県 

 

 

災 

 

 

害 

 

 

対 

 

 

策 

 

 

本 

 

 

部 

 

報 道 機 関 

県 各 部 局 

県 警 察 本 部 

 

ラジオ・テレビ 

新 聞 等 

出 先 機 関 

区 

消 防 局 

 

出 先 機 関 

駅 ・ 列 車 等 

千葉支社・営業所等 

消 防 署 

消 防 団 

乗 客 

 防 災 機 関 

（鉄道、電気、 

ガス、電話等） 

 

 

 

 

 

 

市 

 

民 

 

 

・ 

 

 

事 

 

業 

 

所 

 

等 

 

 

(看板提示等) 

（警戒宣言の内容、県民への呼びかけ） 

（窓口提示、案内放送等） 

（広報車、県提供テレビ番組） 

（看板、広報車、広報班） 

（パトロールカー等によるサイレン吹鳴） 

（防災行政無線、「ちばし安全・安心メール」） 

（広報車、看板提示等） 

（広報車、窓口提示等） 

（消防車等によるサイレン吹鳴） 

（車内放送） 

（広報車、窓口提示、看板等） 

 

 

千 葉 市 

危 機 管 理 監 

 

警察署・交番

各 局 等 
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（２）伝達体制 

 

機     関 内             容 

市 

ア 危機管理監は、県危機管理政策課から警戒宣言及び東海地震予

知情報等の通報を受けたときは、直ちにその旨を地域防災無線、

電話及びその他の手段により各局（部）、区及び消防局に伝達する

とともに、保健福祉局・こども未来局・市教育委員会を通じて、

市医師会、市歯科医師会、市薬剤師会、市立小・中学校及び高

校、立幼稚園、保育所（園）、認定こども園、社会福祉施設等に伝

達する。 

イ 市民に対しては、区（本部班・被災者支援班）が防災行政無線

並びに警察署、消防署、消防団の協力を得て、サイレンの吹鳴に

よる防災信号、広報車、「ちばし安全・安心メール」等の活用によ

り警戒宣言が発せられたことを伝達する。 

 

消 防 局 

ア 消防局は、危機管理監から警戒宣言及び東海地震予知情報等の

通報を受けたときは、直ちにその旨を、消防電話、消防無線及び

その他の手段により、局内及び各消防署所並びに消防団へ伝達す

る。 

イ 消防局（署所及び消防団）は、区（被災者支援班）とともに、

広報車等 

所有の車両のサイレン吹鳴による防災信号により警戒宣言が発せ 

られたことを市民に伝達する。 

ウ 伝達事項 

（ア）警戒宣言の内容 

（イ）防災対策実施の徹底 

（ウ）その他特に必要な事項 

警 察 署 

ア 警察署は、県警察本部から警戒宣言及び東海地震予知情報等の

通報を受けたときは、直ちにその旨を警察電話、警察無線及びそ

の他の手段により署内及び交番等へ伝達する。 

イ 警察署等は、市（区）と協力し、警察用航空機及び警察車両の

活用等により、警戒宣言が発せられたことを市民に伝達する。 

市 医 師 会 

市 歯 科 医 師 会 

市 薬 剤 師 会 

 市医師会、市歯科医師会、市薬剤師会は、市又は県医師会等から

警戒宣言及び東海地震予知情報等の通報を受けたときは、直ちに緊

急連絡網により加入電話又は口頭で所属会員に伝達する。 

そ の 他 の 防 災 機 関 

 県から警戒宣言及び東海地震予知情報等を受けたときは、直ちに部

内各部課及び出先機関へ伝達するとともに、特に所管の業務上伝達が

必要な機関、団体事業者及び施設の利用者に周知する。 

 

防災信号（サイレン）の吹鳴パターン 

警鐘 
  （５点） 

● ● ● ● ●   ● ● ● ● ● 

サイレン 

（約４５秒）        （約４５秒） 

 ●            ● 

（間隔約１５秒） 

備考 
1 警鐘又はサイレンは、適宜継続すること。 

2 必要があれば警鐘及びサイレンを併用すること。 
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（３）伝達事項 

警戒宣言が発せられた際、伝達する事項は、次のとおりとする。 

 

ア 警戒宣言等の内容 

イ 本市への影響予想 

ウ 各機関がとるべき体制 

エ その他必要事項 

※広報文例集（資料 5-1） 

 

２ 警戒宣言時の広報 

（１）基本的考え方 

警戒宣言が発令された場合、駅、道路における混乱や電話の輻輳等の発生が予想される。 

これらに対処するため、テレビ、ラジオ等による広報のほか、県、市（区）、各防災機関は所管業

務を中心に広報活動を積極的に行うものとする。 

なお、各現場において、混乱発生のおそれが予測される場合は、各防災機関において必要な対応

及び広報を行うとともに、市本部及び必要な機関へ緊急連絡を行う。 

   緊急連絡を受けた市（区）本部等は、相互に密接な連絡をとりながら混乱発生防止に必要な情報

を速やかに広報し、市民等に対し冷静な行動を呼びかけ、協力を求めるものとする。 
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（２）広報 

機      関 内      容 

市 

ア 市民、事業所等のとるべき防災措置に関する広報 

  市（区）は、警戒宣言が発令されたときは、関係防災機関と密接な連絡

のもとに、次の事項を中心として広報活動を行う。なお、重要な広報文

は、あらかじめ定めておく。 

（ア）広報の項目 

  ａ 市長のコメント 

  ｂ 警戒宣言の内容の周知徹底 

  ｃ 市民、事業所等のとるべき防災措置の呼びかけ 

  ｄ 自主防災組織の防災活動の実施の呼びかけ 

  ｅ 避難等の特別な防災行動が必要な地域の市民に対する避難行動等の 

呼びかけ 

   ※広報文例集（資料 5-1） 

（イ）広報の実施方法 

防災行政無線、総合防災情報システムによる多様なメディアを活用し

た広報のほか、広報車、看板及び自主防災組織等を通じて広報活動を繰

り返し行う。 

なお、各防災機関から市（区）の防災行政無線による市民、事業所に

対する防災措置に関する広報活動の依頼については、広報内容に応じて

優先順位を決め、可能な限り実施する。 

イ 市施設利用者に対する広報 

  市各施設の管理者は、警戒宣言が発令された旨の通報を受けたときは、

あらかじめ定められた計画に基づき、施設利用者にこの旨伝達するととも

に、施設利用の自粛等混乱の発生の防止のために必要な協力を要請する。 

 

消 防 局 

ア 広報の項目 

（ア）警戒宣言の内容の周知徹底 

（イ）消防機関の措置状況 

（ウ）出火防止、初期消火及び混乱防止に関し必要な対応措置の協力要請 

イ 広報の実施方法 

  職員及び消防団員により消防車又は徒歩巡回により行う。 

  ※第４「消防・危険物対策」参照 

警   察   署 

広報

内容 

ア 警戒宣言の内容及び関連する情報 

イ 市民及び自動車運転者のとるべき措置 

ウ 公共交通機関、道路交通及び交通規制の状況 

エ その他民心の安定を図るため必要な情報 

広報

手段 

ア パトロールカー、広報車等の警察車両 

イ 警察用航空機及び警察用船舶による広報 

ウ 警察署、交番等の備付け拡声器による広報 

エ 報道機関、防災関係機関への情報提供 

その他の防災機関 
あらかじめ定められた広報計画により、混乱防止のための措置状況並びに市

民及び施設利用者に対する協力要請等必要な広報活動を行う。 

（３）市民等からの照会に対する対応措置 

警戒宣言が発令されたことを知った市民、事業所等からの東海地震に関する各種の照会に対して

は、市（区）及び各防災機関は対応窓口を設置し、冷静かつ的確に事実に基づいて対応する。 

また、市民、事業所等に対しては、市民、事業所等のとるべき措置について、あらかじめ周知徹

底を図り、被害の軽減及び社会的混乱の防止のため、協力を要請する。 

なお、市民、事業所等のとるべき措置のあらましは、以下のとおりである。 

※本章第４節「市民等のとるべき措置」参照 
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第３ 警備・交通対策 【千葉県警察本部及び警察署】 

 

１ 警備対策 

  県警察は、警戒宣言が発せられた場合は、全職員を招集し、総合対策本部等を設置する。 

  なお、警戒体制下活動として、次の活動を行う。 

（１）基本的な活動 

 ア 警備本部要員及びあらかじめ指定された警備要員又は特別に指定された警備要員の参集 

 イ 避難の指示、警告又は誘導 

 ウ 警備部隊の編成及び事前配置 

 エ 通信機材・装備資機材の重点配備 

 オ 補給の準備 

カ 通信の統制 

 キ 管内状況の把握 

 ク 交通の統制 

 ケ 広報 

（２）東海地震に係る周辺地域としての特別な活動 

 ア 警備部隊の事前配置 

 （ア）主要駅等、人の集中が予想される場所 

 （イ）交通規制・う回誘導箇所及び主要交差点等の交通要点 

 （ウ）京葉臨海石油コンビナート地域における要点 

 （エ）災害危険場所 

 （オ）その他必要と認める場所 

 

２ 交通対策 

（１）道路交通対策 

 ア 県警察のとる交通対策 

 （ア）警戒宣言が発せられたときは、一般車両の強化地域への流入抑制及び緊急交通路の確保のため、

別表の広域交通規制対象道路及び広域交通検問所の中から、必要な路線及び検問所を選定し、次

の措置を行う。 

ａ 緊急交通路確保のための誘導及び交通規制 

ｂ 緊急通行車両（避難の円滑な実施又は地震防災応急対策に係る措置を実施するための緊急輸

送を確保するため必要な車両）の確認事務 

（イ）前記（ア）の交通対策の実施等によって生じる県内における交通の混乱及び交通事故の発生を

防止するため、必要な交通規制を行う。 
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広域交通規制対象道路及び広域交通検問所 

道路種別 路 線 名 指定検問場所 番号 備 考 

高速道路自動車専用道路 

首都高速湾岸線 

舞浜入口 1  

浦安第１入口 2  

浦安第２入口 3  

千鳥町入口 4  

市川本線料金所 5  

東関東自動車道 

湾岸市川インター 6  

湾岸習志野インター 7  

湾岸習志野本線料金所 8  

湾岸千葉インター 9  

千葉北インター 10  

四街道インター 11  

佐倉インター 12  

富里インター 13  

大栄インター 14  

佐原香取インター 15  

新空港自動車道 成田本線料金所 16  

京 葉 道 路 

市川インター 17  

原木インター 18  

船橋インター 19  

船橋料金所 20  

花輪インター 21  

幕張インター 22  

武石インター 23  

穴川西インター 24  

穴川中インター 25  

貝塚インター 26  

松が丘インター 27  

蘇我インター 28  

館山自動車道 

市原インター 29  

姉崎袖ヶ浦インター 30  

木更津北インター 31  

木更津南インター 32  

木更津南インター国道１６号入口 33  

君津インター 34  

富津中央インター 35  

富津館山道路 

富津竹岡インター 36  

富津金谷インター 37  

鋸南保田インター 38  

鋸南富山インター 39  

富浦インター 40  

東京湾アクアライン 

連 絡 道 

木更津金田本線料金所 41  

袖ヶ浦インター 42  

首都圏中央連絡 

自動車道 
木更津東インター 43  

千葉東金道路 

千葉東インター 44  

大宮インター 45  

高田インター 46  

中野インター 47  

山田インター 48  

東金インター 49  

山武成東インター 50  

松尾横芝インター 51  

銚子連絡道路 横芝光インター 52  

常磐自動車道 
流山インター 53  

柏インター 54  

一 般 国 道 

国道 １６号 呼塚交差点 55  

国道  ６号 新葛飾橋 56  

国道 １４号 市川橋 57  

国道３５７号 舞浜交差点 58  

国道 ５１号 水郷大橋 59  
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イ 道路管理者のとるべき措置 

 

機  関 内                  容 

国
土
交
通
省
関
東
地
方
整
備
局 

千
葉
国
道
事
務
所 

（ア）道路施設に関する対策 

  ａ 警戒宣言等が発令された場合、その内容を考慮し、被災が予想される地域に

あっては、パトロールカーを適切な位置に配置し、重点箇所等の道路状況の把

握に努める。 

  ｂ 地震発生の危険に鑑み、工事中の箇所については原則として工事中断の措置

をとるものとし、この措置を行うことに伴い必要な補強、落下防止等の保全処

置に努めるものとする。 

（イ）道路交通対策 

  ａ 警戒宣言等が発令された場合においては、パトロール等により道路状況の把

握に努めるとともに、発災後の対策についてあらかじめ措置を検討するものと

する。 

  ｂ 公安委員会が実施する交通規制（特に緊急輸送路確保のために実施する場合

等）に対する協力等に努める。 

  ｃ 警戒宣言が発令された場合、強化地域及びその近くの地域では情報の周知徹

底及び車両走行自粛の呼びかけを行うものとする。 

（ウ）発災後に備えた資機材、人員等の輸送体制 

警戒宣言時においては、発災後の緊急輸送路確保に備えて資機材、人員等の輸 

送体制の確認を行うものとする。 

東
日
本
高
速
道
路
㈱ 

千
葉
・
市
原
管
理
事
務
所 

（ア）警戒宣言時においては、道路利用者に対し、必要な緊急広報の実施に努める。 

（イ）警戒宣言が発せられた場合は、道路巡回等により交通状況の把握に努め、次の

交通対策を実施する。 

ａ 東日本高速道路㈱の管理する高速自動車国道及び一般有料道路 

県公安委員会が行う車両の強化地域方面への流出の制限等に係る措置に協力

する。 

ｂ 他道路管理者の管理する道路 

関係機関が行う車両の走行抑制に係る措置に協力する。 

（ウ）警戒宣言時において、道路管理上、次の対策を実施する。 

ａ 道路 

道路巡回等により、道路状況の把握に努める。 

ｂ 電気通信設備 

地震発生に備え、自家発電装置、予備電源及び道路管理用通信施設の点検等 

に努める。 

ｃ 工事中箇所 

工事中の箇所については原則として工事中断の措置をとるものとし、必要に 

応じて補強、落下防止等の保全措置を講じる。 

 
 

市
建
設
局 

 
 

土
木
・
道
路
部 

（ア）危険箇所の点検 

   警戒宣言が発令された場合には、関係防災機関と連絡を保ち、避難道路、緊急

輸送路等を重点に点検を行い、地震発災時に交通障害となる恐れのある道路の保

全に努める。 

（イ）工事中の道路についての安全対策 

    緊急時に即応できるよう、工事を中止し、保安対策を実施し、緊急車両の円滑

な通行を確保する。 

 

 

（２）海上交通対策 

海上、港湾関係各機関は万一に備え、海上交通の安全を確保し、港湾内の混乱を防止するた

め、警戒宣言が発令された場合は、次の対策を講じる。 
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ア 海上保安対策等                     （担当機関：千葉海上保安部） 

（ア）千葉海上保安部は、県若しくは海上保安庁から警戒宣言及び東海地震予知情報等の通報を受

けたときは、直ちに港湾関係団体に伝達する。 

（イ）港内及びその付近における船舶に対しては、巡視艇等により適宜周辺海域を巡回し、拡声

器、横断幕等により周知する。 

（ウ）航行船舶に対しては、第三管区海上保安本部（海上安全情報センター）を通じ、航行警報及

び緊急情報によって周知する。 

（エ）船舶交通の輻輳が予想される海域における船舶交通の整理指導を行う。 

（オ）海難事故の発生その他の事情により船舶交通の危険が予想される場合は、船舶の交通を制限

又は禁止する。 

（カ）事故防止のため、危険物荷役中の船舶に対し、荷役中止の勧告等を行う。 

（キ）着桟中の船舶に対し、避難勧告等を行う。 

（ク）危険物取扱事業所等に対し、海上への危険物流出防止措置を講じるよう指導するとともに、

排出油等防除資機材の準備を行うよう指導する。 

（ケ）海上交通の安全に危険を及ぼすおそれがある工事作業等は必要に応じ、中止するよう勧告す

る。 

（コ）工事資機材、木材、定置網、小型船舶等の流出防止を勧告する。 

イ 漁船対策                         （担当機関：県農林水産部） 

（ア）県農林水産部所属船舶による漁船漁業の指導内容は、次のとおりである。 

   ａ 操業安全指導及び海域内における操業指導 

   ｂ 海上保安部の要請による漁船通行の規制 

（イ）漁業無線局は、警戒宣言が発令された場合、次の措置をとる。 

  ａ 非常用発電機の点検と始動待機 

   ｂ 情報の収集と出漁漁船及び近隣漁協に対し無線による緊急周知 

   ｃ 空中線の点検、補強と切断対策の実施 

   ｄ 送受信機の振動落下物対策（補充部品の防護を含む。） 

   ｅ 非常用周波数及び他の周波数による緊急呼出し聴取 

 

第４ 消防・危険物対策 【消防局、消防団】 

 

１ 消防対策 

（１）基本的考え方 

警戒宣言発令時は、平素の消防業務（災害活動を除く。）を停止又は縮小し、東海地震の発生に備

え、出火の防止、その他の被害の軽減、社会的混乱の防止等を図るため、必要な対応措置を講じる。 

（２）活動体制 

消防局に消防局長を長として消防地震対策本部を、各消防署に各消防署署長を長として方面指揮

本部をそれぞれ設置する。 

警戒宣言発令時の対応措置は、次の事項を基本として行う。 
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 ア 震災消防部隊の編成強化 

 イ 救急救助体制の編成強化 

 ウ 関係防災機関への職員の派遣 

 エ 資器材及び救急資器材の確保 

 オ 特定事業所に対する安全措置対策の指導勧告 

 カ 出火防止、初期消火等の広報の実施 

 キ 消防活動上、必要な情報の収集 

 ク ヘリコプターによる上空監視及び高所見張の実施 

 ケ 消防団との連携体制の確立 

（３）市民及び事業所に対する呼びかけの実施 

   市民（事業所）に対する呼びかけは、サイレン、広報車等により他の防災機関と協力し、情報連

絡体制を速やかに確立し、以下の事項を基本として行う。 

 

市民及び事業所に対する呼びかけのあらまし 

市
民
に
対
す
る
呼
び
か
け 

情 報 の 把 握 テレビ･ラジオ並びに警察･消防･市からの正確な情報の把握 

出 火 防 止 
火気器具類の使用の制限、周囲の整理整とんの確認及び危険物類の

安全確認 

初 期 消 火 消火器、水バケツ、消火用水等の確認 

危 害 防 止 
ア 家具類、ガラス等の安全対策 

イ ブロック塀、門柱、看板等の倒壊、落下防止措置 

津 波 対 策 
ア 各媒体による情報収集 

イ 津波警報発表による避難対策 

事 

業 

所 

に 

対 

す 

る 

呼 

び 

か 

け 

防 災 体 制 の 確 立 自衛消防組織の編成、警戒本部の設置及び防災要員の配備 

情 報 の 収 集 伝 達 等 

ア テレビ、ラジオ等による正確な情報の把握 

イ 顧客、従業員等に対する迅速正確な情報の伝達 

ウ 百貨店等の不特定多数の者を収容する施設に対する混乱の防止 

エ 顧客、従業員等に対する安全の確保 

営  業  の  継  続 、 

停 止 及 び 退 社 等 

ア 劇場、映画館、地下街及び超高層ビル等の不特定多数の者を収

容する施設に対する営業の自粛 

イ 近距離通勤者に対する徒歩帰宅 

ウ その他消防計画等に定める事項の徹底 

出 火 防 止 及 び 

初 期 消 火 

ア 火気使用設備器具の使用制限 

イ 危険物･薬品等の安全措置 

ウ 消防用設備等の点検 

エ 初期消火体制の確立 

危 害 防 止 商品、設備器具等の転倒、落下防止措置 

津 波 対 策 
ア 各媒体による情報収集 

イ 津波警報発表による避難対策 

 

 

 

 



第１章 地震対策計画 附編 第３節 警戒宣言発令に伴う対応措置 

                    東 - 24 - 

２ 危険物対策 

（１）石油類等危険物の取扱い施設 

 

機     関 内                 容 

消 防 局 

危険物施設に対する指導に基づく防災措置を実施させるほか、次の措置を

実施するよう指導する。 

ア 操業の制限、停止 

イ 流出拡散防止等資器材の点検、配置 

ウ 緊急遮断装置の点検、確認 

エ 火気使用の制限又は禁止 

オ 消火設備等の点検確認 

 

（２）化学薬品等取扱い施設 

 

機     関 内                 容 

消 防 局 

 学校、病院、研究所等の事業所に対して、次の措置を実施するよう指導す

る。 

ア 転倒、落下、流出拡散防止等の措置 

イ 引火又は混合等による出火防止措置 

 

（３）危険物輸送 

 

機     関 内                 容 

警 察 署 
輸送中の車両については、周囲の状況により、あらかじめ安全な場所へ移

動させる。 

消 防 局 
ア 出荷、受入れを制限するか、又は停止させる。 

イ 輸送途上における遵守事項を徹底させる。 

Ｊ Ｒ 東 日 本 ㈱ 

千 葉 支 社 

（各 駅）等 

火薬類を輸送中の貨車及び石油等の危険物や塩酸、硫酸等の消防活動に支

障のある物質を積載しているタンク車は、最寄りの安全と思われる駅等に抑

留し、必要な場合には、警察署、消防署へ連絡する。 

 

 

第５ 公共輸送対策 【公共交通機関】 

 

警戒宣言が発せられた場合、多数の人間の移動行動等に起因し、公共輸送に係る主要駅ターミナル等

においては大きな混乱の発生が懸念される。 

 このため、公共輸送機能を極力維持するとともに、これらの混乱の発生を防止し、乗客等の安全を確

保するため、次のとおり対応措置を講じる。 

 

１ ＪＲ東日本㈱千葉支社 

（１）警戒宣言の伝達 

ア 機関内部においては指令専用電話及び緊急連絡用電話を使用し、別に定める経路により伝達する。 

イ 運転中の列車等の乗務員に対しては、最寄りの駅長等が列車の停車を待って速やかに伝達する。 

ウ 旅客等への伝達は次による。 
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（ア）駅においては警戒宣言、東海地震予知情報の内容及び列車の運転状況等を放送し、旅客の協力

が得られるよう努める。 

（イ）運転中の列車の車掌は、車内旅客に対し、警戒宣言、東海地震予知情報等の内容及び列車の運

転状況を放送し、旅客の動揺や混乱防止に努める。 

（２）混乱防止対策 

帰宅ラッシュに伴う混乱防止のため、次の措置をとる。 

ア ＪＲ東日本㈱千葉支社の運転計画の概要周知、旅行の自粛、時差退社及び近距離通勤者の徒歩帰

宅等の呼びかけを行うため、ＪＲ東日本㈱本社を通じてテレビ、ラジオ等の放送機関及び新聞社等

に対して、報道を依頼する。 

イ 各駅においては、駅頭掲示及び放送等により利用客に対して運転状況の周知と時差退社、近距離

通勤者の徒歩帰宅の呼びかけを行って、理解と協力を要請する。 

（３）列車の運転規制 

ア 警戒宣言が発令されたときの市域内の列車は、総武線緩行・快速、京葉線、内房線については

45km/h、外房線については 65km/hの規制速度にて減速運転を行う。 

イ 駅構内又は専用線内に留置されている化成品（危険品）積載車両で荷役作業を行っている場合は、

直ちに安全な箇所を選んで留置する。 

（４）主要駅の対応措置 

ア 帰宅ラッシュ時に伴う駅構内における混乱防止のため、千葉支社社員等を派遣するなどして客扱

い要員を増強して重点的に配置するとともに、状況により警察機関の協力を得て警備体制を確立す

る。 

イ 旅客の安全を図るため、次の措置を講じる。 

（ア）旅客の混雑の状況により、適切な放送を実施して、旅客の沈静化に努める。 

（イ）混雑により危険が予想される場合には、階段止め、改札止め等の入場制限を実施するとともに、

旅客のう回誘導、一方通行等を早めに行う。 

（ウ）旅客の混乱により危険となった場合は、直ちに列車の運転を中止する。 

（５）乗車券の取扱い 

ア 強化地域内着、通過となる乗車券類の発売は停止する。 

イ 状況により警戒本部長の指示又は承認を受けて、すべての乗車券類の発売を停止する。 

ウ 強化地域を通行する特急列車等各列車は運転を中止するので、発駅まで無賃送還の取扱いをする。 

（６）現業機関の長のとるべき措置 

ア 出火防止措置 

（ア）出火防止のため、直ちに必要とする火気以外は使用を中止し、止むを得ず使用する火気は地

震発生と同時に使用停止できる措置を講じる。 

（イ）危険物等施設の応急措置の実施については、周辺地域の特性、施設の位置、構造、設備及び

取扱作業等の実態から発災時に予想される危険性に応じて取扱の停止、制限等具体的措置をと

る。 
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イ 建築物設備の点検措置 

建築物その他の施設等の倒壊、落下等のおそれのある箇所の確認及び消防設備の点検を行い、

必要な措置を講じる。 

ウ 食料及び飲料水の確保 

（ア）あらかじめ協力を依頼してある構内食堂等の関係業者と食料のあっせん及び非常用食料の確

認をする。 

（イ）区域内の業務用貯水地域を点検するとともに、飲料水、消防用水を貯水する。 

機    関 情報伝達ルート及び伝達方法 

ＪＲ東日本㈱ 

千 葉 支 社 

（各駅） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ その他民鉄各社 

（１）警戒宣言の伝達 

ア 伝達ルートは次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

指令電話及び 

ファクシミリ 

 

通告 

 

車内放送 

 

本

社

指

令 

列

車・ 

旅

客 

 

千

葉

支

社 

 

駅

頭

旅

客 

 

東 

京 

総 

合 

指 

令 

列 旅 

車 客 

 

車

掌

区 

 

車 

 

掌 

 

車

内

旅

客 

 

庁 舎 内 関 係 課 

 

旅

客

駅 

 

掲示、放送 

 

列車無線 

 
一斉伝達 

 

運転中の列車は 

最寄駅長から通告 

 

指令電話及び 

ファクシミリ 

 

指令電話（一斉） 

 

県 

運

輸

担

当

責

任

者 

関 

係 

各 

部 

門 

駅 

 

列  車 

旅 

 

 

 

 

客 

 

マイク・掲示・放送 

車内放送 列車無線 
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イ 駅、車内等において警戒宣言、東海地震予知情報等の放送を行い、旅客及び貨物荷主の協力を

要請し、混乱防止と円滑な輸送の確保を図るとともに、テレビ・ラジオ等の報道機関に情報を提

供する。 

（２）混乱防止対策 

駅、車内等での混乱を防止するため、次の措置をとる。 

ア 平常時から、運転計画の概要、旅行見合わせ、時差退社の協力について広報を行う。 

イ 警戒宣言時に報道機関を通じて、正確な運転状況を報道するとともに、時差退社等の呼びかけ

を行う｡ 

ウ 駅において、放送、掲示等により運転状況を旅客に周知させるとともに、時差退社等を呼びか

け協力を要請する。 

（３）運行方針 

各防災関係機関、報道機関及びＪＲ東日本㈱千葉支社との協力のもとに、地域の実情に応じた

可能な限りの運転を行う。 

 

警 戒 宣 言 発 令 当 日 翌  日  以  降 

警戒宣言が発せられたときは、現行ダイヤを使

用し、減速運転を行う。 

 なお、これに伴う列車の遅延は、運転整理によ

り対応するため、一部列車の間引き運転等を生じ

るので、輸送力は平常ダイヤより減少する。 

震災時のダイヤとして、一部列車の運転中

止・優等列車の各駅停車化を、乗り入れ各社

と調整の上実施する。 

なお、輸送力は平常ダイヤよりかなり減少

する。 

 

（４）主要駅における対応 

ア 旅客の安全を図るための措置 

（ア）適切な放送を実施し、旅客の沈静化に努める。 

（イ）状況により、改札止めの入場制限等を行う。 

（ウ）状況により、警察官の応援を要請する。 

イ その他の措置 

（ア）状況を運輸担当現業責任者に通報し、早めに要請する。 

（イ）状況により、乗車券の発売を制限又は中止する。 

（５）列車の運転中止措置 

列車の運行確保に当たっては、県、警察、消防機関と一致協力して上記の措置をとるものであ

るが、万一利用者及び事業所の協力が得られず駅等で混乱が発生し、人命に危険をおよぼすおそ

れが生じた場合、又は踏切支障等が発生した場合には、やむを得ず列車の運転を中止する場合が

ある。 

（６）その他の措置 

工事箇所については、危険防止措置を講じ、あるいは工事を中止するほか、必要に応じて要注

意箇所の点検、監視を行う。 
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３ バス・タクシー等 

（１）情報伝達 

乗務員は、防災信号（サイレン）、ラジオ及び警察官等から、警戒宣言が発令されたことを知っ

たときは、直ちに旅客に伝達する。 

（２）運行措置 

関東運輸局千葉運輸支局の指導のもとに、おおむね、以下のとおり行う。 

 

機   関 内           容 

千  葉  県 

バ ス 協 会 

ア 路線バス 

（ア）運行方針 

   各機関の協力をもとに地域の実情に応じた、可能な限りの運行を行

う。 

（イ）運行計画 

  ａ 警戒宣言が発せられたときは、減速（一般道路 20km/h、高速道路

40km/h）を行う。 

ｂ 減速走行及び交通渋滞等により、ダイヤが遅延した場合、その状

況に応じて間引き運行の措置をとる。 

  ｃ 危険箇所等を通過する路線については、運転中止、折返し、う回

等事故防止のため適切な措置をとる。 

  ｄ 翌日以降については、前記ａ～ｃにより運行するが、交通状況の

変化等に応じた措置をとる。 

  ｅ 道路交通の混乱や旅客の集中による混乱等により運行が困難とな

った場合は、運行を中止する場合がある。 

イ 貸切バス 

  貸切バスについては、必要やむを得ないものを除き運行を中止する

が、この場合において、旅客の利便と安全について十分配慮するものと

する。 

タ ク シ ー 

事  業  者 

 （タクシー・ハイヤー） 

各機関の協力のもとに、地域の実情に応じた可能な限りの運行を行う。 

この場合、減速走行（一般道路 20km/h、高速道路 40km/h）を行う。 

 

 

第６ 上下水道・電気・ガス・電話対策 

 

１ 上水道 【市水道局、県水道局、四街道市水道事業センター】 

 

（１）基本方針 

警戒宣言が発令された場合においても、原則として、平常どおりの供給を継続する。 

また、市民、事業所等が、緊急貯水を実施することによって、増大する需要に対し、円滑な供給

を確保するとともに、発災に備え、緊急給水活動等が迅速に遂行できるよう必要な措置をとる。 

（２）要員の確保、連絡協力体制 

警戒宣言の発令と同時に応急対策要員を確保するとともに、緊急広報施設整備の保全、応急給

水、施設復旧等に必要な活動体制の確立を図る。 

また、指定工事店等との連絡協力体制について確認する。 
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（３）資機材の点検整備 

発災に備え、応急対策に必要な資機材、車両等の点検整備を行う。 

（４）施設の保安措置等 

 ア 警戒宣言時における施設、設備等の保安点検要領をあらかじめ定め、これに基づき、点検確認

を実施する。 

 イ 浄水場においては、薬品類の安全貯蔵に留意し、警戒宣言が発令された以降は、原則として搬

入を行わない。 

 ウ 浄水池、配水池の水位はできるだけ高水位を維持し、市民、事業所等の緊急貯水に対応できる

よう送配水圧の調整を行う。 

 エ 工事中の現場において適宜工事を中止し、必要な安全措置を講じる。 

（５）広報 

   警戒宣言が発令された場合、市民等に対する緊急貯水の呼びかけを重点とし、以下のとおり広

報活動を実施する。 

 

広

報

内

容 

ア 警戒宣言時においても、通常の供給が維持されていること。 

イ 発災に備え、飲料水、生活用水を貯水すること。 

 ○飲料水のくみおき…ポリタンク、バケツ等を利用してフタをし、３日ごとに新しい水に

くみかえ、水質保持に留意する。 

○生活用水のくみおき…浴槽等を利用し、貯水する。 

 ○その他…くみおき容器の転倒防止及びくみおき水の流出防止策を講じる。 

ウ 発災後、断水が起こった場合の連絡先及び応急給水体制 

広

報

手

段 

ア 報道機関（テレビ、ラジオ等）への放送依頼 

イ 広報車による広報 

ウ 水道工事店の店頭掲示等 

エ ホームページによる広報等 

 

２ 下水道・農業集落排水 【経済農政局、建設局】 

（１）人員・資機材の確保 

警戒宣言時において、資機材の確保に努めるとともに、非常配備体制により対応する。 

（２）保安措置 

工事中・点検中の各下水道施設・農業集落排水施設について、現場の安全確保及び人命の安全

措置を行う。 

（３）危険物に対する措置 

石油類及び薬品類の貯蔵タンク、サービスタンク等について、外部への漏洩防止等、状況に応じ

元バルブの閉鎖を行う。 

３ 電気 【東京電力㈱千葉支社】                           

（１）電気の供給 

警戒宣言が発令された場合においても、原則として電力の供給は継続する。 

（２）人員・資機材の点検確保 

ア 要員の確保 

非常災害対策本（支）部の構成員は、判定会招集情報又は警戒宣言情報を知ったときは、速や
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かに所属する事業所へ参集する。 

 イ 資機材の確保 

警戒宣言が発令された場合、各本（支）部は、工具、車両、舟艇、航空機、発電機車及び変圧

器車等を整備、確保して応急出動に備えるとともに、手持資機材の数量確認及び緊急確保に努め

る。 

（３）施設の予防措置 

警戒宣言が発令されたときは、東海地震予知情報等に基づき、電力施設に関し次に掲げる各号

の予防措置を講じる。 

 ア 特別巡視及び特別点検等 

  東海地震予知情報等に基づき、電力施設等に対する特別巡視、特別点検及び機器調整等を実施

する。 

 イ 通信網の確保 

   保安通信設備の点検、整備を行い、必要に応じ緊急時運用体制の確立を行う。また、ＮＴＴ、

鉄道、警察、消防及び関係機関と連携を密にし、通信網の確保に努める。 

 ウ 応急安全措置 

仕掛り工事及び作業中の各電力施設については、状況に応じた設備保全及び人身安全上の応急

措置を実施する。 

（４）広報 

   感電事故、漏電による出火を防止するため、次のとおり広報活動を実施する。 

 

広

報

内

容 

ア 無断昇柱、無断工事をしないこと。 

イ 断線、電柱の倒壊折損等を発見した場合には絶対に手に触れず、カスタマーセンター

へ通報すること。 

ウ 屋外へ避難する場合は、安全器又はブレーカーを切ること。 

エ 地震発生後は、使用中の電気器具のコンセントを直ちに抜くこと。 

オ その他留意事項 

広

報

手

段 

ア 報道機関（テレビ、ラジオ、新聞等）による広報 

イ 広報車等による広報 

 

４ ガス 【東京ガス㈱、大多喜ガス㈱各本支社】 

（１）ガスの供給 

警戒宣言が発せられた場合に対処するための非常体制として、地震災害警戒体制をとる。 

また、東海地震注意情報が発表された場合は、臨時体制をとる。 

（２）人員の確保、資機材の点検整備 

ア 非常事態が発生した場合、又は発生が予測される場合、社員等の動員を指令する。 

イ 警戒宣言発令時において、次の事項を実施する。 

（ア）災害対策用資機材等の確保 

（イ）車両の確保 



第１章 地震対策計画 附編 第３節 警戒宣言発令に伴う対応措置 

                    東 - 31 - 

（ウ）代替熱源の確保 

（エ）生活必需品の確保 

（オ）前進基地の確保 

（３）施設等の保安措置 

ア ガス工作物等の巡視・点検及び検査 

   警戒宣言が発せられた場合、地震防災上巡視・点検及び検査が必要なガス工作物等についてあ

らかじめ定める巡視・点検及び検査要領に従い巡視点検及び検査を行う。 

 イ 工事等の中断 

   警戒宣言が発せられた場合、工事中又は作業中のガス工作物等については状況に応じ応急保安措

置のうえ、工事又は作業を中断する。 

ウ その他の保安措置 

警戒宣言が発せられた場合、本社及び事業所等の見学者、訪問者等に対しては警戒宣言が発せら

れた旨を伝達し、避難、帰宅等を要請する。 

（４）広報 

   需要家に対し、不使用中のガス栓が閉止されていることの確認、地震が発生したときにおける使 

用中のガス栓の即時閉止等を要請する。また、テレビ、ラジオ等の報道機関に対し前述の広報内容 

を報道するよう要請する。また、千葉県、千葉市等の関係機関とも必要に応じて連携を図る。 

 

広

報

内

容 

全需要家に対して 

ア 引き続きガスを供給していること。 

イ ガス器具の使用方法及びガス栓の取扱い方法 

ウ 例外的に避難する際のガス栓及びガスメータコックの処置方法 

エ 地震が発生し、ガスの供給を停止した場合のガスについての注意 

特定需要家に対して 

ア ガス機器の使用抑制に関する依頼 

イ 地震発生時の遮断バルブによるガス供給遮断の要請 

広

報

手

段 

ア 広報車により、直接需要家に呼びかける。 

イ 関係防災機関に対し、ラジオ・テレビ等の報道機関による広報について協力を要請する。 

ウ 特定需要家に対しては、個別に連絡を行う。 

 

５ 電話 【ＮＴＴ東日本㈱】 

  警戒宣言の発令等にあたっては、情報が正確かつ迅速に伝達され防災対策上有効に機能されるよ

う、防災機関等の重要通信を確保するとともに、市民に大きな支障をきたさないことを基本として

対処する。 

（１）要員の確保 

   応急対策等の業務を実施するために必要な要員の確保は、次による。 

 ア 就労中の職員は、原則として応急対策等所定の業務に従事する。 

 イ 休日、夜間等においては非常招集を行い、必要な要員を確保する。 

（２）情報連絡室の設置 

警戒宣言の受報後、千葉事業部に速やかに情報連絡室を設置し、情報の収集及び伝達を行う。 
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（３）資機材の点検、確認等 

   警戒宣言が発令された場合は、次の措置をとる。 

ア 移動電源車、携帯用発動発電機、可搬型移動無線装置等の点検、確認 

イ 応急ケーブル等災害復旧用資材、車両の確認 

 ウ 工事中施設等の安全措置 

（４）応急対策 

 ア 電話の輻輳対策 

警戒宣言の発令により、防災機関等による重要な情報連絡及び市民による家族間の連絡等が集

中的に発生し、電話が著しくかかりにくくなることが予想される。このため、次の考え方で対処

する。 

 （ア）防災機関等の重要な通話は、最優先で疎通を確保する。 

 （イ）一般通話については、集中呼による電話網のマヒを生じさせないようトラヒック状況に応じ

た利用制限を行うが、その代替手段として、街頭公衆電話からの通話は可能な限り疎通を確保

する。 

 イ 非常、緊急通話、番号案内 

 （ア）非常、緊急通話の取扱いは確保する。 

（イ）番号案内業務は、可能な限り取扱う。 

 ウ 電報 

   非常、緊急電報の取扱いは確保することとし、強化地域内に向けて発信する電報は、遅延承知

のものに限り受け付ける。 

エ 窓口業務 

通常通りとする。 

（５）電話の輻輳時の広報 

電話が輻輳した場合には、利用者の電話利用の自粛の協力を得るため、報道機関に対して次の

広報文により広報を依頼する。 

「○○地方の電話はただ今混み合ってかかりにくくなっております。防災機関、災害救助機関

などの緊急の通信を確保するため、○○地方への電話のご利用はできるだけ控えていただくよう

お願いします。」 

 

 

第７ 学校・病院・社会福祉施設等対策 【保健福祉局、こども未来局、病院局、教育委員会】 

 

１ 学校、幼稚園等 【教育委員会、こども未来局】 

（１）在校時 

 ア 警戒宣言が発令された場合は、直ちに授業（保育）を中止し、警戒宣言解除までは臨時休校

（園）の措置をとる。 

 イ 警戒宣言が発令された後、幼児、児童、生徒等を計画に従って帰宅させる。 

 ウ 帰宅にあたって、幼児・児童についてはあらかじめ保護者に伝達してある計画に従って、保護
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者又は保護者の委任した代理人（以下「保護者」という。）に帰宅先を確認してから引渡す。保護

者に引き渡すまでは、学校（園）において保護する。 

 エ 中・高等学校生徒等については、個々に、帰宅経路手段（徒歩、自転車、バス、電車等）、所要

時間、同伴者を確認してから帰宅させる。 

 オ 高等学校生徒等で遠距離通学のため自宅以外の寄宿先が定まっている者は、寄宿先を確認して

帰宅させる。 

 カ 高等学校生徒等の帰宅にあたっては、交通情報を的確に把握し、鉄道等運行の変更その他によ

る混乱に陥ることがないよう、下校計画に従って必要な措置をとる。 

 キ 特別支援学校の幼児・児童・生徒については、保護者に引渡し、引取りのない者について学校

で保護することは、幼稚園、小学校と同様とする。 

スクールバスを使用している幼児・児童・生徒については、保護者に、事前に指定してある地

点で引渡すものとする。 

 ク 特別支援学校においては、幼児・児童・生徒の通学範囲、障害の状態、寄宿舎生及び残留幼

児・児童・生徒の収容、スクールバス使用の是非等、それぞれの学校の実態に応じて、一層きめ

細かな対応措置をとるようにする。 

 ケ 小･中学校特別支援教室についての措置は、特別支援学校に準ずる。 

（２）校（園）外指導時 

 ア 宿泊を伴う指導時（移動教室、夏季施設、修学旅行等）の場合は、強化地域内外を問わず、地

元官公署等と連絡をとり、その地の対策本部の指示に従う。 

   また、速やかに学校（園）へ連絡をとり、校（園）長は、対応の状況を教育部又は所轄庁に報

告を行うとともに、保護者への周知を図るよう努力する。 

 イ 遠足等の場合は、その地の官公署等と連絡をとり、原則として即時帰校（園）の措置をとる。

帰校（園）後、幼児・児童・生徒を在校（園）時と同様の措置により帰宅させる。ただし、交通

機関の運行や道路状況によって帰校（園）することが危険と判断される場合は適宜の措置をと

る。 

   強化地域内の場合は、その地の官公署等と連絡をとり、その地の警戒本部の指示に従う。教育

部への報告、保護者への連絡は前項と同様の措置をとる。 

（３）学校（園）におけるその他の対応策 

 ア 幼児・児童・生徒等を帰宅させた後、水のくみ置き、備品等の転倒・落下防止、火気・薬品類

による火災防止、消火器及び応急備品の点検、施設設備の点検等、地震による被害軽減の措置を

とる。 

イ 学校（園）に残留し保護する幼児・児童・生徒のために必要な飲料水、食料、寝具等について

は、あらかじめ予想される員数を把握し、各学校（園）において準備するか、又は地域の業者等

から供給を受けられるよう手配しておく。 

 ウ 残留する幼児・児童・生徒の保護のために必要な人員の確保については、あらかじめ定めてあ

る緊急時の教職員の役割分担に従って措置をとる。 

 

エ 残留する幼児・児童・生徒の数、校外指導時にとった措置等の必要な事項を、できるだけ早く
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教育部又は所轄庁へ報告するよう努力する。 

オ 強化地域からの通学者は、あらかじめ定めた市内の寄宿先に帰宅させる。寄宿先のない者につ

いては、学校において保護する。 

カ 児童・生徒に対する伝達と指導 

学校は、東海地震注意情報発表が報道機関により報道された後、適切な時期に学級指導・ホー

ムルームに授業を切りかえ、東海地震注意情報が発表されたことを伝達し、地震に対する注意事

項、解除宣言後又は地震後の授業の再開等について説明し、児童生徒の安全を図る指導にあた

り、警戒宣言が発令された場合、直ちにあらかじめ定めた下校計画に従って帰宅させるよう準備

を整える。 

 キ 東海地震注意情報発表時の学校（園）における対応措置の保護者への周知 

   東海地震注意情報発表が報道されると、幼児・児童の保護者が直ちに引取りに来校する事態が

予想される。 

学校（園）においては、東海地震注意情報発表段階においては授業を継続し、警戒宣言が発令

された後に授業を中止して帰宅の措置をとることとしている。 

したがって、そのような事態が起こることのないように、学校（園）は、平素から保護者に対

して学校（園）の対応策を周知徹底しておく。 

東海地震注意情報発表の報道を得た家庭は、水、食料、救急用品の準備確認、火災防止、家具

の転倒防止など地震に対する被害軽減の措置をとりながら事後の報道に注意し、警戒宣言が発令

された場合に幼児・児童を直ちに引き取りに出る準備を整えるように連絡しておくことが大切で

ある。 

   なお、前記のような事前の措置をとっても、東海地震注意情報発表の報道で保護者が引取りに

来校した場合は、学校長の責任において臨機の措置をとる。 

（４）警戒解除宣言の連絡等 

 ア 警戒解除宣言は、ラジオ、テレビ、市の広報等によって得るものとする。 

 イ 解除後の授業の再開の日時は、あらかじめ定めたところによる。 

 

２ 病院、診療所 【保健福祉局、病院局】 

（１）診療体制 

   病院及び診療所は、警戒宣言時においても、可能な限り平常診療を行うものとする。このため

の必要な職員の確保は、あらかじめ定められた方法による。 

   機関別の対応は、次のとおりである。 
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機  関 外 来 診 療 入 院 患 者 手 術 及 び 検 査 

救急病院 

ア 可能な限り平常どお

りの診療を行う。 

イ 救急患者の診療は継

続的に行う。 

ウ 緊急度が加われば二

次、三次救急体制に入り

軽症患者の診療制限を

行う。 

ア 可能な限り患者の希

望に応じ帰宅許可等を

与える。 

イ 緊急事態の進展度に

応じ通常入院患者の制

限を行う。 

ア 医師の判断により可

能な限り手術及び検査

の日程変更を検討する。 

診 療 所 

ア 可能な限り平常どお

りの診療を行い、同時に

救急出動の体制を整え

る。 

  

 

（２）防災措置等 

 ア 建物及び設備の点検 

 イ 医薬品、危険物等の防災措置 

 ウ 落下物の防止 

 エ 非常用設備、非常用備品の点検及び確保 

 オ 水及び食料の確保 

 カ 職員の分担業務の確認 

（３）その他 

   収集された情報は、患者に不安を与えないよう必要に応じ適宜連絡する。 

 

３ 社会福祉施設等 【保健福祉局、こども未来局】 

（１）保育所（園） 

警戒宣言が発令されるとともに、原則として保育を中止して、警戒宣言が解除されるまで臨時

休所（園）の措置をとる。 

ア 児童の扱い 

 （ア）児童は、あらかじめ定めた方法により利用者名簿確認のうえ、保護者に引渡す。 

なお、警戒解除宣言が発令されるまでの間は、保護者において保護するように依頼する。 

（イ）保護者の引取りが済むまで、児童は、所（園）で保護する。 

 （ウ）所（園）外における指導時には、速やかに帰所（園）するものとし、帰所（園）後児童を保

護者に引渡す。 

また、交通機関、道路の状況等によって、帰所（園）することが危険と判断される場合は、

所（園）及び市に連絡をとり、適宜の措置をとる。 

 イ 防災措置 

 （ア）施設設備、消火器、火気等の点検 

 （イ）転倒、落下物の防止措置 

 （ウ）飲料水の確保、食料、ミルク等の確認 
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 （エ）医薬品等の確認 

 ウ その他 

 （ア）児童の引渡し方法は、あらかじめ定め、保護者と十分な打合わせをする。 

 （イ）職員、児童、保護者等に防災訓練等を通じて、防災教育を行う。 

（２）その他社会福祉施設 

各社会福祉施設は警戒宣言が発令された場合において、迅速かつ的確な防災措置を講じること

により、施設及び要保護者等の安全を確保するため、次の事項を基本として、あらかじめ対応計

画を定めておくものとする。 

なお、計画は通所（園）施設、入所施設の別及び通所（園）者、入所者の特性等を考慮し、各

施設の実態に即した具体的措置について定める。 

 ア 情報の受伝達 

   コミュニケーション障害者に対する広報手段、職員間及び保護者との連絡方法、代替手段等 

 イ 施設の防災点検 

   応急補修、設備備品等の転倒、落下の防止措置等 

 ウ 出火防止 

     消火器等の点検、緊急貯水等 

 エ 通所（園）者、入所者等の安全確保 

   応急救護体制、避難スペースの確保、食料、飲料水、医薬品、衛生材料、生活物資の確保、救

護運搬用具等の確認 

 オ 要保護者の引き取り方法及び引き取りがない場合の措置 

 カ 保護者に対する当該施設の対応計画の事前周知 

 キ その他必要な事項 

 

 

第８ 不特定多数の人が集まる施設の対策 【施設所管局区等】 

 

不特定多数の人が集まる施設について、混乱防止及び安全確保の見地から各施設を所管する局

（部）及び区は、次のとおり、対応措置を行う。 
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所

管 
対 象 施 設 対   応   措   置 

消 

 

 

 

 

 

 

 

 

防 

 

 

 

 

 

 

局 

 第４節第３「事業所のとるべき措置」による消防計画に基づき実施させるが、特に不特定多数の人を収

容する部分については、主として次によるものとする。 

映 画 館 

幕 張 メ ッ セ 

集 会 場 施 設 等 

１ 混乱防止の観点から営業（開催）を自粛するよう要請する。 

  ただし、駅等の混乱状況によっては弾力的に運用するよう指導する。 

２ 施設利用者へ警戒宣言の情報を適切な方法で伝達し、混乱を防止するため、従

業員による適切な誘導を行うよう指導する。 

百  貨  店 

スーパーマーケット 

病 院 、 銀 行 等 

１ 百貨店、スーパーマーケットなど大型店舗の食料品等の生活必需物資売場、及

び病院、銀行等市民の生活維持に必要なサービスを提供する事業所は、可能な限

り営業等を継続するよう依頼する。 

２ 百貨店、スーパーマーケット等で売場の一部を営業継続する場合は、営業する

部分と閉鎖する部分を明確にするよう指導する。 

地 下 街 

超 高 層 ビ ル 

テナントビル等 

１ 地下街、ビル内店舗については、混乱防止及び出火防止の観点から営業の自粛

を要請する。また、一般事務所については、努めて平常通り営業を継続するよう

要請する。 

２ 店舗等の利用客に対しては、ブロック毎に必要な情報を伝達するとともに、時

間差を設けて誘導するよう指導する。 

３ エレベーター（地震時管制運転装置付きを除く。）は運転を中止し、階段を利用

するよう指導する。 

市 

 

 

民 

 

 

局 

文 化 セ ン タ ー 

市  民  会  館 

若葉文化ホール 

消費生活センター 

市民ｷﾞｬﾗﾘｰいなげ 

その他各体育施設 

 

１ 警戒宣言が発令されると同時に、団体利用の形態をとる施設は主催責任者と協

議のうえ閉館し、個人使用形態をとる施設はただちに閉館する。 

２ 施設利用者に対する警戒宣言の情報は、混乱をきたさないよう十分に注意し、

直接口頭で伝達し、職員の誘導により退館させ臨時休館とする。 

３ 職員の役割分担を行い、施設設備の点検、ガラス等落下物の防災措置を実施

し、保安要員を確保する。 

４ 市が主催又は共催する行事は中止し、警戒宣言が発令されている間は、休館と

する。 

５ 他の行事等は、主催者等と協議の上、中止する。 

病

院

局 

市 立 青 葉 病 院 

市 立 海 浜 病 院 

１ 原則として、当日の診療は継続する。 

  ただし、翌日以降の外来については、急患を中心に行う。 

２ 外来患者、見舞客等に対して警戒宣言の情報を伝達し帰宅させる。 

３ 手術中に警戒宣言が発令された時は、医師の判断により安全措置を講じる。 

４ 手術予定者については、緊急やむを得ない場合を除き中止する。 

５ 入院患者に対する安全確保を講じる。 

６ 非常電源、水の確保、医薬品・食料品等の確保を行う。 

保

健

福

祉

局 

保  健  所 １ 集団を対象とした事業及び所外で行う事業は原則として、中止する。 

ハーモニープラザ 

１ 施設利用者に対する警戒宣言の情報は、混乱をきたさないよう十分に注意し、

直接口頭で伝達し、職員の誘導により退館させ臨時休館とする。 

２ 職員の役割分担を行い、施設整備の点検、ガラス等落下物の防災措置を実施

し、保安要員を確保する。 

３ 市が主催又は共催する行事は中止し、警戒宣言が発令されている間は、休館と

する。 

４ 他の行事等は、主催者等と協議の上、中止する。 

千 葉 市 斎 場 

桜 木 霊 園 

平 和 公 園 

１ 原則として、火葬業務は停止する。 

  ただし、火葬執行中のものにあっては、厳重な警戒のもとに執行を完了する。 

２ すでに斎場に到着している場合は、遺体保管室で保管する。 

  なお、出棺前の場合は親族において保管する。 

３ 火葬業務を停止（解除）する場合は、停止（解除）する旨を保健福祉部、区本

部、葬祭業団体等に連絡する。 

４ 斎場・霊園内から退避するよう広報するとともに入園禁止の措置をとる。 
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こ
ど
も
未
来
局 

子 ど も 交 流 館 

子 育 て 支 援 館 

子育てリラックス館 

１ 警戒宣言が発令されると同時に、団体利用の形態をとる施設は主催責任者と協議

のうえ閉館し、個人使用形態をとる施設はただちに閉館する。 

２ 施設利用者に対する警戒宣言の情報は、混乱をきたさないよう十分に注意し、直

接口頭で伝達し、職員の誘導により退館させ臨時休館とする。 

３ 職員の役割分担を行い、施設整備の点検、ガラス等落下物の防災措置を実施

し、保安要員を確保する。 

経
済
農
政
局 

競  輪  場 

１ 原則として、レースを中止する。 

２ 入場者に対して、警戒宣言の情報を場内放送等により周知徹底し、警備員等によ

る退避誘導等、混乱を防止する。 

  ただし、駅等の混乱状況によっては弾力的に運用するものとする。 

３ 自動車利用（による帰宅）の自粛をよびかける。 

地 方 卸 売 市 場 

１ 原則として開場する。 

２ 警戒宣言の情報を適切な方法で周知し、あらかじめ定められた計画に基づき、関

係業者に対する災害予防措置の要請その他業務運営の円滑化に努める。 

 

勤労市民プラザ 

１ 警戒宣言が発令されると同時に、団体利用の形態をとる施設は主催責任者と協議

のうえ閉館し、個人使用形態をとる施設はただちに閉館する。 

２ 施設利用者に対する警戒宣言の情報は、混乱をきたさないよう十分に注意し、直

接口頭で伝達し、職員の誘導により退館させ臨時休館とする。 

３ 職員の役割分担を行い、施設整備の点検、ガラス等落下物の防災措置を実施し、

保安要員を確保する。 

４ 市が主催又は共催する行事は中止し、警戒宣言が発令されている間は、休館とす

る。 

５ 他の行事等は、主催者等と協議の上、中止する。 

都
市
局 

稲 毛 海 浜 公 園 
千葉市花の美術館 

ＺＯＺＯマリンス

タ ジ ア ム 

 

その他の人工海浜 

 

１ 市が主催又は共催する行事は中止し、警戒宣言が発令されている間は、休園とす

る。 

２ 他の行事等は、主催者等と協議の上、中止する。 

３ 入園者への情報伝達は園内放送により行う。 

  また、係員への緊急連絡はあらかじめ定めた方法により行う。 

４ 人工海浜、プール等から入園者が退避するよう巡回広報するとともに安全な区域

への退避を誘導する。 

都市緑化植物園 

動 物 公 園 

１ 警戒宣言発令中は、休園とする。 

  ただし、休園措置は、入園者の数に応じて一定の時間的余裕をもたせる。 

２ 入園者への情報伝達は園内放送等により行う。 

  また、係員への緊急連絡はあらかじめ定めた方法により行う。 

３ 指定動物の獣舎への収容、施錠及び猛獣捕獲体制の確認を行う。 

４ 遊戯機械、遊具の使用停止、レストラン、喫茶室、売店の火気使用停止を指示す

る。 

千 葉 公 園 

１ 入園者への情報伝達は係員の口頭伝達により行う。 

  また、係員への緊急連絡はあらかじめ定めた方法により行う。 

２ 貸ボート、遊具の使用停止、売店等の火気の使用停止を指示する。 

教
育
委
員
会 

各  公  民  館 

各  図  書  館 

郷 土 博 物 館 

加曽利貝塚博物館 

南部児童文化ｾﾝﾀｰ 

南部青少年ｾﾝﾀ ｰ 

埋蔵文化財調査ｾﾝﾀｰ 

１ 警戒宣言が発令されると同時に、団体利用の形態をとる施設は主催責任者と協議

のうえ閉館し、個人使用形態をとる施設はただちに閉館する。 

２ 施設利用者に対する警戒宣言の情報は、混乱をきたさないよう十分に注意し、直

接口頭で伝達し、職員の誘導により退館させ臨時休館とする。 

３ 職員の役割分担を行い、施設整備の点検、ガラス等落下物の防災措置を実施し、

保安要員を確保する。 

区 

保健福祉センター 

コミュニティセンター 

（土気あすみが丘 

プラザを含む） 

１ 警戒宣言が発令されると同時に、団体利用の形態をとる施設は主催責任者と協議
のうえ閉館し、個人使用形態をとる施設はただちに閉館する。 

２ 施設利用者に対する警戒宣言の情報は、混乱をきたさないよう十分に注意し、直
接口頭で伝達し、職員の誘導により退館させ臨時休館とする。 

３ 職員の役割分担を行い、施設整備の点検、ガラス等落下物の防災措置を実施し、
保安要員を確保する。 
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第９ 生活物資対策 

【経済農政局、各区、関東農政局（農林水産省生産局）、農業協同組合、その他農林水産関係団体、

千葉商工会議所、土気商工会、その他商工業関係団体、大規模商業施設、その他各種販売業店組

合】 

 

市（区）は、警戒宣言発令時において、食料及び生活必需品を取扱う百貨店、スーパーマーケッ

ト、小売店等にできるだけ営業を継続するよう、売り惜しみをしないよう、また、市民に対しては、

スーパーマーケット、小売店等の営業状況及び買い占め、買い急ぎ等しないよう、広報車、防災行政

無線等により呼びかけを行う。 

 なお、市地方卸売市場は、生鮮食料品の安定を確保するため、平常通り市場を開場し、生鮮食料品

の取引業務を行うこととしている。 

 

第１０ 救護救援・防疫対策  

 

１ 給水対策 【市水道局、各区、県水道局、四街道市水道事業センター】 

  発災後に備え、県水道局本部との情報連絡及び施設の保安点検強化、応急資器材等の点検整備を

行うとともに、給水活動及び復旧活動実施のための応急体制を確立する。 

 

２ 食料等の配付対策 【経済農政局、各区】 

（１）配付体制 

市（区）は、被災者の救助に必要な備蓄物資等の輸送、配付を行うための体制をとる。 

（２）精米等の準備体制 

   市（区）は、市内米穀小売商業組合に対して精米の確保及び納入ができる体制をとるよう要請

する。 

（３）運搬計画 

 ア 市（区）は、備蓄物資及び調達物資の輸送を確保するため、関係輸送業者に待機の体制を要請

する。 

 イ 市（区）は、調達困難な食品、副食品及び生活必需品を県に要請する場合に備え、物資集積場

所及び輸送拠点を準備し、避難所等へ輸送できる体制をとる。 

（４）その他 

   市（区）は、即時調達体制を確保するため、デパート、スーパーマーケット、商工団体及び小

売店等に物資の供給できる体制を整えるよう要請する。 

 

３ 医療救護対策 【保健福祉局、市医師会、市歯科医師会、市薬剤師会、日本赤十字社千葉県支

部】 

（１）医療関係機関の対応 

   市医師会等医療関係機関は、発災時に備え、連絡体制を確保するよう、会員及び医療機関に対

して依頼し、避難場所・避難所等へ出動できるよう医療救護班の編成体制をとる。 
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（２）医薬品の確保 

   市は、備蓄医薬品等の保管状況を点検し整備するとともに、市薬剤師会等に対して、応急医薬

品の確保及び供給できる体制をとるよう要請する。 

（３）日赤千葉県支部に対する要請 

 ア 応急救護出動体制 

   医療救護班及び医療資機材の応援要請を行う場合に備え出動要請の連絡体制の確保を図る。 

 イ 血液業務 

負傷者に対する血液供給体制の強化を図るため、発災に備え供給体制を確保する。 

 

４ 防疫対策 【保健福祉局】 

  発災時における感染症の発生と流行を未然に防止するため、次の事項を基本として、防疫対策実

施体制を準備する。 

（１）感染症予防委員の選任、防疫作業員及びその組織化等の準備 

（２）発災後に必要と思われる防疫用の器具、器材の整備及び薬剤備蓄量の確認 

（３）飲料水の安全確保 

 

 

第１１ 金融対策等 【財政局、千葉財務事務所、郵便局、農業協同組合、千葉商工会議所、金融機

関】 

 

 市は、警戒宣言発令時において、金融機関及び郵便局はできるだけ窓口業務を確保するよう、ま

た、市民に対しては、金融機関、郵便局の営業状況及び急いで預金を引き出す必要のないことを広報

車、防災行政無線等により呼びかけを行う。 

 なお、金融機関及び郵便局は、顧客及び従業員、職員の安全に十分配慮し、店頭の顧客に対しては

警戒宣言発令を直ちに伝達するとともに、その後の来客に備え、ポスターの店頭掲示等の手段を用い

て、告示するように配意させることとしている。 

 また、市税の対応措置は、次のとおりである。 

 

１ 警戒宣言発令による交通混乱等が発生し、市税の申告、納税が困難な場合には、その期限の延長

等について弾力的に対処する。 

 

２ 警戒宣言発令中において、市の一部又は全部の地域に災害が発生した場合には、市税の減免及び

申告、納付等の期限の延長等について適切な措置を講じる。 

  県においても、県税は前記同様な対応措置を取ることとなっている。 
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第４節 市民等のとるべき措置  

【市民、町内自治会、自主防災組織、事業所等】 

 

東海地震が発生した場合、本市は震度５強程度になると予想されていることから、ところによっては、

（１）壁に割れ目が入る（２）墓石・石とうろうが倒れる（３）煙突・石垣などが破損する（４）軟弱

な地盤では、割れたり崩れたりする（５）ブロック塀が倒壊する等の被害の発生が予想される。 

このため、東海地震注意情報の発表及び警戒宣言の発令等に伴い、社会的混乱が発生することも予想

される。 

各防災機関は、一体となって社会的混乱の防止を図るものであるが、これらの機関がすべての防災活

動を行うことは不可能であり、市民、自主防災組織、事業所がそれぞれの立場で防災活動を行うことが

重要な役割を果たすものと思われる。 

 本章では、市民、自主防災組織、事業所が平常時、東海地震注意情報発表時、警戒宣言発令時にそ

れぞれとるべき措置基準を示すものとする。 
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第１ 市民のとるべき措置 

 

区    分 と   る   べ   き   措   置 

平  常  時 

１ 家や塀の耐震化を促進する。 

（１）自宅の耐震診断を行い、弱いところは、補強する。 

（２）ブロック塀、石塀、門柱を点検し、不適格なものは、改築、補強する。 

２ 家具類の転倒、落下防止措置をとる。 

（１）タンス、食器棚、ピアノ等の重い家具、倒れやすい家具は、壁に固定する。 

（２）家具類のうえに、重いものやガラス類を置かない。 

（３）窓ガラスのパテ等を点検し、弱い部分は補強する。 

３ 火気使用器具の点検整備及び火気管理を励行する。 

（１）ガスコンロ、ガスストーブ等の定期点検を行う。 

（２）プロパンガスボンベ等は固定し、設備の定期点検を行う。 

（３）火気使用場所の不燃化を図り、整理整頓する。 

（４）火気使用場所周辺に易・可燃性物品（灯油、ベンジン、アルコール、スプレー、食

用油、塗料等）を置かない。 

４ 消火器、消火用水の準備をする。 

（１）出火に備えて、消火器、バケツ水等を用意しておく。 

（２）風呂の水を常にためておく。 

５ 非常用飲料水・食料の準備をする。 

（１）飲料水は、市販のミネラルウォーターか、水筒、水袋、ポリタンク等に入れて、３

日分程度準備しておく。 

   ※１人１日分の最小限度必要量＝３㍑ 

（２）食料は、長期保存ができる食品（米、乾パン、インスタント食品、漬物、梅干、缶

詰、みそ、しょうゆ、塩など）を３日分程度準備しておく。 

６ 救急医薬品等の準備をする。 

  傷薬、胃腸薬、目薬、脱脂綿、包帯、ばんそうこう、三角布などを救急箱等に入れて

準備しておく。 

７ 生活必需品の準備をする。 

  下着、毛布、タオル、石けん、ちり紙、マッチ、ろうそく等を準備しておく。 

８ 防災用品の準備をする。 

  トランジスターラジオ、懐中電灯、ヘルメット、ビニールシート、金づち、バール、

のこぎり、スコップ、なた、ロープ等を準備しておく。 

９ 防災講習会、訓練へ参加をする。 

  市（区）・消防署・自主防災組織が行う防災講習会、訓練に積極的に参加し、防災

に対する知識、行動力を高める。 

10 家庭で対応措置の話し合いをする。 

（１）判定会招集時、警戒宣言発令時、地震発生時における役割分担を話し合ってお

く。 

（２）警戒宣言発令時には、電話がかかりにくくなるので各自の行動予定を話しあって

おく。 

11 自主防災組織に積極的に参加する。 

東海地震注意情報

発表（報道開始）時

から警戒宣言が発

令されるまで 

１ テレビ、ラジオ等で正しい判定会情報を入手し、冷静な行動をとる。 

２ 電話の使用を自粛する。 

３ 自家用車の利用を自粛する。 

４ 不要な生活物資の買い急ぎを自粛する。 

５ 不要な預貯金の引き出しを自粛する。 
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警戒宣言が発 

令されてから 

地震発生まで 

１ 警戒宣言情報を入手する。 

（１）市（区）の防災信号（サイレン）等に接したときは、直ちにテレビ、ラジオで正

しい警戒宣言情報を入手する。 

（２）県・市（区）・警察署・消防署等、防災機関の関連情報に注意する。 

２ 家具類の転倒、落下防止措置を確認する。 

（１）家具、棚等の上の重いものを下ろす。 

（２）窓ガラスにガムテープ、ビニールテープ等をはる。 

（３）ベランダの置き物をかたづける。 

３ 火気使用器具の安全確認と火気管理を確認する。 

（１）火気の使用は最小限にし、いつでも消火できるようにする。 

（２）ガス器具等の安全設備を確認する。 

（３）プロパンガスボンベの固定措置を確認する。 

（４）火気使用場所及び周辺の整理整頓を確認する。 

４ 消火器、消火用水の置き場所を確認する。 

５ ブロック塀、石塀、門柱を点検する。 

  危険箇所には安全措置をとるとともに、人を付近に近よらせないように措置する。 

６ 非常用飲料水、食料を確認する。 

７ 救急医薬品を確認する。 

８ 生活必需品を確認する。 

９ 防災用品を確認する。 

10 電話の使用を自粛する。 

  県・市（区）・放送局等防災機関に対する電話による問い合わせは、ひかえる。 

11 自家用車の利用を自粛する。 

（１）路上に駐車中の車両は、空地、駐車場に移動する。 

（２）走行中の車両は減速走行し、目的地まで到達した後は車を使わない。 

12 幼児、児童生徒、老人、病弱者等の安全を確認する。 

（１）幼児、児童生徒、老人、病弱者（臨床者）等が、安全な場所にいるか確認する。 

（２）幼児、児童、生徒が登園・登校している場合は、定められた園、学校との打ち合

せ事項により、対応措置をとる。 

13 エレベーターの使用をさける。 

14 不要な生活物資の買い急ぎを自粛する。 

15 不要な預貯金の引き出しを自粛する。 
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第２ 自主防災組織のとるべき措置 

 
※自主防災組織が結成されていない地域にあっては、町内自治会等が、この基準に準拠して対応措置をと

る。 

区   分 と  る  べ  き  措  置 

平  常  時 

１ 組織の編成と各班の役割を明確にする。 

２ 防災知識の普及活動を行う。 

（１）各戸に対して、出火防止、倒壊予防措置を呼びかける。 

（２）地域内の危険物集積地区、延焼拡大危険地区、がけ崩れ等災害危険箇所を把握

する。 

（３）地域内の消防水利を把握する。 

（４）地域内のブロック塀、石塀、門柱、擁壁
ようへき

等の安全点検を行う。 

（５）防災知識に関するチラシ、パンフレット等を作成し各戸に配布する。 

３ 防災訓練を行う。 

  災害時に備えて、情報連絡訓練、消火訓練、給食給水訓練、救出救護訓練等を行

う。 

４ 火気使用器具の点検及び火気管理の励行を指導する。 

（１）各戸に対して、火気使用器具及び場所の点検を指導する。 

（２）各戸に対して、易・可燃性物品の点検を指導する。 

（３）プロパンガスボンベの点検を指導する。 

５ 防災資機材等を整備する。 

  地域の実情に応じて、情報連絡用、初期消火用、水防用、救出救護用、給食給水

用資機材等を整備しておく。 

６ 情報の収集・伝達体制を確立する。 

（１）市（区）、消防署等防災機関から伝達された情報を、正確かつ迅速に市民に対

して伝達する体制を確立する。 

（２）地区ごとに、収集伝達すべき情報を定めておく。 

東海地震注意情報

発表（報道開始）時

から警戒宣言が発

令されるまで 

１ テレビ、ラジオ等で、正しい判定会情報を入手する。 

２ 市民に対して、冷静な行動をとるよう呼びかける。 

警 戒 宣 言 が 発 

令 さ れ て か ら 

地 震 発 生 ま で 

１ 自主防災組織の活動体制を確立する。 

（１）自主防災組織の編成を確認する。 

（２）自主防災組織本部を設置する。 

（３）自主防災組織の役割分担を確認する。 

２ 市（区）、消防署等防災機関から伝達された警戒宣言情報を正確かつ迅速に市民

に対して周知する。 

３ 市民に対して、市民のとるべき措置を呼びかける。 

４ 防災資機材等を確認する。 

５ 幼児、児童、生徒、老人、病弱者等の安全対策措置を呼びかける。 

６ 食料、飲料水の確保及び調達方法を確認する。 
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第３ 事業所のとるべき措置 

 

 事業所においては、次のような措置をとるものとする。 

区   分 と  る  べ  き  措  置 

平  常  時 

１ 自主防災体制の確立 

（１）防災責任者の選定及び自衛防災組織の結成 

（２）組織の役割分担の明確化 

２ 教育及び広報活動 

（１）従業員の防災知識の高揚 

（２）従業員の顧客に対する安全対策措置に係る教育研修 

３ 防災訓練 

  災害時に備えた情報連絡訓練、消火訓練、救出救護訓練、顧客の誘導訓練 

４ 危険防止対策 

（１）施設、設備の定期点検 

（２）商品、設備器具、窓ガラス等の破損、転倒、落下防止 

５ 出火防止対策 

（１）火気使用器具、設備及び火気使用場所の定期点検 

（２）消防水利、機材の整備点検 

（３）商品の整備点検 

（４）易・可燃性物品の管理点検 

６ 防災資機材等を整備 

  情報連絡用、初期消火用、水防用、救出救護用、給食給水用資機材等を整備 

７ 情報の収集・伝達体制を確立 

（１）市（区）、消防署等から伝達された情報を正確かつ迅速に顧客、従業員に対して

伝達する体制の確立 

（２）事業所の実情に応じた収集伝達すべき情報を選定する。 

東海地震注意情

報発表（報道開

始）時から警戒宣

言が発令される 

まで 

１ テレビ、ラジオ等で正しい判定会招集情報を入手する。 

２ 自衛防災体制を準備、確認する。 

３ 消防計画等により、警戒宣言時にとるべき措置を準備確認する。 

４ その他顧客、従業員に対する安全対策措置等必要に応じて、防災措置をとる。 

 

 

 

 

 

 

警 戒 宣 言 が 発 

令 さ れ て か ら 

地 震 発 生 ま で 

１ 自衛防災組織の活動体制を確認する。 

（１）自衛防災組織の編成を確認する。 

（２）自衛防災本部を設置する。 

（３）自衛防災本部の役割分担を確認する。 

２ 情報の収集・伝達体制をとる。 

  市（区）、消防署等防災機関及びテレビ、ラジオ等により入手した情報を正確かつ

迅速に顧客、従業員に対して伝達する。 

３ 危険防止措置を確認する。 

（１）施設、設備を確認する。 

（２）商品、設備器具、窓ガラス等の破損、転倒、落下防止措置を確認する。 

４ 出火防止措置を確認する。 

（１）火気器具等の使用は、原則として自粛するものとし、やむを得ず使用する場合

は最小限とし、いつでも消火できる体制をとる。 

（２）火気使用場所及び周辺を確認する。 

（３）消防水利、機材を確認する。 

（４）易・可燃性物品を確認する。 

 



第１章 地震対策計画 附編 第４節 市民等のとるべき措置 

                    東 - 46 - 

 

 

 

 

 

 

警 戒 宣 言 が 発 

令 さ れ て か ら 

地 震 発 生 ま で 

５ 防災資機材等を確認する。 

  情報連絡用、初期消火用、水防用、救出救護用、給食給水用、資機材等を確認す

る。 

６ 食料品等生活必需物資を販売（取扱い）する事業所においては、市民生活の確保

と混乱防止のため、原則として営業を継続する。 

７ 不特定かつ多数の者が出入りする劇場、映画館、遊戯場、旅館及び地下街の店舗

等においては、混乱防止のため、原則として営業を自粛する。 

８ 石油類、火薬類、高圧ガス等出火、爆発等周辺地域に対して危険な影響を与える

可能性のある事業所においては、原則として営業を自粛する。 

９ バス、タクシー及び生活必需物資を輸送する車両以外の車両の使用は、原則とし

て自粛する。 

10 一般事業所においては、原則として平常営業とするが、特に従業員を退社させる

必要のある事業所においては、駅、停留所、道路の混雑状況及び警戒宣言情報の内

容等を考慮して、時差退社させる。 

なお、近距離通勤者については徒歩等によるものとし、原則として交通機関を利

用しない。 

11 電話の使用を自粛する。 

県・市（区）・放送局等防災機関に対する電話による問い合わせは控える。 

12 不要な預貯金の引き出しを自粛する。 
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第１節 応急活動体制 

【全局区等】 

 

第１ 初動体制 

 

対

策

の

あ

ら

ま

し 

各局（部）及び各職員は、災害発生を知ったときは、直ちにこの計画による応急活動体制

配備指令に即応できる体制をとることとなる。 

また、風水害等における防災対策活動の基幹となる総務局危機管理部は、「本部」としての

指揮命令系統の迅速な確立を最優先課題として、危機管理総合調整会議を開催し協議の上、

各局（部）長に対して必要な配備体制を指令するよう市長を補佐する。 

あわせて、夜間・休日等についても、迅速に災害対策本部体制を確立するよう、必要な手

順を定める。 

 なお、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合（気象庁からの注意報及び警報が発

表された時等を含む）で、災害対策本部を設置するまでに至らない場合においては、この計

画に定める体制により災害応急活動を行う。 

 

１ 危機管理総合調整会議 

（１）開催時期 

   風水害等に迅速かつ的確に対応するため市長が必要と認めたときに開催する。 

（２）構成 

   市長、副市長及び危機管理監をもって構成する。 

   なお、情報収集及び対応策検討のための事務局を総務局危機管理部に置く。 

（３）審議事項 

災害の状況に応じて、配備体制、避難所の開設の検討等の審議を行う。 

※千葉市危機管理総合調整会議設置要綱（資料 2-34） 

 

２ 各局（部）の警戒体制 

  各局（部）長は、災害が発生し、又は発生するおそれがあると認めるときは、必要な職員を配備し

て、警戒活動を実施するとともに、以下の事項について行う。 

（１）情報の収集 

（２）状況の報告 

（３）危機管理総合調整会議の必要性の有無に関する進言 

 

３ 災害警戒本部の設置 

  市域に風水害が発生し、又は発生する恐れがある場合で、市（区）災害対策本部の設置までに至ら

ないときは、関係局区が連携し応急活動を実施するため災害警戒本部を設置し対応する。 

（１）設置基準 

ア 危機管理監が、風水害により災害が発生し又は発生するおそれがあると認めたときで、市災害対

策本部の設置にいたらないとき 

 イ その他、危機管理監が必要と認めたとき 
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（２）構成局区及び災害警戒本部長等 

 災害警戒本部の構成は、総務局、保健福祉局、建設局、都市局、消防局及び関係区とし、警戒本

部長は危機管理監、警戒副本部長は総務局危機管理部長とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）災害警戒本部会議 

   災害警戒本部構成局の関係課長をもって構成する。 

（４）設置場所及び事務局 

 災害警戒本部は、総務局危機管理部に設置する。 

なお、情報収集及び応急措置対応等のための事務局を総務局危機管理部に置く。 

（５）所掌事務 

   災害警戒本部の所掌事務は、おおむね次のとおりとする。 

 ア 被害情報の収集 

 イ 県及び防災関係機関からの情報収集・県への被害状況の報告（県危機管理政策課、防災対策課、

消防課及び関係機関） 

 ウ 初期緊急応急対策計画の検討 

 エ 計画を実施するために適当な配備体制の検討 

 オ 避難情報等の発令の検討 

 カ その他市長からの特命事項 

（６）災害警戒本部の廃止 

   危機管理監は、災害の拡大が認められないと判断したときは災害警戒本部を解散する。 

また、災害対策本部が設置されたときは、自動的に警戒本部を閉鎖し、事務を災害対策本部に引

き継ぐものとする。 

 

４ 災害対策事前準備 

災害対策本部を設置するまでに至らない場合の配備及び災害応急対策の実施は、災害対策本部が設

置された場合に準じて、次により対応する。 

（１）災害対策事前配備の指令 

ア 災害対策事前配備の指令の実施責任者は、危機管理監とする。 

イ 危機管理監は、危機管理総合調整会議での協議決定を踏まえて、この計画に定める配備基準に基

づき災害対策事前配備を指令する。 

ウ 各局（部）長は、災害対策事前配備の指令により、あらかじめ定めた職員を配備につけ、災害応

災害警戒本部長 

（危機管理監） 

総務局危機管理部防災対策課長 

 

構成局関係課長 

関係区地域づくり推進課長 

災害警戒副本部長 

（総務局危機管理部長） 

総務局危機管理部危機管理課長 
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急対策活動を指揮する。 

エ 配備についた職員は、上司の命令に従い、直ちに災害応急対策活動を実施する。 

 

５ 応急活動体制 

（１）災害警戒本部 

   災害警戒本部の設置基準及び配備要員数は以下のとおりとする。 

   なお、消防局の配備要員数は、消防局で定めた配備基準に基づくものとする。 

種

別 
配 備 基 準 配 備 体 制 職 員 参 集 基 準 

初 

期 

配 

備 

体 

制 

危機管理監が、災害

が発生し、又は発生す

るおそれがあると認め

たとき。 

風水害対策関係局部等の職

員で情報収集連絡活動及び小

規模災害に対処できる体制と

し、その所要人員は所掌業務を

勘案して、あらかじめ各局等に

おいて定める。 

総務局 

建設局 

各区 

注 

意 

配 

備 

体 

制 

市域に次の注意報が

１以上発表され、市長

が必要と認めたとき。 

（１）大雨注意報 

（２）高潮注意報 

（３）洪水注意報 

風水害対策関係局部等の職

員で情報収集連絡活動及び小

規模災害に対処し、事態の推移

に伴い、速やかに上位の体制に

移行できる体制とする。その所

要人員は所掌業務等を勘案し

て、あらかじめ各局等において

定める。 

災

害

対

策

事

前

配

備

の

配

置

基

準 

総務局    5～10％ 

建設局    5～10％ 

都市局    5～10％ 

各区     5～10％ 

警 

戒 

配 

備 

体 

制 

市域に次の警報が１

以上発表され、市長が

必要と認めたとき。 

（１）大雨警報 

（２）暴風警報 

（３）洪水警報 

災害対策本部各部該当局部

の所要人員をもって、災害の状

況に応じた応急対策活動を実

施し、事態の推移に伴い、速や

かに上位の体制に移行できる

体制とする。その所要人員は所

掌業務等を勘案して、あらかじ

め各局等において定める。 

 

総務局    10～20％ 

建設局    10～20％ 

都市局    10～20％ 

各区     10～20％ 

保健福祉局 

教育委員会事務局 

議会事務局 

※本部長からの指示があった場合は、上表の職員参集基準にかかわらず、各局区等で所掌業務等を勘案した人員と

する。 

局区の定めによる 

2～5名 

程度 
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（２）災害対策本部 

災害対策本部の配備基準及び配備要員数は以下のとおりとする。 

   なお、消防局の配備要員数は、消防局で定めた配備基準に基づくものとする。 

 

種別 配 備 基 準 配 備 体 制 職 員 参 集 基 準 

第 

１ 

配 

備 

体 

制 

１ 市域に高潮警報又は特

別警報（大雨、暴風、高潮、

波浪）が発表され、市長が

必要と認めたとき。 

２ 市域に土砂災害警戒情

報が発表され、市長が必

要と認めたとき。 

３ 市域（区域）に局地的災

害が発生したとき。 

４ 市域（区域）に局地的災

害が予測されるとき。 

５ その他の状況により市

長（区長）が必要と認めた

とき。 

１ 突発的災害等で情報収

集、水防、輸送、医療、救

護等の応急対策活動が円

滑に実施できる体制とし、

その要員はあらかじめ各

局等において定める。 

２ 事態の推移に伴い速や

かに第２配備体制に移行

しうる体制とする。 

総務局     20～40％ 

建設局     20～40％ 

都市局     20～40％ 

各区      20～40％ 

その他の局・行政委員会等 

 15～20％ 

第 

２ 

配 

備 

体 

制 

１ 複数区（地域）に災害が

発生したとき。 

２ 複数区（地域）に災害が

予測されるとき。 

３ その他の状況により本

部長(区本部長)が必要と

認めたとき。 

１ 複数区（地域）について

の救助・救護活動を行い、

またその他の地域に災害

が拡大するのを防止する

ための応急対策活動及び

復旧対策活動に対処でき

る体制とし、その要員はあ

らかじめ各局等において

定める。 

２ 事態の推移に伴い速や

かに第３配備体制に移行

しうる体制とする。 

総務局       50％ 

建設局       50％ 

都市局       50％ 

各区        50％ 

その他の局・行政委員会等 

 30％ 

第 

３ 

配 

備 

体 

制 

１ 全市（区）域に災害が拡

大し、第２配備体制では

対処できないとき。 

２ その他の状況により本

部長（区本部長）が必要と

認めたとき。 

本部（区本部）の全力を

もって対処する体制とす

る。その要員は各所属職員

全員とする。 

全職員 

※本部長からの指示があった場合は、上表の職員参集基準にかかわらず、各局区等で所掌業務等を勘案した人員と

する。 

 

 

（３）配備の区分 

ア 職員の配備は、原則として、電話、電子メール等の配備指示による招集配備とする。 
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○招集配備 

 招集配備における配備指示は、電話、電子メール等により、おおむね次のような経路を経て行う。 
 

指示命令の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 職員の参集場所 

職員の参集場所は次のとおりとする。 

（ア）市・区本部（市・区本部要員） 

（イ）自らの勤務場所（所属要員） 

（ウ）本部の指示により指定された業務を行う場所（特命要員（※）） 

    ※「九都県市応援調整本部」派遣要員等 

ウ 応援要員の配備 

風水害時の応急活動において、区の人員が不足する場合は、区本部長（区長）は本部長（市長）

に対し、「地震対策計画における直近要員」の配備を要請することができる。その際の配備指示につ

いては、招集配備に基づくものとする。 

（４）配備計画 

ア 各局（部）長及び区本部長（区長）は、前項の区分により各職員の参集場所を事前に指定し、任

務分担を明らかにしておくものとする。 

イ 各局（部）及び各区の配備数は、各局（部）及び各区において、あらかじめ定めた災害時職員配

備計画（以下「職員配備計画」という。）による。 

副 市 長 

 

災害対策副本部長 

 

災害警戒本部長（危機管理監） 

 

主管本部員（危機管理監） 

市  長 

 

災害対策本部長 

 

危機管理部長

危機管理部長

各局･区 

本部連絡員 

要  請 

配備指示（指示系統） 

配備指示（伝達系統） 

非常連絡員 

（各局･区主管課長） 

各 課 長 等 

各 班 員 

（課  員） 

各局（区）長 

各部長・区本部長 

各部長 

各班長 

上段：災害対策本部設置前 

 

下段：災害対策本部設置後 
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ウ 各局（部）長及び区本部長（区長）は、所管の局又は区の職員配備計画を作成し、平常時から職

員に周知徹底を図るとともに、人事異動等により計画の内容に変更が生じた場合には、そのつど速

やかに修正し、関係職員に対してその旨の周知を図る。 

エ 災害対応が長期にわたる場合 

各部（各局区）は、災害対策本部を設置した場合、多くの職員を長時間にわたり災害応急対策に

従事させる必要があるため、こころのケアを含めた職員の健康管理を十分に行い、適宜休息時間を

設けるなど従事職員の適切な交替に配慮するものとする。特に、全員配備の場合は、全職員が災害

応急対策に当たることとされており、長期の対応に備え、早期にローテーション計画を作成し、計

画的な配備体制に努め、職員の健康に配慮するものとする。 

（５）職員の初期対応及び服務 

ア 職員の初期対応 

   各局（部）長及び区本部長（区長）は、職員の参集状況に応じ、順次初期対応の組織を編成する

とともに次の措置を講じるものとする。 

 

○災害に対処できるよう職員を配置 

○職員の非常参集方法及び交代方法 

○高次の非常配備体制への移行準備 

○他部への応援準備 

 

イ 職員配備の報告 

   各部（各局区）は、所定の様式で職員の参集状況を記録し、その累計を本部事務局（危機管理部）

に報告する。（報告の方法：総合防災情報システムにおける体制表への入力） 

   本部事務局（危機管理部）は、所定の様式により職員の参集状況をとりまとめ、危機管理監を通

じて、本部長（市長）に報告する。報告は、本部長（市長）が指示した場合を除き、体制確立状況

を確認した時点で行う。 

   本部事務局（危機管理部）は、職員配備の状況を千葉県へ報告する。（報告の方法：千葉県防災情

報システムへの入力） 

 

ウ 職員の服務 

   すべての職員は、災害対策本部が設置された場合は、次の事項を遵守する。 

   なお、病弱者、身体不自由等で応急活動を実施することが困難である者及びその他本部長が認め

る者は配備から除外することができる。 
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－ 主に勤務時間内における遵守事項 － 

ア 配備についていない場合も常に災害に関する情報、本部関係の指示に注意する。 

イ 勤務場所を離れる場合には、所属の長と連絡をとり、常に所在を明確にしておく。 

ウ 不急の行事、会議、出張等を中止する。 

エ 正規の勤務時間が終了しても、所属の長の指示があるまで退庁せず待機する。 

オ 災害現場に出動した場合は、各部に別に定めがある場合を除き、別記様式に定める

腕章を着用し、また、自動車には標旗及び標章を使用し身分等を明確にし災害対応を

行うこと。 

カ 自らの言動によって市民に不安や誤解を与えないよう、発言には細心の注意をする。 

 

－ 主に勤務時間外における遵守事項 － 

ア 職員配備計画に基づき参集する。 

イ 職員は災害が発生し又は発生するおそれがあると知った時は、配備指示を待つこと

なく状況の推移に十分注意し、自らの判断により連絡をとる。 

ウ 参集途上においては可能な限り被害状況、その他の災害情報の把握に努め、参集後

直ちに参集場所の責任者に報告する。 

※災害対策本部の標識等（資料 2-21） 

 

第２ 災害対策本部 

 

対

策

の

あ

ら

ま

し 

大規模な災害発生時には、市の全組織をあげて、災害対策活動に従事するため、市長は、

自らを本部長として、市に災害対策本部（区災害対策本部を含む）を設置し、救援・救護活

動体制を確立する。 

 したがって、この計画においては、市域に災害が発生し又は災害が予測されるとき、及び

市長が必要と認めたときは、災害対策本部を設置する取り決めとしている。 

災害対策本部を設置するもう一つのねらいは、非常時における決断の伴うリスクを市長が

本部長として負う旨を明確にして、状況のいかなる展開に際しても迅速で適切に対処し得る

体制を確保することにある。 

 

１ 設置基準 

市長は、次の基準により必要があると認めたときは災害対策本部を設置する。 

 

（１）市域に高潮警報又は特別警報（大雨、暴風、高潮、波浪）が発表

されたとき。 

（２）市域に土砂災害警戒情報が発表されたとき。 

（３）市域（区域）に局地的災害が発生したとき。 

（４）市域（区域）に局地的災害が予測されるとき。 

（５）その他状況により必要と認めたとき。 

 

２ 災害対策本部の設置 

（１）市長は、災害対策活動を推進するために必要と認めるときは、市役所本庁舎又は、市長が指定す

る場所に災害対策本部（以下「本部」という。）を設置するとともに各区役所庁舎に区災害対策本部

（以下「区本部」という。）を設置する。 

（２）区長は、本部が設置されない場合においても、必要に応じて区本部を設置することができる。こ

の場合において、区長は、区本部の設置について速やかに市長に報告する。 
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（３）本部長（市長）は、現場における応急対策等について迅速に対処するため、必要と認めるときは、

区本部長（区長）に現地災害対策本部（以下「現地本部」という。）の設置及び運営を指示する。 

 

３ 本部の廃止 

  本部長（市長）又は区本部長（区長）は、災害が発生する危険が解消したと認めたとき、又は災害

応急対策がおおむね完了したと認めたときは、本部又は区本部（現地本部も含む）を廃止する。 

 

４ 設置又は廃止の通知 

  本部を設置又は廃止した場合は、主管本部員（危機管理監）は、直ちに以下のとおり、電話その他

適当な方法により通知するとともに必要に応じ、本部連絡員の派遣を要請又は要請解除する。 

 

報告・通知・公表先 連 絡 担 当 者 報告・通知・公表の方法 

市役所内各部・班 

本 部 事 務 局 

電子メール、庁内掲示板（CHAINS）、総

合防災情報システム、庁内放送、地域防

災無線、電話、口頭、その他迅速な方法 区 役 所 

県防災危機管理部長(危機管理政

策課) 県現地災害対策本部（市

庁舎に設置の場合） 

本 部 事 務 局 

県防災情報システム、県防災行政無線

の個別通信電話・個別ＦＡＸ、地域防災

無線、ＦＡＸ、電話、口頭、その他迅速

な方法 

防災関係機関等 

(市警察部（各警察署）・各ライ

フライン機関・隣接市等) 

本 部 事 務 局 

県防災行政無線の個別通信電話・個別

ＦＡＸ、ＦＡＸ、電話、口頭、その他迅

速な方法 

報 道 機 関 秘  書  班 電話、口頭又は文書 

 

５ 本部の組織 

（１）災害対策本部 

 ア 本部長（市長） 

・指揮命令系統の責任者：災害対策本部での応急対策活動の指揮 

・市本部の事務の統括 

・副本部長、主管本部員、各本部長、区本部長及び現地本部長に対する指揮命令 

【市災害対策本部長職務の代理】 

本部長（市長）に事故があるとき、又は本部長が欠けた場合における、本部長職務代理の順位

は次のとおりとする。 

第１順位 
市長の職務を代理する副市長の順序を定める規則において

第１順位とされている副市長 

第２順位 
市長の職務を代理する副市長の順序を定める規則において

第２順位とされている副市長 

第３順位 危機管理監 

以下、災害対策本部組織図に定める順により、本部員が代行する。 
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イ 副本部長（副市長） 

・本部長の補佐 

・本部長に事故があるとき、又は本部長が不在の場合における職務代理 

 ウ 主管本部員（危機管理監） 

  ・本部長、副本部長を補佐し、本部員を指揮監督する 

 エ 本部員（総務局長、総合政策局長、財政局長、市民局長、保健福祉局長、こども未来局長、 

     環境局長、経済農政局長、都市局長、建設局長、消防局長、水道局長、病院事業管者、 

     病院局次長、会計管理者、教育長、教育次長、議会事務局長、選挙管理委員会事務局長、 

     人事委員会事務局長、監査委員事務局長、その他本部長が指名する者） 

・本部会議の構成員として、本部長を補佐 

・対策部長として、担当部職員の指揮監督 

（２）区災害対策本部 

ア 区本部長（区長） 

・市本部長の指揮命令により区本部の事務を統括 

・区副本部長及び区本部各班長に対する指揮命令 

 イ 区副本部長（副区長） 

・区本部長の補佐 

・区本部長に事故があるとき、又は区本部長が欠けたときの職務代理 

 ウ 区本部員（各区課長、保健福祉センター所長） 

・班員に対する指揮監督 

（３）部及び班 

   災害対策本部に部を置き、その事務を分掌させるため班を置く。 

 ア 部長（各局長等） 

・所属部の各班長を指揮監督 

 イ 副部長（部長が指名した職員） 

・部長の補佐 

 ウ 各部班長（次長・部長） 

・班員に対する指示 

エ 非常連絡員（主管課長等） 

・職員の非常招集・連絡等 

 オ 本部連絡員兼予備連絡員１（総括主幹･課長補佐等管理職） 

・非常連絡員の補佐 

・本部事務局において各部間の連絡調整 

 カ 予備連絡員２（主幹・課長補佐等管理職） 

・予備連絡員１の補佐 

キ 班員 

・班長の指示に基づく災害応急対策に従事 
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（令和５年４月１日～）

避 難 所 班

区
災
害
対
策
本
部

（区災害対策本部員会議）

区本部長  区長 区本部事務局

区副本部長  副区長（総務課長） 事務局長

（保健福祉センター(健康課を除く)、直近要員）

保 健 医 療 班 （保健福祉センター健康課、直近要員）

 副区長（総務課長）-本部班長ｰ

本部員

 市民総合窓口課長

 保健福祉センター所長

 （兼高齢障害支援課長）

 こども家庭課長

 社会援護課長（第一・第二）

 健康課長

事務局員

 総務課職員

 地域づくり支援課職員

 区本部連絡員

 ※その他区本部長が 指名する職員

本 部 班 （総務課、地域づくり支援課、直近要員）

被 災 者 支 援 班 （市民総合窓口課（区政事務センターを含む）、直近要員）

連絡員
 各部・各区が派遣する本部連絡員

 各防災機関が派遣する連絡員 第 2 協 力 部 （ 人 事 委 員 会 事 務 局 ）

第 ３ 協 力 部 （ 監 査 委 員 事 務 局 ）

生 涯 学 習 班 （ 生 涯 学 習 部 ）

議 会 部 （ 議 会 事 務 局 ）

第 １ 協 力 部 （選挙管理委員会事務局）

事務局員

※病院局

教 育 部 教 育 総 務 班 （ 教 育 総 務 部 ）
※教育委員会

学 校 教 育 班 （ 学 校 教 育 部 ）

 危機管理課長

 防災対策課長 会 計 部 会 計 班 （ 会 計 室 ）

 危機管理課職員

 防災対策課職員

 事務局長が指名する職員

　　※事務局に設置する班

　　　・総合調整係

　　　・情報集約係

　　　・被災者・避難所支援係

　　　・受援統括係

　　　・物資供給係

　　　・施設設備係

　　　・報道係

　　　・広報係

　　　・電話受付係

※会計室

病 院 部

事務局長  危機管理部長 予 防 班 （ 予 防 部 ）

事務局次長  総務局参与 水 道 部
※水道局

事務局

次長補佐

消 防 部 総 務 班 （ 総 務 部 ）
※消防局

本部事務局 警 防 班 （ 警 防 部 ）

※建設局
道 路 班 （ 道 路 部 ）

下 水 道 管 理 班 （ 下 水 道 管 理 部 ）

下 水 道 施 設 班 （ 下 水 道 施 設 部 ）

公 園 緑 地 班 （ 公 園 緑 地 部 ）

建 設 部 土 木 班 （ 土 木 部 ）

都 市 部 都 市 班 （ 都 市 部 ）
※都市局

建 築 班 （ 建 築 部 ）

※経済農政局
農 政 班 （ 農 政 部 ）

※環境局

資 源 循 環 班 （ 資 源 循 環 部 ）

経 済 農 政 部 経 済 班 （ 経 済 部 ）

（ 環 境 保 全 部 ）

※保健福祉局
健 康 福 祉 ・ 医 療 衛 生 班 （健康福祉部、医療衛生部）

高 齢 障 害 班 （ 高 齢 障 害 部 ）

こ ど も 未 来 部 こ ど も 未 来 班 （ こ ど も 未 来 部 ）

（ 市 民 自 治 推 進 部 ）
※市民局

生 活 文 化 ス ポ ー ツ 班 （ 生 活 文 化 ス ポ ー ツ 部 ）

保 健 福 祉 部 保 健 福 祉 総 務 班

本部員

 総務部長（総務局長）

 総合政策部長（総合政策局長）

 財政部長（財政局長）

 市民部長（市民局長）

 保健福祉部長（保健福祉局長）

 こども未来部長（こども未来局長）

 環境部長（環境局長）

 経済農政部長（経済農政局長）

 都市部長（都市局長）

 建設部長（建設局長）

 消防部長（消防局長）

 水道部長（水道局長）

 病院部長（病院事業管理者）

 病院副部長（病院局次長）

 会計部長（会計管理者）

 教育部長（教育長）

 教育副部長（教育次長）

 議会部長（議会事務局長）

 第１協力部長（選挙管理委員会事務局長）

 第２協力部長（人事委員会事務局長）

 第３協力部長（監査委員事務局長）

※財政局
資 産 経 営 班 （ 資 産 経 営 部 ）

税 務 班 （ 税 務 部 ）

市 民 部 市 民 自 治 推 進 班

幼 児 教 育 ・ 保 育 班 （ 幼 児 教 育 ・ 保 育 部 ）
※こども未来局

環 境 部 環 境 保 全 班

主管本部員  危機管理監 財 政 部 財 政 班 （ 財 政 部 ）

（ 情 報 経 営 部 ）
本部長  市長

総 合 政 策 部 総 合 政 策 班 （総合政策部、未来都市戦略部）
副本部長  副市長 ※総合政策局

千 葉 市 災 害 対 策 本 部 の 組 織 図

総 務 部 秘 書 班 （ 市 長 公 室 ）
※総務局

総 務 班 （ 総 務 部 ）
（災害対策本部員会議）

情 報 経 営 班
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６ 本部及び区本部の運営 

本部及び区本部の運営については、災害対策本部条例及び同運営要綱の定めるところによるが、お

およそ次のとおり行う。 

（１）本部員会議の開催 

   本部員会議は、本部長、副本部長、主管本部員及び本部員をもって組織し、本部長は、本部を設

置したときは、速やかに本部員会議を開催する。 

ア 報告事項 

本部員は、各部の配備と緊急措置事項を報告する。 

イ 協議事項 

本部員会議の協議事項は、そのつど災害の状況に応じて、本部長、副本部長、主管本部員若しく

は本部員の提議によるが、おおむね次のとおりとする。 

 

ウ 本部員会議には、必要に応じて、自衛隊、千葉県警察（千葉市警察部）、千葉海上保安部（千葉港

長）、ライフライン事業者等関係機関の出席を求める。 

（２）本部の運営上必要な資機材等の確保 

本部事務局長（総務局危機管理部長）は、本部が設置されたときは、次の措置を講じる。 

ア 本部開設に必要な資機材等の準備 

○住宅地図等その他地図類の確保 

○携帯ラジオの確保 

○テレビの確保 

○自主防災組織代表者名簿その他名簿類の確保 

○被害状況連絡票その他の書式類の確保 

○CHAINS（千葉市行政情報ネットワークシステム）パソコンの確保 

○その他必要資機材の確保 

イ 通信手段の確保 

「情報連絡体制」に定める有線及び無線通信施設の被害状況を迅速に把握し、機器の準備及び応

急復旧を行い、通信手段の確保に努める。 

ウ 自家発電設備の確保 

停電に備え自家発電設備の再点検を行い、電源の確保を図る。 

（３）本部の標識等 

  本部及び各区本部が設置されたときは、標識板等を掲げ、設置場所を明示する。 

－ 本部員会議の協議事項 － 

○本部の配備の切替え及び閉鎖に関すること 

○被害発生時の緊急対策に関すること 

○自衛隊、県及び他の市町村への応援派遣要請に関すること 

○災害対策経費の処理に関すること 

○災害救助法の適用の意見に関すること 

○その他災害対策の重要事項に関すること 
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   また、本部長（市長）、副本部長（副市長）、部長（局長）、班長、班員その他の職員は、災害応急

活動に従事するときは、それぞれ所定の腕章を着用するものとする。 

（４）区本部の運営 

  区本部の運営については、本部に準ずる。 

  なお、区本部長（区長）は、必要に応じ各市民センターに地区連絡所を置き、情報収集及び広報

活動を行う。 

（５）本部及び区本部職員の食料・飲料水等の確保 

  大規模災害時における本部及び区本部職員の食料等を確保するため、本庁の備蓄倉庫及び区備蓄

倉庫等に乾パン、飲料水等の備蓄品の整備を図る。 

 

   ※千葉市災害対策本部条例（資料 2-7） 

   ※千葉市災害対策本部運営要綱（資料 2-8） 

   ※災害対策本部の標識等（資料 2-21） 
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第２節 情報の収集・伝達 

【総務局危機管理部】 

 

第１ 情報連絡体制 

 

対

策

の

あ

ら

ま

し 

災害発生時の情報連絡体制は、最優先で確立される必要がある。 

そのため、市及び防災関係機関は、あらかじめ連絡責任者を定め、各所属及び関係機関相

互の通信連絡を統轄させるとともに、受信専用電話を確保し通信従事者を配置するなど、迅

速かつ円滑な通信連絡を確保する。 

災害時の本部と区本部、各部出先機関及び防災関係機関との情報連絡はあらゆる通信手段

を活用する。 

○有線通信 

（１）電話の利用 

（２）ＦＡＸ等の利用 

（３）消防通信の利用 

○無線通信 

（１）市地域防災無線 

（２）消防・救急無線設備、防災用映像情報システム等により通信連絡を確保する。 

（３）県防災行政無線、アマチュア無線、携帯電話等 

○総合防災情報システム 

○その他 使者（伝令） 

なお、市地域防災無線については、必要に応じて、「千葉市防災行政用無線局管理運用規程」

及び「同移動系運用細則」に基づき無線通信の統制を行う。 

 

１ 指定電話・連絡責任者の指定等 

（１）指定電話 

市及び防災関係機関は、災害情報通信に使用する指定電話を定め、窓口の統一を図る。災害時に

おいては、指定電話を平常業務に使用することを制限するとともに、指定電話に通信事務従事者を

配置し、迅速かつ円滑な通信連絡を確保する。 

なお、原則として、指定電話は、「災害時優先電話」をあてる。 

市においては、本部事務局に通信事務従事者として、総務局危機管理部長があらかじめ指名した

職員を配置する。 

（２）災害電話等の事前承認、確保 

ア 災害時優先電話 

災害時における迅速な通信連絡を確保するため、あらかじめ通信回線契約業者に対し、電話番号

を指定し届出て災害時優先電話としての承認を受けて置くものとする。 

イ 非常・緊急電報 

非常電報又は緊急電報を発信するときは、ＮＴＴ東日本㈱に依頼することとし、非常扱い電報（緊

急扱い電報）である旨を告げるものとする。 

（３）連絡責任者 

市及び防災関係機関は、災害時の防災関係機関相互の迅速かつ円滑な通信連絡を確保するため、

連絡責任者を定める。 

連絡責任者は、各所属及び関係機関相互の通信連絡を統轄する。 
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２ 本部連絡員等の派遣 

（１）市の各部及び各区 

市の各部長（各局長）及び各区本部長（各区長）は、情報収集員として 1 名以上を本部事務局に

派遣し、各部に必要な情報収集に努める。 

また、本部と各部又は区本部との連絡を強化するため、本部連絡員（情報収集員として派遣され

た者が兼務することができる）を本部事務局に派遣する。 

なお、本部事務局に派遣された連絡員は、それ以降本部事務局長（総務局危機管部長）の指揮の

もと情報収集・連絡調整を行う。 

（２）防災関係機関 

防災関係機関は、本部との連絡のため、必要に応じ本部連絡員を本部事務局に派遣する。 

なお、本部連絡員は、連絡用無線機等を可能な限り携行し、所属の機関との連絡にあたる。 

 

３ 一般加入電話の調整 

災害時における一般加入電話の円滑な運用を期するために、本部長（市長）は出先機関の長と協議

して通信系統の調整を図るものとする。 

 

４ 有線通信網・携帯電話の利用方法 

（１）電話等の利用（非常・緊急通話については、平成２７年７月末までの運用） 

通信回線契約業者の加入電話（非常・緊急通話の利用を含む。）をはじめ、各電気通信事業者の携

帯電話・携帯メールや電報を利用する。 

（２）総合防災情報システム、ＦＡＸ・ＣＨＡＩＮＳ等の利用 

   本部・区本部・市各部出先機関・防災関係機関間の指令の授受伝達及び報告等の通信連絡につい

ては、総合防災情報システム、ＦＡＸ・ＣＨＡＩＮＳ等により行う。 

（３）警察・消防通信の利用 

 ア 消防通信 

   消防局、消防署、出張所間の消防業務用として、消防専用回線を含む有線電話通信網を利用する。 

 イ 警察有線電話通信網 

   県警察本部を起点として、各警察署及び各管轄交番・駐在所を結ぶ警察有線電話通信網の利用に

ついては、県警察本部長に要請し行う。 

   ※千葉市消防力の現況（資料 3-3） 

 

５ 有線通信が途絶した場合の措置 

（１）本部と国との連絡 

千葉県防災行政無線（地域衛星通信ネットワーク）を利用して行う。 

また、必要に応じて、衛星携帯電話を利用して行う。 

 

（２）本部と県・隣接市町村及び防災関係機関との連絡 

千葉県防災行政無線又は千葉県防災情報システムを利用して行う。 

   なお、停電に備え非常電源として発動発電機が配置され、常時通信が確保されている。 
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この他、必要に応じ消防無線、警察無線、非常通信、伝令の派遣等による。 

（３）本部と区本部及び市各部（出先機関）との連絡 

区本部、市出先機関及び災害現場等に出動している各部との連絡は、地域防災無線や市各部が整

備・調達したその他の無線設備により行う。 

この他、必要に応じ消防無線、警察無線、非常無線、伝令の派遣による。 

（４）関東地方非常通信協議会の構成機関である次の機関の通信施設の利用 

非常災害時において各防災関係機関は、それぞれの通信系が被災により不通となった場合、又は

著しく通信が困難となった場合は、次に掲げる機関所属の無線局を利用し災害に関する通信の確保

を図る（災害対策基本法第 57条、災害救助法第 11 条、水防法第 27条、電波法第 52条）。 

 ア 国土交通省関係通信施設 

 イ 海上保安部通信施設 

 ウ 日本赤十字社通信施設 

 エ ＮＴＴ東日本㈱通信施設 

 オ 東京電力パワーグリッド(株)通信施設 

 カ 日本放送協会千葉放送局通信施設 

 キ 東京ガス（株）通信施設 

（５）アマチュア無線の利用 

   本部と区本部は、災害時において、有線通信が被害を受け使用不能となった場合は、市職員アマ

チュア無線クラブの協力により無線局を開局し、「非常通信」を行う。 

 

６ 非常通信の利用方法 

（１）取扱対象用件 

 ア 人命の救助に関するもの。 

 イ 天災の予報（主要河川の水位を含む。）及び天災その他の災害の状況に関するもの。 

 ウ 緊急を要する気象、地震、火山等の観測資料に関するもの。 

 エ 電波法第７４条第１項の規定に基づく実施の指令に関するもの。 

 オ 非常事態に際しての事態の収拾、復旧、交通制限、その他の秩序の維持又は非常事態に伴う緊急

措置に関するもの。 

 カ 暴動に関する情報連絡及びその緊急措置に関するもの。 

 キ 非常災害時における緊急措置に関するもの。 

 ク 遭難者救護に関するもの。 

 ケ 非常事態発生の場合における列車運転、鉄道輸送に関するもの。 

 コ 鉄道路線、道路、電力設備、電信電話回路の破壊又は障害の状況及びその修理復旧のための資材

の手配及び運搬、要員の確保その他緊急措置に関するもの。 

 サ 中央防災会議、同事務局、非常災害対策本部、地方防災会議及び災害対策本部相互間に受発する

災害救援その他緊急措置に関すること。 

 シ 災害救助法第７条及び災害対策基本法第７１条第１項の規定に基づき知事から医療土木建築工

事又は輸送関係者に対して発する従事命令に関するもの。 
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（２）非常通報の発信資格 

非常通報は無線局の免許人が自ら発受するほか、次に掲げる者からの依頼に応じて発受するもの

とし、この場合は「非常」の旨を表示して差し出すものとする。 

 ア 官公庁（公共企業体を含む。） 

 イ 中央防災会議及び同事務局並びに非常災害対策本部、地方防災会議及び災害対策本部 

 ウ 日本赤十字社 

 エ 消防長会及び消防協会 

 オ 電力会社 

 カ 地方鉄道会社 

（３）取扱費用 

非常通報はなるべく無料として取扱う。 

（４）非常通信文 

電報頼信紙その他適宜の用紙に、下記の順序で電報形式又は文書形式（通常の文書体で記載する

もの）で書き、次の事項を記載すること。 

 ア あて先の住所氏名（又は名称、職名）及び電話番号 

 イ 種類（文書形式のものは「非常」、電報形式のものは「ヒゼウ」と記載すること。） 

 ウ 本文 

一通の本文の字数は、２００字以内、通常の文書体の場合は、カタカナに換算してなるべく２０

０字以内であること。ただし、通数には制限はないものとする。 

 エ 通報文の余白に発信者の住所、氏名及び電話番号を記載すること。 

（５）依頼方法 

最寄りの無線局（国、県、警察及び民間等の無線局）に非常通報を持参して依頼すること。 

ただし、急を要する場合は電話で依頼することもできる。なお、非常災害発生のおそれがある場

合はあらかじめ無線局と緊密な連絡をとっておくこと。 
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市本部を中心とした通信連絡系統図 

県災害対策本部 

有線通信又は口頭 

 

 

無線通信（市・県・各機関） 

 

 

ＮＴＴ東日本㈱ 

市災害対策本部 

 

 

放
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者 
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ビ
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各
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市
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師
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・
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市
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出
先
機
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市
各
土
木
事
務
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市
各
区
本
部
・
市
民
セ
ン
タ
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防
災
行
政
無
線
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外
受
信
機 

  

防
災
行
政
無
線
屋
内
受
信
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（
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別
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市
立
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・
中
・
高
等
学
校 

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー 

  各
出
張
所 

  

消
防
団 

  

（戸別） 
 

 

市  民・事 業 所 等 
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第２ 気象警報・注意報及び特別警報 

 

気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大

な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかける。警報や注意報は県

や市、関係行政機関へ伝達され防災活動等に利用されるほか、市や報道機関を通じて市民へ伝えられる。 

また、警報の発表基準をはるかに超える豪雨や大津波等が予想され、重大な災害の危険性が著しく高ま

っている場合は、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼びかける。 

 特別警報が発表された場合、数十年に一度しかないような非常に危険な状況にあり、市民は周囲の状

況や市から発表される避難指示などの情報に留意し、ただちに命を守るための行動をとる必要がある。 

 

１ 気象警報・注意報及び特別警報の受領・伝達 

気象に関する警報・注意報及び特別警報の受領及び伝達は、総務局危機管理部長（災害対策本部設

置後は、本部事務局長が行う。以下同じ。）が担当する。 

総務局危機管理部長は、警報及び特別警報等を受領した場合、速やかに本部長（市長）、副本部長

（副市長）、主管本部員（危機管理監）、建設部長（建設局長）及び消防部長（消防局長）に報告する

とともに、関係各課長及び区本部長（区長）に伝達する。 

伝達を受けた関係各課長及び区長は、速やかにその内容に応じた適切な措置を講じ、関係出先機関

等に伝達する。 

（１）気象情報の種類と発表基準 

ア 気象情報の発表官署等 

千葉市 

発表官署 銚子地方気象台 

府県予報区 千葉県 

一次細分区域 北西部 

市町村等をまとめた地域 千葉中央 

 

イ 特別警報の発表基準 

現象の種類 基   準 

大雨 台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が予想される場合 

暴風 数十年に一度の強度の台風

や同程度の温帯低気圧によ

り 

暴風が吹くと予想される場合 

高潮 高潮になると予想される場合 

波浪 高波になると予想される場合 

暴風雪 
数十年に一度の強度の台風と同程度の温帯低気圧により雪を伴う暴風が吹くと

予想される場合 

大雪 数十年に一度の降雪量となる大雪が予想される場合 

ウ 警報の発表基準 
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大雨 
(浸水害） 表面雨量指数基準 18 

(土砂災害) 土壌雨量指数基準 122 

洪水 

流域雨量指数基準 

都川流域=18.9，花見川流域=27.7 

鹿島川流域=20.4、村田川流域=11.5、 

勝田川流域=7.2 

複合基準※1 都川流域=（8，11.5） 

指定河川洪水予報による基準 － 

暴風 平均風速 

陸

上 
20m/s 

海

上 
25m/s 

暴風雪 平均風速 

陸

上 
20m/s 雪を伴う 

海

上 
25m/s 雪を伴う 

大雪 降雪の深さ 12時間降雪の深さ 10cm 

波浪 有義波高 3.0m 

高潮 潮位 T.P 3.8m 

※1 （表面雨量指数，流域雨量指数）の組み合わせによる基準値を表しています。 

 

エ 注意報の発表基準 

大雨 
表面雨量指数基準 10 

土壌雨量指数基準 89 

洪水 

流域雨量指数基準 

都川流域=15.1、花見川流域=22.1、 

鹿島川流域=16.3、村田川流域=9.2、 

勝田川流域=5.7 

複合基準 

都川流域=（5，10.4），花見川流域=（5，14.7）、 

鹿島川流域=(5,16.3)、村田川流域=(5.9)、 

勝田川流域=(5,5.7) 

指定河川洪水予報による基準 － 

強風 平均風速 

陸

上 
13m/s 

海

上 
13m/s 

風雪 平均風速 

陸

上 
13m/s 雪を伴う 

海

上 
13m/s 雪を伴う 

大雪 降雪の深さ 12時間降雪の深さ 5cm 

波浪 有義波高 1.5m 
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高潮 潮位 T.P 1.8m 

雷 落雷等により被害が予想される場合 

濃霧 視程 

陸

上 
100m 

海

上 
500m 

乾燥 
気象官署（銚子）、千葉特別地域気象観測において、 

最小湿度 30％以下、実効湿度 60％以下 

霜 晩霜期 最低気温 4℃以下 

着氷・着雪 著しい着氷（雪）が予想される場合 

 

オ キキクル（大雨警報・洪水警報の危険度分布）等 

土砂キキクル 

（大雨警報（土砂災

害）の危険度分布） 

大雨による土砂災害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で 1km 四方の

領域ごとに 5段階に色分けして示す情報。2時間先までの雨量分布及び土壌

雨量指数の予測を用いて常時 10分ごとに更新しており、大雨警報（土砂災

害）や土砂災害警戒情報等が発表されたときに、どこで危険度が高まるかを

面的に確認することができる。 

・「災害切迫」（黒）：命の危険があり直ちに安全確保が必要とされる警戒レ

ベル５に相当。 

・「危険」（紫）：危険な場所からの避難が必要とされる警戒レベル４に相当。 

・「警戒」（赤）：高齢者等は危険な場所からの避難が必要とされる警戒レベ

ル３に相当。 

・「注意」（黄）：ハザードマップによる災害リスクの再確認等、避難に備え

自らの避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２に相当。 

浸水キキクル 

（大雨警報（浸水害）

の危険度分布） 

短時間強雨による浸水害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で 1km 四

方の領域ごとに 5段階に色分けして示す情報。1時間先までの表面雨量指数

の予測を用いて常時 10分ごとに更新しており、大雨警報（浸水害）等が発

表されたときに、危険度が高まっている場所を面的に確認することができ

る。 

洪水キキクル 

（洪水警報の危険度分

布） 

指定河川洪水予報の発表対象ではない中小河川（水位周知河川及びその他

河川）の洪水害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で河川流路を概ね

1km ごとに 5段階に色分けして示す情報。3時間先までの流域雨量指数の予

測を用いて常時 10分ごとに更新しており、洪水警報等が発表されたときに、

危険度が高まっている場所を面的に確認することができる。 

・「災害切迫」（黒）：命の危険があり直ちに安全確保が必要とされる警戒レ

ベル５に相当。 

・「危険」（紫）：避難が必要とされる警戒レベル４に相当。 

・「警戒」（赤）：高齢者等の避難が必要とされる警戒レベル３に相当。 

・「注意」（黄）：避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２に相当。 
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流域雨量指数の予測値 

指定河川洪水予報の発表対象ではない中小河川（水位周知河川及びその他

河川）の、上流域での降雨による、下流の対象地点の洪水危険度の高まり

を、洪水警報等の基準への到達状況に応じて危険度を色分けした時系列で

示す情報。６時間先までの雨量分布の予測（降水短時間予報等）を用いて常

時 10分ごとに更新している 

 

カ その他 

土砂災害 

警戒情報 

土砂災害警戒情報とは、大雨警報（土砂災害）が発表中に土砂災害の危険度が

高まった市町を特定し、千葉県と銚子地方気象台が共同して発表するものを

いう。 

避難が必要とされる警戒レベル 4に相当。 

記録的短時間大

雨情報 

大雨警報発表中に数年に一度程度しか発生しないような猛烈な短時間の大雨

を観測(地上の雨量計による観測)又は解析(気象レーダーと地上の雨量計を

組み合わせた分析)し、かつ、キキクル（危険度分布）の「危険」（紫）が出現

している場合に、府県気象情報の一種として発表される。この情報が発表さ

れたときは、土砂災害や低地の浸水、中小河川の増水・氾濫といった災害発生

につながるような猛烈な雨が降っている状況であり、実際に災害発生の危険

度が高まっている場所については、警報の「危険度分布」で確認する必要があ

る。 

・1時間雨量１００ｍｍ 

予告的な 

気象情報 

低気圧の発達などにより災害に結びつく気象現象が予想される場合、半日～

１日程度前に「大雨と雷及び突風に関する千葉県気象情報」等の標題で予告

的な気象情報が発表される。竜巻などの激しい突風の発生が予想される場合

には、「竜巻などの激しい突風」と明記して注意を呼びかける。 

竜巻注意情報 

竜巻注意情報は、積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバースト等による激し

い突風に対して注意を呼びかける気象情報で、雷注意報を補足する情報とし

て発表される。 

火災気象通報 

 消防法第 22 条の規定により、気象の状況が火災の予防上危険と認められ

るときに銚子地方気象台長が千葉県知事に対して通報し、千葉県を通じて市

町村や消防本部に伝達される。火災気象通報の基準は、「乾燥注意報」及び「強

風注意報」の基準と同一である。 

 ただし、降雨（雪）を伴うときは、火災気象通報を行わないことがある。 

線状降水帯に関

する各種情報 

大雨による災害発生の危険度が急激に高まっている中で、線状の降水帯に

より非常に激しい雨が同じ場所で実際に降り続いている場合、「線状降水帯」

というキーワードを用いて、顕著な大雨に関する気象情報（府県気象情報の

一種）が発表される。また、この線状降水帯による大雨の可能性がある程度高

いことが予想された場合には、府県気象情報により発表される。 

 なお、実況の気象状況で、この情報が発表されたときは、避難が必要とされ

る警戒レベル４相当以上の状況となる。 

 



第２章 風水害・雪害・火山災害対策計画 第２節 情報の収集・伝達 

風 - 22 - 

（２）受領・伝達系統 
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ＮＴＴ東日本（株） 

日本放送協会（緊急警報信号ラジオ・テレビ放送） 

民間放送各社（緊急警報信号ラジオ・テレビ放送） 

船舶 

海 事 機

関等 

各区地域づくり支

援課 

各局主管課 

関係行政委員会 

サイレン 

消防車等 

委託会社 
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危

機

管
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政

策
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第３ 警戒レベル 

 １都 12 県 309 市区町村に大雨特別警報が発表され、国及び県管理河川において 142 か所が決壊する

等、同時多発的かつ広範囲に甚大な被害をもたらした令和元年台風第 19 号（令和元年度東日本台風）

等を踏まえ、国は、避難情報に関するガイドラインを改正（令和３年５月）した。 

この改正により、警戒レベル３における「避難準備・高齢者等避難開始」が「高齢者等避難」に改め

られたほか、警戒レベル 4における「避難勧告」と「避難指示（緊急）」を「避難指示」に一本化し、こ

れまでのタイミングで避難指示を発令することとするとともに、警戒レベル 5を「緊急安全確保」とし、

災害が発生・切迫し指定緊急避難場所等への立ち退き避難がかえって危険であることが考えられる場合

に直ちに安全確保を促すことができることとするなど、避難情報を改善した。 

なお、津波は、危険な地域からの一刻も早い避難が必要となることとなり、レベル区分になじまない

ため、基本的には避難指示のみを発令し、伝達の際に「警戒レベル」を用いない。 

 

１ 避難情報と居住者等がとるべき行動 

避難情報等 居住者等がとるべき行動 

【警戒レベル５】 

緊急安全確保 

●発令される状況：災害発生又は切迫（必ず発令される情報ではない） 
●居住者などがとるべき行動：命の危険 直ちに安全確保！ 
・指定緊急避難場所などへの立ち退き避難することがかえって危険である場合、
緊急安全確保する。ただし、災害発生・切迫の状況で、本行動を安全にとること
ができるとは限らず、また本行動をとったとしても身の安全を確保できるとは限
らない。 

【警戒レベル４】 

避難指示 

●発令される状況；災害のおそれ高い 
●居住者等がとるべき行動：危険な場所から全員避難 
・危険な場所から全員避難（立ち退き避難又は屋内安全確保(※1)）する。 

【警戒レベル３】 

高齢者等避難 

●発令される状況：災害のおそれあり 
●居住者等がとるべき行動：危険な場所から高齢者等は避難 
・高齢者等は危険な場所から避難（立ち退き避難又は屋内安全確保）する。 
 ※避難を完了させるのに時間を要する在宅又は施設利用者の高齢者及び障害
のある人等、及びその人の避難を支援する者 

・高齢者以外の人も必要に応じ、出勤などの外出を控えるなど普段の行動を見合
わせ始めたり、避難の準備をしたり、自主的に避難するタイミングである。例
えば、地域の状況に応じ、早めの避難が望ましい場所の居住者等は、このタイ
ミングで自主的に避難することが望ましい。 

【警戒レベル２】 

大雨・洪水 

高潮注意報 

●発令される状況：気象状況悪化 
●居住者等がとるべき行動：自らの避難行動を確認 
・ハザードマップ等により自宅・施設などの災害リスク、指定避難場所や避難経
路、避難のタイミング等を再確認するとともに、避難情報の把握手段を再確認・
注意するなど、避難に備え自らの避難行動を確認 

【警戒レベル１】 

早期注意情報 

●発令される状況：今後気象状況悪化のおそれ 
●居住者等がとるべき行動：災害への心構えを高める 
・防災気象情報等の最新情報に注意する等、災害への心構えを高める。 

※1 屋内安全確保：その時点に居る建物内において、より安全な部屋等への移動 
注 突発的な災害の場合、市町村長からの避難指示等の発令が間に合わないこともあるため、自ら警戒
レベル相当情報等を確認し避難の必要性を判断するとともに 、身の危険を感じたら躊躇なく自発的に
避難する。特に、津波について、居住者等は、津波のおそれがある地域にいるときや海沿いにいると
きに、地震に伴う強い揺れ又は長時間ゆっくりとした揺れを感じた場合、気象庁の津波警報等の発表
や市町村長からの避難指示の発令を待たずに、居住者等が自発的かつ速やかに立退き避難をすること
が必要である。 
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２ 警戒レベルと防災気象情報の関係 

警
戒
レ
ベ
ル 

住民が取るべき行動 

住民に行動 

を促す情報 

住民が自ら行動をとる際の 

判断に参考となる情報 

避難情報等 

洪水に関する情報 
土砂災害に 

関する情報 
水位情報がある

場合 

水位情報がない

場合 

５ 

命の危険直ちに安全

確保！ 

緊急安全確

保※１ 

氾濫発生情報 （大雨特別警報

（浸水害））※３ 

（大雨特別警報

（土砂災害）） 

災害切迫※３ 

４ 

危険な場所から全員

避難 

避難指示※

２ 

 

氾濫危険情報 ・洪水警報の危

険度分布（非常に

危険） 

・土砂災害警戒

情報・土砂災害に

関するメッシュ

情報（危険）・土砂

災害に関するメ

ッシュ情報（危

険） 

※４ 

３ 

危険な場所から高齢

者等は避難 

高齢者以外も必要に

応じ自主的に避難 

高齢者等避

難 

氾濫警戒情報 ・洪水警報・洪水

警報の危険度分

布 

（警戒） 

・大雨警報（土砂

災害）・土砂災害

に関するメッシ

ュ情報 

（警戒） 

２ 

自らの避難行動を確

認 

洪水注意報 

大雨注意報 

氾濫注意情報 ・洪水警報の危

険度分布（注意） 

・土砂災害に関

するメッシュ情

報（注意） 

１ 
災害への心構えを高

める。 

警報級の可

能性 

   

※１ 可能な範囲で発令 

※２ 緊急的又は重ねて避難を促す場合に発令 

※３ 大雨特別警報は、洪水や土砂災害の発生情報ではないものの、災害が既に発生している蓋然性が

極めて高い情報として、警戒レベル５相当情報［洪水］や警戒レベル５相当情報［土砂災害］とし

て運用する。ただし、市町村長は警戒レベル５の災害発生情報の発令基準としては用いない。 

※４ 「極めて危険」については、現行では避難指示の発令を判断するための情報であるが、今後、技

術的な改善を進めた段階で、警戒レベルへの位置付けを改めて検討する。 

注１）市町村が発令する避難指示等は、市町村が総合的に判断して発令するものであることから、警戒

レベル相当情報が出されたとしても発令されないことがある。 

注２）本ガイドラインでは、土砂災害警戒判定メッシュ情報（大雨警報（土砂災害）の危険度分布）、都

道府県が提供する土砂災害危険度情報をまとめて「土砂災害に関するメッシュ情報」と呼ぶ。 
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２ 気象情報の収集・伝達 

（１）実施担当者 

応急対策を実施するため千葉市が必要とする気象情報の収集・伝達については、総務局危機管理

部長が担当する。 

なお、伝達を受けた関係所管は、総合防災情報システム等により、自ら情報を収集する。 

（２）防災気象情報提供業者からの情報収集 

市域の地域的気象特性に応じた気象状況等について、各種気象観測データ等に基づく解析を委託

した専門業者から、対策を実施する上での状況把握基礎資料として活用する情報を収集する。 

（３）気象情報の伝達 

総務局危機管理部長は、必要があると認める場合は、委託業者による気象情報を本部長（市長）、

副本部長（副市長）、総務部長（総務局長）、建設部長（建設局長）、消防部長（消防局長）、関係各

課長及び区本部長（区長）に報告又は伝達する。 

なお、受領及び伝達系統並びに要領については、気象等注意報・警報の受領・伝達に準ずる。 

 

３ 異常現象発見時の速報 

災害が発生するおそれがある異常な現象を発見した者、又はその発見者から通報を受けた警察官等

から連絡を受けたときは、直ちに総務局危機管理監へ伝達する。 

総務局危機管理監は、受領した事項について、銚子地方気象台、その災害に関係のある近隣市町村、

県危機管理政策課及び千葉土木事務所に通報する。 

通報すべき異常現象は、例えば、次のようなものが想定される。 

（１）気象 

ア 突風、竜巻 

イ 強い降雹
こうひょう

 

ウ 激しい雷 

（２）水象 

ア 河川・東京湾の異常な水位（潮位）上昇 

イ 異常な湧水 

ウ 洪水 

（３）地象 

ア 地割れ（亀裂） 

イ 地すべり（土塊の移動） 

ウ がけ崩れ、山崩れ 

エ 地表面の沈下・隆起 



第２章 風水害・雪害・火山災害対策計画 第２節 情報の収集・伝達 

風 - 26 - 

異常現象発見時の通報の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４ 水防警報 

 

１ 水防警報の受領・伝達 

  千葉市水防計画による。 

 

 

第５ 土砂災害警戒情報 

 

１ 土砂災害警戒情報 

   土砂災害警戒情報は、気象業務法第１１条、災害対策基本法第４０条及び災害対策基本法第５５

条に基づき銚子地方気象台と千葉県が共同発表するものである。 

（１）目的 

   大雨警報（土砂災害）発表中に大雨による土砂災害発生の危険度がさらに高まった時、市が  避

難指示等を発令する際の判断や市民の自主避難を支援することを目的としている。 

（２）基準 

   降雨の実況値及び２時間先までの降雨予測値を基に作成した指標（土壌雨量指数）が発表基準に

達した場合。 

（３）留意点 

   土砂災害警戒情報は、大雨による土砂災害発生の危険度を降雨に基づいて判定し、発表されるも

ので、個別の災害発生箇所、時間、規模を特定するものではないことに留意する。また、地震や火

山噴火等により地盤が脆弱になった場合は、基準を引き下げた「暫定基準」にて運用することがあ

るため、併せて留意する必要がある。 

 

２ 情報の収集 

本節「第２ 気象警報・注意報及び特別警報」に準ずる。 

警 

察 

署 

銚 子 地 方 気 象 台 

市 

役 

所 

関 係 市 町 村 

 

県 土 木 事 務 所 

県 危 機 管 理 政 策 課 
区 

役 

所 

発 

見 

者 

防 災 関 係 機 関 

市 民 
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その他、総合防災情報システム、千葉県土砂災害警戒情報システム等インターネットを活用して収

集する。 

 

３ 情報の伝達 

本節「第２ 気象警報・注意報及び特別警報」に準ずる。 

また、総合防災情報システムにより庁内へ伝達するほか、土砂災害警戒区域（又は土砂災害特別警

戒区域）内に立地している要配慮者利用施設へも伝達する。 

※本章第７節「土砂災害対策」参照 

 

 

第６ 雨量・水位情報 

 

１ 雨量情報の収集・伝達 

雨量情報の収集は、総務局危機管理監が行う。 

千葉市雨量観測システムを活用して収集した雨量情報は、総合防災情報システム等を通じて提供す

るとともに、市のホームページに掲載する。 

※雨量・水位観測所等（資料 2-16） 

※雨量観測システム（資料 2-17） 

 

 

 

 

 

 

 

２ 水位情報の収集・伝達 

  千葉市水防計画による。 

 

 

第７ 災害危険箇所等の情報 

 

対

策

の

あ

ら

ま

し 

災害危険箇所等としては、各河川堤防及び海岸護岸に係る水防注意箇所並びに土砂災害

（急傾斜地崩壊）危険箇所及び宅地造成等規制区域がある。 

出水時やかなりの降雨量があるときにおいては、災害発生の防止及び災害発生後の被害の

拡充防止のため、巡回監視や警戒監視により災害危険箇所等の情報収集に努める必要があ

る。 

この項では、市の地域内にある災害危険箇所等の情報の収集に関して、役割分担、実施手

順等のあらましをあげている。 

 

 

 

関係各局部 

関係区役所 
CHAINS 等 

災害対策本部 

災害警戒本部 

（総務局危機管理部） 



第２章 風水害・雪害・火山災害対策計画 第２節 情報の収集・伝達 

風 - 28 - 

１ 堤防・護岸情報 

堤防・護岸情報の収集は、施設管理者が行う。 

（１）通報系統 

 

（２）情報を収集すべき危険箇所 

※河川等の巡視箇所（資料 2-15） 

 

２ 土砂災害（急傾斜地崩壊）危険箇所等情報 

土砂災害（急傾斜地崩壊）危険箇所等情報の収集は、建設局長及び各区長が行う。 

なお、土砂災害（急傾斜地崩壊）危険箇所等情報の通報系統、危険箇所は、以下のとおりである。 

（１）通報系統 

 

（２）情報を収集すべき危険箇所 

※急傾斜地崩壊危険区域指定箇所及び急傾斜地崩壊危険箇所（資料 4-2） 

       土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域（資料 4-10） 

  

 

巡回監視員 

（市職員） 

災害対策本部 

災害警戒本部 

（総 務 局） 

（建 設 局） 

 

（各 局 部） 

（消 防 局） 

千葉土木事務所 

県千葉港湾事務所 

各区役所 

各警察署 

県 水 防 本 部 

県災害対策本部 

各交番等 

危
険
区
域
市
民
等 

防災行政無線・ちばし安全・安心メール 

広報車等 

 

巡回監視員 

（市職員） 

災害対策本部 

災害警戒本部 

（総 務 局） 

（建 設 局） 

 

（各 局 部） 

（消 防 局） 

千葉土木事務所 

県千葉港湾事務所 

各区役所 

各警察署 

県 水 防 本 部 

県災害対策本部 

各交番等 

危
険
区
域
市
民
等 

防災行政無線・ちばし安全・安心メール 

広報車等 
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第８ 被害状況の収集・伝達 

 

対

策

の

あ

ら

ま

し 

災害発生後の的確な応急対策活動や広報活動を実施するためには、被害状況を的確かつ迅

速に把握することが重要となる。 

 その場合の情報の収集・伝達活動に大事なポイントは次の３点である。 

   ○第１に速報性（スピード） 

○第２に簡潔性（ポイントが簡明） 

○第３に情報源（確認、未確認情報の別） 

また、被害のない地区に関する情報については、特に指示しない限り報告されないことに

なりがちである。そのため、まず、「被害の有無」に関し、市域の全区全地区について把握す

るよう配意するものとする。 

 以下には、災害原因に関する情報、被害状況、措置状況等の防災情報を各機関の有機的連

携のもとに収集・伝達するための方法及び組織等について定める。 

なお、「総合防災情報システム」が利用できる機関における被害状況の収集・伝達は、当該

システムにより行う。 
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被 害 情 報 の 収 集 報 告 系 統 図 

 

  
市 民 等   （   被   災   地   ） 

 

実

態

把

握 

 

    

現 

地 

調 

査     

通 

 

 

報 

 

   

実   

態   

把   

握 

   

現 

地 

調 

査   

通 

  

 

報 

 

実 

態 

把 

握 

  

   

現 

地 

調 

査   

通 

 

 

報 

 

千

葉

中

央

警

察

署 

千

葉

東

警

察

署 

千

葉

西

警

察

署 

千

葉

南

警

察

署 

千

葉

北

警

察

署 

千

葉

県

警

察

本

部 

千

葉

市

警

察

部 

実

態

把

握 

現 

地 

調 

査 

各

消

防

署 

市

消

防

局 

  

災

害

対

策

本

部 

 

各
区
災
害
対
策
本
部 

 
電話 

 中央区  043-221-2111 

 花見川区 043-275-6111 

 稲毛区  043-284-6111 

 若葉区  043-233-8111 

 緑 区  043-292-8111 

 美浜区  043-270-3111 

 

 

電話  110 

 

 

電話  119 

 

伝 

 

 

達  

 

 

伝 

 

 

達         

伝 

 

  第２次通報 

達 

 

区    別 情 報 の 総 括 責 任 者 

 

総 括 責 任 者 危 機 管 理 監 

取 扱 責 任 者 総 務 局 危 機 管 理 部 長 

担    当 
総務局危機管理部長  電 話 043-245-5151 

           ＦＡＸ 043-245-5597 

 

千葉県防災情報 

           第 3次通報 

システムによる報告 

 

県が災害対策本部を設置する前 県が災害対策本部を設置したとき 

 

県 危 機 管 理 政 策 課 県 災 害 対 策 本 部 

 ※千葉県水防計画に基づく被害情報の報告については、千葉市水防計画による。 

第１次通報 
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１ 被害状況の収集 

（１）収集すべき情報の内容 

   災害発生後、直ちに収集すべき情報は、別記報告様式に基づくが、おおむね次のとおりとする。 

   ※災害発生後、直ちに収集すべき情報 

     ア 災害の原因 

     イ 災害が発生した日時 

     ウ 災害が発生した場所・区域 

     エ 人的被害 

     オ 物的被害（住家被害及び公共施設被害等） 

     カ 機能的被害（道路・交通機関・ライフライン被害等） 

  ※千葉市報告様式（資料 6-1） 

  ※千葉県危機管理政策課報告様式（資料 6-2） 

  ※被害の認定基準（資料 6-4） 

※報告項目別報告主管部及び報告様式(風 31) 

（２）収集の実施者 

   被害状況に関する情報の収集は、市災害対策本部事務分掌に定められた各部及び区本部の所管業

務に基づいて、所属の職員があたる。 

   市及び防災関係機関のそれぞれの分担の一覧は、おおむね次の表のとおりである。 

 

市及び防災関係機関の調査分担の一覧 

調 査 実 施 者 収 集 す べ き 被 害 状 況 の 内 容 

市 

区   本   部 ○区域に係る人的・物的・機能的被害 

各 施 設 の 管 理 者 ○所管施設の来所者、入所者、職員等の人的被害 

○所管施設の物的被害及び機能的被害 

職務上の関連部 課 ○商業施設･市場・工場、危険物取扱施設等の物的被害 

○避難道路及び橋 梁
きょうりょう

の被災状況 

○その他所管する施設の人的・物的・機能的被害 

市  消  防  局 

各 消 防 署 ・ 所 

○被害の発生状況（火災・人命・建物） 

○要救助者情報及び救急活動情報 

○避難の必要の有無及びその状況 

○ヘリコプター活用による広域・局所の被災状況 

○その他消防活動上必要ある事項 

千 葉 市 警 察 部 

千 葉 中 央 警 察 署 

千 葉 東 警 察 署 

千 葉 西 警 察 署 

千 葉 南 警 察 署 

千 葉 北 警 察 署 

○被害の概要（火災、人命、建物、道路、交通機関） 

○避難者の状況 

○交通規制及び緊急交通路確保の要否 

○ライフラインの状況 

○治安状況及び警察関係被害 

○その他災害警備活動上必要な事項 

そ の 他 の 防 災 機 関 ○市の地域内の所管施設に関する被害状況 
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２ 被害状況のとりまとめ 

（１）各部及び区本部から本部への報告 

各部及び区本部は、災害が発生してから災害に関する応急対策が完了するまでの間、以下の表の

手順のとおり、本部へ、原則、総合防災情報システムにより被害状況及び災害応急対策の活動状況

を報告する。 

 

報告の区分 報 告 の 時 期 留  意  事  項 

発   生 

（災害概況速報） 

 

覚知後、直ちに報告。 

以後詳細が判明のつど

報告。 

・人的被害及び住家被害を重点に報告すること。 

・現況を把握次第直ちに報告すること。 

・迅速性を第１に報告すること。 

・部分情報、未確認情報も可。ただし、情報の出所

を明記すること。 

・応急対策の実施のつど必要と認める事項を報告す

ること。 

経   過 

（被害概況報告及び

応急措置状況報告） 

 

本部長より指示があっ

た事項及びその他必要と

する情報を随時報告。 

その他必要と認める場

合及び本部より指示があ

った場合。 

・災害概況速報として報告した情報を、確認された

事項を報告すること。 

・全壊、流出半壊、死者及び重傷者が発生した場合

には、その氏名、年齢、住所等をできる限り速やか

に調査し、報告すること。 

・応急対策の実施の間、必要と認める事項を報告す

ること。 

確   定 

（災害総括報告等） 

 

被害の全容が判明し被

害状況が確定した場合

(県への報告は応急対策

終了後 10日以内)。 

・被害世帯人員等については、現地調査だけでなく、

住民登録とも照合して、その正誤を確認すること。 

 

（主な報告項目） 

 ・人的被害 

 ・住家被害 

 ・非住家被害（公共建物、店舗等） 

 ・その他（がけ崩れ、道路冠水、車両被害、倒木等） 

 ・避難所開設状況 

 ・各局配備人員 
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（２）被害状況のとりまとめ 

本部事務局（総務局危機管理部）は、各部及び区本部からの情報のとりまとめにあたっては、

以下の点に留意する。 

 

 

３ 県（災害対策本部）への報告 

（１）報告の担当者 

県（災害対策本部）への報告は、本部長（市長）の指示に基づき、本部事務局長（総務局危機管

理部長）が行う。 

（２）報告の手順 

 ア 本部事務局長（総務局危機管理部長）は、各部及び区本部から報告された被害状況及び措置状

況のとりまとめにあたっては、調査漏れや重複のないよう留意し、相違ある被害状況については、

報告前において、調整するものとする。 

 イ 千葉県危機管理情報共有要綱に基づき、次表に従って、県に報告する。 

（３）報告先等 

本部事務局長（総務局危機管理部長）が県に行う被害情報の報告先及び報告の区分・様式は、以

下のとおりである。 

市域に災害が発生したとき、又は発生が予想されるときは、速やかに被害情報を収集し、千葉県

防災情報システム及び電話・ＦＡＸ又は防災行政無線により県本部事務局（県危機管理政策課）に

報告する。ただし、県に報告できない場合にあっては、国（総務省消防庁）に報告するものとし、

事後速やかに県に報告する。 

また、同時多発火災等により消防機関に通報が殺到したときは、その旨を国（消防庁）及び県に

通報する。 

ア 確認された情報により把握されている災害の全体像の把握 

イ 至急確認すべき未確認情報の一覧 

ウ 至急訂正情報の伝達、応急対策要員の派遣等の対応をするべき未確認情報の一覧 

※例えば、悪質なデマ・ウワサに類することや確認の手順をふむいとまのない緊

急災害発生通報 

エ 情報の空白地区の把握 

   ※大規模な災害時には、｢情報の空白｣は､被害の甚大なことを意味する場合があ

る。オ 被害軽微若しくは無被害である地区の把握 
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（本部事務局長（総務局危機管理部長）が県に行う被害情報の報告先） 

区       分 県   報   告   先 

平 常 時 勤 務 時 間 内 危機管理課災害対策室 

・防災電話    500-7320、7314 

・防災ＦＡＸ   500-7298 

・ＮＴＴ電話   043-223-2175 

・ＮＴＴＦＡＸ  043-222-1127 

勤 務 時 間 外 防災行政無線統制室 

・防災電話    500-7225 

・防災ＦＡＸ   500-7110 

・ＮＴＴ電話   043-223-2178 

・ＮＴＴＦＡＸ  043-222-5219 

県配備体制 

 

 

 

 

災害対策本部 

設 置 前 

 

 

 

情報収集作業室 

・県防災情報システム 

・防災電話    500-7308 

・防災ＦＡＸ   500-7298 

・ＮＴＴ電話   043-223-2175 

・ＮＴＴＦＡＸ    043-222-1127 

  

災害対策本部 

設 置 後 
災害対策本部情報班 

・県防災情報システム 

・防災電話     500-7309、7310、7311 

・防災ＦＡＸ    500-7298 

・ＮＴＴ電話   043-223-3329 

・ＮＴＴＦＡＸ  043-222-2653、043-222-0100 
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（本部事務局長（総務局危機管理部長）が県に行う被害情報等報告の区分及び様式） 

千葉県危機管理情報共有要綱（平成２９年４月１日施行） 

 

 

  

報 告 の 種 類 報 告 時 期 報  告  方  法 内 容 及 び 様 式 

即 時 報 告 対応に着手した時

点（時刻・配備体

制・配備人数） 

県防災情報システム 

（ただし、システム

が使用不能な場合等

には、電子メール、電

話またはＦＡＸ等の

代替手段を使用） 

人的被害に関する情報（様式１） 

 

住家被害に関する情報（様式２） 

 

交通規制・道路被害に関する情報（様式３） 

 

その他の被害に関する情報（様式４） 

 

避難勧告等に関する情報（様式５） 

 

物資資源管理に関する情報（様式６） 

 

避難所・救護所等に関する情報（様式７） 

 

消防庁が指定する災害に関する情報（災害

即報 4号様式＝消防庁様式） 

随 時 報 告 情報を覚知した、

または県から別途

報告の時刻の指定

があった場合 

定 時 報 告 対応が長期化した

場合等において、

県から定時報告の

指定があった場合

（原則として 10

時・15時時点での

情報を 30 分以内

に報告） 

平 時 報 告 事案の有無によら

ず、平時から行う

報告（報告内容及

び日時は県が別途

指定） 
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第３節 災害時の広報  

【総務局、市民局、消防局、各区、関係機関】 

 

第１ 実施機関とその分担 

 

１ 市（区）と防災関係機関 

市は、本部長（市長）の決定に基づき、各防災関係機関と密接な連絡のもとに、次に掲げる事項を中心

に広報活動を実施する。 

 

主  な  広  報  事  項 

（１）災害発生時の広報 

ア 二次災害防止に関すること 

  ○下水道・排水路・河川への排水抑制の呼びかけ 

  ○ガス、石油ストーブ等の火災予防の注意 

  ○パニック防止、デマ情報への注意の呼びかけ 

 イ 災害情報及び被災状況に関すること 

  ○浸水地域の状況 

  ○がけ崩れその他土砂災害地域の状況 

ウ 市の災害対策活動体制及び活動状況に関すること 

○本部の設置 

○区本部の設置 

○実施中の応急活動 

○その他 

基

本

的

な

考

え

方 

市（区）及び防災関係機関は、災害発生後、できる限り速やかに市民及び報道機関に対し、

公共施設やライフライン等の被害の有無、当面の応急的な措置、復旧見込み等に関する広報

活動を展開する必要がある。 

そのため、市（区）及び防災関係機関は、役割分担を決め、被災地の市民だけでなく、被害

を免れた地域の市民に対しても広報活動を行う。 

この場合、特に「災害時における広報活動」の果たすべき役割として、次の２点に留意し

て行うことが重要である。 

第１点は、迅速かつ的確な情報の提供それ自体により、市民に対して現実的な状況判断を

行うよう促すことである。 

第２点は、市（区）域内を巡回したり「機関名」を連呼することを通じて、間接的に市や防

災関係機関が健在であることを市民に対してアピールすることである。 

いずれの側面においても、憶測による人心不安やデマ情報の流布による社会秩序の混乱を

最小限にとどめるとともに、市民ができるだけ早く生活再建のための活動に取り組むよう促

す効果を期待して行う。デマ情報の可能性がある情報については、関係機関への確認を行う

など情報分析を行うとともに庁内において認識統一を図り、パニック防止のため、市民に対

してデマ情報への注意の呼びかけを行い、災害相談窓口に問い合わせがあった場合、デマ情

報などに関する市民からの問い合わせなどに対応する。 

なお、ＪＲその他の交通機関に関する広報活動については、各機関が駅等において掲示そ

の他により行うほか、市が情報の提供を受け行う。 
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主  な  広  報  事  項 

エ 避難に関すること 

○避難指示 

○避難誘導方法・避難道路の周知 

○避難所の周知 

○要配慮者保護その他避難の際の注意の呼びかけ 

オ その他必要な事項 

（２）り災者に対する広報 

ア 救護所、避難所の開設状況 

イ 医療救護、衛生知識の普及 

ウ 応急給水、応急給食等の実施状況 

エ 通信施設の復旧状況 

オ 道路交通状況 

カ バス、電車、モノレール等交通機関の復旧、運行状況 

キ 被災地の状況 

ク 医療機関の活動状況 

ケ その他必要な事項 

 

２ 警察署（千葉中央警察署・千葉東警察署・千葉西警察署・千葉南警察署・千葉北警察署） 

  警察署は、本部及び区本部、消防署その他関係機関と協力して、次の事項に重点を置いて広報活動

を実施する。 

 

主  な  広  報  事  項 

（１）災害の状況及びその見通し 

（２）避難・救援活動に関すること 

（３）治安状況及び犯罪の予防に関すること 

（４）道路交通規制に関すること 

（５）その他必要と認められること 

 

３ 県企業局等（千葉水道事務所・千葉水道事務所千葉西支所、水道局及び四街道市上下水道部） 

  県企業局等は、本部及び区本部と協力して、次の事項に重点を置いて広報活動を実施する。 

 

主  な  広  報  事  項 

（１）水道施設の被害状況及び復旧見込み 

（２）給水拠点の位置及び応急給水状況 

（３）水質についての注意 

（４）その他災害発生時に必要な事項 
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４ ＮＴＴ東日本㈱ 

  ＮＴＴ東日本㈱は、災害のため通信が途絶、若しくは利用の制限を行ったときは広報車、ラジオ、

テレビ等によって、利用者に対して広報活動を実施する。 

主な広報事項は、次のとおりである。 

 

主  な  広  報  事  項 

（１）通信途絶、利用制限の理由 

（２）通信途絶、利用制限の内容 

（３）災害復旧に対してとられている措置及び復旧見込時期 

（４）通信利用者に協力を要請する事項 

（５）災害用伝言ダイヤル「１７１」、災害用伝言板「ｗｅｂ１７１」の提供開始（６）

その他事項 

 

５ 東京電力パワーグリッド㈱千葉総支社 

感電事故並びに漏電による出火を防止するため、テレビ、ラジオ、新聞等の報道機関を通じて需要

家に対し、次の諸点を十分ＰＲするほか、広報車等により直接当該地域へ周知する。 

また、停電の状況、復旧予定時間等については、可能な限り広報車等により直接当該地域に周知す

るとともに、千葉市、千葉県等の関係機関とも必要に応じて連携を図る。 

 

主  な  広  報  事  項 

（１）第１段階（安全、危険防止） 

ア 切れた電線や、たれ下がった電線には絶対に触らないこと。 

イ 使用中の電気器具のコンセントは直ちに抜くこと。 

ウ 外へ避難するときは、安全器又はブレーカーを必ず切ること。 

エ 電柱の倒壊、折損、電線の断線・垂下等を発見した場合は、速やかにカスタマ

ーセンターへ連絡すること。 

オ 建物の倒壊により損傷した屋内配線、電気機器は危険なため使用しないこと。

使用する場合は、絶縁検査を受けてから使用すること。 

（２）第２段階（被害状況） 

ア 停電区域 

イ 停電事故復旧状況 

 ウ 停電事故復旧見込み 

 

６ ガス事業各社 

（１）東京ガス㈱千葉支社 

災害が発生しガス設備に被害があった場合、当該地域へのガス供給を停止する必要がある。 

その際、ガスの供給停止地区を最小限に抑えるために、中圧・低圧導管網をいくつかのブロック

に分け、被害を受けたブロック内の供給源のみを停止する方法をとる。 

広報については、災害発生直後、ガス供給停止時、復旧作業中、その他必要な場合において、そ

の状況に応じた広報活動を行う。テレビ・ラジオ・インターネット・新聞等を通じて行うほか、必

要に応じ直接当該地域へ周知する。また千葉県、千葉市等の関係機関とも必要に応じて連携を図る。  
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主  な  広  報  事  項 

《供給継続地区》 

１ ガスのにおいがする場合、火は使用せず、ガス栓、メーターガス栓を閉め、す

ぐ東京ガスに連絡すること。 

２ ガスのにおいがしない場合でも、ガス給湯器の換気筒のはずれなど、ガス機器

の給排気設備に異常がある場合には、ガス機器は使用しないこと。 

３ マイコンメーターの安全装置が作動し、ガスが止まっていることがある。この

場合、ガスメーター正面の赤いランプが点滅している。メーターに取り付けてあ

る復帰操作説明書を参考に、自分で復帰操作ができる。復帰操作をしてもガスが

出ない場合は、最寄りの東京ガスへ連絡すること。 

《供給停止地区》 

１ 安全のため、器具栓、ガス栓、メーターガス栓を全て閉めること。 

２ ガスの供給再開について、ガス会社の係員が各家庭のガス設備の安全を確認す

るまではガスを使用しないこと。 

 

（２）大多喜ガス㈱千葉事業所 

おおむね東京ガス㈱千葉支社に準ずる。 

 

 

第２ 市広報活動の実施手順 

 

基

本

的

な

考

え

方 

市が市民に対して実施する災害時の広報活動については、広報情報の不統一を避ける観点

から、主管本部員（危機管理監）を経由し、本部長（市長）又は区本部長（区長）の決定に基

づき行うよう広報ルートの一本化を図る。 

また、その果たすべき意義を踏まえるとともに、緊急性の有無や対象地域の限定の有無等

により利用する方法（手段）を適切に使い分ける。 

そのため、本部事務局長（総務局危機管理部長）、市民自治推進班長（市民局市民自治推進

部長）、秘書班長（総務局市長公室長）若しくは区被災者支援班長は、本部長（市長）又は区

本部長（区長）から特に指示された場合を除き、状況を判断の上適切な広報手段を選定し行

う。 

 なお、ＮＨＫ千葉放送局、千葉テレビ放送㈱、㈱ジェイコム千葉セントラル、㈱ベイエフ

エム、㈱ニッポン放送等に対する緊急警報放送の要請は、秘書班長（総務局市長公室長）が

本部長（市長）の指示に基づき要請する。 

 

１ 広報活動の決定 

広報活動の実施及び広報事項の決定は、本部長（市長）の指示に基づき主管本部員（危機管理

監）が行う。 

市民向け広報活動は、本部による広報活動と区本部による広報活動とに大別されるものとする。 

また、災害時に本部又は区本部が行う広報活動については、次の２つの場合が想定される。 

 

（１）本部長(市長)又は区本部長（区長）の自主的な判断による場合 

（２）各担当部（班）、防災関係機関からの広報依頼による場合 
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いずれの場合についても情報の不統一を避ける観点から、指揮命令系統を次の図のとおり行うも

のとし、広報ルートの一本化を図る。 

主管本部員（危機管理監）は、本部各部長（局長）に対して、各部・班から直接区本部被災者支

援班へ広報活動の実施を依頼することのないよう、あらかじめ周知徹底しておく。 

なお、区本部長（区長）は、必要と認める場合は、その所轄する区の地域における広報活動を行

うことを決定できる。ただし、その場合は、事後速やかに必要な事項について、主管本部員（危機

管理監）を通じて、本部長（市長）に報告する。 

 

広報活動の決定から実施までの流れ 

 

各部・各班 防災関係機関 

災 害 対 策 本 部 

（事 務 局） 

区 災 害 対 策 本 部 

 

広 報 車 等 ﾁﾗｼ・ﾋﾞﾗの配布・掲示 

市       民 

警 察 署・ 

消 防 署 等 

現 場 指 示 

広 報 車 

ラ 

ジ 
オ 

・ 

テ 

レ 

ビ
等 

防
災
行
政
無
線
（
同
報
系
）・
メ
ー
ル
等 

（広報依頼） 

区被災者支援班 

 

（広報依頼） 

（広報依頼） 

（広報依頼） 

防災行政無線 

ホ
ー
ム
ぺ
ー
ジ
・
ツ
イ
ッ
タ
ー
等 

 

市民自治

推進班 

 

秘書

班 
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２ 広報活動の方法（手段） 

（１）防災行政無線の利用 

   本部は、防災行政無線により、市内に設置した屋外受信機を通じて、ほぼ全域に必要な情報を  

同時に伝達する。 

また、各区本部からも防災行政無線により、市民に伝達する事ができる。 

 

利 用 す る 場 合 （ 事 例 ） 実施にあたり注意すべき事項 

緊 急 伝 達 

ア 避難の指示 

イ 災害に関する情報 

ウ その他 

○屋外受信機は、聞き取りにくいため、次の

配慮をする。 

●音量・音質・響鳴を考慮する。 

●ゆっくり正確に伝える。 

●３回以上繰り返す。 

い っ せ い 伝 達 

 

（いっせい伝達・ 

地域を限定した伝達） 

ア 災害発生直後の情報 

イ 災害発生直後の要配

慮者等保護、人命救助

の協力呼びかけ、その

他注意事項 

ウ 安心情報 

エ 市本部、区本部、救

護所の設置等応急対策

の実施状況 

 

（２）車両の利用 

車両による広報活動は、区本部・消防部が行う。 

区本部被災者支援班長は、必要に応じ他の部の車両も動員して必要地域へ広報車を出動させ広報

活動を実施する。 

なお、車両による広報は、音声のみによらず、ビラ・チラシなど印刷物の配布に努める。 

また、他の部の車両の動員については、資産経営班（財政局資産経営部）に要請する。 

 

広 報 車 を 利 用 す る 場 合 （ 事 例 ） 実施にあたり注意すべき事項 

緊 急 伝 達 
ア 避難の指示 

イ 災害に関する情報 

○屋内にいる場合、聞き取りにくいため次の

配慮をする。 

●音量・音質・響鳴を考慮する。 

●ゆっくり正確に伝える。 

●３回以上繰り返す。 

 ●車両をゆっくり運行させる。 

時 期 又 は 地 域 を 

限 定 し た 伝 達 

ア 災害に関する情報 

イ 防疫・清掃、給水活

動等の応急対策実施状

況 

ウ 安心情報 

エ 生活関連情報 

オ 通信施設の復旧状況 

カ 道路交通状況 

キ 医療機関の活動状況 
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（３）ヘリコプターの活用 

   ヘリコプターによる広報活動は、消防部が行う。 

   消防部警防班長（消防局警防部長）は、必要に応じ災害時における広報活動を実施する。 

 

利 用 す る 場 合 （ 事 例 ） 実施にあたり注意すべき事項 

緊 急 伝 達 

ア 避難の指示 

イ 災害に関する情報 

ウ その他必要な情報 

○屋内にいる場合、聞き取りにくいため次の配

慮をする。 

●音量・音質・響鳴を考慮する。 

●ゆっくり正確に伝える。 

 ●３回以上繰り返す。 時 期 又 は 地 域 を 

限 定 し た 伝 達 

ア 災害に関する情報 

イ その他必要な情報 

 

（４）市職員の口頭等での伝達 

   区本部被災者支援班長は、広報車の活動が不可能な地域、若しくは特に必要と認められる地域に

対しては、区本部被災者支援班職員及び本部からの応援職員を派遣し広報活動を実施する。 

   本部からの職員の応援については、総務班長（総務局総務部長）を通じて要請する。 

   また、必要な場合は、併せて消防部（消防局）、警察署その他の防災関係機関の協力を要請する。 

   なお、職員を派遣する場合は、原則として、携帯電話又は無線機を携帯させるとともに、区本部

と密接な連絡をとりながら広報活動を実施するよう努める。 

 

利 用 す る 場 合 （ 事 例 ） 実施にあたり注意すべき事項 

緊 急 伝 達 

ア 避難の指示 

イ 災害に関する情報 

ウ その他 

○屋内にいる場合、聞き取りにくいため次の配 

慮をする。 

●音量・音質・響鳴を考慮する。 

●ゆっくり正確に伝える。 

●３回以上繰り返す。 

 ●不確実なことは言わない。 

避 難 場 所 で の 

情 報 伝 達 

ア 災害に関する情報 

イ 防疫・清掃、給水

活動等の応急対策実

施状況 

ウ 安心情報 

エ 生活関連情報 

オ 通信施設の復旧状況 

カ 道路交通状況 

キ 医療機関の活動状況 

○被災者が精神的に不安定な状態にあることを

踏まえ、上記以外に次の配慮をする。 

 ●ビラ・チラシなどの印刷物を併せて配布す  

るよう努めること。 

 

（５）本庁舎、区庁舎、市出先機関等での掲示等 

   市民部長（市民局長）は、「災害対策広報」等を適宜発行するよう努める。 

   これにより、情報の空白時間帯や空白地域の発生による無用な混乱を防止するための重要な手段

とする。 
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   なお、発行された「災害対策広報」は、本庁舎においては市民自治推進班（市民局市民自治推進

部）が、区本部・出先機関及び地区連絡所においては、各担当職員が掲示又は配布を行う。 

   また、本庁舎、区庁舎、市出先機関等の各公共施設の管理者は、ホームページ等の情報について

も掲示を行う。 

（６）隣接市の防災行政無線の利用 

   隣接市との境界部にあたる地域の市民への広報活動で、上記の手段によることが適切でないと判

断される場合については、本部事務局長（総務局危機管理部長）が本部長（市長）の指示に基づき

隣接市に対して、緊急無線放送を要請する。 

（７）インターネット等多様なメディアを使用した重層的な広報 

   市のホームページ、ちばし災害緊急速報メール、ちばし安全・安心メール、SNS（ソーシャル・ネ

ットワーキング・サービス）等を使った広報を行う。また、避難指示等に際し、情報の伝達手段と

して、ポータルサイト・サーバー運営業者の協力を得るものとする。 

（８）町内自治会への回覧・掲示要請 

   インターネット等を利用できない人や要配慮者などへの広報手段として町内自治会への回覧・掲

示要請を行う。 

（９）緊急警報放送の要請 

   避難指示、その他予想される災害の事態及び市のとるべき措置のうち緊急に伝達する必要のある

事項について、その必要があると認める場合は、本部長（市長）の指示に基づき秘書班長（総務局

市長公室長）がＮＨＫ千葉放送局、千葉テレビ放送㈱、㈱ジェイコム千葉セントラル、㈱ベイエフ

エム、㈱ニッポン放送に対して、緊急警報放送の要請を行う。 

（10）デマ等への対策 

   災害時の推測による人心不安や風説の流布による社会秩序の混乱を最小限に留めるため、誤報の

可能性がある情報については、関係機関への確認を行うなど情報分析を行うとともに、庁内の認識

統一を行い、ＳＮＳ等を活用した広報活動を実施する。 

 

３ 広報文例集（防災行政無線）（資料 5-1） 

（１）草野水のみち 

 ア 警戒レベル３(高齢者等避難)（避難所情報なし） 

 イ 警戒レベル４(避難指示) 

（２）鹿島川・南白亀川・都川・村田川 

 ア 警戒レベル３(高齢者等避難)（避難所情報なし） 

 イ 警戒レベル４(避難指示) 
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第３ 報道機関への発表・協力要請 

 

基

本

的

な

考

え

方 

1989年アメリカのサンフランシスコで発生したロマ・プリータ地震では、その被害の大き

さに比較して、社会的混乱がほとんどなかったと報告されている。その理由にはいくつかの

要因があげられるが、報道機関、特にラジオ・テレビ局の活発な災害時特別報道が非常に大

きく貢献したことが注目される。 

1995年１月神戸をはじめ兵庫県南部地域を襲った「阪神・淡路大震災」は、日本で初めて

の近代的な大都市における直下型地震であり、未曾有の被害をもたらし、電話等の通信が不

通の状況の中で、放送局が市民と防災関係機関相互の貴重な情報手段となるなど、災害時に

おける報道機関の役割の重要性をあらためて認識させる事例が増えている。 

そこで、報道機関については、災害時報道が災害対策本部の活動の支障にならないよう、

取材活動上のルールを定めるとともに、大規模災害時における市民への情報連絡手段のひと

つとして位置付ける。 

 

１ 市の発表 

（１）災害警戒本部体制時 

市長若しくは警戒本部長（危機管理監）の指示により、総務局市長公室長が記者クラブを通じて

報道機関に対して、災害に関する情報の発表・協力の要請を行う。 

なお、テレビ、ラジオ、新聞等の報道機関に対し、情報及び必要な資料を提供する。さらに、報

道機関が迅速かつ正確に広報できるようにするため、情報の提供方法について、インターネットや

メール等も活用する。 

（２）災害対策本部体制時 

本部設置後については、秘書班長（総務局市長公室長）を担当窓口として、報道機関に対して災

害に関する情報の発表・協力の要請を行う。 

また、秘書班長（総務局市長公室長）は、本部が設置された場合は、直ちに臨時記者詰め所及び

共同会見所を設置する。 

発表は、原則として、本部長（市長）の決定に基づき、主管本部員（危機管理監）が共同記者会

見方式で行うが、本部事務局長（総務局危機管理部長）は、その内容の相違を避けるため、関係機

関とあらかじめ連絡協議して、被害状況の統一に努める。 

なお、テレビ、ラジオ、新聞等の報道機関に対し、情報及び必要な資料を提供する。さらに、報

道機関が迅速かつ正確に広報できるようにするため、情報の提供方法について、インターネットや

メール等も活用する。 

 

２ 緊急警報放送等の要請 

  市は、緊急時における情報連絡手段としてラジオ、テレビの放送機能を有効に活用する。なお、ラ

ジオ、テレビ局等に対する緊急放送の要請については、次のとおり各放送機関に要請する。 

（１）要請方法 

放送要請は、本部事務局長（総務局危機管理部長）が本部長（市長）の指示に基づき行う。 

（２）放送要請の範囲 

ア 災害時等における避難指示 

 イ 本部長（市長）が発令する動員命令 
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 ウ 予想される災害及び災害時において市民に緊急に伝達する必要のある事項 

エ その他、本部長（市長）が特に必要と認める事項 

（３）要請手続 

 ア 要請は、緊急警報放送要請発信用紙により行うものとする。 

 イ 要請は次の方法により行うものとする。 

 

○ＮＨＫ千葉放送局（放送部ニュース）への要請 

常                     時 

・ 一般加入電話ファックスを最優先に利用する。 

０４３－２０３－０３９６ 

・ 県防災行政無線（電話） ５００－７３９３ 

・ 県防災行政無線（ＦＡＸ）５００－７３９４ 

・ 一般加入電話      ０４３－２０３－０５９３ 

※ 一般加入電話による場合は要請先を確認する。 

・ 災害応急復旧用無線電話 ０１４０１－２６１０ 

・ 本計画に定めるその他の通信手段 

 

 

○千葉テレビ放送㈱報道情報局報道部への要請 

常                     時 

・ 一般加入電話ファックスを最優先に利用する。 

              ０４３－２３１－４９９９ 

・ 県防災行政無線（電話） ５００－９７０１（報道情報局報道部） 

・ 県防災行政無線（ＦＡＸ）５００－９７０２（報道情報局報道部） 

・ 一般加入電話      ０４３－２３３－６６８１ 

※ 一般加入電話による場合は要請先を確認する。 

・ 本計画に定めるその他の通信手段 

 

 

○㈱ジェイコム千葉セントラルへの要請 

常                     時 

・ 一般加入電話ファックスを最優先に利用する。 

            ０４３－２４８－７９５２ 

・ 一般加入電話      ０４３－３７５－６８１０ 

※ 一般加入電話による場合は要請先を確認する。 

・ 本計画に定めるその他の通信手段 
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○㈱ベイエフエム編成局への要請 

常                    時 

・ 一般加入電話ファックスを最優先に利用する。 

              ０４３－３５１－７８６２ 

・ 県防災行政無線（電話）  ５００－９７１１（技術部） 

・ 県防災行政無線(ＦＡＸ） ５００－９７１２（技術部） 

・ 一般加入電話      ０４３－３５１－７８６３ 

※ 一般加入電話による場合は要請先を確認する。 

・ 本計画に定めるその他の通信手段 

 

 

○㈱ニッポン放送編成局報道部への要請 

常                     時 

・ 一般加入電話ファックスを最優先に利用する。 

              ０３－３２８７－７６９６ 

・ 一般加入電話      ０３－３２８７－７６２２ 

※ 一般加入電話による場合は要請先を確認する。 

・ 本計画に定めるその他の通信手段 

    ※緊急警報放送要請発信用紙（資料 5-2） 
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第４節 広域連携体制 

 

基

本

的

な

考

え

方 

災害時において、市の職員のみをもってしては対処しえないと判断された場合は、速やかに

県、近隣都県市町村・消防機関、その他の行政機関、公共機関、自衛隊及び市内民間団体等へ

の応援・協力の要請を行う必要がある。 

県をはじめとする各機関等への応援要請は、本部長（市長）の指示に基づき総務局危機管理

監及び消防局長が行う。 

なお、受援の手順や役割分担の詳細については、「災害時受援計画」による。 

 

第１ 国・県に対する要請等 

 【総務局危機管理部】 

 

１ 要請の手続 

本部長（市長）は、災害応急対策又は災害復旧のため必要があるときは、指定地方行政機関の長に

対し、当該機関の職員の派遣を要請し、又は県知事に対し、指定地方行政機関の職員の派遣について

あっせんを求める。 

県知事に応援要請又は応急措置の実施を要請する場合は、県（防災危機管理部危機管理政策課）に

対し、県防災行政無線又は電話等をもって行い、後日速やかに文書を送付する。 

 

連 絡 先 電   話 県防災行政無線 

県危機管理政策課 ０４３－２２３－２１７５ ５００－７２２１ 

休日・夜間用 ０４３－２２３一２１７８ ５００－７２２５ 

 

２ 要請の事項 

  要請は、次の表に掲げる事項を明らかにして行う。 

 

要請の内容 事         項 根 拠 法 令 

県 へ の 応 援 要 請 

又 は 応 急 措 置 の 

実 施 の 要 請 

ア 災害の状況及び応援（応急措置の実施）を要

請する理由 

イ 応援を必要とする期間 

ウ 応援を希望する職種別人員並びに物資、資

材、機械、器具等の品名及び数量 

エ 応援を必要とする場所 

オ 応援を必要とする活動内容 

 （必要とする応急措置内容） 

カ その他必要な事項 

災害対策基本法第 68条 
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３ 県広域防災拠点開設等への協力 

  県は、「千葉県大規模災害時応援受援計画」（平成 31年３月）に基づき、「昭和の森」を県広域防災

拠点として指定している。 

  県が、同計画に基づき、広域防災拠点を開設した場合、施設の開錠等、施設の利用について必要な

協力を行う。 

 

拠点名称 所在地 使途 

昭和の森【太陽の広場】 緑区土気町 自衛隊 

 

 

第２ 他都県市町村・指定地方公共機関等への要請 

【総務局危機管理部、総合政策局】 

 

１ 協定締結都県市町村への要請 

（１）首都圏６市（県都）への要請 

   首都圏県都市長懇話会を構成する６市（水戸市、前橋市、宇都宮市、さいたま市、甲府市、横浜

市）への要請については、「災害時における相互援助に関する協定」（平成８年１０月２３日）に基

づいて、次の事項を明らかにして、各市へ電話等により要請を行い、後日速やかに文書を提出する。 

 

応 援 要 請 の 内 容 要請時に明らかにすべき事項 

ア 食料、飲料水及び生活必需品並びにその供

給に必要な資器材の提供 

イ 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復

旧に必要な資器材及び物資の提供 

ウ 救援及び救助活動に必要な車両等の提供 

エ 被災者の一時収容のための施設の提供 

オ 救助及び応急復旧に必要な技術職、技能職

等の職員の派遣 

カ 前各号に定めるもののほか、被災県都が特

に必要があると認めるもの 

ア 被害状況 

イ 左記ア～エまでに掲げるものの品名、規

格、数量等 

ウ 左記オに掲げる職員の職種別人員 

エ 援助を受ける場所及びその経路 

オ 援助を受ける期間 

カ 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 

 

協定締結市名 担 当 部 局 名 連  絡  先 

横 浜 市 総 務 局 危 機 管 理 課 ０４５－６７１－２１７１ 

甲 府 市 危 機 管 理 室 防 災 企 画 課 ０５５－２３７－５３３１ 

さ い た ま 市 総 務 局 危 機 管 理 部 防 災 課 ０４８－８２９－１１２６ 

水 戸 市 市民協働部防災・危機管理課 ０２９－２３２－９１５２ 

前 橋 市 総 務 部 防 災 危 機 管 理 課 ０２７－８９８－５９３５ 

宇 都 宮 市 行 政 経 営 部 危 機 管 理 課 ０２８－６３２－２０５２ 
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（２）８都県市への要請 

「九都県市災害時相互応援に関する協定」（平成２２年４月１日）に基づく８都県市への要請に

ついては、次の事項を明らかにして別に定める応援調整都県市を通じて行う。 

   また、首都圏の複数の都県市で多くの被害が発生、又は発生するおそれがある場合には、「九都県

市広域防災プラン」及び「九都県市 受援応援マニュアル」に基づき、九都県市間の応援調整を行う。 

 

応 援 要 請 の 内 容 要請時に明らかにすべき事項 

ア 物資等の提供及びあっせん並びに人員の

派遣 

（ア）食料、飲料水、生活必需物資及びその供

給に必要な資器材の提供並びにあっせん 

（イ）被災者の救援・救助、医療、防疫、施設

の応急復旧等に必要な資器材及び物資の

提供並びにあっせん 

（ウ）情報収集及び救援・救助活動に必要な車

両、ヘリコプター、舟艇等の提供並びにあ

っせん 

（エ）救助、応急復旧等に必要な人員の派遣 

イ 医療機関への被災傷病者等の受入れ及び

あっせん 

ウ 被災者を一時的に受入れるための施設の

あっせん 

エ 被災児童・生徒の教育機関への受入れ及び

あっせん 

オ 救援物資等の荷さばき場、仮設住宅用地、

火葬場及びごみ、し尿等の処理施設の提供並

びにあっせん 

カ 避難場所等の相互使用、緊急輸送路の共同

啓開等都県市境付近における必要な措置 

キ 前各号に定めるもののほか、特に必要と認

められる事項 

ア 被害の概要 

イ 物資等の提供及びあっせんに関する応援

を要請するときは、物資等の品目、数量、受

領場所等 

ウ 人員の派遣に関する応援を要請するとき

は、活動内容、要請人数・場所・期間等 

エ その他の応援を要請するときは、要請の内

容、場所・期間等 

オ 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 
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応援調整都県市は、次のとおりとする。 

 

 応 援 調 整 都 県 市 

被災都県市 第１順位 第 2順位 第 3順位 

埼 玉 県 

さいたま市 

千 葉 県 

千 葉 市 

神奈川県 

横 浜 市 

川 崎 市 

相模原市 

東 京 都 

千 葉 県 

千 葉 市 

神奈川県 

横 浜 市 

川 崎 市 

相模原市 

東 京 都 
埼 玉 県 

さいたま市 

東 京 都 
埼 玉 県 

さいたま市 

千 葉 県 

千 葉 市 

神奈川県 

横 浜 市 

川 崎 市 

相模原市 

神奈川県 

横 浜 市 

川 崎 市 

相模原市 

東 京 都 
埼 玉 県 

さいたま市 

千 葉 県 

千 葉 市 

九都県市域内の 

複数の都県市 
「地震防災・危機管理対策部会に関する申合せ事項」による同部

会座長（事務局）都県市又は同部会座長（事務局）都県市が指定

する都県市 

九都県市全域 

九都県市 

域外の自治体 

 

※ 応援調整都県市の決定にあたっては、「地震防災・危機管理対策部会に関する申合せ事項」による同

部会座長（事務局）都県市が、表で示された都県市と協議の上で決定する。 

※ 応援調整都県市で、「神奈川県・横浜市・川崎市・相模原市」「千葉県・千葉市」「埼玉県・さいたま

市」の順位は、それぞれ上に記載してある県市を優先とする。 

※ 被災地域が、「千葉市以外の千葉県」の場合は、応援調整都県市として千葉市を優先し、同じく「横

浜市、川崎市及び相模原市以外の神奈川県」の場合は、横浜市、川崎市及び相模原市を優先し、「さい

たま市以外の埼玉県」の場合は、さいたま市を優先する 
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（３）２０大都市への要請・２１大都市相互応援 

   災害時における円滑な協力が得られるよう、２０大都市への要請については、「２１大都市相互

応援に関する協定」（平成２４年１０月１日）に基づいて、次の事項を明らかにして、連絡担当部局

を通じて行う。 

 

札幌市 仙台市 さいたま市 千葉市 東京都 川崎市 横浜市 

相模原市 新潟市 静岡市 浜松市 名古屋市 京都市 大阪市 

堺市 神戸市 岡山市 広島市 北九州市 福岡市 熊本市 

 

応 援 要 請 の 内 容 要請時に明らかにすべき事項 

ア 食料、飲料水及び生活必需物資並びにその供
給に必要な資器材の提供 

イ 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧
等に必要な資器材及び物資の提供 

ウ 救援及び救助活動に必要な車両並びに舟艇等
の提供 

エ 救助及び応急復旧等に必要な医療系職、技術
系職、技能系職等職員の派遣 

オ 前各号に掲げるもののほか、特に要請があっ
た事項 

ア 被害の状況 
イ 左記アからウまでに掲げる応援を要請す
る場合にあっては、物資等の品名、数量等 

ウ 左記エに掲げる応援を要請する場合にあ
っては、職員の職種及び人員 

エ 応援場所及び応援場所への経路 
オ 応援の期間 
カ 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 

 

（４）県内市町村への要請及び応援 

   県内市町村間で締結した「災害時における千葉県内市町村間の相互応援に関する基本協定」（平

成８年２月 23日）に基づき、県内市町村長に応援要請を行う。 

なお、本部長（市長）は、被災市町村からの応援要請又は知事からの応援要請がない場合におい

ても、被害の状況等に応じ、自主的に応援を行う。 

 

応 援 要 請 の 内 容 要請時に明らかにすべき事項 

ア 食料、飲料水及び生活必需物資並びにその供給

に必要な資器材の提供 

イ 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等

に必要な資器材及び物資の提供 

ウ 救援及び救助活動に必要な車両、船艇等の提供 

エ 救助及び応急復旧に必要な医療職、技術職、技

能職等の職員の派遣 

オ 被災者の一時収容のための施設の提供 

カ 被災傷病者の受入れ 

キ 遺体の火葬のための施設の提供 

ク ゴミ・し尿等の処理のための施設の提供 

ケ ボランティアの受付及び活動調整 

コ 前各号に定めるもののほか、特に要請のあった

事項 

ア 被害の状況 

イ 応援の種類 

ウ 応援の具体的な内容及び必要量 

エ 応援を希望する期間 

オ 応援場所及び応援場所への経路 

カ 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 
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２ 他の地方公共団体・指定公共機関等への要請 

  他の地方公共団体・指定地方公共機関等に応援又は応援のあっせんを求める場合は、それぞれの機

関に対し、緊急対応として無線又は電話等をもって処理し、後日速やかに文書を送付することとする。 

なお、要請は、次の表に掲げる事項を明らかにして行う。 

 

他の地方公共団体・指定地方公共機関等への協力要請一覧 

要請の内容 事         項 根 拠 法 令 

応 援 の 要 請 

ア 災害の状況及び応援のあっせんを求める理由 

イ 応援を希望する機関名 

ウ 応援を必要とする期間 

エ 応援を希望する物資、資材、機械、器具等の品名 

及び数量 

オ 応援を必要とする場所 

カ 応援を必要とする活動内容 

キ その他必要な事項 

災害対策基本法 

第 68条、第 74条 

職員の派遣の要請 

ア 派遣のあっせんを求める理由 

イ 派遣のあっせんを求める職員の職種別人員数 

ウ 派遣を必要とする期間 

エ 派遣される職員の給与その他の勤務条件 

オ その他参考となるべき事項 

災害対策基本法 

第 29条、第 30条、 

第 31条 

地方自治法 

第 252条の 17 

緊急放送の要請 

ア 放送要請の理由 

イ 放送事項 

ウ 希望する放送日時 

エ その他必要な事項 

※ＮＨＫ千葉放送局、千葉テレビ放送㈱、㈱ベイエフ

エム、㈱ニッポン放送、㈱ジェイコム千葉セントラル 

災害対策基本法 

第 57条 

 

第３ 消防機関への要請及び応援 

【総務局危機管理部、消防局】 

 

１ 本部長（市長）は、県内消防機関による広域的な応援を必要と認めるときは、「千葉県広域消防相互

応援協定」及びその具体的な活動マニュアルである「千葉県消防広域応援基本計画」に基づき、他市

町村に消防機関による応援を要請する。 

 

２ 災害が発生し、現有消防力を結集しても消防力に不足の生じることが見込まれる場合、本部長（市

長）は、県知事を通して消防庁長官に緊急消防援助隊をはじめとする他の消防機関の派遣を要請する。 

なお、受援については「千葉県緊急消防援助隊受援計画」「千葉県緊急消防援助隊航空中隊受援計

画」及び「千葉市緊急消防援助隊受援計画」により受入措置を行う。 

 

３ 市が被災しておらずかつ、他の被災市町村からの応援要請を受けたとき及び千葉県消防広域応援隊

の出動に関して知事の指示があったときは、「千葉県広域消防相互応援協定」及びその具体的な活動

マニュアルである「千葉県消防広域応援基本計画」並びに「消防組織法第４３条に基づく知事の指示

による千葉県消防広域応援隊運用要綱」に基づき、消防機関による応援の迅速かつ円滑な実施に努め
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る。 

消 防 応 援 協 定 の 状 況 

協定・計画 内          容 

千葉県広域消防相互応援協定 

 千葉県下の全市町村及び一部の事務組合が、大規模災害及び産

業災害等の予防、鎮圧に万全を期し、併せて民心の安定を図るため

相互応援体制を確立し、不測の事態に対処する協定（千葉県下全市

町村 36市 17町 3村 8事務組合）（消防組織法第 39条） 

千葉県消防広域応援基本計画 

 千葉県内市町村において、大規模災害等の発生に対し地方公共

団体の地域を越えて広域的な消防部隊の応援要請、応援部隊の派

遣により、広域消防応援体制の確立を図る。 

緊急消防援助隊基本計画 

総務省消防庁において、緊急消防援助隊の出動に関する措置を的

確かつ迅速に行うため、緊急消防援助隊の編成及び施設の整備等

に係る基本的な事項を定めている。（消防組織法第 45条） 

 

 

「千葉県緊急消防援助隊受援計画」に定める宿営予定地 

名  称 所 在 地 

千 葉 ポ ー ト パ ー ク 駐 車 場 中央区中央港１丁目 

青 葉 の 森 公 園 南 口 駐 車 場 中 央 区 青 葉 町 

千 葉 工 業 大 学 グ ラ ン ド 花見川区千種町 

千葉県総合スポーツセンター大駐車場 稲 毛 区 天 台 町 

泉 自 然 公 園 駐 車 場 若 葉 区 野 呂 町 

千 葉 市 消 防 学 校 緑 区 平 川 町 

稲 毛 海 浜 公 園 第 １ 駐 車 場 美浜区高浜７丁目 
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第４ 自衛隊への災害派遣要請 【総務局危機管理部】 

 

１ 派遣要請の手続等 

（１）災害派遣の実施 

ア 災害が発生し、又はまさに発生するおそれがある場合で、本部長（市長）が応急措置を実施する

必要があると認め、知事に対し災害派遣を要請するように求めた場合、これを受けて知事が自衛隊

に災害派遣を要請し、必要と判断される場合に実施される。 

イ 災害に際し、通信の途絶等により、知事との連絡が不能で、本部長（市長）から自衛隊が通報を

受け、直ちに救援の措置をとる必要が認められる場合、災害派遣が実施される。 

（２）要請手続 

ア 本部長（市長）は、災害派遣となる事態が発生し、自衛隊の災害派遣の要請を依頼しようとする

場合は、本部事務局長（総務局危機管理部長）に命じて、県（危機管理課）に次の事項を明記した

文書をもって行うものとする（１部提出）。ただし、緊急を要する場合にあっては、口頭、電信又は

電話で要請し、事後速やかに文書を送達する。 

 

○災害の状況及び派遣を要請する事由 

○派遣を希望する期間 

○派遣を希望する区域及び活動内容 

○連絡場所、連絡責任者及び宿泊施設の状況等参考となるべき事

項 

 

イ 緊急避難、人命救助等の場合で、事態が急迫し、県知事に要請するいとまがないとき、若しくは、

通信の途絶等により知事への要請ができないときは、直接次表により通報する。ただし、事後速や

かに所定の手続きを行う。 

※自衛隊派遣要請（部隊撤収）に係る県知事への依頼文（資料 9-4） 
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自衛隊災害派遣要請 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※海上自衛隊、航空自衛隊への通知も含む。 

  

 

 

市 災 害 対 策 本 部 長 

（ 市 長 ） 

 

 

本部事務局長（危機管理部長） 

０４３－２４５－５１５１ 

 

 

 
 県     知     事 

 

 

千葉県災害対策本部事務局 

・防 災 電 話 ５００－７３０９、７３１０、７３１１ 

・防災ＦＡＸ ５００－７２９８ 

・ＮＴＴ電話 ０４３－２２３－３３２８、３３２９ 

・ＮＴＴＦＡＸ ０４３－２２２－０１００ 

 

           

 
部隊名等 

（駐屯地名等） 

連絡責任者 （電話番号） 

 

部隊名等 

（駐屯地名等） 

連絡責任者 （電話番号） 

 時 間 内 

(平日)～17:00 
時 間 外 

時 間 内 

(平日)～17:00 
時 間 外 

 

陸上自衛隊 

第一空挺団 

 

船橋市薬円台 

3-20-1 

(習志野駐屯地) 

第３科防衛班長 

047-466-2141 

内線 235,236 

県防災行政無線 

632-721、FAX632-722 

駐屯地当直司令

047-466-2141 

内線 302 

県防災行政無線 

632-725 

陸上自衛隊 

高射学校 

 

若葉区若松町 902 

(下志津駐屯地) 

企画副室長 

043-422-0221 

内線 313,314 

駐屯地当直司令 

043-422-0221 

内線 302 

 市防災行政無線 935 

 県防災行政無線 

500-9631、

FAX500-9632 

500-9633 

 

アの場合 

イの場合 
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（３）自衛隊の自主派遣 

ア 災害に際し、通信の途絶等により、知事との連絡が不能で、自衛隊自ら収集した情報及びその他

の情報から、直ちに救援の措置をとる必要があると認められる場合、自衛隊が自主的に派遣する。 

イ 災害に際し、関係機関に対して当該災害に関する情報を提供するため、自衛隊が情報収集を行う

必要があると認められる場合、自衛隊が自主的に派遣する。 

ウ 災害に際し、自衛隊が実施すべき救援活動が明確で、当該救援活動が人命救助に関するものであ

ると認められる場合、自衛隊が自主的に派遣する。 

エ 庁舎・営舎その他の防衛省の施設またはこれらの近傍に災害が発生した場合、自衛隊が自主的に

派遣する。 

オ 大規模な災害が発生した際には、被災直後の地方公共団体は混乱していることを前提に、防衛省・

自衛隊は災害時の自衛隊による活動が円滑に進むよう、活動内容について「提案型」の支援を自発

的に行い、関係省庁の協力も得て、自衛隊に対する支援ニーズを早期に把握・整理するものとする。 

（４）災害派遣部隊の受入体制 

ア 他の災害救助・復旧機関との競合又は重複の排除 

本部長（市長）は、自衛隊の活動が他の災害救助・復旧機関等と競合又は重複することのないよう、

重点的かつ効率的に活動を分担するよう配慮する。 

イ 作業計画及び資材等の準備 

本部長（市長）は、自衛隊に対する救援活動の要請に当たっては、どのような分野（捜索救助、救

急、緊急輸送等）についてどの程度要請するのか、具体的に実効性のある計画を作成するとともに、

必要な資器材を準備する。また、施設土地等の使用に関して管理者の了解を得るとともに、活動間を

含め市民との連絡調整を実施する。 

ウ 活動拠点及びヘリポート等使用の通報 

本部長（市長）は、派遣された部隊が効率的かつ円滑に活動が実施できるように自衛隊の活動拠点、

ヘリポート及び宿舎等必要な設備について、関係機関等と協議のうえ、使用調整を実施し部隊に通報

する。 

（５）災害派遣部隊の受入措置等 

本部長（市長）は、知事から自衛隊の災害派遣の通知を受けたとき、又は、自衛隊が自主派遣され

たときは、本部事務局長（総務局危機管理部長）に命じて、次のとおり部隊の受入措置を行う。 

 

 

災害派遣部隊の受入措置 

項    目 活     動     内     容 

準      備 

 応援を求める作業内容、所要人員その他について、派遣部隊の到着と同

時に作業できるよう作業計画をたてるとともに、必要な資器材等の確保・

調達を行う。 

 派遣部隊の宿泊所、車両、器材等の保管場所及びその他受入れのために

必要な措置及び準備を行う。  

項    目 活     動     内     容 
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受  入  れ 

 派遣部隊が到着した場合は、職員を派遣し部隊を目的地へ誘導する。作

業実施期間中は、現場に責任者を置き派遣部隊指揮官と応援作業計画等

について協議し調整の上、作業の推進を図る。 

 なお、派遣部隊の活動拠点は、蘇我スポーツ公園、被災地近くの公共空

地等とする。 

県 へ の 報 告 
本部事務局は、派遣部隊の到着後及び必要に応じて、所定の事項につい

て県危機管理政策課に報告する｡ 

派 遣 部 隊 の 

撤 収 要 請 

 派遣部隊の撤収要請は、知事が市長及び派遣部隊の長と協議して行う。 

市長は、災害派遣の目的を達成したとき、又はその必要がなくなったと

きは、速やかに文書をもって知事に対しその旨報告する。 

 ただし、文書による報告に日時を要するときは、口頭又は電話等をもっ

て連絡し、その後文書を提出する。 

 

２ 災害派遣要請の範囲 

  自衛隊の災害派遣を要請できる範囲は、原則として人命及び財産の保護のため必要であり、かつ

緊急やむを得ないと認められるもので、他に実施する組織等がない場合とし、次表のとおりとす

る。 

 

 

自衛隊の災害派遣を要請できる範囲 

項     目 活   動   内   容 

被害状況の把握 
車両、航空機等状況に適した手段によって、情報収集活動を行い、被

害の状況を把握する。 

避難の援助 
避難命令等が発令され、避難、立ち退き等が行われる場合で必要があ

るときは、避難者の誘導、輸送等を行い、避難を援助する。 

遭難者等の捜索救助 
行方不明者、負傷者等が発生した場合は、通常、他の救援活動に優先

して、捜索救助を行う。 

水防活動 
堤防、護岸等の決壊に対しては、土のう作成、運搬、積込み等の水防

活動を行う。 

消防活動 

火災に対しては、利用可能な消防車その他の防火用具（空中消火が必

要な場合は航空機）をもって、消防機関に協力して消火に当たるが、

消火薬剤等は、通常県または市町村等が提供するものを使用する。 

道路又は水路の啓開 
道路若しくは水路が損壊し、又は障害物がある場合は、それらの啓

開、又は除去に当たる。 

応急医療、救護及び防疫 
被災者に対し、応急医療、救護及び防疫を行うが、薬剤等は、通常県

又は市町村等の提供するものを使用するものとする。 

人員及び物資の緊急輸送 

救急患者、医師その他救援活動に必要な人員及び救援物資の緊急輸送

を実施する。この場合において航空機による輸送は、特に緊急を要す

ると認められるものについて行う。 

炊飯及び給水 被災者に対し、炊飯及び給水を実施する。 

物資の無償貸付又は譲与 

「防衛省所管に属する物品の無償貸与及び譲与等に関する省令」（昭

和 33年総理府令第 1号）に基づき、被災者に対し生活必需品等を無償

貸与し、又は救じゅつ品を譲与する。 

項     目 活   動   内   容 
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危険物の保安及び除去 
能力上可能なものについて、火薬類、爆発物等危険物の保安措置及び

除去を実施する。 

その他 
その他の臨機の必要に対し、自衛隊の能力で対処可能なものについて

は、所要の措置をとる。 

 

 

第５ 民間団体等への要請 【全局区等】 

 

１ 協力を要請する業務 

  災害時に業種別団体組織、町内自治会、自主防災組織、日赤奉仕団、大学・高等学校奉仕団、女性

団体等の民間団体等へ協力を要請する業務は、主に次のような業務とする。 

（１）異常現象、危険箇所等を発見したときの災害対策本部への通報 

（２）避難誘導、負傷者の救出・搬送等市民に対する救助・救護活動 

（３）被災者に対する炊き出し、救援物資の配分及び輸送等の業務 

（４）被害状況の調査補助業務 

（５）被災地域内の秩序維持活動 

（６）道路啓開活動、公共施設等の応急復旧作業活動 

（７）応急仮設住宅の建設業務 

（８）生活必需品の調達業務 

（９）その他市が行う災害応急対策業務への応援協力 

 

２ 協力要請の方法 

災害時に民間団体等へ協力を要請する方法については、主に次のとおりとする。なお、要請にあた

っては、以下の事項を明らかにして行う。 

 

○活動の内容 

○協力を希望する人数 

○調達を要する資器材等 

○協力を希望する地域及び期間 

○その他参考となるべき事項 

 

各対策部が作業を行うため民間団体等の協力を必要とするときで、この計画に定めのない場合につい

ては、本部長（市長）の指示に基づき、各対策部がその責任者に対して要請し、その要請内容を速やか

に本部事務局（総務局危機管理部）へ報告する。 

 

３ 協定締結団体等 

現在、災害時等の協力に関する協定を締結している団体等は、以下のとおりである。 

※協定一覧（資料 2-11） 
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第６ 海外支援の受入れ 

【総務局危機管理部】 

 

１ 国の緊急災害対策本部等が海外からの支援の受入れを決定した場合、県及び消防機関との調整を行

い、本部員会議で協議し、本部長（市長）が決定する。 

 

２ 海外のＮＧＯ（非政府組織）団体等から直接支援の申し出があった場合、次のことを確認したうえ

で、本部員会議で協議し、本部長（市長）が決定する。 

（１）協力の内容、期間、人員 

（２）入国上の問題点 

（３）消防機関の意向 

 

第７ 他都市に対する応援 

 

 他都市において大規模災害が発生した場合に備え、応援体制の整備を行う。 

 また、応援の実施にあたっては、被災自治体の状況に配慮しつつ、積極的な応援を行う。 

 

１ 応援の検討及び決定 

  大規模災害の発生により他都市に甚大な被害が発生し、または、被害の発生が予測される場合には、

必要に応じて現地の被災状況及び応援のニーズを把握するとともに、被災自治体のニーズに合った応

援内容を検討し、速やかに決定を行うものとする。 

 

２ 応援の内容 

（１）救援物資の輸送 

被災自治体への物資の提供にあたっては、被災自治体のニーズ及び現地の状況に応じて、本市の

備蓄物資等を輸送する。 

（２）職員の派遣 

被災自治体への職員の派遣にあたっては、被災自治体のニーズに応じて、関係する各局区等によ

り応援部隊を編成し派遣する。 

 

３ 応援の枠組み 

（１）応急対策職員派遣制度 

ア 避難所の運営、り災証明書の交付等の災害対応業務の支援 

被災市区町村が被災都道府県に対し、応援職員が必要である旨連絡し、さらに、被災都道府県が

被災地域ブロック幹事都道府県（※１）及び総務省に対し、被災都道府県内の地方公共団体による

応援職員の派遣だけでは対応が困難である旨連絡した場合、被災地域ブロック内を中心とした地方

公共団体による応援職員の派遣が、被災市区町村応援職員確保現地調整会議（※２）にて検討され

ることになる。 

同会議が、被災市区町村応援職員確保調整本部（※３）に対し、被災市区町村に関する収集した
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情報を報告し、同調整本部にて、対口支援団体を決定する（第１段階支援）。 

対口支援団体は、都道府県又は指定都市を、原則として１対１で被災市区町村に割り当てるもの

である。 

被災地域ブロック内の支援だけでは対応が困難な場合、全国の地方公共団体による追加の応援職

員の派遣を検討し、必要であれば、実施することになる（第２段階支援）。 

※１ 地域ブロック幹事都道府県 

・地域ブロックとは、「全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定」第１条に定めるブ

ロックをいう。 

 千葉県は、関東ブロック（東京都 群馬県 栃木県 茨城県 埼玉県 千葉県 神奈川県 山梨県）に属

している。 

・地域ブロック幹事都道府県は、地域ブロック内の都道府県において年度ごとに輪番制で決められ

ている。 

※２ 被災市区町村応援職員確保現地調整会議 

同会議は、被災都道府県、被災地域ブロック幹事都道府県、総務省、全国知事会、全国市長会、

全国町村会及び指定都市市長会により基本的に構成され、第１段階支援に関する調整、現地におけ

る情報収集、調整・収集した事項を被災市区町村応援職員確保調整本部に報告することを役割とす

る。 

※３ 被災市区町村応援職員確保調整本部 

 同本部は、総務省、全国知事会、全国市長会、全国町村会及び指定都市市長会により構成され、

応援職員の派遣に関する情報の収集・共有、総括支援チーム（イ参照）派遣団体の調整・決定、対

口支援団体の調整・決定を役割とする。 

イ 災害マネジメントの支援（「総括支援チーム」の派遣） 

総括支援チームとは、地方公共団体が災害マネジメント総括支援員及び災害マネジメント支援員

等で編成し、被災市区町村に派遣するチームをいう。 

災害マネジメント総括支援員とは、被災市区町村の長への助言、幹部職員との調整、被災市区町

村における応援職員のニーズ等の把握、関係機関及び総務省との連携等を通じて、被災市区町村が

行う災害マネジメントについて総括的に支援するために、地方公共団体が応援職員として派遣する

者であり、災害マネジメント支援員は、それを補佐する者である。 

 被災市区町村応援職員確保調整本部からの派遣の依頼を受けた場合は、総括支援チーム派遣のた

めの調整が完了次第、速やかに派遣することになる。 

（２）自治体間等相互応援協定に基づく応援 

自治体間等相互応援協定に基づき応援を行う場合は、他の協定締結自治体の状況を勘案し、必要

に応じて連携を図りながら、迅速かつ的確に被災自治体の応援を行う。 

※協定一覧（資料 2-11） 

（３）広域避難者の受入れ 

県は、市町村や都道府県の区域を越える被災者の広域避難に関する支援要請又は受入れに係る手

続を円滑に行う。 

ア 広域避難の調整手続等 

（ア） 県内市町村間における広域避難者の受入れ等 
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市町村の区域を越えて広域的な避難をすることが必要となる場合、当該広域避難を要する被

災者の受入れについて、他の市町村からの要請について協議し、同時被災など受入れを行うこ

とが困難な場合を除き、当該被災者を受入れる。 

（イ） 都道府県域を越える広域避難者の受入れ等 

県域を越えて広域的な避難をすることが必要となる場合には、市は県へ他の都道府県に対し

て受入れを要請するなどの協議を行い、県からの支援を得る。 

なお、他の被災都道府県から県を通して広域避難者の受入れの協議等があった場合には、県

との調整を行い、広域避難者の受入れを行う。 

イ 広域避難者への支援 

 市は、広域避難者に対し、公共施設、公営住宅又は民間賃貸住宅の借上げ等により、滞在施設の

提供に努める。 
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第５節 災害救助法の適用 

【総務局危機管理部】 

 災害救助法（昭和 22 年 10 月 18 日法律第 118 号）は災害に際して応急的に必要な救助を行い、被災

者の保護と社会秩序の保全を図ることを目的としている。 

 

基

本

的

な

考

え

方 

 市長は、本市域の被害が「災害救助法の適用基準」に該当する場合は、救助実施市の長と

して、同法の適用を決定し、同法に基づき必要な救助を実施する。 

 また、本市を含む複数の県内市町村に災害救助法の適用があった場合は、県域における公

平な供給を確保するため、「千葉県災害救助資源配分計画」に基づき、県の連絡調整の下、資

源の配分が行われる。 なお、災害救助法に基づく救助活動の事務については、危機管理監

及び区本部長（区長）が所管し、この計画に定める体制により救助活動を行う。 

 

第１ 救助の実施機関  

  本市は、災害救助法第２条の２に基づく救助実施市として、その権限と責任を踏まえ、国及び県と

の連携を図り、円滑かつ迅速に同法による救助を実施する。 

 

 

第２ 救助の実施者 

  災害救助法の適用後は、法定受託事務として、本部長（市長）が救助を実施する。 

  なお、この法律の適用以外の災害については、災害対策基本法第５条に基づき、本部長（市長）が

応急措置を実施する。 

 

 

第３ 救助の種類   

  災害救助法に定める救助の種類は、次のとおりである。 

 

１ 災害が発生した段階の救助 

（１）避難所の設置 

（２）応急仮設住宅の供与 

（３）炊き出しその他による食品の給与 

（４）飲料水の供給 

（５）被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与 

（６）医療及び助産 

（７）被災者の救出 

（８）被災した住宅の応急修理 

（９）学用品の給与 

（10）埋葬 
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（11）死体の捜索及び処理 

（12）障害物の除去 

 

２ 災害が発生するおそれがある段階の救助 

   避難所の設置（避難行動が困難な要配慮者を避難所に避難させるための輸送を含む。） 

 

第４ 災害救助法の適用基準 

  本市における災害救助法の適用基準は次のとおりである。 

 

１ 災害が発生した段階の適用（法第２条第１項） 

（１）住家が滅失した世帯の数が、当該市町村の区域内の人口に応じ、別表の基準１号以上であること。

（法施行令第１条第１項第１号） 

（２）住家が滅失した世帯の数が、県内市町村の合計で２，５００世帯以上であって、当該市町村の区

域内の人口に応じ、別表の基準第２号以上であること。（法施行令第１条第１項第２号） 

（３）住家が滅失した世帯の数が、県内市町村の合計で１２，０００世帯以上であること、又は災害が

隔絶した地域に発生したものである等、災害にかかった者の救護を著しく困難とする特別の事情

がある場合であって、かつ多数の世帯の住家が滅失したものであること。（法施行令第１条第１

項第３号） 

（４）多数の者が生命又は身体に危害を受け又は受けるおそれが生じたものであること。（法施行令第

１条第１項第４号） 

災害救助法の適用基準 

市・区 

人   口 

令和２年 

国勢調査 

１ 号 適 用 

(区又は市内 

の被害世帯） 

２ 号 適 用 

（県下の被害 

世帯 2500 世帯 

以上の時） 

中 央 区 211,736 100 50 

花見川区 177,328 100 50 

稲 毛 区 160,582 100 50 

若 葉 区 146,940 100 50 

緑  区 129,421 100 50 

美 浜 区 148,944 100 50 

千 葉 市 974,951 150 75 

  ※１ １号とは災害救助法施行令第１条第１項第１号の災害（当該市町村の被災世帯数のみで判断）をいい、２号と

は同令同条同項第２号の災害（都道府県－本県は 2,500 世帯－と市町村の被災世帯数で判断）をいう。 

※２ 被害世帯数は全壊世帯数をいい、半壊（焼）世帯、床上浸水世帯は、それぞれ２世帯、３世帯をもって、全壊

世帯１世帯と換算する。 

 

２ 災害が発生するおそれがある段階の適用（災害救助法第２条第２項） 

  災害が発生するおそれがある段階で、国が災害対策本部を設置し、本市がその所管区域となり、市

域において当該災害により被害を受けるおそれがあること。 
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第５ 被害世帯の算定基準 

 

１ 被害世帯の算定基準 

  住家が滅失した世帯の数の算定は、住家の「全壊（全焼・流失）」した世帯を基準とする。 

  そこまで至らない半壊等については、災害救助法施行令第１条第２項の規定により以下のとおり、

みなし換算を行う。 

滅失住家 １世帯 ＝ 全壊（全焼・流失）住家    １世帯 

滅失住家 １世帯 ＝ 半壊（半焼）住家       ２世帯 

滅失住家 １世帯 ＝ 床上浸水、土砂の堆積により一時的に居住で 

きない状態になった住家     ３世帯 

（注）床下浸水、一部破損は換算しない。 

 

２ 住宅の滅失等の認定 

  滅失、半壊等の認定は、「被害の認定基準」によるが、住家被害については、下表のとおりである。 

 

被害の区分 認  定  の  基  準 

住 家 の 全 壊 

全 焼 

流 失 

居住のための基本的機能を喪失したもので、住家の損壊、焼失若しく

は流失した部分の床面積がその住家の延面積の７０％以上に達した程度

のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害の割合が、住家全体の

５０％以上に達した程度のもの 

住 家 の 半 壊 

半 焼 

住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元どおりに再使用できる程度の

もので、住家の損壊又は焼失した部分の床面積が、その住家の延面積の

２０％以上７０％未満のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害

の割合が住家全体の２０％以上５０％未満のもの 

住家の床上浸水 

土砂の堆積等 

上記２項目に該当しない場合であって、浸水がその住家の床上に達し

た程度のもの、又は土砂の堆積等により一時的に居住することができな

い状態となったもの 

 

 ※「住家」とは、現実に居住のため使用している建物をいう。 

   ただし、耐火構造のアパート等で居住の用に供している部屋が遮断、独立しており、日常生活に

必要な設備を有しているもの等については、それぞれをもって１住家として取り扱う。 

 ※「世帯」とは、生計を一にしている実際の生活の単位をいう。 

 ※被害の認定基準（資料 6-4） 
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第６ 災害救助法の適用手続き 

 

１ 本部長（市長）は、災害に際し、被害状況の調査、把握に努め、随時内閣府及び県へ情報提供する。

また、内閣府及び県への被害状況等の情報提供は、次に掲げる事項について、まずは、口頭又は電話

をもって実施し、後日文書により改めて処理する。 

。 

 

（１）災害が発生した段階の情報提供 

  ア 災害発生の日時及び場所 

  イ 災害の原因及び被害の状況 

  ウ 適用を要請する理由 

  エ 適用を必要とする期間 

  オ 既にとった救助措置及びとろうとする救助措置 

  カ その他必要な事項 

（２）災害が発生するおそれがある段階の情報提供 

  ア 避難指示等の発令状況 

  イ 事前避難に係る避難先の市町村名（広域避難の場合に限る）、避難所数、避難者数（うち、要配

慮者の避難者数） 

  ウ 災害救助法による救助実施（見込含む）区域名及び実施年月日 

  エ 救助実施に係る避難先の市町村名（広域避難の場合に限る）、避難所数、避難者数（うち、要配

慮者の避難者数） 

  オ その他必要事項 

 

２ 市域内の被害が災害救助法の適用基準のいずれかに該当し、又は該当する見込みであるときは、直

ちに災害救助法の適用を決定し、災害救助法に基づく救助の実施について、各部局へ指示するととも

に、内閣府及び県へ通知又は報告するものとする。 

 

３ 災害救助法を適用及び適用を終了したときは、速やかに公示するとともに、市ホームページ等によ

り広報を行うものとする。 

 

第７ 救助の程度、方法及び期間等 

 

   

  本部員及び区本部長は、千葉市災害救助法施行細則に規定する救助の程度、方法及び期間（一般基

準）の範囲において救助を実施する。 

  なお、一般基準では、救助の適切な実施が困難な場合には、本部長（市長）は、適時、内閣総理大

臣に協議し、その同意を得た上で、特別基準を定める。 
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第８ 災害救助法適用後の救助の実施 

  関係各局・区は、災害救助法に基づく救助を実施するとともに、その実施状況を本部事務局に逐次

報告する。 

  本部事務局は、関係各局・区の協力を得て、災害救助法に関する運用（報告書類の作成等）を行う。 
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第６節 消防・救急救助活動等 

 

第１ 消防活動 

【消防局】 

 

１ 組織 

（１）活動体制 

   消防局長が必要と認めた場合は、消防局に「消防対策本部」を、各区消防署に「方面指揮本部」

を設置する。 

（２）活動方針 

災害発生時には、市民の生命、身体の安全確保を基本とし、人命の救出・救助及び避難路の安全

確保を原則とし行動する。 

なお、消防団を含め消防機関は、消防活動の実施に当たり常に安全に対する配慮と確認を行いな

がら任務を遂行しなければならない。 

（３）動員体制 

市域に災害が発生した場合は、勤務時間外の消防職員は、参集計画に基づき、直ちに所定の場所

に参集する。 

 

２ 初期活動 

市域に災害が発生した場合、消防局及び各区消防署・出張所は直ちに次の初期活動を行う。 

 

－初期活動のあらまし－ 

（１）対策本部等の設置 

（２）防災用映像情報システムによる市内監視 

（３）車両、資機材等の安全確保 

（４）出動中の部隊の安否確認 

（５）有線電話の通信統制及び機能確保 

（６）全無線局の開局、通信機器の点検及び機能確保 

（７）被害状況の把握 

（８）活動隊及び資機材の増強編成 

（９）重要防ぎょ地域の状況把握 

（10）消防車・救急車等の出動準備 

 

３ 消防団の活動 

（１）初期活動 

 活動体制は分団単位の活動を原則とし、地域密着性・動員力及び即時対応力の機能を最大限に発揮し、 

被害状況の把握と出火防止広報を行うとともに、初期消火活動にあたる。 

 各分団は、消防団対策本部長からの命ある場合を除き、管轄区域内の活動を原則とする。 
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（２）情報収集及び伝達 

全無線を開局し通信機器の機能点検を行い、通信体制を確保する。 

情報の収集・伝達は、災害の規模及び被害の拡大等、市民の安全確保を脅かす事案を最優先に即

時報告の措置を行う。 

（３）救急救助活動 

救急救助活動は、自主防災組織等の地域コミュニティ連携による迅速かつ効果的な救出救護体制

の確立を図る。 

 

 

第２ 救急救助活動 

【保健福祉局、消防局、消防団】 

基

本

的

な

考

え

方 

災害発生時の救急救助活動は、災害の緩急度合いを考慮して、消防部（消防局）が現有資

機（器）材を有効に活用し行う。 

ただし、同時多発的に多数の要救急救助者が発生した場合には、全市的に救急隊、救助隊

の統括運用を行い、必要に応じて、警察署その他の関係防災機関と連携して、迅速かつ効果

的な救急救助対策を実施する。 

なお、消防局及び警察署は、それぞれの消防活動、警備活動方針により、傷病者の救助活

動から搬送業務完了まで一貫した救助・救急体制をとる。 

 

１ 消防部（消防局）の救急救助活動 

（１）活動体制 

救急救助活動は、傷病者の迅速な救出救護に向け、保有資機材を有効に活用し総力をもってこれ

にあたる。 

多数傷病者発生時においては、緊急消防援助隊の応援部隊及び自衛隊、警察及び防災関係機関と

連携し、救出救護体制の確立を図る。 

（２）活動及び出動の原則 

ア 救急活動は、救命を主眼とし、傷病者の観察及び必要な応急処置を施した後、適切な医療機関に

搬送する。 

イ 救助活動は、生存者救出を最優先とし、消防団、事業所防災組織・自主防災組織等に協力を求め

て救出を行う。 

ウ 救助事象が火災現場付近とそれ以外の場所にあった場合は、火災現場付近の救出を優先して実施

する。 

エ 傷病者の救急搬送は、救命を必要とする者を最優先とするとともに、CWAP（※）の原則に基づく

医療提供を行えるよう保健福祉部（保健福祉局）・医療チームと連携を図り医療機関に搬送する。 

※CWAP 大規模・広域災害時の搬送順位を示す目安。 

children, women, aged people,patients/poor を示している。 

オ 傷病者の救急搬送にあたっては、軽症群の傷病者の割り込みにより救急車が占有されることのな

いよう毅然たる態度で活動する。 

なお、このような気配がある場合は、現場の警察官等に協力を依頼し、混乱を避ける。 
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カ 現場救護所は、多数傷病者が発生した場合など、災害の状況等を判断し、公園などの安全かつ活

動容易な場所に設置する。 

 キ 救護所等から後方医療施設への移送については、被災状況の推移を勘案して自衛隊、ＤＭＡＴ（災

害派遣医療チーム）、ドクターヘリ等との協力により、広域的な搬送体制を確立する。 

ク 救護能力が不足する場合、自主防災組織等に医療機関への自主的な輸送協力を求めるなど、関係

機関との連絡を密にした活動を行う。 

 

２ 警察署の任務 

（１）救出、救護班の派遣 

   各警察署長は、被害の程度に応じて、部隊を被災地域に派遣し、倒壊、埋没家屋等からの救出、

救護及び避難に遅れた者の発見、救護に努める。 

（２）措置要領 

 ア 救出・救護活動にあたっては、倒壊家屋の多発地帯及び病院、学校、興業場、地下街等多人数の

集合する場所等を重点に行う。 

 イ 救出・救護活動にあたっては、保有する装備資器材のほか、あらゆる資材を活用し、迅速な措置

を講じる。 

 ウ 救出・救護活動にあたっては、県、市、消防局（署）、日本赤十字社千葉県支部等関係機関と積極

的に協力し、警察の組織、機能をあげて、負傷者等の救出・救護に万全を期する。 

 エ 救出した負傷者は、応急措置を施したのち、救急隊、救護班等に引継ぐか、又は警察車両及びヘ

リコプターを使用し、速やかに医療機関に収容する。 

 

３ 救急救助資機材の調達 

（１）初期活動における装備資機材の運用は、それぞれが保有するものを活用する。 

（２）装備資機材等に不足が生じた場合は、その他の機関が保有するもの又は民間業者から借入等を図

る。 
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第７節 土砂災害対策  

【総務局、建設局、各区、消防局】 

 

第１ 巡視及び警戒体制 

 

対

策

の

あ

ら

ま

し 

主管本部員（危機管理監）、本部事務局長（総務局危機管理部長）、建設部長（建設局長）

及び各区本部長（各区長）は、銚子地方気象台より大雨注意報が発表されたときは、総合防

災情報システム等により情報を収集し、土砂災害（急傾斜地崩壊）危険箇所等の巡視及び警

戒体制に万全を期するものとする。 

また、土砂災害（急傾斜地崩壊）危険箇所等が崩壊、又はそのおそれが生じた場合は、警戒

員の配置その他の応急措置を実施する。 

 

１ 巡視 

  建設部長（建設局長）及び各区本部長（各区長）は、消防部長（消防局長）、市民等からの通報によ

り、又はその必要があると認めるとき、各班に対して、次に掲げる事項について、情報収集のための

巡視を命じる。 

また、建設部長（建設局長）及び各区本部長（各区長）は、報告を受け次第、速やかに本部事務局

長（総務局危機管理部長）に報告するものとする。 

（１）土砂災害（急傾斜地崩壊）危険箇所等及びその付近の地表及びわき水の状況 

（２）土砂災害（急傾斜地崩壊）危険箇所等及びその付近の亀裂の有無 

（３）土砂災害（急傾斜地崩壊）危険箇所等及びその付近の竹木等の傾倒の状況 

（４）土砂災害（急傾斜地崩壊）危険箇所等及びその付近の建築物等の損壊等の状況 

（５）土砂災害（急傾斜地崩壊）危険箇所等及びその付近の市民及び滞在者の数 

（６）その他災害に関する状況 

 

２ 警戒 

（１）警戒体制をとるべき時期 

ア 危険区域内の状況等に異常が生じた場合で、本部長（市長）が必要と認めたとき。 

イ 次に掲げる基準雨量と地域の特性等を考慮して、本部長（市長）が必要と認めたとき。 

ウ 土砂災害警戒情報が発表された場合で、本部長（市長）が認めた場合。 

 

－ 警戒体制をとる場合の基準雨量（目安）及び応急措置の内容 － 
 基  準  雨  量 

応急措置の内容 
前日までの連続降雨量

が 100mm以上あった場

合 

前日までの連続降雨量

が 40～100mm以上あっ

た場合 

前日までの降雨量がな

い場合 

第一警戒

配備体制 

当日の日雨量が 50mmを

超えたとき 

当日の日雨量が 80mmを

超えたとき 

当日の日雨量が 100mm

を超えたとき 

１ 危険区域内の警戒・巡視 

２ その他必要な応急措置 

第二警戒 

配備体制 

当日の日雨量が 50mmを

超え、 時雨量 20mm程

度の強雨が降り始めた

とき 

当日の日雨量が 80mmを

超え、 時雨量 20mm程

度の強雨が降り始めた

とき 

当日の日雨量が 100mm

を超え、 時雨量 20mm

程度の強雨が降り始め

たとき 

１ 危険区域内の警戒・巡視 

２ 必要に応じ、市民等に対し

て避難指示等 

３ その他必要な応急措置 
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（２）警戒員の配備 

危険が予想される箇所に警戒員を配置し、巡視、警戒にあたる。 

※なお、箇所については「土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域」、「急傾斜地崩壊危険区域

指定箇所及び土砂災害（急傾斜地崩壊）危険箇所」を目安とする。（資料 4-2、4-10） 

 

３ 応急措置 

  土砂災害（急傾斜地崩壊）危険箇所等が崩壊する恐れのある場合又は崩壊した場合は、安全性を確

保したうえで、応急措置、土留め等、避難の呼び掛けを実施する。 

  なお、災害の状況により応急対策の実施が困難な場合は、関係機関、各種団体等へ応援を要請する。 

 

 

第２ 広報及び避難体制 

 

１ 広報体制 

  危険区域内の市民に対する避難情報等の広報活動については、主管本部員（危機管理監）及び関係

区本部長（関係区長）が、本章第３節「災害時の広報」により広報体制をつくり適切に行うものとす

る。 

 

２ 避難体制 

  災害が発生した場合、又は災害の発生が予想される場合において、本部長（市長）は危険区域内の

市民及び滞在者等に対し、避難指示等を行う。 

  その他、本章第９節「避難対策」により避難体制をつくり適切に行うものとする。 

※土砂災害警戒区域等における要配慮者利用施設（資料 4-11） 
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第８節 警備・交通対策  

【千葉県警察本部及び警察署、千葉海上保安部、県千葉港湾事務所、道路管理者】 

 

第１ 災害時の警備 

 

対

策

の

あ

ら

ま

し 

発災時には、さまざまな社会的混乱及び交通の混乱が予想されるところである。 

このため、市民の生命、身体、財産の保護を図り、各種犯罪の予防、取締り、交通秩序の維

持等について万全を期するものとする。 

また、災害時に予想される渋滞等を考慮して、被害者の救援・救護活動や緊急物資の輸送

に対応するための緊急輸送ネットワークの整備に努める。 

以下には、県地域防災計画に定められた「千葉県警察災害警備実施計画」に関する計画の

あらましを示している。 

 

１ 災害警備 

（１）基本方針 

   警察は、災害が発生し又は発生するおそれがある場合は、他の防災関係機関と連携のもと、人命

の保護を第一に被災者の救出救助、交通規制、各種犯罪の予防及び取締り、その他社会秩序の維持

にあたるものとする。 

（２）警備体制 

   警察署は、災害が発生し又は発生するおそれがある場合は、その規模に応じ指揮体制を確立し 

災害警備活動を行う。 

 ア 署現地対策本部 

   大規模災害が発生し、又は発生するおそれがある場合等 

 イ 署対策室 

   災害発生のおそれがある場合又は被害程度が小規模の場合等 

 ウ 署連絡室 

   県内に、大雨、洪水、暴風、高潮警報が発表された場合、又は台風が接近・上陸する恐れがある

場合 

（３）災害警備活動要領 

 ア 要員の参集及び招集 

 イ 気象情報及び災害情報の収集及び伝達、救出・救助活動 

 ウ 装備資機材の運用 

 エ 通信の確保 

オ 警戒区域の設定及び被害の拡大防止措置 

カ 危険箇所に対する警戒及び避難誘導 

キ 避難誘導及び避難地区の警戒 

ク 災害の拡大防止と二次災害の防止 

ケ 報道発表 

コ 行方不明者の捜索及び迷子等の保護 

サ 死傷者の身元確認、遺体の収容 
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シ 交通対策（現場周辺の交通規制及び緊急交通路の確保） 

ス 地域安全対策（犯罪の予防・取締り、相談活動） 

セ 協定に基づく関係機関への協力要請 

ソ その他必要な応急措置 

 

第２ 道路の交通規制 

 

対

策

の

あ

ら

ま

し 

道路管理者は必要に応じ交通規制を行う。また、各警察署長は、災害の発生に伴い、交通

の混乱及び交通事故の発生を防止し、並びに緊急交通路を確保する必要があると認める場合

は、主要交差点や自動車専用道路の出入口等に警察官を配備し、必要な交通規制を実施する

ことになっている。 

一方、本部長（市長）又は区本部長（区長）は、避難の勧告又は指示を行うなど、その必要

があると認める場合は、直ちに各警察署長に連絡し交通規制の実施を要請し安全避難の確保

に万全を期す。 

以下には、県地域防災計画に定められた「交通規制計画」及び「交通規制の指針」に関する

計画のあらましを示している。 

 

１ 道路管理者の交通規制 

  道路管理者は、道路施設の破損等により施設構造の保全又は交通の危険を防止するため必要がある

ときは、交通を禁止し又は制限（重量制限を含む）する。 

市の管理する道路において、道路管理者たる市は、協定を締結するなどして連携体制を構築した警

備会社等に対し、交通規制の対応を依頼することを検討する。 

 

２ 交通規制計画 

警察は、台風や急激な気象等の変化による豪雨、洪水、強風等による災害が発生した場合は、交通

の混乱及び交通事故の発生を防止し、並びに緊急交通路を確保するため、次により交通規制を実施す

る。 

 また、交通規制を実施したときは、公安委員会等は、直ちに交通規制にかかる区域又は区間等の内

容を交通情報板等の活用や日本道路交通情報センター及び報道機関の協力を得て広く周知に努める。 

 

（１）公安委員会の交通規制 

 ア 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図る等必要があると認め

るときは、道路交通法（昭和 35年法律第 105号）第４条の規定に基づき、道路における交通の規制

を行う。 

 イ 公安委員会は、県内又は隣接・近接都県の地域に係る災害が発生又はまさに発生しようとしてい

る場合において、災害応急対策が円滑に行われるようにするため緊急の必要があると認めるときは、

災害対策基本法第 76 条の規定により、緊急通行車両以外の車両の道路における通行を禁止又は制

限するなど、緊急交通路の確保に当たる。 

（２）警察署長の交通規制 

   警察署長（高速道路交通警察隊長を含む。）は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と
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円滑を図る等必要があると認めるときは、道路交通法第５条又は第 114条の３の規定により、道路

における交通の規制を行う。 

 

（３）警察官の交通規制 

   警察官は、道路の損壊、交通事故の発生その他の事情により、道路において交通の危険又は交通

の混雑が生じるおそれがあり、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るためや

むを得ないと認めるときは、必要な限度で道路交通法第６条又は第 75 条の３の規定により、交通

の規制を行うものとする。この場合、信号機の表示する信号にかかわらず、これと異なる意味を表

示する手信号等をすることができる。 

 

３ 交通規制の指針（警察本部） 

（１）交通規制の対象となる道路は、主として「千葉県緊急輸送道路１次路線（交通規制対象道路）」の

中から選定する。 

   ※緊急輸送道路一覧表（資料 9-3） 

 

（２）前記１（２）イの緊急交通路の確保は、高速道路、自動車専用道路その他の幹線道路を優先して

行う。 

（３）被災地域における交通の混乱の防止及び円滑な災害対応対策活動を図るため、原則として緊急通 

行車両以外の車両の道路における通行を禁止または制限する。 

（４）緊急交通路を確保するため、幹線道路においては必要により交通検問を設置する。  

（５）交通規制を実施するときは、道路法、道路交通法若しくは災害対策基本法に基づく道路標識等を

設置し、又は現場における警察官の指示等により行う。 

 

４ 交通情報の収集及び提供（警察本部） 

（１）交通情報の収集は、航空機、オートバイその他の機動力を活用し、専従の収集班を編成して行う。 

なお、県警察本部においては、隣接都県警察及び警察庁（管区警察局を含む。）と連携を密にし、交

通情報の収集を行う。 

（２）交通情報の提供は、交通情報提供装置を活用し、日本道路交通情報センター及び報道機関の協力

を得て行うとともに、ホームページなど、インターネットを通じ広く周知するものとする。 

 

５ 災害発生時における運転者のとるべき措置 

  災害発生時における運転者のとるべき措置については、次の事項の周知を図る。 

（１）走行中の車両の運転者は、次の行動をとること。 

 ア 直ちに、車両を道路の左側に停止させること。 

 イ 停止後は、ラジオ等により災害情報及び交通情報を聴取し行動すること。 

 ウ 車両を置いて避難するときは、できるだけ道路外の場所に移動する。やむを得ず道路上に置いて

避難するときは、車両をできる限り道路の左端に沿って駐車するなど、通行の障害とならない方法

により駐車し、エンジンを切り、エンジンキーを付けたままとし、窓を閉め、ドアはロックしない

こと。 
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（２）通行禁止区域等においては、次の措置をとること。 

 ア 車両を道路外の場所に置くこと。 

 イ 道路外に置く場所がない車両は、通行禁止区域等の外に移動すること。 

 ウ 速やかな移動が困難なときは、車両をできる限り道路の左端に沿って駐車するなど、緊急通行車

両の通行の妨害とならない方法により駐車すること。 

 

第３ 放置車両対策 

 

１ 警察官 

警察官は、災害対策基本法第７６条の３の規定により、通行禁止区域等（本節第２「１ 交通規制

計画」（２）イにより通行を禁止又は制限されている道路の区間又は区域をいう。以下同じ。）におい

て、車両その他の物件が緊急通行車両の通行の妨害となることにより、災害応急対策の実施に著しい

支障が生じるおそれがあると認めるときは、当該車両その他の物件の移動、その他必要な措置を命ず

ることができる。この場合、警察官の命令に従わなかったり、運転者等が現場にいないために命ずる

ことができないときは、警察官が自らその措置をとり、やむを得ない限度において当該車両その他の

物件を破損することができる。 

 

２ 自衛官及び消防吏員 

（１）自衛官及び消防吏員（以下「自衛官等」という。）は、災害対策基本法第７６条の３第３項及び第

４項に基づき、警察官がその場にいない場合に限り、前記（１）の職務の執行について行うことが

できる。 

（２）自衛官等は、前項の命令をし、又は措置をとったときは、直ちにその旨を警察署長に通知する。 

   ※自衛官及び消防吏員の作成する措置命令・措置通知書（資料 9-5） 

 

 

３ 道路管理者 

道路管理者は、災害対策基本法第７６条の６の規定により、災害が発生した場合において、道路に

おける車両の通行が停止し、又は著しく停滞し、車両その他の物件が緊急通行車両の通行の妨害とな

ることにより災害応急対策の実施に著しい支障が生じるおそれがあり、かつ緊急の必要があると認め

るときは、その管理する道路についてその区間を指定して、当該車両その他の物件の占有者又は管理

者に対し、当該車両その他の物件を付近の道路外の場所へ移動することその他必要な措置を命ずるこ

とができる。 

また、運転者が不在の場合などにおいて、道路管理者は、自ら車両を移動することができるととも

に、当該措置をとるため、やむを得ない限度において、車両その他の物件を破損することができる（そ

の際、道路管理者は、通常生ずべき損失を補償しなければならない。）。 
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第４ 緊急通行車両の対策 

 

１ 緊急通行車両の確認 

（１）車両の使用者は、知事又は公安委員会に対し、当該車両が緊急通行車両（道路交通法第 39条第１ 

項の緊急自動車、災害応急対策の的確かつ円滑な実施のため、その通行を確保することが特に必要

な車両）であることの確認を求めることができる。 

 

（２）前記（１）により確認したときは、知事又は公安委員会は、当該車両の使用者に対し、災害対策

基本法施行規則第６条に定める標章及び確認証明書を交付する。 

（３）前記（２）により交付を受けた標章は、当該車両の見やすい箇所に掲出する。また、警察官等か

ら提示を求められたときは、これを提示する。 

（４）届出に関する手続きは、別に定める。 

 

２ 緊急通行車両の事前届出・確認 

（１）公安委員会は、指定行政機関の長、指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、

指定公共機関及び指定地方公共機関（以下｢指定行政機関等｣という。）が保有する車両等で、災害対

策基本法第 50 条第１項に規定する災害応急対策を実施するために使用するものについて、緊急通

行車両に該当するかの審査を行う。 

（２）公安委員会は、前記（１）により緊急通行車両に該当すると認められるものについては、緊急通

行車両等事前届出済証（以下「届出済証」という。）を交付する。 

（３）届出済証の交付を受けた車両については、県警察本部、高速道路交通警察隊、警察署又は交通検

問所に当該届出済証を提出して、前記１（１）の確認を受けることができる。この場合においては、

確認審査を省略して前記 1（２）の標章及び確認証明書を交付する。 

（４）事前届出・確認に関する手続きは、別に定める。 

   ※緊急通行車両等及び規制除外車両の確認及び事前届出事務手続き等に関する要綱の要旨 

（資料 9-8） 

   ※緊急通行車両等及び規制除外車両の確認及び事務手続き等（資料 9-9） 

 

３ 規制除外車両の確認等 

（１）規制除外車両 

緊急通行車両以外の社会生活の維持に不可欠な車両又は公益上通行させることがやむを得ない

と認められる車両を、交通規制の対象から除外する車両（以下「規制除外車両」という。）とし、公

安委員会の意思決定に基づき通行禁止の対象から除外することとする。 

（２）規制除外車両の確認 

規制除外車両の確認は、前記１を準用する。 

（３）規制除外車両の事前届出・確認 

緊急通行車両とならない車両のうち、以下の車両については、規制除外車両の事前届出制度の対

象とする。なお、事前届出・確認は、前記２を準用する。 
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ア 医師・歯科医師、医療機関等が使用する車両 

イ 医薬品・医療機器・医療用資材等を輸送する車両 

ウ 患者等搬送用車両（特別な構造又は装置があるものに限る） 

エ 建設用重機、道路啓開作業用車両又は重機輸送用車両 

 

４ 緊急輸送（参考） 

災害発生時の被害者の救援・救護活動や緊急物資の輸送に対処するため、県では、道路（緊急輸送

道路）、港湾、漁港、飛行場等の輸送施設を指定し、これら陸海空を連携する緊急輸送ネットワークを

定めている。 

（１）緊急輸送道路 

機能別に１次及び２次路線に分類し、１次路線は、隣接都県との連携強化、広域的な緊急輸送等

に資する高速道路、一般国道及び主要な県道や港湾・空港等に通じる主要な市町村道等であり、２

次路線は、１次路線を補完し市町村役場等を相互連絡する県道等である。 

 

（２）港 湾 

千葉港（千葉中央地区、千葉出洲地区、葛南東部地区） 

木更津港（富津地区） 

館山港（宮城地区） 

（３）漁 港 

銚子漁港、大原漁港、勝浦漁港、鴨川漁港 

（４）飛行場等 

ア 空 港 

成田国際空港 

イ 自衛隊駐屯地及び基地 

陸上自衛隊……習志野駐屯地、下志津駐屯地、木更津駐屯地、松戸駐屯地 

海上自衛隊……下総航空基地、館山航空基地 

航空自衛隊……木更津第一補給処 

ウ 臨時離発着場 

千葉県西部防災センター、千葉市消防ヘリポート、千葉県スポーツセンター 

幕張海浜公園、青葉の森公園、行田公園、柏の葉公園、印旛沼公園、蓮沼海浜公園、 

館山運動公園、富津公園 

（５）江戸川緊急用船着場 

市川緊急用船着場、松戸緊急用船着場 

※緊急用船着場とは、大規模災害時に河川管理施設災害の復旧資機材や救援物資等を江戸川等の 

河川を通じて搬入、荷揚げするための施設であり、緊急河川敷道路と連携して機能する。 

河川敷道路については（平成 23年 4月 1日現在）完成には至ってないが、一部通行可能である。 
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第９節 避難対策 

 

対

策

の

あ

ら

ま

し 

本部長（市長）が発令する警戒レベル４（避難指示）は、災害の切迫により危険となった地

域内に滞在するすべての人に対して伝達され、安全な地域への迅速な避難行動として実現さ

れてはじめて、その目的が達成されたことになる。 

市公共施設やデパート・イベント施設・公営競技場など不特定多数の人が利用する公共的

施設や要配慮者が利用する施設における避難対策については、本部長（市長）の警戒レベル

４（避難指示）を受けた各施設の管理者が所定の計画に基づき行い、各施設における避難行

動に関し、各施設の所管部を通じて、その完了の有無を確認することで各施設の来訪者・入

所者等の安全確保を図るとともに、「災害時の広報活動」における「安心情報」のデータ源と

しての活用を図る。 

 

第１ 来訪者・入所者等の避難 【施設所管局区等、施設管理者、警察署】 

 

１ 避難計画の策定 

  市の公共施設及び災害対策基本法に基づく「防災上重要な施設」とすべき施設の管理者は、来訪者・ 

入所者等の安全・避難のための避難計画を策定するものとする。特に、自衛消防組織を有する施設に

おいては、自衛消防組織の活動内容に来訪者・入所者の避難計画を確立しておくこととする。 

  また、その他多数の従業員・来訪者が勤務若しくは出入りする主要な商業施設、事務所、工場等の

管理者は施設内における従業員、来訪者の安全な避難対策を講じるように努める。 

 

２ 避難の完了報告 

  大規模な災害が発生し、警戒レベル４（避難指示）が発令されたとき、又は自主的に各施設におい

て、来訪者・入所者・職員・従業員等の避難を実施したときは、各施設の管理者は、以下のとおり、

市本部へ避難の完了報告を行うものとし、本部事務局（総務局危機管理部）は、あらかじめその周知

徹底に努める。 

（１）市の施設 

   各施設の管理者は、下図のとおり、所管部（局）又は区本部を通じて、本部へ避難の完了を報告

する。 

   なお、連絡の方法は、総合防災情報システム、一般加入電話、ＦＡＸ、ＰＨＳ、携帯電話、電子

メール、地域防災無線又は伝令による。 

（２）市以外の施設、事業所等 

   市以外の施設、事業所等の管理者は、下図のとおり、市の関係部・課又は区本部へ報告する。 

保健福祉部（保健福祉局）及びこども未来部（こども未来局）は、市立施設とあわせて、県立、私

立の福祉施設分を集約し、本部事務局（総務局危機管理部）へ報告する。 

経済農政部（経済農政局）は、市内の事業所、工場その他の施設の状況を集約し、本部事務局（総

務局危機管理部）へ報告する。 

なお、有線電話が使用できない場合の措置について、伝令による最寄りの市内防災関係機関への

通報等あらかじめ周知徹底しておく。 
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○本部からの警戒レベル４（避難指示）の場合 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○市民の自主的な避難の場合 
 

  

避難対象 

 

 

避難対象 

 

 

避難対象 

 

 

避難対象 

 

 

【市 の 施 設】 

 

 

避難の完了 

被害の状況 

措置の概要 

 

避難の状況 

個別被害状況の集約結果 

措置の概要 

 

 施設の管理者 

 

 

本  部 

 

 

所管部 

（又は区本部） 

 

 

報告 

 

 

報告 

 

 

地区の指示 

 

 

地区の指示 

 

 
【市以外の施設】 

 

 
各施設の管理者 

 

 

本  部 

 

 

関係部 

（又は区本部） 

 

 

報告 

 

 

報告 

 

 

地区の指示 

 

 

地区の指示 

 

 

【市 の 施 設】 

 
避難の完了 

被害の状況 

措置の概要 

避難の状況 

個別被害状況の集約結果 

措置の概要 

 所管部 

（又は区本部） 

 

施設の管理者 本  部 

報告 報告 

 

【市以外の施設】 

 

関係部 

（又は区本部） 

 

本  部 各施設の管理者 

報告 

 

報告 
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第２ 警戒区域の設定 

 【総務局危機管理部、各区】 

 

１ 本部長（市長）は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、市民の生命及び身体

に対する危険を防止するため、特に必要があると認めるときは、災害対策基本法第 63 条に基づき警

戒区域を次の要領で設定する。 

（１）本部長（市長）は、その職権により警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する者以外の者に対

して当該区域への立入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該区域からの退去を命ずる。 

（２）警察官、海上保安官、又は自衛官は、前記の市職員が現場にいない場合又はこれらの者から要請

があった場合は、この職権を行うことができる。 

この場合、事後直ちにその旨を本部長（市長）に通知しなければならない。 

（３）警戒区域の設定に伴う必要な措置は、市・区及び防災関係機関が連携して実施する。 

 

 

第３ 浸水想定区域における避難 

 【総務局危機管理部、各区】 

 

水防法第 14 条の規定に基づき指定された河川の浸水想定区域において、円滑かつ迅速な避難を確保

するため、次のように定める。 

 

１ 避難情報等の伝達方法等 

（１）水防法第 15条第１項第１号に定める洪水予報等の伝達方法は次のとおりとする。 

 ア 伝達情報 

 （ア）水位情報（氾濫注意水位、避難判断水位、氾濫危険水位等） 

 （イ）避難情報（警戒レベル３(高齢者等避難)、警戒レベル４（避難指示）等） 

 イ 伝達系統・伝達手段 

 （ア）水位情報の伝達系統・手段は、千葉市水防計画第４章「２ 千葉県知事が行う水位情報の通知

及び周知」による。 

 （イ）避難情報の伝達系統・手段は、本節第５「警戒レベル３(高齢者等避難)」、第６「警戒レベル４

（避難指示）」に準ずる。 

（２）水防法第 15 条第１項第２号に定める迅速な避難の確保を図るために必要な事項は次のとおりと

する。 

ア 浸水想定区域内の市民は、本市より警戒レベル３(高齢者等避難)の発令があった場合や、堤防か

ら水があふれるなどの危険を感じた場合は、堅牢な建物の上階、避難所等に自主避難する。 

※避難場所・避難所一覧表（資料 7-1） 

イ 浸水想定区域内の市民は、本市から警戒レベル４（避難指示）の発令があった場合や、堤防から

水があふれた場合は、原則として橋梁
きょうりょう

を渡らず堅牢な建物の上階、避難所等に避難する。 
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２ 浸水想定区域内にある地下街等の地下施設及び要配慮者利用施設等における避難対策 

（１）地下街等及び要配慮者利用施設等の定義 

   水防法第 15 条第１項第４号ロに定める、浸水想定区域内における地下街等及び要配慮者利用施

設（社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設）と

は、次のとおりとする。 

ア 地下街等 

   建築物の地階部分の用途が、消防法施行令別表第一の（一）～（四）、（五）イ、（六）、（八）、（九）、

（十三）イ、（十六）イに該当する防火対象物。ただし、関係者のみが利用するものを除く。 

※洪水・内水ハザードマップ（資料 4-7） 

イ 要配慮者利用施設 

 （ア）社会福祉施設（老人福祉施設、児童福祉施設、障害者福祉施設等） 

（イ）学校（幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校等） 

（ウ）医療施設（病院、診療所、助産所等） 

（エ）その他、認可外保育所、有料老人ホーム等、（ア）～（ウ）と同類の用途に供されているもの 

※浸水想定区域内における地下街等・要配慮者利用施設一覧（資料 4-8） 

ウ 大規模工場等 

大規模な工場その他の施設であって国土交通省令で定める基準を参酌して市町村の条例で定め

る用途及び規模に該当するものでその洪水時の浸水の防止を図る必要があると認められるもの。

（水防法第 15条第１項第４号ハ） 

（２）避難情報等の伝達方法 

   水防法第 15条第２項に定める洪水予報等の伝達方法は、次のとおりとする。 

ア 伝達情報 

 （ア）水位情報（氾濫注意水位、避難判断水位、氾濫危険水位等） 

 （イ）避難情報（警戒レベル３(高齢者等避難)、警戒レベル４（避難指示）等） 

イ 伝達系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 伝達手段 

 （ア）対象施設への伝達は基本的にＦＡＸで行う。 

 （イ）「ちばし安全・安心メール」でも情報を発信する。 

気象台 
（銚子地方気象台） 

千葉県 
（千葉土木事務所） 民間気象情報機関 

千葉市 
(総務局危機管理部門) 

千葉市 
（総合治水課） 

千葉市 
（対象施設関係課） 

 

対象施設 

対応検討 

確認 

地下街等、 
要配慮者利用施設・ 
大規模工場等 
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（３）地下街等の避難確保計画・浸水防止計画 

   水防法第 15条の２第１項に基づき、浸水想定区域内に存在する地下街等の所有者又は管理者は、

当該地下街等の利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な計画（避難確保計

画・浸水防止計画）を作成し、これを市に報告するとともに、公表しなければならない。 

 

 

第４ 土砂災害警戒区域における避難 

 【総務局危機管理部、各区】 

 

土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域において、円滑かつ迅速な避難を実施するため、次のよ

うに定める。なお、警戒区域等に指定されていない土砂災害危険箇所における避難についても、指定区

域における対応に準ずるものとする。 

 

１ 市民等に対する周知 

千葉県が指定した土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域及び避難支援に関する情報などを掲

載した「千葉市土砂災害ハザードマップ」を作成し、市民等に周知を図る。 

 

２ 避難情報等の伝達 

（１）伝達情報 

 ア 土砂災害警戒情報 

 イ 避難情報（警戒レベル３(高齢者等避難)、警戒レベル４(避難指示)等） 

（２）伝達系統・手段 

 ア 土砂災害警戒情報 

   総合防災情報システムを使用し、多様なメディアによる広報、各報道機関等 

 イ 避難情報（警戒レベル３(高齢者等避難)、警戒レベル４(避難指示)等） 

   本節第５「警戒レベル３(高齢者等避難)」、第６「警戒レベル４（避難指示）」に準じる。 

 

３ 要配慮者利用施設への情報伝達 

（１）伝達情報 

 ア 土砂災害警戒情報 

 イ 避難情報（警戒レベル３(高齢者等避難)、警戒レベル４（避難指示）等） 

（２）伝達系統・手段 

 ア 土砂災害警戒情報 

ＦＡＸによる 

 イ 避難情報（警戒レベル３(高齢者等避難)、警戒レベル４（避難指示）等） 

   本節第５「警戒レベル３(高齢者等避難)」、第６「警戒レベル４（避難指示）」に準じる他、必要

に応じて個別に電話を行う。 
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第５ 警戒レベル３(高齢者等避難) 

【総務局危機管理部、各区】 

 

１ 発令基準 

   災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難行動要支援者等の避難行動の開始

に時間を要する市民や、被害を受けるおそれのある市民を対象に、自主的な避難を促す情報として、

本部長（市長）が発令する。 

   警戒レベル３(高齢者等避難)の発令基準は、次のとおりとする。 

（１）土砂災害 

  ア 大雨警報（土砂災害）が発表され、かつ、大雨警報（土砂災害）の危険度分布で大雨警報の土

壌雨量指数基準を超過した場合 

（２）水害 

  ア 都川、村田川、その他の河川等の水位が氾濫注意水位等に到達した場合（都川にあっては矢作

水位観測所：4.10ｍ。村田川にあっては草刈水位観測所：3.10ｍ、押沼橋水位観測所：2.50ｍ。） 

  イ 洪水警報の危険度分布で「警戒」（赤）が出現し、引き続き水位上昇のおそれがあると認められ

る場合 

  ウ 漏水等が発見された場合 

  エ その他、水防管理者が必要と認めた場合 

（３）高潮 

  ア 高潮注意報の発表において警報に切り替える可能性が高い旨に言及された場合（数時間先に高

潮警報が発表される状況の時に発表） 

  イ 高潮注意報が発表されている状況において、台風情報で、台風の暴風域が市にかかると予想さ

れている、又は台風が市に接近することが見込まれる場合 

  ウ 警戒レベル３高齢者等避難の発令が必要となるような強い降雨を伴う台風等が、夜間から明け

方に接近・通過することが予想される場合（夕刻時点で発令）  

  エ 「伊勢湾台風」級（中心気圧 930hPa 以下又は最大風速 50m/s 以上）の台風が接近し、上陸

24時間前に、特別警報発表の可能性がある旨、県気象情報や気象庁の記者会見等により周知され

た場合 

（４）その他市民を災害から保護するため、必要と認められるとき 

 

２ 警戒レベル３(高齢者等避難)の内容 

  警戒レベル３(高齢者等避難)は、次のことを明らかにして行う。 

（１）避難対象地域（町丁名等） 

（２）避難の理由 

（３）避難情報（問合せ先） 

 

３ 警戒レベル３(高齢者等避難)の伝達等 

  警戒レベル３(高齢者等避難)は、防災行政無線や「ちばし安全・安心メール」等により伝達するほ
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か、状況によっては、関係地域等に個別に伝達する。 

  なお、警戒レベル３高齢者等避難の解除の連絡は、防災行政無線や「ちばし安全・安心メール」等

により伝達する。 

  また、本部事務局（総務局危機管理部）は、警戒レベル３高齢者等避難の発令及びその解除につい

て、次の事項を記録するとともに、速やかにその旨を県に報告する。 

 

－ 記録事項及び県等への報告事項 － 

ア 発令者 

イ 発令の理由及び発令日時 

ウ 警戒レベル３高齢者等避難の対象区域 

エ 避難地 

オ その他必要な事項 

 

４ 自主避難への対応 

  避難準備・高齢者等避難開始の発令等に伴い、自主避難に必要となる避難先の確保等の調整を行う。 

 

 

第６ 警戒レベル４（避難指示） 

 

１ 実施責任者 

機関の名称 避難指示を行う要件 根拠法規 

市       長 

（ 本 部 長 ） 

市民の生命、身体に危険を及ぼすと認めるとき、

避難指示を行う。 

災害対策基本法 

第 60条 

警   察   官 

及び 

海 上 保 安 官 

（１）市長から要請があったとき 

（２）市長が避難指示をできないと認められ、しかも

指示が急を要するとき 

（３）人の生命若しくは身体に危険を及ぼし、又は財

産に重大な損害を及ぼすおそれがあり、避難指示

が急を要するとき 

(1)(2) 

災害対策基本法

第 61条 

(3) 

警察官職務執行

法(昭和 23年法

律第 136号)第４

条 

県 知 事 

及び 

その命を受けた職員、 

水 防 管 理 者 

（１）知事は、災害の発生により市町村がその全部

又は大部分の事務を行うことができなくなった

ときは、市町村長が実施すべき立退きの避難指

示に関する措置の全部又は一部を当該市町村長

に代わって実施する 

（２）洪水・高潮の氾濫・地すべりにより著しい危

険が切迫していると認められるとき、必要と認

める区域の住民に対して避難指示を実施 

災害対策基本法 

第 60条 

水防法（昭和 24

年法律第 193

号）第 29条 

地すべり等防止

法（昭和 33年法

律第 30号）第 25

条 
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自   衛   官 

災害派遣を命ぜられた部隊の自衛官は、災害によ

り危険な状態が生じた場合で、警察官がその場にい

ないとき 

自衛隊法（昭和

29年法律第 165

号）第 94条 

 

※「避難指示」とは、被害の危険が目前に切迫している場合等に発せられ、居住者等を避難のため

立退かせるためのものである。 

なお、避難時の周囲の状況等により、屋内に留まっていた方が安全な場合は、屋内での待避等の

安全確保措置を講ずべきことにも留意するものとし、避難場所への避難がかえって危険であると判

断できる場合は、必要となる地域の市民に対し、待避・垂直移動の指示を行う。また、避難指示等

の発令にあたっては、専門的・技術的知見を持つ、国（銚子地方気象台等）の機関や県に助言を求

めるなど連携を図る。 

 

２ 警戒レベル４（避難指示）の発令基準 

   警戒レベル４（避難指示）を発すべき権限のある者は、それぞれの法律により定められているが、

災害応急対策の第一次的な実施責任者である本部長（市長）を中心として、相互に連携を取り実施

する。 

   また、原則として、避難を必要とする事態の最終的判断は、区本部長（区長）、消防部長（消防局

長）及び警察署からの要請も踏まえて、本部長（市長）が行う。 

   なお、市民の生命、身体に危険が切迫し本部長（市長）が発令する避難指示等を待ついとまがな

い場合、区本部長（区長）が補助機関として避難指示等を発令することができる。 

   この場合、実施後直ちに本部長（市長）に通知するものとする。 

   警戒レベル４（避難指示）を発令する場合に関しては、災害の状況により様々な場合が想定され

得るが、災害の推移により原則として次のような基準によるものとする。 

（１）土砂災害 

  ア 大雨警報（土砂災害）が発表され、かつ、大雨警報（土砂災害）の危険度分布で「危険（紫）」

となった場合 

  イ 土砂災害警戒情報が発表された場合 

  ウ 大雨警報（土砂災害）が発表されている状況で、記録的短時間大雨情報が発表された場合 

  エ 土砂災害の前兆現象（湧き水・地下水の濁り等）が発見された場合 

  オ 土砂災害警戒情報が発表されており、さらに記録的短時間大雨情報が発表された場合 

  カ 土砂災害が発生した場合 

（２）水害 

  ア 都川、村田川、その他の河川等の水位が氾濫危険水位等に到達した場合（都川にあっては矢作

水位観測所：5.22ｍ。村田川にあっては草刈水位観測所：4.20ｍ、押沼橋水位観測所：3.20ｍ。） 

  イ 破堤につながるような漏水等が発見された場合 

  ウ （避難が必要な状況が夜間・早朝となる場合）都川、村田川、その他の河川等の水位が避難判

断水位等を超えた状態で、降雨を伴う台風が夜間から明け方に接近、通過し、多量の降雨が予想

される場合 

  エ 都川、村田川、その他の河川等の上流区域が水害を受け、下流区域に浸水による危険がある場
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合 

  オ 越水・溢水のおそれのある場合 

  カ 異常な漏水の進行や亀裂・すべりの発生等により決壊のおそれが高まった場合 

  キ 決壊や越流が発生した場合 

  ク 水門等の施設の機能支障が発見された場合 

  ケ その他、水防管理者が必要と認めた場合 

（３）高潮災害 

  ア 高潮警報あるいは高潮特別警報が発表された場合 

  イ 潮位（千葉港海岸千葉地区）が４．０ｍ（AP）を超えると予想される場合 

  ウ 高潮注意報が発表され、当該注意報に、夜間～翌日早朝までに警報に切り替える可能性が言及

される場合 

  エ 高潮注意報が発表されており、当該注意報に警報に切り替える可能性が言及され、かつ、暴風

警報又は暴風特別警報が発表された場合 

  オ 高潮等の影響により、海岸保全施設（防潮堤・護岸・水門等）に異常（水門・陸閘等を閉めな

ければいけない状況だが閉まらないなど）が発生した場合 

  カ 異常な越波・越流の発生（ただし、暴風雨の状況を見極める必要がある） 

（４）その他市民の生命又は身体を災害から保護するため、必要と認められるとき 

 

３ 市の責務 

（１）市民に対して避難場所及び避難の方法を周知し、災害時には、指定した場所に自主的に避難する

よう指導する。 

（２）災害が発生するおそれがある場合は、市民に対し、その情勢を的確に伝達し、早期に避難の指示

を発令し、高齢者、幼児、児童、病人等は、あらかじめ指定された施設又は安全地域の親戚、知人

宅等に自主的に避難するよう指導する。 

 

４ 警戒レベル４（避難指示）の対象者 

警戒レベル４（避難指示）の対象者は、居住者、滞在者、通過者等を含め、避難を要すると認めら

れる区域内にいるすべての人を対象とする。 

 

５ 警戒レベル４（避難指示）の内容 

  警戒レベル４（避難指示）は、次のことを明らかにして行う。 

－ 警戒レベル４（避難指示）の内容 － 

（１）避難対象地域（町丁名、施設名等） 

（２）避難の理由（避難要因となった危険要素の所在地、避難に要する時間等） 

（３）避難先（安全な方向及び避難場所の名称） 

（４）避難経路 

（５）その他（避難行動時の最少携帯品、避難行動要支援者の優先避難・介助の呼びかけ等） 
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６ 警戒レベル４（避難指示）の伝達等 

（１）関係地域内住民等への伝達 

   警戒レベル４（避難指示）を発令したときは、防災行政無線、ちばし安全・安心メール、ちばし

災害緊急速報メール等の多様なメディアのほか、広報車、サイレン等により伝達するとともに、報

道機関等の協力を得るなど関係地域内のすべての人に伝わるよう、あらゆる手段を活用する。 

   なお、状況によっては、消防団員等により関係地域に個別に伝達を行うものとする。 

   その他、第３節「災害時の広報」による。 

   なお、避難措置解除の連絡は、防災行政無線、「ちばし安全・安心メール」、広報車、報道機関等

への協力要請、職員による看板ポスター等の掲示等により行うものとする。 

（２）隣接市関係機関への通報 

   本部長（市長）が警戒レベル４（避難指示）を発令したとき、又は警察官等から警戒レベル４（避

難指示）を発令した旨の通報を受けたとき、本部事務局長（総務局危機管理部長）は、次の要領に

より必要に応じて関係機関等へ連絡するものとする。 

  ア 隣接市（防災担当） 

    市民が避難のため隣接市内の施設を利用する場合が想定される。 

    また、避難の誘導上、経路により協力を求めなければならない場合もあるので、隣接市に対し

ても連絡しておくものとする。 

  イ 国・県の関係機関 

    自衛隊及び海上保安部、各警察署、その他の県関係機関に連絡し、協力を要請する。 

    また、避難の措置を行った場合においては、その内容について相互に通報・連絡する。 

  ウ 学校施設等の管理者 

    教育長を通じて、避難場所として利用する学校施設等の管理者に対し、連絡し協力を要請する。 

（３）県への報告 

   本部事務局長（総務局危機管理部長）は、避難措置及びその解除について、次の事項を記録する

とともに、速やかにその旨を県に報告する。 

 

－ 記録事項及び県等への報告事項 － 

ア 発令者 

イ 発令の理由及び発令日時 

ウ 避難の対象区域 

エ 避難地 

オ その他必要な事項 

 

 

第７ 避難の誘導 

 【各区、消防局、消防団、警察署、施設管理者、町内自治会、自主防災組織等】 
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１ 避難の誘導を行う者 

（１）一般的な場合 

  ア 避難誘導にあたっては、市職員、警察官、消防職員その他の避難措置の実施者は、市民が安全

かつ迅速に避難できるよう避難所等への誘導に努める。 

  イ 本部長（市長）は、区本部長（区長）に対して必要と認める避難所等に市職員を派遣し、避難

収容者の整理及び本部からの指示・情報等の収受にあたらせる。 

  ウ 地域内から避難所等までの避難誘導は、市職員、消防団員、町内自治会、自主防災組織及び現

場の警察官等が行い、誘導に当たっては、できるだけ自主防災組織等ごとの集団避難を行うもの

とし、避難行動要支援者の避難を優先して行う。 

（２）学校、事業所等の場合 

   学校、幼稚園、保育所（園）、事業所、百貨店等その他多数の人が集まる場所における避難の誘導

は、その施設の責任者、管理者等による自主的な統制を原則とする。 

   ただし、学校、幼稚園、保育所（園）、福祉施設及び夜間多数人が集まっている場所等については、

災害の規模、態様により必要と認められるときは、市職員を派遣し、その施設の責任者、管理者等

に積極的に協力して、安全な場所への避難誘導等の必要な措置を講じるものとする。 

（３）交通機関等の場合 

   交通機関等における避難の誘導は、その交通機関があらかじめ定める防災計画、避難計画に基づ

き、各交通機関施設の組織体制により必要な措置を講じる。 

 

２ 避難の誘導 

（１）携帯品の制限 

   携帯品は、円滑な避難行動に支障をきたさない最小限度のものとするが、平常時より、おおよそ

次のようなものを非常用袋に用意しておくよう啓発に努める。なお、自動車による避難及び家財の

持出し等は、危険なので中止させる。 

 

ア 家族の名札（住所、氏名、生年月日、血液型等を記載したもの） 

イ １人２食分位の食料と２～３リットルの飲料水、タオル、マスク、消毒液、   

救急医薬品、懐中電灯、携帯ラジオ等 

ウ 服装は、軽装とし素足を避け、帽子、頭巾、雨具類及び必要に応じ防寒具 

エ 貴重品以外の荷物は携行しないこと。 

 

（２）避難の誘導方法 

   避難の誘導方法については、災害の規模、態様に応じて、混乱なく迅速に安全な避難場所に誘導

するためにおおよそ下図のような方法をとることとする。 

   なお、避難行動要支援者等に対する避難支援については、本章「第１４節 要配慮者の対策」「第

１ 在宅の要配慮者の対策」「２ 避難支援等の留意事項」に掲げる事項に留意して行う。 

   また、特定の避難所に避難者が密集しないように『分散避難』を進める。 
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第８ 避難所の開設 

 【各区、施設所管局区等、施設管理者、町内自治会、避難所運営委員会等】 

 

 避難場所に避難した被災者のうち、住居等を喪失する等引き続き救助を要する者及びそのおそれのあ 

る者に対して、市職員が開設する場合は、「避難所開設・運営マニュアル例」等に基づき、また、地域に

よる「避難所運営委員会」が設立されている避難所は、当該運営委員会が作成した「避難所開設・運営

マニュアル」に基づき市民が、開設し収容保護する。なお、被災者のプライバシー及び安全の確保並び

に衛生管理に努めるとともに、高齢者や障害者をはじめとする要配慮者、女性やＬＧＢＴ等（性的少数

者）への配慮及びペット対策等についても適切に対応するよう努めるものとする。 

 さらに、市に災害救助法を適用した場合は、千葉市災害救助法施行細則に規定する救助の程度、方法

及び期間（一般基準）の範囲において救助（避難所の設置）を実施し、一般基準での救助が困難なとき

は、本部長（市長）は、内閣総理大臣に特別基準の設定について協議する。また、本市を含む複数の県

内市町村に災害救助法が適用された場合は、「千葉県災害救助資源配分計画」に基づき、県の連絡調整の

下、救助を実施する。 

 ※避難所開設・運営マニュアル例（資料 7-4） 

 

１ 避難所の開設 

  避難所の開設場所は、あらかじめ指定する避難所のなかから、本部長（市長）又は区本部長（区長）

が被害の状況に応じて決めるが、必要に応じて、避難所に指定していない公共施設や、公園等の屋外

空間であっても、天幕等の設営によって避難所として開設できるものとする。 

 

２ 開設の担当者 

  開設の実務については、区本部長（区長）がそれぞれの施設に複数の職員を派遣して担当させる。 

－ 避難の誘導時に留意する事項 － 
（１）避難の誘導は、病人、高齢者、幼児、心身障害者その他単独で避難することが困難

な人を優先するとともに、できるかぎり早めに避難させるよう努める。 
（２）避難経路は、本部長（市長）又は区本部長（区長）から特に指示がない時は、避難

の誘導にあたる者が指定するように努める。 
   なお、避難経路の選定にあたっては、火災、落下物、危険物、パニックのおこるお

それ等のない経路を選定し、また、状況が許す限り指示者があらかじめ経路の実際を
確認して行うように努める。 

（３）選定した避難路に土砂災害等の重大な障害があり、容易に取り除くことができない
ときは、建設部長（建設局長）に対して、避難路の啓開（切り開き）等を要請する。 

 
《道路の啓開（切り開き）等の要請の流れ》 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

誘 導 実 施 者 区 本 部 本 部 （建設局） 

 

 

通  報 

要  請 

通  報 

要  請 

啓 開 作 業 班 の 派 遣  
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  ただし、災害の状況により緊急に開設する必要があるときは、各施設の管理責任者・勤務職員や避

難所担当職員等が実施する。 

 

３ 開設の手順 

  避難所開設の手順は、おおよそ次のとおりとする。 

 

（１）電話、無線等により避難所開設の旨を本部に報告 

      ↓ 

（２）施設の門を開ける 

      ↓ 

（３）施設の入口扉を開ける 

      ↓ 

（すでに避難者がある時は、取りあえず広いスペースに誘導する） 

      ↓ 

（４）避難所内事務所を開設 

      ↓ 

（５）避難者の受け入れ（収容）スペースを指定 

      ↓ 

（６）すでに避難している人を指定のスペースヘ誘導 

      ↓ 

※以下第９「避難所の運営」へ 

 

４ 開設時の留意事項 

（１）開設 

   避難所の開設は、原則として、本部長（市長）又は区本部長（区長）の指示により行う。 

   ただし、夜間等に発生するなど突発的な災害の場合には、本部長（市長）又は区本部長（区長）

からの指示がなくとも避難の必要が生じると自主的に判断されたときは、各施設の管理責任者・勤

務職員等が施設入口（門）の開錠をし、門を大きく開け放ち、避難所開設の準備を行う。 

   特に、既に避難住民が集まっているときは、速やかに上記の作業を行い、とりあえず、体育館や

大会議室など広いスペースに誘導し、避難した市民の不安の緩和を期するとともに、無用の混乱の

防止に努める。 

（２）受入れスペースの指定 

   受入れスペースの指定にあたっては、避難した市民による自主的な運営ができるよう配慮する。 

（３）報告 

   避難所開設にあたった職員は、避難住民の収容を終えた後、速やかに区本部長（区長）に対して、

総合防災情報システム、電話、ＦＡＸ、地域防災無線又はＣＨＡＩＮＳ等によりその旨を報告する。 

   区本部長（区長）は、避難所の開設を確認後、区被災者支援班による広報活動を実施させるとと

もに、本部事務局長（総務局危機管理部長）に対して、市民に対する避難所開設に関する広報活動

の実施を要請する。 

   本部事務局長（総務局危機管理部長）は、消防部長（消防局長）及び県知事並びに警察署等関係

機関に対して、開設の状況を連絡する。 
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   なお、連絡すべき事項は、おおよそ次のとおりとする。 

 

（４）所内事務所の開設 

   上記の措置をとった後、避難所内に事務所を速やかに開設し、「事務所」の看板等を掲げて、避難

した市民に対して、避難所運営の責任者の所在を明らかにする。 

   なお、避難所開設以降は、事務所には要員を常時配置しておく。また、事務所には避難所の運営

に必要な用品（避難者カード、消耗品受け払い簿等の様式、事務用品等）を準備しておく。 

 

 

第９ 避難所の運営 

【各区、施設所管局区等、施設管理者、警察署、町内自治会、避難所運営委員会等等】 

 

  市職員が開設する場合は、「避難所開設・運営マニュアル例」等に基づき開設し、また、地域による

「避難所運営委員会」が設立されている避難所は、当該運営委員会が作成した「避難所開設・運営マ

ニュアル例」等に基づき運営委員会が開設し、運営する。 

 

１ 運営の主体等 

（１）運営の主体 

   避難所の運営は、避難所運営委員会が主体となり行う。 

   なお、避難所運営委員会が設立されていない避難所においては、区本部長（区長）が派遣する職

員と施設管理者が、避難者と協力して開設当初の運営を行い、避難所運営が中長期に及ぶ場合は、

避難者を中心として構成する避難所運営委員会を立ち上げるなど、避難者が主体となり運営を行う。 

（２）避難所の運営方針の決定 

   避難所の設置、統合、閉鎖等の避難所の運営に関わる重要な方針は、市本部（区本部）が、避難

所運営委員会と協議の上、決定する。 

 

２ 運営の手順 

  避難所運営の手順は、おおよそ次のとおりとする。 

 

－ 県等へ連絡すべき事項 － 

ア 避難所開設の日時、場所、施設名 

イ 収容状況及び収容人員 

ウ 開設期間の見込み 
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（１）避難者数の把握（安否情報の収集） 

      ↓ 

（２）居住区域の割り振り 

      ↓ 

（３）食料、生活必需品の請求、受取、配給 

      ↓ 

（４）避難所の運営状況の報告（適宜） 

      ↓ 

（５）避難所運営記録の作成 

 

３ 運営上の留意事項 

（１）被災者の移送等 

  ア 被災者の他区・他市町村への移送 

    区本部長（区長）は、被害が甚大なため、区内の避難所に被災者を収容できないと認められる

場合には、本部長（市長）へその旨報告し、他区の避難所への移送を要請する。 

    また、本部長（市長）は、市内に収容余力がない場合は、県知事に対して、非被害地若しくは

小被害地である他市町村又は隣接県地区への移送を要請する。その他県の計画の定めるところに

よる。 

  イ 他区・他市町村からの被災者の受入れ協力 

    区本部長（区長）は、本部長（市長）より他区からの被災者を受入れるための避難所の開設の

指示を受けた場合は、速やかに必要な措置を講じる。 

    また、本部長（市長）は、県知事より他市町村からの被災者を受入れるための避難所の開設の

指示を受けた場合は、県の計画の定めるところにより積極的に行う。 

  ウ 入浴施設の確保対策 

    災害時等において避難所の生活が長期に及んだ場合や水道・ガス等の供給停止が長期に及んだ

場合には、必要に応じ一般公衆浴場やシャワー等の設備を備えたスポーツ施設等及び自衛隊と協

力し、関係機関と連携のもと市民の入浴機会を確保するための対策を講じる。 

（２）学校の避難所対応 

  ア 教育長の基本的対応 

    教育長は、学校の開設、施設設備の補修・調達、教育課程の正常な運営等を第一義とし、避難

所の運営等については区本部から派遣された責任者と連絡・調整を図りながら行う。 

  イ 児童生徒の在校時の基本的対応 

    児童生徒の在校時の初動体制としては、幼児・児童生徒の安全な避難誘導・掌握、安全確保、

保護者への連絡・引き渡し、人的・物的な被害状況の把握、及び報告等の業務を行う。 

    初動以後においても、学校開設に向けての施設・設備の整備に対する対応、児童生徒の状況の

把握、一日でも早く正常な教育課程を実施するための物的・人的対応及び児童生徒の心のケア等

に関する対応を第一義とする。 

  ウ 児童生徒が在校していないときの基本的対応 

    児童生徒が在校していない場合（放課後、休日、祝日等）の初動体制としても、児童生徒及び

職員の安否・所在確認、施設・設備の被害状況の把握と報告、また、登校か休校か等の判断と連

絡等に関する業務を行う。 
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    初期以後においても、イの項と同じ対応をとることを第一義とする。 

  エ 教職員の避難所対応 

    児童生徒の在校時、在校していないときにかかわらず、学校が避難所として開設される場合に

備え、初動においては、あらかじめ、各学校に初動体制に対応する教職員を決めておき対応を図

る。 

    教職員は、避難所の運営が軌道に乗るまでの期間においては、児童生徒に関する業務等、本務

に支障のない範囲内で避難所の運営業務を行う。 

  オ 避難所の運営 

    避難所の運営についての責任は、区本部からあらかじめ指定され、派遣された責任者にあるが、

施設設備の使用等を含めて、学校の管理責任者である当該学校長と相談・協議等を行いその運営

にあたる。 

    なお、学校においては、避難所の運営に必要な施設・設備の使用範囲等をあらかじめ検討・想

定する。 

  カ 地域等との連携 

    町内自治会や地元団体及び学校と区本部が連携を取り、避難所運営委員会や自主防災組織を育

成していく中で、避難所運営訓練等を通して、避難所運営に関わる開鍵の問題（学校、備蓄倉庫、

井戸等）や食料・寝具の配布等を含めた避難住民の掌握、避難所生活に関すること等について、

地域住民・施設管理者・市職員の３者が協力していくことにより、避難所のスムーズな運営がな

されるようにする。 

（３）要配慮者への支援 

  ア 避難生活への配慮 

    避難所において、自主防災組織、ボランティアの協力を得て、必要なスペースの確保、視聴覚

障害者への対応、外国語での対応等要配慮者の避難所生活に配慮する。 

また、必要に応じて、ホームヘルパーの派遣や車椅子等の供給に努める。 

  イ 福祉避難所（福祉避難室及び拠点的福祉避難所）の開設 

    避難生活が長期化し、避難所での生活が困難な要配慮者に対しては、本章「第１４節 要配慮

者の対策」「第１ 在宅の要配慮者の対策」「３ 避難所における要配慮者への対応」にあるとお

り、指定避難所や社会福祉施設等を利用した要配慮者専用の避難所を開設する。 

（４）女性の参画 

   市は、避難所を管理運営する場合、男女双方の要望や意見を反映するため、女性が管理運営する

者に参画できる体制づくりを行うものとする。 

   また、避難所運営における女性への配慮としては、トイレ、更衣室、授乳室等について、女性専

用スペースとその安全の確保、性暴力、ＤＶ、セクハラ、ストーカー等の被害防止、女性相談窓口

や女性専用の物資配付方法等が必要である。 

（５）ＬＧＢＴ等（性的少数者）への配慮 

   市は、避難所を管理運営する避難所運営委員会等に対し、ＬＧＢＴ（性的少数者）である被災者

が、避難所生活においてストレス等を感じないための配慮について、平時から普及・啓発するもの

とする。 

   避難所内におけるＬＧＢＴへの配慮としては、男女によらず使用できる多目的トイレの設置や更
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衣室内に個室の設置、救援物資（生理用品や女性用下着）の受け取りに性別による制限を設けない

等の取り組みを行う他、避難所内における偏見や差別が起こらないようにする必要がある。 

（６）被災者の健康管理 

   区本部長（区長）は、被災者の健康状態の把握、栄養指導、衛生状態の保持等の健康管理に努め

るとともに、避難所における食物アレルギーを有する者のニーズの把握やアセスメントの実施、食

物アレルギーに配慮した食料の確保等に努める。 

（７）車中泊等で生活する被災者の対策 

   指定避難所への避難が原則となるが、やむを得ず、車中泊等で生活する被災者については、近隣

の指定避難所で被災者の所在地やニーズ等の情報を受け付けて、必要な物資の配布、正確な情報の

伝達、エコノミークラス症候群予防等のための保健師による健康相談等により生活環境の確保が図

られるよう努める。 

（８）ペット同行避難への対応 

   大規模災害発生時には、ペットとの同行避難が予想されることから、「飼い主による自主管理」を

原則として、「避難所におけるペット対応の手引き」を活用し、収容場所の指定とルール作りによる

適切な管理を行うとともに、負傷動物の治療、エサや設備の確保など、関係団体への支援要請等避

難所として可能な限り対応できるよう、動物救護の具体的な方策について検討を行う。 

（９）新型コロナウイルス等感染症対策を踏まえた避難所開設運営について 

   避難所運営を行う者は、新型コロナウイルス等感染症対策を踏まえ、令和２年９月に本市が公表

した「新型コロナウイルス等感染症を踏まえた避難所開設運営方針について」及び「新型コロナウ

イルス等感染症を踏まえた避難所開設運営方針の具体例について」に基づき、次の 5つの考え方を

もって避難所運営を行う。 

  ※新型コロナウイルス等感染症を踏まえた避難所開設運営方針について（資料 7-5-1） 

  ※新型コロナウイルス等感染症を踏まえた避難所開設運営方針の具体例について（資料 7-5-2） 
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第１０節 医療救護 

 

  災害により、通常受けられる医療が受けられなくなった市民に対して、地域における診療機能が一

定程度回復するまでの間、救護所の設置や医療チームの派遣等により診療等を行う。 

  医療救護は、市長が行うものとする。 

  また、災害救助法が適用された場合における救助（医療・助産）については、同法に基づき実施し、

千葉市災害救助法施行細則に規定する救助の程度、方法及び期間（一般基準）での救助が困難なとき

は、本部長（市長）は、内閣総理大臣に特別基準の設定について協議する。また、本市を含む複数の

県内市町村に災害救助法が適用された場合は、「千葉県災害救助資源配分計画」に基づき、県の連絡調

整の下、救助を実施する。 

  さらに、本部長（市長）は、日本赤十字社千葉県支部と締結した委託契約に基づき、救助又はその

応援を実施させることがきる。 

   

  なお、市限りで処理不可能な場合は、近隣市町村、県、国その他の関係機関の応援を得て実施する

ものとする。 

 

第１ 初動医療体制 

【保健福祉局、こども未来局、病院局、消防局、各区（保健福祉センター）】 

対

策

の

あ

ら

ま

し 

 本部長（市長）又は区本部長（区長）は、災害時において、多数の傷病者が発生した場合又

は医療機関の被害等によりその機能が停止した場合、以下のとおり措置を講じる。 

（１）保健福祉部長（保健福祉局長）に対して、健康福祉・医療衛生班長（保健福祉局健康福

祉部長・医療衛生部長）を長とする市医療対策本部の設置、収容医療機関の受入れ体制の

確立、市医療救護班の編成・出動及び救護所への支援等、必要な措置を講じるよう命令ま

たは要請する。 

（２）保健福祉部長（保健福祉局長）は、災害の状況に応じ必要と認めた場合は、市医師会長

等に対して、医師会対策本部の設置及び収容医療班の編成・出動を要請する。 

（３）保健福祉部長（保健福祉局長）は、本部長（市長）の指示に基づき災害の状況に応じ県

知事に対して、県医療救護班の出動その他医療救護活動に関し、必要な措置を要請する。 

 

１ 医療対策本部の設置 

   保健福祉部長（保健福祉局長）は、本部長（市長）の指示があった場合又は必要があると認めた

場合は、災害対策本部に健康福祉・医療衛生班長（保健福祉局健康福祉部長・医療衛生部長）を長

とする市医療対策本部を設置し、市並びに各区の地域災害医療コーディネーターとの連携のもと、

区保健医療班との連絡調整、市医療救護班の編成及び災害派遣医療チーム（DMAT）の受入れ及び各

区救護所への派遣など、各区が行う医療・救護活動の支援にあたらせる。 

   また、大規模災害時においては、被害が軽微な区から被害が甚大な区への保健師等の派遣を行う

こととし、その総合調整は健康福祉・医療衛生班（保健福祉局健康福祉部・医療衛生部）が行うも

のとする。 

   各区の保健医療班は、市医療対策本部の支援・指導のもと、区内の医療救護活動に係る救護所の

設置・運営にあたるものとする。 
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   医療対策本部（健康福祉・医療衛生班（保健福祉局健康福祉部・医療衛生部））・区保健医療班の

編成及び活動内容は、次のとおりとする。 

 

（１）医療対策本部（健康福祉・医療衛生班（保健福祉局健康福祉部・医療衛生部））の役割分担 

 

担  当  名 活 動 内 容  

総  務  担  当 

ア 市災害対策本部及び区災害対策本部との連絡調整 

イ 医療対策本部の全体統括 

ウ 情報収集及び連絡調整 

エ 医療対策本部に係る庶務 

救護・防疫担当 

ア 救護・防疫担当の統括 

イ 区保健医療班との連絡調整 

ウ 千葉県（健康福祉部）との連絡調整 

エ 三師会（医師会、歯科医師会、薬剤師会）との連絡調整 

オ 県内外の医療機関の広域支援調整 

カ 支援の受入・区への派遣（災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）、

災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）、公的機関、 

ボランティア等） 

キ 医療機関の稼働・被害情報の収集、稼働支援 

ク 医薬品等の確保・供給 

ケ 市拠点救護所（総合保健医療センター）の設置・運営 

コ 市医療救護班の編成・派遣 

サ 各区保健医療班の活動支援 

シ 被害状況に応じた保健師の配置・派遣調整 

ス 避難所・仮設住宅及び在宅での健康保持対策・精神保健対

策・特定疾患対策・結核対策等 

セ 精神科救護班の編成・派遣 

ソ 心のケア相談対応 

タ 感染症発生に係る予防、情報収集及び発生時対応 

環 境 衛 生 担 当 

ア 避難所の衛生確保・飲用水の検査等の環境衛生対策 

イ 公衆浴場確保対策 

ウ 感染症予防等に係る消毒対応 

食 品 衛 生 担 当 

ア 給食施設の確認及び立入り指導 

イ 食中毒予防及び食品営業施設の監視活動等の食品衛生対策 

ウ 避難所等における食品衛生監視 

動 物 救 護 担 当 

ア 千葉県（衛生指導課）、（公社）千葉県獣医師会開業部会千葉支

部との連絡調整 

イ 被災動物（ペット）の保護、飼育管理、治療 
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担  当  名  活 動 内 容  

火 葬 ・ 霊 柩 担 当 

ア 千葉市斎場における火葬業務継続に係る連絡調整 

イ 広域火葬に対する代替対策及び支援調整 

ウ 納棺用品、仮葬祭用品の確保及び安置所への配布調整 

エ 検案終了後死体の安置所への輸送支援 

オ 火葬施設への死体の輸送、火葬調整 

専 門 担 当 
ア 結核・精神保健・特定疾患対策・歯科保健・栄養指導・食品

衛生監視・飲用水の検査・消毒等の専門対策 

市 立 病 院 担 当 

（病院局） 
ア 市立病院の医療スタッフ及び入院・外来患者調整 

 

 

（２）区保健医療班の役割分担 

 

担当名 活 動 内 容 

連 絡 調 整 担 当 

ア 区災害対策本部との連絡調整 

イ 市医療対策本部との連絡調整 

ウ 区内における医療救護活動の全体統括 

エ 担当区域の被災状況の把握 

救 護 担 当 ア 救護所の開設及び運営 

医 薬 品 担 当 
ア 医薬品の確保、救護所・救護担当への配送 

イ 医療機関等の医薬品等にかかる情報収集 

保 健 担 当 

ア 保健担当の編成及び運営 

イ 避難所・仮設住宅及び地域での健康保持活動・精神保健

活動等 

ウ 救護所の活動支援 

 

（３）医療対策本部（健康福祉・医療衛生班（保健福祉局健康福祉部・医療衛生部））の設置場所 

  医療対策本部（健康福祉・医療衛生班（保健福祉局健康福祉部・医療衛生部））は、市役所本庁舎若

しくは総合保健医療センターに設置する。 

なお、市役所本庁舎若しくは総合保健医療センターに医療対策本部を設置することが不可能な場合

は、保健福祉部長（保健福祉局長）が指定する場所に設置する。 

 

２ 医療救護班の編成 

本部長（市長）は、必要に応じて救護班に出動を命じ、地区医師会長、地区歯科医師会長、日赤県

支部長にそれぞれ救護班の出動を要請し、知事及び他の市町村長等に応援を求めるほか、必要な措置

を講ずるものとする。 
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（１）市の機関による医療救護班 

保健福祉部長（保健福祉局長）は、市・区災害対策本部が設置された場合、本部長（市長）又は

区本部長（区長）との密接な連絡により、医療・助産の救急救護を必要とすると判断した場合、市

の機関による医療救護班の編成・出動を命ずる。 

（２）医師会・歯科医師会等による医療救護班 

保健福祉部長（保健福祉局長）は、状況に応じ必要と認めた場合、市医師会・歯科医師会等に対

し、医療救護班の編成・出動を要請する。 

なお、市医師会長は、自ら必要と認めた場合は、対策本部の設置、収容医療機関の受入れ体制の

確立及び医療救護班の編成・出動を行い、傷病者の医療救護活動にあたる。この場合、市医師会長

は、直ちに本部長（市長）又は区本部長（区長）に通報するとともに、看護要員、事務・連絡要員

等の派遣を要請するものとする。 

医療救護班の編成については、医師会等が別に定めるところに基づき災害の状況に応じて行う。 

 

（３）県により編成される医療救護班 

市に災害救助法が適用されたときは、県地域防災計画に基づき、知事は、次のとおり医療救護班

を編成し、本部長（市長）からの要請に応じて、若しくは医療・助産活動が必要と認めた場合に派

遣することになっている。 

なお、県救護班等の業務内容は以下のとおりとなっている 

（ア）傷病者に対する応急措置 

（イ）後方医療施設への転送の要否及び転送順位の決定 

（ウ）軽症患者等に対する医療 

（エ）避難所等での医療 

（オ）助産救護 

 

県医療救護班の編成（１班あたり） 

合   計 
医   師 看 護 師 

事 務 員

(運転者含

む) 

２名 ２名 ２名 ６名 

 

（４）班編成の目安 

   救護班は、定点救護班（被災者を大量に収容した避難所において活動する班）及び巡回救護班（被

災者を小規模に収容した避難所を巡回して活動する班）の２種類に区分される。 

   救護班の確保にあたっては、上記の救護班のほか市外からの災害協定に基づく救護班・医療ボラ

ンティア等の協力を得て対応する。 
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名  称 配 置 先 配置医療スタッフ等 計 

医療救護班 
定点救護班 医師１ 看護師２ 薬剤師１ その他２ ６ 

巡回救護班 医師１ 看護師１ 薬剤師１ 保健師１ その他１ ５ 

歯科救護班 
定点救護班 

歯科医師１ 歯科技工士１ 歯科衛生士１ 

看護師１ その他１ 
５ 

巡回救護班 歯科医師１ 歯科衛生士１ その他１ ３ 

※「大規模災害時医療救護の活動フロー」参照（共通編 共-93） 

 

３ 救護所の設置 

（１）設置場所 

   区本部長（区長）は、本部長（市長）又は健康福祉・医療衛生班長（保健福祉局健康福祉部長・

医療衛生部長）と協議し、医療救護活動を行うにあたり必要と認める場合は、次のとおり消防部（消

防局）、市医師会、市歯科医師会、市薬剤師会、警察署等の協力を得て、救護所を設置する。 

   救護所は、次のうちから、被災者にとって、最も安全かつ交通便利と思われる場所を選定する。 

 

  ア 総合保健医療センター（市拠点救護所） 

  イ 保健福祉センター（区拠点救護所） 

  ウ 避難所 

  エ 避難場所 

  オ 災害現場 

  カ その他本部長（市長）又は区本部長（区長）が必要と認めた場所 

（２）救護所の開設及び運営 

   救護所の設置及び運営実務は、各区の保健医療班が行う。また、救護所の設置にあたっては、被

災の状況及び医薬品等の備蓄・配送等を勘案する。 

   なお、総合保健医療センターへの救護所の設置及び運営実務については、健康福祉・医療衛生班

（保健所）が行う。 
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４ 医療救護班の活動内容 

（１）活動のあらまし 

   医療救護班の活動内容は、以下のとおりとする。 

 

－ 医療救護班の活動のあらまし － 

ア 傷病者に対する応急処置及び区分の判別（※） 

イ 病院等への移送順位の決定 

ウ 軽傷患者等に対する医療 

エ 避難所等での医療 

オ 助産救護 

カ 死亡の確認 

※傷病者の状態を観察し、重症度と緊急度を判定し、収容医療機関へ 

の緊急連絡事項等を簡単に記したメモ（トリアージタッグ）を傷病者 

に装着する。 

 

 

※ト  リ  ア  ー  ジ  タ  ッ  グ 
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（２）活動の実施期間 

   医療救護・助産活動を実施する期間は、災害の状況に応じ本部長（市長）が定めるが、おおむね

災害発生の日から 14日以内とする。ただし、同法に基づき実施し、一般基準での救助が困難なとき

は、本部長（市長）は、内閣総理大臣に特別基準の設定について協議する。なお、一般基準におけ

る救助期間は、医療救護が災害発生の日から 14 日以内、助産活動が災害発生の日から７日以内で

ある。（３）助産について 

  ア 助産の対象者 

    助産を受けられるのは、災害のため助産の途を失い、災害発生の日の以前又は以後７日以内に

分べんした人とする。なお、被災の有無及び経済力の如何を問わない。 

  イ 助産の範囲 

  （ア）分べんの介助 

  （イ）分べん前後の処置 

  （ウ）脱脂綿、ガーゼその他の衛生材料の支給 

（４）経費の負担について 

   災害救助法の適用を受けた場合は、内閣総理大臣が承認する基準額の範囲において、国庫負担金

を請求することができる。。 

   ※医療救護活動に関する様式（資料 8-4） 

 

５ こころのケア対策 

（１）被災による避難所生活等は、様々な心身の疲労やストレスの蓄積・不眠等を訴える人が多くなる

と予想される。 

   これらの健康問題に対処するため、被災者及び救援従事者のメンタルヘルス支援体制の整備が必

要である。 

（２）保健福祉部長（保健福祉局長）が認めた場合、医師会等の協力を得て精神科救護班を編成すると

ともに、電話相談・巡回相談・訪問活動を行い、初動期から長期的なこころのケア対策を行う。 

 

精神科救護班編成の目安 

 

 

 

 

（３）保健福祉部長（保健福祉局長）及びこども未来部長（こども未来局長）は、災害時における児童

の精神的な安定を図るため、保健所、保健福祉センター、市立病院、養護教育センター、専門ボランテ 

ィア等と連携し、こころのケアを実施する。 

 

第２ 傷病者の搬送体制 

 【保健福祉局、消防局、病院局、各区（保健福祉センター）】 

 

名   称 配   置   医   療   ス   タ   ッ   フ   等 

精 神 科 救 護 班 精神科医師１   精神保健福祉相談員１   看護師１   その他１ 
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１ 搬送体制 

   原則として、被災現場から救護所までは、警察署、自主防災組織、市民ボランティア等の協力を

得て消防部（消防局）が実施する。 

   また、避難所又は救護所から医療機関への搬送については、消防部（救急隊）、各区避難所班及び

健康福祉・医療衛生班（保健福祉局健康福祉部・医療衛生部）が、県その他関係機関の協力を得て

行う。 

 

２ 医療機関への搬送の方法 

   市は、病院へ収容する必要のある傷病者の医療機関への搬送を次のとおり行う。 

 

（１）各救護所の職員又は各区避難所班が消防部（消防局）に配車・搬送を要請する。 

（２）市有車又は各救護所及び避難所職員又は避難者が使用している自動車により搬送

する。 

（３）消防局職員、その他市職員が避難者等の協力を得て担架で搬送する。 

   ※以下本節第３「受入れ医療機関」へ 

 

第３ 受入れ医療機関 

 【保健福祉局、消防局、病院局、各区（保健福祉センター）、市医師会、市歯科医師会、市薬剤師会、

日本赤十字社千葉県支部等】 

 

１ 医療機関の受入れ体制の確立 

  健康福祉・医療衛生班長（保健福祉局健康福祉部長・医療衛生部長）は、市医師会に所属する一般

病院等の被災状況と収容可能ベッド数を速やかに把握し、救護所から搬送される傷病者の受入れ医療

機関として確保するとともに、医師・看護師等からなる病院医療救護班の編成、収容スペースの確保

等の受入れ体制の確立を要請する。 

 

２ 受入れ可否施設の把握 

  健康福祉・医療衛生班長（保健福祉局健康福祉部長・医療衛生部長）は、消防部警防班長（消防局

警防部長）と協力して、医療機関の受入れ状況を常に把握し、区保健医療班（救護所、医療救護班を

含む）及び関係部所に必要な情報を伝達するとともに、可能な限り、広範囲の医療機関に傷病者が振

り分けて受入れられるよう指示するものとする。 

 

３ 後方医療施設への要請 

  多数の重傷者が発生した場合、また、県との協定等に基づき出動した医療チームの責任者から、後

方医療施設に収容する必要がある者の搬送の要請があった場合、健康福祉・医療衛生班長（保健福祉

局健康福祉部長・医療衛生部長）は、後方支援病院へ受入れを要請する。また、さらに重篤傷病者に

ついては、県を通して災害拠点病院への受入れを要請する。 
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第４ 医薬品・資器材の確保 

 【保健福祉局、保健福祉センター、日本赤十字社千葉県支部、千葉県赤十字血液センター､市医師会､

市歯科医師会､市薬剤師会、薬業界等関係業者】 

 

  医薬品等の整備確保に努め、医薬品等の備蓄拡充や品目の見直し及び流通医薬品の確保体制の整備

を検討する。 

 

１ 各医療救護班の対応 

   医療救護及び助産活動に必要な医療資器材等の使用・調達確保については、原則として、次のと

おり行う。 

（１）市医療救護班及び市以外の医療救護班の要員として派遣される健康福祉・医療衛生班（保健福祉

局健康福祉部・医療衛生部）職員は、各保管場所において、市の現有医療資器材及び医薬品を確保

し、救護所に携行する。 

（２）市の要請により、出動した市医師会等医療救護班が使用する医薬品、医療用資器材については、

原則として市の用意した資器材をもって対応するが、必要により自己が携行した医薬品等を使用し

た場合の使用消耗資材の費用については、市に請求する。 

（３）県により編成される医療救護班は、原則として、自己が携行した医薬品、医療用資器材を使用す

る。 

 

２ 医薬品・資器材等の保管場所 

   市の備蓄する医薬品等の保管については、総合保健医療センター・両市立病院他とし、順次整備

を図っていく。 

 

後方支援病院 

国 立 病 院 機 構 千 葉 東 病 院 

国 立 病 院 機 構 下 総 精 神 医 療 セ ン タ ー 

千 葉 県 が ん セ ン タ ー 

千 葉 県 精 神 科 医 療 セ ン タ ー 

千 葉 県 こ ど も 病 院 

災害拠点病院（地域災害医療センター） 隣接ヘリポート離着陸場 

国 立 病 院 機 構 千 葉 医 療 セ ン タ ー 

千 葉 大 学 医 学 部 附 属 病 院 

千 葉 県 救 急 医 療 セ ン タ ー 

千 葉 市 立 青 葉 病 院 

千 葉 市 立 海 浜 病 院 

千 葉 市 立 椿 森 中 学 校 

千葉大学医学部附属病院専用臨時ヘリポート 

印 旛 沼 下 水 道 事 務 所 

千 葉 市 青 葉 看 護 専 門 学 校 

印 旛 沼 下 水 道 事 務 所 
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３ 不足のときの調達方法 

   健康福祉・医療衛生班長（保健福祉局健康福祉部長・医療衛生部長）は、医療器具及び医療品等

が不足したときは、必要に応じて市薬剤師会、その他医薬品・医療用資器材取扱い業者、県（健康

福祉部）、日本赤十字社千葉県支部及び各医療機関等に協力を要請して、補給する。 

   なお、輸血用血液が必要な場合は、千葉県赤十字血液センターに確保されている各種の血液製剤

等の供給を依頼する。 

  また、災害対策本部及び区本部に対して、市民への献血の呼びかけを要請する。 
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千葉県医療救護活動体系図 

 

  

出典：千葉県地域防災計画 
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千葉市内の災害拠点病院の図 

 

（出典：千葉県地域防災計画） 
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第１１節 緊急輸送体制 

 

第１ 緊急輸送手段の確保 

 【財政局、各局区、千葉海上保安部､自衛隊､千葉港運協会､県トラック協会､県石油商業組合､鉄道会

社、バス会社､その他交通輸送業者､（一社）千葉市建設業協会】 

 

１ 車両等の調達 

（１）市保有車両の把握 

   財政部長（財政局長）は、災害発生後、必要と認めた場合は、輸送活動に使用可能な市保有車両

の状況について把握し、本部長（市長）に報告する。 

（２）借り上げの準備 

   市保有車両では対応が困難な場合や特殊車両については、市内の輸送業者等からの借り上げによ

り迅速な対応を図る。 

   財政部長（財政局長）は、災害財政の状況により必要と認める場合は、あらかじめ以下のとおり、

輸送業者等からの借り上げの準備を行う。 

   また、輸送業者も被災しているおそれもあるので複数以上の輸送業者と借り上げの準備を行って

おく。 

  ア 借り上げ可能な輸送業者等 

    借り上げ可能な輸送業者等については、あらかじめ協定等によりおおよその調達可能台数を把

握しておくものとする。 

  イ 車両の待機 

    市内の各輸送業者等は、市からの要請があった場合は、供給可能台数を各事業所に待機させる。 

  ウ 借り上げ料金 

    借り上げに要する費用は、市が千葉県トラック協会等の当該業者等と通常行うところにより協

議して定める。 

（３）燃料の調達 

   財政部長（財政局長）は、各部各班（各局各部）及び区本部の専用管理車両、資産経営班（財政

局資産経営部）管理の市保有車両及び借り上げ車両また啓開作業にあたる重機のすべてに必要な燃

料の調達を行う。 

   通常の手段による調達が困難となった場合は、千葉県石油商業組合千葉支部と締結した石油類燃

料の供給に係る協定に基づき、迅速な調達を行う。なお、調達された燃料は借り上げて公務を行う

民間車両にも供給するものとする。 

   ※市保有車両一覧(資料 3-12) 

 

２ 配車計画 

（１）輸送対象の優先順位 

   輸送は、次の項目について行うが、車両の配車、運用にあたっての基本的な優先順位は、おおむ

ね以下の順とする。 
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－ 輸送対象の優先順位 － 

ア り災者の避難のための対策要員及びり災者の輸送 

イ 医療・助産における対策要員、資機材及びり災者の輸送 

ウ り災者救出のための対策要員、資機材及びり災者の輸送 

エ 公共施設の応急復旧のための人員及び資機材の輸送 

オ 飲料水の供給のための輸送 

カ 救助物資の輸送 

キ 緊急輸送車両、応急対策車両の燃料 

ク 死体の捜索及び処理のための輸送 

ケ 埋葬のための輸送 

コ その他災害対策に必要な人員及び物資の輸送 

 

（２）配車手続等 

  ア 財政部長（財政局長）は、本部長（市長）の指示に基づき、各部及び区本部で所有する車両及

び応援派遣された車両について、総合的に調整し配分する。 

  イ 財政部長（財政局長）は、災害の状況に応じて必要とする車両を各部、区本部及び市内の輸送

関係業者等に対し、車両の待機を要請する。 

  ウ 車両の運行に必要な人員は、原則としてその事務を所管する各部及び区本部の要員をもってあ

てる。 

  エ 防災関係機関からの要請があったときは、待機車両の活用等により可能な限り協力する。 

 

３ 緊急通行車両の確認 

（１）概要 

  ア 車両の使用者は、知事又は公安委員会に対し、当該車両が緊急通行車両（道路交通法第 39 条

第１項の緊急自動車、災害応急対策の的確かつ円滑な実施のため、その通行を確保することが特

に必要な車両）であることの確認を求めることができる。 

  イ 上記アにより確認したときは、知事又は公安委員会は、当該車両の使用者に対し、災害対策基

本法施行規則第６条に定める標章及び確認証明書を交付する。 

  ウ 上記イにより交付を受けた標章は、当該車両の見やすい箇所に掲出する。また、警察官等から

提示を求められたときは、これを提示する。 

（２）緊急通行車両の範囲 

   緊急通行車両として確認される車両は、災害対策基本法第 50 条第１項に定める災害応急対策を

実施するために使用する車両で、次に掲げる業務に従事する車両とする。 

 

－ 緊急通行車両の範囲 － 

ア 警報の発令及び伝達並びに避難指示に関するもの 

イ 消防、水防その他応急措置に関するもの 

ウ 被災者の救難、救助その他の保護に関するもの 
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エ 災害を受けた児童及び生徒の応急の教育に関するもの 

オ 施設及び設備の応急の復旧に関するもの 

カ 清掃、防疫その他の保健衛生に関するもの 

キ 犯罪の予防、交通の規制、その他災害地における社会秩序の維持

に関するもの 

ク 緊急輸送の確保に関するもの 

ケ 前各号に掲げるもののほか、災害の発生の防ぎょ又は拡大の防止

のための措置に関するもの 

※県地域防災計画「緊急通行車両等及び規制除外車両の確認及び事前

届出事務手続き等に関する要綱」による。 

 

（３）確認手続等 

  ア 緊急通行車両の確認 

    市の所有する車両及び災害応急対策に使用するため関係団体から調達した車両は、知事又は県

公安委員会が行う緊急通行車両（道路交通法第 39 条第 1 項）の確認を求め、災害対策基本法施

行規則第６条に定める標章及び確認証明書の交付を受け運行する。 

    なお、交付を受けた標章は当該車両の助手席側の内側ウインドガラスの上部の前面の見やすい

箇所に貼付する。また、証明書は必ず携行する。 

  イ 緊急通行車両の事前届出・確認 

    市の保有する車両は、あらかじめ県公安委員会に届出をして届出済証の交付を受ける。 

    なお、運行するときは、県警察本部・警察署等に届出済証を提出し、標章及び確認証明書の交

付を受ける。 

    以後は前記アと同様とする。 

 

４ 車両以外の輸送手段 

   道路・橋梁
きょうりょう

等の損壊等により車両によることができない場合若しくは著しく緊急性を要する場合

等には、資産経営班長（財政局資産経営部長）は、被災地域の状況に応じた輸送計画を作成し、以

下のとおり車両以外の輸送手段を確保し行う。 

  なお、各機関への要請については、本章第４節「広域連携体制」に定めるところにより行う。 

 

（１）航空機・ヘリコプターによる輸送 

（２）鉄道（ＪＲ東日本㈱千葉支社・京成電鉄㈱・千葉都市モノレール㈱）に

よる輸送 

（３）船舶等による輸送 

 

第２ 集積場所 

 【財政局、市民局、千葉海上保安部、自衛隊、千葉港運協会、千葉県トラック協会、千葉県倉庫協会、

千葉県石油商業組合、鉄道会社、バス会社、その他交通輸送業者、（一社）千葉市建設業協会】  
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１ 集積場所 

   災害時において、調達した物資等や他県市町村からの救援物資を受入れ・保管し、さらに各地

域へ配布するための仕分け等を行うための集積場所を、蘇我スポーツ公園とする。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ※蘇我スポーツ公園が使用できない場合は、千葉県総合スポーツセンター等を使用する。 

   ※物資を迅速に被災者に供給するため、原則として、集積場所から避難所に直接輸送する。ただ

し、物資の受入れ、一時保管及び市内各区各地域への配布を効率的に行うことができると判断し

た場合には、輸送拠点を経由する。 

 

 

 

 

 

（各区の輸送拠点） 

区  名 施  設  の  名  称 所 在 地 

中  央  区 市役所（裏）駐車場 中央区千葉港 

花 見 川 区 東京大学検見川総合運動場 花見川区朝日ヶ丘町 

稲  毛  区 千葉県総合スポーツセンター 稲毛区天台町 

若  葉  区 若葉区役所駐車場 若葉区桜木北２丁目 

緑     区 緑区役所内敷地 緑区おゆみ野３丁目 

美  浜  区 真砂中央公園 美浜区真砂５丁目 

  

輸送拠点 

避難所 集積場所 
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２ 港湾施設の確保 

（１）集積ヤードの確保 

   荷役施設の被災状況を調査し、本部長（市長）に報告するとともに、照明並びに荷役クレーンを

港湾荷役関係者等の協力を得て、作業可能な状態に復旧し集積ヤードを確保する。 

（２）接岸施設の応急復旧措置【都市局、千葉運輸支局、千葉海上保安部、県千葉港湾事務所、千葉港

運協会】 

   都市部長（都市局長）は、海上輸送の拠点となる接岸施設の被災状況を調査し、岸壁等に亀裂・

陥没等の被害が生じている場合は、本部長（市長）に報告するとともに、県千葉港湾事務所など関

係機関に対して、応急復旧措置を実施するよう要請する。 

   また、同時に港湾内岸壁付近に破損物が沈んでいないか調査の要請をする。 

（３）船舶に関する措置【都市局、千葉運輸支局、千葉海上保安部、県千葉港湾事務所、千葉港運協会】 

   千葉港長及び千葉海上保安部に対し、以下のとおり海上交通規制の協力を要請する。 

  ア 接岸スペースを確保するため、岸壁管理者に対し、埠頭に停泊中の船舶の移動を要請する。 

  イ 救援物資輸送等にあたる船舶の活動が速やかに実施できるよう、海上保安部に対し、海上交通

規制の要否について協議する。 

（４）湾内がれきの除去、処理 

   湾内がれきが発生し、県から処理・処分について協力要請があった場合は、他の関係機関と連携

して、対応を検討していく。 

（５）その他 

  ア 救援物資受入れ施設の確保等については、港湾荷役企業等の関係業者に協力を要請する。 

  イ 埠頭構内の荷役作業等に必要な人員・機材の確保については、千葉港運協会に協力を要請する。 

  ウ 救援物資受入れ施設確保に伴う海上の状況調査並びに情報収集連絡のため関係機関の協力を

得て、通信体制を確立し迅速な情報の収集伝達を行う。 

 

３ 臨時ヘリポートの開設 

 【財政局、成田国際空港㈱、県危機管理政策課、警察署、予定施設管理者、（一社）千葉市建設業協会】 

（１）開設の決定 

   臨時ヘリポートの開設の決定は、県からの指示又は本部長（市長）の指示によるものとする。 

資産経営班長（財政局資産経営部長）は、本部長（市長）の指示又は区本部長（区長）の要請が

あった場合は、臨時ヘリポートの開設が可能な予定地について、被害状況等をあらかじめ把握して

おくものとする。 

（２）開設の方法 

   臨時ヘリポートの開設の方法は、「大規模特殊災害における広域航空消防応援に係る事前計画」

に準ずる。 

※ヘリポート設置予定地（資料 3-4） 
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４ 物資供給に係る役割分担 

  物資供給に係る関係部の主な役割分担は、次のとおりとする。 

 

部 役割分担 

財政部 
・輸送拠点の管理及び運営に関すること 

・緊急輸送の実施に関すること 

市民部 
・義援金、救援物資等に関すること 

・集積場所の管理及び運営に関すること 

経済農政部 ・緊急生活必需品物資及び食料品等の調達に関すること 

区本部 
・食料、救援物資等の受入れ及び配布に関すること 

・救援物資の輸送に関すること 

 

５ 集積場所の運営【市民局】 

  市民部長（市民局長）は、物流に関する協定締結団体・企業等と連携して集積場所の運営を行うと

ともに、必要に応じて、物流に関する協定締結団体・企業等に対して、物流専門家等の派遣や荷役資

機材の提供を要請するほか、市施設の集積場所が不足する場合は、民間物流倉庫の使用について依頼

する。 

  また、市災害ボランティアセンター等を通じ一般ボランティアの派遣要請を行う。 

 

６ 物資輸送の要請 

  財政部長（財政局長）は、経済農政部長（経済農政局長）の依頼に基づき、輸送ルートや輸送する

物資の種類及び量を決定し、物流に関する協定締結団体・企業等に、輸送を依頼する。 

 

 

第３ 緊急輸送道路の確保 

 【建設局、千葉国道事務所、千葉運輸支局、自衛隊、県千葉港湾事務所、警察署、（一社）千葉市建設

業協会、東日本高速道路㈱千葉・市原管理事務所】 

 

１ 道路の確保順位 

  建設部長（建設局長）は、緊急輸送活動を円滑に実施するため、被害を受けた道路を次により確保

する。 

（１）本部長（市長）の指示又は区本部長（区長）の要請に基づき、（一社）千葉市建設業協会の協力を

得て、重要な路線から順次確保する。 

（２）地域によっては指定の路線を確保することが困難な場合若しくは応急対策上重要となる路線につ

いては、必要に応じその他の路線を確保する。 

（３）国・県管理の路線について、市が災害対策実施上の必要から啓開作業をする場合は、各管理者に

対してその旨を通知する。 

   ※緊急輸送道路一覧表（資料 9-3） 
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２ 道路確保作業の内容 

  建設部長（建設局長）は、道路が破損した場合は、必要な交通の確保のために道路復旧について関

係機関と情報交換及び必要な資機材の確保等で協力し合うよう努めるものとする。 

（１）建設局 

   建設部長（建設局長）は、本部長（市長）の指示又は区本部長（区長）の要請があった場合若し

くは大規模な災害が発生した場合は、次のとおり、緊急輸送道路の確保のための作業を実施する。 

 ア 緊急輸送道路の被害状況を確認し、本部長（市長）及び区本部長（区長）に報告する。 

 イ 本部長（市長）又は区本部長（区長）から指示又は要請された応急復旧工事必要区間の２車線通

行確保を図る。 

   なお、被害の状況により応急修理ができないと判断される場合は、所轄警察署長と協議のうえ、

通行止め・う回規制等の必要な措置をとる。なお、やむを得ない事情により独自の判断で交通規制

を行った場合は、速やかに所轄警察署長に通知する。 

 ウ 人員、車両、資機材等に不足があるときは、他部又は本章第４節「広域連携体制」の定めに基づ

く応援を本部長（市長）に要請する。 

 エ 緊急輸送道路の確保作業が完了した場合及び交通規制を行った場合は、速やかに本部長（市長）

及び区本部長（区長）にその旨を報告する。 

（２）千葉国道事務所・県千葉港湾事務所 

   道路上の障害物の状況を調査し、除去対策をたて、関係機関と協力のうえ、所管する道路の障害

物の除去等を実施する。 

なお、応急復旧は、原則として２車線の通行が確保できるようになることを目途とする。 

（３）東日本高速道路㈱ 

災害が発生した場合においては、速やかに交通を確保し、被害の拡大を防止する観点から応急復

旧を行う。この場合において通行止めを実施しているときは、少なくとも上下車線が分離されてい

る道路にあっては上下線各１車線又は片側２車線を、分離されていない道路にあっては１車線を走

行可能な状態に速やかに復旧させる。 

本部長（市長）は、救助活動等のための道路については、特に重点的に要請するものとする。 

※障害物除去用車両の現況（資料 3-13） 

 

３ 警察署の任務 

  各警察署は、交通確保の観点から交通の障害となっている倒壊樹木、垂れ下がっている電線等の障

害物の除去について、各道路管理者及び関係機関に連絡して、復旧の促進を図るとともに、これに協

力するものとする。 

 

第４ 緊急輸送の実施 

 【財政局、千葉海上保安部、自衛隊、千葉港運協会、県トラック協会、県石油商業組合、鉄道会社、

バス会社、その他交通輸送業者、（一社）千葉市建設業協会】 
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１ 輸送の実施 

資産経営班長（財政局資産経営部長）は、災害時における災害応急対策の実施にあたり、必要な人

員及び応急対策用資機材、救援用物資等を輸送するため、市保有の車両等を動員するとともに、運送

関係業者等の保有する車両等を調達して、緊急輸送を実施する。 

なお、人員に不足のある場合は、本部長（市長）に応援職員の動員を要請する。  

 

２ 輸送の対象 

輸送の対象としては次の事項が掲げられるが、輸送手段として乗用車、バス、トラック、船舶、航

空機及び鉄道を実情に合わせて効率的に使用する。 

（１）り災者の避難のための輸送 

（２）傷病人の収容のための輸送 

（３）医療従事者、医薬品等人命救助に要する人員、物資の輸送 

（４）消防、水防活動等災害の拡大防止のための人員、物資の輸送 

（５）救援用資機材及び災害応急対策要員のための輸送 

（６）飲料水の供給のための輸送 

（７）食料の供給のための輸送 

（８）緊急輸送車両、応急対策車両用の燃料 

（９）死体の搬送 

（１０）生活必需品の供給のための輸送 

（１１）復旧用資機材及び災害復旧対策要員のための輸送 

 

３ 交通情報の収集及び提供 

緊急輸送実施に当たり、可能な限り道路交通情報を収集し、緊急輸送車両に提供する。 

交通状況の収集は、県警察本部と密に連携すること。 

交通情報の提供は、交通情報提供装置を活用し、日本道路交通情報センター及び報道機関の協力を

得て行う。 
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第１２節 ライフライン施設の応急対策 

災害により被害を受けた、ライフライン施設の応急復旧を迅速に行うことにより、市民の安定した生

活の確保を図る。 

 

第１ 上水道施設 

 【水道局、県企業局・水道局及び四街道市上下水道部が指定した給水装置工事事業者】 

 

  災害時において、水道事業体は、飲料水及び生活用水の確保を図るとともに、二次災害の防止に努

める。このため、事前に被害を想定し、応急復旧計画を定め、迅速な応急復旧を行う。 

  なお、被災事業体等のみで対応できない場合は、「千葉県水道災害相互応援協定」等に基づき県内水

道事業体等の応援を得て、復旧を行うものとする。 

 

対

策

の

あ

ら

ま

し 

水道局は、災害発生時及び災害発生のおそれがある場合には、飲料水の確保及び被害施設

の応急復旧に対処するため、水道局災害対策本部を設置する。 

これにより、応急復旧対策及び応急給水対策の実施に必要な人員、車両並びに資機材の確

保、情報の収集連絡体制等を確立し、被害の規模、態様に即した判断のもとに応急給水用水

源の確保、断水区域を限定したうえでの応急復旧対策を実施する。 

※本部長（市長）又は区本部長（区長）は、市域又は区域に関し施設の被害状況を把握した

場合は、速やかに必要な措置を講じるよう、所管の営業所若しくは水道事業者に要請する。 

  なお、県企業局及び四街道市上下水道部の行う応急復旧対策については、所定の計画に

基づき行われる。 

 

１ 応急体制 

（１）水道部（水道局） 

  ア 災害対策本部 

    災害発生時あるいは発災のおそれがある場合には、水道局に災害対策本部を設置し、本部・区

本部と密接な連絡を保ちながら、応急活動に対処する。 

  イ 情報連絡体制 

    発災時には、災害時優先電話や、地域防災無線を活用して、応急連絡体制の確立を図る。 

  ウ 動員体制 

    発生時における災害応急体制を迅速かつ的確に実施するため、次のとおり動員・配備計画に基

づき、動員・配備体制を確立する。 

 （ア）全職員は、周囲の状況から判断し水道施設に多大の被害が発生し、若しくは発生するおそれの

ある場合は、自主的に水道局に参集する。 

 （イ）第１次及び第２次配備体制における職員は、あらかじめ水道部長（水道局長）が指定する職員

をもって構成し、情報収集等を実施する。 

  エ 応援体制 

    水道局の職員で対応が困難な場合は、「千葉県水道災害相互応援協定」に基づく県内水道事業

体及び関連会社等に協力を要請し、発災時の応援確保に努める。 
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（２）県企業局 

   被害状況を的確に把握して、早期復旧を図り、発災から最大４週間以内を目途に平常給水が行え

るよう、応急復旧体制を確立する。 

   なお、県営水道のみで対応できない場合は、「千葉県水道災害相互応援協定」及び東京都水道局等

との「災害相互応援に関する協定」等に基づき応援を得て、復旧を行う。 

 

２ 応急復旧対策 

（１）基本方針 

  ア 応急復旧は、原則として各水道事業体の復旧担当職員の監督のもとで施工業者によって行う。 

  イ 断水区域の早期解消を図るため、取・浄・給水場の応急復旧、導・送・配水管等の管路の応急

復旧及び給水装置の応急復旧は並行して行う。また、施設別の復旧順位は、次のとおりである。 

 （ア）取水、導水、浄水施設の復旧を優先する。 

 （イ）主要な送・配水管及び応急給水拠点に至るまでの管路の復旧を優先する。 

  ウ 把握した被害状況を基に、所要資機材、復旧工程等を策定した復旧計画を確立する。 

  エ 応急復旧作業は昼夜兼行で行う。 

（２）復旧活動のあらまし 

  ア 復旧計画に基づいて、復旧資材の手配等の出動準備を行う。 

  イ 施工業者に出動要請を行う。ただし、宅地内給水装置の応急復旧は、原則として給水装置の所

有者等から修繕依頼があったものについて、指定工事店等の協力により行う。 

  ウ 応急復旧は、次により行うほか、別に定める復旧要領に基づいて行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）県企業局の応急復旧 

   県企業局の応急復旧は、以下の通り。 

  ア 被害発生の把握及び緊急措置 

 （ア）災害の規模により、千葉県地域防災計画に合わせた応急体制を確立する。 

 （イ）浄・給水場施設や管路の点検により、被害情報を迅速に把握するとともに、火災の発生状況を

確認のうえ、漏水箇所の切り離し等の緊急措置を講じて、被害の拡大及び二次災害の防止を図

る。 

    なお、管路パトロールについては、災害時の応援協定を締結している千葉県水道管工事協同組

合と協力して実施する。 

（ア）復旧体制を整備し、市民への広報、保安対策に万全を期する。 

（イ）応急復旧は本復旧を原則とし、これが困難なときは、仮配管等による仮

復旧とする。 

（ウ）施工にあたっては、作業の難易、能力及び復旧資材の有無等を勘案し、

最も早期復旧の可能な方法を選定する。 

（エ）施設の機能に重大な影響を及ぼす被害の復旧を優先して行い、通水に

支障のない漏水等の軽微な被害は二次的に扱う。 

（オ）応急復旧完了後、直ちに充水又は試運転を行い、洗浄及び消毒を行って

速やかに通水する。 
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  イ 応急復旧 

    以下の目標をたて、次の方針に基づく復旧計画を立案し実施する。 

 （ア）被害状況に基づき、速やかに県企業局の復旧体制を確立するとともに、市民への広報、保安対

策に万全を期する。 

 （イ）復旧にあたっては、道路管理者等及び関係するライフライン事業者と工程調整のうえ作業を行

う。 

 （ウ）液状化等により漏水箇所の特定が困難な場合は、速やかに漏水調査機器等を使用し、漏水箇所

を把握する。 

 （エ）応急復旧は、県企業局職員と千葉県水道管工事協同組合等による復旧作業班を編制し実施する。 

    組合の施行業者に的確に復旧を指示するとともに、復旧資機材の迅速な手配を行う。 

 （オ）施行に当たっては、浄・給水場の配水池を起点として上流側から進める。なお、給水装置の応

急復旧も並行して進め、作業の難易、能力及び復旧資材の有無等を検討し、最も早期復旧の可能

な方法を選定する。 

（カ）施設の機能に重大な影響を及ぼす被害の復旧を優先して行い、通水に支障のない軽微な被害は

二次的に扱う。 

（キ）復旧完了後、直ちに充水・洗浄を行い、水質確認のうえ速やかに通水する。 

  ウ 応急復旧資機材の確保 

    県企業局の保有資機材で対処することとするが、不足する場合は、災害時等の応援協定を締結

している製造会社及び水道用資機材供給会社等から調達する。 

    復旧資機材の配管材料等は、県企業局幕張倉庫及び給水場等へ分散して備蓄する。 

（４）記録及び報告 

   応急復旧状況の写真撮影を行うとともに、別に定める復旧調書に復旧内容等の所要事項を記載し

て災害対策本部等に提出する。 

 

３ 災害時の広報 

   発災後の広域的な広報は、本部を通じ、報道関係機関の協力を得て実施する。 

   また、広報の時期については、発災直後及び応急対策の進捗状況に合わせてそのつど決定する。 

   市内の一部地域を対象とする広報は、県水道事業体広報班が拡声機付自動車による路上広報等を

行うが、必要に応じて、本部長（市長）に区本部長（区長）対し防災行政無線その他による広報を

要請し行う。 

 

 

第２ 公共下水道施設・農業集落排水施設 

 【建設局、千葉土木事務所、警察署、（一社）千葉市建設業協会、市指定排水設備工事業者、市下水管

路維持協同組合】 
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施設管理者は、大規模な災害が発生したときは、速やかに管渠・処理場・ポンプ場等の下

水道・農業集落排水施設の被害状況の調査、施設の点検を実施し、下水道機能の支障を把握

し、二次災害のおそれがあるものについては応急措置を行う。施設の重要度、危険度を考慮

し、被害調査の優先順位を定め、調査を行うとともに、応急復旧対応の内容を決定（専門技

術を持つ人材の活用等）し、復旧工事を実施する。 

 

１ 管渠の応急措置 

   災害が発生した場合、直ちに被害状況の調査、施設の点検を実施し被害状況を把握したのち、以

下の応急措置を行う。 

（１）下水管渠の被害に対しては、とりあえず汚水、雨水の疎通に支障のないように移動式ポンプを配

置し排水に努めるとともに、迅速に管渠の応急復旧措置を講じる。 

（２）幹線及び枝線の被害は、相当広範囲にわたる排水機能の停止を招くおそれがあるので原則として

応急復旧を行い、本復旧の方針をたてる。 

（３）多量の塵芥等により管渠の閉塞又は流下が阻害されないようマンホール、雨水桝等で流入防止等

の応急措置を行い、排水の円滑を図る。 

（４）工事施工中の箇所においては、受注者に対して、被害を最小限にとどめるよう指揮監督するとと

もに、状況に応じて、現場要員、資器材の補給を行わせるものとする。 

 

２ 処理場・ポンプ場等の応急措置 

（１）処理場・ポンプ場等が停電した場合は、直ちに自家発電装置に切り替え、処理・排除に万全を期

する。 

（２）下水道施設・農業集落排水施設に浸水をきたした場合には、土のう等により浸水を阻止し、破損

箇所がある場合には応急修理を行い、処理・排除に万全を期する。 

 

３ 資器材、車両及び人員の確保 

（１）職員の動員・配備は、第１節「応急活動体制」による。 

（２）下水道施設・農業集落排水施設の応急復旧にあたっては、他の地方公共団体及び関係業者の協力

を得て行う。 

（３）応急復旧は、市が備蓄する資器材及び車両により行う。 

災害の規模により多くの資器材若しくは車両を必要とする場合には、県や関係会社等からの調達

協力を要請する。 

 

４ 災害時の広報 

   下水道施設・農業集落排水施設の被害状況及び復旧の状況等の市民への広報については、第３節 

「災害時の広報」を参照すること。 

   また、広報の時期については、災害発生直後及び応急復旧対策の進捗状況に合わせてそのつど決

定する。 
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第３ 電気施設 

 【東京電力パワーグリッド㈱千葉総支社】 
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非常災害時においても原則として電力の供給は継続される。 

 災害により電気の供給が停止したり、又は停止するおそれのあるときは、千葉市を管轄す

る千葉総支社は非常災害対策支部を千葉総支社に設置し、応急対策及び復旧措置を講じる。 

 

１ 応急対策方法 

（１）目的 

   台風、雪害、洪水、地震、塩害その他非常災害に際し、各施設の被害を最小にとどめるとともに、

被害の早期復旧を図るものとする。 

（２）非常態勢の組織 

   千葉市を管轄する千葉総支社は非常災害対策支部を千葉総支社内に設置する。 

（３）組織の運営 

  ア 発令 

    支部長は、非常災害が予想される場合又は発生した場合は、情勢に応じ適用すべき態勢区分に

したがい、第１～３非常態勢を発令する。 

  イ 運営 

    非常態勢が発令された場合は、非常災害対策支部を設け、非常災害に対処する各業務を実施す

る。 

  ウ 縮小・解除 

    支部長は、受け持ち区域内の災害復旧が進行し全部門の対応は不要と判断した場合は、関係部

門のみ対応とするなど、非常態勢を縮小する。 

   また、非常災害対策支部を設置しておく必要が無くなった場合は非常態勢を解除する。 

（４）情報連絡ルート 

  ア 給電所、テレビ、ラジオ等を通じて台風の接近、風速、降雨量その他の情報入手に努める等動

静の把握に万全を期するとともに、これらを各組織相互で緊密に連絡する。 

  イ 災害発生前の情報交換、その他連絡を兼ねて、一定時間ごとに関係各所との電話連絡を行い、

疎通を確認しておく。なお、電話の使用順位については、「通信設備及び電子施設保守運用規則」

による。 

  ウ 情報の収集や他機関との連携強化のため、市が災害対策本部を設置し、かつ、関係施設に被害

が発生し又は発生が予測されるときは、連絡調整員を派遣することを検討する。 

  エ 当社の保安電話回線が通話不能となった場合は、保線用、営配用、非常用などの無線機を活用

し、さらにＮＴＴ電話、警察電話などの利用を図る方法を事前に確立しておく。 

（５）非常対策前の対策 

   非常災害の発生するおそれのある場合は、非常態勢の発令以前においては職制を通じ、発令以後

は組織を通じて各設備に有効適切な予防対策を講じ、万全を期するものとする。 
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（６）非常災害発生時の対策 

   非常災害の発生した場合は、有効適切な処置を講じ万全を期するものとする。 

（７）被害復旧対策 

  ア 復旧計画 

    非常災害対策支部は、各設備の被害状況を速やかに掌握し、次の事項につき復旧計画を立てる。 

 （ア）復旧応援隊の必要の有無 

 （イ）復旧作業隊の配置状況 

 （ウ）復旧資機材の調達 

 （エ）電力系統の復旧方法の検討 

 （オ）復旧作業の日程 

 （カ）仮復旧の完了見込み 

 （キ）宿泊施設、食料、衛生対策等の手配 

 （ク）その他必要対策 

  イ 復旧順位 

    各設備の復旧順位は、原則として下記によるものとするが、災害状況及び各設備の被害復旧の

難易度を勘案し、供給上復旧効果の最も大きいものより行う。 

 （ア）送電設備 

  ａ 全回線送電不能の主要線路 

  ｂ 全回線送電不能のその他の線路 

  ｃ 一部回線送電不能の重要線路 

  ｄ 一部回線送電不能のその他の線路 

 （イ）変電設備 

  ａ 主要幹線の復旧に関する送電用変電所 

  ｂ 都心部に送電する系統の送電用変電所 

  ｃ 重要施設に供給する配電用変電所 

 （ウ）通信設備 

  ａ 給電指令用回線並びに制御・保護及び監視回線 

  ｂ 保守用回線 

  ｃ 業務用回線 

 （エ）配電設備 

  ａ この場合は、水道、新聞、放送、ガス、電鉄、排水設備、県地域振興事務所、官公署、警察消

防、ＮＴＴ、広域避難場所、その他重要施設に対しては、優先的に送電するなど、各所ごとに具

体的に復旧順位を定めておく。 

  ｂ 長期浸水地区における重要施設への供給に対しては、負荷切替、応急ケーブルの新設等により

仮送電する。 

  ｃ 停電が長期にわたる場合は、被害地市民の治安確保の面から、道路上に投光器などの仮施設を

行う。 

（８）復旧応援隊の組織及び運営 

   被害が多大で、非常災害対策支部のみの工事力では早期復旧が困難な場合には、復旧隊を組織し、
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復旧作業にあたる。 

（９）復旧用資機材等の調達及び輸送 

  ア 非常災害対策支部は、予備品、貯蔵品等の在庫量を再調査し、調達を必要とする資機材は、

可及的速やかに本部に要請し、復旧体制を整える。 

  イ 連絡不能等で、かつ早期復旧を要するためやむを得ず資機材を現地調達した場合は、事後速

やかに所定の手続きを行う。 

  ウ 非常災害対策支部は、復旧用資機材の陸上輸送が不可能な場合は、船舶及び航空機等による

輸送を行う。 

（10）災害速報 

   災害及び復旧状況の連絡は、情報班が迅速に行い、概況の把握に努める。 

 

２ 復旧作業上の留意事項 

（１）復旧作業者には、あらかじめ準備された所定の腕章を、また連絡車、作業車には所定の標識を掲

示して東京電力復旧作業隊であることを明示する。 

（２）河川、海岸及び急傾斜地に近接している箇所で復旧作業を行う場合は、事前に避難方法等を確認

しておく。 

（３）幹線道路は、復旧資機材、救援物資等の輸送及び消防活動の確保を図るため、道路上の倒壊、折

損電柱等は早期に取り除く。 

 

３ 非常災害前の対策 

（１）情報連絡 

  ア 給電所、テレビ、ラジオ等を通じて台風の接近、風速、降雨量その他の情報入手に努め、「天

気図」を作成する等動静の把握に万全を期するとともに、これらを各組織相互で緊密に連絡す

る。 

  イ 災害発生前の情報交換、その他連絡を兼ねて、一定時間ごとに関係各所との電話連絡を行い、

疎通を確認しておく。 

  ウ 保安電話回線が通話不能となった場合は、保線用、営配用、非常用などの無線機を活用し、さ

らにＮＴＴ電話などの利用を図る方法を事前に確立しておく。 

（２）各設備の予防強化 

  ア 業務設備 

    建築・総務担当グループが下記事項についてあらかじめ措置を講じておく。 

 （ア）防火、防水、救命用器などの点検整備 

 （イ）非常持出物品の搬出準備 

 （ウ）防火扉の開閉点検 

 （エ）建物補強 

 （オ）排水設備の点検整備 

  イ その他の設備（配電、給電、変電、送電、電子通信設備等） 

    業務設備以外の応急防災対策については、前項に準じることとするが、特に下記事項について

措置を講じておく。 
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 （ア）洪水、高潮等の被害を受けるおそれのある諸施設については、災害予防について応急対策を強

化する。 

 （イ）その他設備ごとに状況に応じて対策を立て強化を図る。 

 （ウ）上記の対策を実施する場合は、請負会社を特命して応急工事を実施することができる。 

  ウ 要員の動員、連絡の徹底 

 （ア）千葉総支社は、非常災害対策構成表による個人別担当業務表を作成標示し、変更の都度、訂正

するとともに、いつでも出動できる体制を確立しておく。 

 （イ）千葉総支社は、社外者に応援を求める場合の連絡体制を確立しておく。 

 （ウ）各構成員は、常に気象情報その他の情報に留意し、非常態勢が発令された場合は速やかに担当

業務を実施する。 

 （エ）所定勤務時間外における構成員の連絡方法については、あらかじめ定めておく。また構成員が

交通途絶により動員に応じられないときは、その旨を速やかに連絡し指示を受けるか、あるいは

最寄りの事業所に出動し、その長の指揮下に入る。 

 （オ）他事業所又は社外者に応援を求める場合、あるいは他事業所から応援を要請される場合に備え、

応援隊動員などの諸計画を作成しておくとともに、動員対象者が円滑に各種態勢に入り得るよう

受入態勢に配慮する。 

  エ 工具、機動力、資機材等の整備確認 

    あらかじめ工具、車両等を整備して応急出動に備えるとともに、手持資材の数量を調査し復旧

工事に支障のないよう手配するものとする。 

  オ 公衆感電障害事故防止 

    新聞、有線放送、テレビ、ラジオ、ＰＲ車、ビラ、その他適切な方法をもって一般公衆に対し、

次の事項を周知徹底し、事故防止に努める。 

 （ア）無断昇柱、無断工事を禁止すること 

 （イ）電柱の倒壊・折損、電線の断線・垂下等の異常を発見した場合は、速やかにカスタマーセンタ

ーへ連絡すること 

 （ウ）断線垂下している電線には絶対に触らないこと 

 （エ）浸水、雨漏りなどにより冠水した屋内配線、電気機器等は、危険なため使用しないこと 

    また、使用する場合は絶縁検査を受けた上で使用すること 

 （オ）屋外へ避難するときは、安全器またはブレーカーを必ず切ること 

 （カ）その他事故防止のための留意すべき事項 

 

４ 災害発生時の対策 

（１）各設備の運転保守について 

  ア 災害発生時といえども需要家サービス並びに治安維持のため、原則として送電を継続する。 

  イ 浸水、建物倒壊により運転することがかえって危険であり、事故を誘発するおそれがある場合

又は運転不能の予測される場合は、運転を停止し、関係各機関に連絡するとともに、必要な措置

を講じ待避する。なお、緊急やむを得ない場合はこの限りではない。 

（２）被害状況の収集、周知 

   全般的な災害状況把握の遅速は、復旧計画樹立に大いに影響するので、あらゆる方法をもって被
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害の早期把握に努める。 

  ア 被害状況の収集 

 （ア）非常災害対策支部は、災害発生後速やかに各設備の巡視を行い、被害状況の把握に努める。 

 （イ）被害が広範囲にわたり巡視困難な場合は、重要施設のみ巡視して適宜な方法により被害状況の

把握に努める。 

 （ウ）必要に応じて、市災害対策本部事務局等に連絡調整員の派遣を行う。 

  イ 被害状況の周知 

 （ア）非常災害対策支部の情報班は、速やかに被害状況の全般を掌握し、新聞、テレビ、ラジオ、有

線放送、広報車等を利用し、その状況（被害数、復旧見込み等）の周知に努める。 

 

 

第４ ガス施設等 

 【東京ガス㈱千葉支社、大多喜ガス㈱千葉事業所、県ＬＰガス協会】 

  災害によりガス施設に被害が生じた場合は、二次災害の発生を防止するとともに、速やかに応急措

置を行い、ライフライン施設としての機能を維持することが必要である。 

  このため、災害対策の迅速かつ適切な実施を図り、公共の安全と便益を図るため、以下の防災対策

を実施する。 
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非常災害が発生した場合、都市ガス事業者は、災害の種類、規模等に応じて非常災害組織

を本社及び千葉市を所管する出先機関内に編成し対応する。 

 また、ＬＰガス販売業者については、千葉支部に災害対策本部を設置し、対策を講じる。 

これにより、二次災害の防止又は軽減を図るための応急措置を迅速かつ的確に講じ得る体

制が確立される。 

 なお、市（消防局）は、都市ガス・ＬＰガスの火災、爆発、漏えい等の事故の発生に際して

は、都市ガス事業者・ＬＰガス販売事業者等と協力して、これを早期に鎮圧し被害を最小限

にとどめる。 

 

１ 都市ガス施設 

   ガス施設の災害及び二次災害の発生を防止し、また発生した被害を早期に復旧するため、災害発

生原因の除去と防災環境の整備に常に努力を傾注するとともに、諸施策を重点に防災対策の推進を

図る。 

（１）非常災害体制の確立 

   災害の発生が予想され又は発生した場合は、災害に対する迅速かつ適切な措置を図るため、社内

規程に基づき非常災害体制を確立する。 

   非常災害体制は、災害の種類、規模等に応じて第一次から第二次までの体制を速やかにとるもの

とし、災害の未然防止及び拡大防止を図る。 

（２）応急対策 

  ア 通報・連絡 

 （ア）風水害等の警報発令は、気象協会より入手し、あらかじめ定めた方法で各事業所へ一斉通報を 

行う。 
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 （イ）災害に際しては、本社、各事業所とも有線、無線等の通信設備により、情報の収集、連絡を行 

う。 

  イ 対策要員の確保 

    各行政、消防、警察等の防災機関との連絡は、あらかじめ定められた方法で行い、必要に応じ

て連絡員の派遣を行う。 

  ウ 危険予防措置 

    ガスの漏えいにより被害の拡大のおそれがある場合には、避難区域の設定、火気の使用禁止等

の適切な危険予防措置を講じる。 

  エ 災害時における応急工事 

    応急の復旧に当たっては、復旧に従事する者の安全の確保に配慮した上で、非常事態発生後可

能な限り迅速・適切に施設及び緊急点検を実施するとともに、これらの被害状況を把握し、二次

災害の発生防止、被害の拡大防止及び被災者の生活確保を最優先に行う。 

（３）災害時の広報 

   災害発生時には、その直後、ガスの被害状況、ガス供給停止状況、復旧作業の見通しなど、必要

に応じて広報活動を行う。広報については、テレビ・ラジオ・インターネット・新聞等の報道機関

を通じて行うほか、必要に応じ直接当該地域へ周知する。また、千葉市、千葉県等の関係機関と必

要に応じて連携を図る。 

（４）応急復旧対策 

  ア 復旧計画の策定 

    被災した地域の社会経済活動が低下する状況にかんがみ、被災した地域施設又は設備の復旧に

ついては、可能な限り迅速に行う。救急病院、ゴミ焼却場、老人ホーム等の社会的な重要度の高

い施設については、移動式ガス発生設備による臨時供給も含めて、優先的に復旧するよう計画立

案する。 

  イ 復旧作業の実施 

 （ア）製造設備の復旧作業 

    被害を受けた製造設備は、復旧計画に基づき速やかに復旧する。 

 （イ）供給設備の復旧作業 

    供給設備の復旧作業は、二次災害の発生防止に万全を期して行う。 

 

２ ＬＰガス施設 

   ＬＰガス販売事業者は、災害の種類、規模等に応じて被災設備の緊急措置並びに安全を確認後、

直ちに状況をＬＰガス災害対策本部（千葉支部）に報告するとともに、本部防災組織の編成に入り、

二次災害の防止並びに応急措置を迅速かつ的確に講じうる体制を確立する。 

（１）災害時の活動体制 

  ア 災害対策本部の設置 

    非常災害が発生した場合、その状況により千葉支部に災害対策本部、各分会に連絡所を設置し、

情報の収集、伝達及び応急対策が実施できる体制をとる。 

    この場合、協会本部、県市及び各防災機関と緊密な連絡を図り、必要に応じて連絡調整員の派

遣を行う。 
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  イ 情報連絡体制 

    災害の発生に伴い本部及び分会連絡所による情報連絡体制を確立し、情報の収集及び伝達にあ

たる。 

（２）災害時の応急措置 

  ア 供給設備の点検 

    災害の発生とともに、次のとおり供給設備の点検を行う。 

 （ア）ＬＰガス容器バルブの閉止確認及び転倒容器の修復 

 （イ）ＬＰガス容器及び供給設備の損傷点検並びに漏えい検査 

  イ 消費設備の調査 

 （ア）消費設備（配管、燃焼器具等）の損傷点検並びに漏えい検査 

 （イ）末端閉止弁、器具栓の閉止 

  ウ 二次災害の防止 

 （ア）危険箇所（倒壊家屋、焼失家屋等）からの容器の撤収 

 （イ）放置容器等の回収 

（３）応急復旧対策 

  ア 災害対策本部の指示に基づき、各分会（各班）は、有機的な連携を保ちつつＬＰガス供給、消

費設備の応急復旧にあたる。 

  イ ＬＰガス消費設備の安全総点検の実施及び早期安全供給の実施。 

  ウ その他、現場の状況により適切な措置を行う。 

 

 

第５ 電話施設 

 【ＮＴＴ東日本㈱、㈱ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ㈱、ソフトバンク㈱、楽天モバイル㈱】 

 

対
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非常災害時における通信の途絶を防止するための各種通信施設の確保、復旧等に関する応

急対策については、災害対策本部や現地災害対策本部を設置し、対応する。 

これにより、災害時においても通信機能を十分に発揮し得るための応急措置を迅速かつ的

確に講じ得る体制が確立される。 

 

１ ＮＴＴ東日本㈱ 

（１）災害時の活動体制 

  ア 災害対策本部の設置 

    災害が発生した場合は、その状況により、千葉事業部に災害対策本部を設置し、情報の収集伝

達及び応急対策が実施できる体制をとる。この場合、県、市及び各防災機関と緊密な連絡を図り、

必要に応じて連絡調整員の派遣を行う。 

  イ 情報連絡体制 

    災害の発生に伴い情報連絡体制を確立し、情報の収集及び伝達にあたる。 
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（２） 発災時の応急措置 

  ア 設備、資機材の点検及び発動準備 

    災害の発生とともに、次のとおり設備、資機材の点検等を行う。 

 （ア）電源の確保 

 （イ）災害対策用無線機装置類の発動準備 

 （ウ）非常用電話局装置等の発動準備 

 （エ）予備電源設備、移動電源車等の発動準備 

 （オ）局舎建築物の防災設備の点検 

 （カ）工事用車両、工具等の点検 

 （キ）保有資材、物資の点検 

 （ク）局内、局外施設の巡回、点検による被害状況の把握 

  イ 応急措置 

    災害により、通信設備に被害が生じた場合又は異常輻輳等の事態の発生により、通信の疎通が

困難になったり、通信が途絶するような場合においても、最小限度の通信を確保するため、次の

とおり応急措置を行う。 

 （ア）通信の利用制限 

 （イ）災害時優先電話、警察・消防緊急通報回線の確保 

 （ウ）無線設備の使用 

 （エ）特設公衆電話の設置 

 （オ）非常用可搬型電話局装置の設置 

 （カ）臨時電報、電話受付所の開設 

 （キ）回線の応急復旧 

 （ク）災害用伝言ダイヤル「１７１」、災害用伝言板「ｗｅｂ１７１」の運用 

  ウ 災害時の広報 

    災害のため通信が途絶、若しくは利用の制限を行ったときは、広報車、ラジオ、テレビ等によ

って次の事項を利用者に周知する。 

 （ア）通信途絶、利用制限の理由と内容 

 （イ）災害復旧措置と復旧見込時期 

 （ウ）通信利用者に協力を要請する事項 

 （エ）災害用伝言ダイヤル「１７１」、災害用伝言板「ｗｅｂ１７１」の提供開始 

（３）応急復旧対策 

   災害により被災した通信回線の復旧にあたっては、あらかじめ定められた復旧順位にしたがって

実施する。 

   災害復旧工事については、次により工事を実施する。 

  ア 電気通信設備等を応急的に復旧する工事 

  イ 原状復旧までの間、維持に必要な補強、整備工事 

 

２ ㈱ＮＴＴドコモ 

（１）災害時の活動体制 
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  ア 災害対策本部の設置 

    災害が発生した場合はその状況により千葉支店に災害対策本部を設置し、情報の収集伝達及び

応急対策が実施できる体制をとる。この場合、県、市等の防災機関と緊密な連絡を図り、必要に

応じて連絡調整員の派遣を行う。 

  イ 情報連絡体制 

    災害の発生に伴い情報連絡体制を確立し、情報の収集及び伝達にあたる。 

（２）発災時の応急措置 

  ア 設備、資機材の点検及び発動準備 

    災害の発生とともに、次のとおり設備、資機材の点検等を行う。 

 （ア）可搬型無線基地局装置の発動準備 

 （イ）移動電源車等の発動準備 

 （ウ）局舎建築物の防災設備等の点検 

 （エ）工事用車両、工具等の点検 

 （オ）保有資材、物資の点検 

 （カ）局内、局外施設の巡回、点検による被害状況の把握 

  イ 応急措置 

    災害により通信設備に被害が生じた場合、または異常輻輳等の事態の発生により通信の疎通が

困難になったり、通信が途絶するような場合においても、最小限度の通信を確保するため、次の

とおり応急措置を行う。 

 （ア）通信の利用制限 

 （イ）非常通話、緊急通話の優先、確保 

 （ウ）可搬型無線基地局装置の設置 

 （エ）携帯電話、衛星携帯電話による臨時電話の運用 

 （オ）回線の応急復旧 

  ウ 災害時の広報 

    災害のため通信が途絶、若しくは利用の制限を行ったときは、広報車、ラジオ、テレビ、イン

ターネット等によって次の事項を利用者に通知する。 

 （ア）通信途絶、利用制限の理由と内容 

 （イ）災害復旧措置と復旧見込時期 

 （ウ）通信利用者に協力を要請する事項 

 （エ）「災害用伝言板」及び「音声お届けサービス」の提供開始 

（３）応急復旧対策 

   災害により被災した通信設備の復旧にあたっては、あらかじめ定められた復旧順位にしたがって

実施する。 

   災害復旧工事については、次により工事を実施する。 

  ア 電気通信設備等を応急的に復旧する工事 

  イ 現状復旧までの間、維持に必要な補強、整備工事 
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３ ＫＤＤＩ㈱ 

   ＫＤＤＩ㈱では、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合には東京本社に災害対策本部及

び対策室等を設置し、現地と緊密に連絡を取りながら各組織の機能を最大限に発揮して通信の疎通

確保と施設の早期復旧に努める。この場合、県、市等の防災機関と緊密な連絡を図り、必要に応じ

て連絡調整員の派遣を行う。 

   災害の発生時には、局舎の点検を実施するとともに、基地局の停電対策のため、移動電源車の出

動準備をする。 

   通信に輻輳が発生した場合は輻輳制御を行い、必要な通信を確保するとともに、市民を対象に「災

害伝言板サービス」等による安否情報の伝達に協力する。 

 

４ ソフトバンク㈱ 

   ソフトバンク㈱では、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合には、その状況に応じた対

策組織を設置し、各対策組織が緊密に連絡を取りながら機能を最大限に発揮して通信の確保と設備

の早期復旧に努める。この場合、県、市等の防災機関と緊密な連絡を図り、必要に応じて連絡調整

員の派遣を行う。 

   また、災害発生時には、通信設備の点検をするとともに、通信の確保と早期復旧に必要となる緊

急保全車両の出動準備を行い、通信に輻輳が発生した場合には通信の利用制限を行い通信を確保す

るとともに、市民を対象に災害用伝言板、災害用音声お届けサービス等による安否情報の伝達に努

める。 

 

５ 楽天モバイル㈱ 

   楽天モバイル㈱では、災害が発生した場合は、防災業務計画に基づく対策組織を設置して被災の

回復措置を講じ、基地局の損傷等が生じた場合は、移動基地局車や可搬型基地局を出動させ、被災

地域での携帯電話やメールなどの通信手段を確保する。 

   また、携帯電話の通信・通話が集中し、輻輳が発生した場合は、電気通信サービスを一時的に規

制することで一定の電気通信サービスを維持・確保するとともに、一般県民を対象に災害用伝言板

による安否情報の伝達に努める 

 

第６ 鉄道施設等 

 【ＪＲ東日本㈱千葉支社、京成電鉄㈱、千葉都市モノレール㈱】 

 

対
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多数の乗客を輸送する鉄道において、大規模な災害が発生したときには、直接人命にかか

わる被害が発生するおそれがある。 

各鉄道機関は、災害発生時の安全確保と、万一の場合の被害を最小限にとどめ、迅速かつ

適切な応急措置を講じるための計画を策定している。 
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１ 災害時の活動体制 

（１）災害対策本部等の設置 

災害が発生した場合、各交通機関は全機能をあげて、旅客及び施設の安全確保と緊急輸送を行う

ため、災害対策本部等を設置する。 

（２）通信連絡体制 

災害情報及び応急措置の連絡指示並びに被害状況の収集等の通信連絡は、列車無線、指令電話、

鉄道電話等を利用するとともに、必要に応じて無線車等も利用する。 

 

２ 発災時の初動措置 

（１）乗務員の対応 

機  関  名 運  転  規  制  の  内  容 

ＪＲ東日本㈱千葉支社 

ア 運転中に災害を感知して、列車の運転が危険と認めた場合は、直

ちに列車を停止させる。 

イ 列車を停止させる場合、その停止位置が築堤、切取り、橋
きょう

梁
りょう

上

あるいは陸橋下のような場合は進路の安全を確認のうえ、安全と認

められる場所に列車を移動させる。 

ウ 列車を停止させた場合、最寄りの停車場の駅長と連絡をとり、そ

の指示を受ける。 

その他民鉄各社 

ア 運転中に災害を認知して、列車の運転が危険と認めた場合は、直

ちに列車を停止させる。 

イ 列車を停止させる場合、その停止位置が築堤、切取り、橋
きょう

梁
りょう

上

あるいは陸橋下のような場合は進路の安全を確認のうえ、安全と認

められる箇所に列車を移動させる。 

ウ 列車を停止させた場合は、最寄りの駅に連絡をとり、その指示を

受ける。 

 

（２）その他の措置 

機  関  名 そ  の  他  の  措  置 

Ｊ Ｒ東 日本㈱ 千葉支社 

そ の 他 民 鉄 各 社 

ア 旅客誘導のための案内放送 

イ 駅員の配置手配 

ウ 救出、救護手配 

エ 出火防止 

オ 防災機器の操作 

カ 情報の収集 
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３ 乗客の避難誘導 

機  関  名 避  難  誘  導  方  法 

Ｊ Ｒ東 日本㈱ 千葉支社 

 

そ の 他 民 鉄 各 社 

 

（１）駅における避難誘導 

ア 駅長は、係員を指揮してあらかじめ定めた臨時避難場所に混乱

の生じないよう誘導し避難させる。 

イ 旅客を臨時避難場所に誘導した後、さらに市があらかじめ定め

た避難場所の位置、災害に関する情報等を旅客に伝達し、秩序維

持に協力する。 

ウ 避難の措置情報については、可能な限り速やかに市災害対策本

部に通報する。 

（２）列車乗務員が行う旅客の避難誘導 

ア 列車が駅に停車している場合は、駅長の指示による。 

イ 列車が駅間の途中に停止した場合は、原則として乗客は降車さ

せない。ただし、火災その他によりやむを得ず降車させる場合は

次による。 

（ア） 地形その他を考慮し、適切な誘導案内を行い、旅客を降車

させる。 

（イ） 特に高齢者や子供、妊婦等については、他の旅客に協力を

要請して安全に降車させる。 

（ウ） 隣接線路を歩行することは危険であることを放送等により

徹底し、併発事故の防止を図る。 

 

４ 事故発生時の救護活動 

機  関  名 救  護  活  動  の  内  容 

Ｊ Ｒ東 日本㈱ 千葉支社 

そ の 他 民 鉄 各 社 

災害発生時には、駅従業員、乗務員が救急救護活動にあたるとと

もに、非常災害対策規則に基づき、対策本部、復旧対策部に救護班

を編成し、救護活動にあたる。 

 

５ 災害の広報活動 

機  関  名 災  害  時  の  広  報  活  動 

Ｊ Ｒ東 日本㈱ 千葉支社 

そ の 他 民 鉄 各 社 

（１）駅では、災害の状況を考慮して、旅客及び公衆に動揺、混乱

をまねかぬよう注意するとともに、災害の規模、建造物の状態、

落下物への注意、列車の運行状況、駅周辺の被害状況等につい

て、放送案内を行う。 

（２）乗務員は、相互に連絡、情報を交換し、運輸指令からの指示、

伝達等について、旅客に案内するとともに、停止の地点、理由、

被害の状況、運行の見通し、今後とるべき措置等について、放

送案内し、旅客の動揺、混乱を防止するよう努める。 

 

６ 保有する設備を活用した支援活動 

機  関  名 活  動  内  容 

千 葉都 市モノ レール㈱ 
（１）駅周辺の避難施設への電力供給 

（２）帰宅困難者への充電設備の貸し出し調整 
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第１３節 生活救援対策 

 【総務局、経済農政局、水道局、各区、県企業局（千葉水道事務所、千葉水道事務所千葉西支

所）、千葉鉄工業団地、市工業センター（※共同水道水源地）、四街道市上下水道部、千葉海上

保安部】 

 

第１ 飲料水の供給 

 【総務局危機管理部、経済農政局、水道局、千葉海上保安部】 

 

対

策

の

あ

ら

ま

し 

千葉市の上水道供給区域は、ほぼ全域が県企業局の供給区域となっているほか、御成台地

区については四街道市上下水道部により供給されている。 

水道部（水道局）は、緑区と若葉区の各一部を給水区域としている。 

そのため、市域（市営水道給水区域を除く）における市民等に対する給水活動は、水道部

長（水道局長）が、県企業局及び四街道市上下水道部と連携し実施する。 

県企業局と市で確認した「給水区域内における応急給水等連絡調整会議に係わる確認事項」

（H24.4.1～適用）により応急給水を行う。 

 この項では、災害により飲料水を確保できない市民に対し、被害の状況に応じ、最小限度

必要な量の飲料水を供給するための役割分担、手順等について、そのあらましをあげる。 

 

１ 供給水源の確保 

（１）県企業局給水場（応急給水実施場所及び注水指定場所） 

   大規模災害が発生した場合、県水道局は、速やかに浄水場及び給水場の配水池等に貯留を図るほ

か、地下水を活用し応急給水用の水を確保する。 

 

県企業局給水場（応急給水実施場所及び注水指定場所） 

施   設   名 所  在  地 有効貯水量 備   考 

柏 井 浄 水 場 花 見 川 区 柏 井 町  122,000 m3 表流水 

園 生 給 水 場 稲 毛 区 園 生 町  25,700 m3 表流水 

誉 田 給 水 場 緑 区 お ゆ み 野  44,000 m3 表流水 

幕 張 給 水 場 美 浜 区 若 葉  90,000 m3 表流水 

千 葉 分 場 中 央 区 都 町  4,040 m3 地下水 

大 宮 分 場 若 葉 区 大 宮 町  4,400 m3 表流水 

計  290,140 m3  

 

（２）水道部（水道局）施設 

   大規模災害が発生した場合、水道部（水道局）は、県企業局と情報連絡を密にして速やかに浄水

場等の配水池に貯留を図るほか、地下水その他の市自主水源を活用し応急給水用の水を確保する。 

 

水道部（水道局）給水場 

施  設  名 所  在  地 有 効 貯 水 量 備    考 

平 川 浄 水 場 緑 区 平 川 町   3,400 m3 県企業局浄水受水 

緊急用井戸１井 
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 （1,000 m3/日） 

土 気 浄 水 場 緑 区 土 気 町    740 m3 地下水 

大 木 戸 浄 水 場 緑 区 大 木 戸 町 10,712 m3 県企業局浄水受水 

緊急用井戸１井 

 （1,000 m3/日) 

更 科 浄 水 場 若 葉 区 更 科 町    667 m3 地下水 

ちばリサーチパーク浄水場 若 葉 区 上 泉 町    632 m3 地下水 

大野台送水ポンプ場 緑 区 大 野 台  1,140 m3 県企業局浄水受水 

高 根 給 水 場 若 葉 区 高 根 町  1,700 m3 県企業局浄水受水 

計  18,991 m3  

 

（３）市有井戸付耐震性貯水槽  

市の保有する井戸付耐震性貯水槽は、現在、市内 14か所（公園６、高等学校１、市・区庁舎３、

消防署４）に整備されている 

 

               貯水槽 40t 

井戸付耐震性貯水槽      非常用発電装置及び滅菌装置付き 

（揚水能力 11t/時、ろ過能力 5t/時） 

 

（４）市有非常用井戸 

57基（揚水能力 4.5ｔ／時、非常用発電装置及び滅菌装置付き） 

 

（５）受水槽・プール等 

   その他状況により関係各部・機関に協力を要請し、小中学校プール、受水槽、千葉鉄工業団地及

び千葉市工業センター共同水道水源地等を補給給水源として使用する。 

この場合、ろ過浄水機、薬剤投入、煮沸消毒等を施すなど安全性に特に留意する。 

（６）協定による確保 

本市においては飲料水に関しても、応援協定を締結しているため、必要に応じて応援を要請する。

なお、災害救助法上、水の購入費については真にやむを得ない場合に限られている。 

－応援協定による確保先－ 

１ 相互応援協定を締結している自治体 

２ 千葉県公衆浴場業環境衛生同業組合千葉支部 

３ 土地改良区、水利組合（農業用井戸水） 

４ 防災井戸協力の家 

５ 応援協定を締結している飲料水メーカー、小売業 

       ※井戸付耐震性貯水槽の配置の現況（資料 3-5） 

       ※非常用井戸の配置の現況（資料 3-6） 

       ※ろ過浄水機等給水用資機材の配備の現況（資料 3-7） 
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２ 需要の把握（被害状況の把握） 

災害発生時においては、水道部長（水道局長）は、市域全体の水道施設について給水機能の状況把

握に努め、本部事務局長（総務局危機管部長）及び区本部長（区長）と情報共有を図る。また、本部

事務局長（総務局危機管理部長）及び区本部長（区長）は、速やかに被害状況の把握に努め、応急給

水の実施が必要な地域、給水活動体制の規模等に係る情報を水道部長（水道局長）と共有する。 

 

－ 被害状況把握の方法 － 

（１）水道部（水道局） 

・県企業局及び四街道市上下水道部に被害状況への確認 

（２）本部事務局 

・各部が把握した被害情報の集約 

・防災関係機関等からの情報提供 

（３）区本部 

・通報・パトロール等 

 

３ 応急給水 

（１）応急給水方針 

水道部長（水道局長）及び県企業局は、給水需要（被害状況）に基づき、応急給水の方針を定め、

次の事項について、本部長（市長）及び区本部長（区長）へ報告するものとする。さらに、本部事

務局長（総務局危機管理部長）は、県災害対策本部に対し報告するとともに、全体状況について綿

密な連絡を取る。 

   また、市に災害救助法を適用した場合は、千葉市災害救助法施行細則に規定する救助の程度、方

法及び期間（一般基準）の範囲において救助（応急給水等）を実施し、一般基準での救助が困難な

ときは、本部長（市長）は、内閣総理大臣に特別基準の設定について協議する。また、本市を含む

複数の県内市町村に災害救助法が適用された場合は、「千葉県災害救助資源配分計画」に基づき、県

の連絡調整の下、救助を実施する。 

 

－ 本部長（市長）及び区本部長（区長）への報告事項 

－ 

（１）給水機能停止区域、世帯、人口 

（２）復旧の見込み 

（３）給水班編成状況及び必要見込み 

（４）応急給水開始時期 

（５）給水所（拠点）の設置（予定）場所 

 

（２）給水所（拠点）の設定 

給水は、原則として、給水所を設定し、給水車等による浄水の供給による拠点給水方式で行うも

のとする。 

ただし、被災状況の把握、被災者の健康支援等の他の目的を踏まえて、必要に応じて、プッシュ

型による各家庭への個別給水をすることを検討するものとする。 

また、拠点給水方式・プッシュ型給水支援のいずれにおいても、給水時に被災者からの聞き取り
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等により、断水箇所の情報収集に努めるものとする。 

給水所（拠点）の設定は、水道部長（水道局長）が区本部長（区長）の意見を聞いて行うが、原

則として、避難場所、避難所を単位として行う。 

なお、供給停止区域が一部の区域の場合には、状況に応じて、被災地等に給水所を設定する。 

（３）周知・広報 

給水所を設置するときは、設定する地域及びその周辺に「給水所」と大きく書いた掲示板等を表

示するとともに、発災直後から復旧の進捗状況に合わせた広報活動を実施する。 

また、給水所に被災地の自主防災組織若しくは代表となる市民を指定するよう要請し、給水に関

する市民からの問い合せ、要望等については、できる限り代表者に取りまとめを依頼するものとす

る。 

（４）応急給水用資機材の確保 

   応急給水活動に使用する車両及び資機材を確保するとともに、不足が生じる場合は、水道局関係 

業者、四街道市上下水道部その他の地方公共団体、自衛隊等の応援を求める。 

  ※ろ過浄水機等給水用資機材の配備の現況（資料 3-7） 

（５）応急給水の実施 

ア 給水基準 

給水の量は、１人１日最低水量 3㍑とする。以後、復旧工事の進捗等により順次増量する。 

なお、必要以上の容器を持参し、規定を上回る給水を求める市民に対しては、一般にこれが飲料

水及び炊事のための水を合計したものである旨を充分説明し、協力を求めるものとする。 

イ 車両輸送による給水 

 （ア）給水所（拠点）への搬送 

飲料水等の給水所（拠点）への搬送は、県企業局、四街道市上下水道部との連携のもとに、水

道部（水道局）、区本部避難所班が共同して行う。 

必要な車両・機材は、市が備蓄する給水車、給水タンク及びポリ容器等や他部からの応援流用

したものを使用するほか、県企業局に給水車及び給水タンクの使用を要請して行う。 

 （イ）給水所（拠点）での給水 

給水所（拠点）での給水は、各家庭において、自ら持参した容器をもって、給水所となった施

設の各部担当職員、地区の消防団、自主防災組織等の協力を得て行う。 

なお、自ら容器を持参できない場合は、まず近隣、自主防災組織等に対して、援助・相互融通

を要請し、市による給水活動全体に支障が生じないように留意する。 

 （ウ）医療機関・福祉施設等への給水 

病院、診療所及び腎人工透析医療施設並びに入院施設を有する助産所、重症心身障害児施設及

び特別養護老人ホーム等の福祉施設及び救護所等への給水は、緊急な要請があった場合、他に優

先して車両等により給水を行う。 

ウ 仮設給水栓設置による給水 

断水地域の状況や水道施設の復旧状況によって、消火栓や応急仮配管の活用による応急給水が可

能な場合は、水道部（水道局）、県企業局及び四街道市上下水道部が協力して、次のとおり応急給水

を実施する。 

（ア）消火栓及び排水栓を活用した応急給水 
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災害のため飲料に適した水が得られず、応急給水の必要がある地域の給水拠点の周辺で、活用

できる消火栓及び排水栓がある場合は仮設給水栓を接続して、応急給水を行う。 

（イ）応急仮配管による応急給水 

復旧が長時間を要すると予想される断水地域や、多量の水を必要とする大規模な医療機関等の

断水に対しては、状況に応じて、仮配管を行い、仮設給水栓を設置して、給水を行う。 

仮設給水栓の設置場所は、水道部長（水道局長）が区本部長（区長）及び関係機関と協議し、

最も有効に活用できる地点を選定するよう努める。 

エ その他 

断水の被害状況に応じ、官公庁保有の船艇による港湾での給水支援の要請を検討する。 

 

第２ 食品の供給 

 【調達-市民局、経済農政局供給-各区、関東農政局（農林水産省農産局長）、千葉農政事務所、市薬剤

師会、協定締結事業者、農協、その他米穀・食品関連業者、交通輸送業者】 

 

対

策

の
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ら
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この項では、災害により自宅で炊飯等が不可能になった市民に応急的な炊き出しを行った

り、あるいは住家の被害を受けたため一時縁故先等へ避難する市民に対して、食品の供給を

実施するための役割分担、手順等について、そのあらましをあげる。 

 なお、災害により食品の配給・販売機構等がマヒし、応急的な食品の供給活動を行う必要

があると認めた場合についても、この計画により行う。 

 

１ 食品の供給実施の決定 

（１）供給実施の決定者 

   災害救助法の適用の有無にかかわらず、本部長（市長）又はその補助執行機関としての区本部長

（区長）は、災害により、避難所に収容され、又は食品や調理のための手段を失い、近隣の援助だ

けでは対応できない市民が、ある程度の人数の規模で発生し、相当程度の期間、その状態が継続す

ると判断された場合に食品の供給の実施を決定する。 

   市に災害救助法を適用した場合は、千葉市災害救助法施行細則に規定する救助の程度、方法及び

期間（一般基準）の範囲において救助（食品の給与等）を実施し、一般基準での救助が困難なとき

は、本部長（市長）は、内閣総理大臣に特別基準の設定について協議する。また、本市を含む複数

の県内市町村に災害救助法が適用された場合は、「千葉県災害救助資源配分計画」に基づき、県の連

絡調整の下、救助を実施する。なお、災害救助法による「食品の給与」の実施期間は、災害発生の

日から７日以内となるが、内閣総理大臣の承認により期限を延長することができる。   なお、

市限りにおいて処理不可能な場合は、近接市町、県、国その他関係機関の応援を得て実施する。 

（２）供給対象者 

   応急食品の実施の対象者は、次のとおりとする。 

 ア 避難所に収容された者 

 イ 住家の被害が全焼、全壊、流失、半焼、半壊又は床上浸水等であって炊事のできない者 

 ウ 住家に被害を受け、一時縁故先等へ避難する者（※1） 



第２章 風水害・雪害・火山災害対策計画 第１３節 生活救援対策 

風 - 136 - 

 エ 旅行者・滞在者・通勤通学者で他に食品を得る手段のない者 

 オ 災害応急対策活動従事者（※2） 

なお、米穀の供給機構が混乱し、通常の供給が不可能になった場合には、知事の指定を受けて、

被害を受けない市民に対しても米穀等の応急供給を実施する。（※3） 

（※１）一時縁故先等へ避難する者は、３日分を支給 

（※２）災害応急対策活動従事者は、災害救助法の実費弁償の対象外 

（※３）米穀の応急供給は、原則として自主防災組織（又は町内自治会等の市民組織）を単位とし

て、代金と引き替えで行う。 

（３）食品供給の内容 

応急的に供給する食品は、市が備蓄する保存食（クラッカー・アルファ米）及び他市からの救援

物資又は調達による米穀、食パン、弁当等の主食のほか、必要に応じて、協定締結事業者、百貨店、

スーパー等から梅干し、佃煮等の副食を調達する。また、乳児に対しては、原則として、市が備蓄

する粉ミルク及び粉ミルク販売業者等からの調達による粉ミルク（調整粉乳）とする。 

 

２ 需要の把握（被害状況の把握） 

応急食品の必要数の把握は、経済農政部長（経済農政局長）が、区本部及び関係各部がそれぞれ次

により実施したものを総括して行う。 

なお、把握した食品の必要数（食数）は、直ちに本部事務局長（総務局危機管理部長）を通じて、

本部長（市長）に報告し、本部長（市長）の供給数の決定により、必要数の調達・輸送を実施する。 

 

－ 必要数の把握の分担 － 

（１）避難所については、区本部（避難所班）がそれぞれ担当の避難所において実施し

たものを集計のうえ報告する。 

（２）住宅残留者については、区本部（被災者支援班）が消防部（消防局）その他の関係

各部、関係機関、町会長及び自主防災組織等の市民組織の協力を得て、実施する。 

（３）災害応急対策活動従事者については、各部及び区本部の協力を得て、総務部総務

班（総務局総務部）が実施する。 

 

３ 食品の確保 

（１）市の食品確保体制 

   食品の確保は、経済農政部長（経済農政局長）が本部長（市長）の指示又は区本部長（区長）の

要請に基づき、以下のとおり行う。 

 ア クラッカー及びアルファ米については、市の備蓄品を使用する。 

 イ 梅干し、佃煮等の副食については、協定締結業者から、調整粉乳については、協定締結業者及び

市薬剤師会、薬局等の粉ミルク販売取り扱い業者からそれぞれ緊急調達する。 

（２）県からの米穀等調達 

米穀の調達は、県知事に対し割当申請を行い、その指示を受けて、市内卸売業者若しくは小売販

売業者から調達する。 
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（３）救援物資の受入れ 

市民部長（市民局長）は、他市町村等からの救援物資を集積場所に保管する。 

（４）農林水産省への要請 

政府所有米穀の調達については、必要があるときは、県を通じて（連絡がとれないときには直接）、

農林水産省農産局長に必要な措置を講じることを要請する。 

ア 県に要請する場合 

県の農林水産部から農林水産省政策統括官に要請し、売買契約を締結後、受託事業体から引き渡

される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 農林水産省に直接要請する場合 

農林水産省政策統括官に直接要請した場合、必ず県に報告する。県はこれを受けて農林水産省政

策統括官と売買契約をする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

り災者 農林水産部（県） 

⑦支給 

千葉市 

①要請 

⑤引渡指示 

④売買契約 

委託事業体 農林水産省農産

局長 

②連絡 
③災害救助用米穀
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する引取人） 

り災者 

⑧配給 

委託事業体 
⑧支給 

農林水産部（県） 
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農産局長 
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①直接

要請 

千葉市 

⑥引渡し 
（知事又は知事が指定
する引取人） 



第２章 風水害・雪害・火山災害対策計画 第１３節 生活救援対策 

風 - 138 - 

４ 食品供給活動の実施 

（１）食品等の供給システム 

 

 

  

物の流れ 

情報の流れ（物資の要請等） 

食品等の供給システム図 

 

必
要
物
資
要
請 

 

他市町村等 

 
救援物資 

 

集積場所 

(市民部) 

 

受入れ 

 

事業者等 

 

調達物資 

(経済農政部) 

 

調 

達 

備蓄物資 

(区本部等) 

 

配   分 

 

輸   送 

（財政部） 
 

避  難  所  等 

供 給 

 

被 災 市 民 等 

 

調   整 

(経済農政部) 
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（２）食品の輸送 

食品供給に関する輸送業務は本章第１１節「緊急輸送体制」による。 

（３）食品等の集積場所 

 ア 食品等の集積場所（保管場所）は、本章第１１節「緊急輸送体制」 第２「集積場所」による。 

イ 市民部長（市民局長）は、集積場所における食品等救援物資の受入れ・区分け・在庫管理・積み

込み等を行う。 

（４）食品の供給 

 ア 供給食品 

   供給する食品は、災害発生第１～３日目は、１日あたりクラッカー１食及びアルファ米１食の計

２食を基本とする。ただし、第２日目以降は、他市からの救援物資又は調達物資の状況に応じ、米

飯の炊き出し又は弁当・食パン等による供給も行う。また、乳幼児に対しては、調整粉乳又は大人

と同等とし、特に栄養支援の配慮に努める。 

 イ 供給基準 

 （ア）クラッカー    １食あたり 100 ｇ以内 

 （イ）アルファ米    １食あたり 100 ｇ 

 （ウ）米穀       １食あたり精米 200ｇ以内 （※1、※2） 

 （エ）食パン      １日あたり 200ｇ（約半斤）以内 

 （オ）調整粉乳     乳児１日あたり 115ｇ以内（１回 23ｇ 5回分） 

             幼児１日あたり 78ｇ以内（１回 23ｇ 3回分） 

 （※１）ただし、通常の配給ができない場合の配給については、１日あたり米穀（精米換算）400ｇ 

以内とする。 

 （※２）ただし、救助作業に従事する場合にあっては、米穀（精米換算）１食あたり 300ｇ以内とす

る。 

 ウ 炊き出しの実施 

   炊き出しは、市内小学校の調理室・家庭科室等を利用し区本部避難所班が行うが、必要に応じて、

日赤奉仕団、町内自治会、自主防災組織及び民間業者等に協力を依頼する。 

 エ 供給活動を実施する範囲 

 供給活動を実施する範囲は、各小学校の学区内を基準とするが、災害の実情により区本部長（区

長）が調整する。 

オ 供給への配慮 

（ア）食品を配布する際は避難者数を正確に把握して、不足や重複がないよう公平な供給に努める。

なお、要配慮者に対しては優先的に供給する。 

（イ）避難者に対して、公平に供給されるよう相互に協力を求める。 

（ウ）アレルギー疾患者（児）への対応として、アレルゲンが除去された食品を確保し、他の食品と

は分けて供給する。 

 カ 在宅避難者等への供給 

   住居の被害で炊事ができない在宅避難者、またはやむを得ず指定避難所に滞在することができな

い車中泊等の被災者への食品の供給は、開設された避難所にて名簿の登録を行い、登録をした避難



第２章 風水害・雪害・火山災害対策計画 第１３節 生活救援対策 

風 - 140 - 

所にて供給を行うことを基本とする。 

   なお、在宅の要配慮者で、避難所へ行くことが困難な者については、町内自治会、自主防災組織

等の協力を得ながら、巡回供給に努める。  

（５）局所的災害の場合の対応 

   被災地域・規模が限定され、単独区のみ災害対策本部が設置された場合等において、当該区内の 

備蓄食料のみで対応可能なときは、前記「食品等の供給システム」によらず、区本部長（区長）の 

判断により、直接、自区内の備蓄食料を避難所等へ供給できるものとする。 

 

 

第３ 生活必需品の供給 

 【調達-市民局、経済農政局供給-各区、日本赤十字社千葉県支部、協定締結事業者、デパート・スー

パー等卸小売業者、交通輸送業者】 

 

対

策

の

あ

ら

ま

し 

この項では、災害により被服、寝具その他の衣料品及び生活必需品を喪失又はき損し、日常

生活を営むことが困難である市民に対し、一時の急場をしのぐ程度の被服、寝具その他の衣

料品及び生活必需品を供給又は貸与するための役割分担、手順等について、そのあらましを

あげる。 

 

１ 供給実施の決定 

（１）供給実施の決定者 

   災害救助法の適用の有無にかかわらず、本部長（市長）又はその補助執行機関としての区本部長

（区長）は、必要と認めた場合、生活必需品供給の実施を決定する。 

   ただし、市限りにおいて処理不可能な場合は、近接市町、県、国その他関係機関の応援を得て実

施する。 

   なお、市に災害救助法を適用した場合は、千葉市災害救助法施行細則に規定する救助の程度、方

法及び期間（一般基準）の範囲において救助（生活必需品の給与等）を実施し、一般基準での救助が困

難なときは、本部長（市長）は、内閣総理大臣に特別基準の設定について協議する。また、本市を含む

複数の県内市町村に災害救助法が適用された場合は、「千葉県災害救助資源配分計画」に基づき、県の連

絡調整の下、救助を実施する。（２）供給対象者 

   災害対策活動従事者を除き、「食品」の規定に準ずる。 
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（３）応急給付の内容 

 

○寝具   … 毛布・布団等 

○外衣   … 普通着・作業衣・婦人服・子供服等 

○肌着   … シャツ・ズボン下・パンツ等 

○身回り品 … タオル・手拭い等 

○炊事用具 … 鍋・釜・包丁・バケツ等 

○食器   … 茶わん・汁わん・皿・はし・スプーン等 

○日用品  … 石けん・ちり紙・歯ブラシ・歯磨粉等 

○光熱材料 … マッチ・ローソク・プロパンガス等 

 

２ 需要の把握（被害状況の把握） 

  災害対策活動従事者を除き、「食品」の規定に準ずる。 

 

３ 生活必需品の確保 

（１）経済農政部長（経済農政局長）は、本部長（市長）の指示又は区本部長（区長）の要請に基づき、 

迅速に市内又は市外の業者から調達するが、市の調達量に不足が生じたとき、又は調達が困難な

時は県に備蓄物資の融通等を要請するものとする。 

（２）市民部長（市民局長）は、他市町村等からの救援物資を集積場所に保管する。 

 

４ 供給活動の実施 

（１）生活必需品の供給システム 

   生活必需品の供給は「食品」の規定に準ずる。 

（２）生活必需品の集積場所（保管場所）及び輸送業務の分担 

   災害対策活動従事者を除き、「食品」の規定に準ずる。 

（３）生活必需品の供給 

 ア 給与（貸与）基準 

生活必需品の給与（貸与）基準は、災害救助法の範囲内で行う。 

 イ 供給への配慮 

 （ア）生活必需品を配布する際は避難者数を正確に把握して、不足や重複がないよう公平な供給に努

める。なお、要配慮者に対しては優先的に供給する。 

（イ）避難者に対して、公平に供給されるよう相互に協力を求める。 

（ウ）生活必需品の品目に応じて、同性の者による対応又は他者へ見えないよう覆いをして供給する

等の配慮に努める。 

 ウ 在宅避難者等への供給 

住居の被害で生活必需品を喪失又はき損した在宅避難者、またはやむを得ず指定避難所に滞在す

ることができない車中泊等の被災者への供給は、開設された避難所にて名簿の登録を行い、登録を

した避難所にて供給を行うことを基本とする。なお、在宅の要配慮者で、避難所へ行くことが困難

な者については、町内自治会、自主防災組織等の協力を得ながら、巡回供給に努める。 

（４）局所的災害の場合の対応 
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   「食品」の規定に準ずる。 

 

 

第４ 救援（支援）物資の対応 

 【総務局危機管理部、市民局】 

 

東日本大震災や新潟中越地震では、救援物資が短期間の間に大量に搬入され、集積場所に滞留して、

物資を必要としている被災者の手元に届くまでに時間がかかる等問題が生じている。そのため、迅速か

つ的確に物資が供給できるよう必要な対策を実施する。 

 

 

１ 救援物資の要請 

経済農政部長（経済農政局長）は、備蓄・調達による物資供給対応のみでは、物資の不足が生じる

と判断した場合、テレビ、ラジオ、新聞等報道機関の協力やホームページを活用して要請を行う。 

 

２ 要請事項 

（１）必要な救援物資の品目 

（２）救援物資は、原則として、都道府県、市町村単位及び団体からの受入れとし、その形態は、単品

こん包又は類似品種のこん包で、内容・数量が把握できるよう、ラベル表示させる。 

（３）運搬手段は提供側で確保し、原則として指定する物資集配拠点まで輸送する。 

なお、物資の充足による要請の打切り又は品目の変更があれば、その都度情報提供を行う。 

 

３ 救援物資の受入れ 

  市民部長（市民局長）は、救援物資の提供があった場合、集積場所で受け入れる。 

※集積場所、物資供給に係る役割分担、集積場所の運営及び物資輸送の要請については、第１１節

「緊急輸送体制」のとおり 

 

４ 救援物資に対する留意事項 

（１）個人からの物資 

個人からの物資については、災害発生直後は、原則として受け取らない。 

個人レベルでの救援物資は量・質ともに不揃いであり、過去の災害では、中古製品、着古した着

衣や賞味期限が切れてしまった食品などが届いた事例が見受けられた。 

災害発生直後にこのような物資に対して、多くの人員を割くことは災害対策全体の質を低下させ

てしまい、また、最終的に行き場を失い、保管費用や処分費用がかかり逆に復興の妨げになってし

まうことから「第二の災害」と呼ばれている。 

しかしながら、救援物資自体は被災者に対する善意の表れであり、市としては感謝する必要があ

る。そのため、市としては状況を説明したうえで、個人からは義援金での支援に理解を求める。 

（２）救援物資要請の終了 

発災直後の混乱期を過ぎ、ライフラインの回復、道路復旧、仮設住宅への入居等、徐々に都市機
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能が回復し、商業ベースの流通が安定したと判断した段階で、要請を終了する。救援物資は無償の

支援であるが、通常の経済活動の回復が最終的に早期の復興に資することに留意しなければならな

い。 

（３）プッシュ型支援への対応 

県は、情報の寸断等により、ニーズの把握が困難な状況となる被災地に対して、要請を待たずに

物資の供給を行う、いわゆる「プッシュ型」支援を想定している。 

（４）物資調達・輸送調整等支援システムの活用 

平成３０年７月豪雨災害における政府の物資支援において、避難所への物資到着状況の把握や避

難所ニーズの集約が困難であったことなどが課題とされ、国・自治体・避難所の担当者が、これら

の情報を一元的に管理・共有できるシステムとして構築・運用されている。大規模な災害発生のお

それがある場合、事前に物資の輸送拠点の管理者の連絡先や開設手続きを関係者間で共有し、備蓄

物資の提供を含め速やかな物資支援に努める。 

 

第５ 災害時保育の実施 

 【こども未来局、民間保育施設】 

対

策

の

あ

ら

ま

し 

災害発生時、保育所（園）・認定こども園等（以下「保育所（園）」という）は、児童の安全

の確保に最大限努めるとともに、一刻も早い災害復旧と社会経済活動の継続のため、段階的

に災害時保育を実施し、全所（園）での早期再開を目指す。 

あわせて、地域の子育て支援拠点として、地域の保護者等への子育て支援に積極的に努め

るとともに、一時的に保育が必要となった児童について、可能な限り受入れに努める。 

 

１ 事前措置 

（１）こども未来局長は、日頃から、本計画の内容を公立保育所（園）職員に周知・徹底するとともに、

民間事業者に対しても、本計画に基づき同様の対応をとるよう要請する。 

（２）保育所（園）長は、災害の発生に備え、予め次のような措置を講じる。 

ア 施設の立地条件等を考慮し、避難計画を策定するとともに、定期的に避難訓練を実施する。特に、

浸水想定区域や土砂災害警戒区域に立地する保育所（園）については、ハザードマップ等を参考に、

避難経路、避難場所を十分に検討する。 

イ 災害時の保護者との連絡方法や児童の受け渡し方法等を定め、保護者に周知するとともに、市、

警察署、消防署等関係機関との連絡体制を確立する。 

ウ 勤務時間外における職員の所在確認や非常招集の方法、災害の状況に応じた参集体制等を定め、

職員に周知する。 

エ 保護者のすぐの引き取りが困難な場合を想定し、一定期間、児童を預かるために必要な、非常食、

飲料水等非常用物資を確保する。 

 

２ 災害発生時の対応 

（１）こども未来部長（こども未来局長）は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、保育所

（園）長に対し、災害に関する情報を迅速かつ的確に伝達する。 



第２章 風水害・雪害・火山災害対策計画 第１３節 生活救援対策 

風 - 144 - 

（２）保育所（園）長は、災害の状況に応じ、適切な緊急避難の措置を講じる。特に、浸水想定区域や

土砂災害警戒区域に立地する保育所（園）については、市からのＦＡＸや「ちばし安全・安心メー

ル」等により避難情報等を覚知した場合は、速やかに緊急避難を行う。 

（３）保育所（園）長は、児童及び職員、施設設備等の被害状況を速やかに確認し、こども未来部長（こ

ども未来局長）に報告する。 

（４）勤務時間外に災害が発生した場合、予め定められた職員は所属保育所（園）に参集し、施設設備

の被害状況や児童及び職員の安否情報の確認・報告など必要な対応を行う。 

（５）保育所（園）長は、災害の状況に応じて臨時の職員編成を行うなど、速やかに保育実施のための

体制を整えるとともに、職員の確保状況、児童の受入れ可能人数等について、こども未来部長（こ

ども未来局長）に報告する。 

（６）こども未来部長（こども未来局長）は、保育所（園）長に対し、緊急対策に関する情報・指示を

迅速かつ的確に伝達する。 

 

３ 災害時保育の実施 

（１）こども未来部長（こども未来局長）は、各園における被害状況や児童の受入れ可能人数等の情報

に基づき、下記を検討の上、災害時保育の実施方法を決定する。 

 ア ①継続して実施が可能な保育所（園）、②速やかに再開が可能な保育所（園）、③当面の間、休止

する保育所（園）の選定 

 イ 受入れに余裕がある保育所（園）での合同保育の実施 

 ウ 他の公共施設等を使用した保育の実施 

（２）保育所（園）の実施状況、再開見込み等について、市ホームページ等で、随時、周知する。 

（３）災害発生直後、保育ニーズは一時的に減少するものの、すぐに従前の水準に戻ることが予想され

ることから、実施保育所（園）を段階的に増やすとともに、速やかな全所（園）での保育再開を目

指し、被災した施設設備の早期復旧や職員の確保に努める。 

（４）保育の実施にあたり、民間も含め必要な物資が不足する場合、こども未来部長（こども未来局長）

は、関係部長（関係局長）等に対し、物資の確保・調整を要請する。 

（５）保育の実施にあたり、保育士等必要な職員が不足する場合、こども未来部長（こども未来局長）

は、本部長（市長）、区本部長（区長）等に対し、直近要員職員の保育所への復帰等の調整を要請す

るとともに、更に、民間園を含め大幅に人員が不足する場合は、災害時受援計画に基づき、本部事

務局を通して、他自治体へ応援を要請する。 

 

４ 地域の子育て支援の実施 

（１）保育所（園）は、平常時から、地域の子育て支援の拠点としての役割も担っており、災害時にお

いても、地域の保護者等に対して、保育の専門性を活かした子育て支援を積極的に行う。 

（２）在籍児童ではないが、保護者が災害復旧に従事する等の理由で一時的に保育が必要となった児童

について、可能な範囲で受入れに努める。なお、こども未来部長（こども未来局長）は、受入れが

可能な保育所（園）について調整を行い、市ホームページ等で周知する。 
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５ その他の留意事項 

（１）保育所（園）内における児童の救護は、原則として、看護師等の職員がこれにあたるが、必要に

応じて医療対策本部に対応を要請する。 

（２）給食は、原則、実施するよう努めるものとするが、ライフラインの途絶や食材の不足等で実施が

困難な場合は、保護者に対し弁当持参等の協力を依頼する。 

（３）本部長（市長）、関係部長（関係局長）等から、被災者への炊き出しについて協力要請があった場

合は、児童の保育に支障の無い範囲で可能な限り対応する。 

 

第６ 災害相談の実施 

 【市民局、各区、市役所コールセンター、県、警察署、その他ライフライン関係機関】 

 

対

策

の

あ

ら

ま
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災害相談は、災害による精神的・物質的打撃から立ち直るための支援の窓口を広く開放す

ることにより、迅速な応急対策の実施のための情報の流れを円滑にすることを第１のねらい

とする。 

また、第２のねらいとして、社会システムの混乱や情報の不足によるパニックの発生を防

止し、社会秩序への信頼を回復し生活再建への着手を促すために行われる。 

この項では、市（区）、県及びその他防災関係機関が行う災害相談について、それぞれの役

割分担、手順等のあらましをあげる。 

 

１ 災害相談窓口の開設 

市民部長（市民局長）及び区本部長（区長）は、大規模な災害が発生した場合若しくは本部長（市

長）の指示があった場合は、直ちに市役所及び区庁舎１階ロビー等に被災者又はその関係者からの医

療救護、交通事情、住宅支援等に関する問い合せの相談に応ずるための、災害相談窓口を開設し、相

談・問合せ受付業務を実施する。 

 

２ 臨時市民相談所の開設 

市民部長（市民局長）及び区本部長（区長）は、災害発生による避難が終了した後は、本部長（市

長）の指示又は自らの判断に基づき、避難所又は被災地の交通に便利な地点に市臨時市民相談所を開

設し、被災した市民の相談、要望、苦情などの積極的な聴き取りに努める。 

開設の実施にあたっては、相談事項の速やかな解決を図るため、関係各部（局）及び関係機関の協

力を得るものとする。 

 

３ 県による災害相談 

（１）県庁内に被災者総合相談窓口を設置するとともに、税務、福祉・医療、商工、農林・水産、土木・

都市、教育等の個別相談窓口を設置する。 

（２）被災者への相談事業等の展開 

   災害によるショック及び避難生活の長期化へ対応するため被災地及び避難所において専門家等

による相談等の事業を行う。 

 ア 要介護者への巡回相談事業の実施 
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 イ 被災児童生徒及び保護者への相談事業の実施 

（３）被災者への迅速かつ適切な相談業務を行うため、県各部局及び市町村と緊密な連携を図る。 

 

４ 防災機関等による災害相談 

（１）各警察署 

各警察署長は、警察署又は交番その他必要な場所に相談所を開設し、警察関係の相談業務にあた

る。 

 ア 警察署又は交番その他必要な場所に臨時相談所を設置する。 

 イ 相談活動を通じて把握した問題については、組織的対応により迅速な処理をするとともに、必要

により関係機関に連絡して、その活動を促す。 

（２）その他関係機関 

本部長（市長）又は区本部長（区長）は、必要に応じて、電気、ガス、水道その他の防災関係機

関に対して、市の災害相談への担当係員の派遣、営業所等における災害相談業務の実施等について

協力を要請する。 

また、県弁護士会、県行政書士会等、各防災関係機関の災害相談受付体制に関する情報の収集・

広報活動に努める。 
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第１４節 要配慮者の対策 

 

第１ 在宅の要配慮者の対策 

 【総務局、保健福祉局、こども未来局、消防局、教育委員会、各区、市社会福祉協議会、民生委員・

児童委員、町内自治会、自主防災組織、社会福祉施設】 

 

対

策

の
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ら

ま
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大規模災害発生時の在宅の高齢者、障害者等については、平常時より在宅福祉サービス等

の援護を受けている者に加え、災害により家族や近隣の援護を失って自宅に取り残されたり、

あるいは生活に支障が生じることなどにより、新たな要配慮者が発生する。これら在宅の要

配慮者の対策を、発災直後より、各段階におけるニーズにあわせ的確に講じる。 

 

１ 避難行動要支援者の避難支援等 

避難行動要支援者は、災害発生時に必要な情報を素早く的確に把握して、自らを守るために安全な

場所に避難するなどの一連の行動をとることが難しく、避難支援等を必要とする。 

避難支援等は、大きく情報伝達、安否確認、避難支援の３つの類型に分類できる。 

・情報伝達…災害情報の把握に支援が必要な方に対し、警戒レベル３(高齢者等避難)などの情報提供

を行う。 

・安否確認…災害時に安否の確認がとれない方に対し、直接本人を訪ねて安否確認を行う。 

・避難支援…自分ひとりや家族の支援のみでは避難が困難な方に対し、避難所までの移動を支援する。 

 総務部長（総務局長）、保健福祉部長（保健福祉局長）、こども未来部長（こども未来局長）及び区

本部長（区長）は、連携を図り、災害が発生し、または災害が発生するおそれがある場合において、

避難行動要支援者名簿の活用や、市社会福祉協議会、民生委員・児童委員、町内自治会、自主防災組

織、消防局、消防団や千葉県警察等と連携して、居宅に取り残された避難行動要支援者の避難支援等

にあたる。 

避難支援等については、要配慮者対策を重点的に具体化した個別計画である「千葉市災害時要配慮

者支援計画」による。 

 

２ 避難支援等の留意事項 

避難支援等は、町内自治会や自主防災組織等によって、以下の事項に留意して行う。 

（１）避難経路は、できる限り危険な橋、堤防、その他新たに災害発生（二次災害）のおそれのある場

書を避け、安全な経路を選定すること。この場合、なるべく体創健社、その他適当なものに依頼し

て費難者の誘導措置を講ずること。 

（２）危険な場所には、表示、なわ張りを行うほか、状況により誘導員を配置すること。 

（３）状況により、高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦等は適当な場所に集合させ、車両による輸送を行

うこと。 

この場合、ロープ等の資材を利用して輸送途中の安全を期すること。 

（４）避難誘導は、収容先での救助物資の配給等を考慮し、できれば町内自治会等の単位で行うこと。 
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（５）高齢者、障害者等の避難行動要支援者については、その状態や特性に応じた適切な避難誘導を行

うこと。 

（６）避難支援等関係者の避難支援等にあたっては、避難支援等関係者本人又はその家族等の生命及び

身体の安全を守ることを大前提とすること。 

 

３ 避難所における要配慮者への対応 

   市は、指定避難所等での生活が困難な要配慮者に対する支援として「千葉市災害時要配慮者支援

計画」に定めるとおり、福祉避難所（福祉避難室及び拠点的福祉避難所）を開設する。 

   福祉避難所開設後は、関係機関及び各避難所に開設済の福祉避難所を周知する。 

    

   なお、知事は、救助を迅速に行うため必要があると認めたときは、その権限に属する救助の実施

に関する事務の一部を市町村長が行うこととすることができる。 

   市は、要配慮者対策を重点的に具体化した個別計画である「千葉市災害時要配慮者支援計画」に

より対応する。また、千葉県災害福祉支援チーム（ＤＷＡＴ）の受入れ等も検討し、必要に応じて

千葉県へ要請を行う。 

   また、市に災害救助法を適用した場合は、千葉市災害救助法施行細則に規定する救助の程度、方

法及び期間（一般基準）の範囲において救助（福祉避難所の設置）を実施し、一般基準での救助が

困難なときは、本部長（市長）は、内閣総理大臣に特別基準の設定について協議する。また、本市

を含む複数の県内市町村に災害救助法が適用された場合は、「千葉県災害救助資源配分計画」に基

づき、県の連絡調整の下、救助を実施する。 

 

福祉避難所の概要 

種別 対象者 場所 

福
祉
避
難
所 

福祉避難室 

専門性の高いサービスは必要

としないものの、通常の避難所

では避難生活に困難が生じる避

難者 

避難所が学校の場合は保健室以

外の部屋、その他の施設の場合は

避難所事務所の近くにある部屋 

拠点的福祉避難所 

緊急の入院加療等を必要とし

ないものの、より専門性の高い

サービスを必要とする避難者 

高齢者施設や障害者施設のう

ち、その施設管理者から同意を得

られ、市と協定を結んだ施設をあ

らかじめ指定 

※拠点的福祉避難所への移送は、

親族及び保護者などが避難所従事

者の協力を得て行う。 
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第２ 社会福祉施設の対策 

 【保健福祉局、こども未来局、各区、施設所管局、市社会福祉協議会、民生委員・児童委員、町内自治

会】 

 

対

策

の

あ

ら
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社会福祉施設には自宅での介護が困難な人が入所又は通所していることから、災害発生時

においても、継続した施設援護サービスが提供できるよう、当該施設はもとより他の施設へ

の移送等も含め適切な対策を講じるものとする。 

比較的に被害が少なかった施設等においては、他の施設での援護が困難となった者や災害

により新たに援護が必要となった者の受入れを積極的に行う。 

 また、施設の持つ機能を最大限に発揮し、「千葉市災害時要配慮者支援計画」に基づく拠点

的福祉避難所として協力するなど、近隣地域における要配慮者に対しても適切な支援を講じ

る。 

１ 施設における初動対策 

各施設の長は、施設ごとに定められている「防災計画」に基づき、保健福祉部長（保健福祉局長）

等と調整を図りながら、当該施設並びにその入所者及び通所者について、次のような対策を講じるも

のとする。 

（１）建物、設備、備品等に関わる被害状況の把握と保健福祉部長（保健福祉局長）への報告 

（２）入所者及び通所者の安全確保と他施設への受入れ要請 

（３）応援職員及びボランティアの派遣要請 

 

２ 緊急受入れ対策 

各施設の長は、当該施設の入所者及び通所者の処遇の継続を確保した後、さらに施設として要配慮

者の受入れが可能な場合は、保健福祉部長（保健福祉局長）等と調整を図りながら、拠点的福祉避難

所として協力するため、次のような対策を講じるものとする。 

（１）当該施設における受入れ可能人員の把握と保健福祉部長（保健福祉局長）への報告 

（２）受入れのための体制整備 

 ア 設備、備品等の確保 

 イ 生活必需物資等の確保 

 ウ 応援職員及びボランティアの派遣要請 

  また、拠点的福祉避難所として市と協定を結んでない施設とは、今後とも協定締結に努めていく。 

 

３ 近隣地域での支援対策 

各施設の長は、施設内での援護活動を実施するほか、近隣地域との協力のもとに、保健福祉部長（保

健福祉局長）等と調整を図りながら、施設の持つ設備、備品、人材等を活用し、可能な限り地域にお

ける被災者の支援を行う。 
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第３ 日本語の理解が十分ではない外国人等への対応 

 【総務局、保健福祉局、市国際交流協会】 

 

対

策

の

あ

ら

ま

し 

日本語の理解が十分ではない外国人等は、災害時において、日本語の情報を理解できない

ほか、地理的不案内、生活習慣の違いなどのため適切な行動を取ることが困難な場合がある。 

そのため、災害時には、千葉市国際交流協会やボランティア等の協力を得て外国語による

情報提供等を行い、外国人等の安全を図る必要がある。 

 

１ 千葉市災害時外国人支援センターの設置・運営 

  総務部長（総務局長）は、災害時における外国人の支援を円滑に行うため、千葉市国際交流協会に、

千葉市災害時外国人支援センターの設置・運営を要請する。 

 

２ 通訳の確保 

  総務部長（総務局長）は、日本語の理解が十分ではない外国人等の安全を期するため、保健福祉部

長（保健福祉局長）と協力し、ボランティアを含む通訳者の確保を図る。 

 

３ 情報の提供 

  総務部長（総務局長）は、千葉市国際交流協会等の外国人等に関するコミュニティ団体等に対し情

報の提供を行い、外国語版の広報資料の発行等を行う。 

 

４ 語学ボランティアの派遣 

援助を必要としている避難所等へ、千葉市国際交流協会に登録されている語学ボランティアを派遣する。 
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第１５節 住宅対策 

 【都市局、各区、県、（一社）千葉市建設業協会、プレハブ建築協会、千葉県建設業協会、全国木造建

設事業協会、千葉県宅地建物取引業協会、全日本不動産協会、全国賃貸住宅経営者協会連合会、全国

賃貸住宅経営者協会連合会千葉県支部】 

 

第１ 応急仮設住宅の供給 

  災害により住家が滅失した被災者のうち、自らの資力では住宅を確保出来ない者に対し応急に住宅

を提供し一時的な居住の安定を図る。 

  市営住宅や借上げ型の応急仮設住宅への一時入居を行っても供給が不足する場合、建設型の応急仮

設住宅により対応する。 

  また、市に災害救助法を適用した場合は、千葉市災害救助法施行細則に規定する救助の程度、方法

及び期間（一般基準）の範囲において救助（応急仮設住宅の供与）を実施し、一般基準での救助が困

難なときは、本部長（市長）は、内閣総理大臣に特別基準の設定について協議する。また、本市を含

む複数の県内市町村に災害救助法が適用された場合は、「千葉県災害救助資源配分計画」に基づき、県

の連絡調整の下、救助を実施する。 

 

１ 市営住宅等の活用 

   空家の数や設備を調査し、応急仮設住宅として活用できる住宅を提供する。 

   協定締結先（県内市町村）の提供可能戸数についても調査を行う。 

 

２ 借上げによる応急仮設住宅 

   災害救助法が適用された後に協力団体への協力要請を行い、協力団体の受諾後、入居募集を開始

する。入居を希望する被災者から申込に必要な書類を受け付け、民間賃貸住宅の借上げを行う。 

 

３ 建設による応急仮設住宅 

   建設による応急仮設住宅の戸数は、区本部長（区長）の意見を聞いて本部長（市長）が決定する。 

（１）大規模地震発災直後の戸数 

   全壊・大規模半壊住宅数の 10％を目安とする。 

（２）大規模地震発災から２週間目以降の戸数 

   避難所にいる被災者へのヒアリング調査や市営住宅、借上げによる応急仮設住宅の受付状況など

により、戸数を算定する。 

（３）建設地の選定 

   応急仮設住宅の建設地は、あらかじめ選定された建設予定候補地の中から以下の条件を考慮し、

現況を調査したうえで決定する。 
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－ 建設地の条件 － 

（１）浸水、がけ崩れ等の危険がないこと 

（２）飲料水等が得やすく、保健衛生上良好なこと 

（３）り災者の従前居住地に近いこと 

（４）交通の便がよいこと 

（５）公有地であること 

（６）敷地が広大であること 

 

（４）応急仮設住宅の建設 

   建設予定地の現況調査の結果を基に「応急仮設住宅建設計画書」を策定し本部長（市長）へ報告

の上、協力団体から建設業者の斡旋を受け、建設をする。 

（５）応急仮設住宅の解体・撤去 

   応急仮設住宅の供与が終了した場合、その解体及び撤去を行う。 

 

４ 協定締結先管理住宅等の利用 

   被災者用住宅等の供与につき、協定を締結している関係機関や民間事業者等に対し、支援の要請

をする。市は、関係機関や民間事業者等と被災者用住宅等の供与につき、協定の締結を進める。 

 

第２ 応急仮設住宅への入居 

 

１ 入居者資格 

以下の事項すべてに該当する被災者とする。 

（１）住家が全焼、全壊又は流失した者で、居住する住家がない者 

（２）自らの資力では、住宅を確保できない者 

（３）被災時に千葉市に居住していた者（住民登録の有無は問わない。） 

 

２ 選定の方法 

建築班（都市局建築部）は、あらかじめ入居者の選定方法を作成しておき、区本部（各区）が作成

した応募者リストに基づいて入居者を選定する。また、選定にあたっては、次の者を優先する。 

（１）特定の資産のない高齢者、障害者、一人親世帯 

（２）乳児（3歳以下）のいる世帯、妊婦のいる世帯、18歳未満の子供が 3人以上いる世帯 

（３）病弱者等のいる世帯、被保護世帯並びに要保護世帯 

 

３ 入居 

建築班（都市局建築部）は、仮設住宅への入居が円滑に進むよう区本部長（区長）及び関係各部長

（各局長）と調整するものとする。 
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第３ 応急仮設住宅の管理 

 

１ 管理 

   建設した応急仮設住宅の管理は、建築班（都市局建築部）が行う。建築班（都市局建築部）は、

入居者台帳等を整備し入退去の管理を行う。 

 

２ 生活支援 

   区本部長（区長）は、入居者台帳に基づき関係各部長（各局長）と連携し生活支援を行う。 

 

３ 恒久住宅への移行支援 

   建築班（都市局建築部）は、区本部長（区長）と協力し入居者が供与期間内で退去できるよう、

恒久住宅への移行支援を行う。 

 

 

第５ 被災住宅の応急修理 

 

   被災住宅の応急修理の実施は、災害救助法が適用された場合に本部長（市長）が実施（給付）す

るものとする。 

   都市部長（都市局長）は、直ちに住宅の応急修理実施に必要な体制を整え事務にあたる。また、

市に災害救助法を適用した場合は、千葉市災害救助法施行細則に規定する救助の程度、方法及び期

間（一般基準）の範囲において救助（住宅の応急修理）を実施し、一般基準での救助が困難なとき

は、本部長（市長）は、内閣総理大臣に特別基準の設定について協議する。また、本市を含む複数

の県内市町村に災害救助法が適用された場合は、「千葉県災害救助資源配分計画」に基づき、救助を

実施する。 

   なお、市の体制のみにおいて処理不可能な場合は、近接市町、県、国その他関係機関の応援を得

て実施する。 

 

 

１ 被災住宅の応急修理 

（１）日常生活に必要な最小限度の部分の修理 

  ア 対象者 

    災害のため住家が半壊（焼）・準半壊の被害を受け、自らの資力では応急修理をすることができ

ない者や、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な程度に住家が半壊した者。 

  イ 応急修理の給付内容 

    応急修理は、居室、炊事場、便所などの日常生活に必要な最小限度の部分について、実施（給

付）するものとする。 

    修理に要する費用の限度は、災害救助法の定めるところによる。 

   （令和４年度基準 半壊：一世帯当たり 655,000円、準半壊：一世帯当たり 318,000円） 

    ※災害救助法による災害救助基準（資料 8-1） 
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  ウ 期間 

    応急修理は、原則として災害発生の日から３ケ月以内に完了するものとする。また、国の災害

対策本部が設置された災害においては６ケ月以内に完了するものとする。なお、期限内の実施が

困難な場合は内閣府と協議する。 

    また、国の災害対策本部が設置された災害においては６ケ月以内に完了するものとする。 

（２）住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理 

  ア 対象者 

    災害のため住家が半壊（焼）又はこれに準ずる程度の損傷を受け、雨水の浸入等を放置すれば

住家の被害が拡大するおそれがある者 

  イ 応急修理の内容 

    応急修理は、住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理が必要な部分について、実施（給

付）するものとする。 

    修理に要する費用の限度が、災害救助法の定めるところによる。 

   ※災害救助法による災害救助基準（資料 8-1） 

  ウ 期間 

    応急修理は、原則として災害発生の日から 10 日以内に完了するものとする。なお、期限内の

実施が困難な場合は内閣総理大臣へ協議する。 

 

２ 市営住宅の応急修理 

  既設の市営住宅又は付帯施設が災害により著しく損傷を受けた場合は、市民が当面の日常生活を営

むことができるよう応急修理を次のとおり実施する。 

（１）市営住宅又は付帯施設の被害状況は、建築班（都市局建築部）が早急に調査を行う。 

（２）市営住宅又は付帯施設のうち危険箇所については、応急保安措置を実施するとともに、危険防止

のため市民に周知を図る。 

（３）市営住宅の応急修理は、屋根、居室、炊事場、便所等の日常生活に欠くことができない部分のみ

を対象とし、修理の必要度の高い住宅から実施する。 

   ※災害救助法による救助の程度、方法及び期間（資料 8-1） 

 

 

第６ り災証明書の交付 

 

  本部長（市長）は、各種の支援措置が早期に実施されるよう、災害発生後早期にり災証明書の交付

体制を確立し、被災者から申請があった場合、遅滞なく交付する。 

  詳しくは共通編第３章を参照する。 
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第１６節 環境対策等 

 

 市は災害廃棄物対策組織として、必要に応じ総務、し尿処理、ごみ処理及びがれき処理に関する各担

当を置き、被害状況を把握する。また、国、県、他の市町村、関係団体等と連携を図りながら、必要に

応じ広域処理を行う等により災害廃棄物の適正かつ円滑・迅速な処理に当たる。 

 

 

第１ 障害物の処理 

 【環境局、都市局、建設局、消防局、警察署、道路管理者、千葉土木事務所、（一社）千葉市建設業協

会、土木建設業者、市下水管路維持協同組合、市指定排水設備工事業者】 

 

 

１ 住宅関係障害物の処理 

（１）実施者 

   災害救助法の適用の有無にかかわらず、本部長（市長）が必要と認めたとき、障害物処理の実施

を決定する。 

   なお、市限りにおいて処理不可能な場合は、近接市町、県、国その他関係機関の応援を得て実施

する。 

（２）処理すべき対象 

   処理すべき障害物とは、住家及びその周辺に運びこまれた土石、竹木等の障害物又は建物等の倒

壊により発生した障害物であり、次の条件に該当するものとする。 

 

障 害 物 の 処 理 
  

住 宅 関 係 障 害 物 の 処 理 
   

     

 

 

 
（ 都 市 部 担 当 ） 

 
   

 
河 川 等 関 係 障 害 物 の 処 理 

 
 

 

   

 
（ 建 設 部 担 当 ） 

 
   

 
道 路 上 の 障 害 物 の 処 理 

 
 

※風 P172参照 

   

 
（ 建 設 部 ・ 国 担 当 ） 

 
   

 
救助等のための障害物の処理 

  ※風 P65参照 

 

    

 
（ 消 防 部 ・ 警 察 署 担 当 ） 

    

 処 理 し た 障 害 物 の 仮 置 場 ※風 P157参照 

 （環境部担当）   

  最 終 処 分 場  
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－ 処理すべき対象となる住家の障害物 － 

ア 障害物のため当面の日常生活が営み得ない状態にあること 

イ 障害物が居間、炊事場等日常生活に欠くことのできない場所に運

びこまれたもの、又は出入りが困難な状態であること 

ウ 自らの資力で障害物の処理ができないもの 

エ 半壊又は床上浸水した住家 

オ 原則として、当該災害により直接被害を受けたもの 

 

（３）処理の実施 

 

   災害救助法の適用の有無にかかわらず、都市部長（都市局長）は、本部長（市長）の指示に基づ

き、区本部長（区長）の意見及び周囲の状況を考慮して、優先度の高い箇所を指定し、区本部及び

関係各部（局）、（一社）の協力により作業班を編成し実施する。 

   また、市に災害救助法を適用した場合は、千葉市災害救助法施行細則に規定する救助の程度、方

法及び期間（一般基準）の範囲において救助（障害物の除去）を実施し、一般基準での救助が困難

なときは、本部長（市長）は、内閣総理大臣に特別基準の設定について協議する。また、本市を含

む複数の県内市町村に災害救助法が適用された場合は、「千葉県災害救助資源配分計画」に基づき、

救助を実施する。 

  ア 市は、処理対象戸数及び所在を調査する。 

  イ 処理作業は、市が保有する器具・機械を使用して市が行う。 

  ウ 労力、機械等が不足する場合は、県（千葉土木事務所）に要請し、隣接市からの派遣を求め、

さらに不足する場合は、市内の土木業者等から資器材・労力等の提供を求める。 

  エ 支出できる費用は、ロープ、スコップ、その他処理のため必要な機械器具等の借上費、輸送費

及び人件費とし、１世帯あたりに要する限度額は、災害救助法の定めるところによる。 

  オ 実施期間は、災害発生の日から 10 日以内に完了する。なお、期限内の実施が困難な場合は内

閣総理大臣へ協議する。 

（４）作業上の留意事項 

   処理作業を実施するにあたっては、以下の点について、十分留意して行うものとする。 

 

－ 処理作業上の留意事項 － 

ア 他の所有者の敷地内で作業が必要なときは、可能な限り、管理

者、所有者の同意を得る。 

イ 処理作業は、緊急やむを得ない場合を除き、再度の輸送や事後の

支障の生じないよう配慮して行う。 

ウ 障害物の集積場所については、廃棄すべきものと保管すべきもの

とを明確に区分し、また、収集作業のしやすいよう関係各部と協議

して、処理作業実施者が決める。 

※災害救助法による救助の程度、方法及び期間（資料 8-1） 

 

２ 河川等関係障害物の処理 

災害時における管内河川、公共下水道・排水路等の機能を確保するため、巡視を行う。 
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特に、橋脚、暗渠流入口及び工事箇所の仮設物等につかえる浮遊物並びに流下浮遊物その他の障害

物の処理作業を区本部・関係各部、関係機関及び（一社）千葉市建設業協会と協力して実施する。 

また、下水道管渠
かんきょ

内で流下に支障となる障害物の処理作業を千葉市下水管路維持協同組合と協力し

て実施する。 

  ※千葉市域を流下する河川（資料 1-4） 

 

３ 道路関係障害物の処理 

道路上の障害物の除去は自動車・死体等の特殊なものを除き、道路法第３章第１節「道路管理者」

に規定する道路管理者が行う。 

特に「緊急輸送道路一次路線」については最優先に実施する。 

 

４ 県及び県内市町村での援助協力 

   市は、災害等による大量の廃棄物が発生し、単独での処理が困難な場合には、「災害時等におけ

る廃棄物処理施設に係る相互援助細目協定」に基づき相互に援助協力を行う。 

   また、建築物の解体に伴うがれき等の大量発生が予想されることから、「地震等大規模災害時に

おける災害廃棄物の処理等に関する協定」及び「地震等大規模災害時における被災建物の解体撤

去等に関する協定」に基づき、県を通じて民間事業者の協力を求める。 

 

５ 県による災害廃棄物処理 

   県は、市町村災害廃棄物処理計画策定に関する助言、災害廃棄物処理に関する技術的な助言、

情報処理を行う。なお、甚大な被害を受けた市町村が、自ら災害廃棄物の処理を行うことが困難

な場合や、県が一括して処理を行ったほうが円滑かつ迅速に災害廃棄物の処理が行えると判断さ

れる場合は、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 252条の 14の規定に基づき、被災市町村が

県に災害廃棄物の処理に関する事務の全部または一部を委託し、県が被災市町村に代わって災害

廃棄物の処理を行う。 

 

 

第２ ガレキの処理 

 【環境局、都市局、建設局、（一社）千葉市建設業協会、千葉県解体工事業協同組合、土木建設業者、

解体工事業者、廃棄物処理関係業者、運送業者】 

 

対

策

の

あ

ら

ま

し 

大規模な災害発生により建物等の倒壊・破損・焼失、窓ガラス・屋根瓦等の落下物、倒木・

自動販売機などによりガレキが大量に発生する。 

また、損壊家屋・事業所等の解体時に発生する廃材・コンクリート塊・鉄筋等のガレキも

長期にわたり大量に排出される。 

これらのガレキを速やかに被災地から撤去し、地域の復旧を早める必要がある。（第１次処

理対策） 

そのうえで、再利用・焼却・埋め立て等の処理を行うこととなる。（第２次処理対策） 

この項では、以上の措置を実施し、被災地の復旧に万全を期するための実施手順について

定める。 
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１ ガレキ処理の体制 

  市の総力をあげて、ガレキの被災地からの撤去、搬送、仮置場への搬入等の体制は、次のとおり行う。 

（１）仮置場の選定及び最終処分場の確保 

ガレキを一時集積するための仮置場を選定する。 

具体的な選定に際しては、以下に掲げる点に留意する。 

また、ガレキの最終処分について地区内だけで対応することが困難である場合は、他都市や民間

処分場に協力を要請し、最終処分場の確保を図る。 

 

－ ガレキ仮置場の選定要件 － 

ア 搬入に便利なこと 

イ 中間処理機器等の設置・使用に支障のないこと 

ウ 中長期の使用ができること 

エ 再利用・焼却・埋立て等の搬出に便利なこと 

オ 飛散防止・安全管理が容易であること 

カ 水源や病院、学校等に近接していないこと 

 

（２）搬送ルートの確保 

大規模な災害時には、交通事情の悪化、特に道路の渋滞等が想定されることから、ガレキ等の搬

送を効率的に行うための搬送ルートを早急に確保する。 

 

２ 第１次処理対策の実施 

（１）仮置場の指定 

   緊急道路確保や解体に伴うガレキを一時集積するための仮置場を指定する。 

（２）ガレキの搬入方法 

   搬入に際しては、資源の再利用及び最終処分容量の減容等を図るため、種別ごとの区分を徹底す

公 共 施 設 解 体 

 

民 間 施 設 解 体 

 

ガ レ キ 仮 置 場 

 

最 終 処 分 場 

 

ガレキ処理の体制フローチャート図 

(原則は所有者であるが、災害の状況に 

 より関係機関の協力を得て行う） 

(環境部) 

 

(環境部) 

 

（ 各 担 当 部 ） 
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る。 

  ア 道路啓開によるガレキ 

  イ 公共施設解体によるガレキ 

  ウ 建築物等解体廃棄物 

    解体業者等の仮置場への搬入は、環境部（環境局）が発行する搬入許可証により行う。 

 （ア）市解体廃棄物 

 （イ）民間解体廃棄物 

 

３ 第２次処理対策の実施 

   仮置場に集積されたガレキの２次処理は、資源の再利用や環境に配慮し行う。 

（１）中間処理の実施 

   資源の再利用及び最終処分場の延命化を図るため、ガレキ仮置場に破砕機等を設置し、原則とし

て中間処理を行うとともに、必要に応じ小型焼却炉を設置し焼却する。 

  ア 不燃物の処理 

    コンクリートがら、金属屑などの不燃物は、破砕機等を使用し、再利用しやすいように処理を

行う。 

  イ 可燃物の処理 

    廃木材等の可燃物については、チップ化するなどし、再利用を図るとともに、可能な限り焼却

処理を行う。 

（２）仮置場からの搬出・処理 

   仮置場に集積されたガレキは、中間処理を行った後、再利用先や焼却施設、最終処分場に搬出す

るが、可燃物については災害時相互援助協定等による協力自治体などに焼却処理を依頼するなどし、

仮置場からの早期撤去を図る。 

   ※ガレキの発生量推計方法（「千葉県市町村震災廃棄物処理計画策定指針」） 

 

（推計式） 

 ガレキの発生量＝①解体棟数×②平均延床面積×③ガレキの発生原単位 

        ＝建物の全壊棟数×１棟あたり平均延床面積×ガレキの発生原単位 

        ＋建物の半壊棟数×１棟あたり平均延床面積×ガレキの発生原単位 

        ＋建物の焼失棟数×１棟あたり平均延床面積×ガレキの発生原単位 

 

構造 
平均延床面積 

（㎡） 

ガレキの発生原単位 

可燃物系（ｔ／㎡） 不燃物系（ｔ／㎡） 

木造 全壊 

102.0 

0.194 0.502 

半壊 0.097 0.251 

焼失 0.0582 0.502 

鉄筋系建物・ 

その他の構造 

全壊 
1156.7 

0.12 0.987 

半壊 0.06 0.4935 
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焼失 0.036 0.987 

鉄骨系建物 全壊 

303.7 

0.082 0.63 

半壊 0.041 0.315 

焼失 0.0246 0.63 

 

 

第３ ごみの処理 

 【環境局、委託収集業者、廃棄物処理関係業者、運送業者】 

 

対

策

の

あ

ら

ま
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 大規模な災害時には、建物等の倒壊・破損・焼失その他により、通常時の収集・処理能力を

上回る大量のごみが市内各地域において、同時多発的に発生する。 

 これらの大量のごみは、まず速やかに被災地から除去され地域の環境保全が優先的に確保

される必要がある。（第１次処理対策） 

 そのうえで焼却・埋め立て等の処理を行うこととなる。（第２次処理対策） 

 この項では、以上の措置を迅速に実施し、被災地の環境衛生に万全を期するための実施手

順について定める。 

 

１ 処理すべき量の推定 

   大規模な災害の発生により、破損した家具・ガラス・陶器類や避難所等から排出される量及び一

般生活上排出される量は、以下の基準により推定し、平常時における処理計画を勘案して、ごみの

処理対策実施のための検討材料とする。 

 

（推計式） 

  粗大ごみの発生量（増加分）＝被害棟数×粗大ごみ発生原単位 

 ＝｛全壊棟数＋（半壊棟数×0.6）｝×粗大ごみ発生原単位 1.03（ｔ／棟） 

     ※「千葉県市町村震災廃棄物処理計画策定指針」 

     ※生活ごみ：平常時と同等とする。 

 

２ ごみ処理体制の確立 

（１）処理施設の機能維持 

   ごみ処理施設の被害状況を把握し、必要に応じ応急復旧措置を講じて、保有処理能力の維持に努

める。 

（２）収集体制の確保 

   環境事業所、委託業者及び許可業者等の人員、車両等の稼働状況を把握し、環境部（環境局）の

総力をあげて収集体制を確保する。 

（３）作業計画及び処理計画の策定 

   被害状況及び処理すべき量等を検討し、収集・運搬・処理計画を速やかに策定する。 

（４）協力要請 

   災害時においては、関係者の協力を得て、効率的なごみ処理体制を確立する。 
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  ア 市民・事業者への周知・協力要請 

    災害時の収集体制を周知するとともに、排出方法、排出場所への運搬等について、市民・事業

者の協力を求める。 

    なお、市民等への周知・協力要請は、災害対策本部及び区本部に対し、広報活動を要請し市の

広報により行う。 

  イ 委託業者等への協力要請 

    災害に伴う対応について、委託業者、許可業者及び産業廃棄物処理業者等に協力を要請する。 

  ウ 他自治体への協力要請と受入体制 

    協定等に基づく要請等により他自治体等からの協力を得る場合は、宿泊施設等の受入体制を確

保する。 

 

３ 第１次処理対策の実施 

（１）ごみの一時集積（仮置場） 

   災害の発生により、通常の経路による収集が困難な場合や短期間でのごみの焼却処分及び最終処

分が困難な場合は、区本部長（区長）の意見等を聴取し、ごみの一時集積場（仮置場）を指定し被

災地域からの搬出を行う。 

  ア 臨時ごみステーションの指定 

    通常の経路による収集が困難な被災地区及び避難所等に臨時ごみステーションを指定する。 

    指定にあたっては、安全面や環境面を十分勘案する。 

  イ 仮置場の指定 

    短期間でのごみの焼却処分及び最終処分が困難な場合の一時集積場としてごみの仮置場を指

定する。 

（２）一時集積場（仮置場）の選定 

   一時集積場（仮置場）の具体的な選定に際しては、以下に掲げる点に留意する。なお、一時集積

場（仮置場）については定期的な消毒を行う。 

 

－ 臨時ごみステーションの選定要件 － 

ア 他の応急対策事業に支障のないこと 

イ 環境衛生に支障がないこと 

ウ 市民のごみ排出に支障のないこと 

エ 収集に伴う車両の進入が容易なこと 

オ 市民の自主管理ができること 

 

－ ごみ仮置場の選定要件 － 

ア 搬入に便利なこと 

イ 中間処理機器等の設置・使用に支障のないこと 

ウ 一定の期間、使用ができること 

エ 再利用・焼却・埋立て等の搬出に便利なこと 
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オ 飛散防止・安全管理が容易であること 

カ 水源や病院、学校等に近接していないこと 

 

（３）ごみの搬送方法 

   ごみの搬送方法については、環境部（環境局）で作業計画を策定し決定するが、原則として、   

以下のとおり行う。 

  ア 生ごみ等腐敗しやすい廃棄物 

    臨時ごみステーション等に排出された生ごみ等は、被災地区及び避難所等における防疫上、特

に早急に収集されることが望ましいので、環境部（環境局）は委託業者等の協力を得て、最優先

で収集し、ごみ仮置場に仮置きするか清掃工場へ搬入し焼却処理する。 

  イ 収集できずに道路、空地に置かれたごみ 

    健康福祉・医療衛生班（保健福祉部健康福祉部・医療衛生部）と連携し定期的な消毒を行うと

ともに、直営、委託業者、他都市の応援等の協力を得て、清掃工場又は仮置場に搬送する。 

  ウ 被災に伴い発生する壊れた家具、調度品などの一時多量ごみについては、市民・事業者に対し、

ごみ仮置場への直接搬送（業者委託を含む。）の協力を要請する。 

  エ 仮置場への搬入に際しては、後に行う再利用・処理・処分を考慮し、可能な限り分別集積する。 

 

４ 第２次処理対策の実施 

   仮置場に集積されたごみの第２次処理対策は、資源の再利用や環境に配慮し行う。 

（１）中間処理 

   資源の再利用及び最終処分場の延命化を図るため、仮置場に破砕機等の機器を設置し、中間処理

を行う。 

（２）仮置場からの排出・処理 

   ごみ仮置場に集積されたごみは、破砕等の処理をした後、再資源化施設や清掃工場、最終処分場

へ搬出するが、可燃物については、災害時相互援助協定等による協力自治体に焼却処理を依頼する

などし、仮置場からの早期撤去に努める。 

（３）最終処分場の確保 

   災害時におけるごみの最終処分について、地区内だけで対応することが困難である場合は、他都

市や民間処分場等に協力を要請し、最終処分場の確保を図る。 

 

第４ し尿の処理 

 【総務局危機管理部、環境局、都市局、建設局、避難所担当職員、避難所運営委員会、し尿収集許可

業者、その他関係業者】 

 



第２章 風水害・雪害・火山災害対策計画 第１６節 環境対策等 

風 - 163 - 

対

策

の

あ

ら

ま

し 

大規模な災害時には、電気や上下水道の機能停止により、通常のし尿収集地域だけでなく、

市内の全域において、市が収集処理しなければならない事態となり、し尿の処理量が増加す

ると予想される。 

し尿は、防疫上の観点から、できる限り早急に収集・処理する必要がある。 

 環境部長（環境局長）は、収集許可業者とともに必要な体制を確立し、し尿の収集・処理を

迅速に実施する。 

 

１ 既設トイレの利用 

（１）災害後の断水等が発生した場合においても、各家庭や事業所、避難施設等では、施設内の既設  

トイレに被害がない場合は、その使用を最優先する。 

（２）市民利用施設等の管理者は、施設内のトイレが使用可能な場合は、極力市民に開放する。 

 

２ 携帯・簡易トイレの利用 

  指定避難所となる施設で既設トイレが使用できない場合は、既設トイレの便座や個室等を活用して、

施設に備蓄する携帯トイレや簡易トイレを使用する。 

 

３ マンホールトイレへの仮設トイレの設置及び撤去 

（１）設置 

   大規模な災害が発生しトイレを使用することやし尿の速やかな収集・処理が困難な場合は、本部

長（市長）の指示又は区本部長（区長）の要請に基づき、マンホールトイレへの仮設トイレの設置

を行い対応する。 

  ア 下水道直結式 

    水源となる非常用井戸等、下水道管の被害状況を確認した後に設置を行う。その際、担当が複

数にまたがることから、連携して対応を行う。 

    水源及び下水道に被害があり、汚水管へ流すことができない場合は、簡易便槽等を調達して使

用する。 

  イ 貯留式 

    対象の施設管理者は要請に基づき設置箇所へ行き設置を行う。 

    貯留式については、くみ取りが必要になるので、環境部長（環境局長）に処理の依頼を行う。 

（２）撤去 

   下水道及び水道施設の機能が復旧するなど、本部長（市長）又は区本部長（区長）がその必要が

ないと認めた段階で撤去作業を行う。 

 

４ 仮設トイレの設置及び撤去 

（１）設置 

   環境部長（環境局長）は、大規模な災害が発生しトイレを使用することやし尿の速やかな収集・

処理が困難な場合は、本部長（市長）の指示又は区本部長（区長）の要請に基づき、備蓄する簡

易トイレ及び調達による貯留式仮設トイレを設置し対応する。 

   設置の箇所は、汲取り処理地域及び下水道使用不可能地域にある次の施設から優先的に設置す



第２章 風水害・雪害・火山災害対策計画 第１６節 環境対策等 

風 - 164 - 

る。※災害用トイレ整備状況（資料 3-11） 

 

－ 仮設トイレ設置を優先する施設等 － 

（１）避難所（避難所内でトイレが不足又は使用不可能な場合） 

（２）その他被災者を収容する施設 

（３）高層集合住宅 

（４）住宅密集地 

 

（２）撤去 

   下水道及び水道施設の機能が復旧するなど、本部長（市長）又は区本部長（区長）がその必要が

ないと認めた段階で撤去作業を行う。 

 

５ 処理すべき量の推定 

   大規模な災害発生後に処理すべきし尿の量は、全壊、全焼、流失、床上・床下浸水家屋等の汲取

式便槽のし尿分と、機能が停止した下水道処理区域内の世帯数から排出されるし尿分の合計とする。 

   以下の基準により推定し、平常時における処理計画を勘案して、し尿の処理対策実施のための検

討材料とする。 

 

（推計式） 

  し尿収集必要量 

＝震災時し尿収集必要人数×１日１人平均排出量 

＝（①仮設トイレ必要人数＋②非水洗化区域し尿収集人口）×③１人 1日平均排出

量 

※「千葉県市町村震災廃棄物処理計画策定指針」 

 

６ し尿処理体制の確立 

（１）処理施設の機能維持 

   し尿処理施設の被害状況を把握し、必要に応じ応急復旧措置を講じて、保有処理能力の維持に努

める。 

（２）収集体制の確保 

   収集許可業者の人員、車両等の稼働状況を把握するとともに、他自治体に応援を要請するなど、

収集体制を確保する。 

（３）収集作業計画及び処理計画の策定 

   地区別被害状況及び処理すべき量等を検討し、収集・運搬・処理計画を速やかに策定する。 

（４）周知及び協力要請 

   災害時においては、関係者の協力を得て効率的なし尿処理体制を確立する。 

  ア 市民等への周知 

    災害時の収集体制及び下水道処理施設の被害状況並びにその対応について周知する。 
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    なお、市民等への告知は、災害対策本部及び区本部に対し、広報活動を要請し市の広報により

行う。 

  イ 収集許可業者への協力要請 

    災害に伴う対応について、収集許可業者に協力を要請する。 

  ウ 他自治体への協力要請と受入れ対策 

    協定に基づく要請等により、他自治体からの協力を得る場合は、宿泊施設等の受入れ体制を確

保する。 

 

７ 収集・処理対策の実施 

（１）軽微な被災地域の対応 

   被害の状況に応じて、とりあえずの措置として、貯留槽、便池等内の２～３割程度のくみ取りと

し、各戸の当面の使用を可能にする方法をとる。 

（２）下水道処理区域の対応 

   下水処理施設の処理機能が確認された場合は、収集時に最寄りの汚水マンホール等から直接投入

する。 

（３）し尿処理施設 

   原則として、受入・前処理は市衛生センターで行い、前処理後は、南部浄化センターで処理する。 

（４）緊急貯留対策 

   施設の復旧や広域処理に対応するため、一時貯留施設として大型タンクローリーを設置する。 

（５）広域的処理対策 

   本市処理施設のみでの処理が困難な場合には、相互援助協定等による処理受入自治体へ搬送し、

処理を行う。 

 

 

第５ 防疫・保健衛生 

 【保健福祉局、都市局、千葉県警察本部及び警察署､自衛隊､市医師会､市薬剤師会､薬業会等関係業者､

（公社）千葉県獣医師会開業部会千葉支部】 

 

対

策

の

あ

ら

ま

し 

大規模な災害の発生時には、水道の断水、家屋の浸水、あふれた汚水等により感染症が発

生するおそれがある。 

また、ガス・電気等の熱エネルギーの供給が停止した場合には、食中毒の発生が懸念され

る。 

防疫・保健衛生対策は、災害の発生に伴う二次災害としての感染症の防止、食中毒等の発

生予防のために行う。 

加えて、逸走した動物による人への危害防止などの必要な措置を講じる 

市が行う防疫・保健衛生活動は、保健福祉部長（保健福祉局長）が関係各部長（各局長）及

び関係機関と連携し、全体の統轄事務を担当して実施する。 

 

１ 作業班の編成 

（１）保健福祉部長（保健福祉局長）は、被災地の防疫措置を迅速かつ強力に実施し、感染症疾患、食

中毒の発生等を未然に防止するため、防疫、食品衛生の監視や動物救護活動等に関する各作業班を
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編成する。 

（２）各作業班の構成は、災害の状況に応じて、そのつど保健福祉部長（保健福祉局長）が決定する。 

 

２ 防疫・保健衛生活動の実施 

（１）全体統轄 

  ア 保健福祉部長（保健福祉局長）は、区本部及び医療救護班からの通報、避難所・被災地等から

の通報等により、災害発生時の感染症・食中毒等の発生状況を把握する。併せて青葉病院の隔離

病床収容力を確認する。 

  イ 感染症が発生したときは、患者を隔離・搬送するとともに、搬送後、速やかに本部長（市長）

及び区本部長（区長）へ報告する。 

    なお、隔離病舎に収容することが困難な場合は、県（健康福祉部）と協議して、適切な場所に

臨時の隔離病舎を設け収容する。 

  ウ 作業班を編成して、防疫・保健衛生活動及び動物（ペット）対策活動を実施する。 

  エ 各作業班の要請により災害対策本部及び区本部に対し市民への広報活動の実施を依頼する。 

（２）防疫活動 

   防疫活動に関し編成する作業班の行う作業分担は、次のとおりとする。 

  ア 感染症予防班 

 （ア）被災地及び避難所における感染症患者等の早期発見 

 （イ）感染症予防に必要な防疫指導等の実施 

  イ 細菌検査班 

    感染症患者等の発生時における健康診断に伴う細菌検査の実施 

  ウ 防疫班 

 （ア）感染症患者等の移送 

 （イ）患者の家屋等に対する消毒作業の実施 

 （ウ）ねずみ族・昆虫等駆除の実施 

（３）環境衛生監視 

   避難所及び被災地における生活環境の確保に関し、作業班の行う作業分担は、次のとおりとする。 

  ア 消毒作業班 

 （ア）清潔保持についての指導 

 （イ）避難所に設置される仮設トイレ等の消毒の実施 

 （ウ）死亡獣畜の処理指導 

  イ 飲料水検査班 

 （ア）応急給水活動に伴う衛生検査の実施 

 （イ）被災地における特定建築物及び簡易専用水道等を有する大規模ビルの給水設備及び飲料水の検

査 

 （ウ）行政用井戸、個人用井戸等の検査 

 （エ）公衆浴場等入浴施設に係る情報提供 

（４）食品衛生監視 

   食品衛生監視活動に関し編成する作業班の行う作業分担は、次のとおりとする。 
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  ア 食品衛生監視班 

 （ア）臨時給食施設や食品取扱い施設の監視指導 

 （イ）緊急調達食品等の衛生指導及び不良食品の排除指導 

 （ウ）食中毒発生時の処理 

 （エ）食品衛生対策の広報 

  イ 食品衛生検査班 

    食品等の検査 

  ウ 食鳥肉衛生検査班 

    食鳥肉処理場における食鳥肉の検査・指導 

  エ 地方市場検査班 

 （ア）千葉地方卸売市場を流通する食品の監視指導及び検査 

 （イ）不良食品の排除 

（５）動物救護活動等の実施 

   動物救護班の作業は次のとおりとする。 

  ア 県衛生指導課・（公社）千葉県獣医師会開業部会千葉支部等との連絡調整 

  イ 情報収集及びボランティア等との連絡調整 

  ウ ペットの保護、飼育管理、治療 

    このほか、千葉県が定める「災害時動物救護マニュアル」に基づき、関係団体と共同で実施す

る。 

    また、危険動物が施設から逸走した場合は、人への危害を防止するため、飼養者、警察官その

他関係機関の連携を下に状況を把握し、必要な措置を講じる。 

 

３ 防疫用薬剤・資機材の確保 

   初期防疫活動は、市が備蓄する分を使用して行う。市備蓄分で不足する時は、市薬剤師会、防疫

用薬剤・資機材取扱い業者等に協力を要請し調達する。 

   ※市備蓄防疫用薬剤・資機材の現況（資料 3-14） 
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第６ 行方不明者及び死体の捜索・収容・埋葬 

【保健福祉局、各区、千葉県警察本部及び警察署､自衛隊､千葉海上保安部､市医師会､市歯科医師会､ 

市薬剤師会､日本赤十字社千葉県支部､葬祭関係業者等】 

 

対

策

の

あ

ら

ま
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県地域防災計画の定めるところにより行方不明者及び死体の捜索、収容、処理及び埋葬は、

本部長（市長）が行う。 

また、市に災害救助法を適用した場合は、千葉市災害救助法施行細則に規定する救助の程

度、方法及び期間（一般基準）の範囲において救助（障害物の除去）を実施し、一般基準での

救助が困難なときは、本部長（市長）は、内閣総理大臣に特別基準の設定について協議する。

また、本市を含む複数の県内市町村に災害救助法が適用された場合は、「千葉県災害救助資源

配分計画」に基づき、救助を実施する。 

なお、市限りで対応不可能な場合は、近接市町、県、国その他関係機関の応援を得て実施

する。 

 

１ 安否情報照会・捜索依頼の受付 

   安否情報に関する照会は、別途定める「安否情報事務の手引き」により区被災者支援班が受け付

け、回答を行う。 

   家族等から被災者の安否情報の照会があったときは、個人情報の保護に関する法律の規定にかか

わらず、被災者等の権利利益を不当に害するおそれがない範囲内で家族等に回答できる。 

   この場合、安否情報の適切な提供のために必要と認めるときは、関係地方公共団体、消防機関、

警察等と協力して、被災者に関する情報の収集に努める。 

   なお、被災者の中に、配偶者からの暴力等を受け、加害者から追跡されて危害を受ける恐れがあ

る者等が含まれる場合は、その加害者等に居所が知られることのないよう、個人情報の管理を徹底

するよう努める。 

   また、避難住民・死亡住民等のリストに被照会者が掲載されておらず、捜索が必要と判断される

者については、要捜索者リストを作成し、その者を記載する。 

   市は、要救助者の迅速な把握のため、安否不明者についても積極的に情報収集する。また、県は

要救助者の迅速な把握による救助活動の効率化・円滑化のために必要と認めるときは、市等と連携

の上、安否不明者の氏名等を公表し、その安否情報を収集・精査することにより、速やかな安否不

明者の絞り込みに努める。 

 

２ 捜索の実施 

   捜索は、要捜索者リストに基づき、消防隊が警察署、自衛隊その他の関係機関及び市民等の協力

を得て、以下のとおり実施する。  
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－ 捜索活動実施の手順 － 

（１）捜索活動は、消防隊・消防団及び自衛隊その他関係機関が連絡を密接にとりながら実施する。 

（２）捜索活動中に死体を発見したときは、区本部及び所轄警察署に連絡する。 

（３）発見した死体は、現地の一定の場所に集め、所要の警戒員を配置し監視を行う。 

（４）捜索の実施期間は災害発生の日から 10日以内とする。 

   （※以下３「死体の検案」へ） 

 

３ 死体の検案  

  原則として、区本部長（区長）の指定する遺体収容所（安置所）において警察官等が調査（検

視）した後の死体は、健康福祉・医療衛生班（保健福祉局健康福祉部・医療衛生部）がその処理を

引継ぎ、以下のとおり、死体の検案を実施する。 

 

－ 死体検案の手順 － 

（１）死体の検案は、健康福祉・医療衛生班（保健福祉局健康福祉部・医療衛生部）

が市医師会、歯科医師会等の協力を得て実施する。 

（２）死体の検案は、死亡診断のほか、洗浄、縫合、消毒等の必要な処置を行うとと

もに、検案書を作成する。 

（３）身元不明者については、死体及び所持品等を証拠写真に撮り、併せて指紋採

取、人相、所持品、着衣、その他の特徴等を記録し、遺留品を保管する。 

（４）検案を終えた死体は、健康福祉・医療衛生班（保健福祉局健康福祉部・医療衛

生部）が関係各部、各機関の協力を得て、区本部長（区長）が設置する死体収容

所（安置所）へ輸送する。 

（※以下４「死亡住民に係る情報収集及び死体の収容・安置」へ） 
 

４ 死亡住民に係る情報収集及び死体の収容・安置 

検案を終えた死体については、健康福祉・医療衛生班（保健福祉局健康福祉部・医療衛生部）、区本部、

警察署、町内自治会、自主防災組織等の協力を得て、身元確認と身元引受人の発見に努めるとともに、

以下のとおり、収容・安置する。 

 

－ 死体の収容・安置の手順 － 

（１）区本部長（区長）は、あらかじめ協力を得た市内の寺院又は市民の避難状況を考慮した上
で指定、若しくは事前に指定した公共施設等死体収容に適当な場所を選定して、死体収容所
（安置所）を開設する。なお、適当な既存建物が確保できない場合は、天幕等を設置して代
用する。 

（２）死体の検案書を引き継ぎ、死体処理台帳を作成し、安否情報収集様式（死亡住民用）の記
入を行う。 

（３）棺に氏名及び番号を記載した氏名札を添付する。 
（４）遺族その他より死体引き受けの申し出があったときは、死体処理台帳により整理し、安否

情報の照会に対する回答の意向を確認し安否情報収集様式（死亡住民用）に記入の上、死体
を引き渡す。 

（５）区本部避難所班は回収した安否情報収集様式をもとに、死亡住民記録簿を作成し、区本部
長（区長）を通じて本部事務局へ報告する。なお、CHAINS(千葉市行政情報ネットワークシ
ステム)が利用可能な場合には、指定のファイルへの入力をもって作成・報告に代える。 

（６）区本部長（区長）は死体引受人が見つからない死体については、検案書等により死体火
（埋）葬の手続きを行う。 

（７）健康班（保健福祉局健康部）は、市内葬儀業者等の協力を得て、納棺用品・仮葬祭用品等
必要な器材を確保する。 

（※以下５「火葬・埋葬」へ） 
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５ 火葬・埋葬 

健康福祉・医療衛生班（保健福祉局健康福祉部・医療衛生部）は、死体火（埋）葬許可証の発行さ

れた死体を火葬及び埋葬するため、適切な措置を講じる。 

引き取り手のない死体の取扱い及び遺族等が火葬・埋葬を行うことが困難な場合は、以下のとおり

区本部長（区長）の要請に基づき、応急措置として、死体の千葉市斎場への輸送、火葬（仮埋葬）を

実施する。 

なお、死体の輸送については、県広域火葬計画に基づき協定を締結した民間葬祭業者等に依頼し行

うが、必要に応じて、死体輸送用の車両の確保を行うとともに、「死体輸送班」を編成する。 

また、死体が多数である又は設備等の被災により千葉市斎場で火葬が困難な場合は、健康福祉・医

療衛生班（保健福祉局健康福祉部・医療衛生部）は本部長（市長）の指示により県知事に対して広域

火葬に対する必要な措置を要請する。 

※捜索受付から火葬・埋葬までの様式（資料 8-5） 

 

－ 死体の火葬・埋葬の手順 － 

（１）引き取り手のない死体については、市で応急措置として火葬又は埋葬を行う。 

（２）火葬又は埋葬に付する場合は、火葬・埋葬台帳により処理する。 

（３）遺骨、遺留品は包装し、氏名札及び遺留品処理票を添付のうえ、保管所に一時

保管する。 

（４）家族その他関係者から遺骨、遺留品の引き取り希望のあるときは、遺骨及び遺

留品処理票により整理のうえ、引き渡す。 

（５）死体が多数のため、市営桜木霊園、平和公園で対応できないときは、市内寺院

その他適当な場所に仮埋葬する。 

（６）仮埋葬した死体は、適当な時期に発掘して火葬に付し、墓地又は納骨堂に改葬

する。 

（７）火葬・埋葬期間は、災害発生の日から 10日以内とする。 

 

 

第７ 環境保全対策 

 【環境局、保健福祉局（保健所）、消防局、警察署、市医師会等】 

 

対

策

の

あ

ら

ま

し 

大規模の災害では各方面に多大な被害を与えるが、市民の都市生活を支える健全な環境に

も大きな影響を与えることが想定される。 

このため、大気・水質等の環境モニタリング調査を緊急に実施、二次災害の発生防止・粉

じん・アスベスト対策等を速やかに講じ適切な環境保全の確保に努める。 

また、公害認定患者に対する効果的な診療体制の整備等公害健康被害の補償等に関する法

律（昭和 48年法律第 111号）等の業務の円滑な運用を図る。 

対応にあたっては、国、県、近隣市町その他関係機関との連携・応援を得て実施する。 

なお、毒物劇物に起因する場合には保健所、警察署及び消防機関と連絡調整を図り適切な

処置を行う。 

 

１ 工場・事業場緊急実態調査（二次災害の発生防止） 

工場・事業場の環境関連施設の被害状況、有害物質等の漏出事故、規制基準の遵守状況の緊急実態

調査を行い、大気汚染・水質汚濁による二次災害の発生防止に努める。 
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（１）緊急立ち入り調査、指導 

（２）施設点検・整備・法令手続きの徹底等文書通知 

（３）被害状況のアンケート調査 

（４）公害関係法令・協定に基づく事故報告書受理 

（５）復旧時における公害防止施設等の建設に際し、法基準の遵守指導を行う。 

 

２ 環境モニタリング調査 

（１）環境モニタリング設備等被害状況調査 

大気・水質監視テレメータシステム等測定機器の被害状況を把握し、復旧に努める。 

 

（２）環境モニタリング緊急調査 

有害物質の漏出・飛散、建築物の解体に伴う粉塵等による大気・水質への環境影響を把握し、ア

スベスト飛散防止やフロン回収等二次災害の発生防止のための必要な対策を講じるよう努める。 

ア 大気汚染 

 （ア）有害物質調査 

 （イ）粉じん・アスベスト調査 

 （ウ）解体廃棄物の野焼き調査、ダイオキシン・塩化水素等 

 イ 水質汚濁 

 （ア）公共用水域水質調査（健康項目、生活環境項目） 

 （イ）地下水水質調査（健康項目） 

 

３ 公害健康被害の補償等に関する法律等の円滑な運用 

公害認定患者の効果的診療体制の整備、相談窓口の開設等公害健康被害の補償等に関する法律等の

業務の円滑な運用を図る。 

（１）安否・所在確認、保健師による訪問療養指導 

（２）相談窓口の開設 

（３）認定更新申請手続きの特別措置の検討 

（４）公害医療手帳の焼失・紛失者に対する療養等給付措置の検討 

 

４ 公害苦情相談 

大気汚染・水質汚濁・騒音・振動等公害苦情の適切な対応を図る。 
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第１７節 教育対策 

【教育委員会、県総務部、県教育庁】 

 災害発生時は学校等における児童・生徒の安全の確保に努めるとともに、学校等が被災した場合でも

早期授業再開を目指す。 

 また、学用品がなくなり就学に支障をきたした児童・生徒に対しての支援も行う。 

 

 

第１ 事前にとるべき措置 

 

  学校は、東日本大震災の教訓を生かし、学校と地域が連携した防災訓練などの体験活動を通じて、

自ら安全な行動がとれること（自助）や、他者や地域の防災に貢献できること（共助）など、発達段

階に応じた防災意識の高揚に努めるものとする。 

 

１ 措置のあらまし 

 

－ 事前準備 － 

（１）学校の立地条件などを考慮した上、学校安全計画を作成、実施するとともに、学

校防災計画を作成し、周知する。 

（２）災害の発生に備えた対策及び措置を講じなければならない。 

 

２ 役割のあらまし 

（１）教育長 

  ア 大規模な災害時に備え、学校安全計画を作成、実施するとともに、学校防災計画の作成等を学

校長に対して指導助言する。 

  イ 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、学校長に対し、災害に関する情報を迅速・的

確に伝達する。 

（２）学校長 

  ア 学校長は、学校の立地条件などを考慮した上、学校安全計画を作成、実施するとともに、学校

防災計画を作成し、周知する。 

  イ 学校長は、災害の発生に備えて次のような対策及び措置を講じなければならない。 

 （ア）計画的に防災にかかわる施設、設備の点検整備を図る。 

 （イ）児童生徒等の避難訓練、災害時の事前指導及び事後措置、保護者との連絡方法を検討する。 

    特に、校外学習等、児童生徒が校外に出る場合には、災害発生に備え、中止基準、連絡体制の

確保等、防災に係る計画を作成するものとする。 

 （ウ）教育委員会、警察署、消防署（団）及び保護者への連絡体制を確立する。 

 （エ）勤務時間外における所属職員への連絡先や非常招集の方法を定め、職員に周知させておく。 

 （オ）通学が広範囲となる学校においては、交通網の遮断により帰宅できなくなる場合を想定し、学

校・地域の実情に応じて、必要な防災備蓄を推進するよう努める。 

（３）教職員 
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   教職員は常に災害に関する情報に注意し、災害発生のおそれがある場合は、学校長と協力して応

急教育体制に備える。 

 

 

第２ 災害発生直後の体制 

 

  各学校は、災害に備え、学校がどのように対応するかの方向性を示した千葉市学校総合防災マニュ

アル等を活用し、児童・生徒の安全確保を第一とした防災体制を確立させる。 

 

１ 措置のあらまし 

－ 災害発生直後にとるべき措置のあらまし － 

（１）状況に応じ緊急避難の指示及び誘導を行うとともに、教育長と連絡の上臨時休校等適切な措置

をとる。 

（２）児童・生徒・職員・施設設備の被害状況を速やかに把握し教育長に報告する。 

（３）被災した地域等からの避難者があった場合は、区本部長（区長）に対して人数、状況等を速や

かに報告する。 

（４）避難所の開設等災害対策に協力するため、職員の配備、役割分担計画の策定など、避難所運営

等に必要な職員を確保して万全の体制を確立するとともに、勤務時間外に災害が発生したとき

は、状況に応じ必要な教職員を招集する。 

（５）学校安全計画に基づき、臨時の学校編成を行うなど災害状況と合致するよう速やかに調整する。 

（６）応急復旧計画については、教育委員会に報告するとともに、決定次第速やかに保護者及び児童

生徒等に周知徹底を図る。 

 

２ 役割のあらまし 

（１）教育長 

   学校長に対して適切な緊急対策を指示するとともに、所轄の学校ごとに分担を定めて、情報及び

指令の伝達について万全を期するものとし、併せて、学校運営指導、衛生管理指導、教育施設の緊

急使用等の応急・復旧対策の総括にあたる。 

（２）学校長 

  ア 学校長は、状況に応じ、適切な緊急避難の指示を与える。 

  イ 学校長は、災害の規模並びに児童生徒、職員及び施設設備の被害状況を速やかに把握するとと

もに、教育委員会へ報告しなければならない。 

  ウ 学校長は、状況に応じ、教育委員会と連絡の上、臨時休校等適切な措置をとる。 

  エ 学校長は、避難所の開設等災害対策に協力するため、学校の管理業務の一環として、職員の配

備、役割分担計画を策定するなど、避難所運営等に必要な職員を確保して万全の体制を確立する。 

  オ 学校長は、準備した学校安全計画に基づき、臨時の学級編成を行うなど災害状況と合致するよ

う速やかに調整する。 

  カ 応急復旧計画については、教育委員会に報告するとともに、決定次第速やかに保護者及び児童
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生徒等に周知徹底を図る。 

（３）教職員 

  ア 所定の計画に基づき、学校長とともに必要な措置を行う。 

  イ 勤務時間外に災害が発生したときは、所定の計画に基づき、所属の学校に参集し、市が行う避

難所対応等、災害応急対策に協力するとともに、応急教育の実施及び校舎の管理のための体制を

確立する。 

 

 

第３ 応急教育の実施 

 

１ 防災教育計画の策定 

   学校長は、学校の立地条件などを考慮した上、学校安全計画や学校防災計画を作成し、教職員に

確認させておくとともに、児童等にも事前に指導しておく。 

 

２ 施設・職員等の確保 

（１）学校長は、学校が災害により校舎等の一部損壊や、避難所等に学校を提供することなどにより、

児童生徒の一部又は全部が学校を使用できなくなる場合には、応急復旧計画に基づき、教育長と緊

密に連絡の上、出来る限り早い段階での授業再開に努める。 

 

災 害 の 程 度 応急教育実施のための場所（予定） 

学校の校舎の一部が被害を受けた場合 

ア 教室 

イ 特別教室 

ウ 二部授業の実施 

学校の校舎の全部が被害を受けた場合 ア 近隣学校の校舎等 

特 定 の 地 域 全 体 に つ い て 、 

相 当 大 き な 被 害 を 受 け た 場 合 

ア 市民の避難先の最寄りの学校、

公共施設等 

イ 応急仮設校舎の設置 

 

（２）学校長は、教職員を掌握するとともに学校施設設備の点検等を行い、児童・生徒等に対しては被

災状況を調査し、教育長と連絡し、教科書及び教材の給与に協力する体制に努める。 

（３）教育長は、被災学校に対して、授業再開に向けての必要な指導をするとともに、学校が使用でき

ない場合には、他の公共施設等の使用を確保することなど、早期の授業再開を支援する。 

（４）教育長は、被災学校の学校長に対し、情報及び指令の伝達に万全を期する。 

 

３ 応急教育の内容 

   応急教育における指導内容、教育内容については、そのつど状況に応じて、学校長が決定するが、

初期においては、おおむね以下のとおり行う。 
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（１）生活に関する指導内容 

健康・衛生に関する指導 その他の生活指導等 

ア 飲み水、食物、手洗等の飲食関係の衛

生指導 

イ 衣類、寝具の衛生指導 

ウ 住居、便所等の衛生指導 

エ 入浴その他身体の衛生指導 

ア 児童・生徒のそれぞれの発達段階に応じて

事態の認識と復興の意欲を持たせ、具体的に

できる仕事をさせる。 

イ 児童・生徒相互の助け合い、協力の精神を

育て、集団生活の積極的な指導の場とする。 

ウ 避難所としての対応があったときには、避

難住民と共存する方策を講じる。 

 

（２）学習に関する教育内容 

ア 教具、資料を必要とするものはなるべく避ける。 

イ 健康指導、生活指導、安全教育に直接、間接に関係する科目、例えば体育、理科の

衛生等を主として指導する。 

ウ 年間指導計画の見直しを図り、個に応じた指導の工夫や授業時数不足に対する対応

を講じる。 

エ 被害等の状況（含教職員等）に応じ、児童生徒が主体的に学習できる環境等にも配

慮する。 

 

（３）こころのケア対策に関する内容 

ア 精神的に不安定な状態にある児童生徒等のこころの健康について相談に応じる係

を教育委員会内並びに学校内に設ける。 

イ 被災した児童生徒等（含教職員）の心理的ストレス等に対し、学校カウンセラーや

精神科医等、専門家の協力を得て、学校等を巡回相談する体制を整える。 

ウ 児童生徒や教職員自身に対するこころのケア対策についての研修を実施し、その充

実を図る。 

 

４ その他の留意事項 

（１）施設内における児童・生徒等の救護は原則として、学校長の指示のもとに養護教諭等がこれにあ

たるものとして、随時最寄り校の校医等が求めに応じて補充要員として加わるものとする。 

（２）学校給食につい ては、原則として一時中止するものとし、学校給食が再開されるまでの範囲内

において、被災者の炊き出しのために施設等を使用することができる。 

教育長は、給食施設及び給食物資搬入業者の被害状況を迅速に把握し、学校給食の再開計画を策

定のうえ、本部長（市長）に報告する。 

なお、市から物資等の調達に関して県に要請した場合には、協力が得られる。 

（３）教育委員会内に、他県・他市町村へ転出していった児童生徒との連絡・相談あるいは情報を提供

する係を設ける。また、行き場のない被災児童生徒等の受入れ家庭をあっせんするための（仮称）

相談センターを開設する。 

（４）可能な限り、各避難所等に、受験生向け「学習コーナー」等を設置するなどの配慮をする。 
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第４ 学用品の調達及び支給 

 

１ 給与の対象 

  災害により、学用品を喪失またはき損し、就学上支障のある児童・生徒に対して、教科書、文房具

や通学用品等の学用品を給与する。 

（１）災害によって住家が流失、半壊及び床上浸水の被害を受けた学校児童・生徒であること。 

（２）学用品がなく、就学に支障を生じている者であること。 

 

２ 給与の期間 

   災害救助法が適用された場合の支給期間は、災害発生の日から教科書及び教材は１か月以内、そ

の他については 15日以内と定められている。 

   ただし、交通通信の途絶による学用品の調達及び輸送の困難が予想される場合には、内閣総理大

臣の承認を受け、必要な期間を延長することができる。 

 

３ 給与の方法 

   災害救助法の適用の有無にかかわらず、本部長（市長）が教育長に命じて、教育委員会及び各学

校長の協力のもとに、調達から配分までの業務を行う。 

   ただし、学用品等の調達及び給与の実施の困難な場合には、県へ学用品等の給与の実施、調達に

ついて応援を要請する。 

   また、全国（海外を含む）から提供された学用品等の受入れと、その配布を行うための係を設け、

その対応にあたる。 

   なお、調達・県への要請にあたっては、実施に必要なものに限り、被害別、学年別の学用品購入

計画を立てる。 

   文房具、通学用品はできるだけ同一規格、同一価格のもので行う。 

   小学校児童及び中学校生徒の教科書及び教材は、「教科書の発行に関する臨時措置法（昭和 23年

法律第 132号）」第２条第１項に規定する教科書及び教科書以外の教材で、教育委員会に届出、又は

その承認を受けているものであること。 

高等学校生徒の教科書及び教材は、正規の授業で使用する教科書及び教材であること。 

   文房具は、ノート、鉛筆、消しゴム、クレヨン、絵具、画筆、画用紙、下敷、定規等とし、通学

用品は運動靴、傘、カバン、長靴等とする。 

 

４ 費用の限度 

  被害の実情に応じて、災害救助法の定める範囲内で現物給付をもって行う。 

  ※災害救助法による救助の程度、方法及び期間（資料 8-1） 

 

５ 授業料等の減免・育英補助の措置 

 市は被災した児童・生徒等に対する学校納付金等の減免について必要な計画を策定しておく。 
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第１８節 公共施設等の応急対策 

 

第１ 道路・橋梁
きょうりょう

 

 【建設局、千葉国道事務所、東日本高速道路㈱、（一社）千葉市建設業協会、警察署】 

 

  災害が発生した場合、緊急輸送道路を最優先に所管の道路、橋梁
きょうりょう

について被害状況を速やかに把握

し、道路交通の確保を図るため、う回路の選定あるいは通行の禁止又は制限等の措置など利用者の安

全策を講じるとともに、パトロール等による広報を行うほか、被災道路、橋梁
きょうりょう

については、応急及び

復旧措置を行う。 

 

対

策

の

あ

ら

ま

し 

災害が発生した場合、各道路管理者等は、地震の規模に応じた応急対策体制を確立し、所

管の道路・橋梁
きょうりょう

について被害状況を速やかに把握し、以下のとおり道路交通の確保を図る

こととなっている。 

－ 業務のあらまし － 

１ ライフライン占用者、建設業者からの道路情報の収集、パトロールカーからの情報収集

等か 

ら被災情報を把握する。 

２ 必要に応じ、う回路を選定する。 

３ 交通規制等の措置等の利用者の安全策を講じる。 

４ 必要に応じパトロールカーやその他広報媒体（ＨＰ・ＳＮＳ等）による広報を行う。 

５ 被害の状況や施設の緊急度等に応じて被災道路・橋梁
きょうりょう

の応急並びに復旧措置を行う。 

なお、応急復旧に要する作業は、あらかじめ締結する協定に基づき、（一社）千葉市建

設業協会等に協力を要請する。 
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１ 災害時の応急措置 

 

 

  

部 局 ・ 機 関 名 応 急 措 置 の あ ら ま し 

建 設 局 

（市） 

（１）市域内の道路の亀裂、陥没等の道路被害、道路上の障害物の状

況及び落橋の有無などについて、道路パトロール、ライフライン

施設占有者、建設業者、区本部・警察署等への照会、参集職員か

らの情報収集その他により被害情報を収集する。この場合、収集

した情報を本部長（市長）に報告するとともに、被害状況に応じ

た応急措置を実施し交通の確保に努める。 

（２）道路管理者は、早急に被害状況を把握するとともに、道路の破

損、決壊その他の事由により交通が危険であると認める場合は、

道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、区間を定

めて通行を禁止し、又は制限するものとする。 

（３）上下水道、電気、ガス、電話等の道路占用施設の被害を発見し

た場合は、当該施設管理者及び当該道路管理者にその旨通報する。 

緊急のため、そのいとまがない場合には、現場付近の立入禁止、

避難の誘導、周知措置等市民の安全確保のための措置をとり事後

連絡するものとする。 

関 東 地 方 整 備 局 

（千 葉 国 道 事 務 所） 

被害状況を速やかに把握するため、事務所、出張所においてはパト

ロールカーによる巡視を実施する。また、道路情報モニター等からの

情報の収集に努める。これらの情報を基に、必要に応じて迂回道路の

選定、その誘導等の応急措置を行い交通路の確保に努める。 

東 日 本 高 速 道 路 （株） 

（京葉道路・東関東自動車道・

館山自動車道・千葉東金道路） 

（１）通行車及び道路の被害状況等を早期に把握し、迅速かつ安全な

道路交通の確保を行うため、震災点検を行う。 

（２）災害が発生した場合、道路交通の確保及び被害の拡大防止を図

るた 

め、速やかに応急復旧を行う。通行止めを実施しているときは、上

下車線が分離されている道路にあたっては、少なくとも上下線各

１車線又は片側２車線を、分離されていない道路にあたっては、１

車線を走行可能な状態に速やかに復旧させる。 
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２ 応急復旧対策 

部 局 ・ 機 関 名 応 急 措 置 の あ ら ま し 

建   設   局 

（市） 

  

災害により被害を受けた市道については、原則として、緊急輸送道路

を優先し、次のような実施手順に従って、応急復旧を行う。 

（１）応急復旧目標 

   応急復旧は、原則として２車線の通行が確保できるように行う。 

（２）応急復旧方法 

 

ア 路面の亀裂、地割れについては、土砂、砕石等を充填する。 

   なお、状況によっては仮舗装を行う。 

イ 路面の大きな陥没については、土砂、砕石等により盛土する。 

ウ 路面やのり面の崩壊については、土俵羽口工、杭打積土俵工

等の水防工法により行う。 

エ がけ崩れによって通行が不能となった道路については、重機

械（ブルドーザー、ショベル等）により崩壊土の排土作業を行

う。 

オ 倒壊した電柱、街路樹、落下物等については、道路端にたい

積するものとする。 

カ 落下した橋梁
きょうりょう

、若しくはその危険があると認められた橋梁
きょうりょう

又は被害状況により応急復旧ができない場合は、所轄警察署等

関係機関との連絡のうえ、通行止め若しくは交通規制の標示等

必要な措置を講じる。 

   なお、応急復旧は、落橋部分に、木角材、Ｈ形鋼をかけ渡し、

敷板を敷きならべ、土砂をかぶせて行う。また、状況によって

は中間に仮橋脚を設ける。 

キ 上記作業について、市限りで処理できない場合は、速やかに

隣接市、県及び自衛隊に応援要請の手続きをとる。 

（本章第４節「広域連携体制」参照） 

 

 

関 東 地 方 整 備 局 

（ 千 葉 国 道 事 務 所 ） 

 パトロールによる調査結果等を基に、被害状況を把握し、速やかに応

急復旧工事を行い、道路としての機能回復に努める。 

東 日 本 高 速 道 路 （株） 

（京葉道路・東関東自動車道・

館山自動車道・千葉東金道路） 

 災害が発生した場合においては、速やかに交通を確保し、被害の拡大

を防止する観点から応急復旧を行う。この場合において通行止めを実施

しているときは、少なくとも上下車線が分離されている道路にあっては

上下線各１車線又は片側２車線を、分離されていない道路にあっては１

車線を走行可能な状態に速やかに復旧させる。 

※大雨の時、通行に注意を要する道路（資料 4-9） 
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第２ 河川・海岸保全及び内水排除施設 

【建設局、千葉土木事務所、県千葉港湾事務所、（一社）千葉市建設業協会】 

 

対

策

の

あ

ら

ま

し 

風水害により河川堤防や護岸施設、海岸保全施設、内水排除施設等が破損したときは、市

及び県県土整備部は、被害状況を速やかに把握し、各施設を所轄する機関と協力して、応急

復旧に努めるとともに、排水に全力をつくす。 

 なお、本計画に定めのない事項については、市水防計画及び県水防計画によるものとする。 

 

１ 市建設局 

  風水害の発生に伴う被害を軽減するため、市域内の水防活動が十分に行いうる体制を確立し、次の

とおり行う。 

（１）施設管理者は、管内地域について、水位測定の監視を強化するとともに、必要に応じて、工事中

の箇所及び危険箇所を重点的に巡視し、被害箇所については、直ちに県に報告するとともに、必要

な措置を実施する。 

（２）施設管理者は、ポンプ場、水門、陸閘
りっこう

、胸壁等施設について、破壊、故障・停電等による運転不

能の被害が生じた場合は、土のう、矢板等により応急に締め切りを行うとともに、県県土整備部に

報告し移動ポンプ車等の派遣を要請し排水作業を継続し、内水による被害の拡大を防止する。 

（３）施設管理者は、低地帯等が河川、内排水路の洪水、溢水
いっすい

等により浸水被害が発生した場合は、密

に連絡して、市所有の可搬式ポンプを使用して排水に努める。 

なお、能力不足のときは、（一社）千葉市建設業協会のポンプ、労力応援を要請して応急排水を実

施する。 

 

２ 県県土整備部（千葉土木事務所・県千葉港湾事務所） 

（１）県県土整備部は、市の実施する応急措置に関し、技術的援助及び総合調整を行うほか応急復旧に

関して総合的判断のもとに実施する。なお、大規模なものについては直接実施する。 

（２）県県土整備部（県千葉港湾事務所）は、予測される水位・潮位等を総合的に判断し、水門、ゲー

トの開閉に関し、適切に指示する。 

   ※千葉県重要水防箇所図（資料 2-19） 

 

 

第３ 港湾施設 

 【県千葉港湾事務所、千葉海上保安部、千葉港運協会、その他千葉港関連業者、（都市局、消防局）】 

 

１ 港内の船舶安全対策 

県千葉港湾事務所長は港内における船舶の安全を確保するため、港湾法（昭和 25年法律第 218号）

等海事関係法令に基づき諸規制の厳正な励行監視と各関係特定事業所等の防災体制の確立強化に努

める。 



第２章 風水害・雪害・火山災害対策計画 第１８節 公共施設等の応急対策 

風 - 181 - 

 

２ 着桟中の船舶安全対策 

（１）危険物船舶の停泊については、港長の指揮監督下におくとともに、停泊する港内の岸壁等のバー

スについて、あらかじめ危険物の種類及び許容量をもとにバース単位に区分を設定し、着桟、荷役

時等の災害予防を図る。 

（２）港長は危険物を専用に荷役するバース管理者に対し、次の点について指導促進する。 

 ア 着桟船舶数の適正配置と着桟船舶とバース内の移動空間確保等泊地環境の整備 

 イ 防消火設備、海洋汚染防止設備及びその他の安全防災設備の配置 

 ウ 保安距離の確立及び火気管理 

 エ 応急措置体制の確立 

 オ その他 

   ※千葉県重要水防箇所図（資料 2-19） 

※千葉港公共港湾施設の概況(資料 2-23) 

 

３ 海上における避難 

港内において、災害が発生し、又は災害のおそれが予想され、在泊船舶等に被害の及ぶおそれがあ

る場合は、千葉海上保安部長は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律（略）第 39条の２、第

42 条の５又は第 42条の８に基づき、港長は、港則法（昭和 23年法律第 174 号）第 39 条３項に基づ

き、次の要領により在泊船舶等を危険海域から避難させる。 

（１）関係船舶・船舶会社・船舶代理店・岸壁管理者・港湾管理者・曳船協会等の等関係者への避難勧

告又は命令 

（２）災害発生海域及び危険物積載船舶等の状況を検討した避難順序の周知徹底 

（３）東京湾海上交通センター及び巡視艇による通航船舶の監視警戒並びに管制信号等による安全確保 

 

 

第４ その他の社会公共施設 

【施設所管局区等、施設管理者、県危機管理政策課、警察署、市医師会等関係医療機関】 

 

対

策

の

あ

ら

ま

し 

風災害等により施設や設備が被災したとき、各施設の管理者は、利用者・入所者の安全の

確保をまず図る。そのうえで施設が災害時に果たすべき公共的役割を踏まえ、被害状況を所

管部へ速やかに報告し、必要な復旧対策の実施を求めるとともに、施設保全のための自主的

な災害対策活動を実施することとなっている。 

 また、各施設を所管する各部長（各局長）は、災害発生後速やかに被害状況の把握に努

め、利用者・入所者の安全確保等必要な応急措置を指示するとともに、緊急度に応じて応急

復旧対策を講じることとなっている。 

 この項では、災害時における後方医療施設ともなる青葉病院等、不特定多数の利用者が想

定されるコミュニティセンターや図書館等の「その他公共施設」及び「文化財の保護」に関

し、利用者の安全確保と施設機能の早期回復のため各所轄機関がとるべき応急措置のあらま

しを示している。 
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１ 医療機関等 

（１）施設利用者・入所者の安全確保 

 ア 入院患者の避難対策については、担架等用具を必要とする者と単独歩行可能な者の分別を常に把

握し、災害時において適切な避難措置を講じる。 

イ 外来患者等の避難対策については、所定の避難計画に基づき、災害発生時に万全を期するととも

に、講じた応急措置のあらましについて本部へ速やかに報告する。 

ウ 場内放送、職員の案内等により、災害時における混乱の防止措置を講じる。 

   特に、ラジオ、テレビ等による情報の収集及び施設滞留者への情報の提供により不安の解消に努

める。 

（２）施設建物の保全 

ア 停電時の措置 

自家発電装置に切り替え、手術等緊急に必要な電源を確保する。 

なお、自家発電装置が被害により機能しない場合は、本部に連絡し発電機その他必要な機材の調

達を依頼する。 

イ 給水不能時の措置 

水道施設が被災した場合は、本部に連絡し緊急給水を要請する。 

ウ ボイラー使用不能時の措置 

医療機器の蒸気消毒、暖房及び患者の給食は、電気、ＬＰＧ又は固形燃料等に切り替え、それぞ

れ処理する。 

エ 重要器材等の保管措置 

 （ア）手術用器材、簡易ベッドその他緊急必要機材については、常に安全保管及び緊急持ち出しの体

制を確保する。 

（イ）放射線使用施設については、災害の状況に応じて、立ち入り禁止等危険防止の措置を講じる。 

 

２ その他の社会公共施設 

（１）施設利用者・入所者の安全確保 

 ア 避難対策については、あらかじめ特に綿密な計画を策定しておき、災害発生時に万全を期すると

ともに、講じた応急措置のあらましについて、所管部又は区本部へ速やかに報告する。 

イ 場内放送、職員の案内等により、災害時における混乱の防止措置を講じる。 

特に、ラジオ、テレビ等による情報の収集及び施設滞留者への情報の提供により不安の解消に努

める。 

ウ けが人等の発生時には、応急措置をとるとともに、本部・区本部及び関係機関へ通報して臨機の

措置を講じる。 

エ 施設利用者・入所者の人命救助を第一とする。 

オ 社会教育施設等において、災害が発生した場合の各種事業の続行若しくは中止の決定については、

施設の管理者が利用者の安全確保を第一に行う。 

（２）施設建物の保全 
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 ア 応急措置 

施設建物の保全については、防災活動の拠点となるものについて、重点的に実施するものとし、

施設建物の被害状況を早急に調査のうえ次の措置をとる。 

 

－ 応急措置が可能な程度の被害の場合 － 

（ア）危険箇所があれば緊急保安措置を実施する。 

（イ）機能確保のための必要限度内の復旧措置を実施する。 

（ウ）電気、ガス、水道、通信施設等の設備関係の応急措置及び補修が単独で対応困難な

場合は、本部又は区本部を通じて、関係機関と連絡をとり、応援を得て実施する。 

 

－ 応急措置が不可能な被害の場合 － 

（ア）危険防止のための必要な保全措置を講じる。 

（イ）防災活動の拠点として重要な建物で業務活動及び機能確保のため必要がある場合

は、本部又は区本部を通じて、仮設建築物の建設等の手配を行う。 

 

イ その他の留意事項 

（ア）火気使用設備器具及び消火器具等の点検検査 

特に避難所となった施設は、火災予防について、充分な措置をとる。 

（イ）ガラス類等の危険物の処理 

（ウ）危険箇所への立ち入り禁止の表示 

 

３ 文化財の保護 

  文化財の保護について、次の措置を講じる。 

（１）文化財に災害が発生した場合は、その所有者、管理者は、直ちに消防機関へ通報するとともに、

本部（教育長）へ被害の状況を報告する。 

（２）教育長は、所有者、管理者等から被害の状況について報告を受けたときは、速やかに文化財の被

害拡大を防止するために必要な応急措置をとるよう指示する。 

（３）関係機関は、被害を受けた文化財の被害拡大を防止するため、協力して応急措置を講じる。 

 

４ 都市公園施設 

風水害により園路・広場、管理施設等が被害を受けた時、又はそのおそれがある時は関係機関と協

議して必要な応急措置を行う。 
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第１９節 ボランティアとの連携 

【総務局、市民局、保健福祉局、各区、市社会福祉協議会、日本赤十字社千葉県支部、市国際交流協

会、日本アマチュア無線連盟千葉県支部、その他ボランティア活動団体・個人】 

 

大規模災害発生時においては、災害応急対策の実施には多くの人員を必要とするため、市は日本赤十

字社、市社会福祉協議会等やボランティア団体との連携を図るとともに、ボランティア活動の協力を申

し入れる団体や個人の協力を得て、ボランティアの自主性を尊重しつつ、効果的な応急対策を実施する

ものとする。 

市災害ボランティアセンターは、市社会福祉協議会が市と協力し設置する。市社会福祉協議会が中心

となって運営し、市は、ボランティア活動が円滑に行われるよう、その運営を支援する。 

 また、市は、国、県及び関係団体と相互に協力し、ボランティアに対する被災地のニーズの把握に努

めるとともに、ボランティアの受付、調整等その受入体制を確保するよう努め、ボランティアの受入れ

に際して、ボランティアの技能等が効果的に活かされるよう配慮するとともに、必要に応じてボランテ

ィアの活動拠点を提供するなど、ボランティアの活動の円滑な実施が図られるよう支援に努める。 

 

 

 

第１ 災害ボランティアの分類 

 

災害ボランティアとは、「災害発生後に、被災者の生活や自立を支援し、また、行政や防災関係機関等

が行う応急対策を、自発的に、支援する個人や団体」である。 

災害ボランティアは「一般ボランティア」と「専門（技術）ボランティア」に分けることができる。 

 

１ 一般ボランティア 

  発災時に炊き出し、がれきの片づけなど労務を提供するボランティア 

 

２ 専門（技術）ボランティア 

  医師や看護師、通訳、建物危険度判定など建築・土木関係の専門家、手話・外国語通訳者などの   

専門家 

 

 

第２ 災害ボランティアの活動分野 

 

１ 一般分野 

（１）被災地の清掃、がれきの片づけなど 

（２）その他被災地における軽作業等 

（３）救援物資や義援品の仕分け 

（４）避難所の運営補助 

（５）炊き出し、食料等の配布 

（６）避難所や仮設住宅における生活支援（心理面での支援を含む。） 

 

２ 専門分野 

（１）救護所での医療救護活動 
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（２）被災宅地危険度判定 

（３）外国語の通訳、情報提供 

（４）災害情報や安否情報、生活情報の収集整理、広報 

（５）被災者への心理治療 

（６）高齢者や障害者等要配慮者の看護、情報提供 

（７）その他専門的知識、技能を要する活動 

 

 

第３ 災害ボランティアとして活動する個人、団体 

 

災害時にボランティアとして活動が期待される個人、団体は次のとおりとし、積極的に協力を求める

こととする。 

１ 個人 

（１）被災地周辺の市民 

（２）被災宅地危険度判定士 

（３）ボランティア活動の一般分野を担う個人 

（４）その他 

 

２ 団体 

（１）日本赤十字社千葉県支部 

（２）市社会福祉協議会 

（３）千葉市消防支援隊 

（４）一般社団法人日本アマチュア無線連盟千葉県支部 

（５）その他ＮＰＯ法人・ボランティア団体等 

 

 

第４ 災害ボランティアの受入れ体制の整備 

 

  市は、災害時にはボランティアへの積極的な参加を呼びかけるとともに、活動分野に応じた受入れ

体制を整備する。 

  なお、市災害ボランティアセンターの設置・運営については、「千葉市災害ボランティアセンターの

設置等に関する協定書」に基づき実施する。 

  また、市に災害救助法を適用した場合において、共助のボランティア活動と市の実施する救助の調

整事務について、市社会福祉協議会が設置する市災害ボランティアセンターに委託する場合は、当該

事務に必要な人件費及び旅費を災害救助法の国庫負担の対象とすることができる。 

 

１ 一般ボランティアの受入れ体制の整備 

（１）市災害ボランティアセンター等の設置 

   市社会福祉協議会は、市から市災害ボランティアセンターの設置・運営に関する要請があった場
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合には、市（本部）及び区（区本部）と連携を図り、一般分野のボランティアの活動拠点となる市

災害ボランティアセンター及び現地センターを開設する。また、市は平常時より、そのための体制

づくりを支援する。 

 

 ア 市災害ボランティアセンターの業務 

 （ア）市（本部）との連絡・調整 

 （イ）全国的支援組織やボランティア団体との連絡調整 

 （ウ）災害ボランティアに関する各種情報の収集・整理・提供 

 （エ）被災者ニーズの把握 

 （オ）一般ボランティアの受付・登録・派遣・コーディネート 

 （カ）区本部（区）との連絡・調整 

（２）本部・区本部の支援 

 ア 活動拠点の提供 

 イ 資材・機材・設備等の提供 

 ウ 運営費等の支援 

 エ 被害状況等の情報提供 

 オ 被災者ニーズに関する情報の提供 

 カ ボランティア募集の広報 

（３）登録・派遣について 

ア 市災害ボランティアセンター及び千葉県が設置する広域災害ボランティアセンターにおいて受

入れ、登録する。 

イ 市災害ボランティアセンターで受入れた災害ボランティアについては、市内のボランティア需要

状況を基に派遣する。また、広域災害ボランティアセンターで受け付けたボランティアについては、

被災地におけるボランティアの需要状況を基に、派遣先や派遣人員等を市災害ボランティアセンタ

ーと調整の上、派遣する。 

ウ さらに、全国規模での活動希望が予想される場合には、近隣都県の協力を得て受け付け、登録事

務を進めるものとする。 

エ 千葉県及び市災害ボランティアセンターによる登録を経ずに、直接現地へ来たボランティア希望

者については、設置されている市災害ボランティアセンター又は現地センターの窓口において受付

を行い、災害ボランティア活動に従事する。 

（４）食事、宿泊場所の提供 

ボランティアについての食事や宿泊場所は、自己調達を基本とする。 

（５）市災害ボランティアセンター及び現地センターの設置場所 

市災害ボランティアセンター及び現地センターの設置場所については、次のとおりとする。 

 

名 称 設 置 場 所 

市災害ボランティアセンター 
千葉市ハーモニープラザ内 

（千葉市中央区千葉寺町１２０８番地２） 
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現地センター 市と市社会福祉協議会が協議のうえ決定 

 

（６）活動費用の負担及び資機材の確保 

ボランティアの活動に伴う経費は、その必要性に応じて市が負担する。ボランティアが活動に必

要とする資機材については、市と市社会福祉協議会が相互に協力して確保する。 

（７）ボランティア活動保険への加入 

ボランティア活動に伴う事故の発生に対処するため、市災害ボランティアセンターは市内で活動

する一般ボランティアの把握に努め、ボランティア活動保険の加入を勧める。 

 

２ 専門ボランティアの受入れ体制の整備 

（１）市（本部）は、市が実施する業務を担う専門ボランティアを受入れるため、窓口を各部に開設し、

これを統括する。 

   受入れの窓口となる各部は、関係機関・団体への要請や受付・登録、活動拠点の提供、派遣等の

業務を行う。 

 

市担当部局によるボランティア登録 

 

（２）ボランティア活動保険への加入 

   市は、ボランティアの活動を支援するため、専門ボランティアの把握に努め、ボランティア活動

保険への加入を活動の条件とする。 

 

３ 県の受入れ体制 

  県の専門ボランティア受け入れ窓口は以下の通りである。 

  県の担当部局は、被災地におけるボランティアの需要状況を基に、派遣先や派遣人員等を被災市町

村等と調整の上、派遣する。 

活 動 分 野 個 人 ・ 団 体 受 入 れ 窓 口 

医 療 救 護 
医師、看護師、薬剤師、 

歯科医師、歯科衛生士 
保健福祉局健康福祉部・医療衛生部 

被災建築物応急危険度判定 被災地建築物応急危険度判定士 都市局建築部 

要配慮者支援 各 種 関 係 団 体 

保健福祉局高齢障害部、 

こども未来局こども未来部 

こども未来局幼児教育・保育部 

外国語通訳、翻訳、情報提供 (公財)千葉市国際交流協会 総務局市長公室 

通信、情報連絡 
(一社)日本アマチュア無線連盟 

千葉県支部 
総務局危機管理部 

応急救護活動等 消防職・団員ＯＢによる消防支援隊 消防局総務部 
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県担当部局によるボランティア登録 

活 動 分 野 個 人 ・ 団 体 受 入 れ 窓 口 

医 療 救 護 、 地 域 保 健 

医師、看護師、薬剤師、歯科医

師、保健師、栄養士、歯科衛生

士等 

健康福祉部健康づくり支援課 

健康福祉部医療整備課 

健 康 福 祉 部 薬 務 課 

被災建築物応急危険度判定※ 

被災宅地危険度判定※ 

被災建築物応急危険度判定士 

被災宅地危険度判定士 

県土整備部建築指導課 

県土整備部都市計画課 

高齢者支援 各 種 支 援 団 体 
健康福祉部 

高齢者福祉課 

障害者支援 各 種 支 援 団 体 
健康福祉部 

障害福祉課 

外国語通訳、翻訳、情報提

供 

(公財)ちば国際コンベンショ

ンビューロー語学ボランティ

ア、災害時外国人サポーター 

総合企画部 

国際課 

通信、情報連絡 

(一社)日本アマチュア無線連

盟 

千葉県支部 

防災危機管理部危機管理課 

   ※平時に登録を行っている。 

 

４ ボランティアニーズの把握 

  市は被災現地における体制を整備し、ボランティアの需要状況の的確な把握に努める。 

  市災害ボランティアセンターは、市との連絡を密にするとともに、各種ボランティア団体との情報

交換等により、市域のボランティアの需要状況の把握に努める。 

 

５ 各種ボランティア活動団体等との連携 

  市は、市社会福祉協議会、地元や外部から被災地入りしているＮＰＯ等との連携を図るととも

に、災害中間支援組織（ＮＰＯ・ボランティア等の活動支援や活動調整を行う組織）を含めた連携

体制の構築を図り、災害の状況やボランティアの活動状況等に関する最新の情報を共有する場を設

置するなどし、被災者のニーズや支援活動の全体像を関係者と積極的に共有するものとする。 

 

第５ ボランティアの育成とボランティア意識の啓発 

 

  市社会福祉協議会や関係団体との連携により、大規模災害時においても有効な活動が展開できるよ

う、平常時から市民が自発的にボランティア活動に参加できる環境づくりや団体等の主体性を尊重し

た運営が図れるよう、ボランティア意識の啓発やボランティアリーダーの養成等を行う。 

 

１ ボランティア意識の啓発 

  広報等を通じて、ボランティア精神と意義の啓発を行い、防災訓練等への積極的な参加を呼びか
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けるとともに、ボランティア意識の醸成を図る。 

 

２ ボランティアリーダーの養成 

  ボランティアの資質の向上を図るとともに、学習会等を開催することにより、その活動の中で指

導的な役割を担う、ボランティアリーダーの養成を行う。 

 

３ 研修・訓練 

  災害時においても、また、他都市への支援においても、ボランティア活動が有効に展開できるよ

うな活動メニューを盛り込んだ研修・訓練等を実施する。 

 

４ ボランティア団体の組織化 

  平常時から登録ボランティア団体等が地域や拠点において相互に交流・協力を深め、それぞれが

役割分担をしながら、連携をとって有機的に活動を展開できるよう、活動の場の開拓や情報の提供

など連携のための条件整備を行い、ボランティア関係団体の組織化の推進を支援する。 

 

日本赤十字社千葉県支部防災ボランティア養成・研修計画 
 

項 目 対 象 実 施 内 容 

防災ボランティア登録説明会 新規登録者 防災ボランティアの概要等 

防災ボランティア研修会 登録者全員 グループワーク、講演等 

防災ボランティアリーダー養成講習会（本

社） 
候補者 ボランティアセンターの運営方法等 

防災ボランティア地区リーダー養成講習会 候補者 
地区におけるボランティアセンター

の運営方法等 

防災ボランティアリーダー研修会 リーダー グループワーク、研修会の運営等 

防災ボランティアリーダー・地区リーダーフ

ォローアップ研修会 

リーダー 

地区リーダー 
グループワーク、地区研修会の運営等 

 

  



第２章 風水害・雪害・火山災害対策計画 第１９節 ボランティアとの連携 

風 - 190 - 

 

各種奉仕団 

奉 仕 団 名 災害時における活動（役割） 

千葉県赤十字地域奉仕団 
非常食の炊き出し、給食、義援金の募集、避難場所の運営補助

（受付、清掃、案内等）、献血の呼びかけ・受付等 

千葉県青年赤十字奉仕団 
避難場所の運営補助（清掃・案内・乳幼児の世話、障害を持つ

人の介助等）、救援物資の収納管理・配布等 

千葉県赤十字安全奉仕団 
災害現場又は救護所での搬送補助・応急手当、救援物資の搬送

及び配布等 

千葉県赤十字看護奉仕団 
災害現場又は救護所での医療スタッフの補助・応急手当、巡回

診療補助、避難場所での運営補助（健康相談・血圧測定等） 

千葉県赤十字語学奉仕団 通訳（診療の補助、各種案内等）、外国人被災者の安否調査等 

成田赤十字病院ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ会 外来患者の補助、入院患者の生活介助、院内の案内、清掃等 

千葉県赤十字特殊救護奉仕団 
災害現場又は救護所での傷病者の搬送補助・応急手当、無線通

信による情報収集、広報、救援物資の搬送及び配布等 

千葉県赤十字安全水泳奉仕団 避難所での運営補助（救援物資の搬送及び配布） 

千葉県青少年赤十字賛助奉仕団 避難所の子どもたちに対する遊びや学習の支援等 
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第２０節 帰宅困難者等対策  

【総務局危機管理部、都市局、各区、千葉県警察本部及び警察署、鉄道事業者、関係事業者】 

 

第１ 基本的な考え方 

 

台風の停滞等、風水害発生時に鉄道を中心とした交通機能が一定期間停止したことにより、帰宅困難

者等の発生が見込まれる場合には、帰宅困難者に対し、地震発生時に準じた支援を行うものとする。 

 

 

第２ 帰宅困難者等対策 

 

１ 一斉帰宅の抑制 

風水害の場合は、一定の予測が可能である。このため、交通機関の停止などにより大量の帰宅困難

者の発生が予想される場合には、市民、企業、学校など関係機関に対し、国、県、周辺市町村と連携

して、むやみに移動を開始せずに職場や学校などの施設内に留まるよう呼びかけを行う。 

（１）企業・学校などでの施設内待機 

企業及び学校など関係機関は、従業員、顧客、児童・生徒及び施設の被害状況を確認するとともに、

行政機関や関係機関から提供される災害関連情報等により、周辺の安全を確認した上で、従業員等を

施設内又は安全な場所へ待機させるよう努める。 

（２）大規模集客施設や駅等における利用者保護 

大規模集客施設や駅等を管理する事業者は、管理する施設の安全及び行政機関や関係機関から提

供される災害関連情報等により、周辺の安全を確認した上で利用者を施設内の安全な場所へ保護す

るとともに、保護した利用者を行政機関等と連携して一時滞在施設へ案内するよう努める。 

（３）安否確認 

あらかじめ企業や家族等との安否確認手段を定めておき、災害発生時は電話が輻輳することを踏

まえ、携帯電話災害用伝言板、災害用伝言ダイヤル１７１、ＳＮＳ等複数の手段を利用し、安否確

認を行う。 

 

２ 帰宅困難者等の把握と情報提供 

（１）帰宅困難者等の把握と混乱防止 

市は、大規模集客施設や駅等の周辺で発生した滞留者や市周辺から幹線道路などを通って徒歩に

より移動してくる帰宅困難者等についての情報を交通事業者等から受け、関係機関へ情報提供を行

う。 

（２）帰宅困難者等への情報提供 

市は、災害に関する情報、広域的な被害情報、家族等との安否確認方法などについて、ホームペ

ージなどを活用し、情報提供を行う。 

また、駅周辺帰宅困難者等対策協議会においても、あらかじめ確立された情報連絡体制及び提供

方法に基づいた情報提供を行う。 

さらに、ちばし災害緊急速報メールやＳＮＳなどを活用した情報提供について実施する。 
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駅周辺帰宅困難者等対策協議会緊急連絡網図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 帰宅困難者等の安全対策 

（１）一時滞在施設の開設 

市は、あらかじめ一時滞在施設として指定した市有施設について、被災状況や安全性を施設管理

者が確認した後、一時滞在施設として開設する。 

また、市は区域内の指定した民間施設の管理者に対して、一時滞在施設開設の要請を行う。 

市は、一時滞在施設の開設状況を集約し、駅周辺帰宅困難者等対策協議会内の連絡網等の活用に

より、県や警察等関係機関へ報告するとともに、駅、大規模集客施設、企業等をとおして帰宅困難

者へ情報提供を行う。 

（２）一時滞在施設への案内 

大規模集客施設や駅等で保護された利用客については、原則、大規模集客施設や駅等を管理する

事業者が市や警察等関係機関と連携して一時滞在施設へ案内する。 

（３）一時滞在施設の運営 

施設管理者は、あらかじめ定めた手順により帰宅困難者等を受け入れる。その際、市は駅周辺帰

宅困難者等対策協議会等の関係機関と連携し、施設管理者に対して、災害関連情報や公共交通機関

の運行・復旧状況などの情報を提供する。 

開設の期間については、受け入れを開始した時点から、鉄道等公共交通機関が復旧するなど状況

が改善されるまでとし、長期に及ぶ場合については、各施設と市で個別に協議する。 

 

４ 徒歩帰宅支援 

（１）災害時帰宅支援ステーション（協定締結企業等）に対する支援要請 

市は、災害発生後コンビニエンスストア、ファミリーレストランなど、災害時帰宅支援ステーシ

相互連絡 

報告の流れ 

千 葉 県 警察関係 

千葉市消防局 

区役所 
交通事業者 

 

商業施設ほか 

（協力施設） 

一時滞在施設 

（指定施設） 

帰宅困難者受入可能施設（公共施設・民間施設）  

宿泊施設 

（協力施設） 

千葉市危機管理部 
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ョン協定を締結している事業者に対し、九都県市と連携して支援の要請を行う。 

また、ガソリンスタンドは県が千葉県石油商業組合へ要請を行う。 

（２）徒歩帰宅者への情報提供 

職場や一時滞在施設に留まった帰宅困難者等は、救急・救助活動が落ち着いた後、帰宅を開始す

ることになる。その際、市は、関係機関と連携して徒歩で帰宅する帰宅困難者等に対し、帰宅支援

対象道路沿いの道路状況、沿道の被害、混雑状況、災害時帰宅支援ステーションの開設情報などを

ホームページなどを活用し提供する。 

また、ちばし災害緊急速報メールやＳＮＳなどを活用した情報提供についても検討・実施してい

く。 
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第２１節 雪害対策  

【総務局危機管理部、全局区等、関係機関、市民、事業者】 

 

雪害時の対応は、本章各節に定められた内容と異なることが多いため、応急活動体制をはじめ、応急

活動など特に必要な対策について定める。 

 なお、本節に定めのない事項（広報、避難対策等）は、本章各節に基づくものとする。 

 

第１ 応急活動体制 

 【全局区等】 

 

１ 災害警戒本部 

災害警戒本部の設置基準及び配備要員数は以下のとおりとする。 

なお、消防局の配備要員数は、消防局で定めた配備基準に基づくものとする。 

 

種

別 
配 備 基 準 配 備 体 制 職 員 参 集 基 準 

初 

期 

配 

備 

体 

制 

危機管理監が、災害

が発生し、又は発生す

るおそれがあると認め

たとき。 

雪害対策関係局部等の職員

で情報収集連絡活動及び小規

模災害に対処できる体制とし、

その所要人員は所掌業務を勘

案して、あらかじめ各局等にお

いて定める。 

 

総務局 

建設局 

各区 

注 

意 

配 

備 

体 

制 

市域に大雪注意報が

発表され、市長が必要

と認めたとき。 

雪害対策関係局部等の職員

で情報収集連絡活動及び小規

模災害に対処し、事態の推移に

伴い、速やかに上位の体制に移

行できる体制とする。その所要

人員は所掌業務等を勘案して、

あらかじめ各局等において定

める。 

災

害

対

策

事

前

配

備

の

配

置

基

準 

総務局    5～10％ 

建設局    5～10％ 

都市局    5～10％ 

各区     5～10％ 

警 

戒 

配 

備 

体 

制 

市域に次の警報が１ 

以上発表され、市長が

必要と認めたとき。 

（１）大雪警報 

（２）暴風雪警報 

雪害対策関係局部等の所要

人員をもって、災害の状況に応

じた応急対策活動を実施し、事

態の推移に伴い、速やかに上位

の体制に移行できる体制とす

る。その所要人員は所掌業務等

を勘案して、あらかじめ各局等

において定める。 

 

 

総務局    10～20％ 

建設局    10～20％ 

都市局    10～20％ 

各区     10～20％ 

保健福祉局 

教育委員会事務局 

議会事務局 

 

※本部長からの指示があった場合は、上表の職員参集基準にかかわらず、各局区等で所掌業務等を勘案した人員と

する。  

局区の定

めによる 

2～5名 

程度 
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２ 災害対策本部 

災害対策本部の設置基準及び配備要員数は以下のとおりとする。 

なお、消防局の配備要員数は、消防局で定めた配備基準に基づくものとする。 

 

種

別 
配 備 基 準 配 備 体 制 職 員 参 集 基 準 

第 

１ 

配 

備 

体 

制 

１ 市域に特別警報（大雪、

暴風雪）が発表され、市長

が必要と認めたとき。 

２ 市域（区域）に局地的災

害が発生したとき。 

３ 市域（区域）に局地的災

害が予測されるとき。 

４ その他の状況により市長

（区長）が必要と認めたと

き。 

１ 突発的災害等で情報収集、

輸送、医療、救護等の応急対

策活動が円滑に実施できる体

制とし、その要員はあらかじ

め各局等において定める。 

２ 事態の推移に伴い速やかに

第２配備体制に移行しうる体

制とする。 

総務局     20～40％ 

建設局     20～40％ 

都市局     20～40％ 

各区      20～40％ 

その他の局・行政委員会等 

 15～20％ 

第 

２ 

配 

備 

体 

制 

１ 複数区（地域）に災害が

発生したとき。 

２ 複数区（地域）に災害が

予測されるとき。 

３ その他の状況により本部

長（区本部長）が必要と認

めたとき。 

１ 複数区（地域）についての

救助・救護活動を行い、また

その他の地域に災害が拡大す

るのを防止するための応急対

策活動及び復旧対策活動に対

処できる体制とし、その要員

はあらかじめ各局等において

定める。 

２ 事態の推移に伴い速やかに

第３配備体制に移行しうる体

制とする。 

総務局       50％ 

建設局       50％ 

都市局       50％ 

各区        50％ 

その他の局・行政委員会等 

 30％ 

第 

３ 

配 

備 

体 

制 

１ 全市（区）域に災害が拡

大し、第２配備体制では対

処できないとき。 

２ その他の状況により本部

長（区本部長）が必要と認

めたとき。 

本部（区本部）の全力をもっ

て対処する体制とする。その要

員は各所属職員全員とする。 

全職員 

※本部長からの指示があった場合は、上表の職員参集基準にかかわらず、各局区等で所掌業務等を勘案した人員と

する。 

第２ 情報の収集 

 【総務局危機管理部、建設局、各区、消防局、施設所管局区】 

 

１ 実施機関とその分担 

各関係局区は、次の情報を収集し、市災害対策本部（又は市災害警戒本部）に報告する。 
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情 報 の 種 類 報 告 の 時 期 担 当 す る 局 区 等 

大雪に関する気象情報 

（１）覚知後、直ちに報

告。以後、詳細が判明

のつど報告。 

（２）その他、市災害対

策本部（又は市災害

警戒本部）より指示

があった場合 

総務局危機管理部 

道路交通情報（交通規制・通行止め） 
総務局危機管理部（下記以外） 

建設局（管理道路のみ） 

ライフライン情報（電気・通信） 総務局危機管理部 

帰宅困難者の発生状況 総務局危機管理部、各区 

消防・救急救助活動の状況 消防局 

市有施設（学校・保育所含む）の状況 施設所管局区 

被害情報（人的・物的被害） 各所管局区 

※担当する局区等について、災害対策本部設置後は災害対策本部の組織名称とする。 

  

第３ 消防・救急救助活動 

 【消防局】 

 

消防部（消防局）は、消防・救急救助活動を迅速かつ的確に実施するため、次の事項に留意して活動

を実施する。 

 

１ 動員体制 

市域に大雪警報等が発表された場合、消防職員は、予め定めた配備体制基準に基づき、直ちに所定

の場所に参集する。 

２ 消防車両等の運行 

積雪時においても安全に消防車両等が運行できるよう、消防車両等にスタッドレスタイヤ又はタイ

ヤチェーンを装着する。 

３ 消防水利の確保 

大雪時においても迅速に消火活動が行えるよう、必要に応じ消防水利確保のための除雪活動を行う。 

４ 資機材の増強 

遠距離送水を考慮したホース及びスコップ等の必要資機材を増強し、体制強化を図る。 

５ 救急需要増加時の対応 

救急需要に対する効果的な運用を図るため、非常用救急自動車による救急隊の運用を行う。 

６ 活動時の留意点 

（１）道路等が滑りやすくなるなど、大雪による影響を考慮した活動を実施する。 

（２）除雪活動情報を収集するなど、通行可能な道路を随時把握し、あらかじめ経路等の選定を行う。 

 

第４ 道路対策 

 【都市局、建設局、千葉国道事務所、東日本高速道路㈱千葉・市原管理事務所、千葉県警察、（一社）

千葉市建設業協会】 
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１ 道路の除雪・凍結防止活動 

 【建設局、千葉国道事務所、東日本高速道路㈱千葉・市原管理事務所、（一社）千葉市建設業協会】 

各道路管理者は、関係機関と協力して道路の除雪・凍結防止対策を実施し交通の確保に努める。 

（１）一般国道、主要地方道、一般県道 

一般国道、主要地方道、一般県道については、各道路管理者が以下のことを実施する。 

 

（２）市道（生活道路を除く） 

建設部（建設局）は、市道について、路線の性格、地域及び気象条件、交通量等の条件を踏まえ、

優先順位を決めたうえで、除雪活動を実施する。 

除雪活動については、状況に応じ、（一社）千葉市建設業協会に対して「災害時における応急工事

等の協力に関する業務基本協定書」に基づく要請を行い共同で実施する。 

また、融雪時の夜間凍結によるスリップ事故防止については、関係機関と連携し、必要に応じて

砂・凍結防止剤等の散布を迅速に行う。 

（３）生活道路 

市は、幹線道路を優先的に除雪し、生活道路の除雪については、市民による除雪活動を促すこと

とする。 

なお、実施については本節第１２「市民の自助、地域による共助」に定めるとおりとする。 

（４）有料道路（京葉道路、千葉東金道路、東関東自動車道水戸線・館山線、道路） 

   有料道路を管理する道路管理者は、路線の積雪状況、交通量等の条件を踏まえて、除雪・凍結  

防止活動を実施する。 

（５）私道 

私道については、各管理者の責任において除雪活動を行うこととする。 

 

２ 倒木の処理 

 【都市局、建設局、千葉国道事務所、東日本高速道路㈱千葉・市原管理事務所】 

大雪時には、街路樹等が倒れることがあるため、各道路管理者等は、パトロールを実施し、倒木を

道路種別 除雪目標 実施内容 

一般国道 

 ２車線以上の幅員を原則とし、異常な

積雪以外は常時交通を確保する。全幅員

除雪について早期に実施する。 

 常時良好な路面状態を保つよう、常

時路面の維持作業を行うとともに、積

雪時には除雪作業を行う。 

主要地方道 

 ２車線幅員確保を原則とするが状況に

より、１車線幅員で待避スペースを設け

る。バスの停留スペースについても幅員

を確保する。全幅員の除雪について、極力

早期に実施する。 

 常時良好な路面状態を保つよう、常

時路面の維持作業を行うとともに、積

雪時には除雪作業を行う。状況によっ

て、１車線交通になることがある。 

一般県道 
 １車線幅員で必要な待避スペースを設

けることを原則とする。 

 各種車両の交通可能幅員を確保す

る。状況によっては短時間又は単区間

交通不能になることもある。 
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発見した場合は撤去する等、道路の安全を確保する。 

３ 放置車両の移動等 

 【建設局、千葉国道事務所、東日本高速道路㈱千葉・市原管理事務所、千葉県警察】 

降雪により動けなくなった自動車が放置されると、緊急通行車両の通行の妨げとなるため、各道路

管理者又は千葉県警察は、必要に応じて災害対策基本法等の規定に基づく放置車両の移動等を実施す

ることとする。 

 

４ 道路の交通規制 

 【建設局、千葉国道事務所、東日本高速道路㈱千葉・市原管理事務所、千葉県警察】 

降雪による放置自動車及び交通事故の発生を防止するため、各道路管理者又は千葉県警察は、必要

に応じて道路の交通規制を実施する。なお、交通規制を実施した場合は市民及び関係機関に対し必要

に応じた広報を行うものとする。 

また、実施については、本章第８節第２「道路の交通規制」に準ずる。 

 

 

第５ 公共交通機関対策 

 【ＪＲ東日本㈱、京成電鉄㈱、千葉都市モノレール㈱、各バス事業者】 

 

大雪による災害が発生した場合、各交通機関は全機能をあげて、乗客及び施設の安全確保と緊急輸送

等を行うため、災害対策本部等を設置することとしている。 

なお、交通機関の運行ができなくなり帰宅困難者が発生した場合の対応は、原則として、本節第９「帰

宅困難者対策」に定めるとおりとする。 

 

１ 鉄道事業者 【ＪＲ東日本㈱、京成電鉄㈱】 

ＪＲ東日本㈱及び京成電鉄㈱は、大雪時の応急対策活動を次のとおり実施する。 

（１）乗客の安全確保 

（２）鉄道施設の除雪 

（３）他路線への振り替え輸送、バス代行輸送等の代替交通手段の確保 

（４）利用者への運行状況の広報、帰宅困難者への対応 

（５）関係機関との運行情報等の共有  

（６）その他必要な措置 

 

２ 軌道事業者 【千葉都市モノレール㈱】 

千葉都市モノレール㈱は、大雪時の応急対策活動を次のとおり実施する。 

（１）乗客の安全確保 

（２）軌道施設の除雪 

（３）他路線への振り替え輸送、バス代行輸送等の代替交通手段の確保 

（４）利用者への運行状況の広報、帰宅困難者への対応 

（５）関係機関との運行情報等の共有 
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（６）その他必要な措置 

 

３ 各バス事業者 

各バス事業者は、大雪時の応急対策活動を次のとおり実施する。 

（１）乗客の安全確保（タイヤチェーンの装着等） 

（２）バス停の除雪 

（３）利用者への運行状況の広報 

（４）要請に基づくバス代行輸送の実施 

（５）関係機関との運行情報等の共有 

（６）その他必要な措置 

 

 

第６ ライフライン施設対策 

 【東京電力パワーグリッド㈱千葉総支社、ＮＴＴ東日本㈱、㈱ＮＴＴドコモ、エヌ・ティ・ティ・ コ

ミュニケーションズ㈱、ＫＤＤＩ㈱、ソフトバンク㈱、楽天モバイル㈱】 

 

１ 電気施設 【東京電力パワーグリッド㈱千葉総支社】 

東京電力パワーグリッド㈱千葉総支社は、大雪時の応急対策活動を次のとおり実施する。 

（１）電気施設の除雪 

（２）着雪による電線切断の対応 

（３）仮復旧及び本復旧工事の実施 

（４）被害・復旧状況の関係機関への連絡及び停電に関する市民への広報 

（５）その他必要な措置 

 

２ 通信施設 【ＮＴＴ東日本㈱、㈱ＮＴＴドコモ、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱、

ＫＤＤＩ㈱、 ソフトバンク㈱、楽天モバイル㈱】 

各通信施設事業者は、大雪時の応急対策活動を風水害対策に準じて実施する。 

 

 

第７ 児童生徒の安全確保対策 

 【教育委員会】 

 

教育部（教育委員会）は、児童生徒の安全を確保するため、必要な対策を次のとおり実施する。 

 

１ 登下校時の安全確保 

降積雪時の登下校は転倒等の危険性が高いため、児童生徒に注意喚起するとともに、集団登下校、

保護者の付添い、通学路への監視員の配置等を検討・実施するほか、必要に応じて通学路の除雪を行

うこととする。 
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第８ 市有施設対策 

 【施設所管局区、施設管理者】 

 

施設を所管する各部（施設所管局区）又は施設管理者は、施設利用者の安全を確保するため、必要な

対策を次のとおり実施する。 

 

１ 施設利用者の安全確保 

（１）大雪警報が発表される等、施設利用者の帰宅が困難になると予想される場合は、館内放送等によ

り施設利用者に対し、周知を行うものとする。 

（２）公共交通機関の運行停止に伴い、施設利用者が帰宅困難者となった場合は、本部事務局（総務局

危機管理部）又は各区本部（各区）に連絡を行い、帰宅困難者一時滞在施設の開設状況を確認して

案内等を行うものとする。 

 

２ 施設の除雪 

大雪による施設利用者の安全を確保するため、敷地内・周辺道路の除雪、倒木の処理を実施する。 

 

 

第９ 帰宅困難者対策 

 【総務局危機管理部、都市局、各区、千葉県警察、ＪＲ東日本㈱、京成電鉄㈱、千葉都市モノレール㈱、

関係事業者】 

基本的な内容については、本章第２０節「帰宅困難者等対策」に準ずるが、大雪時の帰宅困難者対策

について次のとおり実施する。 

 

１ 各関係局区・各関係機関の役割 

（１）本部事務局（総務局危機管理部） 

ア 帰宅困難者の把握 

大雪の発生により、公共交通機関の運行停止又はそのおそれがあると認められたときは、あらか

じめ定めた情報連絡体制に基づき、随時、帰宅困難者の発生見込みを確認し、関係機関の間で情報

共有を行う。 

イ 一時滞在施設の開設要請 

公共交通機関の運行が停止し帰宅困難者が発生した場合は、必要に応じて一時滞在施設の管理者

に対して開設要請を行う。 

なお、大雪時の移動は荒天による視界不良、積雪・路面凍結により、転倒等のおそれが高いため、

駅からの移動距離等を考慮して開設するよう努める。 

ウ 一時滞在施設の開設に関する広報 

一時滞在施設を開設した場合は、駅での広報を依頼する他、必要に応じて市ホームページ、   

ＳＮＳ等により広報する。 
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（２）都市部（都市局） 

ア 公共交通機関との連絡調整 

イ 本部事務局（総務局危機管理部）への報告 

（３）区本部（各区） 

ア 一時滞在施設への誘導 

イ 本部事務局（総務局危機管理部）への報告 

（４）ＪＲ東日本㈱、京成電鉄㈱、千葉都市モノレール㈱ 

ア 早期復旧に努める。 

イ 積雪の状況により、運行できなくなるおそれがある場合、早めに市と緊密に連携し、運行の見込

みについて、市に伝達する。 

ウ 運行停止により、帰宅困難者が発生した場合は、市に対し報告するとともに一時滞在施設が開設

した場合には施設の案内を行う。 

エ 鉄道の運行の見込みについて、定期的に市に報告する。 

オ 除雪作業を実施するなど、運行が可能になり次第、終夜運転等必要な措置を講じ、早期の帰宅困

難者の解消に努める。 

 

２ 一時滞在施設の開設・運営 

本章第２０節「帰宅困難者等対策」に準ずるが、大雪時は気温が低いため、暖房やタオル等の支給

について配慮するとともに、運行状況について定期的に確認し、帰宅困難者に対して周知する。 

 

 

第１０ 農作物対策 

 【経済農政局】 

 

経済農政部（経済農政局）は、農業者に対し、大雪時の農作物対策として、次のとおり処理を行うよ

う周知する。 

 

１ 農作物の雪害防止対策 

（１）野菜に対する応急対策 

ア ビニールハウス 

降雪後は急激に気温が低下し、寒害が発生するため、保温を行う。 

イ 露地物 

降雪による凍害を受け易いので、除雪及び融雪の促進に努める。また、融雪後は追肥、薬剤散布

等による病害予防を行う。 
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（２）果樹に対する応急対策 

ア 融雪が遅れると、枝折れ、裂傷のほか生理障害を起こすため、雪の上に黒土、灰等をまいて融雪

を促進する。 

イ 裂傷樹は、折れた部分で切り取り保護剤を塗るか、裂傷した樹を結束し、防護剤を塗り支柱を立 

てる。 

 

 

第１１ ごみ処理対策 

 【環境局】 

 

環境部（環境局）は、ごみ収集業務を継続するため、必要な対策を実施する。 

 

１ 収集業務の継続 

（１）収集体制の確保 

大雪時でも収集業務が継続できるよう環境事業所、委託業者及び許可業者等の人員、車両等の稼

働状況を把握する。また、ごみ収集のサイクルを変更するなど、状況に応じたごみ収集体制とする。 

（２）ごみ収集車の運行 

各委託業者は、積雪時においても安全にごみ収集車が運行できるよう、ごみ収集車にスタッドレ

スタイヤ又はタイヤチェーンを装着するものとする。 

（３）収集に関する広報 

大雪時の収集体制を広報するとともに、市民への協力を要請する。 

 

 

第１２ 市民の自助、地域による共助 

 【市民】 

 

１ 宅地・建物及び私道の除雪 

宅地・建物及び私道の除雪については、各管理者が責任を持って行うものとする。 

なお、積雪の規模等により管理者のみでの除雪が困難な時は、必要に応じて地域と協力して除雪活

動を行うものとする。 

 

２ 生活道路の除雪 

市は、幹線道路を優先的に除雪し、生活道路の除雪については、市民による除雪活動を行うものと

する。 

 

３ 立ち往生車両、放置車両の抑制 

立ち往生車両、放置車両の発生を抑制するため、各運転者は次の対策を実施するものとする。 

（１）車両の利用は極力控える。 

（２）スタッドレスタイヤ又はタイヤチェーンの装着。 
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（３）円滑な除雪作業に支障となる路上駐車は行わない。 

（４）車を置いて避難する際は、エンジンキーは付けたままとし、ドアはロックしない。 
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第２２節 火山災害対策 

【総務局危機管理部、全局区等、関係機関、市民、事業者】 

 

 火山災害時の対応は、本章各節に定められた内容と異なることが多いため、応急活動体制をはじめ、

応急活動など特に必要な対策について定める。 

 なお、本節に定めのない事項（広報、避難対策等）は、本章各節に基づくものとする。 

 

 

第１ 応急活動体制 

 【全局区等】 

 

１ 災害警戒本部 

   災害警戒本部の設置基準及び配備要員数は以下のとおりとする。 

   なお、消防局の配備要員数は、消防局で定めた配備基準に基づくものとする。 

 

種

別 
配 備 基 準 配 備 体 制 職 員 参 集 基 準 

初 

期 

配 

備 

体 

制 

危機管理監が、災害

が発生し、又は発生す

るおそれがあると認め

たとき。 

火山災害対策関係局部等の

職員で情報収集連絡活動及び

小規模災害に対処できる体制

とし、その所要人員は所掌業務

を勘案して、あらかじめ各局等

において定める。 

 

総務局 

建設局 

各区 

注 

意 

配 

備 

体 

制 

１ （※）富士山の「噴

火警戒レベル３」が

発表され、市長が必

要と認めたとき。 

２ 市域に（※）量的降

灰予報（少量）が発表

され、市長が必要と

認めたとき。 

火山災害対策関係局部等の

職員で情報収集連絡活動及び

小規模災害に対処し、事態の推

移に伴い、速やかに上位の体制

に移行できる体制とする。その

所要人員は所掌業務等を勘案

して、あらかじめ各局等におい

て定める。 

災

害

対

策

事

前

配

備

の

配

置

基

準 

総務局    5～10％ 

保健福祉局  5～10％ 

環境局    5～10％ 

建設局    5～10％ 

都市局    5～10％ 

各区     5～10％ 

警 

戒 

配 

備 

体 

制 

１ 富士山の「噴火警

戒レベル４」が発表

され、市長が必要と

認めたとき。 

２ 市域に量的降灰予

報（やや多量）が発表

され、市長が必要と

認めたとき。 

火山災害対策関係局部等の

所要人員をもって、災害の状況

に応じた応急対策活動を実施

し、事態の推移に伴い、速やか

に上位の体制に移行できる体

制とする。その所要人員は所掌

業務等を勘案して、あらかじめ

各局等において定める。 

総務局    10～20％ 

保健福祉局  10～20％ 

環境局    10～20％ 

建設局    10～20％ 

都市局    10～20％ 

各区     10～20％ 

その他の局・行政委員会等 

（1～5名程度） 

※富士山の噴火警戒レベルについては 202ページを参照 

※量的降灰予報については、203ページを参照 

局区の定

めによる 
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２ 災害対策本部 

   災害対策本部の設置基準及び配備要員数は以下のとおりとする。 

   なお、消防局の配備要員数は、消防局で定めた配備基準に基づくものとする。 

 

種

別 
配 備 基 準 配 備 体 制 職 員 参 集 基 準 

第 

１ 

配 

備 

体 

制 

１ 富士山の「噴火警戒レ

ベル５」が発表され、市

長が必要と認めたとき。 

２ 市域に量的降灰予報

（多量）が発表され、市

長が必要と認めたとき。 

３ 市域に多量の降灰が

認められ、警戒配備体制

では対処できないとき。 

４ その他の状況により

市長（区長）が必要と認

めたとき。 

１ 情報収集、除灰活動等の応

急対策活動が円滑に実施でき

る体制とし、その要員はあら

かじめ各局等において定め

る。 

２ 事態の推移に伴い速やかに

第２配備体制に移行しうる体

制とする。 

総務局     20～40％ 

保健福祉局   20～40％ 

環境局     20～40％ 

建設局     20～40％ 

都市局     20～40％ 

各区      20～40％ 

その他の局・行政委員会等 

 15～20％ 

第 

２ 

配 

備 

体 

制 

１ 市域に多量の降灰が

認められ、第１配備体制

では対処できないとき。 

２ その他の状況により

本部長（区本部長）が必

要と認めたとき。 

１ 応急対策活動及び復旧対策

活動に対処できる体制とし、

その要員はあらかじめ各局等

において定める。 

２ 事態の推移に伴い速やかに

第３配備体制に移行しうる体

制とする。 

総務局       50％ 

保健福祉局     50％ 

環境局       50％ 

建設局       50％ 

都市局       50％ 

各区        50％ 

その他の局・行政委員会等 

 30％ 

第 

３ 

配 

備 

体 

制 

１ 市域に多量の降灰が

認められ、第２配備体制

では対処できないとき。 

２ その他の状況により

本部長（区本部長）が必

要と認めたとき。 

本部（区本部）の全力をもっ

て対処する体制とする。その要

員は各所属職員全員とする。 

全職員 

※本部長からの指示があった場合は、上表の職員参集基準にかかわらず、各局区等で所掌業務等を勘案した人員と

する。 
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第２ 情報の収集 

 【総務局危機管理部、環境局、建設局、各区、消防局、水道局、施設所管局区】 

 

１ 実施機関とその分担 

   各関係局区は、次の情報を収集し、市災害対策本部（又は市災害警戒本部）に報告する。 

情 報 の 種 類 報 告 の 時 期 担 当 す る 局 区 等 

火山噴火に関する情報（噴火警報・

量的降灰予報） 

（１）覚知後、直ちに報

告。以後、詳細が判明

のつど報告。 

（２）その他、市災害対

策本部（又は市災害

警戒本部）より指示

があった場合 

総務局危機管理部 

道路交通情報（交通規制・通行止め） 
総務局危機管理部（下記以外） 

建設局（管理道路のみ） 

ライフライン情報（上水道・公共下

水道・電気・通信） 

総務局危機管理部 

（水道局以外の水道、電気、通信） 

水道局（管理水道のみ） 

建設局（公共下水道） 

帰宅困難者の発生状況 総務局危機管理部、各区 

消防・救急救助活動の状況 消防局 

市有施設（学校・保育所含む）の状況 施設所管局区 

降灰堆積深の状況 施設所管局区 

大気の状況 環境局 

被害情報（人的・物的被害） 各所管局区 

※担当する局区等について、災害対策本部設置後は災害対策本部の組織名称とする。 

 

２ 噴火警報等の種類と発表 

（１）噴火警報（居住地域）・噴火警報（火口周辺）・噴火警報（周辺海域） 

   気象庁が、噴火に伴って発生し生命に危険を及ぼす火山現象（大きな噴石、火砕流、融雪型火山

泥流等、発生から短時間で火口周辺や居住地域に到達し、避難までの時間的猶予がほとんどない火

山現象）の発生やその拡大が予想される場合に、「警戒が必要な範囲」（生命に危険を及ぼす範囲）

を明示して発表する。「警戒が必要な範囲」に居住地域が含まれる場合は「噴火警報（居住地域）」、

含まれない場合は「噴火警報（火口周辺）」、影響が海域に限られる場合は「噴火警報（周辺海域）」

として発表する。噴火警報（居住地域）は、警戒が必要な居住地域を含む市町村に対する火山現象

特別警報に位置づけられる。 

（２）噴火予報 

   気象庁が、警報の解除を行う場合等に発表する。 

（３）噴火警戒レベル 

   火山活動の状況に応じ、警戒が必要な範囲と防災機関や住民等がとるべき防災対応を「平常」、

「火口周辺規制」、「入山規制」、「避難準備」、「避難」の５段階に区分して発表する指標であり、富

士山のように噴火警戒レベルが導入されている火山では、噴火予報及び噴火警報で噴火警戒レベル

が発表される。 



第２章 風水害・雪害・火山災害対策計画 第２２節 火山災害対策 

風 - 207 - 

噴火警報・予報の名称、発表基準、噴火警戒レベル等の一覧表 

（噴火警戒レベルが運用されている火山の場合） 

名称 対象範囲 発表基準 
噴火警戒レベル 

（警戒事項等） 

噴火警報 

（居住地域） 

又は 

噴火警報 

居住地域 

及び 

それより火口側 

居住地域に重大な被害を及ぼす

噴火が切迫している状態と予想

される場合 

レベル５ 

（避難） 

居住地域に重大な被害を及ぼす

噴火が発生する可能性が高まっ

てきていると予想される場合 

レベル４ 

（避難準備） 

噴火警報 

（火口周辺） 

又は 

火口周辺警報 

火口から居住地域近

くまでの広い範囲の

火口周辺 

居住地域の近くまで重大な影響

を及ぼす噴火が発生すると予想

される場合 

レベル３ 

（入山規制） 

火口から少し離れた

所までの火口周辺 

火口周辺に影響を及ぼす噴火が

発生すると予想される場合 

レベル２ 

（火口周辺規制） 

噴火予報 火口内等 

予想される火山現象の状況が静

穏である場合その他火口周辺等

においても影響を及ぼすおそれ

がない場合 

レベル１ 

（活火山である

ことに留意） 

 

（４）降灰予報 

   気象庁は、以下の３種類の降灰予報を提供する。 

  ア 降灰予報（定時） 

 （ア）噴火警報発表中の火山で、予想される噴火により住民等に影響を及ぼす降灰の恐れがある場合

に発表 

 （イ）噴火の発生に関わらず、一定規模の噴火を仮定して定期的に発表 

 （ウ）１８時間先（３時間ごと）までに噴火した場合に予想される 降灰範囲や小さな噴石の落下範囲

を提供 

  イ 降灰予報（速報） 

 （ア）噴火が発生した火山に対して、直ちに発表 

 （イ）発生した噴火により、降灰量階級が「やや多量」以上の降灰が予報される場合に、噴火発生か

ら１時間以内に予想される降灰量分布や小さな噴石の落下範囲を提供 

  ウ 降灰予報（詳細） 

 （ア）噴火が発生した火山に対して、より精度の高い降灰量の予報を行い発表 

 （イ）降灰予報の結果に基づき、「やや多量」以上の降灰が予想される場合に、噴火後２０～３０分程

度で発表 

 （ウ）噴火発生から６時間先まで（１時間ごと）に予想される降灰量分布や降灰開始時刻を、市区町

村を明示して提供 

降灰量階級ととるべき行動等 
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名称 

表現例 影響ととるべき行動 
その他の 

影響 
厚さ 

キーワード 

イメージ 
人 道路 

路面 視界 

多量 
1mm以上 

【外出を控える】 

完全に

覆われ

る 

視界不

良とな

る。 

外出を控える 
慢性の喘息や慢性閉

塞性肺疾患（肺気腫

等）が悪化し健康な人

でも目・鼻・のど・呼

吸器等の異常を訴え

る人が出始める 

運転を控える 
降ってくる火山灰や積

もった火山灰をまきあ

げて視界不良となり、通

行規制や速度制限等の

影響が生じる 

がいしへの火山

灰付着による停

電発生や上水道

の水質低下及び

給水停止のおそ

れがある 

やや

多量 

0.1mm≦厚さ＜1mm 

【注意】 

白線が

見 

えにく

い 

明らか

に降っ

ている 

マスク等で防護 
喘息患者や呼吸器疾

患を持つ人は症状悪

化のおそれがある 

徐行運転する 
短時間で強く降る場合

は視界不良のおそれが

ある。道路の白線が見え

なくなるおそれがある

（およそ 0.1～0.2mm で

鹿児島市は除灰作業を

開始） 

稲等の農作物が

収穫できなくな

ったり※１、鉄

道のポイント故

障等により運転

見合わせのおそ

れがある 

少量 0.1mm未満 

うっす

ら積も

る 

降って

いるの

がよう

やくわ

かる 

窓を閉める 
火山灰が衣服や身体

に付着する。目に入っ

たときは痛みを伴う 

フロントガラスの除

灰 
火山灰がフロントガラ

ス等に付着し、視界不良

の原因となるおそれが

ある 

航空機の運航不

可※１ 

※１ 富士山ハザードマップ検討委員会（2004）による設定 

 

 

第３ 消防・救急救助活動 

 【消防局】 

 

 消防部（消防局）は消防・救急救助活動を迅速かつ的確に実施するため、次の事項に留意して活動を

実施する。 

 

１ 動員体制 

市域に降灰が確認又は降灰が予想される場合、消防職員は、予め定める配備体制基準に基づき、直

ちに所定の場所に参集する。 

 

２ 消防水利の確保 

降灰時においても迅速に消火活動が行えるよう、必要に応じ消防水利確保のための除灰活動を行う。 

 

３ 活動時の留意点 

降灰の影響を踏まえ、特に以下の事項について留意して活動することとする。 

（１）道路等が滑りやすくなるなど、降灰による影響を考慮した活動の実施。 

（２）消火栓の水圧低下や河川等への降灰によるポンプ等への影響を考慮した活動の実施。 

（３）通行可能な道路を随時把握し、あらかじめ経路等の選定を行う。 

（４）消防・救急救助活動に必要な電子機器等の火山灰からの防護措置の実施。 

（５）降灰状況により、ゴーグル及びマスク等を着装する。 
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（６）消防ヘリコプターは、大気中の火山灰の濃度が飛行可能な範囲であっても、災害対応のため、  

緊急かつやむを得ない場合を除き、運行を控え、格納庫内に移動させる。 

 

第４ 道路・河川対策 

 【建設局、千葉県千葉土木事務所、千葉国道事務所、東日本高速道路㈱千葉・市原管理事務所、、千葉県

警察】 

 

１ 道路の除灰活動 【建設局、千葉国道事務所、東日本高速道路㈱千葉・市原管理事務所、】 

各道路管理者は、関係機関と協力して道路の除灰を実施し交通の確保に努める。 

なお、除灰した火山灰の処理については、本節第１３「火山灰収集及び処分対策」に定めるとおり

とする。 

（１）一般国道、主要地方道、一般県道 

一般国道、主要地方道、一般県道については、各道路管理者が適切に除灰活動を実施する。 

（２）市道（生活道路を含む） 

建設部（建設局）は、市道について、路線の性格、地域及び降灰状況、交通量等の条件を踏まえ、

優先順位を決めたうえで、除灰活動を行うこととする。 

ア 実施の目安 

道路の降灰により歩行者や車両の通行に支障をきたす場合とする。 

イ 除灰活動時の留意点 

（ア）職員の巡視による状況の把握を行い、優先除灰路線を決めたうえで行う。 

（イ）道路の側溝等に流さないよう留意する。流入した場合は、道路清掃事業者等の協力を得るなど、

早期に除去作業を行う。 

（ウ）降灰状況により、ゴーグル及びマスク等を着装する。 

ウ 他都市・民間事業者等への支援要請 

降灰量が多い等の理由により、市のみでは降灰処理が追いつかないと判断した場合は、他都県市

や民間事業者へ協力を要請する。 

（３）有料道路（京葉道路・千葉東金道路、東関東自動車道水戸線・館山線、道路）有料道路を管理す

る道路管理者は、路線の降灰状況、交通量等の条件を踏まえて、除灰活動を実施する。 

（４）私道 

私道については、各管理者の責任において除灰活動を行うこととする。 

 

２ 道路の交通規制 【建設局、千葉国道事務所、東日本高速道路㈱千葉・市原管理事務所、、千葉

県警察】 

降灰による交通事故の発生を防止するため、必要に応じて道路の交通規制を行うこととする。なお、

交通規制を実施した場合は市民及び関係機関に対し必要に応じた広報を行うものとする。 

また、実施については、本章第８節第２「道路の交通規制」に準ずる。 

 

３ 河川等の除灰活動 【建設局、千葉県千葉土木事務所】 

（１）河川等の監視・警戒 
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各施設管理者は、随時、市域内の河川及び排水路を巡視し、水防上危険であると認められる箇所

があるときは、必要な措置を実施する。 

 

（２）除灰 

各施設管理者は、内水排除施設の機能不全を防止するため又浸水が発生する可能性が高い箇所や

浸水により被害が大きくなると予測される箇所を優先として、必要に応じて川床等に堆積した火山

灰の除灰を実施する。 

 

 

第５ 公共交通機関対策 

 【ＪＲ東日本㈱、京成電鉄㈱、千葉都市モノレール㈱、各バス事業者】 

 

各交通機関は全機能をあげて、乗客及び施設の安全確保等に努める。 

なお、交通機関の運行ができなくなり帰宅困難者が発生した場合の対応は、本節第９「帰宅困難者対

策」に定めるとおりとする。 

 

１ 鉄道事業者 【ＪＲ東日本㈱、京成電鉄㈱】 

ＪＲ東日本㈱及び京成電鉄㈱は、降灰時の応急対策活動を次のとおり実施する。 

（１）乗客の安全確保 

（２）鉄道施設の除灰 

（３）他路線への振り替え輸送等の代替交通手段の検討 

（４）利用者への運行状況の広報、帰宅困難者への対応 

（５）関係機関との運行情報等の共有 

（６）その他必要な措置 

 

２ 軌道事業者 【千葉都市モノレール㈱】 

千葉都市モノレール㈱は、降灰時の応急対策活動を次のとおり実施する。 

（１）乗客の安全確保 

（２）軌道施設の除灰 

（３）他路線への振り替え輸送等の代替交通手段の検討 

（４）利用者への運行状況の広報、帰宅困難者への対応 

（５）関係機関との運行情報等の共有 

（６）その他必要な措置 

 

３ 各バス事業者 

各バス事業者は、降灰時の応急対策活動を次のとおり実施する。 

（１）乗客の安全確保 

（２）バス停の除灰 

（３）利用者への運行状況の広報 
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（４）要請に基づくバス代行輸送の実施検討 

（５）関係機関との運行情報等の共有 

（６）その他必要な措置 

 

第６ ライフライン施設対策 

 【建設局、水道局、県企業局、四街道市上下水道部、東京電力パワーグリッド㈱千葉総支社、ＮＴＴ

東日本㈱、㈱ＮＴＴドコモ、エヌ・ティ・ティ・ コミュニケーションズ㈱、ＫＤＤＩ㈱、ソフトバンク

㈱、楽天モバイル㈱】 

 

１ 上水道施設 【水道局、県企業局、四街道市上下水道部】 

各水道事業体は、降灰時の応急対策活動を次のとおり実施する。 

なお、除灰した火山灰の処理については、本節第１３「火山灰収集及び処分対策」に定めるとおり

とする。 

（１）降灰に伴う停電対策 

水道水の浄水や配水には電力が不可欠であるが、停電時にも浄水施設、ポンプ場等の運転継続や

庁舎等の通信確保に努める。また、非常用電源に使用する燃料の確保に努める。 

（２）降灰による原水水質変化対策 

ア 応急対策 

（ア）浄水施設 【県企業局】 

ａ 原水の水質状況を確認し、原水水質に応じた処理を行う。 

ｂ 原水の濁度上昇による処理能力の低下、沈殿汚泥の堆積、ろ過閉塞など水処理への不具合が生

じないよう薬品の適切注入、沈殿池及びろ過池清掃等の措置を速やかに行う。 

ｃ 降灰による機器損傷を防ぐため灰の除去作業を行う。 

ｄ 薬品の貯蔵状況を確認し、必要とする薬品を速やかに確保する。 

（イ）配水施設 【水道局、県企業局、四街道市上下水道部】 

露出管路の降灰状況やポンプ施設等の制御設備の状況を確認し、状況に応じた処理をする。 

イ 水道施設の復旧 

水道施設の被害については、速やかに復旧活動を行う。 

（３）広報活動 

各水道事業体は、被害・復旧の状況等を適時適切に広報し、市民の混乱防止に努める。 

 

２ 公共下水道施設 【建設局】 

建設部（建設局）は、降灰時の応急対策活動を次のとおり実施する。 

なお、除灰した火山灰の処理については、本節第１３「火山灰収集及び処分対策」に定めるとおりと

する。 

（１）降灰による被害発生時の活動体制 

被害の状況に応じ、職員の配置を行い、下水道施設の降灰被害に対し、迅速に復旧活動を行う。 

（２）下水道施設の復旧 

ア 復旧方針 



第２章 風水害・雪害・火山災害対策計画 第２２節 火山災害対策 

風 - 212 - 

（ア）被害が発生したときは、主要施設から復旧を図る。 

（イ）処理等に影響を与えると想定される浄化センター、ポンプ場等の施設の復旧に努めるととも

に、雨水等の排水に影響を与えると想定される、幹線管渠、枝線管渠、取付管、桝の復旧を行

う。 

イ 管渠等 

管渠等内に降灰が流入し、つまりが生じた場合は、清掃等の必要な対策を実施する。 

ウ 浄化センター・ポンプ場 

降灰の流入による施設の機能低下を防止するため、施設を点検し、異常が確認された場合は、流

入する降灰による施設の閉塞や汚泥の流出が生じないよう汚泥の引き抜き量、送泥量の管理を適切

に行う等の対策を実施する。 

 

３ 電気施設 【東京電力パワーグリッド㈱千葉総支社】 

東京電力パワーグリッド㈱千葉総支社は、降灰時の応急対策活動を次のとおり実施する。 

（１）電気施設の除灰 

（２）仮復旧及び本復旧工事の実施 

（３）被害・復旧状況の関係機関への連絡及び停電に関する市民への広報 

（４）その他必要な措置 

 

４ 通信施設 【ＮＴＴ東日本㈱、㈱ＮＴＴドコモ、エヌ・ティ・ティ・ コミュニケーションズ㈱、

ＫＤＤＩ㈱、ソフトバンク㈱、楽天モバイル㈱】 

各通信施設事業者は、降灰時の応急対策活動を風水害対策に準じて実施する。 

 

 

第７ 児童生徒の安全確保対策 

 【教育委員会】 

 

教育部（教育委員会）は、児童生徒の安全を確保するため、必要な対策を次のとおり実施する。 

 

１ 児童生徒の保護 

（１）登校前に降灰があった場合 

降灰により、児童生徒の登校に支障や危険があると判断した場合は、学校長の判断により児童生

徒の身の安全を第一に考え、臨時休業措置をとり、保護者へ連絡を行う。 

（２）在校中に降灰があった場合 

ア 安全確保 

降灰が確認された場合は、児童生徒を屋内に退避することとし、できるだけ降灰が屋内に入らな

いよう窓を閉めるなどの対策を実施する。 

イ 臨時休業措置の判断 

児童生徒の安全確保を行った後、学校長の判断により臨時休業措置を取った場合は保護者へ連絡

を行う。 
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（３）下校時の対応 

小学校では保護者へ引渡しを行う等各段階に応じた適切な対応をとり安全な下校に配慮する。 

なお、保護者へ引渡しを行う場合、引渡しまでの間、学校で預かることとする。 

 

 

２ 臨時休業措置期間 

原則として、降灰が継続している間は休校とする。ただし、降灰量がわずかである等、児童生徒の

安全確保や学校活動に支障がない場合は、学校長の判断で教育活動の継続・再開を可能とする。 

 

 

第８ 市有施設対策 

 【施設所管局区、施設管理者】 

 

施設を所管する各部（施設所管局区）及び施設管理者は、施設利用者の安全を確保するため、必要な

対策を次のとおり実施する。 

 

１ 施設利用者の安全確保 

（１）量的降灰予報が発表される等、施設利用者の帰宅が困難になると予想される場合は、館内放送等

により施設利用者に対し、周知を図るものとする。 

（２）公共交通機関の運行停止に伴い、施設利用者が帰宅困難者となった場合は、本部事務局（総務局

危機管理部）又は各区本部（各区）に連絡を行い、帰宅困難者一時滞在施設の開設状況を確認して

場所の位置の案内等を行うものとする。 

 

２ 施設等の保全 

（１）施設 

降灰が確認された場合は、直ちに窓を閉める、出入口を限定する等火山灰の建物内への侵入防止

対策を実施する。 

（２）車両 

降灰が予測または確認された場合は、不要不急の車両の使用を控え、運行中であれば、速やかに

施設に戻る。 

 

３ 施設の除灰 

降灰による施設利用者の安全を確保するため、敷地内・周辺道路の除灰を実施する。なお、除灰し

た火山灰の処理については、本節第１３「火山灰収集及び処分対策」に定めるとおりとする。 

 

 

第９ 帰宅困難者対策 

 【総務局危機管理部、都市局、各区、千葉県警察、ＪＲ東日本㈱、京成電鉄㈱、千葉都市モノレール

㈱、関係事業者】 
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基本的な内容については、本章第２０節「帰宅困難者等対策」に準ずるが、降灰時の帰宅困難者対策

について次のとおり実施する。 

 

１ 降灰時の帰宅困難者対策の考え方 

降灰により公共交通機関の運行が停止し、帰宅困難者の発生が想定されるため、各関係局区及び各

関係機関は、帰宅困難者の把握、一時滞在施設の開設等を適切に実施する。 

 

２ 一時滞在施設の開設・運営 

本章第２０節「帰宅困難者等対策」に準ずる。 

 

 

第１０ 健康被害対策 

 【保健福祉局】 

 

保健福祉部（保健福祉局）は、市民の健康を維持するため、必要な対策を実施する。 

１ 健康被害防止活動 

（１）健康被害防止のための周知 

量的降灰予報が発表される又は降灰が確認された場合は、降灰による健康被害を防止するため、

市民に対して次の事項を周知する。 

ア 外出をなるべく控え、帰宅時は、うがい、手洗い、洗顔等を行う。 

イ 特に、呼吸器系の基礎疾患がある人は、気管支炎等の症状悪化のおそれがあるため、外出を極力

控える。 

ウ 外出時はマスク（マスクがない場合は、濡らしたハンカチ等）とゴーグル（ゴーグルがない場合

は眼鏡等）を着装し、眼と呼吸器を保護する。 

エ 火山灰が、眼に入った場合は、決してこすらず、流水で洗い流す。また、降灰時はコンタクトレ

ンズの装用を控える。 

 

 

第１１ 農作物対策 

 【経済農政局】 

 

経済農政部（経済農政局）は、農業者に対し、降灰時の農作物対策として、次のとおり処理を行うよ 

う周知する。 

１ 農作物の火山災害防止対策 

（１）野菜に対する応急対策 

ア 応急処置 

作物、ビニール、トンネル等の灰を落とすとともに、土壌の酸度矯正等の処置の実施。 

イ 事後措置 
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収穫物、ビニールハウスの洗浄、ビニールの取替、有機物等を用いた土壌改良、追肥・中耕の

実施、代替作物の作付け等の実施。 

（２）果樹に対する応急対策 

 ア 応急処置 

   樹体の除灰を実施。 

 イ 事後措置 

   土壌の酸度矯正、降灰の排出等を実施。 

 

 

第１２ ごみ処理対策 

 【環境局】 

 

  環境部（環境局）は、ごみ収集業務を継続するため、必要な対策を実施する。 

１ 収集業務の継続 

（１）収集体制の確保 

   降灰時でも可燃ごみ等の収集業務が継続できるよう環境事業所、委託業者及び許可業者等の人

員、車両等の稼働状況を把握する。また、ごみ収集のサイクルを変更するなど、状況に応じたご

み収集体制とする。 

（２）火山灰との分別徹底 

   通常のごみと火山灰を混ぜると、ごみ収集車や処理施設が故障してしまうおそれがあるため、

廃棄物と火山灰を分別する。 

（３）収集に関する広報 

   降灰時の収集体制、火山灰との分別や排出方法について広報するとともに、市民への協力を 

要請する。 

 

 

第１３ 火山灰収集及び処分対策 

 【総務局危機管理部、環境局、建設局、施設所管局区、市民、事業者】 

 

  本部事務局（総務局危機管理部）及び環境部（環境局）は、市内に降った火山灰の収集・処分を 

行うため、必要な対策を実施する。 

  また、建設部（建設局）及び施設を所管する各部（施設所管局区）は、収集した火山灰を火山灰   

仮置き場へ運搬する。 

 

１ 一般家庭の宅地に降った火山灰の収集・運搬 【環境局、市民】 

  一般家庭の宅地に降った火山灰については、宅地の所有者・管理者が除灰活動を行うものとする。 

（１）除灰に当たっての留意事項 

 ア マスク・ゴーグルを着装して除灰を行うものとする。 

 イ 道路の側溝等の詰まりを防ぐため、側溝には流さないで除灰を行うものとする。 
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 ウ 降灰の規模等により管理者のみでの除灰が困難な時は、必要に応じて地域住民等の支援を得て 

除灰活動を行うものとする。 

（２）（仮称）降灰集積ステーションの指定 

   火山灰を一時的に集積する場所として、既存のごみステーションとは別に（仮称）降灰集積ス  

テーションを指定する。 

（３）（仮称）降灰集積ステーションへの運搬 

   市が指定する（仮称）降灰集積ステーションへの運搬は、原則として、宅地の所有者・管理者が

行うものとする。 

（４）収集日 

   収集の開始時期及びサイクルは、降灰状況や道路除灰状況等を勘案して随時判断する。 

（５）市民への広報 

   収集・運搬方法、（仮称）降灰集積ステーション、収集日等について、市民に対して、広報すると

ともに協力を要請する。 

 

２ 事業所等に降った火山灰の処理 【事業者】 

  事業所等に降った火山灰については、原則として土地の所有者・管理者が処理を行うものとする。 

 

３ 火山灰仮置き場の確保・運搬 【総務局危機管理部、環境局、建設局、施設所管局区】 

（１）火山灰仮置き場の確保 

   本部事務局（総務局危機管理部）及び環境部（環境局）は、収集した火山灰を一時的に保管する

ため、国・県・市等が所有する遊休地等の土地の関係者等と調整し、仮置き場を確保するものとす

る。 

   なお、仮置き場の確保にあたっては、市域の降灰状況等を勘案し、効率的な除灰及び運搬ができ

るよう指定する。 

（２）火山灰仮置き場への運搬 

   （仮称）降灰集積ステーションに集積された火山灰については、環境部（環境局）又は委託業者

が、火山灰仮置き場へ運搬を行う。 

   なお、建設部（建設局）及び施設を所管する各部（施設所管局区）が収集した火山灰については、

直接火山灰仮置き場へ運搬を行う。 

（３）火山灰仮置き場での処理 

   環境部（環境局）は、仮置き場での処理にあたって、下記の事項に留意して実施する。 

 ア 用地の現状復旧や処分場への運搬がしやすい工夫（シート等の敷設） 

 イ 風による飛散の防止（シート等で覆う） 

 ウ 降雨による流出防止（排水溝及び集水池の設置等） 

エ 火山灰盛土の崩壊防止（盛土高５ｍ以下） 

 

４ 火山灰の処分・火山灰処分場の検討 【総務局危機管理部、環境局】 

（１）火山灰の処分方法については、国や県など関係機関との検討を進める。 

（２）収集された火山灰の量を勘案して、処分場を選定・確保するとともに、広域的な処分について、 
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国や県との協議を進めていくものとする。 

（３）火山灰の海洋投棄を含めた処分について、必要な制度を明確にするよう、国に働きかけていく。 

 

 

第１４ 市民への呼びかけ、注意喚起【総務局危機管理部、関係各局区等】 

 

  本部事務局（総務局危機管理部）及び関係各局区部（関係各局区）は、市民への呼びかけ、注意喚

起を行うため、必要な対策を実施する。 

 

１ 市民への呼びかけ、注意喚起例 

   ・ドアや窓を閉める 

   ・湿ったタオルをドアの隙間や通気口に置く。隙間風が入る窓にはテープを張る。 

   ・壊れやすい電化製品にカバーをして、周囲の火山灰が完全になくなるまでカバーを外さない。 

   ・下水がつまらないように、雨どいや配水管を排水溝からはずす。排水溝もつまらないように、

火山灰と水が地面に流れるような状態にする。 

 

２ 降灰中の注意喚起例 

   ・パニックに陥らず、冷静に行動する。 

   ・外出はなるべく控え、帰宅時は、うがい、手洗い、洗顔等を行う。 

   ・マスクやハンカチ、もしくは衣類で鼻と口を覆う。 

   ・コンタクトレンズは付けない。 

   ・可能な限り自動車の運転は避ける。 

 

降灰への備え 事前の準備、事後の対応（独立行政法人 防災科学技術研究所）抜粋(一部改変) 
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第１節 応急活動体制 

【全局区等】 

 

第１ 大規模事故等災害警戒本部の設置 

 

市長は、市域に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合で、市（区）災害対策本部の設置まで

に至らない場合は、関係局区が連携し応急活動を実施するため大規模事故等災害警戒本部（以下「警戒

本部」という。）を設置し対応する。 

 

１ 警戒本部設置基準 

（１）大規模事故災害により、相当の被害が発生し、又は相当の被害が予想される災害で、市災害対

策本部の設置に至らないとき 

（２）その他市長が必要と認めたとき 

 

２ 構成局区及び警戒本部長等 

警戒本部の構成は、総務局、消防局、関係区及び災害種別、規模に応じた関係局とし、警戒本部長

は危機管理監、警戒副本部長は危機管理部長とする。 

 

 

 

 

 

３ 設置場所及び事務局 

警戒本部の設置場所は、危機管理監が指定する場所に設置とする。 

なお、情報収集及び応急措置対応等のための事務局を総務局危機管理部に置く。 

 

４ 所掌事務 

警戒本部の所掌事務は、おおむね次のとおりとする。 

（１）被害情報の収集 

（２）防災関係機関等からの情報収集 

（３）初期緊急応急対策計画の検討・実施 

（４）計画を実施するための適当な配備体制の検討 

（５）その他市長からの特命事項 

 

５ 警戒本部の廃止 

警戒本部長（危機管理監）は、被害情報収集の結果、災害の拡大が認められないと判断したとき、

又は災害対策本部が設置されたとき、警戒本部を解散する。 

 

警戒本部長 

（危機管理監） 

総務局危機管理部危機管理課長 

総務局危機管理部防災対策課長 

消防局（消防局長が指名した者） 

関係課長 

関係区（区長が指名した者） 

警戒副本部長 

（危機管理部長） 
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第２ 市（区）災害対策本部の設置 

 

市長は、下記の災害対策本部設置基準に該当する災害が発生し、又は発生するおそれがある場合にお

いて、災害応急対策を円滑に行うため必要があると認めたときは、災害対策基本法第 23 条の規定及び

千葉市災害対策本部条例に基づき、千葉市災害対策本部（以下「本部」という。）及び区災害対策本部（以

下「区本部」という。）を設置する。 

 

１ 市（区）本部設置基準 

（１）市長は、大規模事故災害が発生し、又は発生するおそれがあり総合的な応急活動を必要とすると

きは、市（区）本部を設置することができる。 

（２）区長は、区内に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、応急対策のため必要

があると認めたときは、本部が設置されていない場合においても、区本部を設置することができ

る。 

この場合において、区本部長（区長）は、区本部の設置について速やかに本部長（市長）に報

告する。 

 

２ 設置場所 

本部長（市長）は、防災対策活動を推進するために必要と認めたときは、本部長（市長）が指定

する場所に本部を設置するとともに、各区役所庁舎に区本部を設置する。 

 

３ 本部の廃止 

本部長（市長）又は区本部長（区長）は、災害が発生する危険が解消したと認め、災害応急対策

がおおむね完了したと認めたときは、本部又は区本部を廃止する。 

 

４ 本部の組織等 

  災害対策本部の配備体制等については、本編第２章第１節第２「災害対策本部」に準ずる。 

 

 

  



 

 

【事故災害種別対策】 
 

 

節 計      画      名 ページ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

大規模火災対策計画 

長期大規模停電対策計画 

危険物等災害対策計画 

海上災害対策計画 

航空機災害対策計画 

鉄軌道災害対策計画 

道路災害対策計画 

放射性物質事故対策計画 

大  4 

大 15 

大 21 

大 28 

大 36 

大 40 

大 47 

大 51 
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第１節 大規模火災対策計画 

 

第１ 基本的な考え方 

 

大規模火災は、高層建築物（デパート等含む）や密集市街地における延焼拡大による大規模火災を想

定しており、このような火災が発生した場合には、多数の死傷者等が発生するおそれがあるため、総合

的な予防計画と出火時における被害軽減を図るための応急対策を定める。 

 また、地形・水利等の関係から通常の火災と異なり広範囲な火災のおそれがある林野火災についても、

計画に定める。 

 

 

第２ 予防計画 

 

１ 建築物の不燃化促進 【都市局、施設所管局区等】 

（１）公共建築物の不燃化の促進 

ア 公共建築物については、耐震耐火建築物として建築する。 

イ 庁舎及び多数の市民が利用する施設、市民の避難所となる学校等の施設、福祉施設等の公共建

築物は建替や改築計画との整合性を図り、計画的かつ総合的に既存建築物の耐震耐火性を考慮し

た改修等を推進する。 

（２）市営住宅等の耐震不燃化促進 

市営住宅等のうち、老朽化した木造住宅、準耐火構造住宅をはじめ、狭小化、老朽化した耐火構

造住宅などについては、公営住宅法に基づき居住環境及び都市防災性能の向上を図るため、耐震耐

火建築とした公営住宅の建替を促進する。 

（３）一般建築物の不燃化の促進 

ア 新築建築物に対しては、建築基準法による耐震耐火基準に基づき、適切な設計、施工の建築指導

を行い、耐震耐火性の向上を図る。 

イ 都市の不燃化及び建築物の安全性を確保するため、「住宅金融支援機構法」による融資制度等に

より、共同住宅、寄宿舎、一般個人住宅等を耐震耐火建築物とするよう誘導し、不燃化を促進する。 

 

２ 都市の防火構造化の促進 【都市局、建設局】 

  大規模火災による人的及び物的被害を軽減するため、避難機能や延焼防止機能を充実することなど

により、市街地を災害に強い都市構造へと段階的に改善していくことが必要不可欠である。 

このため、次の対策を中心とした都市の防災構造化を推進する。 

（１）避難場所・避難路等の整備 

大規模火災等による市街地大火から生命・身体を守るため、避難機能の確保に努めることとし、

幹線道路や公園緑地等の都市の骨格を形成する施設の整備を一層促進する。 

（２）延焼遮断帯等の整備 

延焼危険性のある建築物が連続した市街地等については、火災の延焼拡大を防止するとともに避
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難機能を確保するため、延焼遮断帯等を適切に配置することが必要である。 

このため、火災の延焼防止機能、災害時の避難路機能及び被災地への物資等運搬のための緊急輸

送機能等を有している幹線道路等の整備を推進するとともに、街路樹等については、耐火性樹種の

植樹に努めるほか、これら都市施設周辺の建築物の不燃化を促進する。 

さらに、公園緑地等の整備により市街地の防災機能の向上を図る。 

（３）防火・防災区画の整備 

地区の安全性を向上し火災発生を抑制するため、面的な整備手法である土地区画整理事業や市街

地再開発事業等を推進し、狭隘
きょうあい

な道路に面して建て込んだ老朽木造住宅等による延焼危険度が高

い市街地について更新を図る。 

なお、これら面的整備事業の適用が困難な地区については、協調建替や共同建替を促進させるほ

か、防災機能を重視した生活道路整備の計画化・事業化を進める等、地区の安全性の向上に資する

各種事業を重層的に活用することなどにより、地区の防災性の向上に努める。 

（４）防火地域・準防火地域の指定 

防火地域及び準防火地域の指定状況は、以下のとおりである。 

延焼危険度が高い地区など緊急性の高い地区については、今後、都市防災総合推進事業等の制度

の活用により不燃化率の向上に努める。 

 

防火地域及び準防火地域の指定状況（平成３０年度末現在） 

指 定 区 分 地    区    名 面 積 計 

防 火 地 域 中心部、土気地区、浜野駅東口地区及び幕張新都心の一部 294ha 

準 防 火 地 域 
商業地域及び近隣商業地域で防火地域に指定されている以外の地域と、

幕張新都心・蘇我副都心地区の一部 
810ha 

 

（５）まちづくり関連情報等の整備 

市民による自主的なまちづくり活動等について支援を検討するほか、災害に強いまちづくりのた

めの資料や図書等の情報整備に努める。 

 

３ 高層建築物等の防火対策 【都市局、消防局】 

高層建築物は、火災発生時に避難及び火災防御活動に困難をきたすことから消防法等の設置基準に

基づき消防用設備等を設置し、発災時に消防設備等が正常に機能するよう体制を整備し、消防訓練を

実施する。 

これらの業務を適切に実施するため、防火管理者を定め防火管理業務を適切に実施する。 

なお、防災センターを有する防火対象物は、総合操作盤等の消防用設備の操作及び災害対応行動が

とれるよう、自衛消防業務に従事する職員に講習を受講させる。 

また、管理権原が分かれる防火対象物は、防火管理業務及び自衛消防活動等が一体的にできるよう、

各管理権原者による共同防火管理協議会を設置して協力体制を確立するとともに、防火対象物の実態

に即した防火管理ができるよう協議の上、決定し実行する。 

協議すべき事項は、おおむね次のとおりである。 
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（１）防火対象物の管理について、権原を有する者により組織する共同防火管理協議会の設置及び運営

に関すること 

（２）共同防火管理協議会の代表者の選任に関すること 

（３）統括防火管理者の選任及び当該統括防火管理者に付与すべき防火管理上必要な権限に関すること 

※統括防火管理者 

政令で定める防火対象物の防火管理者となるべき資格を有する者のうち、防火対象物の全体に 

わたる防火管理上必要な業務を統括する者 

（４）防火対象物全体に渡る消防計画の作成並びにその計画に基づく消火通報避難の訓練の実施に関す

ること 

（５）避難通路、避難口、安全区画、排煙又は防炎区画その他の避難施設の維持管理及びその案内に関

すること 

（６）火災、地震その他の災害が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること 

（７）火災の際の消防隊に対する当該防火対象物の構造その他必要な情報の提供及び消防隊の誘導に関

すること 

（８）その他共同防火管理上必要な事項 

 

４ 市民等の防火・防災体制の強化 【総務局危機管理部、市民局、都市局、消防局、市民、 

事業者、日本赤十字社千葉県支部】 

大規模火災を未然に防止するとともに、出火時における適切な対応により被害を最小限に食い止め

るためには、市民一人ひとりの防火・防災知識を高めていくことが必要である。 

このため、下記により市民等への防火・防災意識の普及・啓発に努めていく。 

（１）防火・防災意識の普及・啓発 

各種メディア、広報誌等を活用し、市民に対し防火・防災意識を普及・広報するとともに、相互

に緊密な連絡を保ち防火意識の向上と地域自主防火活動への積極的参加を進める。 

ア 市政だより・みどり千葉・啓発冊子やビデオ等による防災知識の普及を図る。 

イ 講演会、講習会等による防災知識の普及を図る。 

ウ インターネット等各種マスメディアを活用し防災知識の啓発を図る。 

エ 春・秋の火災予防週間及び山火事予防週間を中心にポスター・看板等を掲示し、火災予防に対す

る啓発を図る。 

オ 連続放火火災発生時には、発生状況等の情報を市民に提供する。 

市は、地域が一体となり「放火させない、放火されない、放火されても大事に至らない」防災体

制づくりに努める。 

（２）初期消火技術等の指導 

被害の防止又は軽減を図るため、市民に対し、初期消火、避難誘導、救出など防火活動が組織的

に行えるよう指導する。 
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（３）応急手当の普及 

適切な応急手当は、傷病者の救命効果を向上させる上で重要なことから、応急手当の方法等につ

いて、講習・防災訓練等を通じ、知識及び技術習得の指導を行う。 

（４）地域における防災・防火対策の推進 

自主防災組織の結成を引き続き促進するとともに、町内自治会や自主防災組織等に対して、防災

訓練等を通じ、災害時に的確に防災活動ができるよう指導・助言を行う。 

また、事業者は、自主的な防災組織の編成に努め、周辺地域の市民と連携・協力して地域の安全

に積極的に寄与する。 

 

５ 森林所有者等の防火対策 【経済農政局、消防局、森林所有者】 

（１）伐採の励行 

森林所有者は造林にあたっては、消火活動に資するため、枝打ち・間伐・伐採などの励行を図る。 

（２）下草処理の強化 

森林所有者は火災による延焼防止を図るため、下草刈りを実施する。 

（３）巡回監視 

市は、市内の森林地域を適宜巡回する。 

 

６ 火災予防査察 【消防局】 

各事業所等における火災発生危険、火災発生時の人命危険及び延焼拡大を防止するため、年間査察

計画を作成し計画的に実施する。 

 

７ 警戒広報の実施 【消防局】 

（１）火災警報 

千葉市火災予防条例に基づく、火の使用制限に係る警戒広報を実施する。 

（２）異常気象注意報 

千葉市火災予防条例に基づく、火の使用制限に係る予防・警戒広報を必要により実施する。 

 

８ 火の使用制限等 【消防局】 

（１）火災予防条例による火の使用制限 

ア 一定の場所における喫煙・たき火等の制限 

劇場、映画館等の舞台・客席や百貨店・スーパーマーケット等の売り場及び文化財等での喫煙の

制限や可燃性の物品その他可燃物の近くにおけるたき火の禁止などを規定し、これを遵守するよう

指導する。 

イ 火災に関する警報発令中における火の使用制限 

火災に関する警報が発令された場合の火の使用について下記事項を遵守するよう指導する。 

（ア）山林、原野等において火入れをしない。 

（イ）煙火を消費しない。 

（ウ）屋外において火遊び又はたき火をしない。 
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（エ）屋外においては、可燃性の物品その他可燃物の付近で喫煙しない。 

（オ）残火、取り灰又は火の粉を始末する。 

（カ）屋内において裸火を使用するときは、窓、出入り口等を閉じて行う。 

（２）火入れ許可制の励行 

火入れの許可を受けようとする者に対し、森林法及び火入れに関する条例を遵守するよう指導す

る。 

 

９ 火災に係る立入検査 【消防局】 

消防局長は、春季及び秋季の火災予防運動期間中を重点的に、消防法第４条の規定により防火対象

物の所有者等に対して火災予防上必要な資料の提出を命じ、又は防火対象物に立ち入って検査を実施

し、火災予防の徹底を図る。 

＜立入検査の主眼点＞ 

（１）消防法令に基づき、適正な防火管理体制がとられ、必要な業務が行われているか。また、消火設

備・警報設備・避難設備・消防用水・その他消火活動上必要な施設が、消防法令で定める基準どお

り設置・維持管理されているかどうか。 

（２）炉・厨房設備・ストーブ・ボイラー・乾燥設備・変電設備等火気使用設備の位置、構造及び管理

の状況が、千葉市火災予防条例で定める基準どおり確保されているかどうか。 

（３）こんろ・火鉢等、火を使用する器具及びその使用に際し、火災発生のおそれのある器具の取扱状

況が、千葉市火災予防条例どおり確保されているかどうか。 

（４）劇場・映画館・百貨店等、大規模集客施設での裸火の使用等について、千葉市火災予防条例に違

反していないかどうか。 

（５）指定数量未満の危険物、指定可燃物等の貯蔵取扱の状況が、千葉市火災予防条例に違反していな

いかどうか。 

（６）その他残火、取灰の不始末、たき火の禁止等屋外における火災予防事項及び火災警報発令下にお

ける火の使用制限等が遵守されているかどうか。 

 

１０ 多数の者を収容する建築物の防火対策 【消防局】 

（１）防火管理者及び消防計画 

消防局長は、多数の者を収容する建築物の管理権原者に対し、防火管理者の選任及び防火管理者

による消防計画の作成を履行させるとともに、当該消防計画に基づく下記事項を遵守させる。 

ア 自衛消防組織の編成及び自衛消防活動の実施 

イ 消火、通報、避難等の訓練の実施 

ウ 建築物等の維持管理及び自主検査並びに消防用設備等の適正な点検、整備の実施 

エ 収容人員及び火気使用等に関する管理監督業務の実施 

オ 従業員等に対する防災教育の実施 

（２）防火対象物の点検及び報告 

消防局長は、特定防火対象物の管理権原者に対し、火災予防上必要な事項の適否について、定期

的に防火対象物点検資格者の点検を受けさせ、報告させる。 



第３章 大規模事故災害対策計画【事故災害種別対策】 第１節 大規模火災対策計画 

                    大 9 

１１ 文化財の防火対策 【消防局、教育委員会】 

文化財建造物は木造建築が多く、火災などの災害を受けやすいため、適切かつ周到な火災予防に

関する努力が必要である。 

（１）消防設備の設置・整備 

文化財の所有者及び管理者は、消火器、消火設備、動力消防ポンプ設備、建造物全体を水幕で覆

うドレンチャー設備などの消火設備を設置するとともに、自動火災報知設備、漏電火災警報設備の

設置により、火災の発生を報知し、迅速な消火活動を行うことができるよう設備の設置・整備を行

う。 

防火施設の整備にあたっては、重要文化財（建造物）については、「重要文化財（建造物）等防災

施設整備事業（防災施設等）指針（令和３年１２月６日文化庁文化資源活用課長裁定）に基づき行

い、それ以外の指定・登録文化財（建造物）についても、本指針を勘案して行う。 

（２）防火管理 

文化財の所有者及び管理者は、火災の発生を未然に防止するため、日頃から適切な防火管理を行

う。管理に当たっては、定期的な巡視と監視を行うとともに、環境を整備し、危険箇所の点検につ

いて消防機関から適切な指導を受ける。日常的な措置については、防火責任者を定め防火管理計画、

防災訓練等の具体的な消防計画を作成し、自衛消防隊を組織して消火活動の体制を整備しておく。 

また、毎年１月２６日は文化財防火デーとして、文化財の防火意識の高揚を図るため、消防機関

と教育委員会等の協力のもとに文化財建造物の消火訓練を行う。 

 

１２ 消防組織及び施設の整備充実 【消防局】 

市は消防職員・団員の確保に努める。 

市は県の情報提供等の支援を受け消防組織の充実強化を推進する。 

 

 

第３ 応急対策計画 

【総務局危機管理部、消防局、消防団、保健福祉局、病院局、各区、県警察 ※森林火災時は経

済農政局、市医師会等、森林組合、ガス事業者、東京電力、交通事業者、危険物・有毒物等取

扱施設管理者】 

 

市は、状況に応じ、職員の非常参集、情報収集連絡体制の確立及び災害対策本部の設置等必要な体制 

をとる。 

また、関係機関との間において緊密な連携の確保に努める。 

 

１ 情報の収集・伝達 【総務局、消防局、各局等、県警察】 

（１）大規模火災における情報連絡系統の原則 

市は、火災の発生状況、人的被害の状況等の情報を収集するとともに、被害規模に関する概括的

情報を含め、把握できた範囲から直ちに県へ連絡する。 

本市及び防災関係機関等との情報連絡系統は次のとおりである。 
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（２）気象情報の収集・伝達 

火災の拡大の要因となる、強風・乾燥注意報及び暴風警報等の情報収集を行い、消火活動・避

難誘導等に活用する。 

ア 強風注意報 

強風による被害が予想される場合に注意を喚起する予報 

   （平均風速が陸上 13m/s 以上、海上 13m/s以上） 

イ 乾燥注意報 

空気が乾燥し火災の危険が大きいと予想される場合に注意を喚起する予報 

   （最小湿度 30％以下で 実効湿度 60％以下） 

ウ 暴風警報 

暴風による重大な災害が予想される場合の警報 

（平均風速が陸上 20m/s 以上、海上 25m/s以上） 

  

災 害 発 生 

消防局・消防署 消 防 団 

総務局・関係局 千葉県 県警察本部 

関 係 区 役 所 市 警察部・ 所轄警察 署 

報 道 機 関 

 

市 民 等 

市医師会等、森林組合、ガス事業

者、東京電力、交通事業者、 

危険物・有毒物等取扱施設管理者 
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エ 収集体制系統 

 

２ 消防活動 【消防局】 

消防部長（消防局長）は、速やかに火災及び死傷者等の状況を把握するとともに、迅速に消防活動

を行う。 

本部長（市長）は、必要に応じて相互応援協定に基づき、他の市町村に消防活動の応援要請を行う。 

（１）災害対策本部等の設置 

消防部長（消防局長）は、大規模火災及び大規模事故災害が発生したときは、直ちにその旨を本

部長（市長）へ報告するとともに、消防局に「消防対策本部」、各消防署に「方面指揮本部」を設置

し、情報・連絡体制をとる。 

（２）応急活動体制 

ア 消防局（署）配備体制 

災害規模に応じた消防部隊の増強を図る。 

イ 情報連絡体制の確立 

火災の発生状況、人的被害の状況等の情報を消防隊及び航空隊等により、収集するとともに被害

規模に関する概括的情報について必要な関係機関への連絡通報を行う。 

銚 子 地 方 気 象 台 

県 

防 災 対 策 課 

区 

（地域づくり支援課） 

状 況 に 応 じ 、 市 民 等 に 伝 達 す る 

 

防災行政無線 広 報 車 サイレン・消防車等 

市 

（消防局指令課）     （総務局危機管理部） 
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（３）警戒区域の設定 

ア 火災警戒区域 

事故等により火災が発生するおそれが大きく、又は火災が発生し、人命又は財産に著しい被害を

与えるおそれがあると認めるときは、警戒区域を設定し、設定した区域における火気の使用の禁止

及び応急対策従事者以外の者の立入りを制限若しくは禁止したり、当該区域からの退去を命じるこ

とができる。 

イ 消防警戒区域 

火災現場における活動の確保を図るため、警戒区域を設定し、設定した区域内における応急対策

従事者以外の者の立入りを制限若しくは禁止したり、当該区域からの退去を命じることができる。 

 

設定権者 災害の種類 内容（要件） 根拠法令 

消防局長・消防署長 火       災 

事故等により火災のおそれが

著しく大きいとき（火災警戒

区域） 

消防法第 23 条の 2 

消防吏員・消防団員 水災を除く災害全般 
災害現場における活動確保を

主目的に設定（消防警戒区域） 

消防法第 28 条・36 条

第７項 

 

（４）消火活動 

災害出動計画表に基づき、速やかに火災の状況を把握するとともに、迅速に消火活動を実施す

る。 

災害出動計画表 

 第１出動 第２出動 第３出動 第４出動 

普 通 火 災 

署指揮統制車 １隊 

消 防 車 ６隊 

救助工作車 １隊 

救 急 車 １隊 

ヘリコプター１隊 

第 １ 出 動 車 両 

＋ 

消 防 車  ４隊 

第 ２ 出 動 車 両 

＋ 

消 防 車 ４隊 

第 ３ 出 動 車 両 

＋ 

消 防 車 ４隊 

中高層建物火災 

署指揮統制車 １隊 

消 防 車 ６隊 

梯 子 車 ２隊 

救助工作車 １隊 

救 急 車 １隊 

ヘリコプター１隊 

第 １ 出 動 車 両 

＋ 

消 防 車 ４隊 

第 ２ 出 動 車 両 

＋ 

消 防 車 ４隊 

第 ３ 出 動 車 両 

＋ 

消 防 車 ４隊 

危 険 物 火 災 

署指揮統制車 １隊 

消 防 車 ６隊 

化 学 車 ３隊 

救助工作車 １隊 

救 急 車 １隊 

ヘリコプター１隊 

第 １ 出 動 車 両 

＋ 

消 防 車 ４隊 

化 学 車 ２隊 

－ － 
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 特別第１出動 特別第２出動 

特 別 危 険 物 

（石油コンビナート等 

 特別防災区域火災） 

署指揮統制車 １隊 

梯子車・高所放水車 ２隊 救 助 工 作 車 １隊 

消  防  車 ４隊 救 急 車 １隊 

化  学  車 ３隊 消 防 艇 １隊 

原 液 搬 送 車 ２隊 ヘ リ コ プ タ ー １隊 

特 別 第 1 出 動 車 両 

＋ 

消   防   車  ４隊 

梯   子   車  ２隊 

化   学   車  ２隊 

 

 危険物第１出動 危険物第２出動 

高 速 道 路 等 

危 険 物 出 動 

署指揮統制車  １ 隊 

消 防 車  ８ 隊 

化 学 車  ３ 隊 

救助工作車  １ 隊 

救 急 車  １ 隊 

ヘリコプター  １ 隊 

危険物第１出動車両 

＋ 

消 防 車 ４隊 

化 学 車 ２隊 

 

 ＮＢＣ災害第１出動 ＮＢＣ災害第２出動 ＮＢＣ災害第３出動 

Ｎ Ｂ Ｃ 災 害 出 動 

署指揮統制車  １ 隊 

特殊災害対応車  １ 隊

消 防 車  ６ 隊 

除 染 車  １ 隊 

救 助 工 作 車  ２ 隊 

呼吸器充填車  １ 隊 

救 急 車  ２ 隊 

ヘ リ コ プ タ ー １ 隊 

ＮＢＣ災害第１出動車両 

＋ 

消 防 車 ３隊 

救 急 車 ４隊 

救 助 工 作 車 １隊 

ＮＢＣ災害第２出動車両 

＋ 

消 防 車 ５隊 

 

 多傷病１出動 多傷病第２出動 多傷病第３出動 

多 傷 病 出 動 

署指揮統制車  １ 隊 

消 防 車  ３ 隊 

救 急 車  ５ 隊 

救助工作 車  １ 隊 

特別高度工作車  １ 隊 

ヘリコプター  １ 隊 

多傷病第１出動車両 

＋ 

消 防 車 ３隊 

救 急 車 ８隊 

救 助 工 作 車 １隊 

多傷病第２出動車両 

＋ 

消 防 車 ４隊 

救 急 車 ４隊 

救 助 工 作 車 １隊 

 

 救助特別第１出動 救助特別第２出動 

救 助 特 別 出 動 

署指揮統制車  １ 隊 

消 防 車  ５ 隊 

救 急 車  ７ 隊 

救助工作車  ２ 隊 

特命救助車  ３ 隊 

特別高度工作車  １ 隊 

ヘリコプター  １ 隊 

救助特別第１出動車両 

＋ 

署指揮統制車  ２ 隊 

消 防 車  ５ 隊 

救 急 車  ７ 隊 

救助工作車  １ 隊 

特命救助車  ３ 隊 

      ※特命救助車・・・大型油圧救助器具を積載した消防車 

 

（５）消防団の活動 

活動の基本 

ア 活動範囲は原則として、管轄区域を優先する。 

イ 受令機等を活用し、情報収集を行い、災害状況を把握し活動の基本とする。 



第３章 大規模事故災害対策計画【事故災害種別対策】 第１節 大規模火災対策計画 

                    大 14 

ウ 活動は、管轄署本部及び消防部隊等と連携を密にして行い、管轄署の指揮下に入る。 

（６）他都市消防機関等への応援要請 

千葉県緊急消防援助隊受援計画・千葉県広域消防応援協定・東京湾消防相互応援協定等の応援計

画に基づき、消防部長（消防局長）が他都市の応援を必要と認める場合は、直ちに本部長（市長）

へ報告し応援要請を申請する。 

ア 千葉市・習志野市消防相互応援協定 

イ 千葉県広域消防相互応援協定 

ウ 東京湾消防相互応援協定 

エ 千葉海上保安部と千葉市との業務協定 

オ 東関東自動車道及び新空港自動車道消防相互応援協定 

カ 千葉県石油コンビナート防災相互通信用無線設備の管理運営に関する協定 

キ ガス災害防止対策の業務に関する協定 

ク 航空機消防相互応援協定 

ケ 館山自動車道消防相互応援協定 

コ 消火薬剤の共同備蓄に関する協定 

 

３ 救助・救急計画 【消防局、病院局】 

（１）市は、救助・救急活動を行うほか、被害状況の早急な把握に努め、必要に応じ、国の各機関、他

の地方公共団体に応援を要請する。 

（２）市は、必要に応じ、民間からの協力等により、救助・救急活動のための資機材等を確保し効率的

な救助・救急活動を行う。 

（３）市立病院は、負傷者に対し医療活動を行うとともに、患者の急増等に対応するため、相互に緊

密な情報交換を図り、必要に応じて、他の医療機関等に協力を求めるよう努める。 

 

４ 避難計画 【総務局危機管理部、各区、消防局、県警察】 

（１）市は、発災時に県警察と連携し、人命の安全を第一に必要に応じて適切な避難誘導を行う。 

（２）避難誘導に当たっては、避難場所、避難路及び災害危険箇所等の所在並びに災害の概要その他の

避難に関する情報の提供に努める。 

（３）市は、必要に応じて避難所を開設する。 

 

５ 救援・救護計画 

  食料・飲料水・生活必需品等の供給に関する計画並びに医療救護に関する計画については、本編 

第１章第６節「消防・救急救助活動等」及び第１３節「生活救援対策」に定めるところによる。 

 

６ 災害救助法の適用 

  災害救助法の適用については、本編第１章第５節「災害救助法の適用」に定めるところによる。 
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第２節 長期大規模停電対策計画 

 

第１ 基本的な考え方 

 

 令和元年房総半島台風において、暴風による倒木等を原因とする断線や電柱の倒壊により、大規模な

停電が長期間発生し、市民生活に大きな影響を与えることとなった一方で、多くの教訓を得た。 

 そこで、本節では、停電に強いまちづくりを実現するため、地震、風水害その他の原因により、市域

を含む広域かつ長期間の停電を想定し、総合的な予防計画と停電発生時における被害軽減や迅速な復旧

を図るための応急対策を定める。 

 

第２ 予防計画 

 

１ 無電柱化の推進 

市では、基本方針、整備路線、期間等を定めた「千葉市無電柱化推進計画」（令和元年５月）を策定し

た。 

同計画に基づき、無電柱化を推進し、安全・安心なまちづくりを目指すこととする。 

無電柱化推進計画の詳細については、共通編第２章第２節第１０、２を参照。 

 

２ 設備・備蓄の整備 

（１）指定避難所 

指定避難所においても、停電の影響を受け、避難者の受け入れ体制が不十分になる可能性があるた

め、太陽光発電設備、非常用発電機、蓄電池など、停電の際に電力供給が可能な設備・機器の整備を

進めるよう努める。 

また、避難者の通信手段を確保するため、全指定避難所へ災害時用公衆電話を設置するほか、携帯

電話・スマートフォン等の充電に対応できる機器の整備等を進める。 

さらに、夏冬の際の停電に備え、エアコン等の整備に努める。 

（２）その他 

倒木発生に備え、高所作業車やパトロールカーの配備等を進める。 

 

３ 市管理施設敷地内・街路上の倒木対策 

市管理施設敷地内・街路上の倒木を予防するため、倒木の危険性のある樹木を調査し、必要に応じ

て伐採する。 

また、街路上の倒木発生等による交通規制が発生した際の情報共有・広報体制の確立に努める。 

 

４ 関係機関との連携 

（１）県警察 

信号滅灯時の非常用電源活用による信号の復旧や手信号による交通整理等の体制整備を検討すると

ともに、市との連携体制の確保に努める。 
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（２）県企業局等 

停電による断水が発生することが想定されるため、市域における給水支援の体制の整備に努める。 

（３）電力事業者 

停電状況の情報を収集し、また、早期に停電を復旧させるため、倒木処理等につき締結した協定に

基づき、連携体制を強化するよう努める。 

また、電源車の配備や、他地区の電力会社からの受援体制の整備に努める。 

（４）通信事業者 

固定電話及び携帯電話の不通状態を早期に解消するため、通信事業者は、不通地域における特設公

衆電話の運用・追加設置や電源車・移動基地局車の配備等が可能になるよう体制の整備をする。 

（５）鉄道事業者 

停電発生時の運行情報等につき、関係機関に情報提供が可能となるよう体制の整備をする。 

（６）その他 

ア 自動車会社等 

市は、停電地域への燃料電池自動車（ＦＣＶ）・電気自動車（ＥＶ）等の貸与について協力を得

られるよう、協定の締結等により連携を強化することを検討する。自動車会社等は実効性を確保す

るため、貸与する車両は、航続距離が長く電源供給能力の高いものとすることを検討する。 

イ ホテルその他施設管理者等 

市は、停電復旧作業員等が宿泊施設を円滑に利用できるよう、宿泊事業者又は関連団体との協

議を進める。 

ウ 小売事業者等 

市は、長期停電により、小売事業者等が飲食料品・日用品等の販売を停止する可能性があるこ

とを想定し、小売事業者等と営業情報収集に関する体制の構築に努める。 

また、停電時に移動販売が可能な小売事業者等と連携体制の確保に努める。 

 

５ 市民、民間事業者等の停電に対する備えの強化 

（１）停電により生じ得る危険 

 停電により次のような危険があることについて理解し、回避するために備えるよう努めるものと

する。 

ア 設備や機器の機能喪失（特に生命の維持に直結するもの。例：在宅医療における酸素ボンベ等） 

イ 熱中症・低体温症等 

ウ 車中泊等によるエコノミークラス症候群 

エ ロウソク等使用による失火 

オ 家電等における通電火災（復電時に起こる火災） 

カ 信号滅灯等による交通事故 

キ 給水ポンプ停止による断水（井戸、高層住宅など） 

直結給水栓（散水栓等）や非常用給水栓が設置されている場合は、停電時でも活用できる場合が

ある。 

ク 断水解消後の濁り水 
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（２）市からの広報等を入手する手段の事前確保 

停電時は、平常時において使用できる情報収集手段の一部が使用できなくなることが想定されるた

め、可能な限り多くの手段を事前に確保するよう努めるものとする。また、停電発生時の情報伝達・

共有の方法として、町内自治会、自主防災組織、民生委員、避難所運営委員会等により、行うことを

検討する。 

なお、市からの広報は、次のうちから必要に応じて選択して発信する。 

ア 防災行政無線 

イ 市ホームページ 

ウ 市防災ポータルサイト 

エ ちばし安全・安心メール 

オ テレビ、ラジオ等（J:COM千葉、千葉テレビ、bayfm、ちば減災プロジェクト） 

カ ソーシャルメディア（Twitter、Facebook、LINE） 

キ Yahoo!防災速報 

ク ちばし災害緊急速報メール 

また、携帯電話・スマートフォンを所有していない高齢者や障害者は、電話・FAXにより防災行政

無線と同内容を確認できる災害時緊急情報配信サービスに登録することで、風水害時など防災行政

無線が聞き取りにくい状況でも情報を入手できるよう努めること。 

（３）所有物の飛散による電線の破線等の防止 

所有物の飛散による電線の破線等を防止するため、台風・突風・暴風等が予想される時は、屋外に

置いてある所有物が飛散しないように、屋内に移動したり、屋外で固定したりするなどして、事前に

飛散防止対策をとるよう努める。 

（４）備蓄の確保 

家庭や事業所等における備蓄については、「共通編 第２章 災害予防計画 第１１節 備蓄・調達

体制の整備」にあるとおり、食料、飲料水その他の生活必需品など避難生活に必要となる物資を、最

低３日・推奨１週間分の備蓄に努める。 

なお、停電に対する備えとしては次のような物資が想定される。 

ア 携帯電話・スマートフォン用充電器及びモバイルバッテリー 

停電発生により、通信手段の確保をする必要があるため、携帯電話・スマートフォン用の充電器

やモバイルバッテリー（携帯型予備電源）等を備蓄するよう努める。乾電池を使用するタイプのも

のが一層望ましい。 

イ 水・水袋等 

停電による断水が想定されるため、生活用及び飲料用の水の備蓄に努める。 

また、給水支援を受けるための水袋や容器等の備蓄に努める。 

ウ LEDランタン・懐中電灯・ヘッドライト 

夜間の身の安全の確保や良好な生活環境の確保のため、LED ランタン・懐中電灯・ヘッドライト

など用途に応じた照明器具の備蓄に努める。 

なお、二次被害の防止のため、ロウソク等を使用することは、可能な限り避け、止むを得ない場

合は、失火に十分注意する。 



第３章 大規模事故災害対策計画【事故災害種別対策】 第２節 長期大規模停電対策計画 

                    大 18 

エ 自動車等の燃料確保 

停電発生により、ガソリンスタンドが閉鎖する可能性があるため、台風等事前に停電が発生す

ることが想定される場合は、燃料の確保に努める。 

オ 発電機等 

停電時に非常用電源として活用するため、発電機の備蓄に努める。 

特に、電源喪失により生命の危険に直結するような機器等を使用している場合、可能な限り 

備蓄に努めること。 

また、市は、太陽光発電設備や定置用リチウムイオン蓄電システム、電気自動車の導入に係る

助成制度に加え、事業用蓄電池やプラグインハイブリッド自動車の導入に係る助成制度を新設す

るなど、市民等の非常用電源の確保に対する支援制度の拡大を検討する。 

 

６ 森林所有者等の停電対策 

森林所有者等は、倒木による電線の破線を避けるため、枝打ち・間伐・伐採などの励行を図る。 

 

 

第３ 応急対策計画 

 

１ 情報の収集・伝達 

（１）情報連絡体制の確保 

停電情報の収集及び対策の検討を円滑に行うため、電力事業者や通信事業者等は、市に対し、連絡

調整員を派遣することを検討する。 

電力事業者の連絡調整員の派遣がされた場合、市は、ホットラインを開設するなど、停電情報の収

集に努める。 

（２）停電情報の収集・伝達 

ア 電力事業者 

電力事業者は、高圧線・低圧線・引込線の破線等を原因とする停電について、システムによる確

認・市民等からの通報・検針員による確認等により情報を収集するとともに、関係機関に連絡・Ｈ

Ｐへの情報公開に努めるものとする。 

また、停電の復旧時期について、可能な限り正確に見極め、公表するよう努めるものとする。 

イ 市 

市は、電力事業者から停電状況について情報を収集するとともに、市・区への通報等による情報、

市職員によるプッシュ型のローラー調査等により、戸別の停電状況を把握するよう努め、それらの

情報を電力事業者と共有する。なお、ローラー調査等の際、被災者、特に要配慮者の健康支援や物

資の供給も併せて実施するものとする。 

 

２ 応急対策 

（１）停電復旧作業 

電力事業者は、復旧作業に注力する。 
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停電解消の妨げとなる倒木等が多数あり、電力事業者のみで対応が困難である場合は、市都市局・

建設局、他地区の電力会社、自衛隊等の協力を得て、可能な限り迅速な復旧に努めるものとする。 

また、市は、復旧作業員等に対し、必要に応じて、宿泊施設の提供等の支援を検討する。 

（２）通信手段の確保 

ア 市及び関係機関 

（ア）非常用電源の配備 

各施設において、非常用電源を配備することにより、業務の継続性を確保するとともに、給電機能

を確保する。 

（イ）複数の通信手段の確保 

電源設備の故障等に備え、複数の通信手段の確保に努める。 

（ウ）市民等の通信環境の整備 

・通信機器等の提供 

各避難所において、災害時用公衆電話を設置することにより、市民の通信手段の確保に努める。 

通信事業者は、不通地域における特設公衆電話の運用・追加設置や電源車・移動基地局車等の配備

等を検討する。 

・充電環境の提供 

市民の通信手段の要である携帯電話・スマートフォンの充電等に対応するため、市役所・区役所・

各指定避難所等において、充電環境を整備する。 

電力事業者・通信事業者等は、マルチチャージャー等の充電機器の貸出・供与を検討する。 

イ 市民等 

市民等は、通信機器を常に使用できる環境を維持するため、避難又は外出する際、携帯電話・スマ

ートフォンの充電機器等を携帯し、外出先の充電環境を提供している施設等で充電するよう努める。 

（３）燃料等の確保 

ア 燃料の確保 

市は、停電により燃料供給が滞ることに備えるため、協定その他の方法により、非常用発電機や自

動車等への給油用の燃料の確保に努める。 

イ 電源車等による電力供給 

電源を喪失した施設に対し、電源車、燃料電池車（FCV）、電気自動車（EV）等の配備を検討する。

電源車については電力事業者に対して配備を要請する。燃料電池車（FCV）、電気自動車（EV）等につ

いては自動車会社等に対して派遣協力を要請する。配備（派遣）先の選定は、医療施設や福祉施設等、

生命の危険に直結するような施設や事業継続性確保の必要性が高い農畜産業施設等を優先する。 

なお、電源車の配備にあたり、高圧電源車の場合、電気主任技術者の立会いが必要であることに留

意する。 

（４）給水支援 

飲料水の供給については、「第１章 地震災害対策計画 第１３節生活救援対策 第１ 飲料水の

供給」又は「第２章 風水害・雪害・火山災害対策計画 第１３節生活救援対策 第１ 飲料水の供

給」における対応に準じる。 
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（５）入浴等支援 

市内のいきいきプラザや環境事業所等において、入浴又はシャワー利用のために、施設を開放する

ことを検討する。 

また、必要に応じて、自衛隊や千葉海上保安部に対し、入浴又はシャワー利用のための支援を要請す

る。 

（６）市有施設の開放 

市有施設を休憩スペース等として市民等に向けて開放することを検討する。 

（７）飲食料品・日用品の移動販売 

停電の長期化が見込まれる地域を中心に、民間事業者へ移動販売の依頼をすることを検討する。 

（８）市民等への広報等 

市は、上記内容をはじめとする応急対策を実施していることを広報するとともに、停電により生じ得

る危険性について周知する。 
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第３節 危険物等災害対策計画 

 

第１ 基本的な考え方 

 

市内には、危険物、火薬類、高圧ガス等の貯蔵所、取扱所等が多数ある。 

これらの施設については、関係法令等により保安監督者、保安責任者等施設の保安に関する責任者

が定められ、自主防災体制強化が図られているが、突発性の事故等による火災、爆発、発散、漏えい

等から甚大な被害を生じるおそれがある。 

また、毒劇物についても保有施設等からの流出等により、市民の生命に危険を及ぼすおそれがある

ため、これら危険物等について予防対策及び災害時における応急対策を定める。 

なお、石油コンビナート等特別防災区域として、政令指定された京葉臨海中部地区の特定事業所に

おける災害の発生及び拡大防止等については、「千葉県石油コンビナート等防災計画」に基づき行う。 

 ※石油コンビナート等特別防災区域（資料 4-4） 

 

第２ 予防計画 

 

１ 関係法令の遵守 【消防局、県、危険物・有毒物等取扱施設】 

  危険物、火薬類、高圧ガス、毒劇物の取り扱い及び取り締まりは、下記の法令により定められて

おり、これを遵守する。 

危 険 物 消防法、危険物の規制に関する政令 

火 薬 類 火薬類取締法 

高圧ガス 高圧ガス保安法 

毒 劇 物 毒物及び劇物取締法 

 

２ 事業所における防災体制の整備 【消防局、危険物・有毒物等取扱施設】 

事業所等は、各種法令を遵守するとともに、自己の責任において防災体制を整備し、下記の事項

についてあらかじめ定め災害予防に万全を期する。 

（１）防災組織の確立 

防災組織の体系、編成及び各班の業務分担を明確にする。 

（２）通報体制の確立 

緊急時の通報体制を事前に定めるとともに、被害状況を迅速かつ正確に把握し、防災関係機関

等への通報体制を確立する。 

（３）緊急動員体制の確立 

大規模災害を想定し、防災関係要員の動員体制を確立する。 

（４）相互応援体制の確立 

大規模災害の予防・鎮圧等のため、関係事業所間で防災要員及び防災資機材等の相互応援体制

を確立する。 
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（５）保安教育の実施 

施設関係者に対し、定期的に保安教育を行い、取り扱う危険物等に関する防災上必要な知識を

周知徹底させ、保安意識の高揚を図る。 

（６）防災訓練の実施 

事業所と防災機関等が一体となり、総合的な訓練を実施し、防災関係技術の向上を図る。 

（７）防災資機材の整備 

ア 防災資機材及び設備を定期的に点検し、維持管理に努める。 

イ 大規模災害を想定し、事業所外部から資機材等を調達する体制を整備する。 

 

３ 消防局等防災関係機関における事前の防災対策 【保健福祉局、病院局、消防局】 

  防災関係機関は、災害発生時に円滑な活動を行うため下記事項について、事前対策を定めてお

く。 

（１）危険物施設等の把握と防災計画の策定 

危険物施設等の実態把握と取り扱う危険物等の性質を把握するとともに、消防庁と結ばれてい

る「危険物災害等情報支援システム」等を活用し、法に基づく防災計画を策定する。 

※危険物災害等情報支援システム 

消火が困難な物質、人体に有毒な物質等その取扱いを誤ると危険な化学物質に係る災害が発生

した際に、災害現場に消防活動上必要な情報を迅速かつ効果的に提供することのできるシステム 

（２）監督指導の強化 

ア 危険物施設に対する立入検査等の実施 

（ア）消防法に基づいて立入検査を実施し、技術上の基準に適合していることを確認する。 

（イ）危険物施設からの災害を未然に防止するため、計画的に立入検査を実施する。 

イ 危険物施設を有する事業所等に対し、事故防止等に関する安全化指導 

危険物施設の点検を含めた防火管理体制や事故防止等に関し、積極的に事業所等の安全化につ

いて指導を実施する。 

ウ 毒物劇物営業者及び毒物劇物取扱責任者に対し、毒物・劇物の流出によって市民の生命及び保

健衛生上に危害を生ずるおそれのあるときは、直ちに保健所又警察署、消防署に届け出るよう徹

底させる。 

（３）消防体制の強化 

ア 消防法が定める危険物施設の実態把握 

災害が発生した場合に消防活動が困難と認められる施設等について、消防法に基づき、適時立

入検査を実施する。 

イ 警防計画の策定 

消防活動を効率的に実施するため、事前計画に基づき警防計画を策定する。 

（４）防災教育の実施 

ア 危険物施設等の管理者に対し、事故発生時における対応計画を策定指導する。 

イ 危険物施設等の管理者に対し、事故発生時における付近住民等に与える影響等を把握するための

研究に着手するよう指導する。 
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第３ 応急対策計画 

 

１ 情報の収集・伝達 【総務局危機管理部、消防局、各区、警察署 

※道路上における危険物等輸送車両による発災時は建設局も含む 

※鉄軌道上における危険物等輸送車両による発災時は都市局も含む】 

 

危険物等災害時における情報連絡系統の原則 

本市及び防災関係機関等との情報連絡系統は次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 施設責任者及び各関係機関が行う応急対策 

【保健福祉局、環境局、消防局、病院局、海上保安部、警察署、危険物・有毒物等取扱施設責任者、

ＪＲ貨物、※道路上における危険物等輸送車両による発災時は建設局も含む、※鉄軌道上における

危険物等輸送車両による発災時は都市局も含む】 

 

 

 

 

 

 

 

 

災 害 発 生 

消防局・消防署 

総務局・関係局 

 

千 葉 県 

（危機管理政策課） 県警察本部 

関 係 区 役 所 市警察部・所轄警察署 

市医師会等・ガス事業者・東京 

電力・交通事業者・千葉県高圧 

ガス保安協会・ 

危険物・有毒物等取扱施設管理者 

報 道 機 関 

 

市 民 等 
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（１）高圧ガス（保管施設） 

―応急対策（施設の責任者）― 

（１）緊急通報 

   高圧ガス施設が発災した場合は、あらかじめ定められた連絡経路により防災関係機関に通報

する。通報を受けた防災関係機関は、状況に応じて他の防災関係機関と連絡調整を図る。 

（２）災害対策本部等の設置 

   高圧ガスに関する災害が発生した場合は、二次災害の発生を防止するため、速やかに事業所

等内に災害対策本部等を設置し、防災関係機関と連携して応急対策を実施する。 

（３）応急措置の実施 

   防災関係機関と連携し、高圧ガスの性質（毒性、可燃性、支燃性等）に基づいた適切な応急

措置を講ずる。 

（４）防災資機材の調達 

   防災資機材が不足している又は保有していない場合は、直ちに近隣の事業所等から調達す

る。 

（５）被害の拡大防止措置 

   可燃性ガス又は毒性ガスが漏洩した場合は、携帯用のガス検知器等で漏洩したガスの濃度を

測定し拡散状況等の把握に努める。 

 

―応急対策（消防局及び警察）― 

（１）緊急通報 

   通報を受けた防災関係機関は、状況に応じて他の防災関係機関と連絡調整を図る。 

（２）応急措置の実施 

   防災関係機関は事業所等と連携し、高圧ガスの性質（毒性、可燃性、支燃性等）に基づいた

適切な応急措置を講ずる。 

（３）防災資機材の調達 

 ア 消防機関は、事業所等による防災資機材の確保が困難である場合、協力して防災資機材を調

達する。 

 イ 消防機関及び海上保安庁は、防災資機材の緊急輸送に協力する。 

（４）被害の拡大防止措置及び避難 

 ア 防災関係機関は、被害が拡大し事業所等の周辺にも影響を及ぼすと予想される場合は、周辺

住民等の避難について協議する。 

 イ 市は、必要に応じ避難勧告、避難指示（緊急）を行う。 

（５）原因の究明 

   消防機関、学識経験者は、災害の発生原因の究明に当たる。 

 

（２）石油類等危険物（保管施設） 

―応急対策（施設の責任者）― 

災害発生と同時に、次の措置をとる。 

（１）通報体制 

 ア 責任者は、災害が発生した場合、直ちに１１９番で消防に連絡するとともに、必要に応じて

付近住民並びに近隣企業へ通報する。 

 イ 責任者は、被害の概要を被災段階に応じて早急にとりまとめ、必要に応じて消防機関へ通報

する。 

（２）初期活動 

   責任者は、各種防災設備を有効に使用し、迅速な初期活動を行う。特に近隣への延焼防止を

最優先とし、かつ誘発防止に最善の方策をとる。 

（３）避難 

   責任者は、企業自体の計画により、従業員等の避難を実施する。 

 



第３章 大規模事故災害対策計画【事故災害種別対策】 第３節 危険物等災害対策計画 

                    大 25 

―応急対策（市関係機関）― 

災害の規模、態様に応じ、県及び市の地域防災計画並びに関係機関の災害応急対策計画の定める

ところにより、関係機関の密接な連携のもとに次の応急対策を実施する。 

（１）災害情報の情報収集及び報告 

   消防局は、被災現地に職員を派遣する等により被災状況を適切に把握するとともに、県、そ

の他関係機関に災害発生の通報を行い、被害状況に応じて逐次中間報告を行う。 

（２）救急医療 

   当該事業所、消防局、県、医療機関は連携して負傷者等の救出及び救急医療業務を実施する。

県警察、海上保安庁その他関係機関はこれに協力する。 

（３）消防活動 

   消防機関は、危険物火災の特性に応じた消防活動を速やかに行う。 

（４）避難 

   市は、県警察と協力し、避難のための立ち退きの指示、勧告、避難所の開設並びに避難所へ

の収容を行う。 

（５）交通対策 

   道路管理者、県警察、海上保安庁は、交通の安全、緊急輸送の確保のため、被災地並びに海

上に及ぶ場合はその周辺海域の交通対策に万全を期する。 

（６）原因の究明 

   消防機関は、災害の発生原因の究明に当たる。 

 

（３）火薬類（保管施設） 

―応急対策（施設の責任者）― 

（１）緊急通報 

   火薬類施設が発災した場合は、あらかじめ定められた連絡経路により防災関係機関に通報す

る。 

（２）災害対策本部等の設置 

   火薬類に関する災害が発生した場合は、速やかに事業所等内に災害対策本部等を設置し防災

関係機関と連携して応急対策を実施する。 

（３）応急措置の実施 

   防災関係機関と連携し、火薬類の性質に基づいた適切な応急措置に講ずる。 

 

―応急対策（市関係機関）― 

（１）緊急通報 

   通報を受けた防災関係機関は、状況に応じて他の防災関係機関と調整を図る。 

（２）応急措置の実施 

   防災関係機関は、事業所と連携し、火薬類の性質に基づいた適切な応急措置を講ずる。 

（３）被害の拡大防止措置及び避難 

 ア 防災関係機関は、被害が拡大し事業所等の周辺にも影響を及ぼすと予想される場合は、周辺

住民等の避難について協議する。 

 イ 市は、必要に応じ避難勧告、避難指示（緊急）を行う。 

（４）原因の究明 

   消防局は、災害の発生原因の究明に当たる。 
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（４）毒物・劇物（保管施設） 

―応急対策（施設の責任者）― 

（１）発火源の除去、毒物・劇物の安全な場所への移動、漏出防止及び除毒措置等の安全措置を講

じるとともに、警察及び消防機関等へ直ちに通報する。 

（２）上記の措置を講じることができないときは、又は必要と認めたときは、従業者及び付近の住

民に避難するよう警告する。 

（３）消防隊の到着に際しては、誘導員を配置するなどして進入を容易にし、かつ災害の状況及び

事業所内の毒物・劇物の保有量並びに保有位置等について報告する。 

 

―応急対策（市関係機関）― 

（１）緊急通報 

   消防局は、毒物劇物製造業者及び輸入業者等から緊急通報があった場合は、状況に応じて他

の防災機関と連絡調整を図る。 

（２）被害の拡大防止 

   消防局は、火災が発生した場合、施設防火管理者と連絡を密にして、延焼防止、汚染区域の

拡大防止に努める。 

（３）救急医療 

   消防局等は、大量流出事故等に際しては、医療機関へ連絡するとともに連携して被災者の救

出救護、避難誘導を実施する。 

（４）水源汚染防止 

   環境局、保健福祉局は、毒物劇物が水道水源を汚染するおそれがあると判断した場合は、関

係機関に通報し、適切な措置を求める。 

（５）避難 

   市は、県及び関係機関等と協議の上、必要であれば、避難勧告、避難指示（緊急）を行う。 

 

―応急対策（警察署）― 

（１）中毒防止方法の広報活動を実施する。 

（２）施設の管理者に対する漏出防止及び除毒措置等の指示と援助を行う。 

（３）その他危険物保管施設の応急対策計画に準ずる。 

 

（５）危険物等輸送車両等 

―応急対策（消防局）― 

（１）事故通報等に基づきその状況を把握のうえ、交通規制等について関係機関と密接な情報連絡

を行う。 

（２）必要に応じ、市民への広報活動や警戒区域に対する規制等を行う。 

（３）危険物輸送車両の関係者に対して、必要に応じ一時使用停止又は使用制限の緊急措置命令を

発する。 

 

―応急対策（警察署）― 

（１）警察署は、輸送中の車両については、周囲の状況により、あらかじめ安全な場所へ移動させ

る。 

 

―応急対策（ＪＲ貨物）― 

（１）危険物積載タンク車等の火災、漏えい等の事故が発生した場合は、事故の拡大、併発事故を

防止するため、ＪＲ貨物における応急措置要領（危険品貨物応急措置便覧）に従い、消火、火

気厳禁、立入禁止等の措置を講じるとともに消防、警察等の関係機関へ通報する。 

 



第３章 大規模事故災害対策計画【事故災害種別対策】 第３節 危険物等災害対策計画 

                    大 27 

―応急対策（海上保安部）― 

 関係事業所の管理者及び船主、代理店などに対して、災害の実態に応じて、次の措置を講じるよ

う命令若しくは勧告を行う。 

（１）危険物専用岸壁における荷役の停止、施設の応急点検と出火等の防止措置 

（２）危険物の海上への流出防止措置と応急対策 

（３）港内における危険物積載船舶には、移動命令又は航行の制限若しくは禁止 

 

３ 環境保全対策 【環境局】 

（１）大気の保全 

危険物等災害では、各方面に多大な被害を与えるが、市民生活を支える環境面においても大き

な影響を及ぼすことが想定される。 

このため、事故発生後、速やかに大気環境汚染物質の実態調査を実施し、環境影響を把握する

とともに、必要により、事故発生事業者及び市民への環境情報提供、二次災害発生防止に努め

る。 

 

・発生事業所の実態調査（二次災害の防止） 

・大気環境汚染物質の実態調査 

・悪臭調査 

・有害化学物質の実態調査 

 

（２）水質の検査 

   危険物等災害では、各方面に多大な被害を与えるが、市民生活を支える環境面においても大き

な影響を与えることが想定される。 

   このため、事故後水質等の環境汚染実態調査を実施し、二次災害の発生防止に努めるとともに

汚染物質の除去等について、適正な改善がされたことの状況確認を行う。 

 

・発生事業所の緊急実態調査（二次災害の防止） 

・河川等の公共用水域の水質調査（健康項目・生活環境項目） 

・地下水水質調査（健康項目） 
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第４節 海上災害対策計画 

【総務局、財政局、保健福祉局、環境局、都市局、建設局、消防局、病院局、中央区、美浜区、千葉

海上保安部、千葉運輸支局、関東地方整備局千葉港湾事務所、千葉市警察部、水上警察隊、県千葉

港湾事務所、東京湾排出油等防除協議会、千葉管内排出油等防除協議会、海上保安協会千葉支部、

千葉港運協会、東京湾海難防止協会、関東海事広報協会千葉支部】 

 

第１ 基本的な考え方 【総務局危機管理部】 

 

１ 策定の方針 

特定重要港湾である千葉港を市域の南西部に抱える本市周辺の海域において、船舶の衝突、乗揚げ、

転覆、火災、爆発、浸水、機関故障等の海難の発生による多数の遭難者、行方不明者、死傷者等が発

生し、又は発生するおそれのある事態並びに船舶の衝突等によって大量の油・危険物等が流出し、船

舶乗込み者及び影響を受ける市民等の保護並びに環境保全対策を必要とした場合の本市の体制を策

定する。なお、千葉港の整備は、港湾管理者である千葉県（千葉港湾事務所及び葛南港湾事務所）と

の連携が求められる。 

ただし、石油コンビナート等特別防災区域に係る油等海上流出災害については「千葉県石油コンビ

ナート等防災計画」の定めるところによる。 

  ※石油コンビナート等特別防災区域（資料 4-4） 

 

２ 港湾の現況 

産業振興や地域経済の活性化に重要な役割を担っている千葉港は、東京湾の北東部に位置し、約

130km に及ぶ海岸線延長と背後に市川市、船橋市、習志野市、千葉市、市原市、袖ケ浦市の６市を擁

する、水域面積 24,800haの日本一広い港湾である。 

本港は我が国の基幹産業が立地する京葉臨海工業地帯の基盤的港湾として、昭和 40 年に特定重要

港湾に指定され、現在本港の主要産業が東京湾内の産業に占める割合は、石油化学製品（エチレン）

生産能力の約 70%、石油精製能力の 45%、ガス販売量の約 40%、粗鋼生産量の約 25%と、千葉県はもと

より全国の産業経済を支える重要な位置を占めている。 

近年は、工業港としての機能に加え、平成６年より千葉港中央地区で外貿コンテナの取扱いが始ま

るなど、流通港湾としての役割も大きくなっており、地域経済や市民生活はもとより、我が国経済の

発展と安定を支える国際貿易港としても重要な役割を果たしている。 

貨物取扱量は全国第２位（1億 6,514万トン、平成 20年）、貿易額は全国第８位（6兆 8,521億円、

同）となっている。 

また、千葉港は、人工海浜６箇所（約 6.5km）や親水公園・緑地 15箇所等が整備され、海洋性レク

リェーションの場として多くの市民に利用されている。 

管理機関は、千葉県千葉港湾事務所と千葉県葛南港湾事務所である。 
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千葉港の概要 

公共主要施設 対象船舶 港 格 備 考 

・公共けい船岸壁 

水深4.5ｍ～12ｍ 

総延長11,240ｍ（94バース） 

・物揚場等 

  総延長8,339m 

・ガントリークレーン２基 

300～30,000 

重量トン※ 

特定重要港湾※ ・重化学工業及びエネル

ギ 

ー基地等、産業機能集積 

港湾 

・貨物取扱量全国第２位

の 

国際貿易港 

※注 重量トン  ：ほぼ船舶が積載出来る貨物の量を示す。 
重要港湾  ：国際海上輸送網又は国内海上輸送網の拠点となる港湾その他の国の利害に 

重大な関係を有する政令で定められた港湾。 
特定重要港湾：重要港湾のうち、国際海上輸送網の拠点として特に重要な政令で定められ 

た港湾。 

 

 

第２ 予防計画 

 

１ 安全航行の啓発 【海上保安協会千葉県支部、東京湾海難防止協会】 

海上保安協会千葉支部は、海難防止、海上交通安全、海洋環境保全等の講習会における安全航行の

強化・指導を推進する。 

また、東京湾海難防止協会千葉支部は、千葉地域連絡会において、安全航行の強化を図る。 

 

２ 連携協力体制の強化（発災時を想定した関係機関との協定締結の推進）【消防局、千葉海上保安部】 

海上災害への対応は、海上保安部並びに港湾管理者である千葉県が主体となって実施するものであ

るが、本市においても、当該機関と連携協力し「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第 41条

の 2」による、海上保安庁長官からの防除措置要請があった場合等に備え、必要に応じた体制の整備

を図る。 

消防局は、消防組織法第 39 条の規定に基づき他の市町村あるいは防災関係機関との間に消防応援

協定を締結し、連携協力体制の強化を図る。 

【消防局】     東京湾消防相互応援協定           平成２年 ５月 29日締結 

千葉海上保安部と千葉市との業務協定     昭和 46 年８月 18日締結 

 

３ 情報連絡体制の整備 【総務局危機管理部、関係局区等、港湾関係機関】 

  海上災害に係る情報連絡体制は本編第１章及び第２章第２節第１「情報連絡体制」に基づくほ

か、次の（１）庁内連絡体制と原因者を含めた（２）関係機関連絡体制の２系統としたうえで、情

報は総務局（危機管理監）で一元化し集約するよう整備する。 
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（１）庁内連絡体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）関係機関連絡体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

副 市 長 市 長 消 防 局 

危機管理監 危 機 管 理 部 長 

関 係 局 主 管 課 関 係 筆 頭 課 関 係 各 課 関係事務所等 

区 地 域 づ く り 支 援 課 

消 防 局 水 上 警 察 隊 東京湾排出油等防除協議会 

千 葉 市 警 察 部 

第三管区海上保安本部 

千葉海上保安部(要請を含む)

千葉管内排出油等防除協議会

水 門 管 理 事 業 者 

原 因 者 

関東運輸局千葉運輸支局 

関 東 地 方 整 備 局 

千 葉 港 湾 事 務 所 

海 上保安協 会千葉支 部 

東 京 湾 海 難 防 止 協 会 

 

各 協 定 機 関 

危 機 管 理 部 

まちづくり推進課 

下 水 道 維 持 課 

 

県千葉港湾事務所 

（     はＮＴＴ等、      は地域防災無線有り） 
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４ 消防体制の整備 【消防局】 

  消防局は、本編第１章及び第２章第６節第１「消防活動」に記載するもののほか、海上災害の特

殊性を考慮し次の体制を整備する。 

（１）港湾区域内における災害対応を実施するため、消防艇等の整備を図る。 

（２）千葉県油防除作業手順マニュアルに基づいたオイルフェンスの展張並びに、消防艇での活動を始

め関係機関との連携に基づいた円滑な活動ができるよう訓練を実施するとともに活動体制を整備す

る。 

 

５ 水門管理体制等の整備 【建設局、千葉土木事務所、県千葉港湾事務所】 

本市では次表の水門を県千葉港湾事務所より受託管理しているが、海上での危険物等搭載船舶の

事故発生による後背地への影響は、甚大なる災害発生の可能性が危惧されている。 

  よって、建設局は水門の監視並びに操作等について、次の十分な体制を整備する。 

（１）潮位等情報の収集 

   各水門において、気象条件による潮位等のデータの把握に努め、災害時における影響を及ぼす

区域の拡張予測に成果を発揮できるよう体制を整備する。 

（２）水門の操作等 

ア 水門の操作については、油等が内水に流入するおそれのある場合に指示するが平常時には点検、

巡視など有事の際にその機能が十分に発揮できるよう万全を期す。 

 イ 水門については、点検と緊急時の警戒、操作について、職員の動員計画等を作成し、県との連携

を密にした情報伝達が可能となるよう即応体制の整備を図る。 

（３）水門の所在地 

 

 施設名称 所在地 

１ 草野水門・排水機場 美浜区高浜 

２ 中央４号水門・排水機場 中央区中央港 

３ 寒川水門・排水機場 中央区寒川町 

４ 蘇我水門・排水機場 中央区蘇我町 

５ 浜野水門・排水機場 中央区塩田町 

 ※千葉県管理の海岸・河川にある排水機場・水門・閘門
こうもん

一覧（資料 2-18） 

  

６ 港湾情報の把握 【総務局危機管理部、都市局（海辺活性化推進課）、消防局、関係局等】 

日頃から、港湾関係団体等に積極的に参画し、千葉港の海上交通の状況やその他港湾情報の把握等

に努める。 

 

７ 資機材等の整備（運搬車両、救命具、オイルフェンス、吸着マット等）【財政局、建設局、消防局】 

  海上災害に対応する資機材は特殊性があるため、次のとおり整備する。 

（１）資機材の備蓄 

消防局は、油流出事故等における千葉県と特定事業所との資機材の相互応援締結並びに関係機関
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との連携・協定の締結により、確保された各資機材等を分散し保管する。 

（２）使用後の処理 

消防局は、使用した資機材等の廃棄等について、あらかじめ関係する機関及び庁内において申し

合わせ計画等を策定する。 

   ※油流出事故等対策用資機材の現況（資料 3-16） 

 

 

第３ 応急対策計画 

 

１ 初動活動体制 【総務局、各区、消防局、都市局、建設局、財政局、環境局】 

  海上災害が発生した場合又は発生するおそれのあることを覚知したときは、各所管は関係機関等か

らの情報を情報収集（本節第２「３情報連絡体制の整備」参照）に努めるとともに、以下の主な項目

を基準とした初動体制をとる。 

   

総 務 局 各情報の集約・伝達並びに災害警戒本部設置の検討 

区 役 所 区本部設置の検討 

消 防 局 消防応急活動の全てにおける点検確認 

都 市 局 
資機材の確認並びに公園・海水浴場利用者の状況確認 

港湾関係機関からの情報収集 

建 設 局 潮位等の情報並びに水門管理状況の確認 

財 政 局 資機材運搬車両の確認 

環 境 局 大気汚染等被害予測の検討 

そ の 他 関係事務所・施設での状況確認 

 

２ 情報の収集・伝達 【都市局、環境局、各区、千葉海上保安部、県千葉港湾事務所、港湾関係機関】 

  各部は、本節第２「３情報連絡体制の整備」に基づく情報連絡体制を活用し、迅速かつ的確な情報

収集に努めるが、特に重要な事項を次に掲げる。 

（１）都市部（都市局） 

ア 都市部都市班（都市局局課・都市部）は、千葉海上保安部や千葉県千葉港湾事務所を初めとした

港湾関係機関との連絡体制に基づき情報収集活動を行う。 

イ 「いなげの浜」等多くの市民が利用する施設について、都市部公園緑地班（都市局公園緑地部）

は、美浜公園緑地事務所のパトロールを中心として収集した情報を集約するとともに、状況によっ

て、海水・海岸線の汚染状況並びに大気の汚染状況については、環境部環境保全班（環境局環境保

全部）に調査を依頼する等、的確な状況の把握に努め利用者の安全確保を図る。 

ウ 海上並びに海岸沿岸部等に異常が発見され、利用者に危険の及ぶことが予測されるときは、公園

内の来訪者に退去を促すアナウンスを繰り返し行うとともに、特に海水浴等海の利用者には、海水

浴の禁止措置をとる。 

また、園内パトロール中に園内に残っている来園者を発見した場合は、速やかに退去するよう誘

導する。 
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（２）区本部（区） 

ア 区本部（区）は、災害が発生したときは、あらかじめ定められた分担、通信手段、連絡責任者、

連絡系統に基づく活動並びに市災害対策本部（警戒本部設置時を含む）に区職員を派遣し、迅速か

つ円滑な情報収集・伝達活動を行う。 

イ 区本部（区）は、海面監視やパトロール等区情報班からの報告をはじめ、区民からの通報等情報

の収集・整理に努め、実態を把握し適時市本部等に報告する。 

また、災害の規模・態様により必要があると認められる場合並びに、流出油等危険物の爆発、引

火又は気化による毒性等危険物や人体への影響があると市警戒本部長（危機管理監）並びに市（区）

災害対策本部長が判断した場合は、市民に迅速かつ的確な情報提供を行う。 

ウ 災害発生後、直ちに収集すべき情報は、おおむね次のとおり。 

（ア）人的被害（海岸への漂着者等含む） 

（イ）物的被害（海岸への漂着物等） 

（ウ）活動状況（関係機関の活動状況含む） 

（エ）動向予測（被害の拡大方向） 

 

３ 消防・救助並びに油等拡散防除活動 【消防局、千葉海上保安部】 

（１）消防部（消防局）は、千葉海上保安部等との業務協定に基づき、それぞれの関係機関と密に連携

し、消防活動を実施する。 

なお、ヘリコプターＴＶ電送システム等を活用して、上空から災害状況を把握するとともに、海

上部隊に情報提供を実施し、必要に応じて空中消火活動並びに吸着マットを使用して、上空からの

拡散防除活動を実施する。 

（２）消防部（消防局）は、千葉海上保安部との業務協定及び東京湾消防相互応援協定に基づき、それ

ぞれの関係機関と密接に連携し、消防活動を実施する。 

なお、ヘリコプターＴＶ電送システム等を活用して、上空から災害状況を把握するとともに、海

上部隊に情報提供を実施し、必要に応じてヘリコプターによる救助活動を行う。 

 

４ 千葉海上保安部の活動 【千葉海上保安部、千葉管内排出油等防除協議会】 

海難、人身事故等が発生したときは、速やかに巡視艇等によりその捜索救助を行う。また、海上火

災、船舶火災が発生したときは、速やかに巡視艇等により消火活動を行うとともに、必要に応じて市

に協力を要請する。 

海上に大量の油等が流出したときは、巡視艇等により、その状況を把握し、防除作業に必要な事項

について指導を行うとともに、必要な場合には、自ら防除を行うほか、関係行政機関に防除措置の要

請を行う。 

また、必要な場合には、千葉管内排出油等防除協議会の会員に油等排出事故に関する情報提供をす

るとともに総合調整本部を設置し、会員それぞれの立場に応じて的確な防除活動が実施できるよう調

整を行う。 

さらに、原油、ＬＰＧ等の危険物が流出したときは、その周辺海域の警戒を厳重にし、必要に応じ

て火災の発生防止、航泊禁止措置又は避難勧告を行う。 
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５ 港湾管理者の活動 【県千葉港湾事務所】 

県の管理する港湾区域内における海上事故の処理については、原因者が行うことを原則とするが、

原因者が不明の場合等早急の措置を必要とした場合、県千葉港湾事務所長は、千葉海上保安部長、県

水産課長、県水質保全課長、県港湾課長等と協議し、その処理をする。 

処理の決定後、防災給水船（若葉）の出動による処理活動のほか、流出油等の回収等について協定

を締結している事業者に回収並びに拡散防止等の作業を委託し、処理活動を実施する。 

 

６ 油等漂着物の回収及び処理活動 【環境局】 

（１）活動体制 

油等漂着物については、原因者が責任をもって回収及び処理を行うことを基本とし、資源循環班（環

境局資源循環部）は、原因者の求めに応じて漂着物の廃棄処分に関する情報提供を行うとともに、適

正な処理が行われるよう指導する。 

原因者が特定できないなどやむを得ない場合は、次の全庁体制で回収作業を行う。 

ア 総務局危機管理部は、被害状況に応じて、庁内・区並びに関係各機関の協力を得て、漂着物の回

収及び処理活動要員の体制を整えるとともに、備蓄資機材を適正に配備する。 

イ 都市部公園緑地班（都市局公園緑地部）は、美浜公園緑地事務所の備蓄分を含め、漂着物の回収

に必要な資機材に不足が生じた場合は、活動に要する資機材の調達について速やかに総務局危機管

理部と協議する。 

ウ 区本部は、本部との連携を図り活動拠点を開設するとともに、職員の配備体制を整える。 

また、区民参加やボランティア等活動要員の役割分担や連絡調整を行い、効果的な活動促進に努

める。 

（２）回収活動 

ア 施設管理者は、資源循環班（環境局資源循環部）と協議して漂着物の一時保管場所を設置すると

ともに、関係機関の協力を得て漂着物を回収する。 

イ 施設管理者は、回収した漂着物のうち生活環境の保全及び公衆衛生の観点から、早急に処分しな

ければならない物については、関係者（機関）と協議のうえ資源循環班（環境局資源循環部）へ引

き渡す。 

 また、一時保管した漂着物で権利者への引き渡しが可能なものについては、速やかに引き渡すこ

ととする。 

（３）処理・処分 

ア 資源循環班（環境局資源循環部）は、施設管理者から引き渡しを受けた、早急な処分を必要とす

る漂着物については関係者（機関）と協議のもとに、資源化が可能なものについては極力資源化し、

廃棄物となるものについては適正に処分する。 

イ 資源循環班（環境局資源循環部）は、アに記載するほか廃棄物の処分については、必要に応じて

廃棄物関連団体や他の自治体に協力を依頼する。 
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７ 広報活動 【総務局危機管理部】 

（１）総務局危機管理部は、事故発生状況や異臭等による沿岸地域への影響等について、防災行政無

線、広報車、CATV等による広報活動を行う。 

（２）防災関係機関は、事故の規模、動向を検討し、効果的かつ迅速な広報活動を行う。 

 

８ 環境汚染対策 【環境局】 

海上災害の発生は各方面に多大な被害を与え、市民生活を支える環境面においても大きな影響を及

ぼすことが想定されるため、環境部環境保全班（環境局環境保全部）は、事故発生後、速やかに水質

並びに大気環境汚染物質や悪臭の実態調査を実施し、環境影響を把握するとともに、必要により、事

故発生事業者及び市民への環境情報提供、二次災害の発生防止に努める。 

また、汚染物質の除去等について、適正な改善がなされたことの状況確認を行う。 

 

９ 油回収作業実施者等の健康対策指導 【保健福祉局、病院局】 

保健福祉部健康福祉・医療衛生班（保健福祉局健康福祉部・医療衛生部）は、健康対策として油等

回収作業従事者等の健康状態を把握するとともに沿岸住民の健康状態の悪化を防止するため、医師・

保健師等からなる巡回救助班を編成し健康相談を実施する。 

 

１０ 損害賠償請求等  

（１）タンカーによる油流出事故の場合 

船舶油濁損害賠償保障法に基づき、直接被害を受けた漁業者及び観光業者等は被害に加え、損害

を防止又は軽減するための措置に要した経費を、また、市が行った同様の措置に要した経費につい

ても船舶所有者に損害賠償請求等ができる。 

（２）タンカー以外の一般船舶からの油等流出事故の場合 

海防法第４１条の２に基づき海上保安庁長官からの要請があった場合は、市が行った油防除に必

要な措置に要した経費について、船舶所有者等に行政処分により請求する。観光業者等は、直接受

けた被害の損害賠償請求等ができる。 
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第５節 航空機災害対策計画 

 

第１ 基本的な考え方 【総務局危機管理部】 

 

本市の比較的近くには、成田空港や羽田空港があり、市域上空はその航空路の一部となっている。航

空機は大量の引火性燃料を搭載しており、地上に墜落、炎上等の事故が発生した場合、広域にわたる多

数市民を巻きこんだ被害の発生が予想される。 

 そこで、被害の拡大を防御し、被害の軽減を図るため防災関係機関の実施する各種の応急対策計画、

さらに平常時における機関相互の連絡協力体制等の整備に関する予防計画について定める。 

 なお、海上における航空機災害の場合は、第３節「海上災害対策計画」に準ずる。 

 

 

第２ 予防計画 

 

１ 情報収集・伝達体制等の整備 【総務局危機管理部、消防局】 

関係機関はそれぞれの機関及び機関相互間において、情報の収集・伝達体制を整備するとともに、

相互の協力、応援体制の整備に努める。 

 

２ 消火、救助、救急に係る資機材等の整備及び備蓄 【消防局】 

消防局は、航空機災害の発災時に必要な資機材（特殊資機材）の整備及び備蓄を図る。 
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第３ 応急対策計画 

 

１ 情報収集・伝達体制 【総務局危機管理部、消防局、千葉県警察東京航空局成田空港事務所、 

成田国際空港㈱、航空運送事業者】 

（１）成田国際空港区域内の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）成田国際空港区域周辺の場合 
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周 辺 市 町 村 

消 防 本 部 

成田国際空港㈱ 成田空港事務所 

当該航空運送 

事 業 者 等 
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市 医 師 会 
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市 町 村 
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本 部 

成 田 国 際 空港 
警 察 署 

地元医師会・地元歯科医師会 

 
市消防局 

市危機管理部 

千 葉 県 

消 防 庁 

成田国際

空 港 ㈱ 
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（３）発生地点が明確な場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 消防活動 【消防局】 

（１）消防局は、化学消防車両等の消防部隊を重点においた出動体制をとる。 

（２）二次災害危険の可能性がある場合は消防法に基づく「火災警戒区域」及び「消防警戒区域」を早

期に設定し、災害の推移に基づき逐次警戒区域の拡大又は縮小を実施する。 

（３）化学車両等を有効活用し、早期に火災の沈静化を図る一方、災害の規模等が大きく、本市の消防

力だけでは対処できないと思われる場合は、千葉県広域消防相互応援協定及び東京湾消防相互応援

協定等に基づく応援要請により、消防隊の確保を図る。 

 

３ 救出・救護活動 【保健福祉局、病院局、消防局、消防団】 

（１）活動体制 

航空機の墜落、不時着、器物落下など災害態様に応じた救助活動体制の早期確立を図る。 

（２）活動要領 

航空機が市街地へ墜落した場合は、広範囲で大規模な災害となることから、被害の拡大防止を図

るため効率的な部隊運用に努めるほか、次による。 

ア 延焼防止の確認及び救助実態の把握 

延焼範囲及び救助実態を確実に把握し、救助活動を効果的かつ迅速・的確に実施する。 

イ 救助区域の分担 

広範囲或いは数か所に点在している現場を分割して担当することにより、効率的に救助活動を実

施する。 

ウ 救助活動及び援護体制の確保 

墜落等による機体の炎上に対応するため援護体制を確保し、迅速な救護活動を実施する。 

エ 消防団員等の活用 

現場周辺の負傷者の救護及び担架隊による救護所への搬送を行う。 

発 見 者 

県 警 察 本 部 警 察 署 

市 危 機 管 理 部 

市 消 防 局 千 葉 県 

近 隣 市 町 村 

消 防 本 部 

 

消 防 庁 

東 京 航 空 交 通 

管 制 本 部 

東 京 航 空 局 

成田空港事務所 

当 該 航 空 

運 送 事 業 者 等 

成田国際空港㈱ 

110番 

119番 
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オ 関係者の活用 

航空機に関するあらゆる情報を提供させ、二次災害の発生を防止する。 

 

４ 救急・搬送 【保健福祉局、病院局、消防局、消防団、各区】 

（１）傷病者の適切な選別（トリアージ）を行い、重傷者を最優先とし、適切な応急処置を行い、適応

した医療機関を選定し迅速かつ、安全に搬送する。 

（２）医療機関及びその他の関係機関と連絡を密にし、傷病者の効率的な救護搬送にあたる。 

（３）消防局多数傷病者発生時対応計画に基づき対応する。 

 

５ 死体の収容 【保健福祉局、病院局、各区】 

県地域防災計画公共交通等事故編の定めるところにより、原則として市が一時保存所、検案場所を

設置し死体の収容を行う。 

 

６ 防疫 【保健福祉局、病院局】 

防疫については、遭難機が国際線である場合には、成田空港検疫所等と密接な連携を図りつつ、本

編第１章第１０節及び第２章第１０節「医療救護」と第１章第１６節第５及び第２章第１６節第５「防

疫・保健衛生」に定めるところにより、応急対策を講じる。 
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第６節 鉄軌道災害対策計画 

 

第１ 基本的な考え方 

 

本市内を通る鉄軌道網は、ＪＲ総武本線、京葉線、内房線、外房線、京成電鉄、千葉都市モノレール、

京葉臨海鉄道で構成され、これらの鉄軌道は県都さらには首都圏の業務核都市としての本市の通勤、通

学、貨物の大量な輸送需要に応えている。 

そこで、鉄軌道において衝突や火災等の事故が発生した場合には、多数の死傷者の発生や都市交通の

混乱が予想されるため、鉄軌道事業者及び行政のとるべき予防計画、応急対策計画について定める。 

 

 

第２ 予防計画 

 

１ 事業者による予防計画 【ＪＲ東日本㈱千葉支社、京成電鉄㈱、千葉都市モノレール㈱、京葉臨海

鉄道㈱】 

  鉄軌道事業者に対しては、鉄道事業法等により充足すべき構造基準が定められている。 

このため、鉄軌道事業者は、車両や踏切施設をはじめとする各種保安施設等に関連する旅客輸送等

の安全確保については、当該基準により整備、築造及び保全を行う。 

 

２ 行政による予防対策 【建設局】 

  本市及び各鉄軌道事業者は、それぞれの機関及び機関相互間において情報の収集、連絡体制の整備

を図るとともに、道路管理者としての市は、次の対策を推進する。 

（１）踏切道の立体交差化、構造の改良 

（２）近接道路事業に伴う交通規制、又は踏切の除去等の実施 

（３）橋梁
きょうりょう

点検、震災点検等に伴う橋梁
きょうりょう

・トンネル補修等の実施 

 

 

第３ 応急対策計画 

 

１ 情報収集・伝達体制等 【総務局危機管理部、都市局、各区、消防局、警察署、ＪＲ東日本㈱千葉

支社、京成電鉄㈱、千葉都市モノレール㈱、京葉臨海鉄道㈱】 

（１）情報収集・伝達体制 

鉄軌道災害発生時の本市及び防災関係機関等との情報連絡系統は、次のとおりである。 
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（２）相互協力・派遣要請計画 

ア 鉄軌道事業者は、事故災害が発生した場合には、他の路線への振替輸送、バス代行輸送等代替交

通手段の確保に努め、被災しない関係鉄軌道事業者においては、可能な限り、代替輸送について協

力するよう努める。 

イ 市及び県は、被災の規模に応じて、他の地方公共団体に応援を要請する。 

ウ 市は、応急措置を実施するため必要があると認めるときは、県に対し自衛隊の派遣要請をするよ

う求める。 

 

２ 消防活動【消防局、ＪＲ東日本㈱千葉支社、京成電鉄㈱、千葉都市モノレール㈱、京葉臨海鉄道㈱】 

（１）鉄軌道事業者による初期消火活動 

鉄軌道事業者は、事故災害の発生直後における初期消火活動を行うよう努めるとともに、消火活

動を実施機関に要請する。 

（２）消防局による消火活動 

災害出動計画表に基づき、速やかに火災の状況を把握するとともに、迅速に消火活動を実施する。 

 

３ 救急・救助活動【消防局、ＪＲ東日本㈱千葉支社、京成電鉄㈱、千葉都市モノレール㈱、京葉臨海

鉄道㈱、警察レスキュー】 

（１）事業者による救急・救助活動 

鉄軌道事業者は、事故災害発生直後における負傷者の救助と救援活動を行うとともに、必要に応

災 害 発 生 

消 防 団 

総務局・関係局 千葉県 県警察本部 

関 係 区 役 所 市 警察部・ 所轄警察 署 

鉄 軌 道 事 業 者 

報 道 機 関 

市 民 等 

消防局・消防署 
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じて当該活動を実施機関に要請する。 

（２）消防局による救急・救助活動 

ア 人命検索・救助 

（ア）活動体制 

鉄軌道機関の種別、発生場所及び災害態様に応じた活動体制を確保する。 

（イ）活動要領 

災害態様により、資機材、活動車両を選定し、効果的な救助活動を行うほか次による。 

ａ 特殊車両の活用 

高架線上あるいは高架上駅舎での災害は、特殊車両を活用することにより、救助活動を迅速・

安全に実施する。 

ｂ 消防団員等の活用 

現場周辺の負傷者等の救護及び担架隊による救護所への搬送を行う。 

ｃ 関係者の活用 

鉄道に関するあらゆる情報を提供させ、二次災害の発生を防止する。 

イ 救急、搬送 

（ア）傷病者の適切な選別（トリアージ）を行い、重傷者を最優先とし、適切な応急処置を行い、適

応した医療機関を選定し迅速かつ、安全に搬送する。 

（イ）医療機関及びその他の関係機関と連絡を密にし、傷病者の効率的な救護搬送にあたる。 

（ウ）消防局多数傷病者発生時対応計画に基づき対応する。 

 

４ 避難計画 

（１）発災時には、市及び県警察等は、人命の安全を第一に必要に応じて適切な避難誘導を行う。 

（２）避難誘導に当たっては、避難場所、避難路及び災害危険箇所等の所在並びに災害の概要その他の

避難に資する情報の提供に努める。 

（３）市等は、必要に応じて避難所を開設する。 
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５ 事業者の応急・復旧対策 【ＪＲ東日本㈱千葉支社、京成電鉄㈱、千葉都市モノレール㈱、京葉臨

海鉄道㈱】 

 

事 業 者 概              要 

ＪＲ東日本 

㈱千葉支社 

［応急・復旧対策］ 

旅客車走行中に事故災害が発生した場合は、関係乗務員は、冷静に状況を判断し、「千葉支

社運転事故応急復旧処理手続き」に定めるところにより、旅客への災害概況の周知及び乗車

中の社員への協力要請、避難誘導及び災害情報の伝達等適切な措置をとる。 

（１）災害対策本部の設置 

災害の発生により輸送に著しい支障の生じる場合は、支社内に災害対策本部、災害現

場に災害復旧本部を設置し、対策要員を有機的に指揮して早期復旧を図る。 

（２）自衛消防隊 

自衛消防隊は、公設消防隊の到着するまで、駅区長の指揮により消火器、乾燥土砂等

により初期消火作業を行う。 

（３）救護 

千葉鉄道検診センター所長は、救護の処置を適切かつ迅速に実施するため、「千葉支社

安全衛生管理取扱規定」の定めるところにより救護班を設置し、出動要請に備えておく。 

 

［情報連絡体制］ 

鉄道事故情報等の連絡 

 

 【鉄道の事故発生時の連絡系統図】 

 

大規模な鉄道事故が発生した場合、速やかに関東運輸局、県警察及び各市町村の消防機関

に連絡する。 

ア 防災担当課      運輸部指令 

イ 防災無線電話［県］  ６４０－７１２ 

ウ 防災無線ＦＡＸ    ６４０－７２２ 

エ 電話         ０４３－２２５－９８５７ 

オ ＦＡＸ        ０４３－２２５－４８８６ 

カ 地域防災無線     ９５１ 

事

故

現

場 

千葉市消防局 

県  警  察 

運

輸

部

指

令 

関 東 運 輸 局 千葉支社（総務） 

県 
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事 業 者 概              要 

京成電鉄㈱ ［応急・復旧対策］ 

列車事故により多数の死傷者が発生、若しくは大規模事故災害が発生した場合は、災害対

策規則に基づき、災害対策本部・現地対策本部を設置し、災害対策の迅速かつ的確な実施を図

る。 

（１）被害状況等の調査報告 

ア 利用者の被害状況の把握 

イ 施設・設備等の被害及び復旧状況 

ウ その他災害に関する情報 

（２）救護活動 

   事故発生時には、駅係員、乗務員が救急・救護活動に当たるとともに、災害対策規則に

基づき、対策本部に救護班を編成し救護活動にあたる。 

（３）広報活動の実施 

   列車内、駅での広報及びテレビ・ラジオ等報道機関を通じて利用者への広報活動に万全

を期す。 

（４）大規模事故災害が発生した場合における情報連絡体制 

 

 【鉄道の事故発生時の連絡系統図】 

 

 

（５）大規模事故発生時の動員体制 

大規模な鉄道事故が発生した場合、非常動員体制により各職場へ非常招集を指示する。 

 

ア 防災担当課      運輸指令室 

イ 防災無線電話（県）  ６４１－７２１ 

ウ 防災無線ＦＡＸ    ６４１－７２２ 

エ 電話         ０３－３６０７－１１４３ 

オ ＦＡＸ        ０３－３６０７－１１９８ 

カ 地域防災無線     ９６１ 

 

事

故

現

場 

計画管理部 

（安全推進担当） 

駅 

関 東 運 輸 局 運

輸

指

令 

運輸部 

県 

千葉市消防局 

県警察 
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事 業 者 概              要 

千葉都市 

モノレール㈱ 

［応急・復旧対策］ 

 旅客車走行中に事故災害が発生した場合、関係社員は状況を的確に判断して以下の応急処

置等の対策を講じることで、乗客等の安全確保、早期復旧に努める。 

（１）乗客の安全誘導 

   当社は車両が懸垂式であるため、空中の駅間で車両が停止した場合に短時間で停止車

両から乗客を解放すべく努める。 

 ①自力走行（故障車両）での最寄り駅への避難 

 ②救援列車を使用した救助 

   ア 救援列車による牽引、救助 

イ 縦取り装置による救助 

ウ 横取り装置による救助 

 ③下取り装置による救助 

（２）社員による軌道桁点検（地震の場合は全線） 

（３）災害対策本部の設置 

   千葉県・千葉市等、関係機関及び災害現場との的確な情報交換、情報分析を行い、利

用者等の安全確保、運行の早期復旧に向けた対応策を策定し実施に移すべく災害対策本

部を設置する。 

 

［情報連絡体制］ 

鉄道事故情報等の連絡 

 

 【事故発生時の連絡系統図】 

 

 

 

ア 防災担当課      運転課 

イ 電話         ０４３－２８７－８２１０ 

ウ ＦＡＸ        ０４３－２８７－８８７２ 

エ 地域防災無線     ９６３ 

事

故

現

場 

消  防  署 

警  察  署 

関 東 運 輸 局 運

輸

・

電

力

指

令 

千 葉 市 

県 

災害対策本部 
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事 業 者 概              要 

京 葉 臨 海 

鉄道㈱ 

［応急・復旧対策］ 

列車の運転中に事故災害が発生した場合は、関係乗務員は、冷静に状況を判断し、「運転事

故応急復旧処理手続」に定めるところにより、事故災害の概要について、千葉貨物駅指令長に

報告する。また、報告を受けた指令長は、災害情報の伝達等の適切な処置を講じるものとする。 

（１）災害対策本部の設置 

   事故又は災害の発生により輸送に著しく支障の生じる場合は、本社に災害対策本部を設

置するとともに、鉄道輸送グループ（千葉貨物駅）に現地災害対策本部を設置し、復旧要

員を指揮して早期復旧を図る。 

（２）自衛消防隊 

   事故又は災害時に火災が発生した場合は、「防災規定」に定めるところにより、自衛消

防隊は、公設消防隊の到着するまで、現地対策本部長又は駅区長の指揮により、初期消火

作業を行う。 

 

［情報連絡体制］ 

 事故発生時の連絡 

 

 【鉄道の事故発生時の連絡系統図】 

 

大規模な鉄道事故が発生した場合、速やかに関東運輸局、県警察及び所轄消防署に連絡する。 

ア 防災担当課      運輸グループ 

イ 電話         ０４３－２６５－２５３０ 

  

事

故

現

場 

関 東 運 輸 局 

千

葉

貨

物

駅 

運

転

指

令

長 

鉄  道  部 
(運輸グループ) 

関 係 部 署 

県  警  察 

県 

所 轄 消 防 署 

  (出張所含む) 
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第７節 道路災害対策計画 

 

多数の死傷者等が出る道路災害の発生を未然に防止し、災害が発生したとき、早期に初動体制を確立

して被害の軽減を図るため、迅速かつ適切に活動するための計画とする。 

 

第１ 基本的な考え方 【総務局危機管理部】 

 

トンネルの崩落、橋梁
きょうりょう

の落下、斜面及び壁の崩落、落石等による道路構造物の被災及び危険物を積載

する車両の事故等による危険物の流出などの多数の負傷者が生ずる可能性のある道路災害について、被

害の軽減と拡大の防止を図るため、迅速かつ適切に活動するための計画とする。 

 

 

第２ 予防計画 

 

１ 危険箇所の把握・改修 

【建設局、千葉国道事務所、東日本高速道路㈱千葉・市原管理事務所】 

道路管理者等は、災害の発生するおそれのある危険箇所を把握し、改修を行う。 

また、道路構造物の異常を早期に覚知するために、平常時においても道路構造物の点検を行う。 

各機関の実施する業務の詳細は以下のとおりである。 

 

実施項目 実施者 実 施 内 容 

危険箇所の

把握 

道 路 

管理者 

管理する道路について、老朽施設、耐震対策を要する施設、豪雨・地震

等の異常気象時における路肩の欠壊及び法面崩壊による危険箇所及び落

石等危険箇所等道路災害に係る危険箇所を調査し、把握しておく。 

危険箇所はもとより全ての道路構造物を保全し、通行の安全を確保する

ため道路パトロールを常時実施するとともに、異常気象時においては緊急

パトロールを実施し監視体制の強化を図る。 

また、災害の発生するおそれのある道路区間を、異常気象時通行規制区

間及び特殊通行規制区間として事前に設定し、交通関係者並びに市民に広

報する。 

危険箇所の

改修 

道 路 

管理者 

異常気象時等に崩落等の危険性のある法面等、対策を要する箇所につい

ては、順次改修工事を実施する。 

市 
土砂災害による道路施設の被災を防止するため、主要な道路施設が集中

している地域の土砂災害対策等を実施する。 
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２ 資機材の整備 

【建設局、千葉国道事務所、東日本高速道路㈱千葉・市原管理事務所】 

道路管理者は、被災した施設の早期復旧を図るため、平常時から応急復旧資機材を保存するととも

に、施工業者等の災害復旧資機材の保存状況等を掌握しておく。 

（１）資機材の確保 

防災用資機材を整備・確保し、復旧・消火活動等に備える。 

（２）車両の確保 

緊急時に出動できる車両を整備・確保しておく。 

 

３ 危険物等の名称及び事故の際講ずべき措置を記載した書面の携帯 【輸送事業者】 

輸送事業者は危険物等の流出による被害の拡大を防止するため、法令の定めるところにより、防除

資機材を携帯するとともに、消防活動等による防除活動が適切に行われるよう、伝達すべき輸送危険

物等の名称及び事故の際、講ずべき措置を記載した書面を携帯する。 

 

 

第３ 応急対策計画 

 

道路構造物の被災による多数の死傷者が発生した場合以下のように対処する。 

 

１ 情報の収集・伝達 

【総務局危機管理部、建設局、各区、消防局、千葉土木事務所、東日本高速道路㈱千葉・市原管理

事務所、県警察本部及び警察署、千葉運輸支局、千葉県トラック協会、千葉県バス協会、千葉国

道事務所】 

 

道路管理者は、道路災害によって多数の死傷者が発生したときは、県警察、消防局及び国土交通省

へ通報するとともに、被害軽減と拡大の防止を図るため、広域的応急対策を実施する県へ報告する。 

また、輸送事業者は、防除活動が適切に行われるため、消防活動機関に対し、流出危険物等の名称

及び事故の際講ずべき措置を伝達する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関 係 省 庁 

県 

消 防 局 

警 察 署 

国土交通省

千 葉 国 道 

事 務 所 

東日本高速

道 路 ㈱ 千

葉・市原管

理事務所 

首都高速

道 路 ㈱ 

千 葉 土 木 

事 務 所 

 

千 葉 市 
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２ 応急活動 【建設局、千葉国道事務所、東日本高速道路㈱千葉・市原管理事務所】 

（１）活動体制 

道路災害の発生に伴う人命の救助及び被害の拡大防止等に必要な下記の応急活動を速やかに実

施するため、道路管理者は必要な体制を執る。また、県及び市は必要に応じ災害対策本部等の体制

を執る。 

（２）応急活動 

各機関の実施する業務の詳細は以下のとおりである。 

 

実施項目 実施者 実 施 内 容 

警戒活動 

道路 

管理者 

及び 

県警察 

道路構造物の被災による人的な被害を未然に阻止するため、道路災害の

発生のおそれがあると認められるときは、道路の交通規制を行う。 

また、通行規制を実施したときは、その旨を交通関係者並びに市民に広

報する。 

応急活動 

道 路 

管理者 

二次災害を防止し、救出救助活動が円滑に実施できるよう、必要な災害

地周辺道路の交通規制を行うとともに、崩落土砂等障害物の除去及び被災

道路構造物の構造図の提示等救出救助活動へ協力する。 

また、障害物の除去、仮設道路の建設等の応急復旧を行い早期の道路交

通の確保を行う。復旧に際しては被災原因を究明し再発防止策を策定する

とともに、他の道路施設の点検を実施する。 

市 

消防活動による被災者の救出救助、医療機関への救急搬送を実施するほ

か、被害の拡大を防止するため必要な措置を執る。 

災害の規模が大きく災害地の消防機関及び市町村では十分な応急対策

を実施できないときは、周辺の消防機関及び市町村に応援を求める。 

また、災害救助法の適用を決定するほか、県に対し自衛隊の災害派遣要

請を依頼する。 

 

３ 消防活動 【消防局】 

事故災害種別対策第１節第３－２「消防活動」に準ずる。 

 

４ 救急・救護活動 【消防局】 

（１）傷病者の適切な選別（トリアージ）を行い、重傷者最優先とし、適切な応急処置を行い、適応し

た医療機関を選定し迅速かつ、安全に搬送する。 

（２）医療機関及びその他の関係機関と連絡を密にし、傷病者の効率的な救護搬送にあたる。 

（３）消防局多数傷病者発生時対応計画に基づき対応する。 

 

５ 危険物等を積載する車両の事故等による危険物等の流出への対処 

輸送事業者及び関係機関は、危険物等運搬車両の事故の応急対策を実施する。 

なお、高速道路における危険物等運搬車両の事故対策については、「千葉県高速道路危険物運搬車
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両事故防止対策協議会」から平成１２年３月に事故防止対策及び事故発生時の通報連絡系統、危険

物等事故処理手順等を示した「危険物運搬車両の事故発生時における現場対応マニュアル」が策定

され、迅速な現場処理を推進する。 

 

（１）情報連絡 

輸送事業者は、防除活動が適切に行われるよう、消防活動機関に対し、流出危険物等の名称及

び事故の際、講ずべき措置を伝達する。 

（２）流出危険物等の拡散防止及び除去 

輸送事業者及び道路管理者等は、防除活動を実施する。 

（３）交通規制 

道路管理者及び警察は被害の拡大を防止するため、道路の交通を規制する。 

（４）避難 

市及び警察は、流出した危険物等の性質、量及び気象条件等を勘案し、被害拡大を防止するた

め、市民等に対し、避難勧告及び立入禁止区域の設定等の措置を講じる。 

（５）広報 

市及び関係機関は、市民等の民心の安定のため、流出危険物等に係る安心情報又は被害拡大を

防止するための避難勧告等を踏まえた警戒情報を広報する。 

※危険物等：消防法で規定する「危険物」、毒物及び劇物取締法で規定する「毒物」「劇物」、高圧

ガス保安法で規定する「高圧ガス」、火薬類取締法で規定する「火薬類」をいう。 
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第８節 放射性物質事故対策計画 

 

第１ 基本方針 

 

本市には、「原子力災害対策特別措置法（平成 11年法律第 156号）」（以下「原災法」という。）に規定

される原子力事業所の立地はないが、医療機関及び試験研究機関等の放射性同位元素等使用事業所のほ

か、核燃料物質使用事業所が存在している。 

また、隣接した県には原子力事業所があるほか、核原料物質、核燃料物質の取扱いや原子力艦航行、

核燃料物質等又は放射性同位元素等運搬時の通過も想定される。 

平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災による福島第一原子力発電所事故に起因する放射性

物質等により、水道水の摂取制限や農産物の出荷制限など、市民の生活、社会経済活動などに様々な影

響が及んだところであり、本市としても本計画を定めることとした。 

これを受け、放射性物質取扱事業所及び防災関係機関の予防対策、応急対策及び復旧対策について定

める。 

なお、放射性物質事故対策については、現在、国等において各種の対策を検討しており、今後もそれ

らの動向を踏まえ、検討を進めていくものとする。 

 

第２ 放射性物質事故の想定 

 

１ 市内の放射性物質取扱事業所で取り扱っている核燃料物質の種類及び量から、これらの事業所にお

いて、大量の放射線が放出される事故の可能性はないが、地震、津波、火災等の自然災害などに起因

する事故への対応を想定する。 

 

２ 核燃料物質の運搬に伴う事故については、陸上輸送中の車両接触事故等により格納容器が破損し、

放射性物質が放出されることなどを想定する。 

 

３ 茨城県等に立地している原災法に規定される原子力事業所については、地震、津波、火災、人為的

ミス等による事故などを想定する。 

 

４ 原子力艦については、県外の原子力事業所の事故と同様に、地震、津波、火災、人為的ミス等によ

る事故などを想定する。 

 

第３ 放射性物質事故予防対策 

 

１ 市内の放射性物質取扱事業所の把握 

市は、放射性物質に係る防災対策を迅速かつ的確に行うため、放射性物質取扱事業所の所在地及び

取扱物質の種類等の把握に努める。 
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２ 情報の収集・連絡体制の整備 

市は、国、県、警察、消防機関、放射性物質取扱事業者等の関係機関との間における情報の収集・

連絡体制を整備する。その際、夜間、休日の場合等においても対応できる体制にする。 

 

３ 応急活動体制の整備 

（１）職員の活動体制 

本章第１節「応急活動体制」を参照 

（２）防災関係機関の連携体制 

市は、応急活動の迅速かつ円滑な実施のため、関係機関との連携を強化しておく。また、事故の

状況によっては、消火活動等において放射線に関する専門的な知識を必要とする場合もあるため、

必要に応じて専門家の助言が得られるよう、国、県その他の関係機関との連携を図る。 

また、近隣関係市町村による消防相互応援体制の整備に努める。 

（３）防護資機材等の整備 

市は、核燃料物質事故の応急対策に従事する者が必要とする防護服や防塵マスクなどの防護資機

材、また、放射線測定器等の整備に努める。 

また、核燃料物質による汚染の拡大防止と除染のための資機材及び体制の整備に努める。 

 

４ 緊急時被ばく医療体制の整備 

市は、あらかじめ消防機関と医療機関及び医療機関相互の連絡体制を整備する。 

 

５ 退避誘導体制の整備 

市は、県内外の放射性物質事故発生時に、適切な退避誘導が図れるよう、平常時から市民及び自主

防災組織の協力を得て退避誘導体制の整備に努める。 

また、高齢者、障害者のほか難病患者、乳幼児、妊産婦、外国人などを含めた避難行動要支援者を

適切に退避誘導する体制の整備に努める。このため市は避難行動要支援者名簿を整備し、避難行動要

支援者に関する情報の把握に努めるとともに、関係機関との情報共有を図る。 

なお、放射線の影響を受けやすい乳幼児等については十分配慮する。 

 

６ 防災教育・防災訓練の実施 

（１）防災関係者への教育 

市は、関係機関と連携し、応急対策活動の円滑な実施を図るため、必要に応じて防災関係職員に

対し、放射性物質事故に関する教育を実施する。 

（２）市民に対する知識の普及 

市は、関係機関と連携し放射性物質事故の特殊性を考慮し、市民に対して平常時から放射性物質

事故に関する知識の普及を図る。 

（３）訓練の実施 

市は、関係機関と連携し、専門家等を活用し、放射性物質事故を想定した訓練を実施する。 
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７ 市内事業所における事故予防対策 

（１）核燃料物質使用事業所 

ア 核燃料物質に関する事故対応計画の策定 

核燃料物質使用事業所の事業者は、県地域防災計画及び市地域防災計画との整合性を図りつつ、

核燃料物質に関する事故対応計画を策定するよう努める。 

イ 放射線監視体制の強化 

核燃料物質使用事業所の事業者は、必要に応じ、放射線測定器の整備・充実を図るとともに、平

常時における放射線量等の把握に努める。 

ウ 放射線防護に関する従業員教育 

核燃料物質使用事業所の事業者は、従業員に対して、放射線防護に関する教育・訓練を積極的に

行う。 

エ 通報体制の整備 

核燃料物質使用事業所の事業者は、放射性物質事故が発生又は発生するおそれが生じた場合、円

滑かつ迅速な対応がとれるよう、あらかじめ消防機関、警察、市、県及び国に対する通報連絡体制

を整備する。 

（２）市内の放射性同位元素等使用事業所 

放射性同位元素等使用事業所の事業者は、何らかの要因により、放射性物質の漏洩等により放射

線障害の発生やそのおそれが生じた場合、円滑かつ迅速な対応を行うため、あらかじめ消防機関、

警察、市、県及び国に対する通報連絡体制の整備に努める。 

 

第４ 放射性物質事故応急対策 

 

１ 情報の収集・連絡 

（１）市内の放射性物質取扱事業所における事故に係る情報の収集・連絡 

放射性物質取扱事業所の事業者は、何らかの要因により、周辺環境に影響を及ぼす放射性物質

の漏洩等の事故が発生した場合、又は、周辺環境に影響を及ぼすおそれのある場合には、速やか

に以下の事項について、市、県、警察、消防機関及び国の関係機関に通報する。 

また、事故情報等については、随時、連絡を行う。 

ア 事故発生の時刻 

イ 事故発生の場所及び施設 

ウ 事故の状況 

エ 放射性物質の放出に関する情報 

オ 予想される被害の範囲、程度等 

カ その他必要と認める事項 

また、県は、火災・災害等即報要領に基づき総務省消防庁に報告し、併せて文部科学省に連絡

するとともに市や関係機関に通報し、必要に応じ対応策を協議するとしている。 

（２）被害情報の報告 

市は、放射性物質事故が発生したとの通報を受けた場合、国、県、警察及び消防などの関係機
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関に通報する。 

また、事故の発生状況、人的被害の状況等の情報を収集するとともに、被害規模に関する概括

的情報を含め、把握できた範囲から県に報告する。 

 

２ 事業者による応急対策活動の実施 

（１）放射性物質取扱事業所における事故への応急対策活動 

放射性物質取扱事業所の事業者は、汚染の広がりの防止及び汚染の除去等、放射線障害を防止

するために直ちに必要な措置を講ずる。 

（２）放射性物質の事業所外運搬での応急対策活動 

原子力事業所の事業者又は当該事業者から放射性物質の運搬を委託された者は、立入制限区域

の設定、汚染・漏えいの拡大防止対策、遮へい対策、モニタリング、消火・延焼の防止、救出、

避難等の危険時の措置等を的確かつ迅速に行うことにより、原子力災害の発生の防止を図る。 

さらに、直ちに必要な要員を現場に派遣するとともに、必要に応じ他の原子力事業者に要員の

派遣及び資機材の提供に係る要請を行う。また、上記以外の事業者又は当該事業者から放射性物

質の運搬を委託された者は、上記に準じて必要な対策を行う。 

 

３ 緊急時における放射線モニタリング等活動の実施 

県は、必要に応じて、関係部局による放射線モニタリング等連絡会議を開催し、県、国や独立行

政法人放射線医学総合研究所等の専門家の指導又は助言を得て、以下の実施項目及びその他必要な

対策について検討を行い、緊急時のモニタリング活動を行うなど、放射性物質による環境等への影

響について把握する。 

市は、県が行う活動等に必要な協力を行う。 

【県の緊急時における放射線モニタリング等活動の実施項目】 

（１）大気汚染調査（該当部局） 

（２）水質調査（ 〃 ） 

（３）土壌調査（ 〃 ） 

（４）農林水産物への影響調査（ 〃 ） 

（５）食物の流通状況調査（ 〃 ） 

（６）市場流通食品検査（ 〃 ） 

（７）肥料・土壌改良資材・培土及び飼料調査（ 〃 ） 

（８）工業製品調査（ 〃 ） 

（９）廃棄物調査（ 〃 ） 

(注)この他、施設等の管理者は、必要に応じて、大気汚染調査、水質調査及び土壌調査を実施する。 

 

４ 災害対策本部等の設置 

市は、必要に応じて大規模事故等災害警戒本部又は災害対策本部を設置する。 

また、本部長（市長）は、災害の現地における応急対策を推進する上で必要があると認めるときは、

現地災害対策本部を設置する。 
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現地災害対策本部は、災害の現地を所管する県災害対策本部支部と連携し、災害の状況に応じた応

急対策を迅速・機動的に実施する。 

 

５ 防災関係機関との連携 

市は、災害の現場において、現地関係機関（消防機関、警察機関、自衛隊、海上保安庁、医療機関、

関係事業者等の現地で活動する機関をいう。）の活動を円滑に調整する必要があると認めるときは、

現地調整所を速やかに設置し、現地関係機関の間の連絡調整を図る。 

 

６ 避難等の防護対策 

県は、緊急時におけるモニタリング等活動の結果など必要な情報を関係市町村に提供する。 

また、モニタリング結果などから、原子力安全委員会が提案している「屋内退避及び避難等に関

する指標」に該当すると認められる場合は、国の指示等に基づき、市に対し連絡又は必要に応じて

退避・避難を要請する。 

市は、放射性物質の放出に伴う放射線被ばくから市民を防護するため、状況に応じて、市民に対

して「屋内退避」又は「避難」の措置を講じる。 

 

参考 防災指針で示されている屋内退避及び避難等に関する指標 

予測線量（単位:mSv） 

防護対策の内容 外部被ばくに

よる実効線量 

内部被ばくによる等価線量 

・放射性ヨウ素による小児

甲状腺の等価線量 

・ウランによる骨表面又は

肺の等価線量 

・プルトニウムによる骨表

面又は肺の等価線量 

10～50 100～500 

市民は、自宅等の屋内へ退避すること。 

その際、窓等を閉め気密性に配慮すること。 

ただし、施設から直接放出される中性子線又はガ

ンマ線の放出に対しては、指示があれば、コンクリ

ート建家の屋内に退避するか、又は避難すること。 

50 以上 500以上 
市民は、指示に従いコンクリート建家の屋内に退

避するか、又は避難すること。 

 

注）１．予測線量は、県災害対策本部等において算定され、これに基づく周辺市民等の防護対策措置につい

ての指示等が行われる。 

２．予測線量は、放射性物質又は放射線の放出期間中、屋外に居続け、なんらの措置も講じなければ受

けると予測される線量である。 

３．外部被ばくによる実効線量、放射性ヨウ素による小児甲状腺の等価線量、ウランによる骨表面又は

肺の等価線量、プルトニウムによる骨表面又は肺の等価線量が同一レベルにないときは、これらの

うちいずれか高いレベルに応じた防護対策をとる。 
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７ 緊急輸送 

市は、放射性物質事故による被害発生時における円滑な応急活動を実施するため、関係機関と相互

に連携のうえ、種々の緊急を要する輸送需要に迅速かつ適切に対応する。また、必要に応じ、航空応

援の要請を行う。 

 

８ 広報相談活動 

市は、放射性物質事故が発生した場合、モニタリング結果などの情報を迅速かつ的確に広報すると

ともに、必要に応じ市民等からの問い合わせに係る窓口を設置し、広報相談活動を行う。 

（１）情報の伝達は、テレビ、ラジオ、防災行政無線、広報車、市ホームページ等により行う。 

（２）市民等からの問い合わせ、相談、要望、苦情等に対応するため、必要に応じ、健康相談に関する

窓口や総合窓口を開設する。 

 

９ 飲料水及び飲食物の摂取制限等 

市は、県と連携して、市民の内部被ばくに対処するため、国の指示、指導又は助言に基づき、放射

性物質により汚染され又は汚染のおそれのある飲料水及び飲食物の摂取の制限、農林水産物の出荷の

制限、また法令に基づき食品の廃棄・回収等の必要な措置を行う。 

 

参考 食品衛生法に基づく放射性セシウムの基準 

対象 放射性セシウム（セシウム 134及びセシウム 137） 

飲料水 10 ベクレル/キログラム 

牛乳 50 ベクレル/キログラム 

乳児用食品 50 ベクレル/キログラム 

一般食品 100ベクレル/キログラム 

 

１０ 消防活動 

市内の放射性物質取扱事業者は火災が発生した場合、従事者の安全を確保するとともに、迅速に 

消火活動を行う。 

消防機関は、当該事業者からの情報や専門家等の意見を基に、活動方法を決定するとともに安全 

性の確保に努め迅速に消火・救出・救急活動を行う。 

 

１１ 広域避難者の受入れ 

県は、市町村や都道府県の区域を越える被災者の広域避難に関する支援要請又は受入れに係る手 

続を円滑に行う。 

（１）広域避難の調整手続等 

ア 県内市町村間における広域避難者の受入れ等 

市町村の区域を越えて広域的な避難をすることが必要となる場合、当該広域避難を要する被災者

の受入れについて、他の市町村からの要請について協議し、同時被災など受入れを行うことが困難

な場合を除き、当該被災者を受入れる。 



第３章 大規模事故災害対策計画【事故災害種別対策】 第８節 放射性物質事故対策計画 

                    大 57 

イ 都道府県域を越える広域避難者の受入れ等 

県域を越えて広域的な避難をすることが必要となる場合には、市は県へ他の都道府県に対して受

入れを要請するなどの協議を行い、県からの支援を得る。 

なお、他の被災都道府県から県を通して広域避難者の受入れの協議等があった場合には、県との

調整を行い、広域避難者の受入れを行う。 

（２）広域避難者への支援 

市は、広域避難者に対し、公共施設、公営住宅又は民間賃貸住宅の借上げ等により、滞在施設の

提供に努める。 

 

 

第５ 放射性物質事故復旧対策 

 

１ 汚染された土壌等の除染等の措置 

市は、国の指示、法令等に基づき、所管する施設の土壌等の除染等の措置を行う。 

放射性物質取扱事業所の事業者等は、国、県、市及び防災関係機関と連携し、周辺環境における除

染等の措置を行う。 

 

２ 各種制限措置等の解除 

市は、県と連携し、国の指示、指導又は助言に基づき、飲料水及び飲食物の摂取の制限、農林水産

物の出荷の制限等の各種制限措置等を解除する。 

 

３ 被災市民の健康管理 

市は、県と連携し、被災者の状況を把握するとともに、健康状態に応じた相談や心のケアを実施す

る。 

 

４ 風評被害対策 

市は、国の指示、指導または助言等に基づき、各種モニタリング結果や放射能に関する正しい知識

を、正確にわかりやすく広報することにより風評被害の発生を抑制する。 

 

５ 廃棄物等の適正な処理 

市は、国の指示、指導または助言等に基づき、放射性物質に汚染された汚泥や焼却灰等の廃棄物や

土壌等が適正に処理されるよう、必要な措置を講じる。 

 

 

 


